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研
究
論
文

﹁
阿
蘭
陀
国
主
﹂
宛
家
康
書
状

︱
︱
日
本
側
と
オ
ラ
ン
ダ
側
の
認
識

ク
レ
イ
ン
ス
桂
子

（Abraham
 van den Broek, n.d.

（
が
駿
府
で
の
謁
見
時
に
家
康
に
渡
し
た
マ
ウ

リ
ッ
ツ
書
状
へ
の
返
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た
︒
こ
の
時
︑
使
節
に
は
家
康
か
ら

返
書
と
と
も
に
来
航
通
商
を
許
可
す
る
朱
印
状
四
通
が
与
え
ら
れ
た（

（
（

︒
家
康
か

ら
の
オ
ラ
ン
ダ
船
に
よ
る
来
航
通
商
へ
の
期
待
を
受
け
て
︑
平
戸
で
オ
ラ
ン
ダ

商
館
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

　
以
心
崇
伝
（
一
五
六
九
~
一
六
三
三
（
に
よ
る
﹁
異
国
日
記
﹂
に
は
︑
こ
の
家

康
書
状
に
つ
い
て
︑
書
状
作
成
に
関
わ
る
幕
府
側
の
経
緯
と
内
容
の
控
が
記
さ

れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
同
書
状
の
内
容
が
オ
ラ
ン
ダ
語
に
翻
訳
さ
れ
︑
同
時
代
に

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
フ
ァ
ン
・
メ
ー
テ
レ
ン
（Em

anuel van M
eteren, （（（（ –（（（（

（
（
（

（

の
著
作
﹃
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
お
よ
び
隣
邦
の
歴
史
﹄（
一
六
一
四
年
刊
（
に
収
録

さ
れ
た（

（
（

︒

は
じ
め
に

　
慶
長
十
四
年
七
月
二
十
五
日
（
一
六
〇
九
年
八
月
二
十
四
日
（
付
で
徳
川
家
康

か
ら
﹁
阿
蘭
陀
国
主
﹂
マ
ウ
リ
ッ
ツ
（M

aurits van N
assau, （（（（ –（（（（

（
（
（

（
宛
に
作

成
さ
れ
た
書
状
の
写
し
が
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
に
現
存
し
て
い

る
﹇
図
版
（
﹈﹇
図
版
（
﹈（
九
頁
（︒﹁
復
章
﹂
で
始
ま
る
こ
と
か
ら
返
書
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る（

（
（

︒
管
見
の
限
り
︑
原
本
は
伝
存
し
な
い
︒

　
こ
の
家
康
書
状
は
︑
一
六
〇
九
年
に
オ
ラ
ン
ダ
船
二
隻
が
日
本
に
来
航
し
た

際
に
︑
使
節
と
し
て
指
名
さ
れ
た
各
船
の
上
級
商
務
員
ニ
コ
ラ
ー
ス
・
ポ
イ
ク

（N
icolaes Puijck, ?–（（（（

（
と
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
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こ
の
家
康
書
状
に
関
し
て
︑
金
井
圓
氏
は
﹃
日
蘭
交
渉
史
の
研
究
﹄
に
お
い

て
︑
崇
伝
﹁
異
国
日
記
﹂
掲
載
の
関
連
記
事
を
紹
介
し
︑
書
状
作
成
の
経
緯
と

そ
の
内
容
並
び
に
同
時
に
作
成
さ
れ
た
朱
印
状
の
内
容
に
言
及
し
て
い
る（

（
（

︒
ま

た
︑
加
藤
榮
一
氏
も
こ
の
書
状
の
一
節
を
﹁
異
国
日
記
﹂
に
基
づ
き
引
用
し
て

い
る（

（
（

︒
こ
れ
ら
の
主
な
日
本
側
の
先
行
研
究
で
は
︑﹁
異
国
日
記
﹂
の
控
は
参
照

さ
れ
て
い
る
が
︑
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
所
蔵
の
写
し
に
つ
い
て

は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
︒

　
一
方
︑
家
康
書
状
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
に
つ
い
て
は
︑
村
上
直
次
郎
氏
が
﹁
増

訂
異
国
日
記
抄
﹂
に
お
い
て
︑
ハ
ー
グ
国
立
文
書
館
所
蔵
関
連
文
書
中
に
あ
る

﹁
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
文
と
称
す
る
も
の
﹂
を
翻
刻
・
掲
載
し
て
い
る（

（
（

︒
し
か
し
︑
内

容
の
分
析
や
原
文
と
の
詳
し
い
比
較
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
フ
ァ

ン
・
メ
ー
テ
レ
ン
﹃
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
お
よ
び
隣
邦
の
歴
史
﹄
に
掲
載
さ
れ
た

オ
ラ
ン
ダ
語
訳
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
︒

　
フ
ァ
ン
・
メ
ー
テ
レ
ン
の
歴
史
書
に
つ
い
て
は
︑
松
田
清
氏
が
﹃
洋
学
の
書

誌
的
研
究
﹄
に
お
い
て
︑
後
の
長
崎
オ
ラ
ン
ダ
商
館
時
代
の
逸
話
を
以
下
の
よ

う
に
紹
介
し
て
い
る
︒
一
八
一
三
年
に
長
崎
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
ド
ゥ
ー
フ
が
長

崎
奉
行
所
の
勘
定
吟
味
役
か
ら
朱
印
状
に
よ
る
初
期
の
日
蘭
貿
易
時
代
の
史
実

に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
際
に
︑
フ
ァ
ン
・
メ
ー
テ
レ
ン
の
﹃
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト

お
よ
び
隣
邦
の
歴
史
﹄
を
参
照
し
て
︑
朱
印
状
に
関
連
し
て
同
書
記
載
の
日
本

皇
帝
の
書
簡
を
検
討
し
た
と
い
う（

（
（

︒

　
慶
長
十
四
年
付
家
康
書
状
に
つ
い
て
は
︑
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
所
蔵
の
写

し
や
フ
ァ
ン
・
メ
ー
テ
レ
ン
﹃
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
お
よ
び
隣
邦
の
歴
史
﹄
掲
載

の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
の
存
在
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
こ
れ
ま
で
充
分
に
検

討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒

　
本
稿
で
は
︑
同
書
状
の
内
容
や
作
成
舞
台
裏
の
検
討
を
通
じ
て
︑
君
主
間
レ

ベ
ル
に
み
ら
れ
る
最
初
期
の
日
蘭
関
係
の
有
り
様
を
探
求
す
る
と
と
も
に
︑
同

書
状
が
オ
ラ
ン
ダ
の
通
商
活
動
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
ち
︑
オ
ラ
ン

ダ
人
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
解
明
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
︒

　
ま
ず
は
︑
先
行
研
究
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ラ
イ
デ
ン
大
学
図

書
館
所
蔵
家
康
書
状
の
写
し
を
足
掛
か
り
と
し
て
︑
第
一
章
で
︑
そ
の
来
歴
を

目
録
情
報
か
ら
確
認
し
た
う
え
で
︑
所
蔵
者
や
関
係
者
の
追
跡
調
査
と
︑
家
康

書
状
に
纏
わ
る
当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
文
書
に
お
け
る
関
連
記
述
や

書
状
の
裏
面
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
覚
え
書
き
の
分
析
を
お
こ
な
う
︒

　
第
二
章
で
は
︑
異
国
日
記
に
お
け
る
関
連
記
述
か
ら
家
康
書
状
作
成
の
経
緯

を
紹
介
し
︑
写
し
の
筆
記
者
に
つ
い
て
も
若
干
の
検
討
を
試
み
た
の
ち
に
︑
異

国
日
記
所
収
の
控
と
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
所
蔵
写
し
と
の
比
較
を
お
こ
な
う
︒

さ
ら
に
︑
家
康
書
状
の
内
容
分
析
を
通
じ
て
︑
同
書
状
作
成
に
あ
た
っ
て
の
日

本
側
の
認
識
を
考
察
す
る
と
と
も
に
︑
書
状
作
成
以
前
に
オ
ラ
ン
ダ
側
か
ら
家

康
側
に
伝
え
ら
れ
た
内
容
の
推
測
を
試
み
る
︒

　
最
後
の
第
三
章
で
は
︑
フ
ァ
ン
・
メ
ー
テ
レ
ン
所
収
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
に
つ

い
て
︑
原
文
の
翻
刻
と
和
訳
を
掲
載
し
︑
村
上
氏
が
掲
載
し
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
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図版2　「慶長14年7月25日付オランダ国主宛家康書状写し（裏）」（ライデン大学図書館所蔵）
http://hdl.handle.net/（（（（.（/item:（（（（1（（

図版1　「慶長14年7月25日付オランダ国主宛家康書状写し（表）」（ライデン大学図書館所蔵）
http://hdl.handle.net/（（（（.（/item:（（（（1（（
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語
訳
文
と
の
比
較
を
し
た
の
ち
に
︑
日
本
語
原
文
と
の
内
容
比
較
分
析
を
お
こ

な
い
︑
家
康
返
書
の
内
容
が
ど
の
よ
う
に
オ
ラ
ン
ダ
側
で
受
容
さ
れ
た
の
か
に

つ
い
て
の
分
析
を
試
み
る
︒

　
日
蘭
の
通
交
開
始
に
つ
な
が
っ
た
同
書
状
と
四
通
の
朱
印
状
は
︑
日
蘭
関
係

草
創
期
に
お
け
る
両
国
間
の
関
係
に
つ
い
て
双
方
で
も
た
れ
た
認
識
を
探
る
う

え
で
重
要
な
検
討
材
料
で
あ
る
︒
こ
の
年
に
四
通
発
給
さ
れ
た
朱
印
状
に
つ
い

て
は
︑
そ
の
機
能
的
役
割
や
︑
以
後
に
オ
ラ
ン
ダ
に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
複
数

の
朱
印
状
と
の
比
較
な
ど
の
点
に
お
い
て
興
味
深
い
検
討
対
象
で
は
あ
る
が
︑

こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
り
︑
本
稿
で
は
家
康
書
状
に
論
点
を
絞
る
︒

第
一
章

　
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
所
蔵
写
し

第
一
節

　
来
歴

目
録
に
お
け
る
書
誌
情
報

　
本
節
で
は
慶
長
十
四
年
七
月
二
十
五
日
付
﹁
阿
蘭
陀
国
主
﹂
宛
家
康
書
状
の

写
し
が
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
所
蔵
に
至
る
来
歴
を
振
り
返
る
︒
こ
の
史
料
に

つ
い
て
は
︑
次
の
歴
代
三
種
の
目
録
に
そ
の
書
誌
情
報
が
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ

て
い
る
︒

①
　R

.P.A
. D

ozy,  C
atalogus codicum

 orientalium
 bibliothecae academ

iae 

Lugduno Batavae. vol. （ , Leiden: E. J. Brill, （（（（ , p. （（（ .

②
　K

oos K
uiper, C

atalogue of C
hinese and Sino-W

estern m
anuscripts in the 

central library of Leiden U
niversity. Leiden: Legatum

 W
arnerianum

 in 

Leiden U
niversity Library, （11（ , pp. （ –（ .

③
　Jan Just W

itkam
, Inventory of the oriental m

anuscripts of the Library of the 

U
niversity of Leiden. vol. （ : m

anuscripts O
r. （11（ –O

r. （111 . Leiden: Ter 

Lugt Press, （11（ , p. （（（ .

　
最
も
早
い
一
八
五
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
①
の
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
目
録
に
は
︑

d. EPISTO
LA IAPO

N
IC

A ET
 SIN

IC
A

（
日
本
と
中
国
の
書
簡
（
の
項
に
書
誌

番
号C

C
C

X
X

X
III. （C

od. （（（（

（
が
振
ら
れ
︑
こ
の
番
号
の
下
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
二
つ
の
書
誌
の
う
ち
の
最
初
の
も
の
と
し
て
︑Epistola Im

peratoris 

Iaponiae ad principem
 M

auritium
, Iaponice scripta.

（
日
本
の
皇
帝
よ
り
マ
ウ

リ
ッ
ツ
公
宛
書
状
（
と
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
二
番
目
の
書
誌
の
下
に
はEx 

Legato Papenbroekii.

（
パ
ー
ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
の
遺
産
よ
り
（
と
の
付
記
も
み
ら
れ

る
︒

　
二
〇
〇
五
年
出
版
の
②
の
目
録
に
は
︑
第
一
章
﹁Th

e O
riental m

anuscripts 

collection

（
東
洋
写
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（﹂
の
最
初
に
記
さ
れ
た
﹁O

r. （（（（ : （

﹂
の

書
誌
番
号
の
項
に
︑
ラ
テ
ン
語
タ
イ
ト
ル
﹁Epistola Im

peratoris Japonensium
 

ad Principem
 M

auritium

﹂
と
そ
の
英
訳
が
記
載
さ
れ
て
い
る
ほ
か
︑
日
本
語

の
タ
イ
ト
ル
﹁
日
本
國
源
家
康
復
章
阿
蘭
陀
國
主
殿
下
﹂
と
そ
の
英
訳
も
み
ら

れ
る
︒
こ
の
ほ
か
の
書
誌
情
報
と
し
て
︑
料
紙
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
の
で
は
な

い
こ
と
︑
三
十
四
・
五
×
四
十
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
紙
の
片
面
に
漢
字
で
十
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五
行
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
書
状
の

裏
面
に
オ
ラ
ン
ダ
語
で
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
覚
え
書
き
の
翻
刻C

opie vande 

m
issive gheschreven / by sijne K

eijserlerlycke M
at van Japa / aen syne Princell. 

Exctie M
auritium

 / d de scheepen den R
ooden Leeuw

 m
et Pijlen ende den 

G
rijffoen m

edeghenom
と
そ
の
英
訳

C
opy of the m

issive w
ritten by H

is 

Im
perial M

ajesty of Japan to H
is Princely Excellency M

aurice, carried on 

board the ships the Red Lion w
ith Arrow

s and the G
riffon

（
日
本
の
皇
帝
陛
下

に
よ
っ
て
マ
ウ
リ
ッ
ツ
公
陛
下
宛
に
書
か
れ
た
書
状
の
写
し
︑
ロ
ー
デ
・
レ
ー
ウ
・

メ
ッ
ト
・
ペ
イ
レ
ン
号
と
グ
リ
フ
ィ
ユ
ー
ン
号
両
船
で
運
ば
れ
た
（
も
掲
載
さ
れ
て

い
る
︒
ま
た
︑
同
書
状
に
関
す
る
先
行
文
献
二
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（

（1
（

ほ
か
︑

来
歴
と
し
てLeiden U

niversity Library, G
errit van Papenbroeck Legacy （（（（

（
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
︑
ヘ
リ
ッ
ト
・
フ
ァ
ン
・
パ
ー
ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
の
遺
産
一
七

四
三
年
（
と
も
付
記
さ
れ
て
い
る
︒

　
二
〇
〇
七
年
出
版
の
③
は
︑
一
六
六
五
年
か
ら
一
八
七
一
年
に
ラ
イ
デ
ン
大

学
図
書
館
に
登
録
さ
れ
た
写
本
が
書
誌
番
号O

r. （11（

か
らO

r. （111

ま
で
順

番
に
掲
載
さ
れ
た
目
録
で
あ
る
︒
当
該
書
状
の
書
誌
は
一
九
二
頁
の
﹁O

r. 

（（（（  

（（

（﹂
の
項
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
目
録
②
と
同
じ
ラ
テ
ン
語
タ
イ
ト
ル

と
そ
の
英
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
ほ
か
︑
目
録
②
と
同
様
の
日
本
語
の
タ
イ
ト

ル
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
でN

ipponkoku M
inam

oto no Ieyasu fukush[sic]

O
randa kokushu D

enka

と
記
さ
れ
︑
そ
の
英
訳Reply by 

（the sh ōgun[sic]

（

M
inam

oto no Ieyasu of the country Japan to his H
ighness the Lord of 

H
olland

が
付
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
ほ
か
に
記
さ
れ
て
い
る
書
誌
情
報
は
目
録

②
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
で
あ
る
が
︑
こ
こ
に
は
来
歴
情
報
は
記
さ
れ
て
い
な
い

一
方
︑
目
録
作
成
者
に
よ
る
付
記
と
し
て
︑Th

is is the first reply by the 

Japanese governm
ent to the D

utch w
ho w

ished to open up trade, show
ing an 

attitude quite different from
 the second reply several years later. Th

e original 

w
as lost, Japanese and D

utch scholars have searched in vain. Th
is m

akes this 

copy all the m
ore valuable.

（
こ
れ
は
通
商
開
始
を
望
ん
だ
オ
ラ
ン
ダ
人
に
対
す
る

日
本
の
統
治
機
関
に
よ
る
最
初
の
返
書
で
あ
り
︑
数
年
後
の
二
番
目
の
返
書
と
は
か

な
り
異
な
る
態
度
を
示
し
て
い
る（

（（
（

︒
原
本
は
失
わ
れ
︑
日
本
と
オ
ラ
ン
ダ
の
研
究
者

が
探
し
た
が
︑
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
当
写
し
を
さ
ら
に
も
ま
し
て
価

値
あ
る
も
の
に
す
る
（
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

フ
ァ
ン
・
パ
ー
ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
収
集
品

　
上
記
の
通
り
︑
目
録
①
と
②
に
記
さ
れ
て
い
る
同
書
状
の
来
歴
情
報
と
し
て
︑

①
で
は
﹁
パ
ー
ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
の
遺
産
よ
り
﹂︑
②
で
は
﹁
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書

館
︑
ヘ
リ
ッ
ト
・
フ
ァ
ン
・
パ
ー
ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
の
遺
産
一
七
四
三
年
﹂
と
記

さ
れ
て
い
る
︒
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
裕
福
な
有
力
商
人
で
あ
り
︑
美
術
品
収
集

家
で
も
あ
っ
た
ヘ
ー
ラ
ー
ル
ド
・
フ
ァ
ン
・
パ
ー
ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
（G

erard van 

Papenbroeck, （（（（ –（（（（

（
は
︑
遺
書
で
収
集
品
を
ラ
イ
デ
ン
大
学
に
遺
贈
す
る

意
思
を
示
し
て
い
た
︒
彼
の
死
亡
し
た
一
七
四
三
年
に
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

大
部
分
が
同
大
学
に
入
っ
た（

（（
（

︒
な
お
︑
フ
ァ
ン
・
パ
ー
ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
の
収
集
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品
の
な
か
に
は
︑
絵
画
や
彫
刻
と
い
っ
た
美
術
品
の
ほ
か
に
︑
十
六
・
十
七
世

紀
の
各
国
王
侯
貴
族
の
書
状
の
手
稿
も
美
術
品
と
し
て
含
ま
れ
て
い
た
︒
オ
ラ

ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
文
書
の
な
か
か
ら
流
出
し
た
家
康
書
状
の
写
し
は
︑
入
手

の
機
会
が
訪
れ
た
際
に
十
八
世
紀
中
葉
以
前
に
は
彼
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
え

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　
フ
ァ
ン
・
パ
ー
ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
に
は
︑
ア
ム
ス
テ

ル
ダ
ム
の
商
人
で
あ
り
美
術
品
収
集
家
で
あ
っ
た
ヘ
リ
ッ
ト
・
レ
イ
ン
ス
ト

（G
errit Reynst, （（（（ –（（（（

（
と
ヤ
ン
・
レ
イ
ン
ス
ト
（Jan Reynst, （（1（ –（（（（

（

兄
弟
の
収
集
品
も
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う（

（（
（

︒
こ
の
レ
イ
ン
ス
ト
兄
弟
の
父
は
オ

ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
第
二
代
総
督
を
務
め
た
ヘ
ー
ラ
ー
ル
ド
・
レ
イ
ン
ス

ト
（G

erard Reynst, （（（1 s–（（（（

（
で
あ
る
︒
レ
イ
ン
ス
ト
総
督
は
一
六
一
四
年

十
一
月
に
バ
ン
タ
ム
に
到
着
し
た（

（（
（

の
ち
︑
す
ぐ
に
モ
ル
ッ
カ
諸
島
へ
遠
征
に
赴

き（
（（
（

︑
一
六
一
五
年
十
二
月
に
ヤ
カ
ト
ラ
（
そ
の
後
バ
タ
フ
ィ
ア
と
改
称
（
で
病
死

し
て
い
る（

（（
（

︒
一
つ
の
仮
説
と
し
て
︑
フ
ァ
ン
・
パ
ー
ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
の
遺
贈
で

ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
の
所
蔵
と
な
っ
た
家
康
書
状
の
写
し
が
レ
イ
ン
ス
ト
兄

弟
収
集
品
由
来
で
あ
り
︑
そ
の
前
段
階
と
し
て
レ
イ
ン
ス
ト
総
督
か
ら
息
子
た

ち
に
引
き
継
が
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら

れ
る
︒
レ
イ
ン
ス
ト
総
督
の
ア
ジ
ア
出
航
に
あ
た
っ
て
︑
日
本
訪
問
の
機
会
に

備
え
て
︑
東
イ
ン
ド
会
社
の
十
七
人
会
が
過
去
に
届
い
て
い
た
家
康
書
状
の
写

し
を
レ
イ
ン
ス
ト
総
督
に
託
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
︒

こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
考
慮
し
て
関
係
史
料
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
︑
そ
の
よ
う

な
事
実
を
示
す
記
述
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
︒
と
は
い
え
︑
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン

ド
会
社
と
の
関
わ
り
の
み
ら
れ
る
レ
イ
ン
ス
ト
家
と
フ
ァ
ン
・
パ
ー
ペ
ン
ブ

ル
ッ
ク
と
の
つ
な
が
り
が
収
集
品
を
通
じ
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
︑
家
康
書
状

の
写
し
の
来
歴
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
︒

第
二
節

　
ラ
ー
イ
家
と
の
関
わ
り

ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
の
十
七
人
会
へ
の
報
告

　
家
康
書
状
の
写
し
の
一
通
が
一
六
一
〇
年
に
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
重

役
会
で
あ
る
十
七
人
会
に
送
付
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
同
会
社
の
商
務
員

ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
（H

endrik van R
aey, ?–（（（（

（
が
一
六
一
〇

年
十
月
八
日
付
十
七
人
会
宛
の
書
状
に
お
い
て
﹁
皇
帝
陛
下
︹
家
康
︺
か
ら
︹
マ

ウ
リ
ッ
ツ
︺
公
陛
下
宛
の
書
状
の
写
し
を
同
封
す
る
﹂
と
記
し
て
い
る
こ
と
か

ら
確
認
で
き
る（

（（
（

︒

　
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
は
︑
一
六
〇
九
年
に
日
本
に
来
航
し
た
二
隻
の
オ
ラ
ン
ダ

船
の
う
ち
ス
ヒ
ッ
プ
船
ロ
ー
デ
・
レ
ー
ウ
・
メ
ッ
ト
・
ペ
イ
レ
ン
号
の
下
級
商

務
員
で
あ
っ
た（

（（
（

︒
日
本
に
寄
港
し
た
オ
ラ
ン
ダ
船
二
隻
は
︑
使
節
を
通
じ
て
家

康
か
ら
﹁
阿
蘭
陀
国
主
﹂
宛
書
状
と
朱
印
状
を
得
た
の
ち
︑
一
六
〇
九
年
十
月

三
日
に
平
戸
を
出
発
し（

（（
（

︑
同
月
三
十
日
に
パ
タ
ニ
に
寄
港
し
て
い
る（

（1
（

︒
同
地
で

開
か
れ
た
委
員
会
の
決
定
に
よ
り
︑
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
は
︑
獲
得
し
た
日
本
貿

易
の
た
め
の
商
品
の
供
給
を
確
保
す
る
目
的
で
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
上
級
商
務
員
と

し
て
赴
任
す
る
予
定
で
あ
っ
た
た
め
︑
パ
タ
ニ
で
下
船
し
︑
次
の
季
節
風
ま
で
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同
地
で
待
機
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
パ
タ
ニ
で
待
機
中
の
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
は
︑

同
地
で
記
し
た
一
六
一
〇
年
十
月
八
日
付
の
十
七
人
会
宛
の
書
状
を
発
送
す
る

際
に
︑
預
か
っ
て
い
た
家
康
書
状
の
写
し
を
同
封
し
︑
モ
ル
ッ
カ
諸
島
か
ら
パ

タ
ニ
経
由
で
祖
国
に
向
か
う
ス
ヒ
ッ
プ
船
デ
ル
フ
ト
号
に
託
し
た
︒
フ
ァ
ン
・

ラ
ー
イ
は
︑
同
十
七
人
会
宛
の
書
状
で
次
の
よ
う
に
も
記
し
て
い
る
︒

︻
史
料
一（

（（
（

︼

一
六
〇
九
年
十
一
月
二
十
二
日
に
積
荷
満
載
で
当
地
︹
パ
タ
ニ
︺
か
ら
出

発
し
た
ス
ヒ
ッ
プ
船
フ
ェ
レ
ー
ニ
ヒ
デ
ン
・
レ
ー
ウ
・
メ
ッ
ト
・
ペ
イ
レ

ン
号
が
す
べ
て
の
こ
と
に
つ
い
て
貴
殿
た
ち
に
詳
細
に
教
え
る
こ
と
に
な

ろ
う
︒
し
か
し
︑
船
は
渡
航
中
に
多
く
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
︑
神

が
防
い
で
く
れ
る
こ
と
を
望
む
け
れ
ど
も
︑
同
船
が
帰
還
中
に
何
ら
か
の

災
害
に
遭
遇
す
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
た
め
︑
本
状
は
貴
殿
た
ち

の
た
め
の
報
告
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
だ
ろ
う
︒

　﹁
ス
ヒ
ッ
プ
船
フ
ェ
レ
ー
ニ
ヒ
デ
ン
・
レ
ー
ウ
・
メ
ッ
ト
・
ペ
イ
レ
ン
号
﹂
は
︑

日
本
に
寄
港
し
た
ロ
ー
デ
・
レ
ー
ウ
・
メ
ッ
ト
・
ペ
イ
レ
ン
号
の
こ
と
で
あ
る
︒

家
康
書
状
を
載
せ
た
同
船
は
一
六
一
〇
年
七
月
に
オ
ラ
ン
ダ
に
無
事
に
到
着
し

て
い
る
︒
こ
の
四
年
後
の
一
六
一
四
年
に
出
版
さ
れ
た
フ
ァ
ン
・
メ
ー
テ
レ
ン

﹃
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
お
よ
び
隣
邦
の
歴
史
﹄
の
一
六
一
〇
年
条
に
は
︑
日
本
か
ら

ロ
ー
デ
・
レ
ー
ウ
・
メ
ッ
ト
・
ペ
イ
レ
ン
号
が
一
六
一
〇
年
七
月
二
十
一
日
に

帰
還
し
︑
日
本
の
君
主
か
ら
の
書
状
を
も
た
ら
し
た
と
の
記
事
が
記
さ
れ
て
い

る
︒
後
述
の
通
り
︑
こ
の
記
述
に
続
く
箇
所
に
は
︑
そ
の
書
状
の
オ
ラ
ン
ダ
語

訳
も
掲
載
さ
れ
て
い
る（

（（
（

︒
こ
の
時
︑
ロ
ー
デ
・
レ
ー
ウ
・
メ
ッ
ト
・
ペ
イ
レ
ン

号
が
持
ち
帰
っ
た
の
は
原
本
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
前
記
の
二
〇
〇
七
年
出
版

目
録
③
に
記
さ
れ
て
い
た
通
り
︑
原
本
は
そ
の
後
何
時
か
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
︒

　
一
方
︑
船
の
航
海
中
に
難
破
な
ど
の
危
険
に
遭
う
確
率
が
高
い
こ
と
を
考
慮

し
た
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
は
︑
家
康
書
状
の
写
し
を
自
ら
の
書
状
に
同
封
す
る
形

で
祖
国
に
帰
還
す
る
別
の
船（

（（
（

に
託
し
て
送
付
し
て
い
る
︒
こ
の
写
し
は
ほ
ぼ
一

年
間
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
の
手
元
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑

フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
は
同
書
状
で
﹁
日
本
で
需
要
の
あ
る
商
品
の
覚
え
書
き
を
同

封
す
る
﹂
と
も
記
し
て
い
る
︒
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
は
︑
獲
得
し
た
日
本
貿
易
を

支
援
す
る
た
め
に
日
本
で
需
要
の
あ
る
鹿
皮
な
ど
の
供
給
確
保
の
担
当
要
員
と

し
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
上
級
商
務
員
の
資
格
で
派
遣
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た（

（（
（

︒
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
は
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
の
日
本
と
の
関
わ
り
の
深
さ
が
見
出
さ

れ
る
︒

十
七
人
会
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
支
部
重
役
レ
オ
ナ
ー
ル
・
ラ
ー
イ

　
十
九
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
の
歴
史
家
フ
ァ
ン
・
ダ
イ
ク
（Ludovicus C

arolus 

D
esiderius van D

ijk, （（（（ –（（（1

（
に
よ
る
と
︑
お
そ
ら
く
こ
の
ヘ
ン
ド
リ
ッ

ク
・
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
は
十
七
人
会
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
支
部
の
レ
オ
ナ
ー
ル
・
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ラ
ー
イ
（Leonard R

ay, n.d.

（
（（
（

（
の
息
子
あ
る
い
は
兄
弟
の
間
柄
で
あ
っ
た
と
い
う（

（（
（

︒

ラ
ー
イ
と
い
う
姓
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
両
者
が
同
じ
ラ
ー
イ
家
の
一

族
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
︒
ま
た
︑
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
が

十
七
人
会
へ
書
状
を
直
接
送
っ
て
い
る
こ
と
も
同
人
と
会
社
の
重
役
会
と
の
深

い
つ
な
が
り
を
示
唆
す
る
︒
彼
が
下
級
商
務
員
と
し
て
乗
船
し
た
ロ
ー
デ
・

レ
ー
ウ
・
メ
ッ
ト
・
ペ
イ
レ
ン
号
は
お
そ
ら
く
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
支
部
の
建
造

し
た
船
で
あ
り
︑
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
支
部
の
重
役
の
一
人
の
親
族
と
い
う
縁
故

関
係
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
東
イ
ン
ド
会
社
船
の
職
務
の
な
か
で
商
館
長
ク
ラ

ス
の
上
級
商
務
員
よ
り
一
階
級
下
と
い
う
高
い
地
位
の
下
級
商
務
員
と
し
て
同

船
に
乗
船
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　
レ
オ
ナ
ー
ル
・
ラ
ー
イ
に
も
日
本
と
の
つ
な
が
り
が
み
ら
れ
る
︒
一
六
〇
六

年
二
月
二
日
付
十
七
人
会
の
決
議
録
に
は
日
本
の
君
主
へ
の
書
状
作
成
に
関
す

る
事
項
が
み
ら
れ
る
︒
こ
の
決
議
録
に
よ
る
と
︑
こ
の
時
レ
オ
ナ
ー
ル
・
ラ
ー

イ
は
日
本
の
君
主
へ
の
書
状
の
手
配
と
贈
物
の
準
備
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ

た
︒
ま
た
︑
そ
れ
ら
は
同
年
出
航
の
パ
ウ
ル
ス
・
フ
ァ
ン
・
カ
ー
ル
デ
ン

（Paulus van C
aerden, c（（（（ –c（（（（

（
提
督
に
託
さ
れ
る
こ
と
も
同
時
に
決
議
さ

れ
て
い
る（

（（
（

︒

　
ロ
ー
デ
・
レ
ー
ウ
・
メ
ッ
ト
・
ペ
イ
レ
ン
号
が
一
六
一
〇
年
に
オ
ラ
ン
ダ
に

も
た
ら
し
た
日
本
の
君
主
︹
家
康
︺
か
ら
の
書
状
に
つ
い
て
︑
フ
ァ
ン
・
メ
ー

テ
レ
ン
は
﹁
こ
の
書
状
は
︑
マ
ウ
リ
ッ
ツ
公
を
代
表
す
る
使
節
に
ス
タ
ー
テ

ン
・︹
ヘ
ネ
ラ
ー
ル
︺
が
東
イ
ン
ド
へ
向
け
て
持
た
せ
た
︑
推
薦
あ
る
い
は
紹
介

の
書
状
に
対
す
る
返
答
で
あ
っ
た
﹂
と
記
し
て
い
る（

（（
（

︒
フ
ァ
ン
・
メ
ー
テ
レ
ン

が
往
信
と
し
て
位
置
づ
け
る
﹁
推
薦
あ
る
い
は
紹
介
の
書
状
﹂
が
一
六
〇
六
年

に
レ
オ
ナ
ー
ル
・
ラ
ー
イ
が
関
わ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
同
一
か
ど
う
か
に

つ
い
て
︑
こ
の
記
述
に
書
状
作
成
年
な
ど
の
情
報
が
な
い
た
め
断
定
は
で
き
な

い
︒
と
は
い
え
︑
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
送
っ
た
書
状
に
対
し
て
得
ら
れ
た
返
答
で
あ

る
と
の
認
識
は
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
︒

　
数
年
越
し
で
よ
う
や
く
得
ら
れ
た
日
本
の
君
主
か
ら
の
返
書
を
ヘ
ン
ド
リ
ッ

ク
・
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
は
ラ
ー
イ
家
の
一
人
と
し
て
特
別
な
思
い
を
も
っ
て
受

け
止
め
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
と
は
い
え
︑
彼
は
ア
ジ
ア
の
地
で
引
き

続
き
勤
務
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
て
︑
オ
ラ
ン
ダ
へ
の
帰
国
は
し
ば
ら
く
で

き
な
い
見
込
み
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
事
情
に
よ
り
︑
預
か
っ
た
写
し
を
別
の

帰
還
船
に
託
し
て
十
七
人
会
に
送
付
し
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

写
し
の
裏
面
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
覚
え
書
き

　
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
所
蔵
の
家
康
書
状
写
し
の
裏
面
に
は
︑﹁
ロ
ー
デ
・

レ
ー
ウ
・
メ
ッ
ト
・
ペ
イ
レ
ン
号
と
グ
リ
フ
ィ
ユ
ー
ン
号
両
船
で
運
ば
れ
た
︑

マ
ウ
リ
ッ
ツ
公
陛
下
宛
に
日
本
の
皇
帝
陛
下
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
書
状
の
写

し
﹂（C

opie vande m
issive gheschreven by sijne K

eijserlycke M
at van Japa[n] aen 

Syne Princell. Ex
tie M

auritium
 d de scheepen den R

ooden Leeuw
 m

et Pijlen ende 

den G
rijffoen m

edeghenom

（
と
手
書
き
で
記
さ
れ
て
い
る（

（（
（

（
九
頁
﹇
図
版
（
﹈
参
照
（︒

　
オ
ラ
ン
ダ
船
が
持
ち
帰
っ
た
家
康
書
状
の
写
し
が
複
数
存
在
し
た
可
能
性
も
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あ
る
た
め
︑
こ
の
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
所
蔵
の
写
し
が
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・

フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
の
送
付
し
た
も
の
と
同
一
で
あ
る
と
の
断
定
は
で
き
な
い
︒

﹁
ロ
ー
デ
・
レ
ー
ウ
・
メ
ッ
ト
・
ペ
イ
レ
ン
号
と
グ
リ
フ
ィ
ユ
ー
ン
号
両
船
で
運

ば
れ
た
﹂
と
の
記
述
か
ら
は
︑
こ
の
写
し
が
原
本
と
と
も
に
両
船
で
そ
の
ま
ま

オ
ラ
ン
ダ
ま
で
運
ば
れ
た
可
能
性
が
高
い
︒
そ
の
場
合
︑
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
が

預
か
っ
た
写
し
は
複
数
存
在
し
た
写
し
の
う
ち
の
別
の
一
通
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
︒

　
一
方
︑
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
の
送
付
し
た
写
し
が
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
所
蔵

の
も
の
と
同
一
で
あ
る
場
合
︑
日
本
を
去
る
時
点
で
原
本
と
と
も
に
写
し
も

ロ
ー
デ
・
レ
ー
ウ
・
メ
ッ
ト
・
ペ
イ
レ
ン
号
と
グ
リ
フ
ィ
ユ
ー
ン
号
で
運
ば
れ

た
が
︑
写
し
の
方
は
パ
タ
ニ
で
下
船
し
た
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ

が
預
か
り
︑
一
六
一
〇
年
十
月
八
日
付
の
十
七
人
会
宛
の
書
状
に
同
封
す
る
形

で
︑
当
時
モ
ル
ッ
カ
諸
島
か
ら
パ
タ
ニ
に
寄
港
し
て
い
た
祖
国
へ
帰
還
予
定
の

ス
ヒ
ッ
プ
船
デ
ル
フ
ト
号
に
託
さ
れ
︑
オ
ラ
ン
ダ
へ
運
ば
れ
る
と
い
う
経
緯
を

辿
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒

第
二
章

　 

家
康
書
状
の
異
国
日
記
所
収
控
と
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館

所
蔵
写
し

第
一
節

　﹁
異
国
日
記
﹂
に
み
る
書
状
作
成
の
経
緯
と
舞
台
裏

「
異
国
日
記
」
所
収
控

　
慶
長
十
四
年
付
家
康
書
状
に
つ
い
て
は
︑
崇
伝
が
﹁
異
国
日
記
﹂
に
そ
の
内

容
の
控
を
書
き
写
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
の
控
の
前
後
に
は
同
書
状
作
成
の
経

緯
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
も
記
さ
れ
て
い
る
︒
書
状
控
の
直
前
に
は
︑
次
の
通

り
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

︻
史
料
二（

（1
（

︼

一
　
同
十
一
日
頃
︑
於
御
本
丸
︑
本
上
州
被
仰
候
ハ
︑
ヲ
ラ
ン
タ
ヨ
リ
御

書
ヲ
上
候
︑
彼
国
ノ
文
字
ニ
テ
分
不
見
候
︑
通
事
ニ
仮
名
ニ
ノ
ベ
サ
セ
ラ

レ
候
︑
以
来
船
ヲ
渡
可
申
候
間
︑
湊
ヲ
モ
被
下
︑
往
来
仕
候
様
ニ
ト
ノ
義

ニ
候
︑
印
子
ノ
盃
二
︑
糸
三
百
五
十
斤
︑
ナ
マ
リ
三
千
斤
︑
象
牙
二
本
上

候
︑
此
返
書
認
︑
下
書
上
可
申
由
也
︑
円
光
寺
御
書
候
︑
此
書
ハ
少
文
体

可
然
様
ニ
ト
仰
ニ
候

　
こ
の
う
ち
﹁
本
上
州
被
仰
候
ハ
︑
ヲ
ラ
ン
タ
ヨ
リ
御
書
ヲ
上
候
︑
彼
国
ノ
文

字
ニ
テ
分
不
見
候
︑
通
事
ニ
仮
名
ニ
ノ
ベ
サ
セ
ラ
レ
候
﹂
の
部
分
か
ら
は
︑
オ

ラ
ン
ダ
よ
り
﹁
彼
国
ノ
文
字
﹂（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
（
で
記
さ
れ
た
書
状
が
到
来

し
た
こ
と
を
受
け
て
︑
家
康
側
近
の
本
多
正
純
（
一
五
六
五
~
一
六
三
七
（
が
通

事
に
翻
訳
さ
せ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
ま
た
︑﹁
以
来
船
ヲ
渡
可
申
候
間
︑
湊
ヲ
モ
被
下
︑
往
来
仕
候
様
ニ
ト
ノ
義
ニ

候
﹂
の
部
分
か
ら
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
到
来
し
た
書
状
の
要
点
が
オ
ラ
ン
ダ
船
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往
来
の
際
の
交
易
場
所
と
し
て
の
着
岸
地
の
確
保
を
求
め
る
内
容
で
あ
っ
た
こ

と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒

　
オ
ラ
ン
ダ
使
節
か
ら
の
献
上
品
が
列
記
さ
れ
た
後
の
﹁
此
返
書
認
︑
下
書
上

可
申
由
也
︑
円
光
寺
御
書
候
﹂
の
部
分
か
ら
は
︑
円
光
寺
の
閑
室
元
佶
（
一
五

四
八
~
一
六
一
二
（
が
指
示
を
受
け
て
返
書
の
下
書
き
を
執
筆
し
た
こ
と
が
わ

か
る
︒

　
書
状
控
の
直
後
に
は
︑﹁
右
円
光
寺
清
書
︑
間
ニ
合
鳥
子
︑
下
絵
ア
リ
︑
上
包

ハ
可
漏
鳥
子
︑
上
ノ
真
中
ニ
テ
ノ
リ
付
ニ
シ
テ
︑
封
ノ
字
三
所
ニ
書
︑
御
朱
印

ハ
︑
七
月
二
十
一
日
ニ
被
押
候
也
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
部
分
か
ら
は
︑

元
佶
が
清
書
も
お
こ
な
い
︑
朱
印
押
印
日
が
和
暦
七
月
二
十
一
日
（
西
暦
八
月

二
十
日
（
で
あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒

　
ま
た
︑
使
用
さ
れ
た
紙
に
つ
い
て
﹁
間
ニ
合
鳥
子
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
︑
紙
の
種
類
は
鳥
の
子
と
呼
ば
れ
る
雁
皮
紙
で
︑
間
似
合
紙
の
大
き
さ
︑

す
な
わ
ち
三
尺
（
約
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
の
大
判
で
︑
さ
ら
に
︑﹁
下
絵
ア

リ
﹂
と
あ
る
の
で
︑
装
飾
が
施
さ
れ
た
料
紙
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

一
方
︑
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
所
蔵
の
写
し
に
使
わ
れ
た
紙
は
︑
三
十
四
・
五

×
四
十
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大
き
さ
で
︑
装
飾
は
な
い
︒
原
本
と
写
し
に
用

い
ら
れ
た
料
紙
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

写
し
の
筆
記
者

　
家
康
書
状
に
関
す
る
崇
伝
の
覚
え
書
き
の
記
述
か
ら
︑
原
本
が
元
佶
に
よ
っ

て
清
書
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
に
な
る
が
︑
写
し
の
筆
記
者
は
誰
な
の
か
と
い

う
疑
問
が
残
る
︒
オ
ラ
ン
ダ
使
節
の
通
訳
と
し
て
こ
の
時
の
謁
見
に
同
行
し
た

の
は
リ
ー
フ
デ
号
の
元
乗
組
員
メ
ル
ヒ
ヨ
ル
・
フ
ァ
ン
・
サ
ン
ト
フ
ォ
ー
ル
ト

（M
elchior van Santvoort, c（（（1 –（（（（

（
で
あ
っ
た
︒
フ
ァ
ン
・
サ
ン
ト
フ
ォ
ー

ル
ト
を
は
じ
め
と
す
る
オ
ラ
ン
ダ
側
関
係
者
の
う
ち
の
誰
か
が
受
領
後
に
書
き

写
し
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
ま
た
︑
オ
ラ
ン
ダ
側
の
使
節
と
し
て
家
康
に
謁
見

し
た
ポ
イ
ク
は
そ
の
日
記
に
お
い
て
︑
家
康
か
ら
マ
ウ
リ
ッ
ツ
公
宛
の
複
数
通

の
書
状
を
得
た
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
原
本
の
ほ
か
に
写
し
も
同
時
に
幕

府
側
か
ら
渡
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い（

（（
（

︒

　
こ
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
す
る
と
︑
候
補
者
と
し
て
は
︑
下
書
き
と
清
書
を

担
当
し
た
元
佶
が
第
一
に
挙
が
る
︒
次
の
候
補
者
と
し
て
︑
当
時
︑
元
佶
の
外

交
事
務
の
補
佐
を
し
て
い
た
崇
伝
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
正
確
な
筆
跡
鑑
定
の
た
め

に
は
筆
跡
の
専
門
家
に
よ
る
調
査
を
依
頼
す
る
必
要
が
あ
る
が
︑
以
下
で
は
︑

筆
記
者
候
補
と
し
て
考
え
ら
れ
る
人
物
の
筆
跡
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み

る
︒

　
元
佶
の
文
字
に
つ
い
て
は
︑
閲
覧
可
能
な
史
料
が
限
ら
れ
︑
オ
ン
ラ
イ
ン
で

閲
覧
で
き
た
﹃
重
撰
倭
漢
皇
統
編
年
合
運
図
﹄（︹
要
法
寺
︺︹
慶
長
五
（
一
六
〇

〇
（
年（

（（
（

︺（
巻
末
の
元
佶
自
筆
の
書
入
れ
部
分
と
比
較
し
て
み
た
が
︑
共
通
す
る

文
字
の
数
が
わ
ず
か
数
文
字
で
同
筆
・
異
筆
の
判
断
は
難
し
い
︒

　
崇
伝
の
筆
跡
を
比
較
す
る
材
料
と
し
て
は
︑
そ
の
手
に
成
る
ほ
ぼ
同
内
容
の

控
が
あ
り
︑
両
者
で
使
用
さ
れ
て
い
る
文
字
の
並
び
が
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
と
い
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う
点
で
は
比
較
し
や
す
い
︒
し
か
し
︑
写
し
と
控
と
で
は
そ
の
筆
記
目
的
が
異

な
り
︑
自
分
の
覚
と
し
て
記
さ
れ
た
控
の
方
が
文
字
の
崩
し
方
が
強
い
︒
こ
の

た
め
︑
両
者
が
同
筆
か
ど
う
か
は
判
断
し
難
い
︒

　
一
方
︑
崇
伝
自
筆
と
さ
れ
る
慶
長
十
七
年
六
月
付
﹁
濃
毘
数
般
宛
徳
川
家
康

返
書
案
﹂
が
存
在
す
る（

（（
（

︒
こ
の
﹁
濃
毘
数
般
宛
徳
川
家
康
返
書
案
﹂
は
︑
清
書

で
は
な
い
が
︑
他
者
に
見
せ
る
案
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
た
め
文
字
の
崩
し
が

少
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
文
字
の
状
態
を
比
較
す
る
う
え
で
の
材
料
と
し
て
は
︑

控
よ
り
も
適
し
て
い
る
︒
こ
ち
ら
の
筆
跡
と
問
題
の
写
し
の
筆
跡
を
比
較
し
た

と
こ
ろ
︑
両
者
の
筆
跡
が
似
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︒

　
そ
の
他
の
候
補
と
し
て
︑
こ
の
時
の
オ
ラ
ン
ダ
へ
の
文
書
作
成
事
務
に
関

わ
っ
て
い
た
右
筆
﹁
庄
九
左
衛
門
﹂
と
い
う
人
物
も
考
え
ら
れ
る（

（（
（

︒
こ
の
右
筆

が
筆
記
し
た
慶
長
十
四
年
七
月
二
十
五
日
付
﹁
ち
や
く
す
く
る
う
ん
へ
い
け
﹂

宛
朱
印
状（

（（
（

と
当
該
写
し
の
筆
跡
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
︑
い
く
つ
か
の
文
字
の
筆

跡
に
つ
い
て
は
似
て
い
る
が
︑
朱
印
状
の
筆
跡
の
全
体
的
な
印
象
と
し
て
は
︑

写
し
の
筆
跡
と
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︒
筆
者
が
比
較
し
た
限

り
で
は
︑
当
時
︑
元
佶
の
外
交
事
務
の
補
佐
を
し
て
い
た
崇
伝
に
よ
る
筆
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︒

　
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
家
康
と
の
謁
見
時
に
オ
ラ
ン
ダ
使
節
が
受
け
取
っ
た
返
書

の
原
本
と
写
し
の
う
ち
︑
原
本
は
ロ
ー
デ
・
レ
ー
ウ
・
メ
ッ
ト
・
ペ
イ
レ
ン
号

で
オ
ラ
ン
ダ
に
持
ち
帰
ら
れ
︑
写
し
の
一
通
は
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
に
よ
り
十
七

人
会
宛
に
別
の
帰
還
船
で
送
付
さ
れ
た
︒
そ
の
後
︑
十
七
人
会
に
届
い
た
写
し

の
一
通
が
東
イ
ン
ド
会
社
か
ら
流
出
し
︑
時
を
経
て
フ
ァ
ン
・
パ
ー
ペ
ン
ブ

ル
ッ
ク
の
所
蔵
と
な
り
︑
一
七
四
三
年
に
所
蔵
者
の
遺
贈
品
の
一
つ
と
し
て
ラ

イ
デ
ン
大
学
図
書
館
に
移
り
︑
同
図
書
館
に
保
管
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
経

緯
が
考
え
ら
れ
る
︒

第
二
節

　
家
康
書
状
本
文

家
康
書
状
本
文
の
翻
刻

　
家
康
書
状
本
文
に
つ
い
て
︑
以
下
に
お
い
て
そ
の
内
容
吟
味
に
入
る
が
︑
そ

の
前
に
︑
崇
伝
に
よ
る
控
及
び
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
所
蔵
写
し
の
翻
刻
を
掲

載
す
る
︒
翻
刻
に
あ
た
っ
て
︑
改
行
・
欠
字
は
原
文
に
従
っ
た
︒
旧
字
体
は
新

字
体
に
改
め
た
︒

︻
史
料
三
︼（
異
国
日
記
所
収
控（

（（
（

（

日
本
国
主

　
源
家
康

　
復
章

阿
蘭
陀
国
主

　
殿
下

遠
伝
︑　
信
書
披
而
見
之
︑
則
近
如
対
高
顔
︑
殊
投
贈
四
種
之

方
物
︑
歓
悦
有
余
抑
従

　
貴
邦
遣
異
域
兵
船
︑
大
将
裨
将
許
多

軍
衆
之
内
︑
到
着
本
邦
松
浦
津
︑
殊
与
陋
邦
可
有
和
睦
堅
盟
︑

予
所
希
也
︑
両
国
同
志
︑
則
縦
雖
隔
千
万
里
之
海
陸
︑
年
々
往
来
︑

何
有
異
哉
︑
於
陋
国
正
無
道
令
帰
有
道
也
︑
依
之
渡
海
商
客
安
居

必
矣
︑　
貴
邦
真
如
路
数
人
遣
置
本
邦
︑
可
被
立
館
舎
之
地
︑
着
船
之
湊
︑
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任貴
国
意
分
与
之
︑
自
今
以
往
︑
弥
可
修
隣
交
者
也
︑
余
事
付
在
船
主
舌

頭
︑
惟
時
秋
天
︑
残
暑
尤
甚
而
已
︑
自
嗇
︑
不
備

　
慶
長
十
四
竜
集
己
酉
孟
秋
二
十
五
蓂

　
御
朱
印

︻
史
料
四
︼（
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
所
蔵
写
し
︑
九
頁
﹇
図
版
（
﹈
参
照
（

日
本
国

　
源
家
康

　
復
章

阿
蘭
陀
国
主

　
殿
下

遠
伝

信
書
披
而
見
之
︑
則
近
如
対
高
顔
︑
殊
投
贈
四
種
之

方
物
︑
歓
悦
有
余
抑
従

貴
邦
遣
異
域
兵
船
︑
大
将
許
多
軍
衆
之
内
︑
到

着
本
邦
松
浦
津
︑
与
陋
邦
可
有
和
穆
堅
盟
︑
予
所

希
也
︑
両
国
同
志
︑
則
縦
雖
隔
千
万
重
之
海
陸
︑
年
々

往
来
︑
何
有
異
哉
︑
陋
国
正
無
道
令
帰
有
道
也
︑
依

之
渡
海
商
客
安
居
必
矣
︑

貴
邦
真
如
路
数
人
被
遣
置
本
邦
︑
可
被
立
館
舎

地
︑
着
船
之
湊
︑
任

貴
国
意
分
与
之
︑
自
今
以
往
︑
弥
可
修
隣
交
者
也
︑
余

事
付
在
船
主
舌
頭
︑
惟
時
秋
天
︑
残
暑
尤
甚
而
已
︑
自

嗇
︑
不
備

　
　
　
　
慶
長
拾
四
龍
集
己
酉
孟
二
十
五
蓂

控
と
写
し
の
比
較

　
控
と
写
し
と
の
あ
い
だ
の
相
違
点
と
し
て
は
︑
ま
ず
︑
改
行
の
仕
方
が
異
な

る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
︒
崇
伝
の
控
の
方
で
は
︑
敬
意
表
現
は
一
字
空
け
た
欠

字
の
形
で
み
ら
れ
る
が
︑
改
行
を
意
図
的
に
は
お
こ
な
わ
ず
︑
紙
幅
を
最
小
限

に
使
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
後
に
自
分
が
参
照
す
る
覚
と
し
て
の
み

の
意
図
で
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
元
佶
が
草
稿
か
ら
清
書
ま
で
担
当
し
た
返

書
の
内
容
を
書
き
取
る
こ
と
が
第
一
義
的
な
目
的
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒

一
方
︑
写
し
の
方
で
は
︑
敬
意
表
現
が
改
行
し
た
平
出
の
形
で
み
ら
れ
︑
結
果

的
に
行
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
︒
書
札
礼
に
お
け
る
敬
意
表
現
と
し
て
は
︑
平

出
の
方
が
欠
字
よ
り
も
敬
意
度
が
高
い
た
め
︑
オ
ラ
ン
ダ
側
に
渡
さ
れ
た
写
し

の
方
が
よ
り
敬
意
を
示
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
形
式
と
し
て
は
︑
こ
ち
ら

の
方
が
原
本
に
近
い
と
思
わ
れ
る
︒

　
そ
の
ほ
か
の
相
違
点
と
し
て
は
︑
控
に
み
ら
れ
る
﹁
裨
将
﹂
の
語
が
ラ
イ
デ

ン
大
学
図
書
館
所
蔵
写
し
に
は
な
い
こ
と（

（（
（

︑
写
し
の
﹁
被
遣
置
本
邦
﹂
の
部
分

に
は
控
に
な
い
﹁
被
﹂
が
一
字
分
追
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
︑
控
に
は
み

ら
れ
る
が
︑
写
し
の
方
に
は
な
い
文
字
が
五
文
字
分
（﹁
日
本
国
主
﹂
の
部
分
の

﹁
主
﹂︑﹁
殊
与
陋
邦
﹂
の
部
分
の
﹁
殊
﹂︑﹁
於
陋
国
﹂
の
部
分
の
﹁
於
﹂︑﹁
館
舎
之
地
﹂

の
部
分
の
﹁
之
﹂︑﹁
孟
秋
﹂
の
部
分
の
﹁
秋
﹂（
あ
る
こ
と
︑
異
体
字
の
使
い
分
け
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が
日
付
部
分
の
二
つ
の
漢
字
に
つ
い
て
（﹁
十
﹂
と
﹁
拾
﹂︑﹁
竜
﹂
と
﹁
龍
﹂（
み

ら
れ
る
こ
と
︑﹁
和
睦
﹂
と
﹁
和
穆
﹂︑﹁
千
万
里
﹂
と
﹁
千
万
重
﹂
の
部
分
に
お

い
て
文
字
の
置
き
換
え
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

　
共
通
点
と
し
て
は
︑
両
者
と
も
に
敬
意
表
現
が
み
ら
れ
︑﹁
日
本
国
主
源
家

康
﹂
か
ら
﹁
阿
蘭
陀
国
主
﹂
へ
の
﹁
復
章
﹂
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
内

容
に
関
し
て
は
︑
上
記
で
指
摘
し
た
通
り
︑
若
干
の
文
字
の
異
同
が
あ
る
に
す

ぎ
ず
︑
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
伝
え
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
オ
ラ
ン
ダ
船

が
松
浦
津
へ
到
着
し
た
こ
と
︑
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
書
状
と
贈
物
を
受
領
し
た
こ
と
︑

毎
年
の
オ
ラ
ン
ダ
商
船
の
来
航
を
歓
迎
す
る
こ
と
︑
日
本
に
オ
ラ
ン
ダ
の
商
人

数
人
を
配
置
す
る
た
め
の
商
館
を
建
設
す
る
場
所
と
着
船
す
る
湊
の
随
意
選
択

を
認
め
る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

イ
ギ
リ
ス
国
王
か
ら
の
書
状
と
の
比
較

　
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
船
が
日
本
に
初
来
航
し
た
四
年
後
の
一
六
一
三

年
に
イ
ギ
リ
ス
船
が
日
本
に
初
来
航
し
た
際
に
も
︑
イ
ギ
リ
ス
国
王
ジ
ェ
ー
ム

ス
一
世
（Jam

es I, （（（（ –（（（（

（
の
書
状
が
家
康
に
も
た
ら
さ
れ
︑
そ
れ
に
対
す

る
家
康
か
ら
の
返
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
慶
長
十
四
年
付
﹁
阿

蘭
陀
国
主
﹂
宛
家
康
書
状
の
位
置
付
け
を
よ
り
明
確
化
さ
せ
る
た
め
に
︑﹁
異
国

日
記
﹂
に
み
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
国
王
書
状
到
来
に
つ
い
て
の
記
述
を
紹
介
し
つ

つ
︑
家
康
へ
の
書
状
奉
呈
と
そ
の
返
書
受
領
を
め
ぐ
る
両
国
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況

を
比
較
検
討
す
る
︒

　
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
船
団
の
総
司
令
官
ジ
ョ
ン
・
セ
ー
リ
ス
（John 

Saris, ca.（（（（ –（（（（

（
は
ク
ロ
ー
ブ
号
ほ
か
二
隻
を
率
い
て
一
六
一
一
年
に
イ
ギ

リ
ス
を
出
航
し
た
︒
一
六
一
二
年
に
バ
ン
タ
ム
に
到
着
後
︑
ク
ロ
ー
ブ
号
以
外

の
ほ
か
の
二
隻
を
イ
ギ
リ
ス
へ
送
り
返
し
た
う
え
で
︑
与
え
ら
れ
て
い
た
指
令

に
従
っ
て
︑
当
時
家
康
の
外
交
面
で
の
助
言
役
を
担
っ
て
い
た
リ
ー
フ
デ
号
の

元
舵
手
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ダ
ム
ス
（W

illiam
 Adam

s, （（（（ –（（（1

（
の
い
る
日
本

に
向
か
い
︑
一
六
一
三
年
六
月
二
十
一
日
に
平
戸
に
到
着
し
て
い
る（

（（
（

︒
セ
ー
リ

ス
は
ア
ダ
ム
ス
の
協
力
を
得
て
︑
九
月
十
八
日
に
駿
府
で
家
康
に
謁
見
し
︑
イ

ギ
リ
ス
国
王
ジ
ェ
ー
ム
ス
一
世
か
ら
の
書
状
と
贈
物
を
家
康
に
渡
し
た（

（（
（

︒

　
一
六
〇
九
年
に
オ
ラ
ン
ダ
船
が
来
航
し
た
際
に
も
こ
れ
と
同
様
の
動
き
が
み

ら
れ
た
︒
オ
ラ
ン
ダ
使
節
は
家
康
に
謁
見
を
お
こ
な
う
に
あ
た
っ
て
︑
ア
ダ
ム

ス
と
同
じ
く
リ
ー
フ
デ
号
の
元
乗
組
員
で
日
本
に
居
住
し
て
い
た
フ
ァ
ン
・
サ

ン
ト
フ
ォ
ー
ル
ト
を
通
訳
と
し
て
同
行
さ
せ
て
い
る
︒

　
崇
伝
は
﹁
異
国
日
記
﹂
に
お
い
て
︑
イ
ギ
リ
ス
国
王
か
ら
の
書
状
の
料
紙
に

つ
い
て
︑
幅
二
尺
︑
縦
一
尺
五
寸
の
大
き
さ
で
︑
三
方
の
縁
に
絵
の
装
飾
が
あ

る
﹁
蠟
紙
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
書
き
記
し
た
う
え
で
︑﹁
南
蛮
字
﹂
で
書
か

れ
て
い
た
書
状
の
文
言
を
ア
ダ
ム
ス
に
訳
さ
せ
た
和
文
を
掲
載
し
て
い
る（

（1
（

︒

　
崇
伝
は
上
記
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
国
王
か
ら
の
書
状
の
料
紙
に
つ
い
て
詳
細

に
記
述
し
て
い
る
が
︑
一
六
〇
九
年
に
オ
ラ
ン
ダ
使
節
が
マ
ウ
リ
ッ
ツ
書
状
を

家
康
に
も
た
ら
し
た
際
の
記
事
に
お
い
て
は
︑
そ
の
料
紙
に
つ
い
て
は
言
及
し

て
い
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
イ
ギ
リ
ス
国
王
か
ら
の
書
状
を
ア
ダ
ム
ス
が
翻
訳
し
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た
と
い
う
記
述
か
ら
は
︑
一
六
〇
九
年
に
オ
ラ
ン
ダ
使
節
が
家
康
に
渡
し
た
マ

ウ
リ
ッ
ツ
か
ら
の
書
状
の
和
訳
や
そ
れ
に
対
す
る
家
康
返
書
の
オ
ラ
ン
ダ
語
へ

の
翻
訳
を
お
こ
な
う
過
程
に
お
い
て
︑
オ
ラ
ン
ダ
側
の
通
訳
と
し
て
同
行
し
た

フ
ァ
ン
・
サ
ン
ト
フ
ォ
ー
ル
ト
が
関
与
し
た
可
能
性
が
想
起
さ
れ
る
︒

　
イ
ギ
リ
ス
国
王
か
ら
の
書
状
の
原
本
は
現
存
し
て
い
な
い
が
︑
イ
ギ
リ
ス
東

イ
ン
ド
会
社
書
翰
案
に
案
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う（

（（
（

︒
そ
の
案
文
に
み
ら

れ
る
内
容
は
︑
イ
ギ
リ
ス
国
王
が
日
本
の
皇
帝
に
対
し
て
︑
自
国
民
が
親
善
友

好
と
貿
易
の
た
め
に
日
本
へ
航
海
す
る
際
に
︑
商
業
の
安
全
と
自
由
と
と
も
に

商
館
設
立
の
保
護
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

　
こ
の
イ
ギ
リ
ス
国
王
か
ら
の
書
状
に
対
す
る
家
康
の
返
書
に
は
︑
イ
ギ
リ
ス

側
の
要
求
に
答
え
て
通
商
を
許
可
す
る
と
い
う
内
容
の
ほ
か
は
︑
贈
物
に
対
す

る
謝
意
な
ど
の
儀
礼
的
な
文
言
し
か
な
く
︑
オ
ラ
ン
ダ
国
主
へ
の
返
書
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
具
体
的
な
内
容
は
含
ま
れ
て
い
な
い（

（（
（

︒
た
だ
し
︑
こ
の
時
︑
返
書

に
加
え
て
︑
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
出
さ
れ
た
朱
印
状
に
は
︑
一
つ
書
き
の
法
度

書
の
形
で
︑
イ
ギ
リ
ス
の
請
願
に
応
じ
た
形
で
自
由
貿
易
と
イ
ギ
リ
ス
人
の
日

本
国
内
で
の
処
遇
に
関
し
て
認
め
ら
れ
た
権
利
が
七
項
目
に
わ
た
っ
て
記
さ
れ

て
い
る（

（（
（

︒
同
様
の
法
度
書
を
家
康
は
一
六
一
一
年
に
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
に

渡
し
た
が
︑
そ
の
原
本
は
現
存
し
て
い
な
い
︒

第
三
節

　
日
本
側
の
認
識
と
オ
ラ
ン
ダ
側
か
ら
伝
え
ら
れ
た
内
容
の
推
測

　
本
節
で
は
︑
慶
長
十
四
年
付
家
康
書
状
に
記
さ
れ
た
内
容
を
も
と
に
︑
書
状

作
成
に
あ
た
っ
て
の
日
本
側
の
認
識
を
考
察
す
る
と
と
も
に
︑
同
書
状
に
対
応

す
る
マ
ウ
リ
ッ
ツ
往
信
の
内
容
あ
る
い
は
オ
ラ
ン
ダ
使
節
の
伝
え
た
内
容
の
推

測
を
試
み
る
︒
マ
ウ
リ
ッ
ツ
往
信
に
つ
い
て
は
︑
原
本
や
写
し
︑
控
え
が
現
存

し
て
お
ら
ず（

（（
（

︑
本
章
第
一
節
で
既
述
の
通
り
︑
崇
伝
が
﹁
異
国
日
記
﹂
に
書
き

残
し
た
﹁
以
来
船
ヲ
渡
可
申
候
間
︑
湊
ヲ
モ
被
下
︑
往
来
仕
候
様
ニ
ト
ノ
義
ニ

候
﹂
と
の
内
容
の
要
点
の
み
が
伝
わ
る
︒

　
な
お
︑
同
書
状
の
控
と
写
し
の
内
容
に
大
き
な
相
違
が
な
か
っ
た
と
い
う
前

述
に
お
け
る
確
認
を
踏
ま
え
︑
こ
こ
で
は
写
し
の
記
述
を
参
照
し
て
い
る
︒

　
ま
ず
︑﹁
貴
邦
遣
異
域
兵
船
︑
大
将
許
多
軍
衆
之
内
︑
到
着
本
邦
松
浦
津
﹂
の

記
述
部
分
か
ら
は
︑
日
本
の
松
浦
津
︑
す
な
わ
ち
平
戸
へ
来
航
し
た
オ
ラ
ン
ダ

船
が
︑
多
数
の
﹁
軍
衆
﹂
と
と
も
に
﹁
異
域
﹂
に
派
遣
さ
れ
た
﹁
大
将
﹂
の
率

い
る
﹁
兵
船
﹂
に
所
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
幕
府
側
に
あ
っ
た
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
︒
提
督
の
指
揮
下
で
多
数
の
人
員
を
乗
せ
た
艦
隊
を
海
外
に

派
遣
し
て
い
る
こ
と
が
オ
ラ
ン
ダ
側
か
ら
家
康
に
伝
え
ら
れ
︑
そ
の
情
報
を
受

け
て
︑
返
書
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
言
及
に
つ
な
が
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

　
ま
た
︑﹁
与
陋
邦
可
有
和
穆
堅
盟
﹂
の
部
分
か
ら
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
側
か
ら
も
た

ら
さ
れ
た
書
状
に
和
親
同
盟
を
促
す
内
容
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る
︒
オ
ラ
ン
ダ
が
ス
ペ
イ
ン
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
戦
っ
て
き
た
状
況
や
︑
ス
ペ

イ
ン
と
の
停
戦
協
定
を
結
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
最
新
事
情
を
使
節
が
家
康

に
伝
え
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
︑
そ
の
戦
況
を
め
ぐ
る
報
告
を
受
け
て
︑
和
親

友
好
を
約
束
す
る
こ
と
に
言
及
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ
の
部
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分
は
︑
後
述
す
る
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
文
の
﹁
我
々
の
友
好
を
維
持
し
︑
増
大
さ
せ

る
﹂
の
部
分
に
対
応
し
て
い
る
︒

　﹁
年
々
往
来
︑
何
有
異
哉
﹂
の
部
分
か
ら
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
船
の
毎
年
の
来
航
許

可
が
要
請
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
︑﹁
渡
海
商
客
安
居
必
矣
﹂
の
部
分
は
︑

オ
ラ
ン
ダ
側
か
ら
の
通
商
交
易
の
た
め
の
来
航
許
可
請
願
に
対
す
る
家
康
の
好

意
的
な
対
応
姿
勢
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

　﹁
貴
邦
真
如
路（

（（
（

数
人
被
遣
置
本
邦
︑
可
被
立
館
舎
地
︑
着
船
之
湊
︑
任
貴
国
意

分
与
之
﹂
の
部
分
で
は
︑
日
本
に
お
け
る
商
務
員
の
配
置
を
認
め
︑
商
館
設
置

場
所
と
着
船
湊
の
選
択
を
オ
ラ
ン
ダ
側
に
一
任
す
る
と
い
う
︑
オ
ラ
ン
ダ
側
に

と
っ
て
望
ま
し
い
好
条
件
の
内
容
が
提
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
記
述
か
ら
は
︑

日
本
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
人
に
よ
る
通
商
交
易
活
動
開
始
を
歓
迎
す
る
家
康
の

積
極
的
な
姿
勢
が
う
か
が
え
る
︒
お
そ
ら
く
︑
こ
の
三
点
は
オ
ラ
ン
ダ
側
か
ら

の
要
望
を
聞
き
入
れ
る
形
で
書
状
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
君
主

間
の
書
状
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
の
部
分
に
は
通
商
条
件
に
関
し
て
具
体
的
か

つ
実
務
的
な
内
容
が
み
ら
れ
る
︒
商
館
設
置
の
許
可
や
着
船
地
の
選
択
の
自
由

を
現
地
の
君
主
や
有
力
者
か
ら
得
る
こ
と
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
事

業
方
針
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
時
期
︑
同
会
社
は
各
地
に
商
館
を

設
置
し
︑
商
務
員
を
駐
在
さ
せ
︑
商
館
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
体
制
を
構
築
し
よ

う
と
し
て
い
た
︒

　
ま
た
︑﹁
自
今
以
往
︑
弥
可
修
隣
交
者
也
﹂
の
部
分
は
︑
家
康
の
志
向
し
た
善

隣
友
好
外
交
が
示
さ
れ
た
も
の
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
が
︑
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の

友
好
関
係
を
結
ぶ
要
請
に
答
え
た
も
の
で
も
あ
っ
た
︒
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
同

盟
・
友
好
・
通
商
関
係
を
求
め
る
要
請
に
つ
い
て
は
︑
一
六
〇
九
年
に
オ
ラ
ン

ダ
船
が
日
本
に
向
か
う
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
十
七
人
会
か
ら
ア
ジ
ア
に
い
る

艦
隊
へ
の
一
六
〇
八
年
四
月
十
一
日
付
指
示
書
に
そ
の
根
拠
が
見
出
さ
れ
る
︒

同
指
示
書
に
は
︑
ス
ペ
イ
ン
と
の
停
戦
協
定
の
締
結
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
︑
そ
れ
に
伴
っ
て
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
や
イ
ギ
リ
ス
人
に
先
ん
じ
て
ア
ジ
ア
各

国
の
君
主
と
同
盟
友
好
条
約
を
結
び
勢
力
範
囲
を
拡
大
す
る
よ
う
に
と
の
内
容

が
記
さ
れ
て
い
た（

（（
（

︒
ま
た
︑
こ
の
指
示
書
に
は
︑
現
地
で
各
王
侯
と
条
約
及
び

同
盟
を
締
結
す
る
た
め
の
根
拠
や
方
針
を
記
し
た
覚
も
同
封
し
た
と
記
さ
れ
て

い
る（

（（
（

︒
こ
の
指
示
書
を
受
け
て
日
本
へ
向
か
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
船
の
使
節
は
︑
指

示
書
通
り
の
内
容
を
幕
府
側
に
請
願
し
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
結
果
と
し
て
︑
使

節
は
そ
の
請
願
に
沿
っ
た
内
容
で
家
康
か
ら
返
書
及
び
来
航
通
商
許
可
の
朱
印

状
を
得
た
︒

　
十
七
人
会
か
ら
届
い
た
一
六
〇
八
年
四
月
十
一
日
付
指
示
書
と
家
康
書
状
の

双
方
の
内
容
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
︑
家
康
書
状
作
成
時
に
オ
ラ
ン
ダ
側
か
ら

家
康
に
伝
え
ら
れ
た
内
容
に
は
︑
ス
ペ
イ
ン
と
の
停
戦
協
定
締
結
に
伴
う
友
好

同
盟
の
提
案
︑
ま
た
︑
通
商
交
易
開
始
に
あ
た
っ
て
の
商
務
員
配
置
許
可
及
び

商
館
設
立
場
所
と
着
岸
湊
の
選
択
に
関
す
る
請
願
と
い
っ
た
事
項
が
含
ま
れ
て

い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

　
な
お
︑
前
述
の
通
り
︑
家
康
書
状
に
は
オ
ラ
ン
ダ
が
派
遣
し
て
い
る
艦
隊
へ

の
言
及
も
み
ら
れ
た
が
︑
オ
ラ
ン
ダ
側
か
ら
家
康
に
伝
え
ら
れ
た
内
容
に
は
︑
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停
戦
協
定
に
先
立
つ
オ
ラ
ン
ダ
と
ス
ペ
イ
ン
と
の
戦
争
に
関
す
る
説
明
も
含
ま

れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
︒
あ
る
い
は
︑
パ
タ
ニ
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
ヴ
ィ
ク

ト
ル
・
ス
プ
リ
ン
ケ
ル
（V

ictor Sprinckel, n.d.

（
が
一
六
〇
八
年
二
月
に
家
康

宛
に
記
し
た
書
状
に
お
い
て
︑
一
六
〇
六
年
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
艦
隊
に
よ
る

マ
ラ
ッ
カ
で
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
と
の
壮
絶
な
戦
闘
状
況
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明

し
て
い
る（

（（
（

こ
と
か
ら
︑
こ
の
書
状
が
家
康
の
も
と
に
届
い
て
い
た
と
す
れ
ば
︑

こ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
幕
府
側
が
︑
海
上
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
の
軍
勢
と
武

威
に
触
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る（

（（
（

︒

第
三
章

　
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
受
容

第
一
節

　
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
文

　
慶
長
十
四
年
付
家
康
書
状
原
本
は
︑
前
述
の
通
り
︑
ロ
ー
デ
・
レ
ー
ウ
・
メ
ッ

ト
・
ペ
イ
レ
ン
号
に
よ
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
に
持
ち
帰
ら
れ
た
︒
こ
の
書
状
の
当
時

の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
が
存
在
す
る
︒
誰
が
翻
訳
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る（

（1
（

が
︑
村

上
直
次
郎
氏
は
ハ
ー
グ
国
立
文
書
館
所
蔵
関
連
文
書
中
に
あ
る
﹁
オ
ラ
ン
ダ
語

訳
文
と
称
す
る
も
の
﹂
を
翻
刻
・
掲
載
し
て
い
る（

（（
（

︒
同
氏
が
翻
刻
し
た
史
料
は

現
存
し
て
い
な
い
が
︑
こ
の
訳
文
に
つ
い
て
同
氏
は
︑
元
の
日
本
語
原
文
に
比

べ
て
修
飾
が
多
く
︑
年
月
日
も
欠
け
て
い
る
が
︑
当
時
の
訳
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
と
述
べ
て
い
る（

（（
（

︒

　
一
方
︑
オ
ラ
ン
ダ
商
人
団
体
の
在
ロ
ン
ド
ン
領
事
と
し
て
の
仕
事
に
従
事
し
︑

歴
史
書
執
筆
の
た
め
に
同
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ
の
情
報
も
収
集
し
て
い
た
フ
ァ

ン
・
メ
ー
テ
レ
ン
の
著
書
﹃
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
お
よ
び
隣
邦
の
歴
史
﹄
に
も
家

康
書
状
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る（

（（
（

︒
こ
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
は
︑
同

書
中
︑
一
六
一
〇
年
六
月
と
七
月
に
オ
ラ
ン
ダ
に
帰
還
し
た
船
に
つ
い
て
記
述

し
て
い
る
箇
所
の
最
後
の
部
分
で
︑
七
月
二
十
一
日
に
ロ
ー
デ
・
レ
ー
ウ
・

メ
ッ
ト
・
ペ
イ
レ
ン
号
が
帰
航
し
︑
日
本
か
ら
の
書
状
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
段
落
の
直
後
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
次
に
掲
げ
る
︻
史
料

五
︼
は
フ
ァ
ン
・
メ
ー
テ
レ
ン
同
書
記
載
の
前
段
階
部
分
の
引
用
で
あ
る
︒
ま

た
︑︻
史
料
六
︼
は
同
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
家
康
書
状
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
で
あ

る
︒
な
お
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
拙
訳
を
付
し
た
︒

︻
史
料
五
︼（
家
康
書
状
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
の
前
段
落
部
分（

（（
（

（

（
原
文
翻
刻
（

In Tessel arriveerde m
ede een Schip w

t Japan ghenaem
t den R

ooden 

Leeu m
et de pijlen den （（  Julius die m

ede brochten volck ende brieven 

van den opper-H
eere K

eyser Vorst ofte Prince vant Lant so hy hem
 

intituleerde na de sprake van dien Lande desen brief w
as een antw

oorde 

op de brieven van recom
m

andatie oft addresse die m
ede de C

om
m

isen 

van w
eghen Pr. M

aurits de Staten na O
ost-Indien m

ede gheeft desen 

brief w
as van inhout in duyts overgheset als volcht.
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（
和
訳
（

テ
セ
ル
に
日
本
か
ら
ロ
ー
デ
・
レ
ー
ウ
・
メ
ッ
ト
・
ペ
イ
レ
ン
号
と
い
う

名
の
ス
ヒ
ッ
プ
船
も
七
月
二
十
一
日
に
到
着
し
た
︒
同
船
は
︑
そ
の
国
の

元
首
︑
皇
帝
︑
領
主
︑
あ
る
い
は
大
公
︑
そ
の
よ
う
に
そ
の
国
の
言
葉
に

従
っ
て
自
分
を
名
乗
っ
て
い
る
人
物
の
人
員
と
書
状
を
運
ん
で
き
た
︒
こ

の
書
状
は
︑
マ
ウ
リ
ッ
ツ
公
を
代
表
す
る
使
節
に
ス
タ
ー
テ
ン
・︹
ヘ
ネ

ラ
ー
ル
︺
が
東
イ
ン
ド
へ
向
け
て
持
た
せ
た
︑
推
薦
あ
る
い
は
紹
介
の
書

状
に
対
す
る
返
答
で
あ
っ
た
︒
こ
の
書
状
の
内
容
は
次
の
通
り
に
オ
ラ
ン

ダ
語
に
翻
訳
さ
れ
た
︒

　
こ
の
部
分
に
続
い
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
家
康
書
状
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
文
は
次

の
通
り
で
あ
る
︒

︻
史
料
六
︼（
家
康
書
状
部
分（

（（
（

（

（
原
文
翻
刻
（

　Ick Prince ofte over-Vorst van Japan w
ensche den Vorst van H

ollant 

die m
y w

t soo verre Landen doet besoecken m
ijne groete.

　Ick verblijde m
y seer m

et schrijven ende aenbieden tot m
yw

aerts 

uw
en w

ensch dat onse Landen m
alcanderen naerder w

aren op dat w
y nu 

onse begonne vrientschappe m
ochten onderhouden ende verm

eerderen 

door uw
e H

oocheyts presentie die ick im
aginere innerlijck te sien 

nadem
ale ick uw

e H
oocheyt onbekent ben ende uw

e affectie tot 

m
yw

aerts blijckt by uw
e liberaelheyt m

y vereerende m
et vier giften die 

m
y onnoodich w

aren doch om
 uw

es N
aem

s w
ille ontfanghe ick die m

et 

grooter w
eerden ende houde die in grooter achtbaerheyt.

　Te m
eer siende de H

ollantsche N
atie uw

e H
oocheyts ondersaten m

et 

hare schepen in m
ijn Lant 

（dw
elck ghering ende cleyn is

（ soecken te 

handelen ende m
et m

ijne ondersaten te trafficqueren ende negotieren 

dan w
ensche dat sy ontrent m

ijne residentie ghearriveert ofte ghehavent 

w
aren om

 haer persoonlijck behulpelijck ende voorderlijck te w
esen dat 

w
elcke nu om

 de ongheleghentheydt des Lants niet can gheschieden. Ick 

sal daerom
m

e niet nalaten ghelijck alreede gheschiet is goede sorghe voor 

haer te draghen ende alle G
ouverneurs ende m

ijne ondersaten te belasten 

de selve alom
m

e ende in w
at havenen sy com

en haer alle faveur ende 

vrientschappe doen gheschieden soo aen hare persoonen als Schepen 

ende C
om

enschappen soo dat uw
e H

oocheydt oft sijne ondersaten ter 

contrarien niet hebben te sorghen w
ant sy vry m

ogen com
en als oft sy in 

uw
e H

oocheyts oft eyghen Lant quam
en daer contunieren ende op m

ijn 

Lant negotieren ende onse begonnen vrientschap ende verbontenissen 

van tusschen m
y ende m

ijne ondersaten van m
ijnen w

eghe niet 

verm
indert m

aer verm
eerdert w

orden.

　Ick ben ten deele beschaem
t uw

er H
oocheydts w

iens nam
e ende fam

e 
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door sijne m
anlijcke daden door de gheheele w

ereldt verm
aert is dat by 

uw
e ondersaten van soo verre Landen in sulcken onbequaem

 Lant alst 

m
ijne is m

y doet versoecken ende som
m

ighe vrientschappen presenteren 

tw
elck ick niet en m

eritere dies ick considerende tselve door goede 

affectie m
oet gheschieden hebbe niet connen nalaten uw

er H
oocheyts 

ondersaten vriendelijck te ontfanghen ende haer versoeck te consenteren 

w
aer toe desen tot een ghetuyghenisse sal dienen datse in alle plaetsen 

Landen ende eylanden onder m
ijn ghebiet gheleghen m

oghen handelen 

trafiqueren H
uysen bouw

en tot haren handel ende C
om

enschappe nut 

ende dienstelijck daer sy onverhindert sullen m
oghen handelen na haer 

belieften so w
el nu als in toecom

ende tijden sonder dat haer yem
ant sal 

hinderlijck w
esen ende ick salse bescherm

en ende voorstaen als m
ijn 

eygen ondersaten belove m
ede de persoonen die ick versta dat alhier 

sullen ghelaten w
orden nu ende altijt voor gherecom

m
andeert te houden 

ende in alles haer te favoriseren w
aer by m

en sal bevinden dat w
y als 

goede vrienden ende ghebueren zijn: D
e voorder onderhandelinghe m

et 

uw
er H

oocheydts dienaers ghehadt hier te langher te verhaelen ben ick 

m
y aen haerlieden referende.

（
和
訳
（

　
私
︑
日
本
の
大
公
す
な
わ
ち
君
主（

（（
（

は
︑
か
く
も
遠
い
国
々
か
ら
私
に
使

者
を
送
っ
て
く
れ
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
の
君
主
に
私
の
挨
拶
を
申
し
上
げ
る
︒

　
我
々
の
国
々
が
互
い
に
よ
り
近
か
っ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
と
の
貴
殿
の

願
い
を
記
し
た
私
に
対
す
る
書
状
及
び
提
示
に
私
は
非
常
に
喜
ん
で
い
る
︒

そ
れ
は
︑
我
々
が
現
在
︑
始
ま
っ
た
我
々
の
友
好
を
維
持
し
︑
増
大
さ
せ

る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
陛
下
の
存
在
に
よ
る
も
の
で
あ

る
︒
そ
れ
を
私
は
心
の
中
で
見
る
こ
と
を
想
像
し
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
私

は
陛
下
の
こ
と
を
存
じ
上
げ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
私
に
対
す
る

貴
殿
の
愛
情
は
︑
私
に
四
つ
の
贈
物
を
贈
っ
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
貴
殿

の
寛
大
さ
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
は
私
に
と
っ
て
は
必
要
で
は

な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
貴
殿
の
名
声
の
た
め
に
︑
私
は
そ
れ
ら
を
高
い
価

値
の
あ
る
も
の
と
し
て
拝
領
し
︑
そ
れ
ら
を
大
い
に
尊
重
し
て
い
る
︒

　
そ
の
上
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
︑
つ
ま
り
陛
下
の
臣
下
た
ち
が
彼
ら
の
船
で
私

の
国
（
そ
れ
は
わ
ず
か
ば
か
り
で
小
さ
な
も
の
で
あ
る
が
︑（
に
お
い
て
貿
易

し
︑
私
の
臣
下
た
ち
と
通
交
し
︑
交
易
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
の
で
︑
私
自
身
が
彼
ら
を
手
助
け
し
︑
有
利
な
立
場
を
与
え
る
た
め

に
︑
彼
ら
が
私
の
居
所
の
周
辺
に
到
着
あ
る
い
は
停
泊
し
て
く
れ
る
こ
と

を
願
う
︒
と
は
い
え
︑
そ
れ
は
不
便
な
土
地
の
た
め
今
は
実
現
で
き
な
い
︒

し
た
が
っ
て
︑
す
で
に
実
現
さ
れ
た
通
り
に
︑
彼
ら
に
十
分
な
保
護
を
与

え
る
こ
と
︑
そ
し
て
︑
あ
ら
ゆ
る
場
所
及
び
彼
ら
が
到
着
す
る
ど
の
港
に

お
い
て
も
︑
あ
ら
ゆ
る
厚
遇
と
友
好
を
彼
ら
に
︑
人
員
に
対
し
て
も
︑
ま

た
船
及
び
商
品
に
対
し
て
も
︑
示
さ
せ
る
よ
う
に
す
べ
て
の
奉
行
及
び
私
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の
臣
下
た
ち
に
命
じ
る
こ
と
を
私
は
怠
ら
な
い
つ
も
り
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ

え
︑
陛
下
あ
る
い
は
そ
の
臣
下
た
ち
は
そ
の
逆
を
心
配
す
る
必
要
は
な
い
︒

な
ぜ
な
ら
︑
彼
ら
が
陛
下
あ
る
い
は
自
分
の
国
に
来
航
す
る
か
の
よ
う
に
︑

彼
ら
は
自
由
に
来
航
し
︑
そ
こ
に
居
留
ま
り 

︑
そ
し
て
私
の
国
で
交
易
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
我
々
の
始
ま
っ
た
友
好
と
絆

は
︑
私
と
私
の
臣
下
た
ち
と
の
あ
い
だ
で
は
︑
私
の
方
か
ら
減
じ
る
こ
と

は
な
く
︑
増
大
す
る
の
み
で
あ
る
︒

　
武
人
と
し
て
の
貴
殿
の
偉
業
に
よ
り
そ
の
名
声
及
び
評
判
が
世
界
中
に

知
れ
渡
っ
て
い
る
陛
下
が
︑
か
く
も
遠
い
国
々
か
ら
貴
殿
の
臣
下
た
ち
を

私
の
国
の
よ
う
に
取
る
に
足
ら
な
い
国
に
お
い
て
私
に
遣
わ
し
︑
な
ん
ら

か
の
友
情
を
示
さ
せ
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
私
は
恐
れ
入
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒

そ
れ
は
私
に
は
身
に
余
る
こ
と
で
あ
る
︒
私
は
そ
れ
が
親
愛
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
︑
陛
下
の
臣
下
た
ち
を
友

好
的
に
受
け
入
れ
︑
彼
ら
の
要
請
を
承
諾
す
る
こ
と
を
お
ろ
そ
か
に
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
に
本
状
は
︑
彼
ら
が
私
の
領
地
に
位

置
す
る
す
べ
て
の
場
所
︑
国
々
及
び
島
々
に
お
い
て
貿
易
を
お
こ
な
い
︑

通
交
し
︑
彼
ら
の
貿
易
と
商
品
の
た
め
に
有
用
で
役
立
つ
館
を
建
造
し
て

よ
い
と
い
う
証
拠
と
し
て
資
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
彼
ら
は
今
現

在
も
将
来
も
誰
か
が
彼
ら
を
邪
魔
す
る
こ
と
な
く
︑
彼
ら
の
信
念
に
従
っ

て
妨
げ
ら
れ
ず
に
貿
易
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
私
は
私

自
身
の
臣
下
の
よ
う
に
彼
ら
を
保
護
し
︑
擁
護
す
る
︒
ま
た
︑
当
地
に
残

さ
れ
る
と
私
が
聞
い
て
い
る
人
員
た
ち
を
自
今
以
後
︑
推
薦
さ
れ
た
者
と

し
て
扱
い
︑
す
べ
て
に
お
い
て
彼
ら
を
厚
遇
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
︒
そ

こ
か
ら
我
々
が
良
き
友
人
で
あ
り
︑
隣
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る

だ
ろ
う
︒
陛
下
の
従
者
た
ち
と
お
こ
な
っ
た
そ
の
ほ
か
の
交
渉
に
つ
い
て

は
︑
本
状
で
語
る
に
は
あ
ま
り
に
も
長
く
な
る
の
で
︑
彼
ら
か
ら
伝
え
聞

い
て
く
だ
さ
い
︒

第
二
節

　
内
容
比
較
か
ら
み
る
受
容
認
識

オ
ラ
ン
ダ
語
訳
間
の
比
較

　
フ
ァ
ン
・
メ
ー
テ
レ
ン
掲
載
版
と
村
上
掲
載
版
そ
れ
ぞ
れ
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳

文
を
比
較
す
る
と
︑
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
使
用
語
句
の
相
違
が
み
ら
れ
る
︒
最
も

顕
著
な
違
い
は
︑
冒
頭
部
分
の
原
文
﹁
日
本
国
源
家
康
﹂
に
あ
た
る
箇
所
に
み

ら
れ
る
︒
村
上
掲
載
版
で
はIck K

eijser ende C
oninck van Japan

（
私
︑
日
本

の
皇
帝
及
び
国
王
（
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
フ
ァ
ン
・
メ
ー
テ
レ
ン
掲

載
版
訳
で
はIck Prince ofte over-Vorst van Japan

（
私
︑
日
本
の
大
公
す
な
わ
ち

君
主
（
と
訳
さ
れ
て
い
る
︒
日
本
の
君
主
の
呼
び
方
に
つ
い
て
︑
フ
ァ
ン
・

メ
ー
テ
レ
ン
掲
載
版
訳
に
お
け
るPrince

か
ら
始
ま
る
表
現
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
総

督
マ
ウ
リ
ッ
ツ
公
の
称
号Prins van O

ranje

（
オ
ラ
ニ
エ
公（

（（
（

（
を
基
準
と
し
て
そ

の
地
位
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
説
明
的
な
訳
出
に
な
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
日

本
と
い
う
国
の
君
主
を
当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
の
事
実
上
の
君
主
マ
ウ
リ
ッ
ツ
と
同

等
の
地
位
の
人
物
で
あ
る
と
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
認
識
が
表
わ
れ
て
い
る
︒
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フ
ァ
ン
・
メ
ー
テ
レ
ン
掲
載
版
訳
で
は
︑
家
康
の
称
号
を
訳
出
す
る
に
あ
た
っ

て
︑
フ
ァ
ン
・
メ
ー
テ
レ
ン
の
著
書
の
読
者
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
人
に
と
っ
て
双

方
の
称
号
が
対
等
で
あ
る
と
の
認
識
が
も
た
れ
や
す
い
よ
う
に
オ
ラ
ン
ダ
を
基

準
と
し
た
表
現
に
改
変
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
︒
ま
た
︑over-

Vorst

（
君
主
（
と
い
う
表
現
か
ら
は
︑
各
領
主
の
上
に
立
つ
存
在
と
の
認
識
が

も
た
れ
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
る
︒

　
な
お
︑
原
文
の
﹁
阿
蘭
陀
国
主
﹂
に
対
す
る
訳
語
に
用
い
ら
れ
て
い
るVorst 

van H
ollant

は
原
語
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
逐
語
的
に
訳
し
た
も
の
で
あ
る
と

推
測
さ
れ
る
︒
マ
ウ
リ
ッ
ツ
は
オ
ラ
ン
ダ
各
都
市
に
対
し
て
はstadhouder

（﹁
総
督
﹂
と
訳
さ
れ
る
（
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑Vorst van H

olland

は
オ
ラ
ン
ダ
国
内
的
に
は
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
商
務
員
も
通
常sijnne princelycke Ex

cie

と
表
現
し

て
い
る
︒

　︻
史
料
五
︼
に
引
用
し
た
フ
ァ
ン
・
メ
ー
テ
レ
ン
掲
載
版
訳
文
の
説
明
に
は
︑

﹁
そ
の
国
の
元
首
︑
皇
帝
︑
領
主
︑
あ
る
い
は
大
公
︑
そ
の
よ
う
に
彼
は
そ
の
国

の
言
葉
に
従
っ
て
自
分
を
名
乗
っ
て
い
る
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑

君
主
ま
た
は
そ
の
類
似
の
存
在
に
相
当
す
る
様
々
な
称
号
が
列
挙
さ
れ
て
い
る

が
︑
ど
の
称
号
が
適
切
な
の
か
に
は
言
及
さ
れ
ず
︑
そ
の
国
の
言
語
に
従
っ
た

用
語
で
名
乗
ら
れ
て
い
る
と
記
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
は
︑

日
本
の
君
主
の
称
号
に
対
し
て
使
用
す
る
用
語
が
オ
ラ
ン
ダ
で
は
こ
の
時
期
に

ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
状
況
が
う
か
が
わ
れ
る（

（（
（

︒

　
な
お
︑
そ
の
ほ
か
の
語
句
の
相
違
は
少
し
語
句
を
置
き
換
え
て
い
る
程
度
で

あ
り
︑
二
種
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
は
ほ
ぼ
同
じ
内
容
と
い
え
る（

（（
（

︒

オ
ラ
ン
ダ
語
訳
と
原
文
と
の
比
較

　
次
に
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
と
元
の
原
文
の
内
容
を
比
較
し
て
み
る
︒
村
上
氏
が

指
摘
し
た
通
り
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
は
︑
漢
文
調
で
簡
潔
に
記
さ
れ
た
原
文
に
比

べ
て
冗
長
で
は
あ
る
が
︑
全
体
と
し
て
︑
原
文
に
お
け
る
﹁
信
書
﹂
と
﹁
四
種

之
方
物
﹂
に
対
す
る
謝
意
や
︑
オ
ラ
ン
ダ
の
武
威
へ
の
言
及
︑﹁
陋
邦
﹂︑﹁
陋

国
﹂
と
い
う
原
文
の
謙
遜
表
現
な
ど
の
各
要
素
を
盛
り
込
み
つ
つ
︑
重
要
な
点

が
余
さ
ず
訳
さ
れ
て
い
る
︒

　
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
側
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
点
と
い
え
る
︑
商
船
来

航
許
可
︑
自
由
貿
易
︑
来
航
船
と
そ
の
商
品
に
対
す
る
友
好
と
厚
遇
︑
日
本
に

配
置
す
る
オ
ラ
ン
ダ
人
の
保
護
︑
商
館
建
設
の
許
可
と
来
航
時
着
船
湊
の
随
意

選
択
に
つ
い
て
は
︑
原
文
よ
り
も
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
の
方
が
よ
り
詳
細
に
記
さ
れ

て
い
る（

（1
（

︒
た
と
え
ば
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
に
あ
る
﹁
あ
ら
ゆ
る
厚
遇
と
友
好
を
彼

ら
に
︑
人
員
に
対
し
て
も
︑
ま
た
船
及
び
商
品
に
対
し
て
も
︑
示
さ
せ
る
よ
う

に
す
べ
て
の
奉
行
及
び
私
の
臣
下
た
ち
に
命
じ
る
こ
と
を
私
は
怠
ら
な
い
つ
も

り
で
あ
る
﹂
に
相
当
す
る
箇
所
を
原
文
に
探
す
と
す
れ
ば
︑﹁
渡
海
商
客
安
居
必

矣
﹂
の
部
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
原
文
で
は
︑
渡
航
す
る
商
人
は
安
心
し

て
よ
い
と
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︒
原
文
の
文
末
に
﹁
余
事
付
在

船
主
舌
頭
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
翻
訳
文
作
成
過
程
で
︑
謁
見
し
た
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使
節
に
家
康
か
ら
口
頭
で
伝
え
ら
れ
た
言
葉
も
翻
訳
文
に
追
加
す
る
形
で
盛
り

込
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　
な
お
︑
フ
ァ
ン
・
メ
ー
テ
レ
ン
は
書
状
掲
載
の
前
段
落
部
分
で
︑﹁
こ
の
書
状

は
︑
マ
ウ
リ
ッ
ツ
公
を
代
表
す
る
使
節
に
ス
タ
ー
テ
ン
・︹
ヘ
ネ
ラ
ー
ル
︺
が
東

イ
ン
ド
へ
向
け
て
持
た
せ
た
︑
推
薦
あ
る
い
は
紹
介
の
書
状
に
対
す
る
返
答
で

あ
っ
た
﹂
と
説
明
を
加
え
て
い
る
（︻
史
料
五
︼（︒
歴
史
書
執
筆
の
た
め
に
同
時

代
の
オ
ラ
ン
ダ
の
情
報
を
収
集
し
て
い
た
フ
ァ
ン
・
メ
ー
テ
レ
ン
は
︑
オ
ラ
ン

ダ
に
到
来
し
た
家
康
書
状
が
︑
マ
ウ
リ
ッ
ツ
と
連
邦
議
会
が
派
遣
す
る
使
節
が

ア
ジ
ア
へ
赴
く
に
あ
た
っ
て
携
行
し
た
推
薦
状
あ
る
い
は
紹
介
状
へ
の
返
答
で

あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
︑
日
蘭
通
交
開
始
に
つ
な
が
っ
た
慶
長
十
四
年
七
月
二
十
五
日
付

家
康
書
状
に
つ
い
て
︑
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
所
蔵
写
し
︑
崇
伝
が
書
き
残
し

た
﹁
異
国
日
記
﹂
に
お
け
る
関
連
記
事
と
同
書
状
の
内
容
控
︑
フ
ァ
ン
・
メ
ー

テ
レ
ン
﹃
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
お
よ
び
隣
邦
の
歴
史
﹄
所
収
の
同
書
状
の
オ
ラ
ン

ダ
語
訳
を
取
り
上
げ
︑
多
角
的
に
分
析
し
た
︒

　
ま
ず
︑
伝
存
す
る
家
康
書
状
の
写
し
に
つ
い
て
︑
現
在
の
所
蔵
機
関
で
あ
る

ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
の
歴
代
三
種
の
目
録
に
お
け
る
書
誌
情
報
を
整
理
し
つ

つ
︑
そ
の
来
歴
が
フ
ァ
ン
・
パ
ー
ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
収
集
品
由
来
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
た
︒
ま
た
︑
家
康
書
状
の
写
し
を
オ
ラ
ン
ダ
に
送
付
し
た
商
務
員
ヘ
ン

ド
リ
ッ
ク
・
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
と
︑
一
六
〇
六
年
に
﹁
日
本
の
国
王
﹂
へ
の
書

状
と
贈
物
の
準
備
を
担
当
し
た
十
七
人
会
の
重
役
の
一
人
レ
オ
ナ
ー
ル
・
ラ
ー

イ
と
の
縁
戚
関
係
を
指
摘
し
︑
ラ
ー
イ
家
に
と
っ
て
家
康
書
状
の
持
つ
意
味
を

掘
り
下
げ
た
︒﹁
日
本
の
国
王
﹂
宛
の
書
状
作
成
に
関
わ
っ
た
ラ
ー
イ
家
に

と
っ
て
︑
日
本
か
ら
返
書
が
得
ら
れ
た
こ
と
に
は
特
別
な
意
味
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
︒
返
書
の
写
し
を
預
か
っ
た
の
が
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
フ
ァ
ン
・
ラ
ー

イ
で
あ
っ
た
の
は
偶
然
で
は
な
か
っ
た
︒
ラ
ー
イ
家
の
日
本
の
君
主
宛
書
状
へ

の
関
与
が
そ
の
背
景
事
情
と
し
て
想
起
さ
れ
た
︒

　
続
い
て
︑﹁
異
国
日
記
﹂
に
お
け
る
同
書
状
の
関
連
記
事
か
ら
同
書
状
作
成
の

経
緯
を
紹
介
し
た
う
え
で
︑﹁
異
国
日
記
﹂
に
お
け
る
控
と
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書

館
所
蔵
写
し
と
の
比
較
を
お
こ
な
っ
た
︒
両
者
に
は
︑
表
記
の
形
式
に
相
違
点

が
み
ら
れ
る
が
︑
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
︒
そ
の
う
え
で
︑

家
康
書
状
の
内
容
の
分
析
を
通
じ
て
︑
書
状
作
成
に
あ
た
っ
て
の
日
本
側
の
認

識
を
考
察
し
た
︒
日
本
へ
来
航
し
た
蘭
船
が
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
派
遣
さ
れ
た
艦
隊

に
所
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
幕
府
側
が
把
握
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と

も
に
︑
オ
ラ
ン
ダ
側
か
ら
の
通
商
交
易
開
始
の
請
願
に
対
し
て
︑
家
康
が
積
極

的
な
姿
勢
で
対
応
し
た
様
子
が
書
状
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
︒

　
ま
た
︑
同
書
状
の
内
容
か
ら
︑
オ
ラ
ン
ダ
側
か
ら
伝
え
ら
れ
た
内
容
の
推
測

を
試
み
︑
通
商
交
易
の
た
め
の
友
好
同
盟
締
結
︑
商
館
設
立
と
商
務
員
配
置
の

許
可
︑
オ
ラ
ン
ダ
船
の
往
来
と
交
易
場
所
と
し
て
の
着
岸
地
の
確
保
な
ど
貿
易
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に
関
す
る
諸
条
件
の
請
願
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
︒

　
さ
ら
に
︑
フ
ァ
ン
・
メ
ー
テ
レ
ン
﹃
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
お
よ
び
隣
邦
の
歴
史
﹄

所
収
の
家
康
書
状
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
文
に
つ
い
て
︑
そ
の
翻
刻
文
と
和
訳
を
掲

載
し
た
う
え
で
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
の
分
析
を
通
じ
て
︑
家
康
書
状
の
内
容
に
対

す
る
オ
ラ
ン
ダ
側
に
お
け
る
受
容
認
識
に
つ
い
て
の
分
析
を
試
み
た
︒
オ
ラ
ン

ダ
側
に
と
っ
て
重
要
な
貿
易
通
商
に
関
わ
る
点
に
つ
い
て
は
︑
原
文
よ
り
も
オ

ラ
ン
ダ
語
訳
の
方
が
よ
り
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒

　
日
蘭
通
商
開
始
に
あ
た
っ
て
︑
日
蘭
双
方
の
認
識
に
は
︑
大
き
な
齟
齬
が
な

く
︑
オ
ラ
ン
ダ
船
が
日
本
に
来
航
す
る
形
で
両
国
間
の
通
商
交
易
が
安
全
に
開

始
さ
れ
る
と
の
共
通
認
識
が
み
ら
れ
た
︒
た
だ
︑
そ
の
形
式
は
返
書
と
と
も
に

朱
印
状
を
与
え
る
と
い
う
幕
府
主
導
の
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
時
期
に
ス
ペ
イ
ン

人
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
対
し
て
同
様
の
朱
印
状
が
与
え
ら
れ
て
い
た（

（（
（

例
が
あ
る

の
と
同
様
に
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
へ
の
応
対
は
朱
印
状
発
給
を
伴
う
幕
府
側
の
設
定

し
た
外
交
関
係
の
枠
組
み
の
な
か
で
処
理
さ
れ
た
︒

　
慶
長
十
四
年
七
月
二
十
五
日
付
家
康
書
状
と
と
も
に
オ
ラ
ン
ダ
使
節
に
与
え

ら
れ
た
同
日
付
の
朱
印
状
四
通
に
は
︑﹁
お
ら
ん
た
船
︑
日
本
江
渡
海
之
時
︑
何

之
浦
々
雖
為
着
岸
︑
不
可
有
相
違
候
︑
向
後
守
此
旨
︑
無
異
議
可
被
往
来
︑
聊

疎
意
有
間
敷
候
也
︑
仍
如
件
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る（

（（
（

︒

　
こ
の
朱
印
状
は
︑
以
後
の
オ
ラ
ン
ダ
船
の
日
本
来
航
に
際
し
て
日
本
の
ど
こ

の
浦
に
着
岸
し
た
と
し
て
も
︑
そ
の
往
来
を
妨
げ
る
こ
と
が
な
い
旨
を
保
障
す

る
内
容
と
な
っ
て
い
る
︒
既
述
の
通
り
︑
家
康
書
状
に
は
︑
通
商
交
易
開
始
に

あ
た
っ
て
︑
商
務
員
配
置
及
び
商
館
設
立
場
所
と
着
岸
湊
の
選
択
の
自
由
と
い

う
オ
ラ
ン
ダ
側
の
要
望
事
項
を
認
め
る
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
︒
一
方
︑

朱
印
状
に
は
︑
以
後
の
オ
ラ
ン
ダ
船
の
日
本
来
航
時
に
備
え
︑
来
航
す
る
オ
ラ

ン
ダ
船
の
安
全
を
保
障
す
る
内
容
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
記
載
内
容
か

ら
は
︑
こ
の
朱
印
状
が
オ
ラ
ン
ダ
船
の
日
本
来
航
時
に
着
岸
地
で
提
示
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
朱
印
状
の
提
示
に
よ
り
︑

そ
こ
に
記
載
さ
れ
た
指
示
内
容
が
順
守
さ
れ
る
と
い
う
朱
印
状
の
機
能
的
役
割

の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
︒

　
本
稿
で
は
︑
朱
印
状
に
つ
い
て
は
詳
し
く
触
れ
な
か
っ
た
が
︑
慶
長
十
四
年

前
後
に
オ
ラ
ン
ダ
船
に
対
し
て
朱
印
状
が
複
数
年
に
わ
た
っ
て
交
付
さ
れ
て
い

る
︒
本
稿
で
検
討
し
た
慶
長
十
四
年
付
家
康
書
状
と
朱
印
状
と
の
関
係
︑
朱
印

状
の
機
能
的
役
割
や
効
力
及
び
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
と
っ
て
の
意
味
な

ど
に
つ
い
て
の
再
検
討
も
日
蘭
関
係
の
考
察
を
深
化
さ
せ
る
う
え
で
重
要
な
検

討
対
象
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

註（
（
（ 

オ
ラ
ン
ダ
総
督
マ
ウ
リ
ッ
ツ
︒
一
五
九
六
年
に
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
北
部
七
州
が
ス
ペ

イ
ン
か
ら
独
立
を
果
た
し
︑
連
邦
共
和
国
と
し
て
成
立
し
た
オ
ラ
ン
ダ
は
︑
七
州
の
各

議
会
（vroedschap

（
か
ら
派
遣
さ
れ
た
代
表
者
で
構
成
さ
れ
る
最
高
統
治
機
関
ス
タ
ー

テ
ン
・
ヘ
ネ
ラ
ー
ル
（Staten-G

eneraal

連
邦
議
会
（
が
連
邦
共
和
国
の
統
治
を
司
っ
て

い
た
た
め
︑﹁
国
王
﹂
は
存
在
し
な
か
っ
た
︒
と
は
い
え
︑
マ
ウ
リ
ッ
ツ
は
︑
世
襲
君
主
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で
あ
り
︑
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
連
邦
共
和
国
総
司
令
官
（﹁
オ
ラ
ン
ダ
総
督
﹂（
の
地
位
に

あ
っ
た
︒

（
（
（ 

こ
の
家
康
書
状
は
︑
家
康
か
ら
﹁
阿
蘭
陀
国
主
﹂
宛
に
送
ら
れ
た
最
初
の
書
状
で
は

な
い
が
︑
オ
ラ
ン
ダ
に
到
着
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
最
初
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
︒
一
六
〇
五
年
に
作
成
・
発
送
さ
れ
た
家
康
か
ら
の
最
初
の
書
状
に
つ
い
て
は

註
（
（（
（
参
照
︒

（
（
（ 

異
国
日
記
刊
行
会
編
﹃
影
印
本
異
国
日
記
︱
︱
金
地
院
崇
伝
外
交
文
書
集
成
﹄
東
京

美
術
︑
一
九
八
九
年
︑﹁
異
国
日
記
︿
上
﹀﹂
八
~
九
頁
︑
丁
次
十
四
~
十
五
︒
村
上
直

次
郎
訳
注
﹃
異
国
往
復
書
翰
集
・
増
訂
異
国
日
記
抄
﹄（﹃
異
国
叢
書
﹄
復
刻
版
（
改
定

復
刻
版
︑
雄
松
堂
書
店
︑
一
九
六
六
年
︑﹁
増
訂
異
国
日
記
抄
﹂
二
十
~
二
十
六
頁
︒
こ

の
時
の
朱
印
状
の
宛
所
は
︑
マ
レ
ー
半
島
パ
タ
ニ
向
け
と
し
て
フ
ェ
ル
フ
ー
フ
艦
隊
所

属
ス
ヒ
ッ
プ
船
デ
ル
フ
ト
号
の
上
級
商
務
員
で
あ
っ
た
ヤ
ー
コ
ブ
・
フ
ル
ネ
ウ
ェ
ー
ヘ

（Jacob G
roenew

egen, ?–（（1（

（︑
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ジ
ャ
ワ
向
け
と
し
て
同
艦
隊
の
副

提
督
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ウ
ィ
ッ
テ
ル
ト
（François W

ittert, c.（（（（ –（（（1

（︑
使
節
と
し
て

家
康
に
謁
見
し
た
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
と
ニ
コ
ラ
ー
ス
・
ポ
イ

ク
両
上
級
商
務
員
の
四
名
に
対
し
て
で
あ
っ
た
︒

（
（
（ 

ア
ン
ト
ワ
ー
プ
に
生
ま
れ
た
フ
ァ
ン
・
メ
ー
テ
レ
ン
は
︑
一
五
五
〇
年
に
ロ
ン
ド
ン

に
渡
り
︑
一
五
八
三
年
に
オ
ラ
ン
ダ
商
人
団
体
の
在
ロ
ン
ド
ン
領
事
に
指
名
さ
れ
︑
そ

の
仕
事
に
従
事
す
る
か
た
わ
ら
︑
同
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ
の
歴
史
に
関
す
る
資
料
収
集
と

著
述
に
取
り
組
ん
だ
︒P.J. Blok, P.C

. M
olhuysen, N

ieuw
 N

ederlandsch biografisch 

w
oordenboek. vol. （ , Leiden: A.W

. Sijthoff, （（（（ , p. （（（  

参
照
︒

（
（
（ Em

anuel van M
eteren, H

istorie der N
eder-landscher ende haerder naburen oorlogen 

ende geschiedenissen. tot den iare 1612. ʼ s G
ravenshage: H

illebrant Iacobssz, （（（（ , fol. 

（（（ .

（
（
（ 

金
井
圓
﹃
日
蘭
交
渉
史
の
研
究
﹄
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
六
年
︑
八
十
~
八
十
二
頁
︒

（
（
（ 

加
藤
榮
一
﹃
幕
藩
制
国
家
の
成
立
と
対
外
関
係
﹄
思
文
閣
出
版
︑
一
九
九
八
年
︑
一

一
五
頁
︒

（
（
（ 

註
（
（
（
前
掲
村
上
﹁
増
訂
異
国
日
記
抄
﹂
二
十
二
~
二
十
三
頁
︒
現
在
こ
の
オ
ラ

ン
ダ
語
訳
は
喪
失
し
た
か
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
る
︒

（
（
（ 

松
田
清
﹃
洋
学
の
書
誌
的
研
究
﹄
臨
川
書
店
︑
一
九
九
八
年
︑
五
一
二
~
五
一
四
頁
︒

ド
ゥ
ー
フ
が
参
照
し
た
の
は
︑
一
七
六
三
年
刊
行
の
八
折
り
版
十
冊
本
の
う
ち
の
第
九

巻
三
二
一
頁
で
あ
っ
た
と
い
う
︒

（
（1
（ 

二
点
の
先
行
文
献
が
次
の
通
り
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒﹁O

skar N
achod, D

ie 

Beziehungen der niederländischen O
st-Indischen C

om
pagnie zu Japan im

 siebzehnten 

Jahrhundert, （（（（  （Beilage （

（; M
argo van O

pstall, vol. I. p. （（（ , note （ .

﹂

（
（（
（ 

三
年
後
に
家
康
か
ら
与
え
ら
れ
た
慶
長
十
七
年
十
月
付
﹁
阿
蘭
陀
国
主
﹂
宛
書
状
が

慶
長
十
四
年
七
月
二
十
五
日
付
の
も
の
よ
り
も
相
対
的
に
短
文
で
簡
潔
な
内
容
で
あ
る

こ
と
か
ら
︑
こ
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
註
（
（
（
前
掲
﹁
異
国
日

記
︿
上
﹀﹂
二
十
九
~
三
十
頁
︑
丁
次
五
十
五
~
五
十
六
及
び
註
（
（
（
前
掲
村
上
﹁
増

訂
異
国
日
記
抄
﹂
一
五
二
~
一
五
三
頁
参
照
︒

（
（（
（ R

. B. H
albertsm

a, Scholars, travellers, and trade: the pioneer years of the N
ational 

M
useum

 of Antiquities in Leiden, 1818–1840. London: Routledge, （11（ , pp. （（ –（（ . 

G
errit

はG
erard

と
も
記
さ
れ
︑
こ
の
場
合
︑
同
一
人
物
を
指
す
︒

（
（（
（ Ibid., p.（（ ; H

. Brem
er, G

erard van Papenbroek, verzam
elaar in achttiende-eeuw

se 

traditie, pp. （（1 –（（（ . in: D
e O

udheid in de Achttiende Eeuw
/C

lassical Antiquity in the 

Eighteenth C
entury, U

trecht: W
erkgroep （（ e Eeuw, （1（（ , pp. （（（ –（（（ . G

errit

は
父
の

名
と
同
じ
くG

erard

と
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒

（
（（
（ H

.T. C
olenbrander, Jan Pietersz. C

oen : levensbeschrijving. ʼ s-G
ravenhage: M

artinus 

N
ijhoff, （（（（ , [vol. （ ], pp. （（ , （（ .

（
（（
（ P.J. Blok, P.C

. M
olhuysen, N

ieuw
 N

ederlandsch Biografisch W
oordenboek. Leiden: A. 

W
. Sijthoff, （（（（ , vol. （ , p. （（（（ .

（
（（
（ Ibid., vol （ , p. （（（（ ; H

.T. C
olenbrander, Jan Pietersz. C

oen : Bescheiden om
trent zijn 

bedrijf in Indië. ʼ s-G
ravenhage: M

artinus N
ijhoff, （（（1 , vol. （ , p. （（ ; 

註
（
（（
（
前
掲

H
.T. C

olenbrander, Jan Pietersz. C
oen : levensbeschrijving. [vol. （ ], p. （1 .
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（
（（
（ 

ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
よ
り
︹
十
七
人
会
︺
宛
書
状
︑
パ
タ
ニ
︑
一
六
一
〇

年
十
月
八
日
付
︒（
ハ
ー
グ
国
立
文
書
館
所
蔵N

ationaal Archief, D
en H

aag [N
L-

H
aN

A
], Verenigde O

ostindische C
om

pagnie 

（V
O

C

（, num
m

er toegang （ .1（ .1（ , 

inventarisnum
m

er （1（（

﹇
パ
タ
ニ
の
部fols. （（ –（1

﹈（fol. （（ v. 

こ
の
書
状
に
つ
い
て
︑

東
京
帝
国
大
学
編
﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
十
二
編
之
六
︑
東
京
帝
国
大
学
︑
一
九
〇
四
年
︑

四
五
七
~
四
六
三
頁
に
翻
刻
と
和
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
当
該
引
用
箇
所
を
含
む
オ

ラ
ン
ダ
語
原
文
﹁H

ier m
ede gaet copije vanden brieff van sijnne keijserlijcke m

agesteijt 

geschreven aen sijnne princelijcke Ex
cie, hebben oock noch daerbeneven tw

ee andere 

brieven van sijnne m
agesteijt becom

m
en inne form

e van paspoorten voor de schepen 

die hier naer sullen com
m

en, w
aervan dʼ een is gelaeten tot Petane ende den anderen tot 

Bantam

﹂
の
部
分
に
つ
い
て
︑
村
上
訳
で
は
﹁
本
書
と
共
に
送
る
は
︑
皇
帝
陛
下
よ
り

国
王
殿
下
に
宛
て
た
る
書
簡
並
に
今
後
来
る
べ
き
船
の
為
め
に
陛
下
よ
り
与
へ
ら
れ
た

る
通
航
免
状
の
形
式
を
具
へ
た
る
書
付
の
写
な
り
︑
内
一
通
は
パ
タ
ニ
に
︑
他
は
バ
ン

タ
ン
に
留
む
﹂（
引
用
に
あ
た
っ
て
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
（
と
翻
訳
さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
原
文
で
は
単
数
形copije

（
写
し
（
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
当
該
文
の

構
造
と
内
容
か
ら
︑
家
康
書
状
の
み
が
写
し
で
あ
り
︑
同
封
さ
れ
た
の
は
家
康
書
状
写

し
の
方
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒

（
（（
（ 

ロ
ー
デ
・
レ
ー
ウ
・
メ
ッ
ト
・
ペ
イ
レ
ン
号
及
び
グ
リ
フ
ィ
ユ
ー
ン
号
の
合
同
委
員

会
の
決
議
録
︑
平
戸
︑
一
六
〇
九
年
九
月
二
十
日
付
（N

L-H
aN

A, Aanw. （ e afd. AR
A, 

（ .（（ .1（ .1（ , inv. nr. （（（（

（︒
こ
の
決
議
録
に
は
︑
グ
リ
フ
ィ
ユ
ー
ン
号
の
下
級
商
務
員

ジ
ャ
ッ
ク
・
ス
ペ
ッ
ク
ス
が
商
館
長
と
し
て
平
戸
に
残
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
︑
二
隻

の
ス
ヒ
ッ
プ
船
の
委
員
会
構
成
員
五
人
の
う
ち
一
つ
が
空
席
に
な
る
こ
と
に
伴
い
︑
ヘ

ン
ド
リ
ッ
ク
・
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
が
ス
ペ
ッ
ク
ス
の
席
に
着
任
し
︑
以
後
代
わ
り
に
委

員
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
承
認
・
決
議
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
（ Pieter W
illem

sz Verhoeff, Journael ende verhael van alle het gene dat ghesien ende 

voor-ghevallen is op de Reyse, gedaen door den E. ende gestrengen Pieter W
illem

sz. 

Verhoeven Adm
irael G

enerael over （（ . Schepen, gaende naer de O
ost-Indien, C

hina, 

Philipines, ende byleggende R
ijcken, In den Iare （（1（ . ende volgende.

（﹁
一
六
〇
七
年

及
び
続
く
年
に
十
三
隻
の
船
を
指
揮
す
る
ピ
ー
タ
ー
・
ウ
ィ
レ
ム
ス
・
フ
ェ
ル
フ
ー
フ

提
督
総
司
令
官
閣
下
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
東
イ
ン
ド
︑
中
国
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
及
び

周
辺
諸
国
へ
の
航
海
旅
行
で
経
験
し
た
こ
と
す
べ
て
に
つ
い
て
の
日
誌
及
び
話
﹂（, fol. 

（（ .

（﹁
レ
イ
ニ
ー
ル
・
デ
ィ
ク
ス
ゾ
ー
ン
・
フ
ァ
ン
・
ナ
イ
メ
ー
ヘ
ン
に
よ
る
ロ
ー
デ
・

レ
ー
ウ
・
メ
ッ
ト
・
ペ
イ
レ
ン
号
の
航
海
日
誌
﹂
一
六
〇
九
年
十
月
三
日
条
（︒in: Isaac 

C
om

m
elin, Begin ende voortgangh van de Vereenighde N

ederlantsche G
eoctroyeerde O

ost-

Indische com
pagnie. Am

sterdam
: s.n., （（（（ , vol. （ .

（
（1
（ 

註
（
（（
（
前
掲
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
よ
り
︹
十
七
人
会
︺
宛
書
状
︑
パ

タ
ニ
︑
一
六
一
〇
年
十
月
八
日
付
︒fol. （1 .

（
（（
（ 

註
（
（（
（
前
掲
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
よ
り
︹
十
七
人
会
︺
宛
書
状
︑
パ

タ
ニ
︑
一
六
一
〇
年
十
月
八
日
付
︒fol. （（ r.

（
（（
（ 

註
（
（
（
前
掲Van M

eteren, H
istorie der N

eder-landscher ende haerder naburen 

oorlogen ende geschiedenissen, fol. （（（ .

（
（（
（ 

ス
ヒ
ッ
プ
船
デ
ル
フ
ト
号
︒
モ
ル
ッ
カ
諸
島
か
ら
一
六
一
〇
年
八
月
頃
に
パ
タ
ニ
に

寄
港
し
た
同
船
は
︑
そ
の
後
一
六
一
一
年
二
月
に
バ
ン
タ
ム
か
ら
帰
国
の
途
に
就
き
︑

同
年
八
月
に
オ
ラ
ン
ダ
に
到
着
し
て
い
る
︒

（
（（
（ 

註
（
（（
（
前
掲
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
イ
よ
り
︹
十
七
人
会
︺
宛
書
状
︑
パ

タ
ニ
︑
一
六
一
〇
年
十
月
八
日
付
︒fol. （1 .

（
（（
（ 

レ
オ
ナ
ー
ル
・
ラ
ー
イ
の
名
は
︑
東
イ
ン
ド
会
社
設
立
時
の
重
役
名
簿
にLeonaert 

R
ay

と
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒﹁
一
六
〇
二
年
三
月
二
十
日
付
特
許
状
﹂（N

L-H
aN

A, V
O

C
, 

（ .1（ .1（ , inv. nr. （ .

（
参
照
︒
註
（
（
（
前
掲Van M

eteren, H
istorie der N

eder-landscher 

ende haerder naburen oorlogen ende geschiedenissen, fol. （（（  

掲
載
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
支
部

所
属
重
役
名
簿
に
はLenaert R

ay

と
記
載
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
（ L. C

. D
. Van D

ijk, Zes jaren uit het leven van W
em

m
er van Berchem

, gevolgd door Iets 

over onze vroegste betrekkingen m
et Japan, tw

ee geschiedkundige bijdragen. Am
sterdam

: J. 

H
. Scheltem

a, （（（（ , p. （（ . note （ . 

フ
ァ
ン
・
ダ
イ
ク
はLeonard van R

aeij

と
綴
っ
て
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い
る
︒

（
（（
（ 

﹁
一
六
〇
六
年
二
月
二
日
付
十
七
人
会
決
議
録
﹂（N

L-H
aN

A, V
O

C
, （ .1（ .1（ , inv. nr. 

（（（（ .

（
フ
ォ
リ
オ
番
号
無
し
︒

（
（（
（ 

註
（
（
（
前
掲Van M

eteren, H
istorie der N

eder-landscher ende haerder naburen 

oorlogen ende geschiedenissen, fol. （（（ .

（
（（
（ 

当
時
書
き
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
︑
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
フ
ァ

ン
・
ラ
ー
イ
の
筆
跡
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
︑
同
筆
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

（
（1
（ 

註
（
（
（
前
掲
﹁
異
国
日
記
︿
上
﹀﹂
八
頁
︑
丁
次
十
四
︒
註
（
（
（
前
掲
村
上
﹁
増

訂
異
国
日
記
抄
﹂
二
十
~
二
十
一
頁
︒
な
お
︑
引
用
に
あ
た
っ
て
旧
字
体
は
新
字
体
に

改
め
た
︒

（
（（
（ 

オ
ラ
ン
ダ
語
原
文
で
は
︑﹁Adij （1

en ditto hebben onse patente ende brieven van den 

keyser aen sijn ex. tie becom
m

en

﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
はbrief

（
書
状
（
の
複
数

形brieven

が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒M

argaretha Elizabeth van O
pstall, D

e reis van de 

vloot van Pieter W
ilem

sz Verhoeff naar Azie 1607–1612. ʼ s-G
ravenhage: M

. N
ijhoff, 

（（（（ , vol. （ , p. （（（

（﹁
ポ
イ
ク
の
参
府
日
記
﹂
一
六
〇
九
年
八
月
二
十
日
条
（
参
照
︒
な

お
︑
同
日
記
の
一
六
〇
九
年
七
月
末
日
条
に
︑
使
節
に
は
平
戸
藩
主
か
ら
護
衛
が
付
け

ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
上
記
の
通
り
︑
謁
見
時
に
写
し
も
原
本
と
一
緒
に
渡
さ

れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
︑
護
衛
と
し
て
随
行
し
た
平
戸
藩
主
の
家
臣
が
写
し
を

書
い
た
可
能
性
も
考
え
に
く
い
︒

（
（（
（ 

圓
智
撰
﹁
重
撰
倭
漢
皇
統
編
年
合
運
図
﹂
一
~
二
巻
︑︹
要
法
寺
︺︑︹
慶
長
五
（
一
六

〇
〇
（
年
︺︒
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
の
上
下
巻
末
に
閑
室
元
佶
の
自
筆
識
語
が
あ
る
︒

 
 

https://dl.ndl.go.jp/pid/（（（（（1（ /（ /（（

 
 

https://dl.ndl.go.jp/pid/（（（（（1（ /（ /（（

（
（（
（ 

註
（
（
（
前
掲
﹃
影
印
本
異
国
日
記
﹄
所
収
巻
頭
掲
載
図
版
二
枚
目
参
照
︒
こ
の
﹁
濃

毘
数
般
宛
徳
川
家
康
返
書
案
﹂
は
国
指
定
重
要
文
化
財
と
し
て
京
都
の
金
地
院
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
（ 

註
（
（
（
前
掲
村
上
﹁
増
訂
異
国
日
記
抄
﹂
二
十
四
頁
~
二
十
六
頁
参
照
︒

（
（（
（ 

同
朱
印
状
原
本
が
ハ
ー
グ
国
立
文
書
館
に
現
存
し
て
い
る
︒﹁
慶
長
十
四
年
七
月
二

十
五
日
付
ヤ
ー
コ
ブ
・
フ
ル
ネ
ウ
ェ
ー
ヘ
宛
朱
印
状
﹂（N

L-H
aN

A, N
ederlandse Factorij 

Japan, （ .1（ .（（ , inv. nr. （ A（ .

（︒
ま
た
︑
註
（
（
（
前
掲
村
上
﹁
増
訂
異
国
日
記
抄
﹂
に

も
慶
長
十
四
年
七
月
二
十
五
日
付
﹁
オ
ラ
ン
ダ
船
渡
航
朱
印
﹂
と
し
て
図
版
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
︒

（
（（
（ 

註
（
（
（
前
掲
﹁
異
国
日
記
︿
上
﹀﹂
八
頁
︑
丁
次
十
四
︒
註
（
（
（
前
掲
村
上
﹁
増

訂
異
国
日
記
抄
﹂
二
十
一
︑
二
十
四
頁
︒

（
（（
（ 

﹁
裨
将
﹂
は
﹁
副
将
﹂
の
意
︒
写
し
で
こ
の
語
句
が
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
︑

﹁
裨
﹂
と
い
う
漢
字
に
﹁
卑
（
い
や
し
い
（﹂
と
い
う
部
首
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
に
︑
相

手
に
対
す
る
失
礼
の
回
避
と
し
て
削
除
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
︑
敬
意
礼
法
と
み
ら
れ
る

と
の
ご
教
示
を
査
読
者
の
お
一
人
か
ら
頂
い
た
︒

（
（（
（ 

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
﹃
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ダ
ム
ス
︱
︱
家
康
に
愛
さ
れ
た

男
・
三
浦
按
針
﹄（
ち
く
ま
新
書
（
筑
摩
書
房
︑
二
〇
二
一
年
︑
二
〇
六
~
二
〇
八
頁
︒
註

（
（
（
前
掲
村
上
﹁
増
訂
異
国
日
記
抄
﹂
一
五
七
頁
︒
な
お
︑
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ

ン
ス
同
書
で
使
用
さ
れ
て
い
る
ユ
リ
ウ
ス
暦
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に
改
め
た
︒
以
下
同
様
︒

（
（（
（ 

同
上
ク
レ
イ
ン
ス
﹃
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ダ
ム
ス
﹄︑
二
一
四
~
二
一
五
頁
︒
註
（
（
（

前
掲
村
上
﹁
増
訂
異
国
日
記
抄
﹂
一
五
七
頁
︒

（
（1
（ 

註
（
（
（
前
掲
﹁
異
国
日
記
︿
上
﹀﹂
三
十
頁
︑
丁
次
五
十
七
︒
註
（
（
（
前
掲
村
上

﹁
増
訂
異
国
日
記
抄
﹂
一
五
六
︑
一
六
二
~
一
六
四
頁
︒

（
（（
（ 

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
書
翰
案
第
一
巻
（Th

e First Letter Book of the East India 

C
om

pany

（︒
註
（
（
（
前
掲
村
上
﹁
増
訂
異
国
日
記
抄
﹂
一
六
〇
︑
一
六
二
~
一
六
三

頁
︒
註
（
（（
（
前
掲
ク
レ
イ
ン
ス
﹃
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ダ
ム
ス
﹄︑
二
一
六
頁
︒

（
（（
（ 
註
（
（
（
前
掲
﹁
異
国
日
記
︿
上
﹀﹂
三
十
二
頁
︑
丁
次
六
十
︒
註
（
（
（
前
掲
村
上

﹁
増
訂
異
国
日
記
抄
﹂
一
七
八
~
一
八
二
頁
︒

（
（（
（ 

註
（
（
（
前
掲
﹁
異
国
日
記
︿
上
﹀﹂
三
十
二
頁
︑
丁
次
六
十
~
六
十
一
︒
註
（
（
（

前
掲
村
上
﹁
増
訂
異
国
日
記
抄
﹂
一
八
四
~
一
八
八
頁
︒

（
（（
（ 

マ
ウ
リ
ッ
ツ
往
信
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
ア
ジ
ア
進
出
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と
日
本
へ
の
視
座
﹂﹃
総
研
大
文
化
科
学
研
究
﹄
十
九
︑
二
〇
二
三
年
︑
一
二
八
頁
を
参

照
︒

（
（（
（ 
﹁
真
如
路
﹂
は
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
のSenhor

（
男
性
の
敬
称
﹁
氏
﹂（︒
註
（
（
（
前
掲

村
上
﹁
増
訂
異
国
日
記
抄
﹂
三
十
四
頁
参
照
︒

（
（（
（ 

﹁
一
六
〇
八
年
四
月
十
一
日
付
ア
フ
リ
カ
及
び
ア
ジ
ア
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン

ド
会
社
職
員
へ
の
十
七
人
会
の
指
令
書
の
覚
﹂（N

L-H
aN

A, V
O

C
, （ .1（ .1（ , inv. nr. 

（（（ .

（; J.K
.J. D

e Jonge, D
e opkom

st van het N
ederlandsch gezag in O

ost-Indie (1595–

1610). ʼ s G
ravenhage: M

. N
ijhoff, （（（（ , vol. （ , pp. （1（ –（（1 ; Peter Borschberg, 

Journal, M
em

orials and Letters of C
ornelis M

atelieff de Jonge. Singapore:, N
U

S Press, 

（1（（ , p. （（（ . 

な
お
︑D

e Jonge, op. cit., pp. （1（ –（（（

に
は
︑
同
内
容
の
﹁
一
六
〇
九
年

五
月
四
日
に
ヤ
ヒ
ト
船
フ
ー
デ
・
ホ
ー
プ
号
を
通
じ
て
ア
ジ
ア
に
も
た
ら
さ
れ
た
覚
と

指
令
書
﹂
の
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑Borschberg, op. cit., pp. （（（ –（（1  

に

そ
の
英
訳
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
（ 

そ
の
覚
に
つ
い
て
は
未
詳
︒

（
（（
（ 

ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ス
プ
リ
ン
ケ
ル
よ
り
徳
川
家
康
宛
書
状
︑
パ
タ
ニ
︑
一
六
〇
八
年
二

月
六
日
付
（N

L-H
aN

A, V
O

C
, （ .1（ .1（ , inv. nr. （1（（

（fols. （（ –（（ . 
こ
の
書
状
は
︑
家

康
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
へ
の
働
き
か
け
に
対
応
し
て
︑
マ
ウ
リ
ッ
ツ
の
名
の
下
で
記
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
︒
家
康
は
一
六
〇
五
年
に
リ
ー
フ
デ
号
の
元
船
長
ヤ
ー
コ
ブ
・
ク
ワ
ッ
ケ

ル
ナ
ッ
ク
と
元
乗
組
員
メ
ル
ヒ
ヨ
ル
・
フ
ァ
ン
・
サ
ン
ト
フ
ォ
ー
ル
ト
を
通
じ
て
書
状

と
来
航
通
商
許
可
の
朱
印
状
を
パ
タ
ニ
商
館
に
も
た
ら
し
て
い
た
︒
さ
ら
に
そ
の
翌
年

も
パ
タ
ニ
商
館
に
家
康
か
ら
の
朱
印
状
が
届
い
て
い
た
︒

（
（（
（ 

オ
ス
カ
ー
・
ナ
ホ
ッ
ド
（
富
永
牧
太
訳
（﹃
十
七
世
紀
日
蘭
交
渉
史
﹄
養
徳
社
︑
一
九

五
六
年
︑
七
十
五
頁
︒
同
書
七
十
一
頁
に
も
︑﹁
彼
︹
ス
プ
リ
ン
ケ
ル
︺
は
堂
々
と
︑
マ

ラ
ッ
カ
包
囲
を
解
い
た
後
の
葡
萄
牙
人
に
対
す
る
マ
テ
リ
ー
フ
艦
隊
の
輝
か
し
い
戦
闘

行
為
を
述
べ
﹂
と
あ
る
︒

（
（1
（ 

こ
の
年
の
オ
ラ
ン
ダ
使
節
に
よ
る
家
康
謁
見
に
通
訳
と
し
て
同
行
し
た
の
が
メ
ル
ヒ

ヨ
ル
・
フ
ァ
ン
・
サ
ン
ト
フ
ォ
ー
ル
ト
で
あ
っ
た
状
況
か
ら
は
︑
同
人
が
翻
訳
に
関
わ
っ

た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒
註
（
（（
（
前
掲Van O

pstall, D
e reis van de vloot van Pieter 

W
ilem

sz Verhoeff. vol. （ , p. （（（ .

（﹁
ポ
イ
ク
の
参
府
日
記
﹂
一
六
〇
九
年
七
月
二
十
七
日

条
（
参
照
︒

（
（（
（ 

註
（
（
（
前
掲
村
上
﹁
増
訂
異
国
日
記
抄
﹂
二
十
二
~
二
十
三
頁
︒
現
在
︑
こ
の
史

料
の
所
在
は
不
明
︒
村
上
氏
に
よ
る
と
︑
こ
れ
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
英
語
訳
文
が

﹁
パ
ー
チ
ェ
ー
ス
﹃
廻
国
記
﹄（Sam

uel Purchas, Purchas his pilgrim
age or relations of the 

w
orld and the religions, London, （（（（

（﹂
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
︒

（
（（
（ 

註
（
（
（
前
掲
村
上
﹁
増
訂
異
国
日
記
抄
﹂
三
十
一
頁
︑
註
（
ニ
（︒
な
お
︑
註
（
（（
（

前
掲Van D

ijk, Zes jaren uit het leven van W
em

m
er van Berchem

, pp. （（ –（（

に
も
︑
家

康
書
状
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
が
典
拠
非
表
示
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
綴
り
が
現
代
オ
ラ

ン
ダ
語
に
変
更
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
修
正
が
み
ら
れ
る
ほ
か
は
︑
村
上
掲
載
版
翻
刻
と

ほ
ぼ
同
様
の
も
の
で
あ
る
た
め
︑
フ
ァ
ン
・
ダ
イ
ク
も
ハ
ー
グ
国
立
文
書
館
所
蔵
史
料

を
参
照
し
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

（
（（
（ 

註
（
（
（
前
掲Van M

eteren, H
istorie der N

eder-landscher ende haerder naburen 

oorlogen ende geschiedenissen, fol. （（（ .

（
（（
（ Ibid., fol. （（（ .

（
（（
（ Ibid., fol. （（（ .

（
（（
（ 

オ
ラ
ン
ダ
語
原
文
で
はover-Vorst

が
使
用
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
（ 

当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
語
の
綴
り
に
は
表
記
ゆ
れ
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
︑Prince

とPrins

は
同
じ
︒

（
（（
（ 

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
日
本
来
航
船
二
隻
所
属
の
商
務
員
ポ
イ
ク
や
フ
ァ
ン
・

ラ
ー
イ
は
︑
そ
の
日
記
や
書
状
で
家
康
の
こ
と
を
﹁keijser

（
皇
帝
（﹂︑﹁grooten keijser

（
大
皇
帝
（﹂
あ
る
い
は
﹁sijnne keijserlijcke m

agesteijt

（
皇
帝
陛
下
（﹂
と
表
現
し
て
い

る
︒

（
（（
（ 
以
下
の
原
文
と
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
と
の
比
較
に
お
い
て
は
︑
フ
ァ
ン
・
メ
ー
テ
レ
ン
掲

載
版
訳
と
村
上
掲
載
版
訳
を
特
に
区
別
し
な
い
が
︑
フ
ァ
ン
・
メ
ー
テ
レ
ン
掲
載
版
訳

を
基
準
と
し
て
参
照
し
た
︒
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（
（1
（ 
註
（
（（
（
前
掲
ナ
ホ
ッ
ド
﹃
十
七
世
紀
日
蘭
交
渉
史
﹄
七
十
五
頁
で
は
︑
オ
ラ
ン
ダ

語
訳
文
の
方
が
詳
細
で
長
文
で
あ
る
こ
と
の
要
因
と
事
情
に
つ
い
て
︑
会
社
職
員
に
よ

る
文
飾
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
（ 

こ
の
時
期
に
ス
ペ
イ
ン
人
に
も
同
様
の
朱
印
状
が
与
え
ら
れ
て
い
た
︒
註
（
（
（
前

掲
村
上
﹁
増
訂
異
国
日
記
抄
﹂
四
十
六
~
四
十
七
頁
（
慶
長
十
四
年
十
月
六
日
付
呂
宋

船
宛
朱
印
状
（︑
一
一
五
~
一
一
六
頁
（
慶
長
十
七
年
九
月
付
黒
船
・
南
蛮
人
宛
朱
印
状
（︒

村
上
同
書
﹁
異
国
往
復
書
翰
集
﹂
九
十
三
頁
（
慶
長
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
付
ス
ペ

イ
ン
・
レ
ル
マ
公
宛
朱
印
状
（
な
ど
参
照
︒

（
（（
（ 

註
（
（（
（
前
掲
﹁
慶
長
十
四
年
七
月
二
十
五
日
付
ヤ
ー
コ
ブ
・
フ
ル
ネ
ウ
ェ
ー
ヘ
宛

朱
印
状
﹂（N

L-H
aN

A, N
ederlandse Factorij Japan, （ .1（ .（（ , inv. nr. （ A（ .

（︒

付
記

　
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
特
別
研
究
員
奨
励
費（（ K

J1（（（

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒





35　『日本研究』 No. 67（2023）

研
究
論
文十

九
世
紀
長
崎
南
画
壇
の
片
影

︱
︱
鉄
翁
祖
門
の
山
水
画
と
縮
図
冊

王
　
紫
沁

給
人
足
︑
治
平
の
日
久
し
け
れ
ば
漸
く
文
教
に
嚮
う
︑
し
か
の
み
な
ら
ず
清
商
は
内
に

風
雅
を
崇
尚
し
︑
詩
若
し
く
は
書
画
を
善
く
す
る
者
は
往
々
に
し
て
航
っ
て
来
る
︒（﹂

（﹃
竹
田
荘
詩
話
﹄︑
一
八
一
〇
年
自
序
（
と
︑
長
崎
に
お
け
る
風
流
の
繁
栄
ぶ
り
を

記
し
て
い
た
︒
唐
通
事
の
遊ゆ

う

竜
り
ゆ
う

梅ば
い

泉せ
ん

か
ら
始
ま
り
︑
長
年
の
間
︑
長
崎
文
化
人

と
交
信
し
て
い
た)

（
(

竹
田
は
︑
文
政
九
年
（
一
八
二
六
（︑
五
十
歳
の
と
き
に
長
崎

を
訪
れ
︑
一
年
ほ
ど
滞
在
し
た
︒
さ
ら
に
竹
田
は
﹃
竹
田
荘
師
友
画
録
﹄（
一
八

三
三
年
成
（
に
お
い
て
︑
長
崎
で
交
わ
っ
た
文
人
・
画
人
を
十
五
人
も
記
録
し

て
お
り
︑﹁
長
崎
派
﹂
の
構
成
を
示
し
て
い
る
︒

　
二
十
世
紀
初
期
に
書
か
れ
た
美
術
史
︑
例
え
ば
藤
岡
作
太
郎
の
﹃
近
世
絵
画

史
﹄（
一
九
〇
三
年
刊
（
や
梅
澤
精
一
の
﹃
日
本
南
画
史
﹄（
一
九
一
九
年
刊
（
に

も
︑
竹
田
が
提
示
し
た
分
派
の
構
図
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
︒
梅
澤
精
一
は
長

は
じ
め
に

　
田
能
村
竹
田
（
一
七
七
七
︱
一
八
三
五
（
は
︑﹃
山
中
人
饒
舌
﹄（
一
八
三
五
年

刊
（
で
﹁
又
有
称
漢
画
者
︑
亦
分
数
派
︑
曰
京
派
︑
曰
摂
派
︑
曰
江
戸
派
︑
曰

長
崎
派
︑
一
長
一
短
互
有
得
失
（
又
は
漢
画
と
称
す
る
も
の
有
り
︑
亦
た
数
派
を
分

つ
︑
曰
く
京
派
︑
曰
く
摂
派
︑
曰
く
江
戸
派
︑
曰
く
長
崎
派
︑
一
長
一
短
︑
互
い
に
得

失
が
有
る
（﹂（
書
き
下
し
文
は
筆
者
作
成
︑
以
下
同
（
と
︑
長
崎
派
と
い
う
概
念
を

提
示
し
た
︒
か
つ
て
竹
田
は
﹁
長
崎
鎮
︑
華
夷
通
交
転
貨
処
︑
故
土
民
富
饒
︑
家

給
人
足
︑
治
平
日
久
︑
漸
嚮
文
教
︑
加
之
清
商
内
崇
尚
風
雅
︑
善
詩
若
書
画
者

往
々
航
来
（
長
崎
鎮
は
華
夷
が
通
交
し
て
転
貨
の
処
︑
故
に
土
民
は
富
饒
な
り
︑
家
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崎
に
つ
い
て
︑﹁
崋
山
︑
竹
田
︑
椿
山
の
殁
後
は
︑
殊
に
芸
苑
の
中
心
と
為
り
︑

昔
日
の
盛
観
を
来
し
︑
笈
を
長
崎
に
負
ひ
︑
従
遊
す
る
者
頗
る
多
か
り
き
﹂
と

高
く
評
価
し
て
い
た（

（
（

︒
し
か
し
な
が
ら
︑﹁
長
崎
派
﹂
の
内
実
が
明
ら
か
に
さ
れ

な
い
ま
ま
︑
こ
の
四
派
分
け
の
画
壇
構
図
は
後
の
南
画
の
衰
弱
に
つ
れ
て
︑
次

第
に
江
戸
・
京
︑
す
な
わ
ち
二
中
心
と
︑
中
央
︱
地
方
の
構
図
に
収
斂
し
て

い
っ
た
︒

　
戦
後
︑
自
由
な
気
質
を
重
ん
じ
る
南
画
研
究
で
は
︑
明
清
画
に
忠
実
な
画
風

を
低
く
評
価
す
る
傾
向
が
見
え
る
︒
黄
檗
美
術
と
南な

ん

蘋ぴ
ん

派は

が
見
直
さ
れ
る
今
日

で
も
︑
長
崎
南
画
の
研
究
は
全
体
的
に
不
振
で
あ
り
︑
郷
土
史
外
部
か
ら
の
関

心
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
も
言
え
る
︒
近
世
の
明
清
画
受
容
に
お
け
る
長
崎
の
位

置
付
け
は
対
外
交
流
の
窓
口
と
し
て
定
着
し
て
い
る
が
︑
長
崎
で
は
ど
の
よ
う

な
書
画
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
︑
そ
の
詳
細
は
い
ま
だ
に
不
明
な
と
こ
ろ

が
多
い
︒

　
本
論
は
こ
の
問
題
を
念
頭
に
置
き
︑
長
崎
南
画
三
筆
の
一
人
で
あ
る
鉄
翁
祖

門
に
焦
点
を
当
て
る
︒
鉄
翁
の
美
術
活
動
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
︑
長
崎

南
画
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
︑
そ
こ
か
ら
近
世
の
画
壇
構
造
を
見
直
す
視
点
を

提
供
し
た
い
︒

　
鉄
翁
の
先
行
研
究
で
は
︑
郷
土
史
研
究
の
成
果
と
し
て
永
見
徳
太
郎
﹃
長
崎

の
美
術
史
﹄（
一
九
二
七
年
刊（

（
（

（︑
古
賀
十
二
郎
﹃
長
崎
画
史
彙
伝
﹄（
一
九
三
四

年
脱
稿（

（
（

（
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
渡
辺
庫
輔
の
未
刊
手
稿
﹃
祖
門
鉄
翁
﹄﹃
鉄
翁
門

人
﹄（
年
代
不
明
︑
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
（
に
は
鉄
翁
に
ま
つ
わ
る
史
料
が
多

く
収
め
ら
れ
︑
ま
た
そ
れ
ら
に
基
づ
く
﹃
鉄
翁
逸
雲
梧
門
梅
泉
墨
酣
年
譜
﹄（
年

代
不
明
︑
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
（
が
最
初
で
唯
一
の
年
譜
で
あ
り
︑
鉄
翁
研

究
の
基
礎
資
料
と
な
る
︒
他
に
︑
個
別
の
研
究
も
散
見
さ
れ
る（

（
（

︒
さ
ら
に
郷
土

史
の
外
か
ら
の
関
心
と
し
て
︑
鶴
田
武
良
に
よ
る
書
簡
と
作
品
の
紹
介
が
あ
る（

（
（

︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
鉄
翁
の
経
歴
に
ま
つ
わ
る
資
料
は
整
理
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑

そ
の
画
業
の
全
貌
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
に
十
分
に
研
究
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
の

た
め
本
論
で
は
︑
鉄
翁
の
画
風
の
変
遷
︑
及
び
そ
の
背
景
と
な
る
書
画
鑑
賞
・

学
習
の
内
容
に
着
目
し
︑
彼
の
制
作
活
動
を
全
般
的
に
考
察
す
る
︒

一
、
鉄
翁
祖
門
の
生
涯
と
名
声

　
鉄
翁
俗
姓
は
日
高
︑
幼
名
は
三
五
良
︑
名
は
祖
門
︒
通
称
鉄
翁
祖
門
ま
た
は

日
高
鉄
翁
︒
鉄
翁
は
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
（
二
月
十
日
︑
長
崎
銀
屋
町
に
あ
る

貧
し
い
紺
屋
に
誕
生
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る（

（
（

︒
銀
屋
町
で
幼
年
時
代
を
過
ご
し

た
後
︑
日
高
家
は
磨
屋
町
に
引
っ
越
し
た
ら
し
い（

（
（

︒
寛
政
十
三
年
（
一
八
〇
一
（

正
月
︑
父
日
高
勘
左
衛
門
が
他
界
し
た（

（
（

︒
僅
か
十
一
歳
の
三
五
良
は
翌
月
︑
元

号
が
享
和
と
改
ま
っ
て
か
ら
呉
楓
山
（
一
七
九
四
︱
一
八
三
一（

（1
（

（
の
斡
旋
に
よ
っ

て
臨
済
宗
建
仁
寺
派
の
華
嶽
山
春
徳
寺
第
十
六
代
住
持
玄
翁
和
尚
に
入
門
し
た
︒

法
名
は
妙
玄
で
あ
る（

（（
（

︒

　
文
政
二
年
（
一
八
一
九
（
八
月
︑
玄
翁
の
示
寂
に
よ
っ
て
看
坊
と
な
り
︑
翌
年
︑

三
十
歳
で
春
徳
寺
第
十
七
代
住
持
と
な
っ
た（

（（
（

︒
継
席
の
た
め
︑
鉄
翁
は
京
都
に
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上
っ
た
︒
そ
の
前
に
︑
石
崎
融
思
が
鉄
翁
に
送
っ
た
︽
華
岳
山
小
景
図
︾（
長
崎

歴
史
文
化
博
物
館
蔵
（
の
題
に
は
﹁
華
岳
山
主
妙
玄
沙
︑
今
兹
庚
辰
暮
春
︑
遇
謁

于
京
師
之
本
山
︑
将
秉
法
旆
焉
（
華
岳
山
主
妙
玄
沙
（
門
（︑
今
兹
庚
辰
暮
春
︑
京

師
の
本
山
に
于
い
て
遇
謁
し
︑
将
に
法
旆
を
秉
せ
ん
と
す
（﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

建
仁
寺
の
達
書
に
は
﹁
文
政
三
庚
辰
五
月
初
五
日 

鉄
翁
座
元
﹂
と
記
し
て
お
り（

（（
（

︑

ま
た
﹃
続
長
崎
実
録
大
成
﹄
で
は
﹁
十
七
代 

祖
門 

文
政
二
卯
年
ヨ
リ
文
政
三

辰
年
マ
デ 

看
坊
壱
年 

後
鉄
翁
ト
改（

（（
（

﹂
と
あ
る
か
ら
︑
着
任
の
際
に
法
号
を

﹁
鉄
翁
﹂
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
同
年
の
秋
に
描
い
た
︽
水
墨
山
水

図
︾﹇
春
徳
寺
蔵
︑
図
（
﹈（
四
十
頁
（
に
は
早
く
も
鉄
翁
の
款
を
使
い
始
め
て

い
る
︒
ち
な
み
に
春
徳
寺
境
内
に
あ
る
鉄
翁
禅
師
碑
の
塔
銘
（
一
八
八
八
︑
菊
池

純
撰
（
に
は
﹁
禅
師
初
喜
鉄
門
鉄
舟
之
画
蘭
︑
因
号
曰
鉄
翁
（
禅
師
初
め
て
鉄

門
・
鉄
舟
の
蘭
画
を
喜こ

の

み
︑
そ
れ
ゆ
え
号
は
鉄
翁
と
曰
く
（﹂
と
︑
水
墨
画
の
名
手

と
し
て
知
ら
れ
る
南
北
朝
時
代
の
臨
済
宗
の
高
僧･

鉄
舟
徳
済
（
？
︱
一
三
六

六
（
を
鉄
翁
が
慕
っ
て
こ
の
号
に
し
た
と
記
し
て
い
る
が
︑
こ
の
説
の
出
所
は

不
明
で
あ
る
︒
鉄
翁
の
号
は
他
に
蓮
舟
︑
華
岳
主
人
な
ど
が
あ
る
が
︑
作
品
の

落
款
に
は
﹁
鉄
翁
﹂
が
圧
倒
的
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
﹁
華
岳
鉄
道

人
﹂（
神
戸
市
立
博
物
館
蔵
︽
山
水
図
︾︑
一
八
二
四
（︑﹁
妙
言
﹂（
長
崎
歴
史
文
化
博

物
館
蔵
︽
西
山
記
︾︑
一
八
二
五
（﹇
図
（
﹈（
四
十
一
頁
（
な
ど
も
見
え
る
︒

　
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
（︑
鉄
翁
は
三
十
年
間
務
め
た
春
徳
寺
住
持
を
六
十
歳

で
退
任
し
︑
同
五
年
（
一
八
五
二
（
か
ら
春
徳
寺
の
末
寺
東
淵
山
雲
龍
寺
に
隠
居
︑

画
禅
三
昧
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
︒
明
治
改
元
の
際
に
春
徳
寺
に
戻
り
︑
明
治

四
年
（
一
八
七
二
（
十
二
月
十
五
日
︑
病
気
で
殁
す
る
︒
享
年
八
十
一
歳
で
あ
る
︒

　
鉄
翁
は
墨
蘭
と
山
水
画
の
名
手
で
知
ら
れ
︑
そ
の
画
名
が
全
国
に
広
ま
っ
て

い
っ
た
の
は
︑
嘉
永
頃
か
ら
だ
と
鶴
田
武
良
が
指
摘
し
て
い
る（

（（
（

︒
当
時
︑
越
後

の
長な

が

井い

雲う
ん

坪ぺ
い

︑
江
戸
の
滝た

き

和か

亭て
い

な
ど
︑
鉄
翁
の
門
下
に
は
全
国
か
ら
の
遊
学
者

が
多
く
集
ま
っ
て
い
た
︒
渡
辺
庫
輔
の
﹃
鉄
翁
門
人
﹄
に
収
録
さ
れ
た
二
十
六

人
は
そ
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
︒
ま
た
そ
の
画
を
求
め
る
者
が
絶
え
な
か
っ
た
こ

と
は
︑
鉄
翁
宛
書
簡
に
よ
っ
て
窺
え
る（

（（
（

︒
例
え
ば
︑
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
に

は
六
曲
一
双
の
四
君
子
屏
風
（
文
久
二
年
︑
一
八
六
二
（
が
あ
り
︑
栗
岡
家
が
御

用
達
を
勤
め
た
紀
州
徳
川
家
の
命
に
よ
り
描
い
た
と
伝
わ
っ
て
い
る（

（（
（

︒
ま
た

﹃
崎
陽
談
叢
﹄（
荒
瀬
桑
陽
著
（
に
は
﹁
鉄
翁
好
画
﹂
と
い
う
逸
話
が
あ
り
︑﹁
鉄

翁
平
生
吝
嗇
で
画
資
を
貪
る
か
ら
︑
世
人
多
く
こ
れ
を
賤
し
ん
だ
︒
さ
れ
ど
気

に
む
い
た
書
画
が
あ
っ
た
ら
︑
金
銭
を
惜
し
ま
な
い
で
こ
れ
を
貰
っ
た（

（（
（

（
原
文

は
漢
文
（﹂
と
あ
る
︒
潤
筆
料
の
多
く
は
︑
書
画
収
蔵
に
費
や
し
た
よ
う
で
あ
る
︒

そ
し
て
つ
い
に
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
（︑
鉄
翁
は
﹁
拒
相
見
﹂（
春
徳
寺
蔵
（
と

い
う
文
を
雲
龍
寺
門
頭
に
掲
げ
︑
老
衰
を
理
由
に
面
会
と
潤
筆
を
謝
絶
し
た（

（（
（

︒

　
そ
の
頃
︑
す
で
に
鉄
翁
の
贋
作
は
多
く
出
回
っ
て
い
た
︒
鉄
翁
門
下
に
も
贋

作
を
作
る
者
が
現
れ
︑﹁
曾
て
聞
く
︑
禅
師
の
門
下
に
頗
る
贋
作
の
妙
を
得
た
る

者
あ
り
︒
遂
に
禅
師
の
擯ひ

ん

出し
ゅ
つす

る
所
と
な
れ
り
と（

（1
（

﹂
と
い
う
伝
聞
も
あ
る
ほ
ど

作
品
が
人
気
で
あ
っ
た
︒﹃
近
世
名
家
書
画
談
﹄
三
編
（
安
西
雲
煙
編
︑
一
八
五

二
年
刊
（
で
は
田
能
村
竹
田
の
提
示
し
た
分
派
に
従
っ
て
︑﹁
天
保
間
山
水
を
以

て
家
に
名
あ
る
者
は
京
（
浦
上
（
春
琴
︑（
中
林
（
竹
洞
︑
大
阪
（
岡
田
（
半
江
︑
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竹
田
︑
江
戸
（
高
久
（
靄あ

い

厓が
い

︑（
菅
井
（
梅
関
︑
長
崎
鉄
翁
︑（
木
下
（
逸
雲
也
﹂

と
︑
鉄
翁
を
天
保
年
間
の
名
家
と
し
て
挙
げ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
彼
は
長
崎

南
画
三
筆
（
鉄
翁
・
木
下
逸
雲
・
三
浦
梧
門
（
の
一
人
と
し
て
︑
在
世
中
に
既
に

名
声
が
全
国
に
広
が
っ
て
い
た
︒
藤
岡
作
太
郎
も
鉄
翁
を
﹁
実
に
竹
田
と
相
並

ん
で
︑
九
州
近
時
の
大
家
な
り
﹂
と
︑
高
く
評
価
し
て
い
る（

（（
（

︒
さ
ら
に
﹃
墨
林

今
話
﹄（
蘇
州
映
雪
草
廬
重
刻
版
︑
一
八
七
二
年
（
で
も
鉄
翁
の
伝
が
収
録
さ
れ
︑

﹁
客
有
乞
其
画
者
︑
聞
文
人
雅
士
則
贈
之
︑
若
富
家
豪
族
︑
雖
持
多
金
求
之
不
易

得
也
（
客
に
そ
の
画
を
乞
う
者
有
り
︑
文
人
雅
士
と
聞
き
即
ち
こ
れ
を
贈
り
︑
若
し

く
は
富
家
豪
族
︑
金
多
く
持
つ
と
雖
も
︑
之
を
求
め
て
得
易
か
ら
ざ
る
な
り
（﹂
と
記

さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
﹃
墨
林
今
話
﹄
の
初
版
に
記
載
な
く
︑
来
舶
清
人
の
蔣

子
賓
が
重
版
の
際
に
増
補
し
た
内
容
で
あ
り（

（（
（

︑
明
治
初
年
︑
鉄
翁
の
名
は
中
国

に
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

　
鉄
翁
の
高
名
は
そ
の
作
品
の
価
格
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
︒
文
久
元
年
（
一

八
六
一
（
の
﹃
書
画
価
格
録
﹄
に
は
三
百
名
の
書
画
家
の
価
格
が
収
録
さ
れ
て

お
り
︑
鉄
翁
は
六
十
五
匁
︑
上
か
ら
十
三
番
目
の
高
値
で
あ
る
︒
渡
辺
崋
山

（
四
十
五
匁
（︑
与
謝
蕪
村
（
三
十
五
匁
（︑
田
能
村
竹
田
（
三
十
匁
（
な
ど
よ
り
も

高
く
︑
当
時
の
市
場
評
価
が
現
在
と
異
な
る
こ
と
が
分
か
る
︒
さ
ら
に
明
治
十

六
年
（
一
八
八
三
（
の
﹃
全
国
古
今
書
画
定
位
鏡
﹄（
東
花
堂
宮
田
宇
兵
衛
（
に
お

い
て
も
︑
鉄
翁
は
金
八
十
円
で
︑
古
人
書
画
部
の
約
七
十
名
の
書
画
家
の
中
で
︑

上
位
二
割
に
位
置
す
る
価
格
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
鉄
翁
の
相
場
は
徐
々
に
下
落

し
︑
大
正
年
間
帝
国
絵
画
協
会
が
発
行
し
た
﹃
帝
国
絵
画
番
附
﹄（
一
九
一
九
（

に
お
い
て
は
百
五
十
円
と
な
っ
て
お
り
︑﹁
古
人
の
部
﹂
の
四
〇
六
名
の
画
家
の

中
で
︑
真
ん
中
よ
り
は
上
だ
が
︑
上
位
三
割
に
も
入
っ
て
い
な
い
︒

　
相
場
の
下
落
は
︑
明
治
以
降
の
南
画
の
衰
退
を
背
景
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
︒
池
大
雅
・
谷
文
晁
・
田
能
村
竹
田
な
ど
︑
い
わ
ゆ
る
第
一
流
の
大
家
は
過

去
の
通
り
評
価
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
次
に
く
る
二
︑
三
流
の
南
画
家
た
ち
は

次
第
に
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
︒
し
か
し
鉄
翁
は
︑
一
時
的
に
せ
よ
名
が
高
か
っ

た
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
︒
今
日
と
異
な
る
評
価
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
時
代
︑

高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
鉄
翁
は
︑
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
作
品
を
描
い
て
い
た

の
か
︑
続
い
て
︑
鉄
翁
の
山
水
画
を
中
心
に
︑
そ
の
画
風
の
由
来
と
変
化
に
つ

い
て
考
察
す
る
︒

二
、
鉄
翁
祖
門
の
画
業
︱
︱
山
水
画
を
中
心
に

⑴
鉄
翁
祖
門
の
師
承
関
係

　
荒
木
千
洲
の
﹃
続
長
崎
画
人
伝
﹄（
一
八
五
一
年
序
（
に
は
鉄
翁
の
師
承
関
係

に
つ
い
て
︑﹁
初
学
画
於
石
崎
融
思
︑
後
亡
幾
︑
更
師
清
人
江こ

う

稼か

圃ほ

︑
不
失
其
師

授
︑
能
画
水
墨
山
水
花
卉
︑
今
見
行
於
世
（
初
め
て
石
崎
融
思
に
画
を
学
び
︑
後

い
く
ば
く
も
な
く
し
て
︑
更
に
清
人
江
稼
圃
に
師
し
︑
其
師
授
を
失
わ
ず
︑
水
墨
山
水

花
卉
を
よ
く
画
き
︑
今
見
に
世
に
行
な
う
（﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
石
崎
融
思

（
一
七
六
八
︱
一
八
四
六
（
は
小お

原は
ら

慶け
い

山ざ
ん

（
？
︱
一
七
三
三
（
の
ル
ー
ツ
を
引
き
継
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い
だ
唐
絵
目
利
で
あ
り
︑
鉄
翁
は
彼
に
絵
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
︒

唐
絵
目
利
美
術
に
は
濃
彩
の
風
俗
︑
花
鳥
︑
道
釈
人
物
画
な
ど
︑
す
な
わ
ち
北

宗
画
風
の
作
品
が
多
い
が
︑
融
思
に
は
稚
拙
な
水
墨
山
水
画
も
残
っ
て
い
る（

（（
（

こ

と
か
ら
︑
鉄
翁
に
南
宗
画
風
を
教
え
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
鉄
翁
の
北
宗

画
風
の
作
品
に
つ
い
て
︑
古
賀
十
二
郎
に
よ
る
と
︑
か
つ
て
木
下
家
（
木
下
逸

雲
の
末
裔
（
に
は
鉄
翁
の
粉
本
が
残
っ
て
お
り
︑
中
に
は
極
彩
色
の
︽
関
帝
像

図
︾
が
あ
っ
た
が
︑﹁
何
と
な
く
慶
山
風
で
あ
り
︑
融
思
の
筆
意
が
顕
現
し
て
ゐ

る（
（（
（

﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
粉
本
は
︑
今
は
長
崎
大
学
図
書
館
に
保
管
さ
れ
て

い
る
が
︑
署
名
が
な
い
た
め
︑
作
者
の
判
定
は
難
し
い（

（（
（

︒
一
方
︑﹃
崎
陽
三
大
家

遺
墨
展
観
録
﹄（
一
八
九
四
年
序
（
に
は
︑
題
目
し
か
確
認
で
き
な
い
が
︑
楊よ

う

覚か
く

三さ
ん

・
沈し

ん

萍へ
い

香こ
う

賛
の
︽
着
色
関
帝
図
︾
が
あ
る
︒
他
に
︽
雲
中
釈
尊
図
︾
も
あ
り
︑

お
そ
ら
く
渡
辺
庫
輔
が
言
及
し
た
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
（
の
探
幽
筆
︽
雲
中
出

山
釈
迦
図
︾
の
模
写
で
あ
ろ
う（

（（
（

︒
現
在
確
認
で
き
る
伝
世
作
品
に
は
︑
長
崎
南

山
手
美
術
館
所
蔵
の
︽
菅
公
像
︾
が
あ
る
︒

　
一
方
︑
鉄
翁
は
︑
来
舶
清
人
の
江
稼
圃
を
師
と
し
て
南
宗
画
を
学
ん
だ
︒
田

能
村
竹
田
は
﹃
竹
田
荘
師
友
画
録
﹄
の
中
で
︑
鉄
翁
の
画
に
つ
い
て
︑﹁
其
画
山

水
仿
江
稼
圃
︑
重
巒
畳
嶂
︑
沈
鬱
蒼
莽
︑
嵐
気
襲
人
︑
至
梅
竹
雑
卉
殊
有
秀
韻

（
其
山
水
を
画
く
は
江
稼
圃
に
仿
う
︒
重
巒
畳
嶂
︑
沈
鬱
蒼
莽
︑
嵐
気
人
を
襲
う
︑
梅

竹
雑
卉
に
至
っ
て
殊
に
秀
韻
有
り
（﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
鉄
翁
は
書
家
で
あ

り
︑
画
人
で
も
あ
る
貫ぬ

き

名な

菘す
う

翁お
う

（
一
七
七
八
︱
一
八
六
三
（
に
つ
い
て
︑﹁
菘
翁

は
書
を
能
し
︑
尚
ほ
画
事
に
耽
り
︑
博
く
各
家
の
画
論
画
譜
等
を
閲
す
る
こ
と

多
き
も
︑
一
旦
我
が
門
に
入
て
稼
圃
翁
の
口
訣
及
び
我
が
得
る
所
の
者
を
聞
き

し
よ
り
︑
書
法
の
道
理
を
以
て
直
ち
に
之
を
了
悟
し
︑
其
酬
対
論
述
す
る
所
皆

其
理
に
適
せ
り（

（（
（

﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
鉄
翁
に
は
書
の
作
品
は
少
な
い
が
︑
絵
の

描
き
方
は
書
に
も
通
じ
る
︑
と
す
る
書
画
一
致
の
考
え
方
を
持
っ
て
こ
う
言
っ

た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
に
は
︑
鉄
翁
が
江
稼
圃
の
画
訣
を
重
ん
じ
て
い
た
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
︒

　
江
稼
圃
（
一
七
四
六
︱
一
八
二
六
（
の
名
は
大
来
︑
字
は
泰
交
︑
蘇
州
の
人
で

あ
る（

（（
（

︒
そ
の
画
は
李り

良り
よ
う（

雲
海
（
に
師
事
し
︑
四
王
の
末
流
に
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る（

（（
（

︒
江
稼
圃
は
文
化
元
年
か
ら
文
政
頃
に
か
け
て
度
々
来
朝
し
︑
大

田
南
畝
︑
菅
井
梅
関
︑
遊
竜
梅
泉
︑
斎さ

い

藤と
う

秋
し
ゆ
う

圃ほ

な
ど
長
崎
内
外
の
文
人
・
画
人

と
広
く
交
友
し
た
︒
鉄
翁
の
入
門
時
期
に
つ
い
て
︑
永
見
徳
太
郎
は
﹃
長
崎
の

美
術
史
﹄
の
中
で
文
政
一
年
（
一
八
一
八
（︑
二
十
八
歳
の
時
の
こ
と
と
し
て
い

る
が
︑
こ
の
説
の
出
所
は
不
明
で
あ
る
︒
一
方
︑
鉄
翁
・
逸
雲
の
弟
子
︑
川
村

雨
谷
に
よ
る
と
︑
鉄
翁
・
逸
雲
の
江
稼
圃
入
門
は
逸
雲
が
十
八
歳
の
時
︑
す
な

わ
ち
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
（︑
鉄
翁
二
十
七
歳
の
時
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る（

（1
（

︒

ま
た
︑
入
門
時
の
紹
介
者
は
唐
通
事･

遊
竜
梅
泉
（
通
称
彦
次
郎
︑
諱
は
俊
良
︑
一

七
八
六
︱
一
八
一
九
（
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る（

（（
（

︒

　
江
稼
圃
の
他
に
︑
細
川
潤
次
郎
の
﹃
梧
園
画
話
﹄
で
は
﹁
弘
化
初
︑
陳ち

ん

逸い
つ

舟
し
ゆ
う

来
長
崎
︑
善
山
水
︑
鉄
翁
又
受
其
指
授
︑
而
画
益
進
︑
逸
舟
学
画
於
王
源
︑
王

源
之
画
出
於
王お

う

翬き

︑
虞ぐ

山ざ
ん

派は

是
也
（
弘
化
初
︑
陳
逸
舟
長
崎
に
来き

た

り
︑
山
水
を
善

く
し
︑
鉄
翁
は
又
其
指
授
を
受
け
︑
而
し
て
画
は
ま
す
ま
す
進
む
︒
逸
舟
は
画
を
王
源
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に
学
び
︑
王
源
の
画
は
王
翬
よ
り
出
ず
︒
こ
れ
は
虞
山
派
な
り
（﹂
と
︑
陳
逸
舟
に

も
師
事
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
前
文
の
江
稼
圃
に
関
す
る
記
述
に
誤
り
が

多
い
た
め
︑
信
憑
性
が
低
い
と
考
え
ら
れ
る（

（（
（

︒
陳
逸
舟
筆
︽
晴
嵐
暖
翠
図
︾（
個

人
蔵
（
に
は
﹁
鉄
翁
開
士
方
家
正
之
﹂
の
落
款
が
あ
る
た
め
︑
鉄
翁
と
陳
逸
舟

と
は
面
識
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る（

（（
（

︒
し
か
し
鉄
翁
が
彼
を
師
と
し
て
仰

い
だ
証
拠
が
見
当
た
ら
ず
︑﹃
鉄
翁
画
談
﹄
の
中
で
﹁
先
師
﹂
と
し
て
言
及
さ
れ

て
い
た
の
も
江
稼
圃
一
人
し
か
い
な
い
︒

　﹃
竹
田
荘
師
友
画
録
﹄
の
﹁
熊
勇
﹂
条
に
は
﹁
山
水
倣
董
法
︑
自
言
得
之
江
稼

圃
︑
近
日
鎮
人
作
画
如
鉄
翁
逸
雲
諸
君
往
々
皆
然
（
山
水
は
董
法
に
倣
い
︑
自
ら

こ
れ
を
江
稼
圃
に
得
る
と
言
い
︑
近
日
鎮
人
︑
画
を
作
る
こ
と
鉄
翁
・
逸
雲
の
如
し
︒

諸
君
往
々
に
し
て
皆
然
り
（﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
当
時
︑
長
崎
で
は
多
く
の
人
が

江
稼
圃
の
画
を
学
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
一
門
の
こ
と
を
︑
古
賀
十
二

郎
は
江
大
来
系
と
し
て
ま
と
め
て
い
る（

（（
（

︒
永
見
徳
太
郎
が
ま
と
め
た
長
崎
の
南

宗
文
人
画
の
系
譜
で
も
︑
石
崎
融
思
と
江
稼
圃
を
初
め
と
し
︑
三
筆
の
鉄
翁
・

木
下
逸
雲
・
三
浦
梧
門
を
経
て
大
き
く
展
開
し
て
い
る（

（（
（

︒
江
稼
圃
の
影
響
の
範

囲
に
つ
い
て
は
別
論
に
譲
り
た
い
が
︑
鉄
翁
の
弟
子
・
中
村
陸
舟
の
﹃
陸
舟
遺

稿
﹄（
一
八
九
二
年
刊
（
に
﹁
画
有
南
北
両
体
而
已
︑
北
画
古
来
鳴
於
世
者
多
矣
︑

而
南
画
独
清
客
江
大
来
︑
昔
年
遊
於
崎
︑
初
伝
画
法
我
師
鉄
翁
和
尚
木
下
逸
雲

両
子
︑
爾
來
学
者
無
不
因
焉
（
画
は
南
北
両
体
有
る
の
み
︑
北
画
は
古
来
世
に
鳴
る

者
が
多
く
︑
而
し
て
南
画
は
独
り
清
客
江
大
来
（
稼
圃
（︑
昔
年
（
長
（
崎
に
遊
び
︑
初

め
て
画
法
を
我
が
師
鉄
翁
和
尚
・
木
下
逸
雲
両
子
に
伝
え
︑
爾
來
学
ぶ
者
因
ま
ざ
る
こ

と
な
し
（﹂（﹁
記
夢
﹂（
と
あ
る
よ
う
に
︑
南
宗
画
を
日
本
に
伝
え
た
の
は
江
稼
圃

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
は
︑
江
稼
圃
を
通
じ
て
南
宗
画
の
正
脈
を
引
い
た
鉄

翁
一
門
と
し
て
の
自
負
が
う
か
が
え
る
︒
実
際
に
鉄
翁
は
江
稼
圃
か
ら
ど
の
よ

う
な
影
響
を
受
け
て
い
た
の
か
︑
以
下
︑
館
蔵
作
品
と
売
立
資
料
を
中
心
に
鉄

翁
の
画
風
の
変
遷
を
整
理
し
つ
つ
︑
考
察
す
る
︒

⑵
鉄
翁
祖
門
の
山
水
画

　
現
存
す
る
鉄
翁
の
山
水
画
作
例
の
中
で
︑
最
も
早
い
時
期
の
も
の
と
し
て
は
︑

春
徳
寺
蔵
の
︽
水
墨
山
水
図
︾﹇
図
（
﹈
が
あ
る
︒
落
款
に
は
﹁
庚
辰
秋
日 

鉄

翁
﹂
と
あ
り
︑
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
（︑
住
持
に
就
任
し
た
ば
か
り
の
頃
の
作

品
で
あ
る
︒
山
肌
に
施
す
長
い
皴
と
丸
い
点
苔
は
︑
江
稼
圃
筆
︽
倣
黄
公
望
山

水
図（

（（
（

︾
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
︑
未
熟
さ
は
所
々
に
露
呈
し
て
い
る
︒

図1　鉄翁《水墨山水図》
文政3年（1820）春徳寺蔵
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（左）図3　
鉄翁《浅絳山水図》文政10年（1827）
長崎歴史文化博物館蔵

（右）図2　
鉄翁《西山記》文政8年（1825）
長崎歴史文化博物館蔵

例
え
ば
画
面
の
二
分
の
一
を
占
め
る
巨
大
な
松
の
木
は
︑
呉
門
画
派
に
も
多
く

見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
だ
が
︑
こ
こ
で
は
唐
突
に
見
え
る
︒
山
腰
に
あ
る
四
阿
︑

谷
か
ら
流
れ
落
ち
る
滝
︑
乗
舟
す
る
文
人
な
ど
︑
モ
チ
ー
フ
の
配
置
方
法
も
常

套
的
で
あ
り
︑
こ
の
作
品
に
は
参
考
作
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
作
者
は

筆
法
や
墨
色
の
変
化
︑
お
よ
び
奥
行
き
の
表
現
を
把
握
し
切
れ
て
い
な
い
こ
と

が
分
か
る
︒

　
文
政
年
間
の
作
品
は
︑
こ
の
よ
う
に
構
成
と
表
現
が
未
熟
な
作
品
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
が
︑︽
西
山
記
︾（
文
政
八
年
︑
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
（﹇
図
（
﹈
や
︑

︽
浅
絳
山
水
図
︾（
文
政
十
年
︑
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
（﹇
図
（
﹈
な
ど
か
ら
は
︑

稚
拙
で
は
あ
る
が
︑
中
国
書
画
を
忠
実
に
学
ん
で
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

︽
浅
絳
山
水
図
︾
で
は
王
蒙
の
牛

ぎ
ゆ
う

毛も
う

皴し
ゆ
んを

使
い
︑
積
み
上
げ
式
の
山
水
を
描
い
て

い
る
︒︽
水
墨
山
水
図
︾﹇
図
（
﹈
と
同
様
の
問
題
を
残
し
つ
つ
︑
江
稼
圃
を
経

由
し
て
清
初
正
統
派
の
倣
古
山
水
の
亜
流
を
汲
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
し

か
し
本
作
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
︑
墨
色
の
濃
淡
変
化
が
少
な
く
︑
疎
放
な
湿
筆

と
淡
い
墨
色
を
好
む
傾
向
は
︑
そ
れ
以
降
の
作
品
に
も
一
貫
し
て
い
る
︒

　︽
西
山
記
︾﹇
図
（
﹈
は
浅せ

ん

絳こ
う

の
真
景
図
で
︑
酔
月
と
い
う
人
物
が
長
崎
の
西

山
に
築
い
た
書
屋
を
描
く
作
品
で
あ
る
︒
真
ん
中
に
据
え
る
山
が
画
面
の
主
体

と
な
り
︑
書
屋
は
右
下
の
樹
木
に
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
︒
山
石
に
は
淡
い
皴
法

が
少
し
施
さ
れ
て
い
る
が
︑
立
体
感
や
量
感
は
主
に
ぼ
か
し
に
よ
っ
て
作
り
出

さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
山
頂
の
み
に
密
集
す
る
雑
木
は
︑
点
苔
に
よ
る
表
現
を
拡

大
す
る
よ
う
に
見
え
︑
山
の
形
を
補
完
し
て
い
る
︒
皴
法
の
運
用
の
不
十
分
さ
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と
︑
形
式
化
し
た
雑
木
の
描
き
方
か
ら
は
︑
中
国
画
か
ら
学
ん
だ
画
法
を
真
景

の
描
写
に
活
か
す
に
は
︑
課
題
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
︒

　
前
述
の
よ
う
に
︑
天
保
年
間
に
な
る
と
山
水
名
家
と
し
て
鉄
翁
の
名
が
挙
げ

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（﹃
近
世
名
家
書
画
談
﹄
三
編
（︒
天
保
時
期
の
作
品
と
し
て
︑

売
立
目
録
で
は
天
保
三
年
（
一
八
三
二
（
の
︽
浅
絳
山
水
図
︾﹇
図
（
﹈
と
︽
着

色
松
林
滝
山
水
図
︾﹇
図
（
﹈
が
あ
る
︒
モ
チ
ー
フ
の
配
置
や
空
間
の
表
現
は
こ

れ
ま
で
と
一
線
を
画
し
︑
か
な
り
熟
練
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
筆
遣

い
や
画
面
構
成
か
ら
勘
案
す
る
に
︑
二
作
と
も
舶
載
画
を
模
写
し
た
可
能
性
が

大
き
い
︒
他
に
無
紀
年
の
︽
米
法
山
水
図（

（（
（

︾
も
同
類
で
あ
り
︑
こ
の
時
期
の
作

品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
弘
化
頃
に
は
折せ

つ

帯た
い

皴し
ゆ
んと

披ひ

麻ま

皴し
ゆ
んを

使
っ
た
作
品
が
著
し
く
増
え
る
︒
こ
の
時

期
の
鉄
翁
は
倪げ

い

瓚さ
ん

・
黄こ

う

公こ
う

望ぼ
う

の
画
法
に
夢
中
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒﹃
鉄
翁
画

談
﹄
で
は
︑
鉄
翁
が
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
（
に
上
京
の
途
中
に
も
倪
瓚
画
法
で

山
水
を
描
い
た
と
記
し
て
い
る
︒
伝
世
の
作
例
と
し
て
は
︑
長
崎
歴
史
文
化
博

物
館
蔵
の
︑
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
（﹇
図
（
﹈
と
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
（﹇
図

（
﹈
の
︽
山
水
図
︾
が
あ
る
︒
ま
た
売
立
目
録
で
も
︑﹁
倣
倪
高
士
筆
法 

時
癸

卯
秋
日
﹂
と
款
の
あ
る
︑
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
（
の
︽
水
墨
山
水
図
︾﹇
図

（
﹈
が
確
認
で
き
る
︒
舶
載
画
を
模
写
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
︑
山
体
の
量
感

を
表
す
軽
快
な
皴
筆
は
︑
筆
遣
い
の
円
熟
化
を
示
し
て
い
る
︒
倪
瓚
の
折
帯
皴

を
使
用
し
た
江
稼
圃
の
作
例
に
は
︑
元
松
洞
庵
小
倉
家
蔵
品
の
︽
山
水
図
︾﹇
図

（
﹈
が
あ
る
︒
本
作
に
は
年
紀
と
作
画
場
所
が
書
か
れ
て
お
ら
ず
︑
中
国
で
描

（左）図5　
鉄翁《着色松林滝山水図》天保3年（1832）

（右）図4　
鉄翁《浅絳山水図》天保3年（1832）
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図8　鉄翁《水墨山水図》
天保14年（1843）図9　江稼圃《山水図》

（右）図6　
鉄翁《山水図》
弘化2年（1845）
長崎歴史文化博物館蔵

（左）図7　
鉄翁《山水図》
嘉永3年（1850）
長崎歴史文化博物館蔵
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（右）図10
江稼圃《秋景山水図》
嘉慶23年（1818）
長崎歴史文化博物館蔵

（左）図11　
江稼圃《清谿重嶺図》
嘉慶15年（1810）
個人蔵

（右）図12　
鉄翁《秋景山水図》
安政5年（1858）
長崎歴史文化博物館蔵

（左）図13　
鉄翁《谿山無尽図》
万延元年（1860）
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か
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
︑
江
稼
圃
の
こ
の
よ
う
な
簡
単
構
図
の
小
品
は
︑
鉄

翁
の
倪
瓚
・
黄
公
望
筆
法
へ
の
偏
好
に
影
響
し
た
か
も
し
れ
な
い
︒

　
し
か
し
鉄
翁
の
作
品
に
は
︑
江
稼
圃
の
代
表
的
な
画
風
︑
す
な
わ
ち
長
崎
歴

史
文
化
博
物
館
蔵
の
︑
嘉
慶
二
十
三
年
（
一
八
一
八
（︽
秋
景
山
水
図
︾﹇
図
（1
﹈

の
よ
う
な
清
初
正
統
派
の
積
み
上
げ
式
山
水
は
極
め
て
少
な
い
︒
模
倣
の
時
期

を
経
て
︑
鉄
翁
が
独
自
の
山
水
画
風
を
確
立
し
た
の
は
安
政
年
間
︑
す
な
わ
ち

雲
龍
寺
に
隠
居
し
始
め
た
時
期
で
あ
る
︒
こ
の
頃
に
は
数
点
の
大
作
を
残
し
て

お
り
︑︽
秋
景
山
水
図
︾（
安
政
五
年
︑
一
八
五
八
︑
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
（

﹇
図
（（
﹈
と
︽
谿
山
無
尽
図
︾（
万
延
元
年
︑
一
八
六
〇
（﹇
図
（（
﹈（

（（
（

は
代
表
的
作

品
で
あ
る
︒
積
み
上
げ
式
の
巨
幅
山
水
と
い
え
ば
︑
江
稼
圃
に
は
前
述
︽
秋
景

山
水
図
︾
の
よ
う
に
王
翬
の
画
法
を
倣
っ
た
作
品
の
ほ
か
︑
自
題
に
よ
れ
ば
高こ

う

克こ
く

恭き
よ
うの

画
法
に
倣
っ
た
と
い
う
︽
清
谿
重
嶺
図
︾（
嘉
慶
十
五
年
︑
一
八
一
〇
︑
個図14　鉄翁《山水図》安政5年（1858）

人
蔵
（﹇
図
（（
﹈（

（（
（

も
あ
る
︒

　
し
か
し
鉄
翁
は
︑
江
稼
圃
画
に
見
ら
れ
る
山
の
高
さ
を
強
調
す
る
構
図
と
正

硬
な
筆
法
を
取
り
入
れ
ず
︑
前
述
天
保
三
年
（
一
八
三
二
（
の
︽
浅
絳
山
水
図
︾

﹇
図
（
﹈（
四
十
二
頁
（
か
ら
相
変
わ
ら
ず
︑
主
に
広
い
水
面
に
よ
っ
て
平
遠
で

清
淡
秀
雅
な
風
景
を
表
現
し
て
い
た
︒︽
秋
景
山
水
図
︾﹇
図
（（
﹈
で
は
俯
瞰
的

な
視
点
を
と
り
︑
主
峰
か
ら
前
景
の
水
岸
ま
で
は
﹁
之
﹂
字
形
で
︑
手
前
に
巨

大
な
岩
と
樹
木
を
配
置
す
る
︒
こ
う
し
た
構
成
に
よ
っ
て
︑
江
稼
圃
の
作
品
よ

り
広
々
と
し
た
空
間
を
創
り
出
し
て
い
る
が
︑
こ
こ
に
四
王
画
風
の
影
響
が
明

ら
か
で
あ
る
︒
後
述
の
よ
う
に
︑
鉄
翁
の
縮
図
冊
に
あ
る
婁ろ

う

東と
う

派は

画
家･

王お
う

宜ぎ

の
作
品
に
は
似
た
よ
う
な
構
図
が
見
ら
れ
る
︒
筆
遣
い
に
お
い
て
︑
鉄
翁
は
淡

墨
で
山
石
を
ま
ん
べ
ん
な
く
塗
り
つ
ぶ
し
て
︑
披
麻
皴
で
立
体
感
を
出
し
て
い

る
︒
色
面
を
塗
る
手
法
は
︑
小
青
緑
や
浅
絳
の
設
色
山
水
を
想
起
さ
せ
る
︒
渴

筆
の
使
用
は
ほ
ぼ
確
認
で
き
ず
︑
か
つ
皴
法
が
墨
の
色
面
に
溶
け
込
む
こ
と
が

な
く
︑
線
と
面
が
互
い
に
映
え
︑
秀
麗
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
︒
樹
木

を
描
く
時
に
も
︑
鉄
翁
は
先
に
淡
墨
で
色
面
を
塗
る
た
め
︑
潤
っ
た
空
気
感
が

画
面
に
漂
っ
て
い
る
︒
同
様
の
も
の
と
し
て
︑
売
立
目
録
で
は
同
年
の
︽
山
水

図
︾﹇
図
（（
﹈
も
確
認
で
き
る
︒

　︽
谿
山
無
尽
図
︾﹇
図
（（
﹈
の
﹃
長
崎
派
写
生
・
南
宗
名
画
選
﹄
で
の
表
題
は

︽
青
緑
山
水
図
︾
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
作
品
の
現
所
在
は
不
明
で
︑
モ
ノ
ク
ロ
の

図
版
し
か
確
認
で
き
な
い
︒
本
作
は
よ
り
変
化
の
あ
る
画
面
構
成
を
試
み
て
お

り
︑
婁
東
派
の
流
れ
を
引
い
た
と
思
わ
せ
る
︒
湿
筆
に
よ
る
滑
ら
か
で
太
い
披
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（上段右）図15　
鉄翁《秋景山水図》
文久2年（1862）
メトロポリタン美術館蔵

（上段中）図16　
鉄翁《山水図》
慶応3年（1867）
長崎歴史文化博物館蔵

（上段左）図17　
鉄翁《雪景山水図》
安政4年（1857）
長崎南山手美術館蔵

（下段右）図18　
鉄翁《冬山密雪図》
万延元年（1860）
熊本県立美術館蔵

（下段左）図19　
鉄翁《雪景山水図》
慶応元年（1865）
ミネアポリス美術館蔵
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麻
皴
︑
山
頂
に
集
ま
る
丸
い
点
苔
な
ど
は
︑
江
稼
圃
の
倣
沈し

ん

周
し
ゆ
う

作
品
と
共
通
し

て
い
る
︒
江
稼
圃
が
長
崎
で
描
い
た
作
品
に
は
沈
周
の
画
法
を
模
倣
し
た
も
の

が
多
い
た
め（

（1
（

︑
鉄
翁
に
影
響
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
前
述
安
政
五
年

（
一
八
五
八
（
の
︽
秋
景
山
水
図
︾﹇
図
（（
﹈（
四
十
四
頁
（
と
同
様
︑
倪
瓚
・
黄

公
望
画
法
の
閑
寂
感
を
薄
め
て
︑
清
淡
秀
雅
な
画
風
を
次
第
に
確
定
し
て
い
く

道
程
が
こ
の
作
品
か
ら
も
見
受
け
ら
れ
る
︒
画
面
構
成
と
用
筆
の
熟
達
度
か
ら
︑

︽
谿
山
無
尽
図
︾﹇
図
（（
﹈（
四
十
四
頁
（
は
鉄
翁
の
山
水
画
学
習
の
到
達
点
と
も

言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　
万
延
以
降
︑
鉄
翁
に
は
大
作
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
り
︑
倪
瓚
の
﹁
一

水
両
岸
﹂
に
基
づ
く
常
套
的
な
構
図
が
多
く
な
る
が
︑
新
安
派
の
﹁
玻
璃
山
水
﹂

を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
︑
透
明
な
山
水
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
︒
文
久
二
年

（
一
八
六
二
（
の
︽
秋
景
山
水
図
︾（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
蔵
（﹇
図
（（
﹈
や
慶

応
三
年
（
一
八
六
七
（
の
︽
山
水
図
︾（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
（﹇
図
（（
﹈
が

示
す
よ
う
に
︑
披
麻
皴
は
さ
ら
に
淡
く
な
り
︑
点
苔
や
雑
木
は
輪
郭
線
を
強
調

す
る
よ
う
に
施
さ
れ
て
い
る
︒
山
は
平
面
的
に
見
え
︑
水
と
空
の
余
白
は
白
黒

の
対
比
と
な
る
︒
そ
の
合
間
に
樹
木
や
屋
舎
が
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
て
い
る
が
︑

画
面
全
体
は
明
快
で
清
澄
な
雰
囲
気
で
あ
る
︒
渴
筆
を
使
わ
ず
︑
丸
み
の
帯
び

た
筆
遣
い
と
楕
円
形
の
礬は

ん

頭と
う

は
︑
新
安
派
よ
り
沈
周
に
近
い
と
い
え
る
が
︑
作

品
全
体
の
趣
向
が
新
安
派
に
啓
発
さ
れ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
︒

　
倪
瓚
・
黄
公
望
の
筆
法
と
﹁
一
水
両
岸
﹂
構
図
を
土
台
に
し
︑
沈
周
の
画
風

の
学
習
を
経
て
︑
新
安
派
の
透
明
感
を
取
り
入
れ
た
鉄
翁
の
画
風
は
︑
明
清
画

の
域
を
出
る
ま
で
に
は
な
っ
て
い
な
い
︒
し
か
し
こ
の
よ
う
に
淡
泊
で
秀
麗
な

山
水
に
は
︑
中
国
画
に
対
す
る
鉄
翁
独
自
の
好
み
と
取
捨
選
択
︑
お
よ
び
日
本

南
画
に
お
け
る
独
自
の
趣
致
も
見
受
け
ら
れ
る
︒

　
他
方
︑
鉄
翁
の
雪
景
山
水
図
も
有
名
で
あ
り
︑
作
例
は
雲
龍
寺
時
代
に
集
中

す
る
︒
例
え
ば
長
崎
南
山
手
美
術
館
蔵
の
︽
雪
景
山
水
図
︾（
安
政
四
年
︑
一
八

五
七
（﹇
図
（（
﹈
や
熊
本
県
立
美
術
館
蔵
の
︽
冬
山
密
雪
図
︾（
万
延
元
年
︑
一
八

六
〇
（﹇
図
（（
﹈
の
よ
う
に
︑
鉄
翁
の
雪
景
山
水
は
︑
空
と
水
は
墨
で
一
色
︑
緩

急
の
あ
る
写
意
的
な
墨
線
で
山
の
輪
郭
を
引
き
︑
僅
か
な
皴
法
と
点
苔
の
ほ
か
︑

山
の
部
分
は
ほ
と
ん
ど
余
白
で
表
す
︒
こ
こ
で
も
︑
画
面
は
白
（
山
（
と
黒
（
空

と
水
（
で
二
分
さ
れ
︑
線
（
皴
法
（
と
点
（
点
苔
や
葉
（
は
面
的
な
表
現
に
統
一

さ
れ
て
い
る
︒
疎
筆
の
雪
景
山
水
を
︑
鉄
翁
は
最
晩
年
ま
で
描
き
続
け
て
い
た
︒

長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
に
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
（
の
作
品
が
所
蔵
さ
れ
て

い
る
︒
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
美
術
館
蔵
の
雪
景
山
水
の
小
品
（
慶
応
元
年
︑
一
八
六

五
（﹇
図
（（
﹈
は
︑
来
舶
清
人
・
伊い

孚ふ

九き
ゆ
うの

逸
筆
山
水
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
疎
画

で
あ
り
︑
日
本
的
な
文
人
画
趣
味
を
存
分
に
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
鉄
翁
の
山
水
画
に
︑
江
稼
圃
及
び
清
四
王
画
風
か
ら
の
影
響
は
確
認
で
き
る

が
︑
そ
れ
以
外
に
も
︑
舶
載
書
画
か
ら
多
く
を
学
習
し
て
い
た
の
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
︒
鉄
翁
は
︑
中
国
画
の
模
倣
を
経
て
︑
雲
龍
寺
時
代
︑
す
な
わ
ち
晩
年

に
は
独
自
の
画
風
を
確
立
し
た
︒
鉄
翁
の
画
は
明
清
画
学
習
の
成
果
を
消
化
し

て
︑
清
澄
秀
麗
な
表
現
に
ま
で
発
展
し
た
が
︑
全
体
的
に
は
限
ら
れ
た
表
現
・

構
図
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
︑
変
化
に
は
乏
し
い
の
で
あ
る
︒
ま
た
﹃
鉄
翁
画
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談
﹄
で
鉄
翁
は
江
稼
圃
の
画
訣
に
度
々
言
及
し
て
い
る
が
︑
そ
の
具
体
的
な
画

法
に
は
触
れ
て
い
な
い
︒
鉄
翁
の
作
品
で
も
江
稼
圃
の
画
風
か
ら
離
れ
る
傾
向

が
確
認
で
き
る
︒
そ
の
た
め
に
︑
鉄
翁
は
師
の
様
式
を
継
承
・
広
め
る
よ
り
も
︑

む
し
ろ
高
尚
な
筆
意
・
画
意
な
ど
︑
師
ま
た
は
書
籍
に
教
わ
っ
た
南
宗
画
の
精

神
性
に
よ
り
関
心
を
持
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
実
際
に

﹃
雲
煙
逸
話
︱
︱
扶
桑
南
画
正
統
﹄（
蕪
城
秋
雪
︑
一
八
九
七
年
刊
（
に
は
﹁
清
客

江
稼
圃
の
藩
籬
に
在
り
︑
逸
雲
は
其
力
を
得
た
り
︑
鉄
翁
は
其
韻
致
を
得
た
る

者
也
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑﹁
韻
致
﹂
を
重
ん
じ
る
画
風
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

　
江
稼
圃
か
ら
の
様
式
的
な
影
響
が
少
な
い
と
す
れ
ば
︑
鉄
翁
の
学
習
し
た
中

国
画
の
内
実
を
分
析
す
る
に
は
︑
彼
の
観
た
舶
載
中
国
画
の
内
容
を
明
ら
か
に

す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
︒﹃
十
洲
詩
鈔
﹄（
細
川
潤
次
郎
︑
一
八
九
〇
年
序
（

巻
十
九
の
論
画
絶
句
三
十
首
に
は
﹁
勿
怪
画
成
尤
老
蒼
︑
平
生
用
力
越
尋
常
︑

每
観
名
跡
皆
摸
写
︑
粉
本
多
於
一
万
張
︑
鉄
翁
自
言
如
此
（
画
成
り
て
尤
も
老
蒼

た
る
を
怪
し
む
勿
れ
︑
平
生
力
を
用
う
る
こ
と
尋
常
を
越
ゆ
︑
名
跡
を
観
る
毎
に
皆
摸

写
し
︑
粉
本
一
万
張
よ
り
多
し
︒
鉄
翁
自
ら
言
う
こ
と
此か

く

の
如
し
（﹂
と
あ
る
が
︑
い

ま
の
と
こ
ろ
︑
鉄
翁
の
粉
本
は
未
見
で
あ
る（

（（
（

︒
し
た
が
っ
て
天
保
か
ら
嘉
永
ご

ろ
︑
鉄
翁
が
中
国
画
を
多
く
模
写
し
て
い
た
時
期
に
︑
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

粉
本
を
作
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
︒
し
か
し
雲
龍
寺
時
代
に
鉄

翁
が
作
成
し
た
縮
図
資
料
は
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
︑
彼
の
観
た
書
画
の
内
容
を

把
握
す
る
こ
と
は
で
き
る
︒
以
下
︑
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
の
縮
図
を
通
じ

て
︑
そ
の
内
容
か
ら
︑
鉄
翁
の
中
国
画
学
習
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
縮
図
を
分

析
す
る
こ
と
で
︑
鉄
翁
の
画
風
の
成
立
背
景
を
立
体
的
に
捉
え
る
の
が
ね
ら
い

で
あ
る
︒

三
、
鉄
翁
筆
縮
図
冊
の
基
本
情
報

⑴
書
誌
情
報
と
伝
来
経
緯

　
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
渡
辺
文
庫
蔵
の
鉄
翁
縮
図
は
全
部
で
四
冊
あ
り
﹇
図

（1
﹈︑
書
誌
情
報
を
表
1
に
ま
と
め
る
︒

　
二
冊
の
﹃
古
今
書
画
縮
図
﹄（
以
下
﹃
古
今
縮
図
﹄
①
②
（
を
納
め
る
桐
箱
の

表
に
は
﹁
太
素
軒
主
人
古
今
書
画
縮
図
二
巻
﹂
の
箱
書
き
が
あ
り
︑
裏
に
は
明

治
二
十
年
（
一
八
八
七
（
付
摂
風
轍
（
倉
野
煌
園
（
跋
と
明
治
二
十
三
年
（
一
八

九
〇
（
付
梅
屋
源
豊
跋
が
あ
る
︒﹃
縮
図
抜
萃
﹄（
以
下
﹃
縮
図
抜
萃
﹄
①
（
と
﹃
画

論
抜
萃
山
水
花
卉
縮
図
﹄（
以
下
﹃
縮
図
抜
萃
﹄
②
（
の
箱
に
は
﹁
倉
野
煌
園
旧

蔵
／
鉄
翁
禅
師
遺
墨
縮
図
拔
萃
帖
／
弍
冊
﹂
の
表
書
が
あ
り
︑
裏
書
は
﹁
昭
和

八
年
癸
酉
十
二
年
末
添
函
／
翠
静
荘
書
画
部
／
装
置
﹂
で
あ
る
︒
二
冊
ず
つ
桐

箱
に
納
め
ら
れ
て
伝
来
し
て
い
る
が
︑
元
来
は
一
括
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
鉄
翁
門
人
・
倉く

ら

野の

煌こ
う

園え
ん

（
一
八
二
七
︱
一
八
九
六
（
は
師
の
言
行
を
記
録
し
た

﹃
鉄
翁
画
談
﹄
に
お
い
て
︑
縮
図
冊
落
手
の
経
緯
を
記
し
て
い
る
︒

　
其
病
床
に
在
る
の
日
︑
自
ら
起
つ
可
か
ら
ざ
る
を
知
て
︑
其
常
に
愛
玩
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図20　（上右・左）『古今縮図』①②、（下右・左）『縮
図抜萃』①②それぞれの表紙 長崎歴史文化博物館蔵

す
る
所
の
小
硯
及
び
春
徳
寺
開
山
伝
来
の
古
墨
︹
其
袋
に
禅
師
の
自
題
あ

り
︺
禅
師
自
ら
臨
写
す
る
所
の
書
画
縮
図
帖
及
び
裕
文
堂
自
製
銀
頭
の
要

筆
浄
純
宿
羊
毫
の
四
品
を
以
て
余
に
贈
ら
る
︒
時
に
壬
申
十
月
︑
法
弟
祖

禎
師
之
を
予
が
家
に
齎
し
来
る
︒

　
壬
申
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
（︑
鉄
翁
が
残
し
た
縮
図
の
総
冊
数
は
不
明
で

あ
る
︒﹃
古
今
縮
図
﹄
の
箱
の
裏
書
に
あ
る
明
治
二
十
年
煌
園
の
跋
に
よ
る
と
︑

煌
園
は
こ
の
二
冊
を
梅
溪
と
い
う
人
に
売
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
手
放
し
た
理
由

は
不
明
で
あ
る
が
︑
煌
園
は
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
（︑
東
京
鴻
盟
社
か
ら

﹃
鉄
翁
画
談
﹄
を
自
費
出
版
し
て
い
る
︒
翌
年
︑
色
刷
り
の
﹃
鉄
翁
画
譜
﹄
も
同

表1　鉄翁縮図冊の書誌情報

冊番 資料名 資料番号 題箋 題箋紀年 法量（cm） 綴じ方 表紙色 丁数

A 古今書画縮図
（古今縮図①）

（（ （（（（ （
…伝詩句抜萃 縮圖
嘉永六年癸丑…
太素…

（（（（ （（.（×（（ 四つ目綴じ 白茶 （（

B 古今書画縮図
（古今縮図②）

（（ （（（（ （
古今書画縮圖 文久三
年癸亥四月十七日 太
素主人

（（（（ （（.（×（（ 四つ目綴じ 白茶 （（

C 縮図抜萃
（縮図抜萃①）

絵（長崎）
（（（–（

縮圖拔萃 嘉永甲寅晚
秋／古今書畫縮圖 太
素軒 甲寅丁卯之間拔
萃／古今書画縮圖諸
拔萃　文久三年癸亥
慶應乙丑添紙／書画
縮圖…

（（（（、
（（（（–（（、
（（（（–（（

（（.（×（（.（ 四つ目綴じ 赤 （（

D
画論抜萃山水
花卉縮図

（縮図抜萃②）

絵（長崎）
（（（–（

畫論拔萃山水花卉縮
圖　癸亥春三月　太
素軒

（（（（ （（.（×（（.（ 四つ目綴じ 赤 （（

（筆者作成）



50

図
抜
萃
﹄
①
の
五
十
五
丁
に
あ
る
題
箋
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
（
と
慶
応
元
年

（
一
八
六
五
（
の
も
の
だ
が
︑
そ
の
後
ろ
に
は
わ
ず
か
四
丁
し
か
な
く
︑
五
十
九

丁
に
も
破
損
が
激
し
く
て
年
代
不
明
の
題
箋
が
あ
る
︒
合
装
前
の
縮
図
冊
の
状

態
は
不
明
で
あ
る
︒
落
丁
が
あ
っ
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
合
装
し
た
際
に
頁
を
並

び
替
え
た
の
か
︒
渡
辺
庫
輔
は
﹃
祖
門
鉄
翁
﹄
の
中
で
︑
慶
応
丙
寅
年
（
一
八

六
六
（
付
の
題
箋
が
あ
る
と
記
し
て
い
る
が
︑
現
存
の
縮
図
冊
に
は
見
当
た
ら

な
い
︒

　
こ
の
四
冊
の
資
料
を
︑
本
論
で
は
便
宜
上
一
括
し
て
﹁
縮
図
冊
﹂
と
呼
ん
で

い
る
が
︑
そ
の
内
容
は
︑
縮
図
だ
け
で
は
な
く
︑
書
籍
の
摘
録
や
︑
備
忘
録
的

な
書
付
も
あ
る
︒
画
や
文
字
は
時
に
整
然
と
︑
時
に
気
ま
ぐ
れ
に
書
き
込
ま
れ

て
い
る
︒
人
に
見
せ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
い
私
的
な
記
録
と
し
て
の
特
徴

が
明
瞭
で
あ
る
が
︑
冊
に
よ
っ
て
︑
内
容
に
偏
重
が
あ
る
︒﹃
古
今
縮
図
﹄
の
二

冊
は
書
画
作
品
の
記
録
を
中
心
に
︑﹃
縮
図
抜
萃
﹄
の
二
冊
は
漢
詩
や
画
論
な
ど
︑

文
字
内
容
を
中
心
に
し
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
鉄
翁
は
手
元
に
常
に
二
冊
を
用
意

し
て
︑
使
い
分
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
縮
図
の
画
題
を
大
ざ
っ
ぱ

に
花
鳥
類
と
山
水
類
に
二
分
す
る
と
︑﹃
古
今
縮
図
﹄
①
に
は
花
鳥
と
山
水
の
縮

図
が
ほ
ぼ
同
じ
数
量
で
あ
る
が
︑﹃
古
今
縮
図
﹄
②
に
は
山
水
縮
図
が
明
ら
か
に

増
え
て
お
り
︑
作
品
全
体
の
構
図
と
画
賛
を
き
ち
ん
と
模
写
し
た
も
の
も
多
い
︒

四
冊
の
内
容
を
整
理
・
分
析
す
る
こ
と
で
︑
鉄
翁
が
ど
ん
な
書
画
を
観
て
い
た

か
︑
そ
し
て
作
品
の
ど
の
部
分
に
注
目
し
て
い
た
か
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

る
︒
そ
れ
を
考
察
す
る
前
に
︑
次
節
で
は
ま
ず
書
籍
か
ら
の
摘
録
の
内
容
を
紹

社
か
ら
出
版
し
︑
画
譜
の
印
刷
に
は
莫
大
な
私
財
を
投
じ
た
よ
う
で
あ
っ
た（

（（
（

︒

　
渡
辺
庫
輔
は
﹃
祖
門
鉄
翁
﹄（
未
刊
手
稿
︑
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
（
に
お
い

て
︑﹃
縮
図
抜
萃
﹄
①
・
②
は
吉
善
子
と
い
う
人
の
所
有
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
︒

　
曾
て
予
こ
れ
を
所
望
し
て
や
ま
ざ
る
と
き
︑
吉
善
子
の
曰
く
︑
こ
れ
は

煌
園
の
旧
蔵
な
り
︑
煌
園
よ
り
某
氏
に
渡
り
︑
某
氏
は
こ
れ
ら
を
春
徳
寺

に
寄
贈
す
る
を
約
し
︑
而
も
誤
り
て
吉
善
子
に
郵
致
し
た
り
︑
此
に
於
て

春
徳
寺
の
雲
巌
熟
慮
し
︑
寺
に
在
る
時
は
又
い
つ
の
日
か
佚
散
し
て
紙
屑

と
な
る
べ
し
︑
吉
善
子
な
れ
ば
大
切
に
保
存
す
べ
し
と
て
割
愛
せ
ら
ん
︑

遂
に
所
有
す
る
所
と
な
れ
り
︑
左
様
の
因
縁
あ
れ
ば
︑
譲
渡
す
こ
と
な
り

難
し
と
答
へ
た
り
き
︒
猶
ほ
も
と
一
冊
な
り
し
て
︑
こ
れ
を
二
冊
に
仕
立

て
題
簽
の
落
ち
た
る
を
そ
れ
に
付
け
置
き
ぬ
と
語
り
た
り
き
︙
︙

　﹃
縮
図
抜
萃
﹄
①
と
②
は
元
々
一
冊
で
︑
所
蔵
者
が
改
め
て
二
冊
に
仕
立
て
た

よ
う
で
あ
り
︑
そ
の
時
に
現
在
の
赤
色
表
紙
を
つ
け
た
の
だ
ろ
う
︒
ま
た
再
装

幀
の
時
周
囲
を
裁
ち
落
と
し
た
た
め
︑
こ
の
二
冊
は
﹃
古
今
書
画
縮
図
﹄
よ
り

寸
法
が
一
回
り
小
さ
い
︒

　
内
容
と
照
ら
し
て
合
わ
せ
る
と
︑
題
箋
に
あ
る
年
紀
は
冊
子
を
使
い
始
め
た

時
間
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
四
冊
の
縮
図
は
い
ず
れ
も
雲
龍
寺
隠
居
時
代
に

作
ら
れ
た
も
の
で
︑﹃
古
今
縮
図
﹄
①
と
﹃
縮
図
抜
萃
﹄
①
の
一
部
︑﹃
古
今
縮

図
﹄
②
と
﹃
縮
図
抜
萃
﹄
②
は
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
書
き
始
め
ら
れ
て
い
た
︒﹃
縮
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介
し
た
い
︒

⑵
摘
録
の
内
容

　
摘
録
は
主
に
﹃
縮
図
抜
萃
﹄
①
と
②
に
集
中
し
て
い
る
が
︑
二
冊
の
﹃
古
今

縮
図
﹄
に
も
散
見
さ
れ
る
︒
ほ
と
ん
ど
は
書
画
と
関
連
す
る
内
容
で
︑
舶
来

品
・
レ
シ
ピ
な
ど
︑
日
常
的
な
出
来
事
に
関
す
る
書
付
も
あ
る
︒
こ
こ
で
は
詩

句
︑
画
人
伝
︑
画
論
な
ど
︑
書
画
と
関
連
す
る
内
容
の
み
を
取
り
上
げ
る
︒

①
詩
句

　
書
付
の
大
半
を
占
め
て
い
る
の
は
漢
詩
で
あ
る
︒
詩
題
は
主
に
四
君
子
や
花

卉
な
ど
で
︑
同
じ
主
題
の
詩
を
ま
と
め
て
数
篇
抄
録
す
る
箇
所
が
多
い
た
め
︑

書
物
か
ら
の
抄
出
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
︒
詩
の
収
録
元
を
調
べ
て
み
る
と
︑

鉄
翁
は
主
に
﹃
佩
文
斎
詠
物
詩
選
﹄（
汪お

う

霦ひ
ん

等
奉
勅
撰
︑
一
七
〇
五
年
成
（
や
﹃
佩

文
斎
広
群
芳
譜
﹄（
汪お

う

灝こ
う

等
奉
勅
撰
︑
一
七
〇
八
年
成
（
を
読
ん
で
い
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
︒
い
く
つ
か
の
山
水
詩
は
︑﹃
歴
代
題
画
詩
類
﹄（
陳ち

ん

邦ほ
う

彦げ
ん

奉
勅
撰
︑
一

七
〇
七
年
成
（
か
ら
の
記
録
の
可
能
性
が
あ
る
︒
詩
句
を
摘
録
す
る
の
は
︑
も

ち
ろ
ん
画
賛
に
使
う
た
め
で
あ
っ
た
︒
鉄
翁
に
は
︑
作
詩
が
で
き
た
と
い
う
こ

と
が
分
か
る
記
録
が
見
当
た
ら
な
い
た
め
︑
題
詩
は
他
所
か
ら
抄
録
し
た
可
能

性
が
高
い
︒
漢
詩
の
教
養
の
乏
し
い
画
家
に
と
っ
て
︑
こ
れ
は
有
効
な
学
習
方

法
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
﹃
鉄
翁
画
談
﹄
に
は
以
下
の
内
容
が
あ
る
︒

　
菘
翁
既
に
詩
文
書
画
を
具
備
す
と
雖
ど
も
︑
尚
ほ
題
詞
に
至
て
︑
多
く

古
句
を
摘
録
し
︑
或
は
画
題
の
み
を
書
し
て
︑
曾
て
自
作
の
詩
を
録
す
る

こ
と
少
し
︒
我
れ
深
く
之
を
愛
賞
す
︒
漢
土
の
大
家
古
人
此
例
少
し
と
せ

ず
︒
子
等
︑
文
学
に
乏
し
と
雖
ど
も
︑
能
く
此
理
を
領
解
し
て
︑
古
句
を

摘
録
し
︑
其
意
を
写
し
て
︑
自
画
の
布
置
を
補
は
ば
可
な
り
︒
何
ぞ
文
学

な
き
を
病
ま
ん
や
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
鉄
翁
は
門
人
に
も
詩
を
摘
録
す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
た
︒

詩
意
の
理
解
は
︑
画
の
構
想
に
も
つ
な
が
る
た
め
︑
画
賛
用
に
詩
を
摘
録
す
る

こ
と
は
文
学
性
が
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
説
い
て
い
る
︒

②
画
人
伝

　﹃
古
今
縮
図
﹄
①
に
は
︑
黄
慎
・
王
時
敏
・
王
鑑
・
王
翬
・
王お

う

原げ
ん

祁き

・
邱
園
・

姚よ
う

若
じ
や
く

翼よ
く

・
姚
節
の
伝
が
抄
録
さ
れ
て
い
る
︒
末
尾
に
﹁
書
画
小
伝
﹂
と
記
さ
れ

て
い
る
た
め
︑﹃
清
書
画
名
人
小
伝
﹄（
相
馬
九
方
編
︑
一
八
四
八
年
刊
（
が
も
と

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る（

（（
（

︒﹃
清
書
画
名
人
小
伝
﹄
は
馮ふ

う

金き
ん

伯は
く

纂
輯
﹃
国
朝
画
識
﹄

（
一
七
九
四
年
成
（
な
ど
を
和
訳
し
た
も
の
で
あ
る
︒﹃
鉄
翁
画
談
﹄
に
は
鉄
翁
が

黄
慎
の
作
品
を
観
た
こ
と
が
あ
る
と
書
か
れ
て
あ
る
が
︑
他
の
画
人
の
作
品
を

実
見
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る（

（（
（

︒
こ
れ
ら
の
名
人
伝
を
抄
出
し
て
い
る
こ

と
か
ら
︑
清
初
正
統
派
へ
の
関
心
が
窺
え
る
︒

　﹃
縮
図
抜
萃
﹄
①
の
十
五
︑
十
六
丁
に
は
方
從
義
・
高
克
恭
・
王お

う

宸し
ん

・
王お

う

紱ふ
つ

・
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王
蒙
・
呉
鎮
・
朱し

ゆ

耷と
う

・
王お

う

三さ
ん

錫し
や
くな

ど
の
伝
が
抜
粋
し
て
記
さ
れ
て
い
る
︒
婁
東

派
の
王
宸
・
王
三
錫
以
外
は
︑
い
ず
れ
も
元
明
の
大
家
で
あ
る
︒
王
三
錫
の
伝

の
注
記
に
よ
る
と
︑
こ
れ
ら
の
内
容
は
﹃
歴
代
画
史
彙
伝
﹄（
彭ほ

う

薀う
ん

燦さ
ん

編
︑
一
八

二
五
年
成
（
か
ら
の
抄
録
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
本
書
の
購
入
に
つ
い
て
︑

年
代
不
明
の
五
月
二
十
三
日
付
木
下
逸
雲
宛
鉄
翁
書
簡
で
は
︑﹁
昨
日
漸
︑
画
史

彙
伝
手
に
入
申
候
︑
代
金
六
十
六
匁
七
分
六
厘
ナ
リ
﹂
と
あ
る（

（（
（

︒
王
宸
（
号
は

蓬
心
（
の
伝
の
隣
に
︑﹁
王
蓬
心
写
於
沉
香
楼
﹂
と
い
う
︑
あ
る
作
品
の
落
款
が

臨
写
さ
れ
て
い
る
︒
鉄
翁
は
所
持
作
品
の
作
者
に
つ
い
て
も
調
べ
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
︒
こ
の
王
宸
の
款
を
持
つ
作
品
は
︑﹃
古
今
縮
図
﹄
②
の
四
十
一
丁
に

縮
写
さ
れ
て
い
る
︒

③
画
論

　
縮
図
冊
に
引
か
れ
て
い
る
画
論
は
︑﹃
佩
文
斎
書
画
譜
﹄（
孫そ

ん

岳が
く

頒は
ん

等
奉
敕
撰
︑

一
七
〇
九
年
成
（
か
ら
の
摘
録
が
多
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
﹃
縮
図
抜

萃
﹄
①
の
十
四
丁
に
あ
る
﹁
山
水
之
妙
︑
多
専
於
才
逸
隠
遁
之
流
︑
名
卿
髙
蹈

之
士
（
山
水
の
妙
は
︑
多
く
才
逸
隠
遁
の
流
︑
名
卿
髙
蹈
の
士
に
専
ら
に
せ
ら
れ
（﹂

（
宋
・
張
懐
（
も
︑﹁
画
謂
之
無
声
詩
︑
乃
賢
哲
寄
興
︙
︙
（
画
は
こ
れ
を
無
声
詩

と
謂
い
︑
乃
ち
賢
哲
が
興
を
寄
る
︙
︙
（﹂（
宋
・
趙

ち
よ
う

孟も
う

濚え
い

（
も
︑
ど
ち
ら
も
﹃
佩
文

斎
書
画
譜
﹄
第
十
五
巻
に
収
録
さ
れ
て
お
り
︑
出
所
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
︒
画
論
の
下
に
は
︑
鉄
翁
が
﹁
余
思
之
久
矣
︑
然
未
有
所
得
︑
可
慚
︙
︙
（
余

は
こ
れ
を
久
し
く
思
い
︑
然
る
に
未
だ
得
る
所
有
ら
ざ
る
な
り
︑
慚
る
べ
く
︙
︙
（﹂

な
ど
︑
自
ら
の
感
想
も
書
き
添
え
て
い
る
︒
ま
た
同
冊
の
四
丁
に
は
宋
・
韓
拙

の
画
論
﹁
蓋
前
人
以
画
為
銷
日
養
神
之
術
︑
今
人
以
画
為
図
利
労
心
之
苦
︙
︙

（
蓋
し
前
人
は
画
を
以
て
日
を
銷
し
神
を
養
う
術
と
為
し
︑
今
人
は
画
を
以
て
利
を
図

り
心
を
労
う
苦
と
為
す
︙
︙
（﹂
が
あ
り
︑
こ
れ
も
﹃
佩
文
斎
書
画
譜
﹄
第
十
五

巻
の
所
収
で
あ
る
︒
画
論
の
横
に
は
﹁
余
以
為
格
言
故
題
（
余
以
て
格
言
と
為
す
︒

故
に
題
す
（﹂
と
い
う
小
さ
い
字
が
あ
り
︑
こ
の
感
想
を
含
め
た
自
賛
は
︑
メ
ト

ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
蔵
の
︽
秋
景
山
水
図
︾﹇
図
（（
﹈（
四
十
六
頁
（︑
お
よ
び

﹃
長
崎
派
写
生
・
南
宗
名
画
選
﹄
所
収
︽
山
水
図
︾（
明
治
四
年
︑
一
八
七
一
（
に

確
認
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
︑
画
論
の
抄
出
は
そ
の
内
容
を
学
習
す
る
だ
け
で
は

な
く
︑
題
画
詩
の
摘
録
と
同
じ
よ
う
に
︑
画
賛
作
成
の
た
め
の
備
忘
録
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　
漢
籍
の
他
に
︑
釈
白
華
輯
・
木
下
逸
雲
校
﹃
佩
文
斎
画
説
輯
要
﹄（
一
八
五
八

年
自
序
︑
一
八
六
九
年
刊
（
と
い
う
﹃
佩
文
斎
書
画
譜
﹄
を
摘
録
・
訓
読
し
た
本

も
あ
る
︒
木
下
逸
雲
の
序
（
一
八
六
五
（
に
よ
る
と
︑
逸
雲
は
門
人
の
指
導
に

﹃
佩
文
斎
画
説
輯
要
﹄
を
使
っ
て
い
た（

（（
（

︒
当
時
の
長
崎
遊
学
者
た
ち
も
︑
画
論
の

学
習
に
あ
た
っ
て
﹃
佩
文
斎
書
画
譜
﹄
ま
た
は
そ
の
摘
録
本
を
多
く
使
っ
て
い

た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
︒

　
ま
た
鉄
翁
は
董
其
昌
の
画
論
も
し
ば
し
ば
摘
録
し
て
い
た
︒
同
じ
く
﹃
縮
図

抜
萃
﹄
①
十
四
丁
に
は
﹁
作
雲
林
画
須
用
側
筆
︑
偏
鋒
也
︑
非
臥
筆
也
︙
︙
（
雲

林
画
を
作
る
に
は
須
ら
く
側
筆
を
用
い
る
べ
し
︒
偏
鋒
な
り
︑
臥
筆
に
非
ざ
る

︙
︙
（﹂
と
︑
董
其
昌
の
﹁
画
訣
﹂
が
抄
出
さ
れ
て
い
る
︒
倪
瓚
の
画
法
に
は
側
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筆
を
用
い
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
︑﹃
鉄
翁
画
談
﹄
に
記
さ
れ
て
い
る
逸
話
に
も

言
及
し
て
い
る
︒

　
禅
師
︑
曾
て
予
に
語
て
曰
く
︑
我
れ
京
師
に
遊
ぶ
途
次
︑
讃
州
の
旅
館

に
於
て
倪
法
山
水
を
作
る
︑
画
家
某
其
石
法
を
画
く
を
見
て
難
じ
て
曰
く
︑

曾
て
聞
く
︑
画
は
必
ら
ず
懸
腕
直
筆
を
要
す
と
︑
然
る
に
今
師
は
横
筆
を

用
ゆ
︑
抑
も
亦
た
其
法
あ
り
や
と
︒
我
れ
之
に
示
し
て
曰
く
︑
倪
氏
の
石

法
︑
折
帯
皴
を
画
く
時
は
横
筆
を
正
と
な
す
と
︒
某
憮
然
と
し
て
曰
く
︑

曾
て
聞
く
︑
師
は
舶
客
江
大
来
に
従
て
画
訣
を
得
て
画
理
に
通
ず
と
︑
其

言
果
し
て
誣
ざ
る
な
り
︑
今
翁
の
言
を
聞
て
大
に
悟
る
所
あ
り
と
︒
我
れ

窃
に
顧
ふ
に
︑
此
人
一
二
の
画
譜
を
読
て
唯
其
一
義
を
知
り
︑
未
だ
曾
て

画
理
を
了
せ
ざ
る
な
り
︒
夫
れ
真
に
画
理
を
了
し
て
筆
妙
に
至
る
こ
と
は
︑

猶
ほ
仏
理
の
教
外
別
伝
に
在
る
が
如
く
︑
唯
其
画
譜
を
読
で
文
字
の
義
理

を
の
み
解
す
る
と
き
は
︑
決
し
て
画
理
を
了
悟
す
る
こ
と
能
は
ず
︒

　
こ
こ
で
は
董
其
昌
の
画
論
に
は
触
れ
ず
に
︑
江
稼
圃
の
教
え
を
仄
め
か
し
て

﹁
教
外
別
伝
﹂
と
し
て
語
っ
て
い
る
︒
ま
た
倉
野
篁
園
は
同
書
に
お
い
て
︑﹁
抑

も
禅
師
の
画
訣
た
る
︑
皆
是
れ
江
大
来
よ
り
来
る
も
の
な
り
と
雖
も
︑
又
禅
師

の
了
悟
に
出
る
所
頗
る
多
し
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
門
人
を
相
手
に
し

た
自
慢
話
の
要
素
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
︑
実
際
に
書
籍
か
ら
得
た
画
論
や
画
法

を
︑
鉄
翁
が
自
分
の
理
論
と
し
て
門
人
に
伝
授
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で

あ
る
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
縮
図
冊
に
あ
る
摘
録
の
部
分
を
見
る
と
︑
鉄
翁
が
ど
の
よ

う
に
書
画
の
知
識
を
得
て
い
た
か
が
分
か
る
︒
中
で
も
﹃
佩
文
斎
詠
物
詩
選
﹄

﹃
佩
文
斎
書
画
譜
﹄
な
ど
清
代
類
書
の
利
用
は
顕
著
で
あ
る
︒
摘
録
が
︑
学
習
の

た
め
だ
け
で
は
な
く
︑
画
賛
を
作
成
す
る
た
め
の
資
料
収
集
作
業
で
も
あ
っ
た

こ
と
は
注
目
に
値
す
る
︒
文
人
と
し
て
の
素
養
が
不
足
し
て
い
て
も
︑
文
人
絵

画
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒

四
、
鉄
翁
筆
縮
図
の
内
容
と
目
的

　
縮
図
と
は
文
字
通
り
︑
本
画
を
縮
小
し
て
模
写
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
原
寸
大

か
つ
精
密
な
﹁
模
写
﹂
よ
り
︑
小
さ
く
て
簡
単
に
し
た
も
の
が
縮
図
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る（

（（
（

︒
縮
図
の
利
点
は
︑﹁
仕
事
の
早
い
点
︑
分
類
保
存
乃
至
展
閲
に
便

な
る
点
な
ど
﹂
が
あ
る
と
挙
げ
ら
れ
て
い
る（

（（
（

︒
多
く
の
縮
図
は
冊
子
に
描
か
れ

て
お
り
︑
携
帯
・
閲
覧
し
や
す
い
特
徴
を
も
っ
て
い
る
︒

　
本
画
の
寸
法
に
制
約
さ
れ
な
い
縮
図
を
描
く
目
的
に
は
︑
書
画
の
学
習
・
参

考
︑
ま
た
は
鑑
識
︑
展
観
の
記
録
︑
収
蔵
品
の
整
理
な
ど
が
あ
る
︒
小
さ
な
略

図
と
は
い
え
︑
後
日
再
び
見
る
と
︑
本
画
を
観
た
時
の
記
憶
を
喚
起
す
る
こ
と

が
で
き
る
︒
そ
の
た
め
に
︑
大
抵
は
本
画
の
全
体
を
写
し
︑
さ
ら
に
題
・
款
の

内
容
︑
印
章
の
位
置
ま
で
記
録
す
る
も
の
も
あ
る
︒

　
し
か
し
鉄
翁
の
縮
図
冊
に
お
い
て
︑﹁
縮
図
﹂
と
い
え
る
絵
の
記
録
は
︑
全
体
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の
一
部
に
過
ぎ
な
い
︒
本
画
の
一
部
︑
ひ
い
て
は
画
賛
し
か
写
さ
な
い
簡
単
な

メ
モ
も
た
く
さ
ん
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
記
録
は
︑
厳
密
に
は
縮
図
と
は
言
え
な

い
︒
し
か
し
︑
実
在
す
る
作
品
と
リ
ン
ク
し
て
い
る
こ
と
︑
か
つ
そ
こ
か
ら
鉄

翁
が
観
た
作
品
の
情
報
が
抽
出
で
き
る
と
い
う
意
味
で
︑
本
論
で
は
一
括
し
て

﹁
縮
図
﹂
と
し
て
取
り
上
げ
る
︒
狩
野
探
幽
や
谷
文
晁
の
縮
図
も
示
す
よ
う
に
︑

縮
図
を
大
量
に
蓄
積
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
︑
画
家
に
と
っ
て
は
特
権
と
も
言

え
る
︒
す
な
わ
ち
大
量
の
書
画
を
手
に
入
れ
︑
ま
た
は
つ
ぶ
さ
に
観
る
機
会
を

得
ら
れ
る
境
遇
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
は
画
家
の
地
位
︑

周
辺
の
人
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︑
お
よ
び
書
画
の
収
蔵
・
流
通
状
況
と
も
関

わ
っ
て
く
る
︒
そ
う
し
て
鉄
翁
は
︑
ま
さ
に
長
崎
の
地
の
利
を
得
な
が
ら
︑
人

的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
を
も
占
め
た
人
物
で
あ
る
︒

　
粉
本
や
縮
図
な
ど
を
門
外
不
出
に
す
る
画
派
の
情
報
占
有
と
は
異
な
り
︑
長

崎
は
書
画
を
共
有
す
る
開
放
的
な
空
間
で
あ
っ
た
︒
鉄
翁
が
観
た
書
画
は
︑
そ

の
周
辺
の
長
崎
文
化
人
や
来
舶
清
人
︑
お
よ
び
鉄
翁
に
入
門
し
た
遊
学
者
た
ち

に
も
開
放
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
︑
長
崎
に
お
け
る
書
画
活
動

の
豊
か
さ
は
︑
鉄
翁
の
縮
図
冊
に
も
投
影
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
鉄
翁

が
ど
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
作
品
を
目
に
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
も
︑
縮
図
冊

か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
以
下
︑
ま
ず
縮
図
冊
か
ら
抽
出
し
た
作
者
・

作
品
の
情
報
を
整
理
し
︑
続
い
て
︑
鉄
翁
が
縮
図
冊
に
書
き
込
む
目
的
を
分
析

す
る
︒

⑴
縮
図
冊
に
記
録
さ
れ
て
い
る
作
品

　
縮
図
冊
に
お
い
て
︑
作
者
名
ま
た
は
落
款
が
明
確
な
記
録
は
合
計
三
四
四
点

あ
り
︑
二
四
三
人
の
作
者
が
確
認
で
き
る
（
表
2
参
照
（︒
以
下
︑
作
者
を
日
本

人
︑
来
舶
中
国
人
︑
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
中
国
人
（
舶
来
書
画
の
作
者
（
に
分
類

し
︑
作
品
と
作
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
の
割
合
を
示
し
た
︒

　
日
本
人
の
枠
に
は
田
能
村
竹
田
︑
小
曽
根
乾
堂
︑
跡
見
花
蹊
な
ど
が
い
る
︒

鉄
翁
周
辺
の
人
間
が
多
い
と
思
う
︒
来
舶
中
国
人
は
︑
木
庵
︑
伊
孚
九
︑
費ひ

晴せ
い

湖こ

︑
江
稼
圃
︑
陳
逸
舟
︑
楊
覚
三
︑
沈
萍
香
︑
華
昆
田
︑
顔
亮
生
︑
徐
雨
亭
︑
王お

う

克こ
く

三さ
ん

な
ど
︑
計
二
三
人
で
あ
る（

（（
（

︒
伊
孚
九
と
費
晴
湖
以
外
は
︑
大
半
は
鉄
翁
と

同
時
期
に
活
躍
し
︑
彼
と
直
接
的
な
交
流
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
人
々
で
あ

る
︒
中
で
も
江
稼
圃
と
徐
雨
亭
の
作
品
が
特
に
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
︒

　
姓
名
や
伝
不
詳
の
人
を
含
め
︑
舶
来
書
画
の
作
者
は
二
〇
〇
人
以
上
も
お
り
︑

圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
る
︒
中
に
は
倪
瓚
︑
沈
周
︑
文
徵
明
︑
董
其
昌
な
ど

名
家
も
み
え
る
が
︑
ほ
と
ん
ど
は
二
︑
三
流
の
書
画
家
で
あ
る
︒
時
代
別
で
み

る
と
︑
清
代
の
書
画
家
が
大
半
を
占
め
︑
特
に
十
七
︑
十
八
世
紀
が
多
い
︒
画

風
の
系
統
・
地
域
で
み
る
と
︑
浙
派
︑
呉
派
︑
松
江
派
︑
新
安
派
︑
揚
州
派
︑
虞

山
派
︑
婁
東
派
︑
な
ど
諸
地
方
流
派
が
見
え
︑
明
末
以
降
江
南
地
域
の
南
宗
画

が
ほ
ぼ
包
括
さ
れ
て
い
る
︒

　
縮
図
冊
に
見
る
作
者
の
時
代
傾
向
が
︑
舶
載
書
画
の
輸
入
状
況
を
反
映
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
田
能
村
竹
田
の
門
人
・
高
橋
草
坪
（
一
八
〇
四
︱
一
八
三
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五
（
は
﹃
撫
古
画
式
﹄（
一
八
二
二
︱
一
八
三
五
頃
成
立
︑
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
自

筆
稿
本
（
に
お
い
て
︑
出
身
地
の
豊
後
国
内
︑
ま
た
は
上
方
で
実
見
し
た
中
国

画
や
粉
本
か
ら
人
物
や
屋
舎
の
図
を
引
用
し
︑
画
譜
を
構
成
し
た（

（1
（

︒
草
坪
は
引

用
し
た
図
に
作
者
名
を
注
し
︑
合
計
一
三
六
名
の
中
国
画
家
が
登
場
す
る
︒
ま

た
﹃
雲
煙
供
養
展
観
録
﹄
は
天
保
四
年
（
一
八
三
三
（
八
月
二
十
日
︑
室
町
時
代

の
画
僧
・
明
兆
の
四
百
年
遠
忌
の
た
め
︑
京
都
東
福
寺
で
行
わ
れ
た
展
観
会
の

目
録
で
あ
り
︑
古
書
画
の
部
に
は
お
よ
そ
一
三
〇
点
が
出
品
さ
れ
︑
京
都
で
の

収
蔵
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る（

（（
（

︒
こ
れ
ら
の
書
物
に
記
録
さ
れ
て
い
る
書
画
作

者
を
時
代
別
に
分
類
す
る
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
的
な
傾
向
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
︒
表
3
の
よ
う
に
︑
一
八
三
〇
年
代
頃
は
ま
だ
明
画
の
方
が
多
い
が
︑
一

八
五
〇
年
代
以
降
︑
清
画
が
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

　
実
際
に
は
︑
明
画
と
さ
れ
る
も
の
に
清
時
代
の
贋
作
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
も
よ
く
あ
る
の
だ
が
︑
全
体
的
に
見
る
と
︑
十
九
世
紀
半
ば
頃
に
清
画
の

流
通
数
量
が
次
第
に
明
画
を
超
え
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
前
述
﹃
清
書
画
名

人
小
伝
﹄（
一
八
四
八
年
刊
（
の
巻
末
に
あ
る
著
者･

相
馬
九
方
の
﹁
小
引
﹂
に

は
﹁
清
人
之
跡
流
伝
於
我
︑
近
日
頗
多
（
清
人
の
跡
の
我
に
流
伝
す
る
も
の
︑
近

日
頗
る
多
し
（﹂
と
あ
る
︒
ま
た
浅
野
梅
堂
は
﹃
漱
芳
閣
書
画
銘
心
録
﹄
の
凡
例

（
一
八
五
六
年
成
（
に
お
い
て
も
︑﹁
書
画
好
尚
︑
歳
改
月
変
︒
今
姑
挙
一
端
言
之
︑

五
十
年
前
専
尚
文
祝
沈
唐
︑
不
重
宋
元
之
跡
︑
是
宋
元
之
跡
︑
所
以
湮
沒
不
多

伝
也
︑
後
文
祝
沈
唐
真
跡
︑
漸
又
澌
滅
︑
于
是
明
末
清
初
諸
名
跡
始
重
于
世
（
書

画
の
好
尚
︑
歳
ご
と
に
改
ま
り
月
ご
と
に
変
わ
る
︒
今
姑
く
一
端
を
挙
げ
て
之
を
言

表2　縮図冊記録作品・作者の構成割合

分類 作品／点 作品割合／％ 作者／人 作者割合／％

日本人 （1 （.（ （ （.（

来舶中国人 （（ （1.（ （（ （.（

舶来書画の作者
（不詳を含む）

（（（ （（.（ （（（ （（

合計 （（（ （11 （（（ （11

（筆者作成）

表3　時代別縮図冊記録作品

鉄翁縮図冊 『撫古画式』 『雲煙供養展観録』 『漱芳閣書画記』

成立 （（（（–（（ 頃 （（（（–（（ 頃 （（（（ （（（（

所収作者／人 清：（（1
明：（（
元：（
未詳：（（

清：（（
明：（（
元：（
宋：（
南唐：（
唐：（
未詳：（（

清：（（
明：（（
元：（
宋：（
未詳：（（

清：（（（
明：（（
元：（
未詳：（（

合計／人 （（（ （（（ （（ （（（

（筆者作成）
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う
に
︑
五
十
年
前
専
ら
文
（
徴
明
（・
祝
（
允
明
（・
沈
（
周
（・
唐
（
寅
（
を
尚
び
︑
宋

元
の
跡
を
重
ん
ぜ
ず
︒
こ
れ
宋
元
の
跡
が
湮
没
し
て
多
く
伝
わ
ら
ざ
る
所
以
な
り
︑

後
文
・
祝
・
沈
・
唐
の
真
跡
漸
く
ま
た
澌
滅
し
︑
こ
こ
に
お
い
て
明
末
清
初
名
跡
始
め

て
世
に
重
ん
ぜ
ら
る
︒（﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
浅
野
梅
堂
が
﹃
漱
芳
閣
書
画
銘
心

録
﹄
を
書
い
た
十
九
世
紀
半
ば
頃
︑
明
末
清
初
の
書
画
が
流
行
っ
て
お
り
︑
そ

の
前
は
明
時
代
中
期
の
書
画
家
が
好
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
世
間
に
み

る
書
画
の
好
み
の
こ
の
変
化
は
︑
舶
載
書
画
の
内
容
に
大
き
く
影
響
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
︒
実
際
に
﹃
漱
芳
閣
書
画
記
﹄
に
記
録
さ
れ
て
い
る
清
画
の
数

は
明
画
よ
り
著
し
く
多
い
の
で
あ
る（

（（
（

（
表
3
参
照
（︒

　
中
国
書
画
の
輸
入
に
は
︑
あ
る
程
度
時
差
が
生
じ
て
お
り
︑
日
本
の
画
人
た

ち
が
求
め
て
い
た
最
新
の
明
清
画
は
︑
い
つ
も
少
し
前
の
時
期
の
作
品
と
な
る
︒

幕
末
に
な
る
と
︑
明
末
以
降
の
作
品
が
伝
来
す
る
よ
う
に
な
り
︑
董
其
昌
以
降

の
南
宗
画
も
多
く
含
ま
れ
て
い
た
︒﹁
南
宗
の
画
殊
に
正
派
に
属
す
︙
︙
子
も

宜
し
く
南
画
を
学
ぶ
べ
し
﹂（﹃
鉄
翁
画
談
﹄（
と
い
う
江
稼
圃
の
教
え
に
従
っ
て
︑

鉄
翁
は
南
宗
画
を
全
般
的
に
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
こ
と
は
︑
縮
図
冊

を
通
じ
て
う
か
が
え
る
︒
前
代
の
南
画
家
に
見
る
画
譜
へ
の
依
存
︑
及
び
南
北

折
衷
の
画
風
と
は
異
な
り
︑
中
国
の
南
宗
画
風
に
忠
実
な
鉄
翁
の
画
は
︑
こ
の

よ
う
な
環
境
だ
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
さ
ら
に
︑
鉄
翁
の
縮
図
冊
に
は
︑
同
時
代
の
書
画
や
題
も
記
録
さ
れ
て
い
る
︒

﹃
古
今
縮
図
﹄
②
の
裏
表
紙
に
は
﹁
書
画
冊
頁 

咸
豊
己
未
歳 

楊
秋
平
書
﹂
の
書

付
が
あ
る
︒﹁
書
画
冊
頁
﹂
の
詳
細
は
不
明
だ
が
︑
落
款
は
咸
豊
九
年
（
一
八
五

九
（
の
も
の
で
あ
り
︑
鉄
翁
の
縮
図
冊
と
は
同
時
代
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
︒
ま
た
﹃
縮
図
抜
萃
﹄
②
二
十
三
丁
に
は
上
海
の
画
家
・
金き

ん

爾じ

珍ち
ん

（
一
八

四
〇
︱
一
九
一
七
（
の
書
と
落
款
が
記
さ
れ
て
お
り
︑﹁
丁
卯
春
金
爾
珍
書
並

識
﹂
か
ら
は
同
治
六
年
（
一
八
六
七
（
の
書
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
し
た

が
っ
て
︑
幕
末
の
長
崎
で
は
同
時
代
の
中
国
書
画
が
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
︒
こ
れ
ら
の
同
時
代
作
品
に
は
︑
商
人
が
輸
入
し
た
商
品
の
ほ
か
︑
鉄
翁

が
中
国
文
人
と
の
交
友
・
文
通
で
直
接
入
手
し
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
︒

　
さ
ら
に
﹃
古
今
縮
図
﹄
②
に
は
王お

う

寅い
ん

（
字
は
冶や

梅ば
い

︑
南
京
の
人
（
の
縮
図
と
落

款
が
二
点
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
二
十
六
丁
に
は
倣
呉
鎮
法
山
水
の
縮
図
が
あ
り
︑

落
款
に
は
﹁
上
元
冶
梅
王
寅
﹂
と
鉄
翁
の
印
が
あ
る
︒
二
十
七
丁
に
も
﹁
撫
沈

石
田
法 

冶
梅
王
寅
﹂
の
落
款
が
あ
り
︑
沈
周
画
法
の
山
水
で
︑
詩
の
内
容
か
ら

み
る
と
横
に
あ
る
縮
図
は
そ
の
作
品
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
二
点
の
作
品
の
制
作
時

期
は
不
明
だ
が
︑
王
寅
の
渡
日
時
期
の
分
か
る
記
録
は
い
ず
れ
も
明
治
十
年
代

以
降
の
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
時
鉄
翁
は
す
で
に
存
命
し
な
い
︒
す
な
わ
ち
鉄
翁

が
目
に
し
た
の
は
王
の
来
航
前
に
日
本
に
伝
わ
っ
た
作
品
で
あ
ろ
う
︒
古
賀
十

二
郎
に
よ
る
と
︑
王
寅
は
太
平
天
国
の
乱
か
ら
逃
げ
て
上
海
に
至
り
︑
画
で
生

計
を
立
て
る
︒
そ
の
頃
﹁
上
海
に
渡
れ
る
日
本
人
な
ど
は
︑
王
氏
の
画
を
見
て
︑

之
を
奇
と
し
︑
先
を
争
う
て
︑
王
氏
の
画
を
購
ひ
索
め
た
︒
是
に
於
て
︑
王
氏

の
名
声
は
︑
一
時
に
震
ひ
︑
長
崎
に
於
て
は
︑
有
志
の
人
々
が
︑
王
氏
に
来
遊

を
請
ふ
事
に
な
っ
た（

（（
（

﹂︒
先
に
作
品
が
長
崎
で
歓
迎
さ
れ
た
こ
と
が
︑
王
寅
の
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渡
日
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
幕
末
の
長
崎
と
上

海
画
壇
と
の
密
接
な
交
流
の
様
子
が
︑
鉄
翁
の
縮
図
冊
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
る
︒

⑵
縮
図
冊
に
み
る
書
画
学
習

　
前
述
の
よ
う
に
︑
縮
図
冊
は
私
的
な
記
録
と
し
て
の
性
格
が
強
く
︑
他
人
に

見
せ
る
こ
と
を
意
識
し
な
い
気
ま
ぐ
れ
な
書
き
込
み
が
多
い
︒
職
業
画
家
の
よ

う
に
︑
制
作
の
参
考
の
た
め
の
資
料
と
し
て
蓄
積
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
あ
っ

た
こ
と
も
確
認
で
き
な
い
︒
落
款
と
画
面
両
方
を
写
し
た
完
全
な
縮
図
も
あ
る

が
︑
落
款
︑
ま
た
は
画
面
の
一
部
の
み
を
写
し
た
断
片
的
な
書
付
が
多
い
の
で

あ
る
︒
そ
の
目
的
は
絵
の
練
習
︑
ま
た
は
備
忘
で
あ
る
が
︑
は
っ
き
り
区
別
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
も
多
い
︒
お
そ
ら
く
鉄
翁
は
︑
冊
子
を
持
ち
歩
い
て

い
た
︒
鑑
賞
し
た
作
品
の
気
に
な
る
部
分
を
随
時
書
き
留
め
て
い
た
様
子
が
︑

縮
図
冊
の
内
容
の
並
び
方
か
ら
想
像
で
き
る
︒

　
記
録
さ
れ
た
内
容
の
範
囲
に
よ
っ
て
︑
鉄
翁
が
ど
の
よ
う
な
関
心
を
持
ち
︑

作
品
の
ど
の
部
分
を
観
て
い
た
か
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
特
に
全
体
が

写
さ
れ
た
作
品
は
︑
学
習
に
値
す
る
対
象
と
し
て
重
視
し
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒
そ
う
し
た
山
水
画
の
縮
図
は
主
に
﹃
古
今
縮
図
﹄
②
に
集
中
し
て

い
る
︒
縮
図
の
作
者
と
内
容
を
表
4
に
ま
と
め
て
み
た
︒

　
鉄
翁
は
︑
江
稼
圃
の
ほ
か
︑
陳
逸
舟
を
通
じ
て
も
沈
周
の
画
法
を
学
ん
で
い

表4　全体が縮写された作品 ＊は来舶清人

位置（冊番／丁数） 作者 内容

A

（ 倪瓚 弁峰秋霽図軸

（（ 江稼圃＊ 沈周法山水軸

（（ 陳逸舟＊ 沈周法山水軸

（（ 奚岡 書画帖

B

（ 黄琛 山水画帖か

（ 陳元揆 山水画帖

（ 李流芳 山水画帖

（ 顧大申 山水画帖

（ 徐雨亭＊ 山水画帖

（ 沈宗敬 元人筆意山水軸

（1、（（ 奚岡 山水画帖

（（ 陸灝 山水軸

（（ 韓曠 山水軸

（（ 陸坦 山水軸

（（ 石頤 山水軸

（（ 朱治憪 倣趙孟頫山水軸

（（ 秦涵 山水

（（ 項聖謨 山水軸

（（ 曹廷棟 山水軸

（（ 祁豸佳 董源法山水軸

（（ 成大□ 山水軸

（1 張洽 山水軸

（1 董孝初 山水軸

（（ 符六 黄公望法山水軸

（（ 王昱 黄公望法山水軸

（（ 奚岡 董其昌法山水軸

（（ 李杭之 山水

（（ 曹垂星 山水

（（ 王寅 呉鎮法山水軸

（（ 孔毓雲 沈周意山水軸

（（ 王寅 沈周法山水軸

（（ 履泰 倪瓚法山水

（（、（（ 呉歷 撫古十二幀（一部）

（（ 戴天瑞 山水

（（ 伊孚九＊ 秋江待渡図軸

（（ 祁豸佳 書画冊

（（ 王宜 山水軸

（（ 王宸 山水軸

（（ 江稼圃＊ 山水軸

C
（ 普澤 山水軸

（1 徐雨亭＊ 米芾法山水軸

D

（（ 許尚遠 山水軸

（（ 羅牧 山水軸

（（、（（ 徐雨亭＊ 山水画帖

（筆者作成）
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た
よ
う
だ
︒
徐
雨
亭
の
画
帖
な
ど
も
数
点
縮
写
さ
れ
て
い
る
︒
舶
載
書
画
と
同

じ
よ
う
に
︑
こ
う
し
た
来
舶
清
人
の
書
画
か
ら
も
学
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

　
舶
載
書
画
に
関
し
て
は
︑
縮
写
さ
れ
た
作
品
の
作
者
を
地
域
別
で
見
る
と
︑

顧
大
申
︑
沈し

ん

宗そ
う

敬け
い

︑
陸り

く

灝こ
う

︑
韓か

ん

曠こ
う

︑
陸
坦
︑
董と

う

孝こ
う

初し
よ

︑
普ふ

澤た
く

な
ど
︑
董
其
昌
の

系
譜
を
引
く
明
の
松
江
地
域
の
画
家
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
張

ち
よ
う

洽こ
う

・
王お

う

昱い
く

・
王
宜
・
王
宸
な
ど
︑
江
稼
圃
が
属
す
る
婁
東
派
画
家
の
名
前
も
見
え
︑
四

王
派
へ
の
関
心
が
窺
え
る
︒
特
に
張
洽
・
王
宜
筆
︽
山
水
図
︾
の
縮
図
は
題
も

含
め
て
︑
丁
寧
に
縮
写
さ
れ
て
い
る
﹇
図
（（
・
（（
﹈︒
王
宜
の
作
品
の
構
図
は
︑

前
述
の
︽
谿
山
無
尽
図
︾﹇
図
（（
﹈（
四
十
四
頁
（
と
共
通
し
て
い
る
が
︑
縮
図

の
作
成
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
（
以
降
と
考
え
ら
れ
︑︽
谿
山
無
尽
図
︾
よ
り

は
遅
い
は
ず
で
あ
る
︒
王
宜
の
こ
の
作
品
は
鉄
翁
の
所
蔵
品
で
あ
っ
た
可
能
性

も
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
鉄
翁
が
婁
東
派
の
作
品
か
ら
構
図
を
学
習
・
借
用
し

て
い
た
こ
と
が
縮
図
を
通
じ
て
認
め
ら
れ
る
︒
沈
宗
敬
の
原
作
は
︑
個
人
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で（

（（
（

︑
比
較
し
て
み
る
と
鉄
翁
の
模
写

﹇
図
（（
﹈
は
︑
画
面
の
構
図
に
重
点
を
置
い
て
お
り
︑
原
作
の
筆
遣
い
に
は
ほ
と

ん
ど
従
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
縮
図
冊
か
ら
は
鉄
翁
が

四
王
派
を
熱
心
に
学
習
し
て
い
た
姿
勢
が
う
か
が
え
る
︒

　
他
に
︑
新
安
派
に
属
す
る
李
流
芳
︑
李
杭
之
の
名
前
も
見
え
る
︒
前
述
の
よ

う
に
︑
鉄
翁
の
作
品
に
は
新
安
派
に
通
じ
る
趣
向
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
個
人
的

に
好
む
画
風
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
ま
た
鉄
翁
は
清
時
代
の
画
家
奚け

い

岡こ
う

・
祁き

豸ち

佳か

・
呉
歷
の
画
帖
を
入
念
に
縮
写

（右）図21　
鉄翁《張洽筆山水図縮
図》『古今縮図』②二十
丁 
長崎歴史文化博物館蔵

（左）図22　
鉄翁《王宜筆山水図縮
図》『古今縮図』②四十
一丁 
長崎歴史文化博物館蔵



59

図23　鉄翁《沈宗敬筆倣元人筆意山水図縮図》
『古今縮図』②四丁
長崎歴史文化博物館蔵

図24　祁豸佳《書画冊》第1図　順治10年（1653）　個人蔵

図25　鉄翁《祁豸佳筆書画冊縮図（倣王蒙筆意）》
『古今縮図』②三十九丁　
長崎歴史文化博物館蔵

図26　鉄翁《奚岡筆山水画帖縮図》
『古今縮図』②十丁
長崎歴史文化博物館蔵
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し
て
い
た
︒
小
さ
い
画
帖
は
比
較
的
模
写
し
や
す
く
︑
ま
た

小
景
を
好
む
傾
向
は
︑
取
り
上
げ
ら
れ
た
作
品
か
ら
も
う
か

が
え
る
︒
祁
豸
佳
（
一
五
九
四
︱
？
（
の
書
画
冊
（
一
六
五
三

年
（﹇
図
（（
﹈（

（（
（

（
前
頁
（
に
は
全
六
面
が
あ
り
︑
そ
れ
ら
は
︑
王

蒙
・
米べ

い

芾ふ
つ

・
倪
瓚
・
巨き

よ

然ね
ん

・
黄
公
望
・
馬ば

和か

之し

の
倣
古
山
水

で
あ
る
︒
鉄
翁
は
︑
そ
の
う
ち
王
蒙
・
米
芾
・
倪
瓚
の
三
面

の
み
写
し
て
い
る
﹇
図
（（
﹈（
前
頁
（︒
奚
岡
（
一
七
四
六
︱
一
八

〇
三
（
の
山
水
画
帖
に
も
六
面
が
あ
り
︑
鉄
翁
は
四
面
を
写

し
て
い
る
︒
建
築
︑
樹
木
︑
ロ
バ
の
部
分
を
切
り
取
っ
て
︑
繰

り
返
し
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
個
別
の
モ
チ
ー
フ
の
描
き

方
に
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
﹇
図
（（
﹈（
前
頁
（︒

　
こ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
の
部
分
的
な
模
写
は
︑
縮
図
冊
に

は
多
く
見
か
け
ら
れ
る
︒
鉄
翁
は
し
ば
し
ば
︑
作
品
の
全
体

よ
り
︑
樹
木
︑
建
築
︑
山
石
︑
花
卉
果
物
な
ど
一
部
の
モ
チ
ー

フ
の
み
に
注
目
し
︑
模
写
し
て
い
た
︒

　﹃
縮
図
抜
萃
﹄
①
四
十
丁
に
は
﹁
嘉
慶
己
巳
二
月
之
望 

稼

圃
﹂
款
の
︽
天
平
幽
境
図
︾（
嘉
慶
十
四
年
︑
一
八
〇
九
（
が

一
部
臨
写
さ
れ
て
い
る
﹇
図
（（
﹈︒
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館

蔵
の
原
本
﹇
図
（（
﹈
と
比
較
す
る
と
︑
鉄
翁
は
近
景
と
中
景

の
屋
舎
︑
石
壁
の
一
部
の
み
を
写
し
て
い
る
︒
ま
た
落
款
も
︑

文
字
情
報
の
抄
録
だ
け
で
は
な
く
︑
原
本
の
書
体
を
忠
実
に

図27　
鉄翁《江稼圃筆天平幽境図縮図》

『縮図抜萃』①四十丁
長崎歴史文化博物館蔵

図28　
鉄翁《江稼圃筆天平幽境図縮図》

『古今縮図』①三十丁
長崎歴史文化博物館蔵

図29　江稼圃《天平幽境図》
嘉慶14年（1809）
長崎歴史文化博物館蔵
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模
写
し
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
古
今
縮
図
﹄
①
三
十
丁
に
も
︽
天

平
幽
境
図
︾
の
屋
舎
が
写
さ
れ
て
い
る
﹇
図
（（
﹈︒
こ
の
作
品

は
お
そ
ら
く
鉄
翁
の
所
有
で
︑
繰
り
返
し
模
写
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
︒

　﹃
縮
図
抜
萃
﹄
②
二
十
六
丁
に
は
沈
周
筆
︽
古
木
寒
鴉
図
︾

（
成
化
八
年
︑
一
四
七
二
（
の
部
分
的
な
縮
写
が
あ
る
﹇
図
（1
﹈︒

原
本
﹇
図
（（
﹈
と
比
較
す
る
と
︑
鉄
翁
は
沈
周
の
落
款
と
周

天
球
の
題
を
写
し
︑
ま
た
原
作
に
あ
る
鴉
の
様
々
な
描
き
方

を
一
列
に
並
べ
て
写
し
て
い
る
︒
寒
鴉
の
描
き
方
の
応
用
は
︑

東
京
藝
術
大
学
美
術
館
蔵
の
︽
古
木
寒
鴉
図
︾（
一
八
六
八
（

に
認
め
ら
れ
る
︒

　
縮
図
冊
で
は
絵
を
模
写
せ
ず
︑
落
款
や
画
賛
の
み
を
写
し

て
い
る
場
合
も
多
い
︒
臨
写
の
対
象
と
し
て
は
︑
舶
載
書
画

と
来
舶
清
人
の
書
画
を
区
別
せ
ず
︑
例
え
ば
﹃
縮
図
抜
萃
﹄

②
二
十
二
丁
に
は
来
舶
清
人･

王
克
三
の
画
賛
が
あ
り
︑
筆

の
遣
い
方
を
説
く
内
容
で
あ
る
︒
鉄
翁
は
作
者
の
書
体
も
模

写
し
て
い
る
の
で
︑
書
の
学
習
︑
ま
た
は
賛
文
の
内
容
︑
す

な
わ
ち
詩
や
画
論
な
ど
を
記
録
・
学
習
す
る
な
ど
の
目
的
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
時
期
︑
鉄
翁
は
古
画
模
倣
を
経

て
︑
独
自
の
画
風
を
確
立
し
て
い
る
︒
と
は
い
え
︑
あ
ま
り

新
た
な
表
現
を
追
求
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
︒

（右）図30　
鉄翁《沈周筆古木寒鴉図縮図》

『縮図抜萃』②二十六丁
長崎歴史文化博物館蔵

（左）図31　
沈周《古木寒鴉図》成化8年（1472）
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彼
は
画
面
の
構
成
に
は
さ
ほ
ど
関
心
を
示
さ
な
い
が
︑
賛
に
は
常
に
新
た
な
詩

文
を
求
め
て
い
た
︒
第
二
章
で
紹
介
し
た
漢
詩
と
画
論
の
摘
録
と
同
じ
く
︑
鉄

翁
は
目
に
し
た
作
品
の
賛
か
ら
も
知
識
を
吸
収
し
て
い
た
︒

⑶
縮
図
冊
に
み
る
来
舶
清
人

　
一
方
︑
明
ら
か
に
学
習
目
的
で
は
な
く
︑
備
忘
の
た
め
の
縮
図
も
あ
る
︒
例

え
ば
︑
田
能
村
竹
田
が
鉄
翁
に
贈
っ
た
絵
（﹃
古
今
縮
図
﹄
①
五
丁
（
や
︑
嘉
永

七
年
（
一
八
五
四
（︑
鉄
翁
が
来
舶
清
人･

顔
亮
生
に
請
う
た
梅
図
な
ど
が
写
さ

れ
て
お
り
（﹃
古
今
縮
図
﹄
①
九
丁
（︑
梅
図
の
落
款
に
は
﹁
時
甲
寅
又
七
月
過
門

奉
訪 

鉄
翁
老
禅
師
嘱
写 

改
腕
是
答 

顔
亮
生
﹂
と
書
い
て
あ
る
︒
こ
の
よ
う

に
贈
与
書
画
の
記
録
と
し
て
も
︑
縮
図
が
作
成
さ
れ
て
い
る
︒

　
縮
図
冊
に
は
徐
雨
亭
と
王
克
三
の
作
品
も
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
二
人
と

も
太
平
天
国
の
乱
を
避
け
て
来
日
し
た
文
人
で
あ
り
︑
そ
の
作
品
の
縮
図
の
構

図
か
ら
大
半
は
画
帖
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
︒﹃
古
今
縮
図
﹄
②
に
は

徐
雨
亭
が
長
崎
で
描
い
た
山
水
帖
か
ら
︑
絵
と
落
款
共
に
縮
写
さ
れ
て
い
る
︒

﹃
縮
図
抜
萃
﹄
②
の
三
十
九
丁
と
四
十
丁
に
は
徐
雨
亭
と
王
克
三
の
合
作
帖
か

ら
縮
写
さ
れ
て
い
る
︒
画
題
は
花か

卉き

果か

蔬そ

と
四
君
子
で
あ
る
︒
な
か
に
﹁
雨
亭

作
於
申
江
﹂
の
落
款
が
あ
る
た
め
︑
上
海
で
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒

ま
た
︑
同
じ
く
﹃
縮
図
抜
萃
﹄
②
の
四
十
五
丁
と
四
十
六
丁
に
も
二
人
の
山
水

合
作
帖
か
ら
縮
写
さ
れ
て
い
る
︒﹁
丁
卯
秋
月
写
於
申
江
応
木
下
瓊
江
先
生
雅

属
即
希
方
家
正
之 

徐
雨
亭
﹂
と
﹁
内
画
冊
幀
煩
交
瓊
江
先
生
收
啓 

八
月
下
旬

徐
雨
亭
憲
﹂
の
落
款
と
覚
書
も
き
ち
ん
と
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
画
帖

と
共
に
送
ら
れ
て
き
た
逸
雲
宛
徐
雨
亭
書
簡
の
写
し
も
四
十
八
丁
に
載
せ
ら
れ

て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
徐
雨
亭
と
王
克
三
は
︑
帰
国
し
た
後
も
長
崎
の
文
人

た
ち
と
の
文
通
を
続
け
︑
書
画
を
送
付
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
宛
先
の
木

下
逸
雲
は
︑
こ
の
二
人
の
作
品
を
高
く
評
価
し
︑
か
つ
て
倉
野
篁
園
に
以
下
の

よ
う
に
語
っ
て
い
た
︒

　
今
や
支
那
の
内
乱
避
て
滞
崎
す
る
舶
客
中
︑
文
人
墨
客
と
称
す
べ
き
者
︑

王
克
三
︑
除マ

マ

雨
亭
の
二
人
あ
り
︒
克
三
は
儒
者
に
し
て
︑
稼
圃
以
来
の
能

書
︑
而
し
て
猶
ほ
能
く
一
家
の
梅
を
画
く
︒
雨
亭
は
朱
文
光
同
門
の
人
に

し
て
︑
水
墨
山
水
得
意
と
し
て
︑
浅
絳
の
着
色
を
も
喜
ば
す
︒
子
其
れ
余

輩
の
画
数
幀
を
求
め
ん
よ
り
は
︑
宜
く
彼
れ
に
就
て
随
意
の
筆
を
乞
は
ば
︑

以
て
後
世
の
宝
と
為
す
に
足
ら
ん
と
︒（﹃
鉄
翁
画
談
﹄（

　
こ
れ
を
受
け
て
篁
園
は
翌
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
（
春
長
崎
に
赴
き
︑
王
克
三

に
絖
本
二
幀
を
求
め
︑
徐
雨
亭
に
明
紙
巨
幅
二
枚
を
請
う
た
︒
後
に
鉄
翁
は
徐

雨
亭
の
二
幅
を
観
る
機
会
を
得
て
︑﹁
禅
師
曰
く
︑
我
れ
雨
亭
の
画
を
見
る
こ
と

少
か
ら
ず
と
雖
ど
も
︑
未
だ
曾
て
高
尚
と
称
す
る
に
足
る
者
あ
る
を
見
ず
︒
然

る
に
此
二
大
幅
は
頗
る
意
を
注
ぎ
て
こ
れ
を
写
出
し
︑
稀
有
の
大
景
中
一
筆
の

滞
気
あ
る
を
見
ず
︒﹂（﹃
鉄
翁
画
談
﹄（
と
評
し
て
い
た
︒
ま
た
同
席
の
門
人･

養

浩
（
松
浦
屋
勘
兵
衛
（
も
鑑
識
眼
の
持
ち
主
で
あ
り
︑
同
じ
意
見
を
述
べ
て
い
た
︒
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し
た
が
っ
て
︑
縮
図
冊
に
み
る
徐
雨
亭
・
王
克
三
作
品
の
縮
臨
は
︑
傾
慕
に

よ
る
学
習
の
た
め
︑
と
い
う
よ
り
︑
往
来
の
記
録
と
し
て
残
し
て
い
た
と
読
み

取
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒

　
来
舶
清
人
の
小
品
の
記
録
は
他
に
も
数
点
あ
る
︒﹃
古
今
縮
図
﹄
①
の
十
丁

に
は
林り

ん

夢む

龍り
ゆ
う・

王
蘭
亭
・
鈕

ち
ゆ
う

心し
ん

園え
ん

・
顔
亮
生
の
題
と
款
が
記
録
さ
れ
て
お
り
︑

﹁
己
酉
春
仲
﹂﹁
己
酉
花
月
﹂
な
ど
か
ら
は
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
（
二
月
と
分
か

る
︒
ま
た
顔
亮
生
の
題
の
上
に
鉄
翁
は
﹁
合
作
題
字
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
絵
画

の
内
容
も
作
者
も
不
明
だ
が
︑
題
か
ら
は
絵
の
題
材
が
四
君
子
で
あ
る
と
推
測

で
き
る
︒
書
画
会
で
揮
毫
さ
れ
た
も
の
の
可
能
性
も
あ
り
︑
ま
た
唐
館
の
在
館

者
た
ち
が
共
に
題
字
を
記
し
て
日
本
人
に
贈
与
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ

る
︒
ま
た
同
冊
の
二
十
七
丁
に
は
林
夢
龍
・
顧こ

子し

翼よ
く

・
陳ち

ん

吉き
つ

人じ
ん

・
傅ふ

雲う
ん

濤と
う

・
奚け

い

梅ば
い

の
款
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
い
ず
れ
も
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
（
三
月
の
も
の
で

あ
る
︒
こ
こ
で
は
十
丁
と
異
な
り
︑
画
賛
の
内
容
が
省
略
さ
れ
︑
款
識
の
み
が

記
録
さ
れ
て
い
る
︒
鉄
翁
は
︑
揮
毫
者
の
顔
ぶ
れ
が
気
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
︒

　
席
書
や
合
作
幅
だ
け
で
は
な
く
︑
来
舶
清
人
が
舶
来
の
書
画
を
鑑
賞
し
て
書

い
た
題
記
も
鉄
翁
は
記
録
し
て
い
る
︒
嘉
永
四
年
正
月
︑
銭
少
虎
と
陳
逸
舟
は

揚
州
八
怪
の
一
人
・
華か

喦が
ん

（
一
六
八
二
︱
一
七
五
六
（
の
あ
る
絵
に
題
を
揮
毫
し

た
︒
絵
の
正
体
は
不
明
だ
が
︑
二
人
の
題
の
み
が
﹃
古
今
縮
図
﹄
①
二
十
五
丁

と
三
十
七
丁
に
写
さ
れ
て
い
る
︒
鉄
翁
は
明
ら
か
に
作
品
よ
り
題
の
ほ
う
に
関

心
を
持
ち
︑
二
回
も
写
し
て
い
る
︒
三
十
七
丁
で
は
銭
少
虎
題
箋
の
﹁
辛
亥
﹂

や
﹁
穀
﹂
の
字
を
再
三
書
い
て
い
る
た
め
︑
書
を
練
習
し
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒

　
鉄
翁
の
縮
図
冊
を
通
じ
て
︑
当
時
の
長
崎
に
お
け
る
書
画
交
遊
の
一
隅
を
窺

う
こ
と
が
で
き
た
︒
縮
図
を
写
し
︑
作
品
を
記
録
す
る
こ
と
は
︑
必
ず
し
も
書

画
を
学
習
す
る
た
め
で
は
な
く
︑
記
録
が
目
的
の
場
合
も
あ
り
︑
ま
た
は
風
流

を
見
習
う
の
が
目
的
の
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
︒

ま
と
め

　
鉄
翁
祖
門
は
江
稼
圃
に
師
事
し
た
も
の
の
︑
師
の
画
風
は
あ
ま
り
取
り
入
れ

て
お
ら
ず
︑
倪
瓚
・
黄
公
望
の
画
法
を
ベ
ー
ス
に
し
た
様
式
は
︑
む
し
ろ
新
安

派
と
共
通
す
る
趣
が
あ
り
︑
さ
ら
に
は
呉
派
の
雅
趣
を
も
汲
み
取
っ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
鉄
翁
の
画
風
の
好
み
は
︑
縮
図
冊

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑
彼
が
南
宗
画
を
大
量
に
鑑
賞
し
て
き
た
こ
と
に
由
来

す
る
の
で
あ
ろ
う
︒

　
一
方
︑
鉄
翁
の
縮
図
冊
に
は
︑
師
の
江
稼
圃
が
属
す
る
四
王
派
へ
の
関
心
も

少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
︒
四
王
派
の
作
品
や
︑
画
家
の
伝
記
な
ど
を
学
習
し

て
い
た
こ
と
は
縮
図
冊
を
通
じ
て
確
認
で
き
る
︒
し
か
し
江
稼
圃
の
指
導
に

従
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
鉄
翁
は
倣
古
︑
す
な
わ
ち
古
代
大
家
の
筆
法

を
模
倣
す
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
興
味
を
示
さ
ず
︑
晩
年
の
作
品
で
は
韻
致
の
表

現
を
中
心
に
︑
南
宗
画
の
精
神
性
を
求
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
に
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よ
っ
て
到
達
し
た
独
自
の
画
風
に
は
︑
疎
放
な
湿
筆
︑
大
面
積
の
墨
塗
り
︑
全

体
的
に
淡
い
色
表
現
な
ど
︑
中
国
南
宗
画
と
は
や
や
異
な
り
︑
日
本
南
画
の
特

徴
も
示
さ
れ
て
い
る
︒
同
様
の
特
徴
は
︑
鉄
翁
以
降
の
南
画
に
も
し
ば
し
ば
確

認
で
き
る
︒

　
鉄
翁
の
画
業
を
支
え
た
重
要
な
基
盤
は
︑
一
つ
は
来
舶
清
人･

江
稼
圃
と
の

直
接
的
な
交
流
︑
も
う
一
つ
は
長
崎
に
お
け
る
豊
富
な
書
画
資
源
と
情
報
で

あ
っ
た
︒
縮
図
冊
に
記
録
さ
れ
て
い
る
書
画
の
内
容
を
整
理
・
分
析
す
る
こ
と

で
︑
十
九
世
紀
中
期
以
降
︑
明
末
以
降
の
南
宗
画
が
日
本
に
大
量
輸
入
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
幕
末
に
は
︑
長
崎
と
江
南
地
方
と
の
交
流
が
活
発
化
し

て
︑
同
時
代
作
家
の
作
品
も
多
く
伝
来
し
て
い
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
来
舶
清

人
に
教
わ
っ
た
知
識
や
情
報
を
︑
実
見
し
た
作
品
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
︒
縮
図
冊
に
は
︑
画
論
や
画
譜
の
学
習
の
跡
も
少
し
確
認
で
き

る
が
︑
実
作
品
の
鑑
賞
に
よ
る
学
習
が
最
も
主
要
な
手
段
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
︒
舶
載
作
品
の
主
要
な
も
の
は
︑
も
ち
ろ
ん
二
︑
三
流
の
画
家
の
作
品
で

あ
り
︑
贋
作
も
多
く
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
清
王
朝
の
崩

壊
に
よ
っ
て
帝
室
収
蔵
が
流
出
す
る
前
の
時
期
︑
清
に
お
い
て
も
民
間
の
画

人
・
文
人
が
目
に
で
き
る
書
画
の
範
囲
は
か
な
り
狭
か
っ
た
は
ず
だ
︒
し
た

が
っ
て
︑
鉄
翁
が
実
見
し
た
舶
載
作
品
の
内
容
は
︑
彼
が
学
習
し
た
い
わ
ゆ
る

二
︑
三
流
の
中
国
画
家
た
ち
が
観
て
い
た
書
画
作
品
の
内
容
と
︑
そ
れ
ほ
ど
変

わ
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
︒

　
画
法
や
画
面
表
現
の
学
習
の
ほ
か
︑﹃
佩
文
斎
書
画
譜
﹄
な
ど
類
書
も
利
用
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
縮
図
冊
を
通
じ
て
確
認
で
き
る
︒
画
賛
に
使
わ
れ
る
詩
や
画

論
を
あ
ら
か
じ
め
摘
録
し
て
お
く
こ
と
︑
そ
し
て
抄
写
と
い
う
行
為
自
体
も
︑

賛
文
の
内
容
を
吟
味
す
る
作
業
と
な
っ
た
だ
ろ
う
︒
鉄
翁
が
漢
文
を
書
け
た
と

い
う
証
拠
は
管
見
の
限
り
確
認
で
き
ず
︑
お
そ
ら
く
読
解
し
か
で
き
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
漢
詩
を
作
る
こ
と
も
で
き
な
い
︒

そ
の
た
め
自
作
の
題
は
︑
類
書
か
ら
抄
出
し
た
詩
や
画
論
を
借
用
す
る
し
か
な

い
︒
類
書
を
使
っ
て
文
人
と
し
て
の
教
養
不
足
を
補
い
︑
詩
書
画
一
体
の
文
人

絵
画
を
制
作
す
る
こ
と
は
︑
一
般
的
な
手
段
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
田
能
村
竹
田

の
よ
う
な
漢
詩
も
よ
く
す
る
画
人
は
︑
あ
く
ま
で
も
少
数
で
あ
る
︒

　
鉄
翁
の
縮
図
冊
に
み
る
来
舶
清
人
と
の
交
流
は
一
端
に
過
ぎ
な
い
が
︑
そ
の

頻
度
や
自
由
度
は
︑
十
八
世
紀
の
そ
れ
を
遥
か
に
越
え
て
い
る
︒
十
九
世
紀
の

長
崎
に
お
け
る
来
舶
清
人
と
の
書
画
交
遊
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
り
た
い
が
︑

少
な
く
と
も
鉄
翁
の
場
合
に
は
︑
来
舶
清
人
の
書
画
を
盲
目
的
に
崇
め
る
こ
と

や
︑
そ
の
反
発
と
し
て
貶
す
な
ど
︑
十
八
世
紀
に
よ
く
見
ら
れ
た
来
舶
清
人
へ

の
評
価
を
め
ぐ
る
葛
藤
が
な
い
︒
徐
雨
亭
の
作
品
に
対
す
る
評
価
︑
徐
雨
亭
・

王
克
三
が
帰
国
し
た
後
も
持
続
し
て
い
た
文
通
と
書
画
贈
答
を
見
る
と
︑
鉄
翁

と
来
舶
清
人
と
の
交
友
関
係
は
対
等
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

　
作
品
と
縮
図
資
料
を
比
較
す
る
こ
と
で
︑
鉄
翁
が
最
新
の
明
清
画
を
熱
心
に

勉
強
し
な
が
ら
︑
自
分
な
り
の
理
解
も
加
え
て
画
法
を
吸
収
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
︒
そ
れ
で
も
︑
南
宗
画
と
い
う
高
く
掲
げ
る
理
想
を
目
指
し
つ
つ
も
︑

到
底
︑
前
人
の
表
現
の
領
域
を
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
一
方
︑
そ
の
よ
う
な
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彼
が
高
名
を
得
た
の
は
︑
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
立
ち
位
置
と
も
関
係

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
鉄
翁
に
入
門
し
た
数
多
く
の
遊
学
者
た
ち
が
︑
鉄

翁
の
名
を
全
国
へ
広
め
た
︒
し
か
し
遊
学
者
た
ち
が
長
崎
に
長
旅
を
し
て
ま
で

求
め
た
の
は
︑
鉄
翁
の
画
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
長
崎
に
あ
る
豊
か
な

書
画
資
源
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
彼
ら
は
お
そ
ら
く
鉄
翁
と
同
じ
方
法

で
書
画
を
学
習
し
︑
ま
た
同
様
の
作
品
を
観
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
換
言
す
れ

ば
︑
遊
学
者
が
長
崎
で
得
た
情
報
︑
観
た
書
画
の
内
実
︑
彼
ら
が
長
崎
ま
で
足

を
運
ん
で
求
め
た
こ
と
を
︑
鉄
翁
の
例
を
通
じ
て
一
瞥
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
縮
図
冊
は
単
な
る
一
画
人
の
私
的
な
記
録
で
は
な
く
︑
幕
末
の

長
崎
に
お
け
る
中
国
画
の
流
通
状
況
を
示
す
一
つ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
理

解
し
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
︒

　
こ
の
意
味
で
︑
長
崎
と
い
う
開
か
れ
た
空
間
の
中
で
︑
幕
末
に
は
中
国
江
南

地
域
に
近
似
す
る
書
画
空
間
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
中
国
へ
の

渡
航
が
不
自
由
な
時
期
に
︑
中
国
の
画
学
︑
特
に
南
宗
画
の
正
確
な
知
識
を
蓄

え
る
こ
と
が
で
き
た
場
所
は
︑
異
文
化
と
の
境
目
が
曖
昧
な
長
崎
で
あ
っ
た
︒

田
能
村
竹
田
が
提
起
し
た
長
崎
派
の
内
実
と
位
置
付
け
を
理
解
す
る
た
め
に
︑

こ
の
よ
う
な
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
な
書
画
空
間
の
実
像
を
さ
ら
に
解
明
す
る
必
要
が

あ
る
︒
舶
載
書
画
の
流
通
の
他
に
︑
来
舶
清
人
を
め
ぐ
る
交
遊
活
動
︑
及
び
長

崎
遊
学
者
の
移
動
に
み
る
長
崎
と
中
央
・
地
方
画
壇
と
の
関
連
も
視
野
に
入
れ
︑

三
都
に
対
す
る
長
崎
画
壇
の
位
置
付
け
を
再
考
す
る
こ
と
は
︑
中
央
画
壇
の
外

部
か
ら
の
視
点
を
新
た
に
発
見
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
︑
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒
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を
繞
る

人
々 

其
の
一
~
四
﹂（﹃
長
崎
談
叢
﹄
第
二
十
三
︑
二
十
六
︱
二
十
八
輯
︑
一
九
三
八
︱

一
九
四
一
年
（︒

（
（
（ 

鶴
田
武
良
﹁
研
究
資
料 

鉄
翁 

逸
雲 

湘
颿
に
つ
い
て
﹂︑﹃
國
華
﹄
第
一
〇
九
八
号
︑

一
九
八
六
年
︒
鶴
田
武
良
﹁
研
究
資
料 

校
刊
「
鉄
翁
書
簡
・
附
鉄
翁
宛
書
簡
」﹂﹃
美
術

研
究
﹄（
三
四
一
（︑
一
九
八
八
年
︒
ま
た
﹃
國
華
﹄
で
は
二
点
の
鉄
翁
筆
︽
春
景
山
水

図
︾（
第
四
九
七
︑
六
〇
七
号
（
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

（
（
（ 

前
掲
永
見
徳
太
郎
﹃
長
崎
の
美
術
史
﹄︑
九
四
頁
︒
家
業
が
紺
屋
で
あ
る
記
録
は
︑
他

に
未
見
で
あ
る
︒
杉
原
夷
山
﹁
長
崎
の
三
大
家
﹂（﹃
書
畫
骨
董
雑
誌
﹄
七
三
︱
七
五
（

で
は
家
業
が
桶
屋
で
あ
る
と
書
い
て
あ
る
︒
な
お
︑
鉄
翁
の
生
家
は
長
崎
県
西
彼
杵
郡

野
母
村
に
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
（
前
掲
林
源
吉
﹁
畫
僧
鐵
翁
と
漁
村
野
母
﹂（︒

（
（
（ 

﹁
大
光
寺
過
去
帳
﹂:
寛
政
四
壬
子 

正
月
七
日 

一
玅
念 

銀
屋
町

　
日
高
三
五
良
祖
母

／
寛
政
十
三
辛
丑 

正
月
廿
二
日 

一
普
念 

磨
屋
町 

日
高
勘
右
衛
門
事
（
渡
辺
庫
輔

﹃
祖
門
鐵
翁
﹄
か
ら
引
用
（︒

（
（
（ 
同
上
︒

（
（1
（ 

江
稼
圃
に
師
事
︑
花
鳥
・
山
水
に
長
じ
る
︒
前
掲
古
賀
十
二
郎
﹃
長
崎
画
史
伝
﹄︑
二

三
九
頁
を
参
照
︒

（
（（
（ 

妙
玄
が
法
名
で
あ
る
こ
と
は
︑
後
述
石
崎
融
思
筆
﹁
華
岳
山
小
景
図
﹂
に
よ
っ
て
分
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か
る
︒

（
（（
（ 
天
保
四
年
鉄
翁
が
彫
っ
た
春
徳
寺
世
代
図
に
よ
る
と
︑
鉄
翁
は
第
十
五
世
で
あ
る
︒

越
中
哲
也
編
﹃
長
崎
春
徳
寺
史
﹄
私
家
本
︑
一
九
八
一
年
︑
三
四
頁
︒

（
（（
（ 

同
上
︒

（
（（
（ 

小
原
克
紹
著
︑
森
永
種
夫
校
訂
﹃
続
長
崎
実
録
大
成
﹄
巻
六
﹁
寺
院
経
営
之
部 

下
﹂︑

﹃
長
崎
文
献
叢
書 
第
（
集 

第
（
巻
﹄
長
崎
文
献
社
︑
一
九
七
四
年
︑
一
二
七
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
鶴
田
武
良
﹁
研
究
資
料 

鉄
翁 

逸
雲 

湘
颿
に
つ
い
て
﹂︒

（
（（
（ 

前
掲
増
田
廉
吉
﹁
畫
人
鐵
翁
を
繞
る
人
々 

其
の
一
~
四
﹂︒

（
（（
（ 

長
崎
市
立
博
物
館
編
﹃
長
崎
市
立
博
物
館
資
料
図
録
Ⅵ
︱
︱
所
蔵
名
品
編
﹄
長
崎
市

立
博
物
館
︑
一
九
九
八
年
︑
一
〇
八
頁
︒

（
（（
（ 

御
薗
生
翁
甫
編
﹃
防
府
史
料 

第
七
輯
﹄
防
府
史
料
保
存
会
︑
一
九
六
三
年
︑
一
頁
︒

（
（（
（ 

原
文
は
倉
野
煌
園
﹃
鉄
翁
画
談
﹄（
鴻
盟
社
︑
一
八
八
五
年
（
を
参
照
︒

（
（1
（ 

前
掲
倉
野
煌
園
﹃
鉄
翁
画
談
﹄︒

（
（（
（ 

藤
岡
作
太
郎
﹃
近
世
絵
画
史
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑
一
九
八
三
年
︑
一
九
七
頁
︒

（
（（
（ 

﹃
墨
林
今
話
﹄
の
版
本
と
編
集
に
つ
い
て
は
賴
毓
芝
︽
從
︿
墨
林
今
話
﹀
的
編
輯
看
明

治
初
年
中
日
文
化
圈
的
往
來
︾（︽
美
術
史
研
究
集
刊
︾
第
二
七
期
︑
二
〇
〇
九
年
（
を

参
照
︒

（
（（
（ 

長
崎
県
立
美
術
館
編
﹃
唐
絵
目
利
と
同
門
﹄︑
長
崎
県
教
育
委
員
会
︑
一
九
九
八
年
︑

七
一
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
古
賀
十
二
郎
﹃
長
崎
画
史
彙
伝
﹄︑
二
四
七
頁
︒

（
（（
（ 

若
木
太
一
ほ
か
執
筆
︑
植
松
有
希
編
﹃
小
西
家
所
蔵
・
南
画
家
木
下
逸
雲
資
料
目
録
﹄︑

調
査
報
告
︑
二
〇
一
二
年
︑
粉
本
・
人
物
図
（（
︒

（
（（
（ 

渡
辺
庫
輔
﹃
鐵
翁
逸
雲
梧
門
梅
泉
墨
酣
年
譜
﹄︒

（
（（
（ 

前
掲
倉
野
煌
園
﹃
鉄
翁
画
談
﹄︒

（
（（
（ 

江
稼
圃
の
生
涯
と
渡
日
経
歴
に
つ
い
て
︑
唐
権
﹁
蘇
州
江
氏
家
族
来
舶
清
人
考
︱
︱

稼
圃
︑
芸
閣
︑
星
畬
的
生
平
與
赴
日
経
歴
﹂（
金
程
宇
編
﹃
域
外
漢
籍
研
究
集
刊
﹄
第
二

十
四
輯
︑
中
華
書
局
︑
二
〇
二
二
年
（
を
参
照
︒

（
（（
（ 

古
原
宏
伸
﹁
波
濤
を
越
え
て
﹂
渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館
﹃
橋
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

中
国

の
絵
画
︱
︱
来
舶
画
人
﹄
渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館
︑
一
九
八
六
年
︑
一
六
︱
一
九
頁
︒

（
（1
（ 

森
鷗
外
﹁
伊
澤
蘭
軒
﹂﹃
鷗
外
全
集 

第
十
七
巻
﹄︑
岩
波
書
店
︑
一
九
七
三
年
︑
二
二

二
頁
︒

（
（（
（ 

金
井
俊
行
﹃
増
補
長
崎
略
史 

第
六
巻
﹄
長
崎
市
役
所
編
﹃
長
崎
叢
書
（
下
（﹄
原
書

房
︑
一
九
七
三
年
︑
二
六
七
頁
︒
梅
泉
は
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
（
十
六
歳
で
稽
古
通

事
と
な
り
（
宮
田
安
﹃
唐
通
事
家
系
論
攷
﹄
長
崎
文
献
社
︑
一
九
七
九
年
︑
二
二
一
頁
（︑

江
稼
圃
に
入
門
し
た
の
は
十
九
歳
か
ら
二
十
五
歳
︑
す
な
わ
ち
江
稼
圃
が
初
め
て
来
朝

し
た
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
（
か
ら
文
化
七
年
の
間
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
︒
大

田
南
畝
が
︑
長
崎
に
支
配
勘
定
と
し
て
着
任
し
た
文
化
元
年
に
江
稼
圃
と
知
り
合
い
に

な
っ
た
（﹁
瓊
浦
雜
綴
﹂
濱
田
義
一
郎
編
﹃
大
田
南
畝
全
集 

第
八
巻
﹄
岩
波
書
店
︑
一

九
八
六
年
︑
五
一
五
頁
（
こ
と
か
ら
︑
南
畝
と
も
親
交
す
る
梅
泉
が
︑
こ
の
時
に
江
稼

圃
に
入
門
し
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
︒

（
（（
（ 

例
え
ば
遊
竜
梅
泉
を
邦
彦
に
間
違
え
た
り
︑
鉄
翁
が
邦
彦
か
ら
江
稼
圃
の
画
法
を
得

た
り
し
た
こ
と
な
ど
（
前
掲
古
賀
十
二
郎
﹃
長
崎
画
史
彙
伝
﹄
二
四
七
頁
（︒
ま
た
陳
逸

舟
の
師
王
源
に
つ
い
て
︑
清
画
家
に
は
同
名
の
人
物
が
二
人
い
る
が
︑
い
ず
れ
も
王
翬

と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
（
兪
剣
華
編
﹃
中
国
美
術
家
人
名
辞
典
﹄
上
海
人
民
美
術
出

版
社
︑
二
〇
〇
九
年
︑
一
一
五
頁
（︒

（
（（
（ 

前
掲
渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館
﹃
橋
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

中
国
の
絵
画
︱
︱
来
舶
画
人
﹄

図
（（
︒

（
（（
（ 

前
掲
古
賀
十
二
郎
﹃
長
崎
画
史
彙
伝
﹄
二
三
二
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
永
見
徳
太
郎
﹃
長
崎
の
美
術
史
﹄
二
三
七
頁
︒

（
（（
（ 

米
沢
嘉
圃
﹁
江
稼
圃
筆 

倣
黄
公
望
山
水
図
﹂﹃
國
華
﹄
第
九
三
九
号
︑
一
九
七
一
年
︒

（
（（
（ 
前
掲
鶴
田
武
良
﹁
研
究
資
料 

鉄
翁 

逸
雲 

湘
颿
に
つ
い
て
﹂︒

（
（（
（ 
恩
賜
京
都
博
物
館
編
﹃
長
崎
派
写
生
・
南
宗
名
画
選
﹄（
便
利
堂
︑
一
九
三
九
年
（
で

は
︽
青
緑
山
水
図
︾
と
題
す
る
︒

（
（（
（ 

長
崎
県
立
美
術
博
物
館
﹃
長
崎
を
訪
れ
た
中
国
人
の
絵
画
﹄
長
崎
県
立
美
術
博
物
館
︑
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一
九
八
三
年
︑
江
蘇
（‒

（
︒

（
（1
（ 
例
え
ば
前
掲
﹃
長
崎
派
写
生
・
南
宗
名
画
選
﹄
所
収
の
︽
溪
山
飛
泉
図
︾（
無
紀
年
（

と
︽
山
水
図
︾（
嘉
慶
二
十
二
年
︑
一
八
一
七
（
が
あ
る
︒

（
（（
（ 

古
賀
十
二
郎
が
言
及
し
た
木
下
家
の
鉄
翁
粉
本
は
︑
署
名
が
な
い
た
め
今
回
は
論
外

に
す
る
（
前
掲
古
賀
十
二
郎
﹃
長
崎
画
史
彙
伝
﹄
二
四
七
頁
（︒

（
（（
（ 

前
田
淑
﹃﹁
鉄
翁
画
談
﹂
と
倉
野
煌
園
﹄
勉
誠
社
︑
一
九
八
二
年
︑
一
九
六
頁
︒

（
（（
（ 

相
馬
九
方
（
一
八
〇
一
︱
一
八
七
九
︑
名
は
肇
︑
字
は
元
基
（
は
讃
岐
出
身
︑
和
泉

岸
和
田
藩
校
﹁
講
習
館
﹂
で
教
授
を
務
め
た
儒
者
で
あ
る
︒

（
（（
（ 

﹃
鉄
翁
画
談
﹄
で
は
︑
黄
慎
の
作
品
に
言
及
し
て
い
る
︒

（
（（
（ 

前
掲
鶴
田
武
良
﹁
研
究
資
料 

校
刊
「
鉄
翁
書
簡
・
附
鉄
翁
宛
書
簡
」﹂︑
四
︒

（
（（
（ 

﹃
佩
文
斎
画
説
輯
要
﹄
に
は
張
懐
の
画
論
が
収
録
さ
れ
て
い
な
い
た
め
︑
鉄
翁
は
こ
の

摘
録
本
で
は
な
く
元
の
﹃
佩
文
斎
書
画
譜
﹄
を
使
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
︒

（
（（
（ 

脇
本
十
九
郎
﹁
探
幽
縮
図
に
つ
い
て
﹂﹃
美
術
研
究
﹄（
四
（︑
一
九
三
二
年
︒

（
（（
（ 

同
上
︒

（
（（
（ 

王
寅
を
除
外
し
た
理
由
は
後
文
で
触
れ
る
︒
ま
た
付
録
﹁
鉄
翁
筆
縮
図
冊
所
見
作

品
﹂
で
は
同
じ
理
由
で
王
寅
を
来
舶
中
国
人
か
ら
除
外
し
た
︒

（
（1
（ 

宗
像
晋
作
﹁
高
橋
草
坪
の
山
水
画
︱
︱
明
清
画
受
容
の
一
様
相
﹂
出
光
美
術
館
編
﹃
出

光
美
術
館
研
究
紀
要
﹄
第
十
八
号
︑
二
〇
一
二
年
︒

（
（（
（ 

杉
本
欣
久
﹁
江
戸
後
期
の
「
展
観
録
」
と
「
款
録
」
に
み
る
中
国
書
画
﹂
黒
川
古
文

化
研
究
所
編
﹃
古
文
化
研
究
:
黒
川
古
文
化
研
究
所
紀
要
﹄（
十
二
（︑
二
〇
一
三
年
︒

（
（（
（ 

同
上
︒

（
（（
（ 

前
掲
古
賀
十
二
郎
﹃
長
崎
画
史
彙
伝
﹄︑
五
四
五
頁
︒

（
（（
（ 

鈴
木
敬
編
﹃
中
國
繪
畫
總
合
圖
録 

第
四
巻 

日
本
篇
Ⅱ 

寺
院
・
個
人
﹄
東
京
大
学
出

版
会
︑
一
九
八
三
年
︑JP（（ –11（

︒

（
（（
（ 

渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館
﹃
中
国
絵
画
を
た
の
し
む
︱
︱
橋
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中
心

に
﹄
渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館
︑
一
九
九
八
年
︑
図
（（
︒

図
版
出
典
一
覧

図
（

　
鉄
翁
︽
水
墨
山
水
図
︾:
春
徳
寺
蔵
︑
筆
者
撮
影
︒

図
（

　
鉄
翁
︽
西
山
記
︾:
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
︒

図
（

　
鉄
翁
︽
浅
絳
山
水
図
︾:
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
︒

図
（ 

鉄
翁
︽
浅
絳
山
水
図
︾:
豊
後
日
田
町
千
原
家
所
蔵
品
入
札
︑
東
京
文
化
財
研
究
所
売

立
目
録
ア
ー
カ
イ
ブ
︑
美
研‒1（（（  11（（

︒

図
（ 

鉄
翁
︽
着
色
松
林
滝
山
水
図
︾:
高
松
市
塩
田
氏
所
蔵
品
入
札
︑
東
京
文
化
財
研
究
所

売
立
目
録
ア
ー
カ
イ
ブ
︑
美
研‒1（（（  11（（

︒

図
（

　
鉄
翁
︽
山
水
図
︾:
長
崎
歴
史
文
化
博
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付録　鉄翁筆縮図冊所見作品
【凡例】　▲：日本人　●：来舶中国人　〇：部分的な縮図あり　◎：完全な縮図あり　□：判読不能　字：判読不確実

A：古今書画縮図（古今縮図①）　B：古今書画縮図（古今縮図②）　C：縮図抜萃（縮図抜萃①）　D：画論抜萃山水花卉
縮図（縮図抜萃②）

位置 作品内容 縮図 作品年代 作者 生卒［来朝時期］ 出身／居住地
（ A 三ウ 花卉 〇 （（（（ 顧原 浙江紹興
（ A 四ウ 蘭か （（（（ 山田梅村▲ （（（（–（（（（ 伊予国
（ A 五オ 花卉（鉄翁に贈る） 〇 江戸、（（世紀 田能村竹田▲ （（（（–（（（（ 豊後国
（ A 五オ 花卉か 江戸 松山陶鴻▲
（ A 六オ 果蔬（菜根図） ◎ 清、（（世紀 高鳳翰 （（（（–（（（（ 山東／江蘇揚州
（ A 六オ 果蔬（九華図） ◎ 清、（（世紀 高鳳翰 （（（（–（（（（ 山東／江蘇揚州
（ A 七オ 山水（弁峯秋霽図） ◎ 元 倪瓚 （（1（–（（（（ 江蘇無錫
（ A 七ウ 果蔬（丹荔図） ◎ 清、（（世紀 高鳳翰 （（（（–（（（（ 山東／江蘇揚州
（ A 八オ 果蔬（倣十竹齋） ◎ 清、（（世紀 高鳳翰 （（（（–（（（（ 山東／江蘇揚州
（1 A 九ウ 梅（鉄翁に贈る） ◎ （（（（ 顔亮生● ［（（（（–安政頃］

（（ A 一〇オ 書 江稼圃● （（（（–（（（（
［（（1（–文政頃］ 江蘇蘇州

（（ A 一〇ウ 合作題字 （（（（ 林夢龍●
（（ A 一〇ウ 蘭竹芝 （（（（ 華昆田● ［（（（（–（（（（頃］
（（ A 一〇ウ 合作題字 （（（（ 王蘭亭● ［（（（（–（（（（］
（（ A 一〇ウ 合作題字 （（（（ 鈕心園● ［（（（1–（（（1］
（（ A 一一オ 合作題字 （（（（ 顔亮生● ［（（（（–安政頃］
（（ A 一二オ 花か 〇 清、（（世紀 楊覚三● ［天保頃］ 江蘇蘇州
（（ A 一二オ 花 清、（（世紀 沈萍香● ［（（（（–（（（（］ 江蘇蘇州
（（ A 一三ウ 竹（倣李夫人） 清、（（世紀 夏東旭 江蘇蘇州
（1 A 一四オ 蘭 （（（（ 庭洵
（（ A 一四ウ 蘭竹霊芝図 蒲郎
（（ A 一四ウ 書 槑村生
（（ A 一四ウ 書 竹庵主人
（（ A 一五ウ 蘭か（倣陳淳） 淵泉
（（ A 一五ウ 蘭か 鉄丹
（（ A 一六オ 水仙か 清、（（世紀 木庵● （（（（–（（（（ 福建晋江
（（ A 一六オ 蓮か（倣王武） 抔華
（（ A 一七オ 山水 〇 明 張翬 江蘇太倉
（（ A 一八オ 題跋か 泰圃
（1 A 一八オ 米法水墨山水 清、（（世紀 費晴湖● ［安永頃–（（（（］ 浙江湖州
（（ A 一八オ 牡丹 清、（（–（（世紀 孫桐
（（ A 一八ウ 花卉 〇 馮宗海
（（ A 一八ウ 山水 田浩
（（ A 一九オ 山水 〇 （（（（ 葉道本 江蘇湖北

（（ A 一九ウ 山水 ◎ （（1（ 江稼圃● （（（（–（（（（
［（（1（–文政頃］ 江蘇蘇州

（（ A 二一オ 書 清、（（世紀 沈萍香● ［（（（（–（（（（］
（（ A 二一ウ 雲樵図 明 王問 （（（（–（（（（ 江蘇無錫
（（ A 二一ウ 梅か 元 王冕 （（（（–（（（（
（（ A 二一ウ 蓮か 清、（（世紀 費晴湖● ［安永頃–（（（（］ 浙江湖州

（1 A 二三オ 自題か 清、（（世紀 江稼圃● （（（（–（（（（
［（（1（–文政頃］ 江蘇蘇州

（（ A 二四オ 竹（倣管道昇） （（（（ 陳逸舟● ［（（（（–嘉永頃］ 浙江
（（ A 二五オ 華喦画題筌 （（（（ 錢少虎● ［（（（（–（（（1］
（（ A 二五オ 華喦画題跋 （（（（ 陳逸舟● ［（（（（–嘉永頃］ 浙江
（（ A 二六ウ 花卉（臨陳淳） 清、（（世紀 辺寿民か （（（（–（（（（ 江蘇淮安
（（ A 二六ウ 花卉 ◯ 清、（（（（か 陳棠 浙江温嶺
（（ A 二七オ 花卉 ◯ 清、（（世紀 顔亮生● ［（（（（–安政頃］
（（ A 二七オ 梅菊 ◯ （（（（ 陳逸舟● ［（（（（–嘉永頃］ 浙江
（（ A 二七ウ 紫薇花題 清、（（世紀 翟大坤 ？–（（1（ 浙江嘉興／蘇州
（（ A 二七ウ 黃蜀葵題 清、（（世紀 翟大坤 ？–（（1（ 浙江嘉興／蘇州
（1 A 二七ウ （（（（ 林夢龍●
（（ A 二七ウ （（（（ 顧子翼●
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位置 作品内容 縮図 作品年代 作者 生卒［来朝時期］ 出身／居住地
（（ A 二七ウ （（（（ 陳吉人● 江蘇崑山
（（ A 二七ウ （（（（ 林夢龍●
（（ A 二七ウ （（（（ 傅雲涛●
（（ A 二七ウ （（（（ 奚梅●
（（ A 二八オ 山水（倣沈周） ◎ （（（1 陳逸舟● ［（（（（–嘉永頃］ 浙江
（（ A 二八ウ 江戸、（（世紀 田能村竹田▲ （（（（–（（（（ 豊後国
（（ A 二八ウ 江戸、（（世紀 田能村竹田▲ （（（（–（（（（ 豊後国

（（ A 二八ウ 山水 清 華喦 （（（（–（（（（ 福建上杭／浙江
杭州

（1 A 三一オ 山水（模燕文貴） ◎ 清 奚岡 （（（（–（（1（ 浙江杭州
（（ A 三二ウ 山水（黄公望意） 明 藍瑛 （（（（–（（（（ 浙江杭州
（（ A 三三オ 山水（董其昌法） 〇 明、（（世紀 王端 （（（（–（（（（ 浙江平湖
（（ A 三三ウ 花卉 〇 （（（（ 華昆田● ［（（（（–（（（（頃］

（（ A 三四オ 書 （（1（ 江稼圃● （（（（–（（（（
［（（1（–文政頃］ 江蘇蘇州

（（ A 三四オ 山水 清 沈唐 浙江杭州／江蘇
蘇州

（（ A 三四オ 人物か（羅浮仙影） （（（（ 陳逸舟● ［（（（（–嘉永頃］ 浙江
（（ A 三五ウ 竹 〇 清、（（世紀 木庵● （（（（–（（（（ 福建晋江
（（ A 三五ウ 菊 〇 清、（（世紀 木庵● （（（（–（（（（ 福建晋江
（（ A 三六オ 米法山水（鉄翁に贈る） 〇 毛杲●？
（1 A 三七オ 華喦画題筌 （（（（ 錢少虎● ［（（（（–（（（1］
（（ A 三七オ 華喦画題跋 （（（（ 陳逸舟● ［（（（（–嘉永頃］ 浙江
（（ B 一オ 山水 ◎ （（（（ 黄琛 浙江杭州
（（ B 一オ 花卉 ◎ 清、（（世紀 王武 （（（（–（（（1 江蘇蘇州
（（ B 一ウ 山水（黄公望意） 〇 沈惠于 江蘇蘇州か
（（ B 一ウ 明 周之冕 （（（（–？ 江蘇蘇州
（（ B 一ウ 明 董其昌 （（（（–（（（（ 上海松江
（（ B 一ウ 明末か 曹泰然
（（ B 一ウ 梅 □□源 江蘇蘇州
（（ B 二オ 水仙墨梅題 明 文徵明 （（（1–（（（（ 江蘇蘇州
（1 B 二オ 明 文徵明 （（（1–（（（（ 江蘇蘇州
（（ B 二オ 山水か（倣王蒙） 清 欽楫 江蘇蘇州
（（ B 二ウ 山水 ◯ 谿璵
（（ B 三オ 山水 ◎ 明、（（（（か 陳元揆

（（ B 三オ 山水 ◎ （（（（ 李流芳 （（（（–（（（（ 安徽歙県／上海
嘉定

（（ B 三オ 山水 ◎ 清、（（（（か 顧大申 上海松江
（（ B 三ウ 梅（呉鎮意） ◎ （（（（ 王克三● ［（（（（–（（（（］ 浙江乍浦
（（ B 三ウ 米法山水 ◎ （（（（ 徐雨亭● （（（（–？ ［（（（（–（（（（］ 浙江平湖
（（ B 三ウ 山水 ◎ （（（（ 徐雨亭● （（（（–？ ［（（（（–（（（（］ 浙江平湖
（（ B 四オ 山水（倣元人筆意） ◎ 清 沈宗敬 （（（（–（（（（ 上海松江
（1 B 四ウ 山水 〇 張于 江蘇常州
（（ B 五オ 菊 ◎ （（（（ 金俊明 （（1（–（（（（ 江蘇蘇州
（（ B 五オ 花卉（法孫克弘） 〇 許傑
（（ B 五オ 花卉 〇 許傑
（（ B 五ウ 清 汪士鋐 （（（（–（（（（ 江蘇蘇州
（（ B 五ウ ブドウ ◎ （（（（ 魏之璜 （（（（–（（（（ 江蘇南京
（（ B 五ウ 山水 〇 （（（（ 謝谷 江蘇南通
（（ B 五ウ 山水 〇 清 陸遠
（（ B 六オ 山水（董源法） 清、（（世紀 藍瑛 （（（（–（（（（ 浙江杭州
（（ B 六オ 清 李馥堂 四川合川
（11 B 六オ 橫雲□山人

（1（ B 六オ （（（（ 李觶 （（（（–？ 江蘇興化／江蘇
揚州

（1（ B 六ウ 清 孫樹峰 浙江餘姚

（1（ B 六ウ 山水（董源法） （（（（ 査士標 （（（（–（（（（ 安徽休寧／江蘇
揚州

（付録つづき）
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位置 作品内容 縮図 作品年代 作者 生卒［来朝時期］ 出身／居住地

（1（ B 六ウ 清、（（世紀 龔賢 （（（（–（（（（ 江蘇崑山／江蘇
南京

（1（ B 七オ 書か 姚水癡 浙江杭州
（1（ B 七オ 山水（倣董其昌） ◯ 清、（（世紀 朱軒 （（（1–（（（1 上海松江
（1（ B 七オ 山水 ◯ 載峻
（1（ B 八オ 山水 元 倪瓚 （（1（–（（（（ 江蘇無錫
（1（ B 八オ 倪瓚画題跋 （（（（ 呉偉業 （（1（–（（（（ 江蘇崑山
（（1 B 八オ 倪瓚画題跋 （（（（ 陸機
（（（ B 八ウ 書 範長発（柏堂）
（（（ B 八ウ 十五松山房詩冊 清、（（世紀 陸次公
（（（ B 八ウ 十五松山房詩冊題 清、（（世紀 張大鏞か（鹿樵） 江蘇常熟
（（（ B 八ウ 十五松山房詩冊題 清、（（世紀 魏裔介 （（（（–（（（（ 河北柏郷
（（（ B 八ウ 十五松山房詩冊題 清、（（世紀 龔鼎孳 （（（（–（（（（ 安徽合肥
（（（ B 九オ 十五松山房詩冊題 清、（（世紀 施維翰 （（（（–（（（（ 上海松江
（（（ B 九オ 明 倪元璐 （（（（–（（（（ 浙江上虞
（（（ B 九ウ 書 清 顧成天 （（（（–（（（（ 上海

（（（ B 一〇オ～
一一ウ 山水画帖（内四図） ◎ （（（1 奚岡 （（（（–（（1（ 浙江杭州

（（1 B 一二オ 書 李東河
（（（ B 一二オ 書 （（（（ 孫岳頒 （（（（–（（1（
（（（ B 一二ウ 合作竹石図 ◯ （（（（ 馮起震 （（（（–（（（（ 山東益都
（（（ B 一二ウ 合作竹石図 ◯ （（（（ 馮可賓 山東益都
（（（ B 一三オ 山水 ◎ 清 陸灝 上海松江
（（（ B 一三ウ 山水 ◎ 清 韓曠 上海松江
（（（ B 一四オ 山水 ◎ 清 陸坦 上海松江
（（（ B 一四ウ 竹石 ◎ 清 佟国玿
（（（ B 一四ウ 蘭（銭朝鼎法） ◯ 清 完生
（（（ B 一五オ 山水 ◎ 清 石頤 江蘇如皋
（（1 B 一五ウ 書 清 馮汝軾
（（（ B 一五ウ 書 清 楊中訥 （（（（–（（（（ 浙江海寧
（（（ B 一五ウ 花卉 〇 清 蔣廷錫 （（（（–（（（（ 江蘇常熟
（（（ B 一五ウ 花卉か 〇 清 蔣廷錫 （（（（–（（（（ 江蘇常熟
（（（ B 一五ウ 山水（倣倪瓚） 〇 陸華
（（（ B 一五ウ 果物か 〇 清 蔣廷錫 （（（（–（（（（
（（（ B 一六オ 倣管夫人竹窩図 〇 （（1（ 範廷鎮 江蘇常州
（（（ B 一六オ 李道修
（（（ B 一六ウ 花卉 〇 清 蔣廷錫 （（（（–（（（（ 江蘇常熟
（（（ B 一六ウ 山水 〇 陳楙

（（1 B 一六ウ 果物か 〇 明 程嘉燧 （（（（–（（（（ 浙江杭州／上海
嘉定

（（（ B 一六ウ 合作 〇 王広川
（（（ B 一六ウ 合作 〇 潘增潤
（（（ B 一七オ 山水 〇 大□張彦
（（（ B 一七オ 山水（倣趙孟頫） ◎ （（（（ 朱治憪 江蘇常熟
（（（ B 一七オ 明 米萬鐘 （（（1–（（（（ 陝西／北京
（（（ B 一七ウ 錄晋人菊花賦 朱渡
（（（ B 一七ウ 明 趙珣（趙之璧） 福建莆田
（（（ B 一八オ 花卉果蔬画帖か ◯ 朱渡
（（（ B 一八ウ 清、（（世紀 王鐸 （（（（–（（（（ 河南孟津

（（1 B 一八ウ 書 清、（（世紀 鄭燮 （（（（–（（（（ 江蘇興化／江蘇
揚州

（（（ B 一八ウ 書 清 陳鴻寿 （（（（–（（（（ 浙江杭州
（（（ B 一八ウ 清、（（世紀 項聖謨 （（（（–（（（（ 浙江嘉興
（（（ B 一八ウ 山水 ◎ 清 秦涵 安徽歙県か
（（（ B 一九オ 書 清 汪士鋐 （（（（–（（（（ 江蘇蘇州

（（（ B 一九オ 竹石か ◎ （（（（ 帰昌世 （（（（–（（（（ 江蘇崑山／江蘇
常熟

（（（ B 一九オ 山水 ◎ 清、（（世紀 曹廷棟 （（（（–（（（（ 浙江嘉善

（付録つづき）
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位置 作品内容 縮図 作品年代 作者 生卒［来朝時期］ 出身／居住地

（（（ B 一九ウ 山水（遠浦歸帆） 〇 （（1（ 宋旭 （（（（–？ 浙江嘉興（一説
湖州）

（（（ B 一九ウ 花卉か（金粉露華、徐崇
嗣法） 紅鵞

（（（ B 一九ウ 山水（倣董源） ◎ （（（（ 祁豸佳 （（（（–（（（（ 浙江紹興
（（1 B 一九ウ 山水 ◎ 成大□

（（（ B 二〇オ 山水 ◎ （（（（ 張洽 （（（（–？ 江蘇蘇州（異説
あり）

（（（ B 二〇ウ 山水 ◎ 明 董孝初 上海華亭
（（（ B 二〇ウ 樹石（王紱筆意） ◎ 清 龔御 上海松江
（（（ B 二一オ 山水（黄公望法） ◎ 符六

（（（ B 二一オ 菊石（呉鎮法泉石晚春
図） ◎ （（（（ 藍瑛 （（（（–（（（（ 浙江杭州

（（（ B 二一ウ 山水（黄公望法） ◎ （（（（ 王昱 江蘇太倉
（（（ B 二二オ 山水（董其昌法） ◎ 清 奚岡 （（（（–（（1（ 浙江杭州
（（（ B 二二ウ 山水 ◎ （（（（ 李杭之 ？–（（（（ 安徽歙県
（（（ B 二三オ 曹垂星画題跋 （（（（か 陸晋錫 上海か
（（1 B 二三オ 山水 ◎ （（（（か 曹垂星 上海松江

（（（ B 二四ウ 柿（百事如意、鉄翁に贈
る） ◎ （（（（ 徐雨亭● （（（（–？ ［（（（（–（（（（］ 浙江平湖

（（（ B 二四ウ 梅（鉄翁に贈る） ◎ （（（（ 王克三● ［（（（（–（（（（］ 浙江乍浦
（（（ B 二四ウ 山水（夏壑松陰） 何璉
（（（ B 二四ウ 山水（倣米芾雲山図） （（（（ 奚岡 （（（（–（（1（ 浙江杭州

（（（ B 二五ウ 花果（年号と年齢が合
わないため贋作か） ◎ （（（（ 謝時臣 （（（（ 江蘇蘇州

（（（ B 二五ウ 花卉（三秋競艶） ◎ 明 陳淳 （（（（–（（（（ 江蘇蘇州
（（（ B 二六オ 山水（倣呉鎮） ◎ 清、（（世紀 王寅 ［明治（1年代］ 江蘇南京
（（（ B 二六ウ 山水（沈周意） ◎ （（（（ 孔毓雲 福建上杭
（（（ B 二六ウ 花卉 ◎ （（（（ 孔毓雲 福建上杭
（（1 B 二七オ 山水（沈周法） ◎ 清、（（世紀 王寅 ［明治（1年代］ 江蘇南京
（（（ B 二七ウ 山水（倣倪瓚） ◎ （（（（ 履泰
（（（ B 二八ウ 山水（倣董其昌） ◯ 清 潘思牧 （（（（–？ 江蘇鎮江
（（（ B 二八ウ 山水 ◯ 清 米漢雯
（（（ B 二九ウ 山水 清、（（世紀 査士標 （（（（–（（（（ 安徽海陽

（（（ B 三一オ～
三二オ

倣古山水画帖（撫古十
二幀、内五図） ◎ （（（（ 呉歷 （（（（–（（（（ 江蘇常熟

（（（ B 三一ウ 題跋か 沈璉
（（（ B 三三ウ 臨董其昌跋語 清 王文治 （（（1–（（1（ 江蘇鎮江
（（（ B 三四ウ 山水 ◎ 戴天瑞 江蘇蘇州
（（（ B 三五オ （（（（ 李活泉●

（（1 B 三五オ （（（（ 林雲逵● （（（（–？
［（（（（–明治（1年代］ 広東四会県

（（（ B 三五ウ 書 清、（（世紀 顧光旭 （（（（–（（（（ 江蘇無錫

（（（ B 三五ウ 山水（黄公望法） ◯ 清、（（世紀 鮑楷 安徽歙縣／江蘇
揚州

（（（ B 三六オ 山水 ◯ 清 唐棣 上海

（（（ B 三七ウ 竹 ◯ 清 鄭燮 （（（（–（（（（ 江蘇興化／江蘇
揚州

（（（ B 三八ウ 梅 ◎ 明 陳継儒 （（（（–（（（（ 上海松江
（（（ B 三八ウ 山水（秋江待渡） ◎ 清、（（世紀 伊孚九● （（（（–？ ［（（（1–（（（（］ 江蘇蘇州

（（（ B 三九オ～
三九ウ 書画冊（内三図） ◎ 清、（（世紀 祁豸佳 （（（（–（（（（ 浙江紹興

（（（ B 四〇オ 明 張瑞図 （（（1–（（（（ 福建晋江

（（（ B 四〇オ 山水か（呉鎮法） 清、（（世紀 馬豫 陝西綏徳／江蘇
南京

（11 B 四〇オ （（（（ 李因 （（（（–（（（（ 浙江杭州
（1（ B 四〇オ 李因画跋 明 葛徵奇 ？–（（（（ 浙江海寧

（1（ B 四〇オ 石濤 清 石濤 （（（（–（（1（ 広西桂林／湖北
武昌

（付録つづき）
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位置 作品内容 縮図 作品年代 作者 生卒［来朝時期］ 出身／居住地

（1（ B 四〇ウ 山水か（仿古十二幀） 清 張問陶 （（（（–（（（（ 四川遂寧／江蘇
蘇州

（1（ B 四一オ 山水 ◎ 清 王宜 江蘇太倉
（1（ B 四一ウ 山水 ◎ 清、（（世紀 王宸 （（（1–（（（（ 江蘇太倉

（1（ B 四二オ 山水 ◎ 清、（（世紀 江稼圃● （（（（–（（（（
［（（1（–文政頃］ 江蘇蘇州

（1（ B 四二ウ 山水（王蒙意） （（（（ 徐雨亭● （（（（–？ ［（（（（–（（（（］ 浙江平湖
（1（ B 四三ウ 樹石か 邵沙 浙江杭州
（1（ B 四三ウ 倣古四幀 （（（（ 王昱 江蘇太倉
（（1 B 四四オ （（（（ 王巘 江蘇蘇州
（（（ B 四四オ 清、（（世紀 項聖謨 （（（（–（（（（ 浙江嘉興

（（（ B 四四ウ 松 ◯ （（（（ 沈春澤 江蘇常熟／江蘇
南京

（（（ B 四五オ 文五峰山水合冊 明 文伯仁 （（1（–（（（（ 江蘇蘇州
（（（ B 四五オ 文五峰山水合冊題箋 （（（（ 楊松 江蘇蘇州
（（（ B 四五オ 文五峰山水合冊跋 明 楊廷樞 （（（（–（（（（ 江蘇蘇州
（（（ B 四六オ （倣査士標） （（（（ 徐雨亭● （（（（–？ ［（（（（–（（（（］ 浙江平湖
（（（ B 四六オ 山水（倣倪瓚） 履泰
（（（ B 四六オ （（世紀 小曽根乾堂▲ （（（（–（（（（ 長崎
（（（ C 六ウ 烹茶図 （（（（ 沈周 （（（（–（（1（ 江蘇蘇州
（（1 C 八オ 梅 明 楊補 （（（（–（（（（ 江蘇蘇州
（（（ C 八オ 楊補梅図跋 （（（（ 金俊明 （（1（–（（（（ 江蘇蘇州
（（（ C 九オ 元銓
（（（ C 九オ 張從先
（（（ C 九ウ ◎ 清 僧普澤 上海

（（（ C 十オ 清、（（世紀 江稼圃● （（（（–（（（（
［（（1（–文政頃］ 江蘇蘇州

（（（ C 一一ウ 花卉 ◎ （（世紀 李因 （（（（–（（（（ 浙江海寧
（（（ C 一一ウ 李因花卉図跋 （（世紀 葛徵奇 ？–（（（（ 浙江海寧
（（（ C 一二ウ （呉鎮筆意） （（（（ 王克三● ［（（（（–（（（（］ 浙江乍浦
（（（ C 一五ウ 清、（（世紀 王宸 （（（1–（（（（ 江蘇太倉

（（1 C 一五ウ 清、（（世紀 江稼圃● （（（（–（（（（
［（（1（–文政頃］ 江蘇蘇州

（（（ C 一六オ 花卉 （（1（ 江稼圃● （（（（–（（（（
［（（1（–文政頃］ 江蘇蘇州

（（（ C 一七オ 竹石双清 ◯ 明 倪元璐 （（（（–（（（（ 浙江上虞
（（（ C 一九オ 山水 （（1（ 王紱 （（（（–（（（（ 江蘇無錫
（（（ C 一九ウ 清 胡湄 浙江平湖
（（（ C 二〇オ 山水（倣米芾） ◎ 清、（（世紀 徐雨亭● （（（（–？ ［（（（（–（（（（］ 浙江平湖

（（（ C 二二オ 山水 〇 （（1（ 江稼圃● （（（（–（（（（
［（（1（–文政頃］ 江蘇蘇州

（（（ C 二二ウ （（（（ □□□□

（（（ C 二三ウ 竹 〇 （（（（ 帰昌世 （（（（–（（（（ 江蘇崑山／江蘇
常熟

（（（ C 二四オ 梅 （（（（ 鉄翁▲ （（（（–（（（（ 長崎
（（1 C 二四ウ 山水（王翬意） 〇 （（（（ 徐雨亭● （（（（–？ ［（（（（–（（（（］ 浙江平湖
（（（ C 二八オ 書 （（（（ 木庵● （（（（–（（（（ 福建晋江
（（（ C 三十オ 山水 清 費晴湖● ［安永頃–（（（（］ 浙江湖州
（（（ C 三一オ 清、（（–（（世紀 秦漣か 江蘇南京
（（（ C 三一オ 明、（（世紀 僧徳祥 浙江杭州
（（（ C 三一ウ 清、（（世紀 金俊明 （（1（–（（（（ 江蘇蘇州
（（（ C 三一ウ 花卉か 明 王穀祥か （（1（–（（（（ 江蘇蘇州
（（（ C 三一ウ 花卉か 清 惲冰 江蘇常州

（（（ C 三一ウ 書 （（（（ 林雲逵● （（（（–？
［（（（（–明治（1年代］ 広東四会県

（（（ C 三四オ 山水（倣倪瓚） 〇 清 方璜 浙江餘姚
（（1 C 三五オ 山水 元 倪瓚 （（1（–（（（（ 江蘇無錫
（（（ C 三五ウ 菊 ◯ （（（（ 楊晋 （（（（–（（（（ 江蘇常熟

（付録つづき）
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位置 作品内容 縮図 作品年代 作者 生卒［来朝時期］ 出身／居住地
（（（ C 三五ウ 樹石 ◯ 清 楊晋 （（（（–（（（（ 江蘇常熟
（（（ C 三七ウ 松林泉山水 （（（（ 王克三● ［（（（（–（（（（］ 浙江乍浦
（（（ C 三七ウ （（1（ 宋旭 （（（（–？ 浙江嘉興
（（（ C 三七ウ 題 姚弘道
（（（ C 三八ウ 山水 明 惲道生 （（（（–（（（（ 江蘇常州

（（（ C 三八ウ 山水（趙孟頫意） （（1（ 江稼圃● （（（（–（（（（
［（（1（–文政頃］ 江蘇蘇州

（（（ C 四〇ウ 山水（天平幽境） ◯ （（1（ 江稼圃● （（（（–（（（（
［（（1（–文政頃］ 江蘇蘇州

（（（ C 四四ウ 明 倪元璐 （（（（–（（（（ 浙江上虞
（（1 C 四六オ 山水 （（（（ 王槩 浙江嘉興
（（（ C 四六ウ 竹石 ◯ 清 周芷岩 （（（（？–（（（（ 上海嘉定
（（（ C 四七オ 詩画 （（（（ 跡見花蹊▲ （（（1–（（（（ 大阪

（（（ C 四八オ （（1（ 江稼圃● （（（（–（（（（
［（（1（–文政頃］ 江蘇蘇州

（（（ C 四八ウ 倣古山水画帖（撫古十
二幀） ◯ （（（（ 呉歷 （（（（–（（（（ 江蘇常熟

（（（ C 五一ウ （（（（ 鉄翁▲ （（（（–（（（（ 長崎
（（（ C 五二オ 蘭石 清 郭尚先 （（（（–（（（（ 福建莆田
（（（ C 五二オ 明 程達 安徽歙縣
（（（ C 五二オ 明 程達 安徽歙縣
（（（ C 五二ウ 倣王維雪裏芭蕉図 鉄門
（（1 C 五三オ （（（（ 華喦 （（（（–（（（（

（（（ C 五三ウ 書か 江稼圃● （（（（–（（（（
［（（1（–文政頃］ 江蘇蘇州

（（（ C 五四ウ 汪栄
（（（ C 五七オ （呉鎮法） 清 劉躍雲 （（（（–（（1（ 江蘇常州

（（（ C 五七オ （（1（ 夏翬 江蘇崑山／江蘇
蘇州

（（（ C 五七オ 珊洲三兄
（（（ C 五七オ 清か 李良 江蘇蘇州
（（（ C 五七ウ 蘭石 ◯ 清 銭朝鼎 江蘇常熟
（（（ D 一オ 杏江鴻謨
（（（ D 一オ 菊か 明、（（世紀 倪元璐 （（（（–（（（（ 浙江上虞
（（1 D 四ウ 山水画識五則 清 呉歷 （（（（–（（（（ 江蘇常熟

（（（ D 五ウ～七
オ 山水画帖（撫古十二幀） ◎ 清 呉歷 （（（（–（（（（ 江蘇常熟

（（（ D 七ウ 山水 〇 清 石濤 （（（（–（（1（ 広西桂林／湖北
武昌

（（（ D 八オ （（（（ 程嘉燧 （（（（–（（（（ 安徽休寧
（（（ D 八ウ （倣元大家筆意） 白嶽山人汪□
（（（ D 八ウ 蘭 清 李襄 江蘇揚州
（（（ D 九オ 清 惲寿平 （（（（–（（（1 江蘇常州

（（（ D 九ウ 清、（（世紀 鄭燮 （（（（–（（（（ 江蘇興化／江蘇
揚州

（（（ D 九ウ 云根四秀 明 唐寅 （（（1–（（（（ 江蘇蘇州
（（（ D 一五ウ 竹石 ◯ 清 周芷岩 （（（（？–（（（（ 上海嘉定
（（1 D 一六ウ 山水か（程正揆意） （（（（ 畢涵 （（（（–（（1（ 江蘇常州

（（（ D 一七オ 山水 （（1（ 江稼圃● （（（（–（（（（
［（（1（–文政頃］ 江蘇蘇州

（（（ D 一七オ 清 曹玌 江蘇常熟

（（（ D 一七ウ （（（（ 王槩 （（（（–（（1（ 浙江嘉興／江蘇
南京

（（（ D 一七ウ （呉鎮法） 清 劉躍雲 （（（（–（（1（ 江蘇常州
（（（ D 一七ウ 清 董誥 （（（1–（（（（ 浙江富陽

（（（ D 一七ウ 清 沈宗騫 乾隆・嘉慶（（（（（– 
（（（1）頃 浙江湖州

（（（ D 一七ウ 清、（（世紀 祁豸佳 （（（（–（（（（ 浙江紹興
（（（ D 一七ウ 清 胡節 江蘇太倉

（付録つづき）
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位置 作品内容 縮図 作品年代 作者 生卒［来朝時期］ 出身／居住地
（（（ D 一七ウ 清 方璜 浙江餘姚
（11 D 一七ウ 清、（（世紀 徐枋 （（（（–（（（（ 江蘇蘇州
（1（ D 一八オ （（1（か 李景黄
（1（ D 一八ウ 歲寒益友 〇 （（（（ 祁豸佳 （（（（–（（（（ 浙江紹興
（1（ D 一九オ 喬松益壽図 〇 清、（（世紀 祁豸佳 （（（（–（（（（ 浙江紹興
（1（ D 一九ウ 明 徐渭 （（（（–（（（（ 浙江紹興
（1（ D 二〇オ 蘭 陳墀
（1（ D 二一ウ 山水 ◎ 清 許尚遠 安徽黟県
（1（ D 二二オ 花か 清 董誥 （（（1–（（（（ 浙江富陽
（1（ D 二二ウ 〇 清、（（世紀 王克三● ［（（（（–（（（（］ 浙江乍浦
（1（ D 二三オ ◎ （（（（か 羅牧 （（（（–（（1（ 江西寧都
（（1 D 二三ウ 清 王瓖 江蘇塩城
（（（ D 二四オ （（（（ 顧偉器 乾隆（（（（（–（（（（）頃 上海
（（（ D 二四オ 題跋 （（（（ 白鎔 （（（（–（（（（ 北京通州
（（（ D 二四オ 書 （（（（ 金爾珍 （（（1–（（（（ 浙江嘉興
（（（ D 二六オ 古木寒鴉図 （（（（ 沈周 （（（（–（（1（ 江蘇蘇州
（（（ D 二六オ 古木寒鴉図題 （（（（ 周天球 （（（（–（（（（ 江蘇太倉
（（（ D 二六オ （董其昌意） 李鈺
（（（ D 二六ウ 四君子画帖か（六図） 〇 清、（（世紀 王克三● ［（（（（–（（（（］ 浙江乍浦
（（（ D 二七オ 歲寒図、臨文徵明 陸燦 江蘇太倉
（（（ D 二七オ （（（（ 徐雨亭● （（（（–？ ［（（（（–（（（（］ 浙江平湖
（（1 D 二七ウ 山水（長松古嶽図） 〇 （（（1 祁豸佳 （（（（–（（（（ 浙江紹興

（（（ D 二八オ 山水 〇 （（1（ 江稼圃● （（（（–（（（（
［（（1（–文政頃］ 江蘇蘇州

（（（ D 二八ウ 書 （（（（ 銭子琴● （（（（–（（（（
［幕末–（（（（］ 江蘇無錫

（（（ D 三一オ 山水（倣高克恭） （（（1 沈宗敬 （（（（–（（（（ 上海華亭

（（（ D 三二オ～
三四オ 蘭（画帖か） 〇 陳墀

（（（ D 三四ウ 竹か （（（1 方孝儒 （（（（–（（1（ 浙江海寧

（（（ D 三五オ （（（（ 鄭燮 （（（（–（（（（ 江蘇興化／江蘇
揚州

（（（ D 三六オ （（（（ 僧文石 （（（（–？ 上海松江
（（（ D 三六オ （（（（ 沈周 （（（（–（（1（

（（（ D 三 六 オ、
三七ウ 山水画帖か（四図） 〇 蒲獻

（（1 D 三八オ～
三九オ 書十二点（屏風か） 清、（（世紀 江稼圃● （（（（–（（（（

［（（1（–文政頃］ 江蘇蘇州

（（（ D 三九ウ～
四〇ウ 合作雑画帖 〇 （（（（ 王克三● ［（（（（–（（（（］ 浙江乍浦

（（（ D 三九ウ～
四〇ウ 合作雑画帖 〇 （（（（ 徐雨亭● （（（（–？ ［（（（（–（（（（］ 浙江平湖

（（（ D 四〇ウ （倣周之冕） 張摘
（（（ D 四一オ （（（（ 宋士良
（（（ D 四二ウ （（（（ 鉄翁▲ （（（（–（（（（ 長崎
（（（ D 四三ウ 山水（師王蒙） （（（（ 徐雨亭● （（（（–？ ［（（（（–（（（（］ 浙江平湖
（（（ D 四二ウ 蘭 柌谷子

（（（ D 四四オ 清、（（世紀 査士標 （（（（–（（（（ 安徽休寧／江蘇
揚州

（（（ D 四四オ 清、（（世紀 査士標 （（（（–（（（（ 安徽休寧／江蘇
揚州

（（1 D 四三オ 元 古林清茂

（（（ D 四五オ～
四六ウ 山水雑画帖 〇 （（（（ 徐雨亭● （（（（–？ ［（（（（–（（（（］ 浙江平湖

（（（ D 四七オ 蘭（画帖か） 〇 （（11 夏翬 江蘇崑山
（（（ D 四七ウ 山水（黄公望意） 明 唐志契 （（（（–（（（（ 江蘇揚州
（（（ D 四八オ 山水 〇 （（（（ 張瑞図 （（（1–（（（（ 福建晋江

（付録つづき）
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研
究
論
文幕

末
期
畿
内
幕
領
に
お
け
る
夫
役
人
足
の
管
理
・
使
役
体
制

︱
︱
長
州
戦
争
時
の
手
代
に
着
目
し
て

尾
﨑
真
理

除
普
請
や
日
光
社
参
︑
助
郷
な
ど
に
お
け
る
役
賦
課
体
系
に
つ
い
て
盛
ん
に
研

究
さ
れ
た（

（
（

︒
こ
れ
ら
の
研
究
は
︑
百
姓
役
で
あ
る
人
足
の
動
員
・
徴
発
の
性
格

を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
︑
人
足
の
徴
発
体
制
の
究
明
に
主
眼
が
置
か
れ
た

も
の
が
多
い
︒

　
ま
た
人
足
の
供
給
源
に
つ
い
て
は
︑
主
に
都
市
史
研
究
の
中
で
解
明
が
進
ん

だ
︒
百
姓
役
は
実
際
に
は
代
納
さ
れ
る
場
合
が
多
い
た
め
︑
人
足
の
供
給
源
を

都
市
下
層
民
ら
で
構
成
さ
れ
る
﹁
日
用
﹂
層
に
依
存
し
て
お
り
︑
彼
ら
に
よ
る

あ
ば
れ
︑
が
さ
つ
︑
ね
だ
り
や
欠
落
︑
取
逃
な
ど
が
問
題
化
し
て
い
た
こ
と
を

吉
田
伸
之
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る（

（
（

︒
同
様
の
問
題
は
幕
末
の
歩
卒
徴
発
で
も

指
摘
さ
れ
て
い
る（

（
（

︒

　
一
方
︑
徴
発
後
も
︑
人
足
を
任
地
に
お
い
て
適
正
に
管
理
し
︑
労
働
に
従
事

は
じ
め
に

　
江
戸
幕
府
は
︑
将
軍
上
洛
や
日
光
社
参
へ
の
供
奉
︑
一
時
的
・
局
地
的
に
は

一
揆
鎮
圧
や
城
地
受
取
な
ど
の
軍
役
動
員
︑
ま
た
城
・
用
水
普
請
︑
助
郷
な
ど

に
お
い
て
百
姓
役
を
賦
課
し
た
︒

　
百
姓
役
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
た
の
は
︑
一
九
五
〇
年
代
に
︑
役
家
体
制
論
の

中
で
農
民
層
内
部
の
特
定
階
層
を
役
家
=
本
百
姓
と
把
握
す
る
際
の
基
準
と
し

て
で
あ
っ
た（

（
（

︒
そ
の
後
七
〇
年
代
に
︑
律
令
制
以
来
の
枠
組
み
で
あ
る
国
や
郡

を
単
位
に
賦
課
す
る
国
家
的
な
課
役
体
系
を
通
じ
て
︑
諸
身
分
が
編
成
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
高
木
昭
作
氏
が
指
摘
し
︑
以
降
︑
国
家
論
の
隆
盛
と
と
も
に
︑
川
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さ
せ
る
必
要
が
あ
る
が
︑
人
足
の
使
役
・
管
理
体
制
に
つ
い
て
は
︑
研
究
史
上

あ
ま
り
関
心
が
払
わ
れ
て
来
な
か
っ
た
︒
人
足
に
よ
る
問
題
行
動
が
発
生
し
て

い
る
な
ら
ば
︑
な
お
さ
ら
そ
の
管
理
体
制
の
構
築
が
必
要
で
あ
り
︑
代
官
役

所
・
管
轄
地
域
・
請
負
業
者
ら
が
︑
徴
発
し
た
人
足
を
い
か
に
管
理
し
︑
使
役

し
た
か
と
い
う
点
は
︑
幕
府
に
よ
る
役
の
実
現
の
可
否
は
も
ち
ろ
ん
︑
地
域
の

負
担
の
構
造
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
︒

　
人
足
の
問
題
行
動
は
︑
実
際
の
軍
事
動
員
に
お
い
て
最
も
先
鋭
化
す
る
と
考

え
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑﹃
広
島
県
史
﹄
で
は
︑
長
州
戦
争
の
際
に
動
員
さ
れ
た
夫

役
人
足
が
仮
病
で
逃
亡
し
た
り
︑
前
線
近
く
へ
の
出
動
を
拒
否
し
た
り
し
た
例

が
紹
介
さ
れ
て
い
る（

（
（

︒
し
か
し
︑
徴
発
後
の
人
足
の
使
役
・
管
理
体
制
に
つ
い

て
の
検
討
は
︑
内
戦
期
に
お
い
て
も
な
お
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
︒

　
長
州
戦
争
時
の
物
資
調
達
・
夫
役
動
員
体
制
を
検
討
し
た
久
留
島
浩
氏
は
︑

﹁
自
治
﹂
的
行
政
機
関
と
し
て
平
時
よ
り
代
官
役
所
支
配
を
補
完
し
て
い
た
中

間
支
配
機
構
（
村
連
合
た
る
組
合
村
︹
郡
中
︺
︱
︱
そ
の
代
表
者
た
る
惣
代
庄
屋
︹
郡

中
惣
代
︺（
に
よ
る
地
域
運
営
体
制
が
内
戦
期
に
お
い
て
も
機
能
し
︑
戦
争
の
遂

行
を
下
支
え
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
が（

（
（

︑
こ
こ
で
も
人
足
の
徴
発
体
制
に

主
た
る
関
心
が
置
か
れ
︑
徴
発
さ
れ
た
人
足
の
管
理
・
使
役
体
制
に
つ
い
て
は

あ
ま
り
検
討
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
れ
は
人
足
と
共
に
従
軍
し
︑
人
足
の
指
揮
・

管
理
を
任
さ
れ
た
現
地
役
人
の
史
料
の
欠
如
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
︒
先
行
研
究

で
使
用
さ
れ
て
い
る
史
料
は
主
に
地
方
史
料
で
あ
り
︑
村
側
︱
︱
地
域
の
中
間

層
（
大
庄
屋
︑
惣
代
庄
屋
な
ど
（
︱
︱
の
視
点
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
し

か
し
︑
派
遣
後
に
無
断
で
帰
村
し
た
人
足
を
村
役
人
が
任
地
へ
送
り
返
し
た
よ

う
に（

（
（

︑
村
請
制
に
依
存
し
た
徴
発
体
制
を
と
る
以
上
︑
徴
発
後
も
郡
中
は
人
足

の
行
動
に
責
任
を
負
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒

　
こ
れ
ら
の
事
実
を
踏
ま
え
る
と
︑
役
賦
課
体
系
の
評
価
に
は
︑
徴
発
か
ら
実

働
に
至
る
ま
で
の
徴
用
体
制
全
体
を
見
通
す
必
要
が
あ
る
が
︑
徴
発
地
域
か
ら

離
れ
た
戦
地
で
人
足
が
就
労
し
︑
日
々
状
況
が
変
化
す
る
戦
時
に
︑
平
時
の
地

域
管
理
体
制
は
そ
の
ま
ま
機
能
す
る
で
あ
ろ
う
か
︒
戦
地
の
人
足
の
取
締
に
は
︑

国
元
の
中
間
層
に
加
え
︑
戦
地
に
出
張
し
た
役
人
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
︒

　
長
州
戦
争
時
︑
幕
領
に
お
い
て
こ
の
任
に
当
た
っ
た
の
が
︑
現
地
に
出
張
し

た
代
官
役
所
や
勘
定
所
の
役
人
ら
で
あ
っ
た
︒
周
知
の
通
り
︑
幕
府
の
軍
事
制

度
で
は
︑
戦
時
に
な
る
と
︑
平
時
よ
り
軍
事
的
任
務
に
服
し
て
い
た
番
方
以
外

に
︑
役
方
に
も
軍
事
的
な
任
務
が
与
え
ら
れ
た（

（
（

︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
幕
末
の

内
戦
期
に
お
い
て
も
三
兵
な
ど
の
軍
事
関
係
の
役
職
に
研
究
者
の
関
心
が
集
中

し（
（
（

︑
勘
定
方
の
兵
站
業
務
に
つ
い
て
は
諸
役
人
の
編
成
方
法
や
指
揮
系
統
の
問

題
も
含
め
︑
具
体
的
実
態
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
︒
久
留
島
氏
の
研
究
も
︑
兵

站
業
務
を
支
え
た
中
間
層
の
機
能
解
明
に
比
重
を
置
く
た
め
︑
勘
定
方
役
人
の

動
き
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
︒

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
①
長
州
戦
争
時
の
夫
役
人
足
の
任
地
で
の
動
向
か
ら
︑

人
足
の
使
役
上
の
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
︑
②
代
官
役
所
手
代
を

中
心
と
し
た
現
地
役
人
に
よ
る
人
足
の
取
締
体
制
を
︑
金
銭
管
理
の
側
面
を
中

心
に
解
明
す
る
︒
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第
一
章
で
は
人
足
徴
発
令
の
概
要
と
そ
れ
に
対
す
る
郡
中
の
対
応
を
︑
第
二

章
・
第
三
章
で
は
人
足
の
現
地
で
の
実
態
と
取
締
体
制
を
︑
御
用
（
第
二
章
（

と
郡
中
用
（
第
三
章
（
に
分
け
て
検
討
す
る
︒
主
な
使
用
史
料
は
旧
摂
津
国
住

吉
郡
北
田
辺
村
（
現
大
阪
市
東
住
吉
区
北
田
辺
（﹁
三み

杦す
ぎ

家
文
書
﹂
で
︑
同
文
書
に

は
大
坂
鈴
木
町
代
官
役
所
手
代
の
三
杦
泰
次
郎
が
残
し
た
第
二
次
長
州
戦
争
時

の
従
軍
記
録
が
含
ま
れ
て
い
る（

（1
（

︒
北
田
辺
村
は
一
七
世
紀
末
以
降
幕
領
で
︑
当

時
は
大
坂
鈴
木
町
代
官
内
海
多
次
郎
の
支
配
下
に
あ
っ
た（

（（
（

︒
な
お
︑
文
化
期

（
一
八
〇
四
~
一
八
一
八
（
以
降
︑
大
坂
に
は
鈴
木
町
と
谷
町
の
二
代
官
役
所
が

置
か
れ
︑
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
（
の
﹁
御
代
官
御
預
所
御
極
高
﹂
に
よ
る
と
︑

鈴
木
町
代
官
内
海
多
次
郎
が
摂
津
・
河
内
・
和
泉
国
の
う
ち
七
六
〇
〇
〇
石
余
︑

谷
町
代
官
斎
藤
六
蔵
が
摂
津
・
河
内
・
播
磨
国
の
う
ち
八
五
〇
〇
〇
石
余
を
支

配
し
た（

（（
（

︒

　
三
杦
家
は
同
村
庄
屋
を
数
代
に
わ
た
っ
て
勤
め
た
家
で
あ
っ
た
が
︑
人
足
の

派
遣
に
あ
た
り
︑
当
主
の
泰
次
郎
が
鈴
木
町
代
官
手
代
に
採
用
さ
れ
︑
慶
応
元

年
一
一
月
か
ら
翌
年
二
月
ま
で
広
島
に
出
張
し
て
﹁
夫
役
取
締
御
用
﹂
を
勤
め

た
関
係
で
︑
同
文
書
に
は
手
代
史
料
が
多
数
残
る
︒
幕
領
・
代
官
研
究
に
お
い

て
は
︑
幕
府
勘
定
所
史
料
の
多
く
が
堙
滅
し
︑
代
官
役
所
史
料
も
一
部
の
文
書

群
を
除
く
と
ま
と
ま
っ
た
史
料
が
な
く
︑
地
方
史
料
の
検
討
が
そ
の
中
心
を
な

し
て
き
た
︒
近
年
領
主
文
書
の
発
掘
も
進
む
が（

（（
（

︑
幕
領
の
支
配
機
構
は
今
な
お

不
明
な
点
が
多
い
︒
そ
の
点
︑
同
文
書
は
手
代
史
料
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
お
り
︑

手
代
の
就
労
日
記
な
ど
は
管
見
の
限
り
他
に
類
を
見
な
い
︒
従
っ
て
本
稿
は
︑

人
足
の
取
締
体
制
の
解
明
を
通
じ
て
︑
幕
領
に
お
け
る
支
配
の
実
態
の
解
明
に

も
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
な
お
︑
本
稿
で
は
︑
各
代
官
管
轄
地
域
全

体
で
結
成
す
る
村
連
合
体
（
組
織
（
を
さ
す
場
合
は
﹁
郡
中
﹂︑
代
官
が
管
轄
す

る
地
域
自
体
を
指
す
場
合
は
﹁
管
轄
地
域
﹂
と
表
記
す
る
︒

第
一
章

　
夫
役
人
足
徴
発
令
と
郡
中
の
対
応

　
実
戦
が
回
避
さ
れ
た
第
一
次
長
州
戦
争
後
︑
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
（
三
月
頃

に
は
幕
長
間
の
対
立
が
再
び
避
け
ら
れ
な
く
な
り
︑
四
月
︑
幕
府
は
長
州
再
征

を
命
じ
て
将
軍
進
発
を
行
っ
た
︒
そ
し
て
九
月
︑
再
征
の
勅
許
を
得
た
幕
府
は
︑

老
中
板
倉
勝
静
を
通
し
て
京
都
以
西
の
幕
領
代
官
に
︑
各
管
轄
地
域
か
ら
夫
役

人
足
を
徴
発
す
る
よ
う
命
じ
た（

（（
（

︒
徴
発
令
で
は
︑
兵
糧
等
を
運
搬
す
る
た
め
の

人
馬
を
要
す
る
が
︑
請
負
人
足
で
は
い
か
な
る
者
が
紛
れ
入
る
か
わ
か
ら
な
い

た
め
︑
幕
領
の
百
姓
を
現
夫
で
徴
発
す
る
と
し
て
︑
①
人
足
を
高
一
〇
〇
〇
石

に
つ
き
五
人
︑
人
足
を
ま
と
め
る
宰
領
を
人
足
二
五
人
に
つ
き
一
人
の
割
合
で

徴
発
し
︑
人
足
に
は
②
留
守
中
の
耕
作
代
行
者
を
雇
う
た
め
の
手
当
（
一
ヵ
年

金
二
〇
両
（
や
︑
留
守
宅
に
不
慮
の
難
儀
が
生
じ
た
場
合
の
手
当
︑
③
食
料
や

副
食
代
一
人
一
日
銭
一
〇
〇
文
（
宰
領
は
二
倍
（︑
④
袷
半
天
・
股
引
・
足
袋
一

揃
い
を
支
給
し
︑
布
団
は
貸
与
す
る
こ
と
︑
さ
ら
に
⑤
人
足
取
締
の
た
め
に
代

官
役
所
下
僚
（
手
附
・
手
代
（
を
同
行
さ
せ
︑
沙
汰
次
第
出
発
す
る
こ
と
な
ど
が

命
じ
ら
れ
た（

（（
（

︒
徴
発
令
は
大
坂
代
官
管
轄
地
域
に
は
一
一
月
一
〇
日
に
触
れ
ら
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れ
︑
翌
日
︑
鈴
木
町
代
官
管
轄
地
域
で
は
郡
中
集
会
に
お
い
て
﹁
人
足
差
出
し

方
并
郡
中
弁
金
等
﹂
が
決
定
さ
れ
た（

（（
（

︒

︻
史
料
一（

（（
（

︼
今
般
長
防
へ
御
人
数
御
差
向
ニ
付
︑
人
足
夫
役
之
義
︑
上
方
筋
・
西
国
筋

之
御
料
所
村
〻
ゟ
高
千
石
五
人
宛
︑
尤
人
足
凡
廿
五
人
ニ
付
才
領
壱
人

ヅ
ヽ
付
添
差
出
ニ
申
内
︑
三
百
四
拾
人
ハ
来
十
四
日
出
立
之
筈
早
急
之

儀
ニ
付
︑
当
地
御
弐
分
ニ
而
割
合
︑
当
御
分
ゟ
百
七
拾
人
︑
明
後
十
三
日

七
ツ
時
迠
ニ
才
領
付
添
︑
郷
宿
へ
向
罷
出
候
様
可
取
斗
旨
被
仰
渡
候
事

一
(
第
一
条
)人

足
之
義
者
︑
若
キ
壮
健
成
も
の
相
撰
者
勿
論
︑
其
所
出
生
之
も
の
差
出

可
申
事

一
(
第
二
条
)才

領
之
者
者
︑
村
役
人
ニ
不
限
︑
百
性
之
中
ニ
而
も
差
働
︑
御
用
弁
成
者

相
撰
可
申
事

一
(
第
三
条
)人

足
御
手
当
金
︑
壱
ヶ
年
ニ
金
弐
拾
両
之
日
割
を
以
被
下
置
︑
并
装
束
向

別
紙
御
沙
汰
書
之
通
一
通
り
ハ
被
下
置
候
得
と
も
︑
今
般
之
御
用
筋
夫

役
之
義
を
以
御
手
当
被
下
候
外
︑
郡
中
ゟ
も
別
段
手
当
金
差
遣
し
候
間

可
然
哉
︑
尤
此
義
ハ
遠
国
御
料
所
ハ
兎
も
角
︑
御
八
分
区
〻
ニ
而
者
不
平

を
生
し
候
而
者
不
宜
候
間
︑
一
同
評
談
之
上
取
極
可
申
積
ニ
候
得
共
︑
差

向
候
処
当
郡
并
ニ
谷
町
御
分
共
篤
と
打
合
置
候
様
致
候
事

一
(
第
四
条
)御

手
当
金
之
義
ハ
︑
出
立
前
内
拝
借
可
致
積
り
之
事

一
(
第
五
条
)御

手
当
金
之
義
ハ
︑
才
領
之
も
の
へ
為
持
︑
人
足
之
者
入
用
之
節
切
出

手
渡
為
致
候
而
可
然
哉
之
事

一
(
第
六
条
)才

領
・
人
足
共
︑
先
〻
ニ
お
ゐ
て
若
出
奔
・
逃
去
候
而
者
不
都
合
候
間
︑

其
辺
得
与
取
締
急
度
可
致
事

一
(
第
七
条
)人

足
ハ
︑
袷
半
天
・
股
引
・
足
袋
等
被
下
候
へ
共
︑
追
〻
寒
サ
ニ
向
ひ

候
間
︑
右
被
下
候
半
天
之
下
へ
借
用
之
分
銘
〻
手
当
為
致
候
事

一
(
第
八
条
)才

領
之
も
の
ハ
︑
半
天
・
割
羽
織
・
帯
釼
ニ
而
可
然
由
︑
聢
与
御
取
極
之

上
者
御
沙
汰
有
之
候
事

一
(
第
九
条
)人

足
半
天
之
背
中
へ
当
御
分
之
印
付
候
而
可
然
事

右
夫
〻
今
席
評
儀
之
上
︑
明
十
二
日
四
ツ
時
迠
ニ
村
限
り
人
数
取
極
︑

右
辰
前
ニ
も
無
遅
刻
可
申
出
事

　
郡
中
集
会
で
は
︑
人
足
は
若
く
︑
壮
健
な
者
を
出
身
村
か
ら
選
び
（
第
一
条
（︑

郡
中
か
ら
手
当
金
や
防
寒
用
の
着
物
代
を
渡
す
こ
と
（
第
三
条
・
第
七
条
（
が
決

め
ら
れ
た
︒
ま
た
人
足
の
半
天
の
背
に
は
鈴
木
町
御
分
（
同
代
官
管
轄
地
域
（
の

印
を
付
け
（
第
九
条
（︑
人
足
の
所
属
を
判
別
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
︒
宰
領

に
は
村
役
人
に
限
ら
ず
︑
よ
く
働
き
御
用
に
精
通
す
る
者
を
選
び
（
第
二
条
（︑

装
束
等
は
半
天
・
割
羽
織
・
帯
刀
と
︑
人
足
の
そ
れ
と
は
差
を
設
け
て
い
る
（
第

八
条
（︒
他
に
手
当
金
の
管
理
方
法
（
第
五
条
（
や
人
足
の
出
奔
・
逃
亡
の
防
止

に
努
め
る
こ
と
（
第
六
条
（
な
ど
の
取
締
策
に
も
触
れ
る
が
︑
こ
の
時
点
で
は

具
体
性
に
欠
け
る
︒
と
い
う
の
も
︑
こ
の
三
日
後
に
は
人
足
三
四
〇
人
を
出
立

さ
せ
る
た
め
︑
大
坂
代
官
管
轄
地
域
（
谷
町
・
鈴
木
町
（
で
半
数
ず
つ
に
割
り
合
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い
︑
一
二
日
に
村
ご
と
の
徴
発
数
を
申
告
し
︑
一
三
日
に
人
足
ら
を
郷
宿
方
に

参
集
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

　
人
足
の
割
賦
方
法
に
つ
い
て
は
︑︽
表
①
︾
の
通
り
︑
鈴
木
町
代
官
管
下
の
摂

津
国
西
成
郡
稗
島
村
を
含
む
一
〇
ヵ
村
の
組
合
村
（
稗
島
組
（
に
お
い
て
判
明

す
る
︒
稗
島
組
で
は
︑
規
定
通
り
一
〇
〇
〇
石
に
約
五
人
の
割
合
で
三
一
人
を

負
担
す
る
予
定
で
（︽
表
①
︾
Ａ
＋
Ｂ
（︑
Ａ
一
四
人
は
こ
の
時
に
出
立
し
︑
Ｂ
残

り
一
七
人
は
沙
汰
次
第
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
後

の
徴
発
は
な
く
︑
結
局
先
発
の
一
四
人
の
み
が
徴
発
さ
れ
た
形
と
な
り
︑
組
と

し
て
は
一
〇
〇
〇
石
に
約
二
・
二
人
の
徴
発
率
と
な
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
組
内

の
各
村
の
徴
発
率
も
不
均
等
に
な
っ
た
︒
管
轄
地
域
全
体
で
み
て
も
︑
例
え
ば
︑

村
高
六
八
五
石
余
の
上
福
島
村
の
派
遣
数
が
六
人
で
あ
る
の
に
対
し
︑
村
高
一

六
一
三
石
余
の
九
条
村
は
二
人
で
︑
さ
ら
に
中
喜
連
村
（
村
高
六
七
六
石
余
（
は

人
足
を
派
遣
し
て
い
な
い
（
九
四
頁
︽
表
⑥
︾
（（
・
（（
（（

（（
（

︒
ま
た
当
時
の
鈴
木
町

代
官
の
支
配
高
七
六
〇
〇
〇
石
余
に
対
し
て
︑
管
轄
地
域
で
人
足
を
派
遣
し
た

村
（
幕
領
分
（
の
高
合
計
が
六
一
〇
〇
〇
石
余
で
あ
る
た
め
（︽
表
⑥
︾
村
数
︑
高

計
（︑
人
足
を
派
遣
し
て
い
な
い
村
は
複
数
存
在
す
る
と
み
ら
れ
る
︒
管
轄
地

域
全
体
の
徴
発
率
が
約
二
・
六
四
人
で
︑
稗
島
組
の
徴
発
率
と
差
が
あ
る
こ
と

か
ら
も
︑
組
合
村
や
村
に
よ
り
人
足
の
徴
発
率
に
相
当
な
差
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
︒
こ
れ
に
は
Ｂ
分
の
派
遣
が
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え（

（（
（

︑
発
令
か
ら
中
四

日
程
で
出
立
と
い
う
矢
継
早
な
︑
か
つ
現
夫
で
の
徴
発
で
あ
っ
た
た
め
︑
差
し

当
た
り
人
足
を
派
遣
で
き
る
村
か
ら
対
応
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
当

《表①》宰領・人足の徴発数・徴発率

村名
A 慶応元年
11/14 出
（人）

B 追而

沙汰分
（人）

A＋B
（人）

村高
（石）

A＋B/ 千石
（人）

A/ 千石
（人）

宰領
（人）

稗島村 （ （ （ （,（（1.（（1 （.（（ （.1（

佃村 （ （ （ （,（（（.1（（ （.（（ （.（（

野里村 （ （ （ （,（（（.（（（ （.1（ （.（（ （

大和田村 （ （ （ （,1（（.（（（ （.（（ （.（（

御幣島村 1 （ （ （1（.（（（ （.（（ 1.11

大野村 1 （ （ （（1.（（（ （.（（ 1.11

福村 1 （ （ （（（.（（（ （.（1 1.11

伝法村 1 （ （ （（1.（（1 （.（（ 1.11

申村 1 （ （ （（1.1（（ （.（（ 1.11

助太夫開 1 1 1 （（.（（（ 1.11 1.11

当組分 （（ （（ （（ （,（（（.（1（ （.（（ （.（（ （

（典拠） 越知家文書貢租 （（（–（。村高は木村礎校訂『旧高旧領取調帳』近畿編（近藤出版社、（（（（ 年）、稗島村の石高の
み越知家文書支配 （（ 慶応元年「御進発掛書類」うち （ 慶応 （ 年 （ 月 （ 日「御在城ニ付、村〻労役御手当被下置
候御請書控」。宰領は【史料一〇】より宰領を （ 人派遣していることと、三杦家文書 A–（（1 慶応 （ 年 （ 月 （（ 日条
に「野里村ゟ才領壱人罷越候」とあることより確定した。
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時
大
坂
代
官
管
轄
地
域
に
課
さ
れ
た
大
坂
城
賄
や
加
助
郷
負
担
が
勘
案
さ
れ
た

可
能
性
も
あ
る（

（1
（

︒
徴
発
令
は
徴
発
地
域
一
律
で
徴
発
率
を
規
定
し
て
い
た
が
︑

実
際
に
は
戦
況
に
よ
り
必
要
数
量
は
変
わ
る
︒
徴
発
率
の
低
さ
は
必
ず
し
も
村

方
の
抵
抗
の
み
に
起
因
す
る
わ
け
で
は
な
く
︑
村
方
の
負
担
の
調
整
に
加
え
︑

実
際
の
必
要
量
に
合
わ
せ
た
結
果
で
も
あ
っ
た
︒
一
方
︑
稗
島
組
で
人
足
の
徴

発
率
が
最
も
高
い
野
里
村
が
宰
領
も
派
遣
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
宰
領
に
は
人

足
の
徴
発
率
に
関
係
な
く
適
任
者
が
任
じ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
人
足
の
担
い
手
に
つ
い
て
は
︑
成
人
男
性
の
戸
主
や
戸
主
の
息
子
・
弟
で
︑

肩
書
に
屋
号
を
持
つ
商
人
と
思
し
き
者
や
借
屋
層
が
散
見
さ
れ
る
︒
同
定
で
き

た
例
は
わ
ず
か
だ
が
︑
持
高
か
ら
は
下
層
に
位
置
し
︑
小
商
な
ど
を
営
む
者
が

い
る（

（（
（

︒
一
方
︑
宰
領
に
は
苗
字
が
判
明
す
る
者
も
お
り
︽
表
②
︾（
次
頁
（︑︻
史

料
一
︼
第
二
条
の
規
定
か
ら
も
︑
村
役
人
や
そ
れ
に
準
じ
る
よ
う
な
各
村
の
有

力
者
か
ら
選
ば
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
︒

　
郡
中
集
会
で
は
︑
郡
中
支
給
の
手
当
や
餞
別
の
金
額
︽
表
③
︾（
次
頁
（
も
決

定
し
た
︒︻
史
料
一
︼
第
三
条
で
は
︑
遠
国
幕
領
は
と
も
か
く
︑
御
八
分
（
摂
河

泉
播
幕
領
を
支
配
す
る
代
官
・
大
名
八
名
の
管
轄
地
域
（
各
々
で
金
額
が
不
統
一
で

あ
る
と
不
平
が
生
じ
る
た
め
︑
当
面
大
坂
両
代
官
の
郡
中
で
熟
談
し
て
お
く
と

し
た
︒
こ
れ
は
各
管
轄
地
域
か
ら
集
結
し
た
人
足
が
現
地
で
接
触
す
る
こ
と
で
︑

各
々
の
待
遇
な
ど
の
情
報
を
共
有
し
て
国
元
に
無
心
す
る
こ
と
を
見
越
し
た
処

置
で
あ
ろ
う（

（（
（

︒
大
坂
代
官
役
所
で
取
り
決
め
ら
れ
た
支
給
額
や
方
法
は
畿
内
の

他
の
管
下
幕
領
に
も
伝
わ
っ
て
お
り
︑
畿
内
幕
領
に
お
け
る
先
例
と
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る（

（（
（

︒
こ
の
う
ち
出
立
時
に
は
人
足
一
人
当
た
り
六
〇
日
分
の
手
当
金

三
両
一
分
二
朱
（
宰
領
は
四
両
三
分
二
朱
（
と
︑
餞
別
金
の
う
ち
七
両
（
宰
領
は

一
五
両
（
の
計
一
〇
両
一
分
二
朱
（
宰
領
は
一
九
両
三
分
二
朱
（
が
郡
中
か
ら
支

給
さ
れ
た
︒
こ
の
手
当
は
代
官
役
所
か
ら
内
借
し
︑
郡
中
か
ら
村
役
人
を
通
し

て
宰
領
や
人
足
に
分
配
さ
れ
た（

（（
（

︒

　
最
終
的
に
︑
一
五
日
に
先
隊
（
宰
領
七
人
・
人
足
一
六
四
人
（︑
翌
日
に
跡
隊

（
宰
領
一
〇
人
・
人
足
二
五
一
人
（
が
大
坂
を
出
発
し
︑
広
島
ま
で
御
用
物
を
運
ん

だ（
（（
（

︒
ま
た
取
締
役
と
し
て
鈴
木
町
代
官
役
所
か
ら
三
杦
泰
次
郎
（
先
隊
（
と
池

山
新
平
（
跡
隊
（︑
谷
町
代
官
役
所
か
ら
清
田
瀬
十
郎
の
手
代
三
人
が
同
行
し
た
︒

行
き
は
陸
路
で
西
国
街
道
を
通
り
︑
広
島
に
は
一
二
月
三
日
に
先
隊
︑
四
日
に

跡
隊
が
到
着
し
た
︒

第
二
章

　
徴
発
後
の
人
足
の
動
向
と
手
代
の
管
理
体
制

第
一
節

　
戦
地
で
の
人
足
の
動
向
と
指
揮
管
理

　
大
坂
出
立
後
︑
手
代
ら
は
普
請
役
よ
り
﹁
今
般
之
御
用
ニ
出
役
之
義
候
ハ
ヽ
︑

御
勘
定
へ
日
〻
之
模
様
申
上
︑
可
差
図
請
﹂
と
さ
れ
︑
勘
定
所
役
人
の
指
揮
下

に
入
っ
た
︒
例
え
ば
︑
一
一
月
二
一
日
に
は
普
請
役
か
ら
﹁
人
足
何
人
之
内
何

人
者
大
坂
ゟ
十
五
日
出
立
︑
何
人
者
跡
ゟ
罷
越
候
︑
尤
長
持
幾
棹
・
脊
負
幾
ツ
︑

此
人
足
何
人
ツ
ヽ
手
替
り
之
事
委
敷
書
記
し
可
差
出
﹂
と
指
示
が
あ
り
︑
運
搬
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《表②》大坂代官管下の宰領一覧

先隊（7 人）
名前（年齢） 支配 出身村
作蔵（（（） 鈴

摂
津
国

東成郡本庄村

弥右衛門 鈴 東成郡千林村

藤　宗一郎（（（） 鈴 西成郡野田村

加邊ヵ　萬助 鈴 西成郡上福島村

由兵衛 谷 西成郡北野村

庄兵衛 谷 西成郡北野村

友治郎 谷 八部郡東須磨村

（典拠） 三杦家文書 A–（・（1（・（（（・（（1・（（（–（、跡隊藤兵
衛については『堺市史 続編』第 （ 巻（（（（（ 年）。

（註 （） 支配・出身村・苗字は把握できたもののみ記載。た
だし苗字の記載がある者も公的に苗字を名乗ること
が認められている訳ではない。

（註 （） 三杦家文書 A–（（1 慶応元年 （（ 月「人足覚帳」には宰領東須磨村市三郎の名がみえるが、この後の史料には出て
いないため、途中で交代したものと考えられる。

《表③》宰領・人足の手当・餞別金額

種類 支給者 宰領
（両）

人足
（両）

（ ヶ年分御手当（日割） 代官 （1 （1

（ ヶ年分手当（日割）
郡中

（1 （1
餞別金（出立の節仕度手当） （（ （
餞別金（〃、追って沙汰の積り） （ （

（典拠）三杦家文書 A–（・越知家文書貢租 （（（–（。

跡隊（10 人）
名前 支配 出身村

吉兵衛

善兵衛

栄三郎 谷 摂津国兎原郡住吉村

弥兵衛

嘉兵衛 谷

喜兵衛 鈴 摂津国西成郡木津村

藤兵衛 鈴 和泉国大鳥郡中筋村

松治郎

九右衛門 鈴

市兵衛

す
る
長
持
と
背
負
箱
の
個
数
・
重
量
・
運
搬
者
の
割
り
当
て
方
を
記

載
し
た
帳
面
や
人
足
の
名
簿
を
普
請
役
に
提
出
し
て
い
る（

（（
（

︒
こ
の
よ

う
に
︑
手
代
は
も
ち
ろ
ん
︑
勘
定
所
で
も
人
足
の
詳
細
な
情
報
を
把

握
し
︑
人
足
を
管
理
下
に
お
い
た
︒

　
広
島
到
着
後
も
人
足
ら
は
現
地
に
留
ま
り
︑
歩
兵
方
や
勘
定
所
な

ど
各
部
署
に
配
属
さ
れ
て
戦
闘
準
備
に
従
事
し
た
︒
現
地
で
は
勘
定

方
と
し
て
︑
勘
定
吟
味
役
の
小
野
友
五
郎
を
筆
頭
に
︑
勘
定
吟
味
方

改
役
・
勘
定
吟
味
方
下
役
︑
勘
定
組
頭
の
馬
場
五
郎
を
筆
頭
に
︑
勘

定
・
支
配
勘
定
︑
さ
ら
に
は
普
請
役
な
ど
︑
二
〇
人
程
の
勘
定
所
役

人
が
城
下
に
舎
営
し
て
い
た
︒
ま
た
倉
敷
代
官
桜
井
久
之
助
は
︑
中

島
町
の
秋
田
屋
儀
右
衛
門
方
に
仮
役
所
を
設
け
て
兵
糧
方
を
︑
馬
喰

町
御
用
屋
敷
詰
代
官
の
佐
々
井
半
十
郎
は
︑﹁
諸
軍
隊
焚
き
出
し
方

其
外
御
入
用
向
﹂
を
担
当
し
︑
現
地
で
は
こ
れ
ら
勘
定
方
役
人
の
指

揮
の
下
︑
手
代
が
人
足
を
差
配
し
た（

（（
（

︒
他
に
も
大
森
・
生
野
・
久
美

浜
代
官
の
手
附
・
手
代
な
ど
の
名
が
み
え
る
︒
本
節
で
は
︑
三
杦
の

従
軍
日
記
な
ど
か
ら
現
地
で
の
人
足
の
動
向
や
人
足
管
理
の
実
態
に

迫
る（

（（
（

︒
本
章
で
注
記
が
な
い
記
述
は
全
て
こ
の
日
記
に
拠
っ
て
い
る
︒

　
ま
ず
は
試
み
に
現
地
到
着
か
ら
一
ヵ
月
以
内
の
人
足
ら
の
動
き
を

抽
出
す
る
と
︑
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
一
二
月
五
日
︑
三
杦
は
現
地

の
勘
定
所
よ
り
先
隊
人
足
の
配
属
先
（
歩
兵
方
・
勘
定
方
（
別
の
名
簿

を
提
出
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
︑
翌
日
名
簿
を
提
出
し
た
︒
六
日
に
は
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宰
領
弥
右
衛
門
ら
が
広
島
の
外
港
で
あ
る
江
波
島
へ
玉
薬
の
水
揚
げ
に
出
て
︑

七
日
に
は
三
杦
が
宰
領
二
人
・
人
足
六
四
人
を
率
い
て
江
波
島
に
お
い
て
蓑
・

笠
・
蒲
団
な
ど
七
品
を
水
揚
げ
し
て
同
所
の
蔵
に
積
み
込
み
︑
大
砲
・
玉
薬
車

な
ど
は
船
積
み
し
た（

（（
（

︒
八
日
︑
宰
領
一
人
・
人
足
五
人
が
江
波
島
で
蒲
団
を
調

え
︑
人
足
三
〇
人
が
京
橋
で
水
揚
げ
︑
宰
領
一
人
・
人
足
二
五
人
（
の
ち
︑
人

足
三
〇
人
追
加
（
は
桜
井
仮
役
所
に
出
勤
し
て
蒲
団
を
各
部
署
（
歩
兵
方
・
騎
兵

方
・
大
砲
方
（
に
運
搬
し
た
︒
夜
に
は
前
日
到
着
予
定
で
あ
っ
た
荷
物
が
到
着

し
︑
玉
薬
方
か
ら
水
揚
げ
を
命
じ
ら
れ
た
が
︑
夜
間
の
労
働
は
難
し
い
と
の
宰

領
の
訴
え
を
受
け
︑
三
杦
が
勘
定
の
森
に
伺
う
と
︑
水
揚
げ
は
翌
日
に
延
期
さ

れ
︑
九
日
に
人
足
一
五
〇
人
が
京
橋
に
お
い
て
深
夜
ま
で
大
砲
方
・
玉
薬
方
荷

物
の
水
揚
げ
に
従
事
し
て
い
る（

（1
（

︒
こ
の
他
に
人
足
は
各
宿
所
で
焚
き
出
し
も

行
っ
て
お
り
︑
例
え
ば
一
二
月
一
八
日
に
は
︑
二
〇
日
朝
に
大
砲
方
二
八
人
の

宿
所
・
研
屋
町
正
順
寺
に
三
人
︑
大
砲
方
三
八
人
の
宿
所
・
東
寺
町
金
龍
寺
に

四
人
の
人
足
を
焚
き
出
し
要
員
と
し
て
派
遣
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
︒
以

上
よ
り
︑
広
島
城
下
で
の
人
足
ら
の
主
な
仕
事
は
︑
御
用
物
の
水
揚
げ
や
蔵
入

れ
・
船
積
み
︑
各
部
署
へ
の
運
搬
︑
焚
き
出
し
で
あ
っ
た
︒
一
二
月
末
時
点
の

宰
領
・
人
足
の
配
属
先
を
示
し
た
︽
表
④
︾（
次
頁
（
よ
り
︑
勘
定
所
や
焚
き
出

し
要
員
と
し
て
各
寺
に
配
属
さ
れ
た
者
以
外
は
︑
弾
薬
を
掌
る
玉
薬
方
や
三
兵

（
歩
兵
組
・
持
小
筒
組
・
騎
兵
組
・
大
砲
組
（
な
ど
の
軍
事
関
係
部
署
に
配
属
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
︒
人
足
は
基
本
的
に
配
属
先
の
業
務
に
従
事
し
た
が
︑
配
属

先
が
変
更
さ
れ
る
場
合
や
︑
部
署
間
で
人
足
が
貸
借
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
︒

ま
た
宰
領
は
各
部
署
に
数
人
ず
つ
配
属
さ
れ
︑
人
足
の
就
労
場
所
に
付
き
添
っ

て
人
足
を
監
督
・
使
役
す
る
立
場
に
あ
っ
た
︒

　
一
方
︑
数
万
の
軍
兵
が
広
島
城
下
や
周
辺
村
に
長
期
滞
在
し
た
た
め
︑
治
安

悪
化
な
ど
の
問
題
も
発
生
し
た
︒
慶
応
元
年
一
二
月
八
日
︑
広
島
藩
は
﹁
廣
島

の
如
き
は
先
鋒
総
督
の
駐
在
す
る
所
︑
且
幕
府
中
軍
・
先
陣
の
諸
兵
屯
集
す
る

地
な
る
を
以
て
幾
万
の
軍
兵
は
城
下
に
充
溢
し
︑
東
は
海
田
駅
︑
西
は
廿
日
市

駅
︑
北
は
可
部
に
至
る
諸
村
落
に
舎
営
し
︑
至
る
所
軍
兵
な
ら
さ
る
は
な
し
﹂

と
城
下
や
周
辺
村
に
軍
兵
が
溢
れ
る
様
子
を
伝
え
︑﹁
人
民
は
之
か
待
遇
に
慣

れ
す
︑
藩
士
は
之
と
衝
突
を
生
し
易
き
﹂
こ
と
を
憂
慮
し
︑
藩
士
に
対
し
て
﹁
先

方
江
対
し
不
作
法
・
失
礼
ヶ
間
敷
﹂
こ
と
が
な
い
よ
う
厳
命
し
て
い
る（

（（
（

︒
広
島

到
着
か
ら
一
ヵ
月
ほ
ど
経
っ
た
頃
か
ら
︑
三
杦
の
日
記
で
も
人
足
ら
の
不
始
末

が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
る
︒
以
下
︑
問
題
発
生
状
況
と
対
応
に
あ
た
る
手
代
や

宰
領
の
動
き
を
み
て
い
く
︒

（
事
例
1
）

　
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
（
正
月
二
三
日
︑
京
橋
脇
東
柳
町
に
あ
る
橋
本
屋
清
八

の
居
酒
屋
で
︑
人
足
の
庄
七
（
摂
津
国
西
成
郡
曽
根
崎
村
（
と
太
平
治
が
酒
を
所

望
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
︑
清
八
と
口
論
に
な
っ
た（

（（
（

︒
清
八
は
庄
七
と
太
平

治
お
よ
び
そ
こ
に
駆
け
つ
け
た
人
足
佐
助
（
同
郡
西
高
津
村
（
を
打
擲
し
︑
庄
七

と
佐
助
に
傷
を
負
わ
せ
て
逃
走
し
た
︒
そ
の
後
︑
他
の
人
足
が
報
復
の
た
め
に

清
八
を
捕
ま
え
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
︑
は
ず
み
で
人
足
が
建
具
な
ど
を
壊
し
て
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し
ま
う
な
ど
の
大
事
に
な
り
︑
相
手
方
の
清
八
は
広
島
藩
町
方
掛
に
捕
え
ら
れ

た
︒
人
足
が
所
属
す
る
玉
薬
方
の
玉
薬
奉
行
か
ら
勘
定
組
頭
へ
の
報
告
で
は
︑

以
前
幕
領
人
足
が
打
擲
さ
れ
た
際
に
︑
人
足
の
夜
行
や
口
論
を
禁
じ
た
が
︑
今

回
再
発
し
た
と
さ
れ
て
お
り
︑
現
地
住
民
や
諸
軍
兵
と
の
喧
嘩
が
問
題
化
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る（

（（
（

︒
玉
薬
方
は
出
張
先
で
発
生
し
た
事
件
で
あ
る
た
め
︑
前
回

は
内
々
に
処
理
し
た
が
︑
今
回
再
び
事
件
が
起
こ
っ
た
か
ら
に
は
今
後
の
た
め

に
も
勘
定
方
で
取
扱
う
べ
き
と
判
断
し
て
︑
手
代
池
山
に
取
扱
い
方
を
相
談
し

た
︒
池
山
か
ら
は
代
官
佐
々
井
に
相
談
す
る
よ
う
い
わ
れ
︑
さ
ら
に
佐
々
井
か

ら
は
勘
定
所
に
報
告
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
︑
勘
定
所
へ
の
報
告
書
提
出
に
至
っ

た
と
い
う
︒
こ
の
よ
う
に
︑
各
部
署
に
配
属
さ
れ
た
後
も
︑
人
足
は
徴
発
し
た

代
官
役
所
の
支
配
下
に
あ
り
︑
問
題
発
生
の
際
は
手
代
お
よ
び
代
官
役
所
の
上

級
機
関
で
あ
る
勘
定
所
が
処
理
す
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
徴
発
後
も
人
足
は
各
代

官
役
所
管
下
の
百
姓
で
あ
り
︑
支
配
関
係
は
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

（
事
例
2
）

　
慶
応
二
年
正
月
一
三
日
朝
︑
宰
領
よ
り
谷
町
代
官
管
下
の
摂
津
国
武
庫
郡
出

身
の
人
足
一
一
人
が
見
当
た
ら
ず
︑﹁
帰
村
い
た
し
候
様
見
請
﹂
と
の
届
出
が
あ

り（
（（
（

︑
手
代
が
様
子
を
見
に
行
く
と
︑
人
足
は
既
に
退
去
し
て
お
り
︑
手
代
か
ら

代
官
佐
々
井
と
勘
定
の
森
に
そ
の
旨
を
報
告
し
た
︒
夜
に
は
そ
の
う
ち
九
人
を

連
れ
帰
る
も
︑
二
人
は
逃
亡
し
た
旨
を
手
代
か
ら
佐
々
井
に
届
け
出
て
い
る
︒

こ
の
場
合
︑
人
足
と
同
宿
の
宰
領
か
ら
連
絡
を
受
け
︑
手
代
が
人
足
を
捜
索
す

る
と
と
も
に
︑
現
地
の
幕
府
役
人
に
状
況
を
報
告
し
て
い
る
の
で
あ
る（

（（
（

︒
ま
た

今
回
逃
亡
を
企
て
た
人
足
が
全
員
武
庫
郡
出
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
宰
領
や
人

足
は
現
地
で
も
出
身
地
域
ご
と
の
ま
と
ま
り
を
あ
る
程
度
維
持
し
て
行
動
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
以
上
よ
り
︑
手
代
は
基
本
的
に
宰
領
を
通
じ
て
人
足
の

取
締
・
管
理
を
行
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑（
事
例
（
（
の
よ
う
に
︑
宰
領
自
身
の

不
始
末
が
問
題
に
な
っ
た
例
も
あ
る
︒

《表④》慶応元年12月末頃宰領・人足配属先（人）

先隊（鈴木町三杦付）

焚
出
人
足

戒善寺（騎兵方） （

般舟寺（歩兵方） （（

妙慶院（騎兵方） （

歩兵付
（竹屋町圓隆寺宿所）

（（
［（］

勘定所付
（竹屋町圓隆寺宿所）

（（
［（］

先隊合計
（（（

［（］

（典拠） 三杦家文書 A-（（（。焚出人足
の配属部隊名は A-（（（ 寅（慶
応 （）年正月 （（ 日「覚」。

（註 （） 先隊の内 （ 人は病気のため帰
国済。

（註 （）［　］内は内、宰領の人数。

跡隊（谷町清田付 （（（ ＋宰領 （
／鈴木町池山付 （（（ ＋宰領 （）

焚
出
人
足

戒善寺（騎兵方） （

禅林寺（大砲方） （

源勝院（大砲方） （

海雲寺（持小筒） （

本照寺（持小筒） （

延命院・聖光寺（持小筒） （

廣寂寺（玉薬方） （

金龍寺（大砲方） （

正順寺（大砲方） （

大砲方（渡切）
（研屋町誓立寺宿所）

（11
［（］

持小筒（渡切）
（七十軒多門・等覚院宿所）

（1
［（］

玉薬方（渡切）
（稲荷町廣寂寺宿所）

（（
［（］

勘定所付
（細工町西蓮寺宿所）

（（
［（］

跡隊合計
（（（

［（1］
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（
事
例
3
）

　
慶
応
二
年
正
月
二
日
の
日
記
に
は
︑﹁
弥
右
衛
門
義
︑
佃

(
摂
津
国
西
成
郡
)

村
廣
太
郎
与
申
者
之

着
物
持
出
︑
難
渋
い
た
し
居
候
段
︑
届
ヶ
参
り
申
候
﹂
と
記
さ
れ
︑
以
降
弥
右

衛
門
に
関
す
る
記
述
が
頻
繁
に
登
場
す
る
︒
弥
右
衛
門
は
三
杦
配
下
で
歩
兵
方

付
宰
領
（
摂
津
国
東
成
郡
千
林
村
（
を
勤
め
た
者
で
あ
っ
た
︒
こ
の
一
件
を
う
け

て
︑
翌
三
日
に
手
代
が
弥
右
衛
門
の
弟
を
召
喚
し
︑
弥
右
衛
門
を
連
行
す
る
よ

う
命
じ
た
が
︑
弥
右
衛
門
は
行
方
を
眩
ま
し
︑
五
日
付
で
︑
手
代
よ
り
代
官

佐
々
井
に
そ
の
旨
を
報
告
し
た（

（（
（

︒
翌
六
日
に
は
弥
右
衛
門
の
目
撃
情
報
を
受
け
︑

手
代
が
弥
右
衛
門
を
捕
え
る
が
︑
二
〇
日
に
再
び
行
方
不
明
と
な
り
︑
手
代
が

一
度
発
見
す
る
も
︑
取
り
逃
が
し
て
し
ま
っ
た
︒
そ
こ
で
二
二
日
︑
佐
々
井
に

再
度
そ
の
旨
を
届
け
出
て
︑
国
元
の
代
官
に
対
応
を
伺
う
こ
と
に
し
た
︒
二
五

日
に
は
︑
鳥
屋
町
の
竹
原
屋
百
助
方
で
失
踪
中
の
弥
右
衛
門
が
酒
を
呑
み
︑
そ

こ
に
居
合
わ
せ
た
客
に
奥
島
（
綿
織
物
（
を
売
っ
た
と
の
情
報
が
入
っ
た
︒
こ

の
奥
島
は
元
々
三
杦
の
小
者
喜
一
郎
（
摂
津
国
西
成
郡
山
口
村
（
の
も
の
で
︑
太

助
（
同
山
口
村
（
と
い
う
者
が
持
ち
出
し
て
弥
右
衛
門
に
渡
し
て
い
た
た
め
︑
太

助
は
客
人
か
ら
奥
島
を
奪
い
返
し
て
し
ま
っ
た
︒
こ
う
し
て
事
件
が
露
見
し
︑

太
助
は
﹁
し
ば
り
上
﹂
に
処
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
︑
竹
原
屋
の
希
望
で

処
罰
は
な
か
っ
た
︒
一
方
︑
弥
右
衛
門
は
再
び
失
踪
し
︑
二
月
二
日
に
は
そ
の

旨
を
手
代
が
佐
々
井
に
報
告
し
て
い
る（

（（
（

︒
二
月
初
旬
ご
ろ
作
成
さ
れ
た
書
付
で

は
︑﹁
才
領
弥
右
衛
門
︑
十(

正
)二

月
廿
日
ゟ
行
末
不
知
候
ニ
付
除
之
﹂
と
記
録
さ
れ
︑

宰
領
・
人
足
の
総
人
数
か
ら
弥
右
衛
門
を
除
い
て
お
り（

（（
（

︑
弥
右
衛
門
が
発
見
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
大
問
題
と
な
っ
た
宰
領
の
失
踪
で
あ
る
が
︑
実
は
弥
右
衛
門

は
も
と
も
と
宰
領
で
は
な
か
っ
た
︒
遡
っ
て
慶
応
元
年
一
一
月
一
六
日
︑
遅
れ

て
出
坂
し
た
先
隊
付
人
足
七
人
が
︑
鈴
木
町
の
詰
合
惣
代
（
大
坂
の
郷
宿
に
定
詰

し
て
い
た
郡
中
惣
代
（
ら
の
書
状
を
携
え（

（（
（

︑
三
杦
ら
の
滞
在
先
に
到
着
し
た
︒
そ

の
書
状
が
︻
史
料
二
︼
で
あ
る
︒

︻
史
料
二（

（1
（

︼

然
者
泉
刕
舳
松
村
人
足
伊
三
郎
・
弥
兵
衛
・
富
吉
・
徳
松
・
定
吉
・
竹
枩

〆
六
人
歩
兵
方
人
足
ニ
相
成
︑
今
暁
発
足
為
致
︑
今
晩
ニ
兵
庫
御
留
り
先
迠

差
立
候
間
︑
宜
御
差
図
可
被
成
遣
候
︑
且
右
人
足
手
当
金
之
儀
︑
壱
人
前

金
三
両
ツ
ヽ
都
合
拾
八
両
封
入
致
し
候
間
︑
御
預
り
置
罷
成
︑
人
足
入
用

之
節
︑
御
渡
し
被
遣
度
︑
取
締
り
之
儀
者
︑
昨
夜
以
書
状
御
達
申
候
通
︑
御

心
得
可
被
成
候
︑
右
得
貴
意
候
︑
以
上

　
　
十
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
町
詰
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
惣
代

　
　
　
三
杦
泰
次
郎
殿

猶
以
本
文
同
断
歩
兵
付
人
足
赤千

林川
村

〻

〻

弥
右
衛
門
差
遣
し
候
金
子
之
儀
も
︑

前
同
断
金
三
両
封
入
致
し
︑
依
之
都
合
金
廿
壱
両
御
入
手
御
預
り
置
御
取

斗
可
被
下
候
︑
然
ル
上
者
御
手
歩
兵
方
人
足
昨
今
両
日
ニ
而
鈴
木
町
御
分
ニ
而

都
合
八
拾
三
人
貴
所
様
御
手
下
ニ
相
成
候
間
︑
左
様
御
承
引
可
被
下
候
︑
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尤
今
日
之
追
出
し
人
足
者
七
人
ニ
御
座
候
︑
且
封
入
金
子
ハ
都
合
弐
拾
壱

両
御
入
手
可
被
下
候
︑
以
上

　
本
文
で
は
︑
舳
松
村
人
足
六
人
を
派
遣
し
︑
手
当
金
を
三
両
ず
つ
封
入
す
る

の
で
︑
三
杦
方
で
預
か
っ
て
お
き
︑
人
足
ら
に
は
入
用
の
際
に
下
付
す
る
よ
う

三
杦
に
指
示
し
て
い
る
が
︑
注
目
さ
れ
る
の
は
尚
々
書
で
あ
る
︒
尚
々
書
で
は
︑

千
林
村
弥
右
衛
門
を
歩
兵
付
人
足
と
し
︑
弥
右
衛
門
へ
の
手
当
金
も
他
の
人
足

と
同
様
三
両
と
し
て
い
る
︒
一
二
月
付
の
郡
中
に
よ
る
人
足
の
調
査
書
に
も
弥

右
衛
門
の
名
が
見
え
（
九
五
頁
︽
表
⑥
︾
（（
（︑
郡
中
は
人
足
と
し
て
弥
右
衛
門

を
派
遣
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
三
杦
は
当
日
の
日
記
に
︑﹁
夜
増(

歩
兵
方
)

田
耕
平
被
参
候
而
︑

人
数
都
合
百
六
十
四
人
・
六
人
才
領
︑
都
合
百
七
十
人
与
引
合
置
候
処
︑
又
〻

才
領
壱
人
参
り
申
候
︑
前
人
足
之
内
六
人
外
才
領
壱
人
跡
出
﹂
と
記
し
︑﹁
手

控
﹂
の
宰
領
人
に
弥
右
衛
門
の
名
を
追
加
し
て
い
る（

（（
（

︒
そ
の
後
も
現
地
で
は
弥

右
衛
門
を
宰
領
と
し
て
扱
っ
て
い
る
︒
人
足
で
あ
っ
た
は
ず
の
弥
右
衛
門
が
宰

領
を
勤
め
た
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
宰
領
へ
の
変
更
手
続
等
を
行
っ
た
形

跡
は
な
く
︑
受
け
取
り
時
の
手
代
の
勘
違
い
に
拠
る
と
推
測
さ
れ
る
︒
ま
た
は
︑

弥
右
衛
門
が
後
に
問
題
を
起
こ
す
こ
と
を
考
え
る
と
︑
自
身
を
宰
領
と
偽
る
な

ど
︑
当
初
か
ら
手
代
を
欺
い
て
い
た
可
能
性
も
高
い
︒

　
い
ず
れ
に
し
ろ
︑
こ
れ
ら
の
事
例
は
︑
国
元
か
ら
遠
隔
の
地
で
宰
領
・
人
足

四
〇
〇
人
余
を
管
理
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
示
す
︒
裏
を
返
せ
ば
︑
人
足
管
理

は
そ
れ
程
不
可
欠
な
任
務
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

第
二
節

　
手
代
の
指
揮
管
理
機
能

　
前
節
の
実
態
を
踏
ま
え
︑
現
地
に
お
け
る
手
代
の
指
揮
管
理
体
制
を
ま
と
め

る
と
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒

　
ま
ず
広
島
で
は
現
地
に
設
置
さ
れ
た
勘
定
所
に
手
代
が
交
代
で
詰
め
︑
現
地

出
張
中
の
勘
定
所
役
人
や
代
官
桜
井
・
佐
々
井
お
よ
び
そ
の
下
僚
（
以
降
︑
ま

と
め
て
勘
定
方
役
人
と
称
す
（
の
下
で
人
足
を
指
揮
し
た
︒

︻
史
料
三（

（（
（

︼

　
　
　
　
　
　
覚

一
人
足
六
拾
人

右
者
明
廿
三
日
騎
兵
方
江
秣
其
外
為
持
参
候
間
︑
朝
五
ッ
時
迠
ニ
無
相
違

竹
屋
丁
蔵
所
江
御
廻
し
被
成
候
様
い
た
し
度
存
候
︑
右
之
外
ニ
別
段
御

用
も
無
之
候
間
︑
仕
舞
次
第
為
相
休
候
間
︑
其
段
宜
敷
御
申
諭
︑
無
間

違
相
廻
し
候
様
御
取
斗
可
被
成
候
︑
右
得
御
意
度
︑
如
斯
御
座
候
︑
以

上　
　
正
月
廿
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
逸

(
倉
敷
代
官
役
所
元
締
手
附
)

見
小
十
郎

　
　
　
三
杦
泰
次
郎
様

　
　
　
池
山
新
平
様

　
　
　
清
田
瀬
十
郎
様
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　︻
史
料
三
︼
で
は
︑
倉
敷
代
官
役
所
手
附
逸
見
小
十
郎
が
三
杦
ら
に
対
し
て
︑

騎
兵
方
へ
秣
な
ど
を
運
搬
す
る
た
め
︑
人
足
六
〇
人
を
竹
屋
町
蔵
所
へ
翌
朝
五

つ
時
ま
で
に
派
遣
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
手
代
は
勘
定
方

役
人
の
命
を
受
け
て
︑
指
定
さ
れ
た
人
数
・
場
所
・
時
間
の
通
り
に
人
足
を
差

配
し
た
︒
ま
た
現
地
で
の
問
題
発
生
時
は
︑︻
史
料
四
︼
の
よ
う
な
対
応
を
と
っ

て
い
る
︒

︻
史
料
四（

（（
（

︼

　
　
　
夫
役
人
足
之
内
︑
病
気
之
も
の
帰
村
之
儀
奉
願
候
書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
海
多
治
郎
支
配
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
摂
州
西
成
郡
塚
本
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
病
人

　
　
　
磯
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
州
同
郡
野
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
佐
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斎
藤
六
蔵
支
配
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
摂
州
八
部
郡
原
野
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
左
門

右
者
今
般

御
先
列
御
操
出
ニ
付
︑
内
海
多
治
郎
・
斎
藤
六
蔵
支
配
所
夫
役
人
足
御
用

物
持
送
り
方
与
し
て
大
坂
表
ゟ
罷
越
︑
先
般
当
地
着
仕
候
処
︑
書
面
之
者

共
道
中
ゟ
病
気
ニ
付
︑
不
取
敢
隊
附
御
医
師
大
熊
良
達
よ
り
療
養
受
︑
種
〻

薬
用
手
当
罷
在
候
処
︑
今
以
快
気
之
体
も
無
御
座
︑
何
分
不
捗
取
同
人
見

込
之
趣
相
尋
候
処
︑
急
速
全
快
可
仕
体
無
之
旨
申
聞
候
間
︑
帰
村
之
上
療

養
為
致
度
︑
此
上
時
日
相
移
︑
手
後
レ
相
成
候
而
者
尚
更
心
配
︑
且
者
内
実

失
費
も
不
少
︑
難
渋
之
趣
才
領
之
者
ゟ
申
聞
候
ニ
付
︑
篤
与
相
糺
候
処
︑
事

実
相
違
無
御
座
候
間
︑
可
相
成
義
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
︑
急
速
帰
村
之
義
被

　

仰
附
候
様
仕
度
︑
尤
替
り
人
之
義
者
御
沙
汰
次
第
差
出
候
様
可
仕
奉
存
候
︑

依
之
此
段
奉
願
候
︑
以
上

　
　
　
　
　
　
慶
応
元
年
丑
十
二
月

　
　
　
斎
藤
六
蔵
手
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
田
瀬
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
海
多
治
郎
手
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
山
新
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
杦
泰
次
郎

　
　
　
　
　
御
勘
定
所

（
付
札
（

書
面
願
之
通
り

可
取
斗
︑
代
り
人
之
儀
者

追
而
可
及
沙
汰
候

　 

丑
(
慶
応
元
年
)十

二
月

　
人
足
の
中
に
病
人
が
発
生
し
︑
彼
ら
を
隊
付
医
師
の
も
と
で
療
養
さ
せ
て
い

た
が
︑
一
向
に
快
復
し
な
い
た
め
︑
病
気
の
人
足
を
帰
国
さ
せ
︑
代
人
を
出
し

御
勘
定
所

　
押
切

付　　 札
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た
い
旨
を
三
杦
ら
が
勘
定
所
に
願
っ
た
︒
こ
の
願
い
が
勘
定
所
に
認
め
ら
れ
た

後
︑
人
足
ら
へ
広
島
か
ら
大
坂
ま
で
の
船
賃
と
船
中
賄
料
を
下
付
す
る
こ
と
︑

お
よ
び
看
病
人
を
付
き
添
わ
せ
る
こ
と
を
手
代
ら
か
ら
申
請
し
︑
勘
定
所
の
許

可
を
得
た
上
で
︑
病
人
を
帰
国
さ
せ
て
い
る（

（（
（

︒
前
節
（
事
例
（
~
（
（
か
ら
も

明
ら
か
な
よ
う
に
︑
人
足
の
病
気
・
逃
亡
な
ど
の
問
題
発
生
時
は
︑
届
や
願
書

を
提
出
し
て
勘
定
方
役
人
の
指
示
を
受
け
︑
人
足
を
帰
国
さ
せ
た
り
︑
捜
索
し

た
り
し
て
い
た
︒
無
論
国
元
の
代
官
役
所
へ
も
御
用
状
で
現
地
の
状
況
を
報
告

し
︑
現
地
判
断
が
困
難
な
場
合
は
指
示
を
仰
い
だ
︒
ま
た
時
に
人
足
の
配
属
先

の
軍
事
関
係
役
人
と
直
接
交
渉
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒

　
ま
た
現
地
で
は
︑
幕
府
か
ら
夫
食
米
・
副
食
代
・
薪
水
が
支
給
さ
れ
た
ほ
か
︑

出
勤
時
に
は
小
弁
当
代
︑
夜
間
に
お
よ
べ
ば
小
夜
食
代
・
香
の
物
買
上
代
・
蝋

燭
代
︑
帰
国
時
に
は
船
中
賄
料
な
ど
の
臨
時
手
当
が
宰
領
や
人
足
に
支
給
さ
れ

た
︽
表
⑤
︾︒
こ
れ
ら
の
支
給
を
受
け
る
た
め
に
は
︑
勘
定
方
役
人
に
対
し
て
当

日
の
出
勤
者
の
詳
細
を
記
し
た
請
求
書
を
︑
受
取
の
際
は
請
書
を
手
代
か
ら
提

出
す
る
必
要
が
あ
っ
た
︒

︻
史
料
五（

（（
（

︼

　
　
　
　
歩
役
人
足
日
〻
被
下
候
菜
代
御
下
ヶ
奉
願
候

先
隊
附
之
分

　
人
足
百
六
十
四
人

　
内
八
十
弐
人

　
内
海
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
十
弐
人

　
斎
藤
分

　
宰
領
七
人

　
　
　
　
内
四
人

　
　
　
内
海
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
人

　
　
　
斎
藤
分

但
︑
先
隊
十
一
月
十
五
日
大
坂
出
立
ゟ
当
月
朔
日
迠
十
七
日
分
︑
人
足

壱
人
ニ
付
日
〻
百
文
︑
才
領
壱
人
ニ
付
日
〻
弐
百
文
ツ
ヽ
︑
御
代
官
よ
り

受
取
渡
し
済

（
跡
隊
附
の
分
略
（

右
之
通
先
隊
・
跡
隊
共
︑
十
七
日
分
出
立
之
節
︑
御
代
官
ゟ
請
取
相
渡
し

候
ニ
付
︑
前
書
相
渡
し
後
之
分
御
下
ヶ
渡
被
下
候
様
奉
願
候

《表⑤》幕府から宰領・人足（1人当り）に支給された手当

手当 宰領 人足

飯米 （ 日 （ 度に白米 （ 合ずつ朝・夕 （ 度

菜代 （ 日銭 （11 文 （ 日銭 （11 文

小弁当代 （ 日銭 （11 文 （ 日銭 （1 文

精勤のため、下付
（（（ 月末） 金 （ 朱 金 （ 朱

夜
間
出
勤
時

小夜食料 白米 （ 合代銀 （ 分 （ 厘

香の物買上代 銭 （（ 文

蝋燭代
（（ 挺（人足 （（1 人分）代銭 （ 貫 （11 文

（＝金 （ 分永 （（ 文 （ 分）

広島～大坂の船賃
・船方賄料（帰坂時）

金 （ 分 （ 朱
→のち金 （ 分、永 （（（ 文 （ 分

（典拠）三杦家文書 A-（1（・（（（・（（（–（「申渡」。
　　　 『芸藩志』（ 巻（文献出版、（（（（ 年）所収「芸藩志」（（。

（註 （）史料から判明したもののみ記載。
（註 （）蝋燭代のみ人足 （（1 人分の金額。
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慶
応
元
丑
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斎
藤
六
蔵
手
代

　
　
　
　
　
十
二
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
田
瀬
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
海
多
治
郎
手
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
山
新
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
杦
泰
次
郎

　
御
勘
定
所

　︻
史
料
五
︼
で
は
︑
大
坂
代
官
役
所
手
代
三
名
か
ら
勘
定
所
に
対
し
て
︑
宰

領
・
人
足
の
人
数
を
報
告
し
て
未
支
給
の
副
食
代
を
請
求
し
て
い
る
︒
な
お
︑

受
け
取
っ
た
副
食
代
や
臨
時
手
当
な
ど
に
つ
い
て
は
︑︻
史
料
五
︼
を
受
け
て

佐
々
井
半
十
郎
が
提
出
し
た
﹁
歩
役
人
足
并
宰
領
之
も
の
江
菜
代
其
外
渡
方
之

義
申
上
候
書
付
﹂
の
下
札
に
﹁
本
文
御
勘
定
仕
上
之
義
ハ
︑
桜

(
倉
敷
代
官
)

井
久
之
助
方
ニ
而

取
斗
候
様
申
達
︑
御
金
請
取
手
形
者
内(

鈴
木
町
代
官
)

海
多
治
郎
・
斎(

谷
町
代
官
)

藤
六
蔵
方
へ
書
類
引
渡
︑

追
而
同
人
共
手
形
与
引
替
候
様
可
申
送
候
﹂
と
あ
り（

（（
（

︑
勘
定
は
現
地
の
桜
井
久
之

助
役
所
で
仕
上
げ
︑
金
銭
の
受
取
に
つ
い
て
は
追
っ
て
大
坂
代
官
の
手
形
と
引

き
換
え
る
こ
と
に
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
幕
府
支
給
手
当
の
申
請
お
よ
び

授
受
・
管
理
も
手
代
の
重
要
な
仕
事
で
あ
っ
た（

（（
（

︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
手
代
は
国
元
の
代
官
役
所
の
指
示
を
受
け
つ
つ
︑
現
地
に

お
い
て
⑴
勘
定
方
役
人
の
指
揮
下
で
の
人
足
の
統
括
や
人
足
の
配
属
部
署
の
役

人
と
の
連
絡
・
交
渉
︑
⑵
幕
府
支
給
の
各
種
手
当
の
申
請
や
授
受
・
分
配
な
ど

を
行
っ
た
︒
一
方
︑
郡
中
も
宰
領
や
人
足
に
手
当
を
支
給
し
た
が
︑
こ
の
手
当

を
め
ぐ
っ
て
︑
人
足
と
国
元
間
で
金
銭
問
題
が
多
発
し
て
い
た
︒
幕
府
の
支
給

額
は
一
定
で
あ
る
た
め
︑
人
足
の
ね
だ
り
行
為
は
基
本
的
に
出
身
地
域
に
対
し

て
行
わ
れ
︑
管
轄
地
域
の
負
担
増
が
予
測
さ
れ
た
が
︑
対
す
る
郡
中
も
無
策
で

は
な
か
っ
た
︒
郡
中
は
現
地
の
手
代
に
郡
中
へ
の
状
況
報
告
や
郡
中
支
給
の
金

銭
管
理
を
求
め
た
の
で
あ
る
︒

第
三
章

　
管
轄
地
域
の
負
担
の
構
造
と
金
銭
管
理
シ
ス
テ
ム

第
一
節

　
人
足
と
管
轄
地
域
の
金
銭
問
題
と
そ
の
対
応

　
ま
ず
は
︑
鈴
木
町
代
官
管
下
の
郡
中
惣
代
よ
り
三
杦
ら
現
地
に
出
張
中
の
手

代
に
届
け
ら
れ
た
手
紙
︻
史
料
六
︼︻
史
料
七
︼
か
ら
︑
人
足
の
出
身
地
で
あ
る

管
轄
地
域
と
人
足
間
で
生
じ
て
い
た
ト
ラ
ブ
ル
の
実
態
に
迫
る
︒

︻
史
料
六（

（（
（

︼

（
前
略
（
拙
村
人
足
共
ゟ
代
筆
ヲ
以
申
越
し
候
次
第
ニ
而
ハ
︑
品
〻
異
同
ニ
而

決
定
相
成
兼
候
得
共
︑
中
ニ
ハ
出
立
之
節
宅
元
へ
多
分
之
金
子
残
し
置
候
而

も
︑
何
欤
不
足
ヶ
間
敷
者
不
申
越
候
も
の
も
在
之
︑
又
者
案
外
之
金
子
急
速

差
下
し
呉
不
申
而
者
︑
忽
差
支
候
様
申
越
し
候
も
の
も
在
之
候
へ
共
︑
右
等
者

代
筆
人
之
巧
案
与
も
被
察
候
間
︑
此
段
乍
内
〻
申
上
置
候
︑
此
段
含
置
︑
程

能
御
取
斗
ひ
可
被
成
候
様
奉
願
上
候
︑
右
之
通
品
〻
不
同
も
在
之
候
へ
共
︑
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此
度
者
壱
人
前
金
三
両
ツ
ヽ
御
差
下
し
願
上
取
斗
ひ
可
申
積
り
ニ
御
座
候

間
︑
当
地
ニ
而
ハ
乍
御
麁
抹
日
〻
御
賄
ひ
者
在
之
︑
菜
代
等
迠
も
御
下
渡
し

在
之
候
ハ
ヽ
︑
随
分
倹
約
致
し
相
勤
候
様
被
申
付
度
相
願
奉
申
上
候
︑
尤

同
人
共
家
内
・
親
共
も
無
異
ニ
相
暮
し
罷
在
候
間
︑
是
又
安
心
致
し
居
候

様
︑
乍
憚
被
仰
聞
度
奉
願
上
候
（
後
略
（

　
　
十
二
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

（
海
老
江
村
庄
屋
︑郡
中
惣
代
（

市
右
衛
門

　
　
　
　
池
山
新
平
様

　
　
　
　
三
杦
泰
次
郎
様

︻
史
料
七（

（（
（

︼

（
前
文
︑
第
一
・
第
二
条
略
（

一
(
第
三
条
)人

足
共
夫
〻
手
元
差
支
候
由
を
以
御
手
元
江
貸
下
ヶ
之
義
申
立
候
付
︑

御
取
調
之
上
無
拠
分
ハ
御
貸
下
ヶ
被
成
候
趣
︑
且
人
足
共
之
中
ニ
者
銘
〻

村
役
人
江
向
ヶ
壱
人
前
金
拾
両
宛
︑
甚
敷
ハ
金
弐
拾
両
宛
早
〻
差
立
呉

候
様
︑
無
左
候
ハ
ヽ
︑
代
り
人
足
差
下
し
呉
候
抔
与
夫
〻
別
封
を
以
申

越
候
︑
右
ハ
出
立
之
節
無
数
分
ハ
金
弐
両
弐
分
︑
餘
慶
之
分
ハ
郡
中
ゟ

相
渡
候
餞
別
七
両
ト
尚
六
十
日
分
手
当
金
三
両
壱
分
弐
朱
︑
都
合
金
拾

両
壱
分
弐
朱
其
侭
持
参
之
者
も
有
之
候
処
︑
纔
之
日
数
ニ
差
支
候
趣
申

立
候
者
︑
甚
以
不
都
合
ニ
御
座
候
得
共
︑
其
段
取
斗
方
早
速
伺
上
候
処
︑

何
分
不
取
締
之
趣
︑
厳
敷
御
談
し
ニ
御
座
候
得
共
︑
手
当
無
之
も
如
何

候
与
品
〻
申
立
︑
別
紙
巨
細
帳
面
之
通
︑
郡
中
ゟ
為
餞
別
可
差
遣
分
︑
人

足
ハ
高
金
拾
両
之
内
七
両
者
出
立
之
節
相
渡
︑
残
金
三
両
之
分
︑
才
領

ハ
高
金
弐
拾
両
之
内
拾
五
両
ハ
出
立
之
節
相
渡
︑
残
金
五
両
之
分
を
以

今
般
差
立
︑
尤
右
金
子
差
立
方
之
義
︑
何
分
当
節
柄
別
而
大
金
故
︑
人

足
・
才
領
ニ
為
持
候
事
ニ
も
難
出
来
︑
依
而
差
立
方
御
所
置
願
上
候
処
︑

色
〻
御
周
旋
有
之
候
得
共
︑
何
れ
も
思
ふ
様
ニ
無
之
故
︑
其
御
地
へ
御

出
張
道
中

　
御
代
官
佐
〻
井
半
十
郎
様
ゟ
於
其
地
御
下
ヶ
渡
︑
右
代
り

金
於
当
地
相
納
可
申
筈
︑
其
御
筋
へ
御
申
立
被
下
候
処
︑
未
タ
御
沙
汰

ハ
無
之
候
得
共
︑
必
其
辺
之
事
ニ
可
相
成
候
間
︑
此
旨
貴
所
様
方
へ
申

達
候
様
被
仰
聞
候
間
︑
此
段
御
承
引
可
被
成
候
︑
乍
併
右
之
通
可
差
立

候
得
共
︑
万
〻
一
之
時
之
用
意
迠
与
御
心
得
︑
縦
令
何
様
申
立
候
共
︑

得
与
御
取
糺
之
上
︑
無
拠
次
第
ニ
無
之
候
半
而
ハ
︑
御
渡
無
之
様
致
度
存

候
︑
尤
右
金
子
今
般
差
立
方
ニ
付
而
ハ
︑
村
〻
役
人
呼
立
︑
壱
ヶ
村
毎
取

調
候
義
ニ
而
︑
右
仕
訳
帳
ニ
渡
方
仕
出
し
無
之
者
へ
者
︑
決
而
御
渡
無
之
様

被
成
度
︑
実
ハ
餞
別
金
之
内
残
金
之
分
ハ
︑
留
主
家
内
之
者
当
節
季
之

当
ニ
致
し
居
候
義
ニ
而
︑
何
れ
も
意
外
之
事
ニ
存
居
候
︑
且
右
差
立
方
ニ

付
而
ハ
夫
〻
村
役
人
ゟ
郡
中
江
書
付
印
形
取
置
候
義
ニ
而
︑
尚
差
立
方
無

之
人
足
之
分
ハ
︑
此
度
者
差
立
貰
候
ニ
者
不
及
旨
︑
則
村
役
人
ゟ
書
面
被

差
出
候
事
ニ
御
座
候
間
︑
此
段
御
差
含
之
上
︑
宜
御
掛
引
可
被
成
候 

　

（
第
四
~
第
一
三
条
︑
後
文
略
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
詰
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐

（
中
喜
連
村
庄
屋
︑郡
中
惣
代
（

〻
木
才
三
郎
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丑

(
慶
応
元
年
)十

二
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間
市
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勝

（
野
田
村
庄
屋
︑郡
中
惣
代
（

重
次
郎

　
　
　
　
池
山
新
平
様

　
　
　
　
三
杦
泰
次
郎
様

　
こ
れ
ら
に
よ
る
と
︑
⑴
現
地
で
は
人
足
ら
が
手
元
差
し
支
え
を
理
由
に
︑
手

代
に
金
銭
借
用
を
願
う
こ
と
が
あ
り
︑
調
査
の
結
果
︑
や
む
を
得
な
い
場
合
は

貸
与
し
て
い
た（

（1
（

︒
ま
た
人
足
の
中
に
は
︑
国
元
の
村
役
人
に
各
々
手
紙
で
窮
状

を
訴
え
︑
一
人
前
金
一
〇
両
︑
中
に
は
二
〇
両
の
送
金
を
要
求
す
る
者
さ
え
い

た
︒︻
史
料
六
︼
で
は
︑
人
足
の
中
に
は
出
立
前
に
多
分
の
金
銭
を
留
守
宅
に
残

し
て
も
︑
不
足
を
訴
え
な
い
者
も
い
れ
ば
︑
高
額
の
金
銭
を
催
促
す
る
者
も
い

る
こ
と
を
︑
郡
中
惣
代
（
海
老
江
村
庄
屋
（
の
間
市
右
衛
門
が
伝
え
て
い
る
︒
一

方
︑
住
吉
郡
郡
中
惣
代
で
あ
る
中
喜
連
村
庄
屋
の
佐
々
木
は
︑
同
郡
人
足
は
特

に
不
足
を
申
し
立
て
て
い
な
い
と
伝
え
る（

（（
（

︒
こ
の
よ
う
に
︑
⑵
各
人
足
が
手
紙

で
国
元
に
伝
え
る
内
容
は
多
様
で
︑
国
元
で
は
状
況
が
正
確
に
把
握
で
き
ず
︑

対
応
に
窮
し
て
い
た
︒
⑶
現
地
に
は
小
額
で
も
金
二
両
二
分
︑
中
に
は
満
額
の

金
一
〇
両
一
分
二
朱
を
持
参
し
た
者
も
お
り
︑
短
期
間
で
不
足
を
訴
え
る
の
は

不
都
合
で
あ
る
︒
⑷
と
は
い
え
無
下
に
も
出
来
な
い
の
で
︑
今
回
餞
別
金
の
残

金
三
両
（
宰
領
は
五
両
（
を
送
金
す
る
︒
⑸
送
金
に
あ
た
り
︑
村
ご
と
の
調
査
結

果
を
仕
訳
帳
に
記
し
た
の
で
︑
送
金
が
な
い
者
に
は
渡
さ
な
い
こ
と
︑
こ
の
残

金
は
元
来
留
守
宅
の
扶
養
に
充
て
る
積
り
で
あ
っ
た
た
め
︑
送
金
が
あ
る
者
に

も
非
常
時
以
外
は
渡
さ
な
い
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
︒
こ
の
仕
訳
帳
の
内
容
を

︽
表
⑥
︾（
九
四
︑
九
五
頁
（
に
ま
と
め
︑
冒
頭
の
三
ヵ
村
分
を
次
に
掲
載
し
た
︒

︻
史
料
八
︼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
里
村

一
拾
両
壱
分
弐
朱
之
処
︑　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

藤
吉

　
内
五
両
ツ
ヽ
出
立
之
節
当
人
江
渡
有
之

　
　
　
　
　
　 

房
吉

　
五
両
壱
分
弐
朱
村
方
預
り
之
分
家
内
江
相
渡

　
　
　
　 

辰
次
郎

　
外
ニ
金
三
両
ツ
ヽ
当
度
差
出
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

音
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佃
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廣
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卯
之
助

　
此
分
金
三
両
ツ
ヽ
此
度
遣
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
和
田
村

十
両
壱
分
弐
朱
之
内
︑

　
内
弐
両
三
分
二
朱
出
立
之
節
渡
有
之
︑

　
　
　
　
　
　
巳
之
助

　
七
両
弐
分
村
方
預
り
之
分
家
内
渡

　
外
ニ
金
三
両
此
度
遣
ス

同
金
高
之
内
︑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茂
右
衛
門

　
内
三
両
出
立
之
節
渡
︑

　
七
両
壱
分
弐
朱
村
方
預
り
之
分
家
内
渡

　
外
ニ
金
三
両
此
度
遣
ス
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同
金
高
之
処
︑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鶴
松

　
内
三
両
壱
分
弐
朱
出
立
ニ
渡
︑

　
七
両
村
方
預
り
之
分
家
内
江
渡

　
外
ニ
金
三
両
此
度
遣
ス

　
仕
訳
帳
に
は
︑
人
足
ご
と
に
金
銭
支
給
状
況
と
今
回
送
金
分
の
渡
方
の
指
示

が
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
各
村
の
報
告
書
を
転
写
し
た
よ
う
で
︑
村
ご
と
に
記
載

方
法
や
内
容
が
多
少
異
な
る
︒︽
表
⑥
︾
Ⅰ
は
人
足
本
人
の
持
参
額
で
︑
た
と
え

ば
（（
南
田
辺
村
六
兵
衛
が
三
分
に
対
し
︑
（
天
王
寺
庄
の
四
人
は
満
額
の
一
〇

両
一
分
二
朱
を
持
参
す
る
な
ど
︑
現
地
へ
の
持
参
額
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
︒

本
人
の
持
参
分
以
外
は
多
く
を
Ⅱ
家
族
に
残
し
た
が
︑
全
額
を
渡
す
者
も
い
れ

ば
（
（（
本
庄
村
庄
兵
衛
（︑
独
身
な
の
か
全
く
残
し
て
い
な
い
者
も
い
る
（
（
三

番
村
善
七
な
ど
（︒
そ
の
他
は
Ⅲ
村
か
︑
Ⅳ
手
代
や
宰
領
に
預
け
て
盗
難
や
浪
費

を
防
止
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
間
が
言
う
よ
う
に
（︻
史
料
六
︼（︑
そ
も
そ
も
人

足
は
現
地
で
食
料
や
薪
水
を
受
領
し
て
お
り
︑
最
低
限
の
生
活
を
営
む
上
で
持

参
金
は
そ
れ
程
必
要
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
中
に
は
既
に
規
定
額
以
上

の
金
銭
を
支
給
し
た
村
や
（
（（
市
岡
新
田
な
ど
（︑
村
方
か
ら
前
借
し
た
者
（
（（

本
庄
村
・
（（
舳
松
村
人
足
な
ど
（
も
い
た
︒
第
二
章
第
一
節
（
事
例
（
（
の
庄
七

ら
︑（
事
例
（
（
の
弥
右
衛
門
が
酒
屋
で
問
題
を
起
こ
し
て
い
た
よ
う
に
︑
町
方

に
滞
在
す
る
こ
と
で
過
奢
に
な
り
︑
金
を
浪
費
す
る
者
も
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
人
足
が
共
謀
し
て
過
大
な
要
求
を
す
る
可
能
性
や
︑︻
史
料
六
︼
で
郡
中
惣

代
の
間
が
心
配
し
て
い
た
よ
う
に
︑
代
筆
人
に
よ
る
入
知
恵
の
懸
念
も
あ
っ
た（

（（
（

︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
あ
ら
か
じ
め
郡
中
で
支
給
額
を
決
め
て
い
て
も
︑
支
給
状
況

や
持
参
額
は
人
足
に
よ
り
異
な
っ
て
い
た
︒
こ
れ
が
現
地
の
手
代
を
し
て
各
人

足
の
状
況
把
握
を
困
難
に
さ
せ
て
い
た
理
由
で
あ
る
︒
一
方
︑
国
元
で
は
現
地

の
状
況
を
把
握
す
る
手
段
は
手
紙
し
か
な
く
︑
現
地
の
物
価
高
騰
も
予
想
さ
れ

る
中
︑
人
足
の
要
求
の
妥
当
性
は
判
断
し
難
い
︒
そ
こ
に
つ
け
こ
ん
だ
人
足
は

手
代
や
国
元
に
無
心
し
て
い
た
︒
の
ち
に
近
隣
の
一
橋
領
で
鈴
木
町
代
官
管
下

の
人
足
へ
の
手
当
金
額
な
ど
を
調
査
し
た
際
の
書
付
に
は
︑﹁
大
金
申
請
候
者

仕
合
之
由
風
聞
有
之
﹂
と
︑
大
金
を
申
請
し
た
人
足
が
い
た
と
い
う
風
聞
が
記

録
さ
れ
て
い
る（

（（
（

︒
郡
中
が
恐
れ
て
い
た
も
の
は
ま
さ
に
こ
の
過
剰
な
金
銭
要
求

で
あ
り
︑
だ
か
ら
こ
そ
郡
中
か
ら
の
手
当
の
支
給
規
定
は
︑
他
の
領
知
や
他
代

官
の
管
轄
地
域
に
も
共
有
さ
れ
︑
記
録
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
郡

中
は
今
回
の
送
金
に
際
し
︑
各
村
が
把
握
す
る
人
足
の
情
報
を
手
代
に
一
括
掌

握
さ
せ
る
こ
と
で
︑
人
足
の
金
銭
管
理
を
委
ね
る
方
策
を
採
っ
た
︒
な
お
︑
現

地
へ
の
送
金
は
次
の
方
法
を
採
っ
て
い
る
︒
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《表⑥》鈴木町代官管下人足全204人（慶応元年12月時点）への渡金内訳（1人当りの金額）

国郡 村名
（村高（幕領分）、人足数） 人足名前 Ⅰ本人渡 Ⅱ家内渡 Ⅲ村方預 Ⅳ手代

（or 宰領）預
人足に渡す
べき金額

（Ⅰ～Ⅳ合計）
Ⅴ当度渡 その他、備考

摂
津
国

西
成
郡

1 野里村
（1196石余、4人） 藤吉、房吉、辰次郎、音吉 5両 5両1分2朱 ― ― 10両1分2朱 3両

2 佃村
（1419石余、4人） 亀七、佐太郎、廣太郎、卯之助 ― ― ― ― ― 3両

3 大和田村
（1081石余、3人）

巳之助 2両3分2朱 7両2分 ― ― 10両1分2朱 3両
茂右衛門 3両 7両1分2朱 ― ― 10両1分2朱 3両
鶴松 3両1分2朱 7両 ― ― 10両1分2朱 3両

4 稗島村
（1464石余、3人） 弥助、弥次兵衛、三四郎 2両2分 7両3分2朱 ― ― 10両1分2朱 3両

5 新家村
（408石余、1人） 清右衛門 ― ― ― ― ― 3両

6
天王寺庄

（1251石余、
4人）

能条村 惣右衛門 10両1分2朱 ― ― ― 10両1分2朱 3両
野村 源七、佐助 10両1分2朱 ― ― ― 10両1分2朱 3両
平田 藤吉 10両1分2朱 ― ― ― 10両1分2朱 3両

7 三番村
（608石余、1人） 善七 10両1分2朱 ― ― ― 10両1分2朱 3両

8 江口村
（556石余、1人） 菊次郎 10両1分2朱 ― ― ― 10両1分2朱 3両

9 山口村
（497石余、2人） 太七、幸助 ― ― ― ― ― 3両 第1章第3節（事例3）では太

助の名あり。

10 濱村
（265石余、1人） 勝次郎 ― ― ― ― ― 3両

11 南方村
（711石余、2人） 安兵衛、庄助 ― ― ― ― ― 3両

12 塚本村
（636石余、1人） 磯八 ― ― ― ― ― 0 病気ニ付12月27日帰坂

（「三杦家」B-63）

13 上福島村
（685石余、6人）

勘九郎 3両
（内2両差戻） ― ― ― ― 0 出立之節金3両丈為持候

処、内2両途中ゟ差戻し

佐助 1両2分2朱
（内2分差戻） ― ― ― ― 0 出立之節1両2分2朱持参、

内2分途中ゟ戻し
寅蔵、万吉、千兵衛、政吉 ― ― ― ― ― 3両

14 成小路村
（776石余、2人） 伊兵衛、浅七 10両1分2朱 ― ― ― 10両1分2朱 3両

15 九条村
（1613石余、2人） 文吉、嘉吉 ― ― ― ― ― 3両

16 海老江村
（1380石余、3人）

甚四郎、清助 4両1分 6両　 2朱 ― ― 10両1分2朱 3両
伊兵衛 3両1分 7両　 2朱 ― ― 10両1分2朱 3両

17 野田村
（1288石余、6人）

弥三郎 5両 5両1分2朱 ― ― 10両1分2朱 1両2分

佐兵衛、幸助 8両 2両1分2朱 ― ― 10両1分2朱 1両2分 佐兵衛、病気ニ付12月27
日帰坂（「三杦家」B-63）

文蔵 9両2分 3分2朱 ― ― 10両1分2朱 1両2分
善七 7両2分 2両3分2朱 ― ― 10両1分2朱 1両2分
安次郎 7両 3両1分2朱 ― ― 10両1分2朱 1両2分

18 勝間村
（1403石余、3人） 辰次郎、政吉、猪之助 ― ― ― ― ― 1両2分

19 難波村
（1419石余、7人）

周松、辰之助、清兵衛、孫助、
辰蔵、岩吉、力松 ― ― ― ― ― 1両2分

20 木津村
（2642石余、10人）

豊吉、勘蔵、徳蔵、善左衛門、
長兵衛、松蔵、竹蔵、新助、秀
左衛門、栄吉

― ― ― ― ― 1両2分 徳蔵（他史料では徳松）

21 恩貴島新田
（191石余、2人）

菊松 7両3分2朱 2両 ― 2分 10両1分2朱 3両
弥三郎 5両1分2朱 2両 ― 3両 10両1分2朱 3両

22 三軒屋町（村）
（280石余、2人）

治三郎 8両 2分2朱 1両3分2朱 1両 13両1分2朱 0
兵助 7両2分 3両 1両3分2朱 1両 13両1分2朱 0

23 市岡新田
（1327石余、4人） 藤三郎、清七、定七、元吉 4両1分2朱 8両 ― 1両 13両1分2朱 0

24 池山新田
（38石余、1人） 卯右衛門 2両1分2朱 10両 ― 1両 13両1分2朱 0

25 春日出新田
（488石余、1人） 清次郎 1両2分 2両 6両3分2朱 ― 10両1分2朱 3両

26 津守新田
（481石余、1人） 庄太郎 2両3分2朱 10両2分 ― 【1両】 13両1分2朱 0 ④は「村方ゟ取替」分

27 中島新田
（581石余、1人） 粂吉 2両3分 2両2分2朱 5両 ― 10両1分2朱 3両

28 石田新田
（122石余、1人） 佐五郎 2両 7両1分2朱 ― 1両 10両1分2朱 3両 佐五郎（他史料では作五郎）

29 木屋新田
（19石余、1人） 善吉 1両 8両1分2朱 ― 1両 10両1分2朱 3両

30 西野新田
（59石余、1人） 和助 0 9両1分2朱 ― 1両 10両1分2朱 3両

31 恩加島新田
（332石余、1人） 長四郎 7両 5両1分2朱 ― 1両 13両1分2朱 0

32 千島新田
（211石余、1人） 宗兵衛 7両2分 2両2分 1分2朱 ― 10両1分2朱 0

33 百島新田
（88石余、1人） 嘉七 4両1分2朱 8両 ― ― 12両1分2朱 1両

34 四貫島村
（380石余、1人） 藤助 8両 2両1分2朱 ― ― ― 3両

35 西島新田
（158石余、1人） 平次郎 ― ― ― ― ― 3両

36 出来島新田
（250石余、1人） 清七 1両2分 5両3分2朱 ― 3両 10両1分2朱 3両 ④は手代・池山預

37 西村
（518石余、2人） 市兵衛、伊右衛門 ― ― ― ― ― 3両

38 八幡屋新田
（176石余、1人） 文三郎 ― ― ― ― ― 3両

39 西高津村
（129石余、7人）

新兵衛、勘兵衛、弥助、佐助、
徳蔵、安兵衛、徳松 ― ― ― ― ― 1両2分

40 岡田新田
（75石余、1人） 清五郎 3両1分2朱 4両 ― 3両 10両1分2朱 0

41 代地場
（13石、1人） 浅蔵 2両1分2朱 5両 ― 3両 10両1分2朱 3両

「此分名前四貫島浅吉分
有之候へ共、名前無之ニ
付、浅蔵へ渡ス」
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国郡 村名
（村高（幕領分）、人足数） 人足名前 Ⅰ本人渡 Ⅱ家内渡 Ⅲ村方預 Ⅳ手代

（or 宰領）預
人足に渡す
べき金額

（Ⅰ～Ⅳ合計）
Ⅴ当度渡 その他、備考

摂
津
国

東
成
郡

42 猪飼野村
（1118石余、5人）

寅吉、安次郎、又吉、岩吉、卯
之助

4人：7両
1人：9両

4人：3両1分2朱
1人：1両1分2朱 ― ― ― 3両

43 北平野町
（254石余、1人） 平五郎 ― ― ― ― ― 3両

44 鴫野村
（977石余、2人） 弥三七、権左衛門 ― ― ― ― ― 3両

45 新喜多新田
（279石余、1人） 吉右衛門 4両 6両1分2朱預（預先不明） 10両1分2朱 3両

46 赤川村
（1588石余、5人） 卯兵衛、惣七、弥助、文吉、栄蔵 10両 ― ― ― ― 3両

47 中道村
（451石余、2人）

鶴松 7両 ― ― ― 10両1分2朱 3両
寅吉 7両 ― ― ― ― 3両

48 本庄村
（805石余、3人）

由松 2両1分2朱
【＋3両】 5両 ― 3両 10両1分2朱 3両

①「三両村方ゟ前貸持参」庄兵衛 【＋3両】 10両1分2朱 ― ― 10両1分2朱 3両辰蔵 4両【＋3両】6両1分2朱 ― ― 10両1分2朱

49 大今里村
（980石余、3人） 源之助、善兵衛、佐次郎 ― ― ― ― ― 3両

50 天王寺村
（5718石余、18人）

丑松、嘉次郎、藤兵衛、久兵衛、
徳蔵、喜兵衛、嘉左衛門、浅吉、
弥兵衛、庄左衛門、長兵衛、庄
次郎、甚右衛門、熊次郎、鶴次
郎、亀次郎、駒吉、音次郎

― ― ― ― ― 0 駒吉（他史料では駒之助）

51 友渕村
（313石余、1人） 喜兵衛 10両1分2朱 ― ― ― 10両1分2朱 3両

52 小橋村
（107石余、1人） 寅吉 ― ― ― ― ― 3両

53 木野村
（611石余、2人） 音松、巳之助 ― ― ― ― ― 3両

54 般若寺村
（430石余、2人） 久七、藤八 10両1分2朱 ― ― ― 10両1分2朱 3両

55 千林村
（882石余、2人）

弥右衛門 5両 ― 1分2朱 5両（宰） 10両1分2朱 3両 5両関目九右衛門預り
宗八 4両 ― 1両1分2朱 5両（宰） 10両1分2朱 3両 5両宰領九右衛門預り

56 野江村
（303石余、1人） 藤五郎 ― ― ― ― ― 3両

57 馬場村
（755石余、4人）

仁兵衛、文次郎、惣右衛門、藤
八 ― ― ― ― ― 3両

58 関目村
（389石余、2人） 政七、武兵衛 ― ― ― ― ― 3両

59 玉造村
（51石、1人） 安吉 ― ― ― ― ― 3両

住
吉
郡

60 北田辺村
（830石余、2人） 嘉助、善（ママ伝ヵ）三郎 ― ― ― ― ― 3両 善三郎（他史料では伝三郎）

61 鷹合村
（170石余、2人） 惣右衛門、直三郎 ― ― ― ― ― 3両

62 庭井村
（170石余、5人）

弥三七、安次郎、弥三兵衛、茂
兵衛、儀兵衛 ― ― ― ― ― 3両

63 南田辺村
（989石余、3人）

伊兵衛 1両2分 ― ― 3両 ― 3両
六兵衛 3分 ― ― 3両 ― 3両
治右衛門 3両 ― ― 3両 ― 3両

64 加賀屋新田
（303石余、1人） 藤吉 7両1分2朱 ― ― 3両 10両1分2朱 0

河
内
国

丹
南
郡

65 岩室村
（314石余、2人） 政五郎、勝次郎 ― ― ― ― ― 3両

66 今熊村
（397石余、2人） 九右衛門、九次郎 ― ― ― ― ― 3両

和
泉
国

大
鳥
郡

67 舳松村
（2996石余、6人）

伊三郎、徳松 4両1分2朱
【＋3両】 ― ― 3両 10両1分2朱 3両 ①「三両ツヽ先貸」

竹松 3両1分2朱
【＋3両】 1両 ― 3両 10両1分2朱 3両 ①「三両先かし」

定吉、弥兵衛 2両1分2朱
【＋3両】 2両 ― 3両 10両1分2朱 3両 ①「三両先かし」、④は手

代・三杦預

富吉 3分2朱
【＋3両】 3両2分 ― 3両 10両1分2朱 3両 ①「三両先かし」、④は手

代・三杦預

68 北庄村
（2797石余、4人）

治郎右衛門 3両1分2朱 4両 ― 3両 10両1分2朱 3両 他史料では源助の名あり
（卯之助のどちらかは源助ヵ）、
治三郎・西右衛門の名もあり

卯之助 4両1分2朱 3両 ― 3両 10両1分2朱 3両
由松、卯之助 2両1分2朱 5両 ― 3両 10両1分2朱 3両

69 中筋村
（2543石余、7人）

政次郎、辰造 2両1分2朱
【＋3両】 2両 ― 3両 10両1分2朱 3両

①「三両先貸」亀吉、弥兵衛、作兵衛 1両1分2朱
【＋3両】 3両 ― 3両 10両1分2朱 3両

治三郎、平吉 2両3分2朱
【＋3両】 1両2分 ― 3両 10両1分2朱 3両

70 湊村
（766石余、4人） 丑松、定吉、久吉、音吉 0 7両1分2朱 ― 3両 10両1分2朱 3両 他史料では源蔵の名あり

71 上石津村
（1213石余、3人） 利助、源蔵、勘兵衛 ― ― ― ― ― 3両

72 野代村
（190石余、1人） 伊右衛門 ― ― ― ― ― 3両

南
郡

73 摩湯村
（399石余、1人） 卯三郎 ― ― ― ― ― 3両

74 三田村
（898石余、2人） 和助、西右衛門 ― ― ― ― ― 3両

75 包近村
（624石余、1人） 九兵衛 ― ― ― ― ― 3両

76 中村
（460石余、1人） 久右衛門 ― ― ― ― ― 3両

77 積川村
（314石余、1人） 覚右衛門 ― ― ― ― ― 3両

78 稲葉村
（670石余、1人） 為右衛門 ― ― ― ― ― 3両

村数、高計 78ヶ村／高61037.883179石
（典拠） 三杦家文書 A-（1（ 慶応元年 （（ 月「人足出立之節渡金取調書帳」。村高は前掲『旧高旧領取調帳』、（（ 代地場のみ安永 （ 年（（（（（）高（『西成郡史』（（（（）。
（註 （） 記載がなく、計算不可の場合は「―」。金額が不一致の場合も、特に断らない限り史料上の数値に従った。【　】内の金額は村方などからの前借分。
（註 （） 同一村内で同額の場合はまとめて記載したが、金額は全て （ 人当りの額。（（ 猪飼野村のみ各人が受領した金額が不明のため、まとめて記載した。
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役
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共
︑
当
地
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立
之
節
︑
定
之
雑
用
金
受
取
︑
右
之
内
銘
〻

都
合
ニ
寄
村
役
人
等
江
預
ヶ
置
候
分
︑
其
外
口
〻
金
六
百
弐
拾
六
両
弐

分
︑
此
度
郡
中
ゟ
其
地
江
向
正
金
可
差
送
処
︑
途
中
懸
念
ニ
付
︑
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差
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受
度
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︑
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義
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︑
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惣
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︑
右
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︑
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︑
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︑
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︻
史
料
九
︼
は
大
坂
代
官
役
所
の
手
附
・
手
代
五
名
か
ら
︑
現
地
に
出
張
中

の
手
代
三
名
に
宛
て
た
御
用
状
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
遠
方
へ
の
多
額
の
送
金
は

危
険
な
た
め
︑
郡
中
か
ら
の
提
案
通
り
︑
金
銭
は
現
地
代
官
取
扱
い
の
御
用
金

で
立
て
替
え
て
下
付
す
る
こ
と
︑
送
金
分
の
人
足
ら
へ
の
下
付
に
つ
い
て
は
︑

郡
中
惣
代
の
指
示
に
従
う
よ
う
指
示
し
て
い
る
︒
翌
年
正
月
六
日
に
三
杦
ら
が

こ
の
御
用
状
を
受
領
し
た
後
︑
一
三
日
に
は
代
官
佐
々
井
よ
り
受
取
手
形
が
下

付
さ
れ
︑
代
官
桜
井
取
扱
い
の
御
用
金
か
ら
金
銭
を
受
領
し
︑
手
代
三
人
で
分

配
し
た（

（（
（

︒
翌
日
︑
三
杦
は
宰
領
を
呼
び
︑
人
足
ら
に
渡
す
金
二
〇
二
両
を
預
け

て
い
る
︒
た
だ
し
︑
住
吉
郡
の
人
足
に
は
三
杦
が
直
接
渡
し
て
い
る
︒
彼
ら
が

金
銭
不
足
を
訴
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
同
郡
出
身
の
三
杦
が
宰
領
を
通
さ
ず
︑

彼
ら
を
直
接
管
理
・
把
握
し
て
い
た
こ
と
に
も
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
結

局
今
回
の
送
金
分
は
人
足
ら
に
即
刻
下
付
さ
れ
た
が
︑
以
後
人
足
の
増
給
要
求

で
郡
中
や
手
代
が
難
渋
し
た
様
子
は
み
ら
れ
ず
︑
こ
の
方
策
は
一
定
の
効
果
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
国
元
の
大
坂
（
代
官
役
所
︱
郡
中
（
と

現
地
の
広
島
（
勘
定
所
︱
代
官
役
所
手
代
︱
宰
領
（
と
で
管
轄
地
域
の
負
担
増
加

を
抑
止
す
る
体
制
が
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
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第
二
節

　
管
轄
地
域
の
負
担
の
構
造

　
人
足
ら
は
病
気
等
で
順
次
国
元
に
帰
さ
れ
︑
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
（
二
月
一

七
日
時
点
で
︑
残
り
三
一
八
人
と
な
っ
て
い
た
︒
こ
の
頃
に
は
じ
き
に
農
繁
期

と
な
る
た
め
︑
手
代
か
ら
人
足
ら
の
帰
村
を
願
う
も
︑
他
の
管
下
幕
領
か
ら
の

人
足
派
遣
が
進
ま
な
か
っ
た
た
め
に
す
ぐ
に
は
認
め
ら
れ
ず
︑
二
五
日
に
や
っ

と
人
足
一
〇
一
人
の
帰
村
が
勘
定
所
よ
り
許
可
さ
れ
た（

（（
（

︒
こ
れ
で
人
足
は
当
初

の
約
半
数
に
な
る
た
め
︑
そ
の
後
の
取
締
を
池
山
・
清
田
に
任
せ
︑
三
杦
は
先

に
帰
坂
す
る
こ
と
に
な
る
︒
三
杦
は
二
八
日
に
広
島
を
出
立
し
︑
江
波
島
か
ら

船
に
乗
り
︑
三
月
初
旬
に
着
坂
し
た（

（（
（

︒
後
の
史
料
に
は
︑
但
馬
・
備
中
国
幕
領

か
ら
代
り
の
人
足
が
派
遣
さ
れ
た
た
め
︑
大
坂
代
官
管
下
の
人
足
は
二
月
限
り

で
帰
国
し
た
と
あ
り
︑
現
地
に
残
留
し
た
人
足
ら
も
程
な
く
帰
国
し
た
よ
う
で

あ
る（

（（
（

︒

　
人
足
の
帰
国
後
︑
五
月
頃
に
は
︑
鈴
木
町
代
官
管
下
の
郡
中
で
︑
人
足
派
遣

に
か
か
っ
た
費
用
を
精
算
し
た
︒︽
表
⑦
︾
に
よ
る
と
︑
郡
中
は
人
足
の
派
遣
数

に
か
か
わ
ら
ず
︑
全
費
用
の
う
ち
六
割
を
高
割
︑
四
割
を
軒
割
で
均
等
に
割
賦

し
て
い
る
︒
全
費
用
の
金
三
四
七
九
両
余
に
は
︑
郡
中
か
ら
宰
領
・
人
足
へ
の

渡
金
の
ほ
か
に
︑
郷
宿
入
用
・
筆
工
手
当
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
鈴
木
町
代

官
管
下
の
人
足
は
出
発
か
ら
一
二
月
頃
ま
で
は
宰
領
九
人
・
人
足
全
二
〇
四
人

で
︑
途
中
交
代
し
た
人
足
や
帰
坂
す
る
人
足
も
で
て
く
る
が
︑
仮
に
多
く
の
宰

領
・
人
足
が
帰
坂
す
る
ま
で
（
慶
応
二
年
三
月
四
日
（
の
日
数
一
〇
七
日
で
手
当

と
餞
別
金
の
郡
中
か
ら
の
支
給
分
を
計
算
す
る
と
︑
金
三
四
九
〇
両
余
と
な
る
︒

二
月
頃
に
は
途
中
帰
国
者
も
出
る
た
め
︑
そ
の
分
は
支
給
さ
れ
て
い
な
い
は
ず

だ
が
︑
そ
の
他
の
諸
経
費
も
含
め
る
と
な
る
と
︑
郡
中
支
給
分
は
規
定
額
以
上

に
は
増
額
さ
れ
て
い
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
は
前
章
で
論
じ
た
管

理
体
制
が
機
能
し
た
証
左
で
も
あ
る
︒
し
か
し
︑
郡
中
か
ら
一
括
で
支
給
さ
れ

る
金
銭
以
外
に
も
︑
別
途
人
足
へ
の
金
銭
支
給
︑
貸
与
が
あ
っ
た
こ
と
が
次
の

史
料
か
ら
わ
か
る
︒

《表⑦》鈴木町代官管轄地域の金銭負担

宰領・人足渡金
（郷宿入用・筆工手当等含） 金 （（（（ 両 （ 朱

高割分（（1％） 金 （1（（ 両余

　掛り高 （（（（（.（（（ 石

　高 （11 石ニ付 金 （ 両 （ 分，永 （1 文

軒割分（（1％） 金 （（（（ 両余

　家数 （（（（（ 軒

　（ 軒ニ付 永 （（ 文 （ 分

（典拠）越知家文書貢租 （（（–（。
（註） 掛り高は慶応元年鈴木町代官支配高 （（111 石余（預所

含）の値と近似しており、鈴木町代官管轄地域全体と
考えられる。
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︻
史
料
一
〇（

（（
（

︼

寅
(
慶
応
二
年
)五

月
廿
日
組
合
寄
合
之
上
︑
夫
役
人
足
出
候
村
方
ニ
ハ
︑
多
少
共
失
費

相
立
有
之
候
ニ
付
︑
不
出
村
方
ゟ
余
荷
︑
左
之
通
ニ
相
成

　
一
廿
弐
両
弐
分

　
　
才
領
・
人
足
十
五
人
江
組
合
限
り
餞
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
︑
壱
人
金
壱
両
弐
歩
宛

　
　
内

　
　
拾
壱
両
壱
分

　
　
　
組
合
高
割

　
　
拾
壱
両
壱
分

　
　
　
人
足
不
差
出

︹
大
野
︺

大
の
村
︑
外
五
ヶ
村
ゟ
余
内

　
右
割
金
︑
来
廿
五
日
植
付
届
之
節
︑
濱
屋
方
へ
一
同
持
参
之
積

　︻
史
料
一
〇
︼
は
慶
応
二
年
五
月
︑
稗
島
組
で
夫
役
人
足
関
係
費
用
を
清
算
し

た
際
に
作
成
さ
れ
た
︒
組
合
内
で
人
足
を
派
遣
し
た
村
の
失
費
が
︑
未
派
遣
の

村
に
比
し
て
嵩
ん
で
い
た
た
め
︽
表
①
︾（
八
一
頁
（︑
宰
領
・
人
足
一
五
人
分
の

組
合
限
り
の
餞
別
金
二
二
両
の
内
︑
半
分
を
組
合
全
体
で
高
割
︑
残
り
を
人
足

未
派
遣
の
六
ヵ
村
の
み
で
割
賦
し
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
郡
中
の
支
給
分
以
外
に
︑

①
組
合
限
り
の
餞
別
金
が
あ
っ
た
こ
と
︑
ま
た
人
足
を
派
遣
し
た
村
の
負
担
が

未
派
遣
の
村
に
比
し
て
よ
り
大
き
く
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
②
村
限
り
で
も

人
足
に
対
し
て
金
銭
を
負
担
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
実
際
︑
稗

島
村
で
は
精
算
時
点
で
郡
中
か
ら
受
領
し
た
規
定
額
よ
り
一
人
当
た
り
金
二
両

を
﹁
渡
過
﹂
て
い
た
が
︑
こ
の
分
は
﹁
村
限
之
為
餞
別
勘
弁
致
遣
ス
﹂
と
棒
引

き
し
て
い
る（

（1
（

︒
さ
ら
に
同
村
の
出
費
総
額
に
は
︑︽
表
⑧
︾（
次
頁
（
Ｂ
・
Ｄ
村

の
立
替
分
の
利
足
や
Ｅ
人
足
三
四
郎
の
借
金
の
弁
済
分
も
加
わ
り
︑
全
体
で
郡

中
手
当
の
受
領
額
よ
り
金
七
両
以
上
不
足
し
て
い
る
︒
Ｅ
人
足
三
四
郎
の
借
金

の
貸
し
手
と
見
ら
れ
る
﹁
藤
﹂
は
︑
三
杦
の
日
記
に
も
頻
出
す
る
宰
領
藤
宗
一

郎
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
︑
人
足
が
手
代
だ
け
で
な
く
宰
領
に
も
現
地
で
借
金

す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
も
窺
わ
れ
る
︒
三
四
郎
は
広
島
で
他
の
宰
領
か
ら
も

借
金
し
て
お
り
︑
帰
坂
後
︑
宰
領
か
ら
返
金
を
要
求
さ
れ
て
い
る
︻
史
料
一
一
︼︒

︻
史
料
一
一（

（（
（

︼

　
　
　
　
　
　
覚

　
　
一
金
弐
分
也

其
村
方
三
四
郎
殿
ニ
廣
嶋
表
ニ
而
取
替
置
候
間
︑
今
ニ
御
渡
不
被
下
候
故
︑

御
取
立
被
下
︑
只
今
此
使
之
も
の
へ
御
渡
可
被
下
候
︑
則
賃
御
渡
可
被

下
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
須
磨
組
宰
領

　
　
　
寅

(
慶
応
二
年
)四

月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
薭
嶋
村

　
　
　
　
　
　
　
　
御
村
方
様

　
本
史
料
か
ら
は
最
終
的
に
人
足
本
人
が
返
済
し
た
の
か
︑
村
が
弁
済
し
た
の

か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
貸
手
は
村
を
通
し
て
人
足
に
返
済
を
催
促
し
て
お
り
︑

人
足
が
返
済
で
き
な
い
場
合
︑
村
が
最
終
的
な
責
任
を
負
わ
ざ
る
を
得
な
い
構
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造
が
こ
こ
に
表
れ
て
い
る
︒
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
（
一
二
月
︑
河
内
国
丹
北
郡

川
辺
村
（
幕
領
︑
管
轄
代
官
不
明
（
が
作
成
し
た
夫
役
人
足
の
入
用
勘
定
帳
で
は（

（（
（

︑

﹁
亀
吉
芸
地
ニ
而
宰
領
之
者
其
他
ニ
か
り
金
︑
帰
国
後
取
詰
催
促
有
之
︑
同
人
難

渋
ニ
付
︑
無
拠
村
方
ゟ
返
済
致
遣
ス
﹂
と
し
て
金
二
両
二
分
一
朱
（
代
銀
二
〇
九

匁
三
分
八
厘
（
と
利
足
銀
八
匁
三
分
八
厘
を
計
上
し
て
お
り
︑
亀
吉
と
い
う
人
足

が
広
島
で
宰
領
ら
に
借
金
を
し
て
︑
帰
国
後
に
返
済
を
迫
ら
れ
た
た
め
︑
代
わ

り
に
村
が
弁
済
し
た
こ
と
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
①
郡

中
支
給
分
に
加
え
︑
②
組
合
村
や
村
単
位
の
手
当
・
餞
別
金
︑
③
各
人
足
が
個

人
的
に
現
地
で
重
ね
た
借
金
の
弁
済
分
全
体
が
︑
管
轄
地
域
の
負
担
と
な
っ
た
︒

第
三
節

　
手
代
の
機
能
と
二
つ
の
側
面

　
前
章
よ
り
︑
現
地
に
お
い
て
手
代
は
⑴
勘
定
方
役
人
の
指
揮
下
で
の
人
足
の

統
括
や
軍
事
関
係
部
署
の
役
人
と
の
連
絡
・
交
渉
︑
⑵
幕
府
支
給
の
各
種
手
当

の
申
請
や
授
受
・
分
配
な
ど
を
担
当
し
た
︒
⑵
に
つ
い
て
は
︑
現
地
支
給
の
臨

時
手
当
は
も
ち
ろ
ん
︑
出
張
後
に
幕
府
と
の
間
で
清
算
さ
れ
る
手
当
金
の
申
請

も
含
ま
れ
る
︒
信
楽
代
官
役
所
手
代
中
村
庄
次
郎
は
︑
三
杦
と
同
様
に
代
官
の

管
轄
地
域
か
ら
採
用
さ
れ
︑
人
足
取
締
の
た
め
に
広
島
に
派
遣
さ
れ
た
が
︑
出

張
前
に
人
足
へ
の
菜
代
や
臨
時
手
当
を
役
所
か
ら
受
領
し
た
際
︑﹁
然
ル
上
者
︑

御
用
済
之
上
︑
御
勘
定
仕
上
可
仕
﹂
と
代
官
役
所
に
誓
約
し
て
お
り（

（（
（

︑
出
張
中

の
経
費
を
集
計
し
て
勘
定
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
︑
手
代
の
重
要
任
務
で
あ
っ

た
︒
第
一
次
長
州
戦
争
時
に
︑
倉
敷
代
官
役
所
が
賄
御
用
を
勤
め
た
際
も
︑
代

官
が
提
出
し
た
勘
定
組
伺
書
を
基
に
︑
勘
定
所
と
の
間
で
経
費
を
清
算
し
て
い

る（
（（
（

︒
こ
れ
ら
の
職
務
遂
行
上
︑
現
地
役
人
ら
と
公
的
な
文
書
の
や
り
取
り
を
交

わ
す
必
要
が
あ
り
︑
ま
た
現
地
に
集
結
し
て
も
︑
人
足
の
管
轄
は
代
官
役
所
ご

と
に
分
か
れ
る
た
め
︑
役
所
ご
と
に
役
人
を
派
遣
す
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
幕
府

が
﹁
為
取
締
手
付
・
手
代
之
内
差
添
﹂
を
義
務
づ
け
た
の
は（

（（
（

︑
そ
の
た
め
で
あ

る
︒

　
加
え
て
︑
手
代
は
⑶
郡
中
に
対
す
る
報
告
︑
お
よ
び
郡
中
や
組
合
村
・
村
が

支
給
し
た
金
銭
の
管
理
を
も
行
っ
て
い
た
︒
各
管
下
幕
領
で
は
郡
中
で
規
定
し

《表⑧》郡中よりの手当・餞別残金分、取替先への渡方

慶応 （ 年 （ 月郡中より受領
（人足 （ 人への手当・餞別金
のうち未支給分）

金 （（ 両 （ 朱・銭 （（1 文

Ａ 慶応元年 （（ 月・（（ 月稗
島村東組より出金分 金 （（ 両

Ｂ
A の取替利足

（（1（ 匁替 （ 朱の積） 金 （ 分・銭 （（1 文

Ｃ 慶応（年（月稗島村西組
より出金分 金 （ 両

Ｄ C の取替利足 金 （ 朱・銭 （（1 文

Ｅ 人足（三四郎）借用分、
藤戻し分 金 （ 分

小以〆 金 （（ 両 （ 朱・銭 （（1 文

差引不足 金 （ 両 （ 朱・銭 （（（ 文

（典拠）「越知家文書」貢租 （（（–（。
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た
手
当
以
外
に
︑
村
や
組
合
村
単
位
で
の
手

当
支
給
や
︑
現
地
で
人
足
が
重
ね
た
借
金
の

弁
済
に
よ
り
金
銭
負
担
が
増
加
し
て
い
た
︒

こ
れ
は
人
足
が
出
身
村
や
現
地
役
人
に
金
銭

不
足
を
訴
え
る
場
合
︑
各
村
は
現
地
の
状
況

を
︑
現
地
役
人
は
各
人
足
の
持
参
額
な
ど
を

把
握
し
て
い
な
い
こ
と
に
一
因
が
あ
っ
た
︒

そ
こ
で
郡
中
は
各
人
足
へ
の
金
銭
の
支
給
状

況
を
手
代
に
把
握
さ
せ
︑
管
理
を
委
ね
る
こ

と
で
︑
人
足
へ
の
過
度
の
出
金
を
防
止
し
た
︒

そ
れ
で
も
稗
島
村
で
人
足
一
人
当
た
り
金
二

両
を
﹁
渡
過
﹂
て
い
た
よ
う
に
︑
郡
中
規
定
額
以
外
の
管
轄
地
域
の
出
金
を
完

全
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
︑
金
一
〇
~
二
〇
両
と
い
う

大
金
を
早
々
に
要
求
し
た
人
足
の
事
例
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
郡
中
︱
現
地
役
人
に

よ
る
金
銭
管
理
体
制
が
︑
こ
れ
ら
の
ね
だ
り
行
為
を
相
当
程
度
抑
制
し
て
い
た

と
い
え
よ
う
︒
ま
た
︑
郡
中
の
規
定
額
自
体
は
増
額
さ
れ
な
か
っ
た
︒

　
こ
の
⑶
の
機
能
に
つ
い
て
は
︑
管
轄
地
域
の
負
担
抑
制
を
目
的
と
す
る
点
で
︑

幕
府
御
用
の
一
環
で
あ
る
⑴
・
⑵
と
は
性
質
を
異
に
す
る
︒
こ
れ
は
通
常
の
手

代
と
異
な
り
︑
三
杦
ら
手
代
に
は
幕
府
だ
け
で
な
く
郡
中
も
手
当
を
支
給
し
て

い
た
こ
と
に
も
関
係
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
︒
実
は
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
（

一
一
月
一
一
日
の
郡
中
集
会
で
は
︑
人
足
を
取
り
締
ま
る
手
代
に
支
給
す
る
手

当
額
も
決
め
ら
れ
て
い
た
︒︽
表
⑨
︾
に
よ
る
と
︑
一
ヵ
月
ご
と
の
手
当
は
幕
府

と
同
額
︑
餞
別
は
幕
府
の
四
倍
も
の
額
を
郡
中
か
ら
支
給
し
て
い
る（

（（
（

︒
つ
ま
り
︑

三
杦
ら
は
代
官
と
郡
中
双
方
に
雇
用
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
郡
中
用

を
も
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
三
杦
ら
の
出
自
を
確
認
す
る
と
︑
三
杦

家
は
北
田
辺
村
に
お
い
て
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
（
頃
か
ら
百
姓
代
︑
次
い
で
年

寄
を
︑
天
保
七
年
（
一
八
三
六
（
以
降
は
三
代
に
わ
た
り
庄
屋
を
勤
め
︑
慶
応
二

年
に
は
村
内
に
三
五
石
余
（
村
内
二
位
（
の
土
地
を
所
持
し
て
い
た（

（（
（

︒
ま
た
︑
大

坂
周
辺
の
町
村
役
人
ら
が
請
け
負
っ
た
大
坂
城
賄
（
長
州
戦
争
時
に
大
坂
城
に
滞

在
し
た
幕
府
諸
役
人
の
世
話
役
（
を
︑
泰
次
郎
と
（
池
山
（
新
平
が
勤
め
て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
た
め
︑
池
山
も
鈴
木
町
代
官
管
下
の
村
役
人
層
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
︑
摂
津
国
西
成
郡
九
条
村
庄
屋
で
あ
っ
た
池
山
新
平
の
こ
と
と
同

定
さ
れ
る（

（（
（

︒
手
代
に
採
用
さ
れ
る
と
︑
三
杦
ら
の
肩
書
は
各
々
﹁
内(

鈴
木
町
代
官
)

海
多
治
郎

手
代
﹂
や
﹁
斎(

谷
町
代
官
)

藤
六
蔵
手
代
﹂
と
な
り（

（（
（

︑
出
身
村
名
は
記
さ
れ
ず
︑
苗
字
を
称

し
た
︒
一
方
︑
御
用
勤
を
終
え
た
泰
次
郎
は
︑
肩
書
が
北
田
辺
村
庄
屋
と
な
り
︑

手
代
採
用
前
と
同
様
に
苗
字
も
公
称
し
て
い
な
い（

（1
（

︒
慶
応
三
年
︑
泰
次
郎
は
献

金
の
褒
賞
と
し
て
自
他
村
の
村
役
人
と
共
に
﹁
其
身
一
代
苗
字
﹂
を
許
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら（

（（
（

︑
逆
に
苗
字
の
公
称
は
手
代
採
用
中
の
み
許
さ
れ
た
も
の
で
︑

雇
用
終
了
後
は
一
般
の
村
役
人
と
同
様
に
扱
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
よ

う
に
︑
三
杦
ら
は
村
役
人
層
か
ら
長
州
戦
争
の
人
足
取
締
と
い
う
特
定
の
御
用

遂
行
の
た
め
に
臨
時
採
用
さ
れ
た
手
代
で
︑
な
お
か
つ
郡
中
か
ら
も
雇
用
さ
れ

る
存
在
で
あ
っ
た
︒
で
は
︑
長
州
戦
争
時
の
人
足
取
締
に
あ
た
り
︑
こ
の
よ
う

《表⑨》手代の手当・餞別金額

種類 支給者 金額
（両）

（ ヶ月分御手当
出立の節御手当として下渡 代官

（
（

（ ヶ月分手当
餞別金（出立の節仕度手当） 郡中

（
（1

（典拠）三杦家文書 A–（、『宝塚市史』（ 巻所収 （（（「長
州征伐人夫差出し仕法」。
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な
手
代
を
採
用
し
た
の
は
な
ぜ
か
︒

　
戦
時
に
は
人
足
の
就
労
場
所
が
徴
発
地
域
か
ら
遠
隔
に
な
る
こ
と
に
加
え
︑

戦
地
で
は
需
給
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
た
め
︑
物
価
急
騰
な
ど
の
異
常
事
態
も
発

生
し
や
す
い
︒
さ
ら
に
︑
戦
争
の
規
模
や
期
間
は
政
局
や
戦
況
に
応
じ
て
変
わ

る
た
め
︑
事
前
に
人
・
物
資
・
金
銭
の
必
要
数
量
を
把
握
で
き
な
い
こ
と
が
戦

時
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
︒
こ
の
点
は
日
光
社
参
な
ど
の
軍
事
演
習
と
も
異
な

る
︒
村
役
人
層
か
ら
の
採
用
が
代
官
命
か
︑
郡
中
の
上
申
に
よ
り
実
現
し
た
の

か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
地
域
有
力
者
と
の
人
脈
を
も
ち
︑
宰
領
や
人
足
の
実
情

に
明
る
い
村
役
人
層
か
ら
取
締
役
を
設
定
す
る
こ
と
で
︑
手
代
の
業
務
に
加
え
︑

郡
中
と
の
連
絡
も
円
滑
化
し
︑
戦
時
に
お
け
る
人
足
管
理
を
機
能
さ
せ
る
こ
と

が
可
能
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
︑
郡
中
の
代
表
た
る

郡
中
惣
代
が
手
代
に
採
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
ま
た
注
目
さ
れ
る
︒
手
代
の

三
杦
は
住
吉
郡
出
身
で
あ
っ
た
が
︑
同
郡
の
惣
代
庄
屋
兼
郡
中
惣
代
は
中
喜
連

村
庄
屋
の
（
佐
々
木
（
才
三
郎
で（

（（
（

︑
他
の
郡
中
惣
代
も
国
元
に
残
っ
て
い
た
︒
地

域
運
営
に
不
可
欠
な
惣
代
層
は
国
元
に
残
し
︑
他
の
村
役
人
層
か
ら
人
足
の
取

締
や
多
額
の
金
銭
管
理
を
任
せ
る
に
足
る
人
物
を
手
代
に
選
ぶ
こ
と
で
︑
郡
中

と
現
地
の
手
代
と
の
連
繋
体
制
が
構
築
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑

人
足
管
理
を
現
地
役
所
お
よ
び
現
地
派
遣
の
手
代
の
裁
量
に
あ
る
程
度
任
せ
つ

つ
︑
現
地
と
国
元
で
情
報
を
交
換
し
︑
国
元
か
ら
も
必
要
に
応
じ
て
現
地
の
手

代
に
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
︑
内
戦
期
に
お
け
る
人
足
管
理
が
機
能
し
た
の
で

あ
る
︒

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
︑
長
州
戦
争
時
の
夫
役
人
足
の
任
地
で
の
動
向
か
ら
︑
人
足
使
役

上
の
構
造
的
問
題
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
︑
人
足
管
理
体
制
を
解
明
し
た
︒
要

点
は
前
章
に
ま
と
め
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
が
︑
人
足
管
理
に
あ
た
っ
た
大
坂

代
官
役
所
手
代
は
︑
代
官
役
所
手
代
と
し
て
の
機
能
（
第
三
章
第
三
節
⑴
・
⑵
（

と
と
も
に
︑
郡
中
機
能
（
同
⑶
（
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
無

論
︑
戦
闘
が
開
始
す
れ
ば
人
足
管
理
は
よ
り
困
難
を
極
め
た
で
あ
ろ
う
が
︑
国

元
（
代
官
役
所
︱
郡
中
（
と
現
地
（
勘
定
所
︱
代
官
役
所
手
代
︱
宰
領
（
の
協
同
で

の
管
理
体
制
の
構
築
に
よ
り
︑
兵
站
が
機
能
し
た
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
︒
こ

れ
に
よ
り
︑
遠
隔
地
で
の
人
足
の
使
役
と
管
轄
地
域
の
負
担
の
抑
制
が
可
能
と

な
っ
た
︒

　
本
事
例
の
場
合
︑
こ
の
手
代
は
管
轄
地
域
の
村
役
人
層
か
ら
臨
時
採
用
さ
れ

て
い
た
︒
鈴
木
町
代
官
管
轄
地
域
の
人
足
派
遣
方
法
を
記
し
た
書
付
で
は
︑
三

杦
ら
の
肩
書
は
﹁
御
手
代
格
﹂
と
な
っ
て
お
り（

（（
（

︑
三
杦
ら
は
代
官
役
所
手
代
の

格
を
与
え
ら
れ
つ
つ
も
︑
通
常
の
手
代
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
︒
慶
応
元
~
二
年
の
﹁
県
令
集
覧
﹂（
代
官
役
所
の
属
僚
一
覧
（
に
は
︑
属

僚
を
網
羅
し
て
い
な
い
可
能
性
は
残
る
も
の
の
︑
少
な
く
と
も
三
杦
ら
の
名
は

な
い（

（（
（

︒
こ
こ
で
参
考
に
な
る
の
が
︑
同
じ
く
長
州
戦
争
時
に
管
轄
地
域
か
ら
臨

時
的
に
雇
用
さ
れ
た
信
楽
代
官
役
所
手
代
の
例
で
あ
る
︒
郡
中
の
記
録
に
残
さ
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れ
た
手
代
採
用
時
の
請
書
に
は
﹁
楠
葉
村
年
寄
庄
次
郎
儀
︑
御
雇
手
代
ニ
而
人
夫

引
纒
御
差
立
相
成
候
﹂
と
︑
採
用
さ
れ
た
中
村
庄
次
郎
を
﹁
御
雇
手
代
﹂
と
し

て
い
る
︒
こ
の
こ
と
よ
り
︑
三
杦
ら
大
坂
代
官
役
所
手
代
も
同
様
に
︑
長
州
戦

争
の
人
足
取
締
と
い
う
特
定
の
御
用
の
た
め
に
臨
時
で
雇
用
さ
れ
た
雇
手
代
で

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
雇
手
代
に
つ
い
て
は
︑
戸
森
麻
衣
子
氏
が
人
員
不
足

を
補
う
た
め
の
手
代
の
臨
時
貸
借
・
臨
時
雇
用
の
一
例
と
し
て
触
れ
た
の
が
管

見
の
限
り
唯
一
で（

（（
（

︑
雇
用
体
制
や
実
態
は
ま
っ
た
く
検
討
さ
れ
て
い
な
い
た
め
︑

こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
︒

　
最
後
に
︑
戦
時
の
兵
站
業
務
に
お
け
る
人
足
へ
の
指
揮
・
命
令
系
統
上
の
問

題
を
指
摘
し
て
お
く
︒
筆
者
は
第
一
章
第
二
節
に
お
い
て
︑
歩
兵
付
宰
領
が
玉

薬
方
よ
り
指
示
さ
れ
た
水
揚
げ
の
仕
事
を
勘
定
方
の
判
断
で
延
日
し
た
例
（
一

二
月
八
日
（
や
︑
玉
薬
方
配
属
の
人
足
が
問
題
を
起
こ
し
た
際
に
︑
玉
薬
方
か

ら
手
代
に
人
足
の
取
扱
い
方
に
つ
い
て
照
会
が
あ
り
︑
勘
定
方
に
て
処
理
さ
れ

た
例
（
事
例
（
（
を
挙
げ
た
︒
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
︑
人
足
が
軍
事
関
係

部
署
に
配
属
さ
れ
た
後
も
︑
人
足
へ
の
指
揮
・
命
令
系
統
が
一
本
化
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
で
あ
る
︒
無
論
通
常
の
兵
站
業
務
に
つ
い
て
は
︑
軍
事
関
係
役
人
が

配
属
さ
れ
た
宰
領
や
人
足
に
直
接
指
示
し
て
使
役
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
宰

領
が
指
示
に
納
得
し
な
い
場
合
に
勘
定
方
の
指
示
を
仰
い
で
い
る
こ
と
や
︑
問

題
発
生
の
際
は
勘
定
方
取
扱
い
に
な
る
こ
と
か
ら
︑
軍
事
関
係
部
署
は
必
ず
し

も
配
属
さ
れ
た
宰
領
や
人
足
を
完
全
に
統
率
下
に
は
お
け
ず
︑
勘
定
方
を
経
由

す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
各
部
署
の
職
務
分
掌
の
子
細
に
つ
い
て

は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
︑
少
な
く
と
も
各
部
署
配
属
後
も
人
足
が
代
官
役
所

の
支
配
を
離
れ
る
こ
と
は
な
い
た
め
︑
人
足
は
配
属
先
で
あ
る
軍
事
関
係
部
署

と
︑
支
配
を
受
け
る
代
官
役
所
︱
勘
定
所
系
統
の
二
重
の
管
轄
を
受
け
る
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
こ
れ
は
代
官
役
所
が
人
足
を
徴
発
す
る
限
り
︑
現
夫

で
は
な
い
雇
人
足
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
︒
実
際
︑
信
楽
代
官
管
轄
地
域
で

は
雇
人
足
を
派
遣
し
た
が
︑
人
足
が
問
題
を
起
こ
し
た
際
は
代
官
役
所
手
代
が

対
処
し
て
い
る（

（（
（

︒
一
方
︑
こ
れ
は
代
官
役
所
が
徴
発
し
た
歩
兵
と
は
異
な
る
問

題
で
あ
る
︒
歩
兵
の
場
合
︑
勤
役
中
は
一
時
的
な
身
分
変
更
に
よ
り
︑
士
の
末

端
に
位
置
づ
け
ら
れ
︑
代
官
役
所
支
配
を
離
れ
る
た
め
で
あ
る
︒

　
江
戸
幕
府
に
と
っ
て
長
州
戦
争
は
︑
久
方
ぶ
り
の
全
国
規
模
で
の
実
戦
と
な

り
︑
そ
の
軍
事
体
制
は
︑
長
い
間
実
戦
経
験
の
な
か
っ
た
近
世
社
会
に
お
い
て

進
展
し
た
平
時
の
官
僚
シ
ス
テ
ム
を
︑
軍
事
用
に
組
み
替
え
る
形
で
整
え
ら
れ

た
︒
幕
府
は
兵
営
国
家
と
し
て
の
機
能
を
最
後
に
試
さ
れ
た
訳
で
あ
る
が
︑
人

足
に
対
す
る
二
重
の
指
揮
・
命
令
系
統
は
︑
迅
速
か
つ
適
合
的
な
判
断
や
指
示

を
不
可
能
に
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
構
造
は
︑
戦
闘
開
始
後
に
よ
り
問
題
化

す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
長
州
戦
争
時
の
非
戦
闘
員
の
徴
用
方
法
は
︑
戊
辰
戦
争

時
の
新
政
府
軍
の
軍
夫
︱
︱
直
轄
地
支
配
を
担
う
知
県
事
を
通
さ
ず
︑
新
政
府

軍
の
軍
夫
方
が
直
接
徴
発
︱
︱
と
も
︑
徴
兵
令
に
よ
り
輜
重
兵
部
隊
が
各
鎮
台

に
編
成
さ
れ
︑
さ
ら
に
西
南
戦
争
の
最
中
︑
民
間
か
ら
徴
集
し
た
軍
夫
を
も
軍

属
と
し
て
軍
律
の
規
制
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
明
示
し
た
﹁
読
法
﹂
以
降
の
あ

り
方
と
も
異
な
る（

（（
（

︒
近
世
の
軍
事
動
員
に
お
い
て
︑
非
戦
闘
員
は
①
軍
隊
に
属
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さ
な
い
百
姓
に
担
わ
れ
︑
②
領
主
ご
と
︑
さ
ら
に
幕
領
の
場
合
は
︑
代
官
役
所

ご
と
の
支
配
体
制
を
用
い
て
徴
発
さ
れ
た
︒
こ
の
点
を
ふ
ま
え
る
と
︑
戦
時
に

は
︑
戦
闘
員
の
み
な
ら
ず
︑
非
戦
闘
員
の
徴
用
体
制
も
ま
た
︑
矛
盾
と
し
て
表

出
す
る
の
で
は
な
い
か
︒
幸
い
︑
長
州
戦
争
時
に
広
島
に
出
張
し
た
勘
定
方
役

人
の
関
連
史
料
も
残
存
し
て
お
り
︑
近
代
へ
の
移
行
過
程
の
問
題
も
含
め
て
︑

こ
の
課
題
を
さ
ら
に
追
究
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
た
め
︑
別
稿
を
期
し
た
い
︒

註（
（
（ 

研
究
史
は
後
藤
陽
一
﹁
役
家
体
制
﹂（﹃
日
本
歴
史
﹄
二
〇
〇
︑
一
九
六
五
年
（
に
詳

し
い
︒

（
（
（ 

高
木
昭
作
﹃
日
本
近
世
国
家
史
の
研
究
﹄（
岩
波
書
店
︑
一
九
九
〇
年
（︑
安
藤
正
人

﹁
近
世
初
期
の
街
道
と
宿
駅
﹂（﹃
講
座
・
日
本
技
術
の
社
会
史
﹄
日
本
評
論
社
︑
一
九
八

五
年
（︑
村
田
路
人
﹃
近
世
広
域
支
配
の
研
究
﹄（
大
阪
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
五
年
（

な
ど
︒

（
（
（ 

吉
田
伸
之
﹃
近
世
都
市
社
会
の
身
分
構
造
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
八
年
（︒

（
（
（ 

熊
澤
（
保
谷
（
徹
﹁
慶
応
軍
役
令
と
歩
卒
徴
発
﹂（﹃
歴
史
評
論
﹄
五
九
三
︑
一
九
九

九
年
（
な
ど
︒

（
（
（ 

﹃
広
島
県
史
﹄
近
世
二
（
一
九
八
四
年
（
一
四
〇
九
~
一
四
一
〇
頁
︒
な
お
︑﹃
広
島

県
史
﹄
に
よ
る
と
︑
広
島
藩
で
は
仮
病
で
帰
村
し
た
人
足
な
ど
が
い
な
い
か
内
密
に
調

査
し
て
い
た
程
で
あ
っ
た
︒

（
（
（ 

久
留
島
浩
①
﹁
長
州
戦
争
と
備
中
の
幕
領
﹂（﹃
史
学
雑
誌
﹄
九
〇‒

一
︑
一
九
八
一
年
（︑

②
﹃
岡
山
県
史
﹄
九
巻
四
章
三
節
﹁
長
州
戦
争
と
倉
敷
代
官
所
管
下
の
備
中
・
美
作
幕

領
﹂（
一
九
九
一
年
（︑
共
に
後
﹃
近
世
幕
領
の
行
政
と
組
合
村
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
二

〇
〇
二
年
（
所
収
︒
ま
た
︑
同
氏
は
﹃
鏡
野
町
史
﹄
通
史
編
（
二
〇
〇
九
年
（︑
五
一
四

~
五
二
八
頁
に
お
い
て
︑
美
作
幕
領
と
津
山
藩
領
に
お
け
る
人
足
徴
発
で
︑
庄
屋
層
か

ら
選
ば
れ
た
手
代
下
役
が
付
き
添
い
︑
人
足
ら
が
広
島
ま
で
の
物
資
運
搬
に
従
事
し
た

点
を
指
摘
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
具
体
的
な
管
理
の
様
相
は
不
明
で
あ
る
︒
他
に
︑
保

谷
徹
﹁
近
世
近
代
移
行
期
の
軍
隊
と
輜
重
﹂（﹃
歴
史
学
研
究
﹄
八
八
二
︑
二
〇
一
一
年
（︑

佐
藤
晃
洋
﹁
長
州
戦
争
に
お
け
る
豊
後
幕
領
農
民
の
負
担
と
動
向
﹂（﹃
大
分
県
地
方
史
﹄

一
一
一
︑
一
九
八
三
年
（
な
ど
が
あ
る
︒
ま
た
長
州
戦
争
で
は
な
い
が
︑
岩
城
卓
二
氏

は
①
﹁
幕
末
期
の
畿
内
・
近
国
支
配
﹂（﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄
一
八
八
︑
二
〇
〇
四
年
（
で

一
橋
領
の
人
足
・
歩
兵
徴
発
︑
②
﹁
幕
末
期
京
都
警
衛
に
お
け
る
夫
人
足
徴
発
﹂（﹃
民

衆
史
研
究
﹄
九
七
︑
二
〇
一
九
年
（
で
小
田
原
藩
領
の
人
足
徴
発
を
事
例
に
︑
中
間
層

に
関
心
が
集
中
し
た
地
域
社
会
論
に
対
し
て
︑
人
足
や
歩
兵
の
担
い
手
で
あ
っ
た
下
層

民
の
動
向
を
注
視
し
︑
そ
の
徴
発
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
︑
注
目
さ
れ
る
︒
ま
た
︑

﹃
講
談
社
現
代
新
書 

戦
争
と
民
衆
﹄（
講
談
社
︑
二
〇
一
八
年
（
で
は
︑
禁
門
の
変
の
際

に
長
州
藩
に
人
足
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
者
が
戦
地
の
京
都
に
行
く
こ
と
を
聞
い
て
逃
げ

だ
そ
う
と
し
た
が
︑
無
理
や
り
連
れ
て
行
か
れ
た
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
︑
戦
下
の
人

足
管
理
の
難
し
さ
が
垣
間
見
え
る
︒

（
（
（ 

久
留
島
前
掲
書
二
五
〇
~
二
五
一
頁
︒

（
（
（ 

﹃
国
史
大
辞
典
﹄
四
巻
（
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
四
年
（﹁
軍
事
制
度
︹
近
世
︺﹂
尾
藤

正
英
執
筆
︒

（
（
（ 

井
上
清
﹃
新
版
日
本
の
軍
国
主
義
﹄（
現
代
評
論
社
︑
一
九
七
五
年
（︑
熊
澤
（
保
谷
（

徹
﹁
幕
府
軍
制
改
革
の
展
開
と
挫
折
﹂（
板
野
潤
治
編
﹃
日
本
近
現
代
史
﹄
一
︑
岩
波
書

店
︑
一
九
九
三
年
（
な
ど
︒

（
（1
（ 
三
杦
家
文
書
（
三
杦
義
潔
氏
所
蔵
（︒
な
お
︑
大
坂
代
官
管
轄
地
域
で
は
︑
大
坂
城
賄

な
ど
の
負
担
が
勘
案
さ
れ
て
兵
賦
は
免
除
さ
れ
て
い
た
（
河
内
国
茨
田
郡
門
真
三
番
村

野
口
家
文
書
︹
関
西
学
院
大
学
図
書
館
所
蔵
︺
Ｃ‒

（（（‒

（‒

（（
﹁
御
進
発
ニ
付
藝
州
表
江

夫
役
人
足
差
出
一
件
并

歩
兵
差
出
ニ

付
一
件
控
﹂（︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒
（（（ 
安
政
五
~
慶
応
二
年
（
一
八
五
八
~
一
八
六
六
（﹁
御
触
書
御
用
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留
帳
﹂︒

（
（（
（ 
小
倉
宗
﹃
江
戸
幕
府
上
方
支
配
機
構
の
研
究
﹄（
塙
書
房
︑
二
〇
一
一
年
（︑
大
野
瑞

男
編
﹃
江
戸
幕
府
財
政
史
料
集
成
﹄
上
巻
（
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
八
年
（
所
収
﹁
御

代
官
御
預
所
御
極
高
﹂︒
大
坂
代
官
と
記
す
場
合
は
鈴
木
町
・
谷
町
両
代
官
を
指
し
︑

各
々
を
区
別
す
る
場
合
は
︑
鈴
木
町
代
官
︑
谷
町
代
官
と
記
す
︒
な
お
︑
激
し
い
最
寄

替
（
管
轄
替
（
に
よ
り
︑
代
官
の
支
配
高
は
数
ヵ
月
単
位
で
か
わ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば

あ
り
︑
そ
の
上
代
官
の
支
配
高
を
把
握
で
き
る
史
料
は
ご
く
限
ら
れ
る
た
め
︑
正
確
な

実
数
値
を
知
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
同
年
度
で
あ
っ
て
も
支
配
高
が
史

料
に
よ
っ
て
異
な
る
︑
ま
た
は
誤
差
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
予
め
断
っ
て
お
く
︒

（
（（
（ 

戸
森
麻
衣
子
氏
は
︑
手
附
・
手
代
の
存
在
形
態
か
ら
幕
領
支
配
の
実
態
解
明
を
進
め

る
中
で
︑
手
代
文
書
を
調
査
し
て
い
る
（﹁
近
世
後
期
の
幕
領
代
官
所
役
人
﹂︹﹃
史
学
雑

誌
﹄
一
一
〇‒

三
︑
二
〇
〇
一
年
︺
な
ど
（︒

（
（（
（ 

久
留
島
前
掲
書
二
四
四
~
二
四
七
頁
︒
代
表
と
し
て
大
坂
代
官
内
海
と
斎
藤
が
触
を

受
け
取
っ
た
︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（（‒

（
︹
申
渡
︺︒
な
お
︑︹

　
︺
は
原
史
料
に
な
く
︑
目
録
上
の
仮

題
で
あ
る
こ
と
を
示
す
︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（ 

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
（
一
一
月
﹁
手
控
﹂︒

（
（（
（ 

摂
津
国
西
成
郡
稗
島
村
越
知
家
文
書
（
大
阪
公
立
大
学
中
百
舌
鳥
図
書
館
所
蔵
（
貢

租
（（（
﹁
長
防
御
差
向
夫
役
人
足
一
件
書
類
入
﹂‒

（ 

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
（
一
一
月

一
二
日
﹁
長
防
江

人
足
夫
役
之
儀
ニ

付
諸
扣
﹂︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（（‒

（ 

安
政
六
年
（
一
八
五
九
（
四
月
﹁
諸
願
書
・
諸
証
文
控
﹂︒

（
（（
（ 

﹃
新
修 

大
阪
市
史
史
料
編
﹄
第
一
二
巻
近
世
Ｗ
村
落
（
（
二
〇
二
二
年
（
所
収
第
八

章
（（
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
（
一
二
月
﹁
芸
州
行
夫
役
人
足
入
用
勘
定
帳
﹂︒
な
お
︑

﹃
堺
市
史 

続
編
﹄
第
一
巻
（
一
九
七
一
年
（
に
よ
る
と
︑
慶
応
二
年
四
月
︑
大
坂
代
官

管
轄
地
域
に
備
中
行
人
足
の
徴
発
が
命
じ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
詳
細
は
不
明
で
あ

る
︒
た
だ
し
︑
そ
の
の
ち
の
時
点
で
︑
す
で
に
当
地
域
の
割
当
分
の
七
割
方
ま
で
人
足

を
差
し
出
し
た
と
し
て
お
り
︑
鈴
木
町
代
官
支
配
所
高
七
七
一
八
四
石
余
︽
表
⑦‒

（
︾

分
の
人
足
の
七
割
は
約
二
七
〇
人
で
あ
る
た
め
︑︽
表
⑥
︾
以
外
に
備
中
行
を
命
じ
ら
れ

た
人
足
や
少
数
の
追
加
派
遣
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

（
（1
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（（‒

（
︑
Ａ‒

（（（
︑
Ｋ‒

（（（ 

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
（
八
月
﹁
御
請
印

形
帳
﹂︒

（
（（
（ 

人
足
の
特
定
に
は
︑
三
杦
家
文
書
Ａ‒

（
︑
Ａ‒

（（（ 

元
治
元
年
（
一
八
六
四
（
三
月
﹁
宗

門
御
改
員
数
帳
﹂︑
稗
島
村
分
は
越
知
家
文
書
貢
租
（（（‒

（
︑
宗
門
改
（（ 

元
治
二
年
三
月

﹁
宗
門
帳
﹂︑
秤
量
・
青
物
（（
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
（
九
月
﹁
質
屋
其
外
余
業
之
者
書

上
帳
﹂
を
使
用
し
た
︒
な
お
︑
北
田
辺
村
人
足
嘉
助
な
ど
︑
宗
門
帳
に
は
見
え
な
い
者

も
い
た
︒
ま
た
御
用
物
運
搬
中
に
﹁
人
足
四
人
足
痛
之
由
願
立
候
ニ

付
︑
問
屋
へ
申
付
︑

人
足
拵
さ
せ
候
﹂
と
︑
人
足
が
発
病
し
︑
現
地
雇
で
凌
い
だ
場
合
が
あ
っ
た
（
Ａ‒

（（（ 

慶

応
元
年
一
一
月
﹁
藝
刕
行
道
中
日
記
﹂（︒﹃
堺
市
史 

続
編
﹄
第
一
巻
（
一
九
七
一
年
（

で
も
︑
人
足
の
一
部
は
少
な
く
と
も
安
政
元
年
（
一
八
五
四
（
に
困
窮
人
と
し
て
施
銀

を
受
け
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
（ 

一
橋
領
で
は
︑
播
磨
国
人
足
が
よ
り
高
給
を
得
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
他
国
の
人
足

が
︑
増
給
を
要
求
し
て
い
た
（
前
掲
岩
城
論
文
①
︑
一
四
〇
~
一
四
二
頁
（︒

（
（（
（ 

野
口
家
文
書
Ｃ‒

（（（‒

（‒

（
﹁
御
進
発
夫
役
人
足
一
件
手
控
﹂︒
慶
応
二
年
（
一
八
六

六
（
六
月
に
人
足
を
派
遣
し
た
高
槻
藩
預
所
は
宰
領
に
鈴
木
町
代
官
管
轄
地
域
と
同
額

の
手
当
を
支
給
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（﹃
新
修
茨
木
市
史
﹄
二
巻
︹
二
〇
一
六

年
︺︑
上
田
長
生
執
筆
︑
六
八
一
~
六
八
二
頁
（︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（
う
ち
︑
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
（
一
一
月
一
四
日
﹁
乍
恐
以
書
附

奉
願
上
候
﹂・﹁
差
上
申
御
請
書
﹂
な
ど
︒︻
史
料
一
︼
第
四
条
で
は
幕
府
の
御
手
当
金

（
基
本
給
（
分
を
事
前
に
拝
借
す
る
予
定
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
御
手
当
金
は
御
用
中
に
下

付
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
︒
御
用
済
後
︑
手
代
に
よ
る
人
足
の
従
事
日
数
の
報
告
に
基
づ

き
︑
幕
府
か
ら
郡
中
に
一
括
支
給
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
越
知
家
文
書
貢
租
（（（‒

（
・

（（（‒
（
﹁
夫
役
人
足
賃
勘
定
覚
﹂（︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（（
︒
当
初
三
四
〇
人
の
予
定
で
あ
っ
た
が
（
越
知
家
文
書
貢
租

（（（‒

（
（︑
運
搬
人
数
が
足
り
ず
︑
急
遽
人
足
が
追
加
徴
集
さ
れ
︑
出
発
日
も
一
四
日
か
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ら
一
五
・
一
六
日
に
変
更
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
（ 
三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（（
︑
Ａ‒

（1（
︹
覚
︺︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（（
︑
Ａ‒

（（1
﹁
手
控
﹂︑
Ａ‒

（（（‒

（
︹
覚
︺︑
Ａ‒

（（（‒

（（
﹁
御
勘
定
方

廣
島
出
陣
﹂︒
代
官
に
つ
い
て
は
他
に
﹃
徳
川
幕
府
全
代
官
人
名
辞
典
﹄（
東
京
堂
出
版
︑

二
〇
一
五
年
（︑
あ
さ
く
ら
ゆ
う
﹁
代
官
・
佐
々
井
半
十
郎
に
つ
い
て
﹂（﹃
茨
城
史
林
﹄

三
三
︑
二
〇
〇
九
年
（
五
八
頁
︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（（
﹁
藝
刕
行
道
中
日
記
﹂（
慶
応
元
年
︹
一
八
六
五
︺
一
一
月
一
五

日
~
一
二
月
二
一
日
（・
Ａ‒

（（1
﹁
手
控
﹂（
慶
応
二
年
正
月
元
日
~
三
月
三
日
（︒
両
史

料
と
も
御
用
日
記
で
︑
後
者
は
前
者
の
続
き
に
当
た
る
︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（（‒

（（
︹
覚
︺︒

（
（1
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（1（ 

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
（
一
二
月
﹁
広
嶋
表 

御
用
留
﹂︒

（
（（
（ 

﹃
芸
藩
志
﹄
八
巻
（
文
献
出
版
︑
一
九
七
七
年
（
所
収
﹁
芸
藩
志
﹂
五
二
︑
一
二
月
八

日
条
︒﹃
新
修 

広
島
市
史
﹄
第
二
巻
（
政
治
史
編
（（
一
九
五
八
年
（
四
〇
三
~
四
〇
七

頁
に
も
︑
戦
闘
開
始
ま
で
の
広
島
城
下
で
の
準
備
状
況
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（（‒

（ 

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
（
一
二
月
﹁
御
用
留
﹂︒

（
（（
（ 

広
島
ま
で
の
道
中
で
も
︑
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
（
一
一
月
一
七
日
︑﹁
才
領
者

人
足

諸
方
ニ
而

泊
り
居
候
ニ

付
︑
宿
〻
尋
居
候
内
︑
宿
方
之
者
案
内
悪
敷
︑
作
事
方
宿
へ
案
内
仕

候
処
︑
無
燈
提
ニ
而

罷
越
候
段
紛
敷
抔
与

人
足
打
擲
等
い
た
し
﹂
と
あ
り
（
三
杦
家
文
書

Ａ‒

（（（
（︑
人
足
ら
の
ト
ラ
ブ
ル
は
他
に
も
多
く
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
︒

（
（（
（ 

内
訳
は
鳴
尾
村
四
人
︑
今
津
村
二
人
︑
越
水
村
二
人
︑
守
具
村
二
人
︑
越
城
岩
新
田

一
人
（
三
杦
家
文
書
Ａ‒

（1（
（︒

（
（（
（ 

手
代
の
三
杦
は
﹁
御
勘
定
森
治
郎
七
様
宿
近
辺
﹂
の
播
磨
屋
町
光
宗
屋
儀
右
衛
門
方

に
宿
泊
し
て
い
た
が
︑
配
下
の
先
隊
付
宰
領
・
人
足
は
当
初
広
島
町
続
平
塚
村
庄
屋
孫

三
郎
方
に
︑
一
二
月
八
日
よ
り
竹
屋
町
圓
隆
寺
に
宿
泊
し
︑
翌
年
二
月
に
は
再
び
平
塚

に
宿
替
え
し
た
（
三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（（
︑
Ａ‒

（（1
（︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（（‒

（
︒

（
（（
（ 

Ａ‒

（（（
寅
（
慶
応
二
（
年
（
一
八
六
六
（
二
月
二
日
︹
書
状
︺︒
弥
右
衛
門
の
弟
は
大

砲
方
に
附
添
い
︑
現
地
に
滞
在
し
て
い
た
︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（（‒

（
︒

（
（（
（ 

包
紙
に
よ
る
と
︑
差
出
人
は
舳
松
村
庄
屋
の
赤
沢
哲
三
郎
︑
詰
合
惣
代
の
勝
重
次
郎
・

佐
々
木
才
三
郎
︒

（
（1
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（1（‒

（
（
慶
応
元
年
︹
一
八
六
五
︺（
一
一
月
一
六
日
︹
書
状
︺︒

Ａ‒

（1（‒

（
の
包
紙
に
封
入
︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（
︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（1‒

（
﹁
覚
﹂︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（1（
︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（1（
︑
Ａ‒

（（（‒

（（
丑 

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
（
一
二
月
︹
書
状
︺︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（1（
︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（1（
︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（1（
︑
Ａ‒

（（（
︑
Ａ‒

（（（ 

慶
応
元
年
︹
一
八
六
五
︺
一
一
月
一
五
日
﹁
舌

代
﹂︑
Ａ‒

（（（‒

（
︒
役
所
か
ら
は
半
月
~
一
ヵ
月
分
が
手
代
に
一
括
で
支
給
さ
れ
る
が
︑

そ
れ
を
手
代
や
宰
領
が
預
り
︑
人
足
に
は
五
日
分
程
に
分
け
て
渡
す
な
ど
し
て
金
の
使

込
み
を
防
ぐ
工
夫
を
し
て
い
る
︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（（
（
慶
応
元
年
︹
一
八
六
五
︺（
一
二
月
二
一
日
︹
書
状
︺︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ｂ‒

（（
丑
（
慶
応
元
（
年
（
一
八
六
五
（
一
二
月
二
七
日
︹
要
望
書
︺︒
郡

中
と
の
手
紙
は
︑
主
に
大
坂
︱
広
島
間
を
往
来
す
る
諸
役
人
や
帰
坂
す
る
宰
領
な
ど
に

託
さ
れ
︑
到
着
ま
で
六
日
~
二
週
間
強
を
要
し
た
︒︻
史
料
六
︼︻
史
料
七
︼
は
滞
坂
し

て
い
た
倉
敷
代
官
役
所
手
代
下
役
が
大
坂
を
出
立
す
る
際
（
二
七
日
（
に
託
さ
れ
た
と

見
え
︑
三
杦
の
も
と
に
は
翌
年
正
月
一
〇
日
に
届
い
た
（
Ａ‒

（（1
︑
Ａ‒

（（（
︹
書
状
︺︑

Ａ‒
（（（‒

（
~
（
（︒

（
（1
（ 
例
え
ば
︑
三
杦
は
一
一
月
二
五
日
に
舳
松
村
徳
松
へ
﹁
預
り
之
内
金
壱
両
渡
し
﹂︑
晦

日
に
宰
領
に
頼
ま
れ
︑
北
田
辺
村
嘉
助
と
九
条
村
文
吉
に
一
両
ず
つ
貸
与
し
た
（
三
杦

家
文
書
Ａ‒
（（（
︑
Ａ‒

（（（
﹁
買
物
手
控
﹂（︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒
（（（‒
（
（
慶
応
元
年
︹
一
八
六
五
︺（
一
二
月
念
一
日
︹
書
状
︺（
佐
々
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木
才
三
郎
↓
三
杦
（︒

（
（（
（ 
三
杦
家
文
書
Ｂ‒

（（
で
も
︑﹁
住
吉
村
才
領
栄
三
郎
上
坂
便
封
中
御
渡
相
成
候
人
足
共

ゟ
其
村
役
人
当
之
書
状
ハ
何
共
不
都
合
ニ

有
之
︑
右
等
不
埒
之
周
旋
致
し
候
も
の
者

︑
当

地
ニ

お
い
て
色
〻
評
定
も
致
し
居
候
事
ニ

御
座
候
﹂
と
︑
現
地
で
不
届
な
周
旋
を
行
う
者

の
存
在
を
疑
っ
て
い
る
︒

（
（（
（ 

﹃
宝
塚
市
史
﹄
五
巻
（
一
九
七
八
年
（
所
収
（（（
﹁
長
州
征
伐
人
夫
差
出
し
仕
法
﹂（
川

辺
郡
平
井
村
乾
家
文
書
（︒
乾
家
は
当
主
平
右
衛
門
が
幕
末
期
に
一
橋
領
の
惣
代
庄
屋

を
つ
と
め
︑
御
用
人
足
・
歩
兵
の
取
締
に
深
く
関
わ
っ
た
た
め
（
岩
城
前
掲
論
文
①
（︑

当
該
史
料
が
残
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（（
（
慶
応
元
年
︹
一
八
六
五
︺（
一
二
月
二
八
日
︹
書
状
︺︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（（‒

（
︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（1‒

（
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
（
二
月
一
五
日
﹁
歩
役
人
共
帰
国
之

儀
奉
願
候
書
附
﹂︑
Ａ‒

（（（
寅
（
慶
応
二
（
年
二
月
﹁
病
人
足
帰
坂
之
義
申
上
候
書
付
﹂︑

Ａ‒

（（（
慶
応
二
年
二
月
二
三
日
﹁
病
気
人
足
之
も
の
奉
申
上
候
書
付
﹂︑
Ａ‒

（1（
寅
（
慶
応

二
（
年
二
月
﹁
病
気
夫
人
足
服
薬
員
数
書
﹂︑
Ａ‒

（（（‒

（
︒
人
足
が
発
病
し
た
場
合
︑
手

代
が
勘
定
所
に
願
い
︑
現
地
役
人
に
よ
る
見
分
後
帰
国
が
許
可
さ
れ
た
た
め
︑
仮
病
で

の
帰
国
は
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
隊
付
医
師
が
病
気
の
人
足
を
治
療
し
て
お

り
︑
投
薬
し
た
薬
名
・
量
等
の
届
出
の
控
も
残
る
︒
た
だ
し
︑
二
月
頃
の
一
斉
帰
国
に

つ
い
て
は
︑
人
足
の
活
動
期
限
が
未
設
定
で
あ
っ
た
た
め
の
処
置
で
︑
建
前
上
病
気
と

さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（1
・
Ａ‒

（（（‒

（
︒
人
足
ら
も
船
で
帰
坂
し
︑
各
人
に
船
賃
と
船
中
賄

代
が
支
給
さ
れ
た
︒

（
（（
（ 

前
掲
﹃
宝
塚
市
史
﹄
五
巻
（
一
九
七
八
年
（
（（（
﹁
長
州
征
伐
人
夫
差
出
し
仕
法
﹂︒

（
（（
（ 

越
知
家
文
書
貢
租
（（（‒

（
︒

（
（1
（ 

越
知
家
文
書
貢
租
（（（‒

（
︒

（
（（
（ 

越
知
家
文
書
貢
租
（（（‒

（
﹁
覚
﹂︒
市
三
郎
に
つ
い
て
は
︽
表
②
︾（
註
（
（
を
参
照
の

こ
と
︒

（
（（
（ 

﹃
新
修 

大
阪
市
史 

史
料
編
﹄
第
一
二
巻
近
世
Ⅶ
村
落
二
（
二
〇
二
二
年
（
所
収
第
八

章
（（ 

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
（
一
二
月
﹁
芸
州
行
夫
役
人
足
入
用
勘
定
帳
﹂︒

（
（（
（ 

野
口
家
文
書
Ｃ‒

（（（‒

（‒

（
所
収
﹁
雑
用
金
証
文
之
事
﹂︒

（
（（
（ 

久
留
島
前
掲
書
二
〇
九
~
二
一
一
頁
︑
維
新
史
料
引
継
本‒

Ｉ
ほ‒

八
八
六‒

Ｂ
田
中
家

文
書
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
（
（
﹁
子
年
御
進
発
御
入
用
一
件
留
﹂
う
ち
慶
応
二

年
（
一
八
六
六
（﹁
御
進
発
ニ

付
︑
芸
州
広
島
外
弐
ヶ
所
出
張
役
〻
御
賄
向
其
外
御
用
中

罷
出
候
ニ

付
︑
御
扶
持
并

諸
雑
用
渡
方
子
御
勘
定
組
伺
書
﹂︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（（‒

（
︒

（
（（
（ 

前
掲
﹃
宝
塚
市
史
﹄
五
巻
（
一
九
七
八
年
（
所
収
（（（
﹁
長
州
征
伐
人
夫
差
出
し
仕
法
﹂

で
は
︑
幕
府
・
郡
中
か
ら
与
え
ら
れ
る
こ
の
手
当
の
こ
と
を
︑
各
々
﹁
御
給
金
壱
ケ
月

五
両
宛
被
下
分
﹂︑﹁
又
右
同
断 

郷
方
よ
り
﹂
と
表
現
し
て
い
る
︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（（ 

天
保
七
年
（
一
八
三
六
（
一
〇
月
~
安
政
三
年
（
一
八
五
六
（

九
月
﹁
請
願
書
控
﹂︑
Ａ‒

（（（ 

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
（
三
月
﹁
宗
門
改
員
数
帳
扣
﹂︑

Ｂ‒

（（（ 

文
化
七
年
（
一
八
一
〇
（
八
月
﹁
当
午
年
早
稲
追
苅
揚
小
前
帳
﹂︒

（
（（
（ 

越
知
家
文
書
支
配
（（‒

（ 

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
（
閏
五
月
﹁
御
進
発
手
控
﹂︒
池
山

新
平
に
つ
い
て
は
﹃
日
本
歴
史
地
名
大
系
（（ 

大
阪
府
の
地
名
﹄
Ｉ
（
平
凡
社
︑
一
九
八

六
年
（
を
参
照
︒

（
（（
（ 

勘
定
所
へ
の
願
書
・
請
書
の
ほ
か
︑
三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（（
寅
（
慶
応
二
（
年
（
一
八
六

六
（
二
月
八
日
︹
書
状
︺︒

（
（1
（ 

三
杦
家
文
書
Ａ‒

（（（
︑
Ｂ‒

（（ 

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
（
三
月
﹁
去
丑
年
小
入
用
帳
﹂︒

（
（（
（ 

三
杦
家
文
書
Ｋ‒

（（（ 

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
（
一
〇
月
一
八
日
﹁
乍
恐
口
上
﹂︒

（
（（
（ 

摂
津
国
住
吉
郡
中
喜
連
村
佐
々
木
家
文
書
（
関
西
大
学
図
書
館
所
蔵
（
（（1
文
化
一
〇

年
（
一
八
一
三
（
八
月
﹁
住
吉
郡
諸
用
向
帳
﹂︒
佐
々
木
家
は
少
な
く
と
も
文
化
一
〇
年

以
降
︑
代
々
住
吉
郡
の
郡
中
惣
代
を
勤
め
て
い
た
︒

（
（（
（ 
前
掲
﹃
宝
塚
市
史
﹄
五
巻
（
一
九
七
八
年
（
所
収
（（（
﹁
長
州
征
伐
人
夫
差
出
し
仕
法
﹂︒

（
（（
（ 

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
（
分
は
渡
辺
一
郎
編
﹃
徳
川
幕
府
大
名
旗
本
役
職
武
鑑
﹄
四

巻
（
柏
書
房
︑
一
九
六
七
年
（︑
慶
応
二
年
分
は
村
上
直
・
荒
川
秀
俊
編
﹃
江
戸
幕
府
代



幕末期畿内幕領における夫役人足の管理・使役体制 

107

官
史
料
﹄（
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
五
年
（
所
収
︒

（
（（
（ 
前
掲
戸
森
論
文
︑
一
〇
五
~
一
〇
六
頁
︒

（
（（
（ 

徴
発
令
の
規
定
に
反
し
︑
信
楽
代
官
管
轄
地
域
で
は
大
坂
で
人
足
を
雇
用
し
て
い
る

（
野
口
家
文
書
Ｃ‒
（（（‒

（‒

（
（︒

（
（（
（ 

小
林
紀
子
﹁
戊
辰
戦
争
時
の
軍
夫
負
担
と
在
地
支
配
﹂（﹃
史
学
雑
誌
﹄
一
一
三‒

三
︑

二
〇
〇
四
年
（
四
八
~
五
〇
頁
︑
猪
飼
隆
明
﹃
西
南
戦
争
﹄（
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
八

年
（
一
八
二
頁
︒

付
記

　
本
稿
は
︑
大
阪
大
学
日
本
史
研
究
室
に
て
行
っ
た
三
杦
家
文
書
整
理
の
成
果
に
基
づ
き
︑

執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
︒
同
文
書
の
使
用
を
ご
快
諾
い
た
だ
い
た
三
杦
義
潔
氏
・
貞
子
氏
ご

夫
妻
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
︒
ま
た
執
筆
に
際
し
︑
大
阪
公
立
大
学
中
百
舌
鳥
図
書
館
︑

関
西
学
院
大
学
図
書
館
︑
関
西
大
学
図
書
館
︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
皆
様
に
ご
高
配
を

賜
っ
た
︒
田
中
家
文
書
に
つ
い
て
は
大
野
瑞
男
氏
の
ご
教
示
を
得
た
︒
記
し
て
感
謝
申
し
上

げ
る
︒

　
な
お
︑
本
稿
脱
稿
後
に
︑
白
杉
一
葉
﹁
幕
長
戦
争
に
お
け
る
幕
領
村
夫
役
の
様
相
︱
︱
大
坂

代
官
手
代
三
杦
義
良
の
日
記
「
手
控
」
の
翻
刻
と
紹
介
﹂（﹃
大
阪
の
歴
史
﹄
第
九
三
号
︑
二

〇
二
三
年
（
に
接
し
た
︒
本
稿
で
も
使
用
し
た
日
記
の
史
料
紹
介
で
あ
る
た
め
︑
併
せ
て
参

照
さ
れ
た
い
︒

　
ま
た
︑
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費（1 K（（1（（

︑
公
益
財
団
法
人 

高
梨
学
術
奨
励
基
金

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒
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辺
幽
香
︽
幼
児
図
︾
に
み
る
太
閤
記
物
の
画
題
流
布
と
展
開

伊
藤
美
幸

に
登
場
す
る
猛
将
福
島
正
則
の
幼
少
期
を
題
材
と
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る（

（
（

︒
ま
た
︑
山
梨
絵
美
子
氏
が
示
唆
す
る
よ
う
に
︑
幼
児
が
捕
ま
え
て
い

る
蜻
蛉
（D

ragonfly

（
をD

ragon

=
龍
=
中
国
と
結
び
付
け
て
解
釈
す
る
こ
と

で
︑
日
清
戦
争
前
年
の
時
局
を
想
起
さ
せ
る
寓
意
画
と
な
っ
て
い
る（

（
（

︒

　
山
梨
氏
や
柏
木
氏
は
日
本
近
代
洋
画
の
流
れ
の
な
か
で
︽
幼
児
図
︾
の
作
品

解
釈
を
行
い
︑
博
覧
会
に
陳
列
さ
れ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
ま
た
︑

同
画
題
作
品
と
の
比
較
を
通
し
て
︑︽
幼
児
図
︾
が
近
世
の
太
閤
記
物
か
ら
連
な

る
作
品
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
本
画
題
の
教
訓
的
な
意
味

が
︽
幼
児
図
︾
の
作
品
解
釈
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
︑
と
い
う
点

は
深
く
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
太
閤
記
物
の
系
譜
の

な
か
で
︽
幼
児
図
︾
を
取
り
上
げ
︑
幼
時
の
福
島
正
則
を
描
い
た
画
題
の
展
開

は
じ
め
に

　
洋
画
家
の
渡
辺
幽
香
（
一
八
五
六
︱
一
九
四
二
（
が
描
い
た
︽
幼
児
図
︾︻
図

（
︼（
一
一
一
頁
（
は
︑﹃
絵
本
太
閤
記
﹄（
寛
政
九
︱
享
和
二
年
︿
一
七
九
七
︱
一

八
〇
二
﹀
刊
（
以
降
の
太
閤
記
物
の
展
開
や
近
代
へ
の
連
続
性
を
考
え
る
上
で

象
徴
的
な
作
品
で
あ
る
︒

　︽
幼
児
図
︾
は
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
（
に
︽A C

hild G
rasping a 

D
ragonfly

（
蜻
蛉
を
捕
る
子
ど
も
（︾
と
い
う
題
名
で
︑
シ
カ
ゴ
市
で
開
催
さ
れ

た
世
界
コ
ロ
ン
ブ
ス
博
覧
会
（
以
下
︑
シ
カ
ゴ
万
国
博
覧
会
（
の
婦
人
館
に
展
示

さ
れ
た
油
彩
画
で
あ
る
︒
本
作
の
画
題
は
︑
柏
木
智
雄
氏
に
よ
っ
て
太
閤
記
物
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を
検
討
し
︑
近
世
か
ら
近
代
へ
と
い
た
る
太
閤
記
物
の
文
化
史
的
な
受
容
の
一

端
を
明
ら
か
に
す
る
︒

一
、︽
幼
児
図
︾
の
画
題
典
拠

　
本
節
で
は
︑︽
幼
児
図
︾
が
ど
の
よ
う
な
逸
話
に
基
づ
い
た
画
題
な
の
か
を
再

確
認
し
た
い
︒
本
作
の
画
題
は
︑
福
島
正
則
説
と
加
藤
清
正
説
と
の
二
説
が
あ

る
︒

　
ま
ず
︑
福
島
正
則
説
に
つ
い
て
見
て
い
く
︒
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
︑

本
作
の
画
題
に
つ
い
て
は
︑
柏
木
氏
に
よ
っ
て
福
島
正
則
の
幼
時
の
逸
話
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
味
岡
氏
は
︑
柏
木
氏
が

挙
げ
た
論
拠
に
加
え
て
婦
人
会
書
記
武
村
に
よ
る
日
記
や
﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
を

根
拠
に
福
島
正
則
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（
（

︒﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
二
編
巻
之

一
の
﹁
福
島
市
松
の
伝
﹂
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る（

（
（

︒

木
下
藤
吉
郎
い
ま
だ
足あ

し
が
る軽

に
て
あ
り
し
時
︑
或あ

る

村
里
を
往ゆ

き

け
る
に
︑
貧ま

づ

し

げ
な
る
桶を

け

屋
の
内う

ち

に
二
歳
計ば

か
りの

小
児に

の
腰こ

し

に
ふ
と
き
索な

は

を
付つ

け

石い
し
う
す臼

の
大
な

る
を
く
ゝ
り
付
た
り
け
る
が
︑
彼か

の

小
児
此
石
臼う

す

を
物も

の

の
数か

ず

と
せ
ず
ひ
き
ず

り
て
這は

い

ま
わ
り
け
る
を
見
て
其
怪

く
は
い

力り
よ
くを

愛あ
い

し
︑
常つ

ね

に
此
家
に
訪

と
む
ら

ひ
来き

た

り

て
此
小
児
を
い
た
は
り
︑
折を

り

節ふ
し

の
贈を

く

り
物
な
ど
も
心
を
こ
め
て
送を

く

り
け
れ

ば
︑
彼か

の

桶を
け

屋
新
左
衛
門
夫ふ

う
ふ婦

藤
吉
郎
を
厚あ

つ

く
う
や
ま
ひ
主し

ゆ

人
の
ご
と
く
も

て
な
し
け
る
︒

　
木
下
藤
吉
郎
（
秀
吉
（
が
足
軽
で
あ
っ
た
頃
︑
貧
し
い
桶
屋
の
中
で
二
歳
程

の
子
ど
も
が
腰
に
結
び
付
け
ら
れ
た
石
臼
を
引
き
ず
っ
て
い
る
の
を
見
か
け
た
︒

そ
の
怪
力
ぶ
り
に
感
心
し
た
藤
吉
郎
は
た
び
た
び
桶
屋
に
訪
れ
︑
気
に
か
け
て

面
倒
を
み
た
と
い
う
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
の
挿
絵
︻
図

（
︼
で
は
︑
桶
作
り
に
励
む
父
親
の
前
に
石
臼
を
結
び
付
け
ら
れ
た
子
ど
も
が

お
り
︑
秀
吉
を
は
じ
め
と
す
る
通
行
人
た
ち
が
石
臼
を
引
き
ず
る
子
ど
も
の
様

子
を
珍
し
そ
う
に
眺
め
て
い
る
︒﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
を
踏
ま
え
て
︽
幼
児
図
︾
を

読
み
解
く
と
︑
い
く
つ
か
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
が
確
認
で
き
る
︒
幼
児
の
腰
に

結
ば
れ
た
紐
の
先
に
は
挽
き
臼
が
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
︑
幼
児
は
容
易
に
体

を
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
力
強
く
地
面
を
這
い
進
ん
で
い

る
︒
ま
た
︑
画
面
右
下
に
は
筵
の
上
に
散
乱
す
る
材
木
や
木
く
ず
が
見
え
︑
桶

職
人
の
家
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
︒
こ
の
他
に
も
︑
市
松
模
様
の
着
物

は
福
島
市
松
つ
ま
り
正
則
を
暗
示
し
て
お
り
︑
福
島
正
則
の
幼
少
期
を
題
材
に

し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒

　
し
か
し
︑
幼
児
が
片
手
で
蜻
蛉
を
捕
ま
え
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
︑﹃
絵
本

太
閤
記
﹄
の
本
文
及
び
挿
絵
に
言
及
が
み
ら
れ
な
い
︒︽
幼
児
図
︾
の
画
面
左
上

に
は
驚
い
て
逃
げ
る
蜻
蛉
が
お
り
︑
幼
児
が
生
き
た
蜻
蛉
を
捕
ま
え
た
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
︒
幼
児
が
手
で
押
さ
え
付
け
て
い
る
蜻
蛉
の
寓
意
に
つ
い
て
︑

先
行
研
究
で
は
二
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
︒
山
梨
氏
は
蜻
蛉
（D

ragonfly

（
を
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【図1】渡辺幽香画《幼児図》、横浜美術館蔵
（画像元：『日本美術全集16』小学館、2013年、23頁）

【図2】岡田玉山画『絵本太閤記』二編巻之一、
国文学研究資料館蔵（ナ4－762－13）
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D
ragon

=
龍
=
中
国
と
結
び
付
け
て
﹁
蜻
蛉
=
中
国
﹂
と
い
う
見
方
を
示
し
︑

シ
カ
ゴ
万
国
博
覧
会
開
催
の
翌
年
に
は
じ
ま
る
日
清
戦
争
の
時
局
を
反
映
し
た

意
図
を
読
み
取
っ
て
い
る（

（
（

︒
一
方
︑
柏
木
氏
は
山
梨
氏
の
解
釈
を
継
承
し
つ
つ
︑

蜻
蛉
の
古
名
が
秋
津
で
あ
る
た
め
︑
古
来
よ
り
日
本
を
秋
津
島
と
呼
ん
で
い
た

こ
と
と
か
け
て
︑﹁
蜻
蛉
=
日
本
﹂
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
唱
え
ら
れ

て
い
る（

（
（

︒
蜻
蛉
は
尚
武
的
な
意
味
を
持
つ
縁
起
の
よ
い
虫
と
し
て
古
よ
り
好
ま

れ
て
き
た（

（
（

︒
先
行
研
究
の
見
解
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
︑﹁
蜻
蛉
を
手
で
捕
ま

え
る
=
戦
勝
を
掴
み
取
る
﹂
と
い
っ
た
意
味
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
︒

　
次
に
︑
加
藤
清
正
説
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
︒﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
記
者
は

︽
幼
児
図
︾
に
関
す
る
所
見
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

（
（

︒
す
で
に
先
行
研
究

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
記
事
で
は
あ
る
が
︑
こ
こ
に
再
録
す
る
︒

渡
辺
勇
子
（
東
京
（
の
加か

と
う藤

清き
よ

正ま
さ

の
幼お

さ

な
立だ

ち

︑
流さ

す
が石

に
五
性

(
マ
マ
)田

一
流り

う

の

描べ
う
は
ふ法

と
て
謂い

ふ
に
言い

へ
ざ
る
気き

ゐ
ん韵

あ
り
︑
殊
に
幼え

う
じ児

の
石い

し
う
す臼

を
腰こ

し

に
結ゆ

ひ

つ
け
ら
れ
て
泥つ

ち

焼や
き

の
偶で

く人
を
引ひ

き
こ
は毀

し
な
が
ら
蜻と

ん
ば
う蛉

を
攫つ

か

み
潰つ

ぶ

し
た
る
息い

き
ご込

み
︑
こ
の
傍か

た
へ辺

に
材
木
と
鉋

か
ん
な
く
ず屑

を
見
せ
て
大だ

い
く工

の
家う

ち

を
知
ら
せ
た
る
意い

し
や
う匠

︑

別べ
つ

し
て
は
婦
人
た
る
も
の
ゝ
最

も
つ
と

も
愛あ

い

す
る
嬰み

ど
り
ご児

︑
其
の
嬰み

ど
り
ご児

の
有
る
が
中

に
も
最
も
強つ

よ

く
健

す
く
よ

か
に
て
成ひ

と
り
な
り長

て
は
海
外
へ
鬼き

上じ
や
う
く
わ
ん

官
の
勇
名
を
馳は

す
る

と
い
ふ
古こ

ゝ
ん今

独ど
つ
ぽ歩

の
英え

い
ゆ
う雄

の
雛ひ

よ
こ児

を
生い

け
ど捕

り
て
其
の
昔む

か

し
は
唐か

ら

の
唐と

う
じ
ん人

今

度
は
赤あ

か

髯ひ
げ

の
亜
米
利
加
人
を
魂た

ま
げ消

さ
せ
ん
と
の
雄ゆ

う
だ
い大

の
御ご

し
ゆ
か
う

趣
向
︑
記
者

天あ
ツ
ぱ晴

れ
受う

け
と取

つ
た
る
が
︑
唯た

だ
憾う

ら

む
い
か
に
暴あ

ば

れ
つ
児こ

の
虎と

ら
ば
う坊

で
も
其
の

色い
ろ

沢つ
や

を
直ひ

た

向む
き

に
ド
ス
黒ぐ

ろ

く
憎に

く

て
い
一い

ツ

方ぱ
う

に
画か

か
れ
た
る
は
惜を

し
や
︒
黒
璧へ

き

の
微び

瑕か

︑
こ
れ
は
猶な

ほ
何ど

こ処
に
か
愛あ

い
け
う嬌

あ
る
逞た

く

ま
し
き
中
に
も
可か

愛あ

い
気げ

の
罪つ

み

の
無な

き
顔か

ほ

に
せ
ら
れ
て
は
如い

か
何ゞ
に
や
︑
額が

く
ぶ
ち縁

の
模も

や
う様

︑
ぶ
り
〳
〵
毬ぎ

ツ

張て
う

鳩は
と

車
ぐ
る
ま

犬い
ぬ

張は
り

子こ

に
起お

き

上あ
が

り
小こ

法ぼ

師し

の
翫お

も
ち
や

弄
物
の
行げ

う

列れ
つ

は
ふ
る
へ
附つ

く
程

面お
も

白し
ろ

し
︑
至し

妙め
う

々
々
敬け

い

服ふ
く

々
々

　﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
の
記
者
は
本
作
を
﹁
加か

と
う藤

清き
よ

正ま
さ

の
幼お

さ

な
立だ

ち

﹂
と
見
て
︑﹁
海

外
へ
鬼き

上じ
や
う
く
わ
ん

官
の
勇
名
を
馳は

す
る
と
い
ふ
古こ

ゝ
ん今

独ど
つ
ぽ歩

の
英え

い
ゆ
う雄

の
雛ひ

よ
こ児

を
生い

け
ど捕

り

て
其
の
昔む

か

し
は
唐か

ら

の
唐と

う
じ
ん人

今
度
は
赤あ

か

髯ひ
げ

の
亜
米
利
加
人
を
魂た

ま
げ消

さ
せ
ん
と
の

雄ゆ
う
だ
い大

の
御ご

し
ゆ
か
う

趣
向
︑
記
者
天あ

ツ
ぱ晴

れ
受う

け
と取

つ
た
る
﹂
と
絶
賛
す
る
︒
鬼
上
官
と
は
︑

朝
鮮
出
兵
の
際
に
圧
倒
的
な
強
さ
で
恐
れ
ら
れ
た
加
藤
清
正
の
こ
と
を
指
す
︒

加
藤
清
正
は
智
仁
勇
を
兼
ね
備
え
た
武
将
と
し
て
人
気
が
高
く
︑
朝
鮮
出
兵
の

際
は
日
本
の
武
威
を
と
ど
ろ
か
し
た
存
在
と
し
て
近
世
の
民
衆
に
認
識
さ
れ
て

い
た
︒
ま
た
︑
清
正
は
単
な
る
武
功
者
で
な
く
︑
秀
吉
の
外
征
が
正
義
の
聖
戦

で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う（

（
（

︒

　
山
梨
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹃
清
正
記
﹄
や
﹃
清
正
行
状
記
﹄
の
よ
う
な
近

世
の
主
要
文
献
及
び
︑
明
治
期
に
刊
行
さ
れ
た
清
正
関
連
の
文
献
類
に
は
︑
清

正
が
石
臼
を
引
い
た
と
す
る
話
は
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い（

（1
（

︒
と
こ
ろ
が
︑
加
藤

清
正
が
石
臼
を
引
い
た
と
す
る
異
伝
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
︒

松
山
伝
十
郎
編
﹃
小
児
百
人
伝
﹄（
東
京
教
育
社
︑
明
治
二
十
三
年
︿
一
八
九
〇
﹀
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刊
（
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
﹁
加
藤
清
正
﹂
で
は
次
の
よ
う
な
逸
話
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
︒

加か
と
う藤

清き
よ

正ま
さ

は
襁む

つ
き褓

の
時
よ
り
膂ち

か
ら力

極き
わ

め
て
強つ

よ

く
殆

ほ
と
ん
ど

十じ
う

歳さ
い

余よ

の
児じ

童ど
う

の
如ご

と

く
な
り
し
と
云い

ふ
︒
さ
れ
ば
清き

よ

正ま
さ

の
父ふ

母ぼ

は
常つ

ね

に
其そ

の
子こ

の
過

あ
や
ま

ち
あ
ら
ん

こ
と
を
恐お

そ

れ
︑
帯お

び

に
麻あ

さ

紐ひ
も

を
結む

す

び
つ
け
他た

の
一い

つ

端た
ん

を
石い

し

臼う
す

に
繋つ

な

ぎ
以も

つ

て
彼か

れ
を
し
て
自じ

ゆ
う由

に
這は

ひ
廻ま

わ

る
こ
と
能あ

た

は
ざ
ら
し
む
︒
さ
れ
ど
も
清き

よ

正ま
さ

は
毫ご

う

も
こ
れ
を
意い

と
せ
ざ
る
も
の
ゝ
如ご

と

く
軽か

る

々
し
く
牽ひ

き
な
が
ら
自じ

ざ
い在

に
四し

ほ
う方

を
這は

ひ
回ま

わ

り
居お

れ
り
︒
適た

ま
た
ま々

豊と
よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

此こ
の
と
こ
ろ

処
を
過す

ぎ
︑
清き

よ

正ま
さ

が
力り

き
り
よ
う量

の

非ひ
ぼ
ん凡

な
る
を
見み

し知
り
︑
強し

ひ
て
こ
れ
を
両

り
ょ
う

親し
ん

に
請こ

ひ
連つ

れ
帰か

へ

り
て
養よ

う
い
く育

せ

し
に
︑
年と

し

を
重か

さ

ぬ
る
に
従

し
た
が

ひ
果は

た

し
て
抜ば

つ
ぐ
ん群

の
勇ゆ

う
し士

と
な
り
︑
戦

せ
ん
じ
よ
う場

到い
た

る
処

と
こ
ろ

に
功

こ
う
み
ょ
う名

を
表あ

ら

は
し
︑
遂つ

ゐ

に
蛇じ

や

の
目め

の
紋も

ん

と
七し

ち
じ字

の
幟は

た

と
を
唐も

ろ
こ
し土

四し
ひ
や
く
よ
し
ゆ
う

百
余
州

に
輝

か
が
や

か
し
︑
泣な

く
児こ

の
音お

と

を
止と

む
る
ま
で
に
至い

た

り
し
は
︑
即

す
な
は
ちこ

の
石い

し
う
す臼

を

牽ひ

き
た
る
赤あ

か
ご児

に
て
あ
り
し
な
り
︒

　
子
ど
も
の
動
作
を
束
縛
す
る
手
段
と
し
て
一
般
的
に
石
臼
が
使
わ
れ
て
い
た

の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が（

（（
（

︑
幼
児
清
正
が
怪
力
で
あ
っ
た
た
め
︑
清

正
の
父
母
は
﹁
常つ

ね

に
其そ

の
子こ

の
過

あ
や
ま

ち
あ
ら
ん
こ
と
を
恐お

そ

れ
﹂
て
石
臼
と
幼
児
を

紐
で
結
び
付
け
た
と
い
う
︒
ま
た
︑
幼
児
清
正
が
自
在
に
石
臼
を
引
い
て
い
た

と
こ
ろ
︑
偶
然
通
り
過
ぎ
た
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
そ
の
才
能
を
見
出
さ
れ
︑
の

ち
に
優
れ
た
勇
士
へ
と
成
長
し
た
と
い
う
︒
同
様
の
逸
話
は
︑
京
都
教
育
会
中

竹
野
熊
野
三
郡
部
会
編
纂
﹃
尋
常
小
学
修
身
書
教
師
用
参
考
書
﹄
二
巻
（
明
治

二
十
五
年
︿
一
八
九
二
﹀
刊
（
の
﹁
加
藤
清
正
ノ
幼
時
﹂
に
確
認
さ
れ
︑
一
般
に

知
ら
れ
る
話
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
清
正
が
石
臼
を
引
い

た
と
す
る
話
の
筋
は
﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
二
編
巻
之
一
の
﹁
福
島
市
松
の
伝
﹂
と

共
通
す
る
部
分
が
多
い
︒
こ
ま
か
な
違
い
は
あ
る
も
の
の
︑
名
前
が
入
れ
替

わ
っ
た
だ
け
の
よ
う
な
印
象
さ
え
受
け
る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
で
は
︑
加
藤
清
正
・
福
島
正
則
・
片
桐
且
元
の

三
者
は
幼
少
期
に
秀
吉
に
よ
っ
て
才
能
を
見
出
さ
れ
た
武
将
と
さ
れ
︑
共
通
点

が
多
い
︒
特
に
︑
幼
少
期
の
清
正
に
と
っ
て
正
則
は
ラ
イ
バ
ル
で
あ
り
︑﹃
絵
本

太
閤
記
﹄
以
降
の
太
閤
記
物
の
出
版
物
に
も
そ
の
傾
向
が
み
ら
れ
る（

（（
（

︒
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
︑
対
外
戦
争
を
想
起
さ
せ
る
武
将
で
あ
る
と
い
う
点
で
も
共
通
点

が
見
出
せ
る
︒
武
将
説
話
の
集
大
成
で
あ
る
﹃
名
将
言
行
録
﹄
巻
三
十
四
で
は
︑

朝
鮮
出
兵
の
際
に
三
度
に
わ
た
る
明
韓
両
軍
の
攻
撃
を
打
ち
破
っ
た
と
い
う
福

島
正
則
の
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
福
島
正
則
や
加
藤
清
正
ら
の
逸
話
は
︑

明
治
二
十
八
︱
二
十
九
年
（
一
八
九
五
︱
一
八
九
六
（
刊
行
の
七
十
巻
増
補
版
に

な
っ
て
収
録
さ
れ
た
も
の
だ
が
︑﹃
名
将
言
行
録
﹄
は
歴
史
小
説
を
描
く
際
に
よ

く
用
い
ら
れ
て
い
た（

（（
（

︒
こ
の
よ
う
に
︑
福
島
正
則
と
加
藤
清
正
は
共
通
点
の
多

い
武
将
で
あ
り
︑﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
以
降
の
太
閤
記
物
で
は
︑
両
者
の
比
較
を
通

し
て
個
々
の
特
徴
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

　
し
か
し
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
幼
児
が
石
臼
を
引
い
た
と
す
る
逸
話
は
︑
一

般
的
に
福
島
正
則
の
伝
記
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒
そ
の
た
め
︑︽
幼
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児
図
︾
を
見
た
人
々
の
多
く
は
幼
時
の
福
島
正
則
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
と
認

識
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
稿
で
は
︽
幼
児
図
︾
の
画

題
を
福
島
正
則
の
幼
時
の
逸
話
に
基
づ
く
も
の
と
し
た
い
︒

二
、
福
島
正
則
の
幼
時
の
逸
話
を
描
い
た
作
品
に
つ
い
て

　
先
行
研
究
に
お
い
て
︑
福
島
正
則
の
幼
時
の
逸
話
を
描
い
た
作
品
は
﹃
絵
本

太
閤
記
﹄
や
﹃
絵
本
豊
臣
勲
功
記
﹄
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑
本
節
で
は
切
附

本
や
錦
絵
等
の
出
版
物
を
含
め
て
着
目
す
る
こ
と
で
︑
本
画
題
の
特
徴
を
検
討

し
た
い
︒

　
先
述
し
た
よ
う
に
︑
腰
に
石
臼
を
結
び
付
け
ら
れ
た
幼
児
の
姿
は
﹃
絵
本
太

閤
記
﹄
二
編
巻
之
一
の
挿
絵
﹁
福
島
市
松
の
伝
﹂
に
描
か
れ
て
い
る
︻
図
（
︼

（
一
一
一
頁
（︒
俯
瞰
的
に
描
か
れ
た
桶
屋
の
室
内
で
桶
職
人
が
黙
々
と
仕
事
を

し
て
お
り
︑
そ
の
前
で
石
臼
に
結
び
付
け
ら
れ
た
幼
児
が
床
に
這
い
つ
く
ば
っ

て
い
る
︒︽
幼
児
図
︾
と
比
べ
て
︑
石
臼
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
子
ど
も
と
い

う
点
で
は
共
通
す
る
が
︑﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
の
方
が
や
や
年
長
に
描
か
れ
て
い
る
︒

　
他
方
︑
読
本
﹃
絵
本
豊
臣
勲
功
記
﹄
三
編
巻
之
六
に
も
︑
福
島
正
則
の
幼
時

の
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る（

（（
（

︒
安
政
四
年
（
一
八
五
七
（
に
初
編
が
刊
行
さ
れ

た
﹃
絵
本
豊
臣
勲
功
記
﹄
は
︑﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
と
内
容
的
に
重
複
す
る
箇
所
が

多
く
み
ら
れ
る
︒
挿
絵
で
は
桶
屋
の
室
内
が
俯
瞰
的
に
描
か
れ
︑
桶
作
り
を
す

る
父
親
と
針
仕
事
を
す
る
母
親
の
前
で
︑
市
松
が
眠
る
猫
の
方
に
向
か
っ
て
石

臼
を
引
き
ず
っ
て
い
る
︻
図
（
︼︒

　
と
こ
ろ
で
︑
実
録
が
刊
本
と
し
て
本
格
的
に
流
布
す
る
の
は
明
治
以
降
か
ら

で
あ
る
が
︑
活
字
本
の
実
録
が
出
版
さ
れ
る
前
に
︑
実
録
や
絵
本
読
本
の
内
容

を
抄
録
し
た
切
附
本
と
呼
ば
れ
る
整
版
の
絵
入
り
読
み
物
が
出
版
さ
れ
て
い
る
︒

切
附
本
﹃
真
柴
軍
功
記
﹄
二
編
挿
絵
（
文
久
堂
版
︑
元
治
元
︱
慶
応
元
年
︿
一
八

六
四
︱
一
八
六
五
﹀
刊
（︻
図
（
︼
で
は
︑
石
臼
を
軽
々
と
引
き
ず
り
な
が
ら
秀

吉
に
近
づ
く
市
松
の
姿
が
確
認
で
き
る
︒
本
文
に
は
︑
石
臼
で
は
な
く
﹁
大
ひ

な
る
石
﹂
と
す
る
が
︑
挿
絵
で
は
﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
と
同
様
に
幼
児
は
石
臼
に

結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
︑
図
像
の
参
照
関
係
が
明
ら
か
で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
︑
福
島
正
則
に
み
ら
れ
る
怪
力
幼
児
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑﹃
絵
本
太

閤
記
﹄
に
お
け
る
子
ど
も
の
対
比
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒

﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
で
は
福
島
正
則
の
他
に
も
う
一
人
︑
身
体
を
拘
束
さ
れ
る
子
ど

も
が
い
る
︒﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
初
編
巻
之
一
︻
図
（
︼
で
は
︑
奉
公
先
の
瀬
戸
物

屋
の
主
人
に
子
ど
も
の
子
守
を
頼
ま
れ
た
日
吉
丸
（
秀
吉
（
が
︑﹁
か
ゝ
る
賤い

や

し

き
業わ

ざ

を
な
し
何い

つ日
ま
で
人ひ

と

に
恥は

づ

か
し
め
ら
れ
ん
や
﹂
と
思
い
︑
子
ど
も
を
井
戸

に
括
り
付
け
て
出
奔
す
る
︒
挿
絵
で
は
︑
泣
く
子
ど
も
を
縄
で
井
桁
に
縛
り
付

け
る
様
子
が
描
か
れ
︑
こ
の
図
様
は
歌
川
国
芳
の
錦
絵
﹁
名
誉
三
十
六
合
戦 

鬼

若
丸
﹂（
嘉
永
元
︱
五
年
頃
︿
一
八
四
八
︱
一
八
五
二
﹀
刊
（︻
図
（
︼（
一
一
六
頁
（

に
継
承
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
切
附
本
で
は
︑﹃
絵
本
日
吉
丸
﹄
初
編
挿
絵
（
菊

屋
幸
三
郎
版
︑
嘉
永
五
年
︿
一
八
五
二
﹀
刊
（
や
﹃
日
吉
丸
誕
生
記
（
絵
本
日
吉
丸

軍
記
（﹄
下
巻
見
返
絵
（
山
口
屋
藤
兵
衛
版
︑
慶
応
三
年
︿
一
八
六
七
﹀
刊
（︻
図 
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【図4】歌川貞秀画『真柴軍功記』二編、横浜
開港資料館蔵（P.V.69）

【図3】歌川国芳画『絵本豊臣勲功記』三編巻
之六、国文学研究資料館蔵（ナ4－738－26）

【図5】『絵本太閤記』初編巻之一「日吉丸児
守」国文学研究資料館蔵（ナ4－762－1）
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（
︼︑﹃
絵
本
太
功
記
﹄
初
編
見
返
絵
（
吉
田
屋
文
三
郎
版
︑
明
治
十
九
年
︿
一
八

八
六
﹀
再
版
本
（
に
み
ら
れ
︑
紐
で
つ
な
が
れ
た
子
ど
も
と
柳
と
を
組
み
合
わ
せ

た
図
像
で
定
着
し
て
い
る
︒
こ
の
図
像
は
﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
刊
行
以
前
の
書
物

に
も
み
ら
れ
︑﹃
人
倫
訓
蒙
図
彙
﹄
巻
四
（
元
禄
三
年
︿
一
六
九
〇
﹀
刊
（﹁
瀬
戸

【図7】歌川芳春画『日吉丸誕生記（絵本
日吉丸軍記）』下巻、髙木元氏蔵（立命
館ARC古典籍ポータルDB：Tkg-271）

【図6】歌川国芳画「名誉三十六合戦 鬼
若丸」、早稲田大学演劇博物館蔵（201－
3955）

【図8】『人倫訓蒙図彙』巻四、瀬戸
物屋の項、国立国会図書館蔵（寄別
13－58）

物
屋
﹂︻
図
（
︼
で
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
陶
器
が
置
か
れ
た
部
屋
の
中
に
紐
で

繋
が
れ
た
子
ど
も
が
描
か
れ
て
い
る
︒
詞
書
き
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
︑
日

吉
丸
が
瀬
戸
物
屋
の
子
ど
も
を
紐
で
縛
り
付
け
た
こ
と
に
因
ん
で
描
か
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
︒
瀬
戸
物
屋
の
子
ど
も
が
泣
き
悲
し
む
様
子
に
対
し
︑
幼
時
の
正
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則
は
石
臼
に
繋
が
れ
て
い
る
こ
と
を
意
に
介
し
て
い
な
い
︒﹃
絵
本
太
閤
記
﹄

に
登
場
す
る
子
ど
も
の
比
較
に
よ
っ
て
︑
福
島
正
則
が
怪
力
幼
児
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
︑
そ
の
大
胆
さ
や
荒
々
し
い
性
格
を
伝
え
て
い
る
︒

　
さ
て
︑
福
島
正
則
を
描
い
た
錦
絵
で
は
歌
川
国
芳
の
作
が
注
目
さ
れ
る
︒

﹁
名
誉
三
十
六
合
戦 

源
二
綱
﹂（
嘉
永
元
︱
五
年
頃
︿
一
八
四
八
︱
一
八
五
二
﹀
刊
（

︻
図
（
︼
を
み
る
と
︑
屋
外
で
桶
作
り
を
す
る
職
人
の
そ
ば
に
石
臼
を
結
び
付
け

ら
れ
た
幼
児
︑
そ
の
幼
児
を
怪
し
み
な
が
ら
見
る
武
士
が
お
り
︑
後
に
福
島
正

則
の
主
君
と
な
る
豊
臣
秀
吉
と
の
出
会
い
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
当

時
の
出
版
統
制
下
で
は
戦
国
時
代
の
武
者
の
名
前
や
そ
の
紋
所
を
記
す
こ
と
は

許
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
こ
こ
で
は
︑
渡
辺
綱
と
碓
井
貞
光
と
の
出
会
い
に
置
き
換

え
て
い
る
︒
国
芳
の
描
く
幼
児
の
表
情
は
明
る
く
︑
丸
々
と
太
っ
た
愛
ら
し
い

幼
児
が
片
手
で
猫
の
頭
を
押
さ
え
付
け
︑
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
顔
で

渡
辺
綱
（
=
秀
吉
（
を
見
上
げ
て
い
る
︒
ま
た
︑
歌
川
国
芳
画
﹁
江
都
錦
今
様

国
尽 

児
童
怪
力 

矢
矧
牛
若
丸
﹂（
嘉
永
五
年
︿
一
八
五
二
﹀
刊
（︻
図
（1
︼（
一
一

九
頁
（
は
︑
上
下
二
段
で
そ
れ
ぞ
れ
の
地
名
に
由
来
す
る
逸
話
と
役
者
似
顔
と

が
描
か
れ
た
シ
リ
ー
ズ
の
一
作
で
あ
り
︑
上
段
の
﹁
尾
張
﹂
に
該
当
す
る
絵
と

し
て
尾
張
国
出
身
で
あ
る
正
則
の
幼
時
の
逸
話
が
描
か
れ
て
い
る
︒
大
き
な
桶

の
円
弧
か
ら
は
円
錐
状
の
山
が
覗
き
︑
葛
飾
北
斎
﹁
富
嶽
三
十
六
景 

尾
州
不
二

見
原
﹂
を
彷
彿
と
さ
せ
る
︒
こ
れ
ら
の
錦
絵
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
︑
幼
児
を

見
定
め
る
秀
吉
の
姿
が
描
き
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒﹃
絵
本
太
閤

記
﹄
の
挿
絵
に
も
秀
吉
が
描
か
れ
て
い
る
が
︑
通
行
人
と
一
緒
に
幼
児
の
姿
に

驚
い
て
い
る
風
体
に
み
え
る
︒
錦
絵
で
は
︑
秀
吉
と
幼
児
と
の
二
者
間
の
結
び

付
き
が
強
く
表
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
早
期
の
才
能
発
掘
や
人
材
育
成
の
大
切
さ

が
教
訓
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

　
福
島
正
則
の
青
年
像
を
描
い
た
錦
絵
で
は
︑
詞
書
き
に
幼
時
の
逸
話
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
︒
歌
川
国
芳
画
・
柳
下
亭
種
員
記
﹁
太
平
記
英
勇
伝 

十
五 

吹
島

政
守
﹂（
嘉
永
元
︱
二
年
頃
︿
一
八
四
八
︱
一
八
四
九
﹀
刊
（
で
は
︑
武
者
の
実
名

使
用
を
さ
け
て
﹁
吹
島
政
守
﹂
と
す
る
が
︑
詞
書
き
の
内
容
か
ら
福
島
正
則
の

伝
記
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
詞
書
き
に
注
目
す
る
と
︑﹁
此こ

の
た
い
づ
ち

他
何
地

の
軍
に
も
政ま

さ
も
り守

先せ
ん
ほ
う鋒

す
る
時
は
必

か
な
ら
ず
か
た

勝
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
﹂︑﹁
実げ

に
武
勇
は

万ば
ん
せ
い世

に
輝
き
犬

い
ぬ
う
つ
わ
ら
べ

撃
童
樵き

こ
り夫

と
い
へ
ど
も
政ま

さ
も
り守

を
し
ら
ざ
る
は
な
し
﹂
と
あ
り（

（（
（

︑

負
け
知
ら
ず
の
武
将
と
し
て
正
則
の
強
さ
を
強
調
し
て
い
る
︒
こ
の
他
に
︑
歌

【図9】歌川国芳画「名誉三十六合戦 源二
綱」、早稲田大学演劇博物館蔵（201－2999）
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川
芳
幾
画
・
山
々
亭
有
人
記
﹁
太
平
記
英
勇
伝 

三
十
三 

福
島
左
衛
門
太
夫
正

則
﹂（
慶
応
三
年
︿
一
八
六
七
﹀
刊
（︻
図
（（
︼
の
詞
書
に
は
﹁
未い

ま

だ
三
才
の
頃こ

ろ

︑
腰こ

し

な
る
紐ひ

も

に
石
臼う

す

を
結ゆ

ひ

お
き
し
が
這は

い

出い
づ

る
毎ご

と

に
臼
相あ

ひ

倶と
も

に
う
ご
く
︒
秀ひ

で

吉
是こ

れ

を
視み

て
奇き

な
り
と
し
則

す
な
は

ち
養

や
し
な
ひて

臣し
ん

と
す
﹂
と
あ
り
︑
福
島
正
則
の
略
歴
を
紹
介
す
る

上
で
幼
少
期
の
逸
話
は
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
幕
末
を
通
し
て
正
則
の
幼
時
の
逸
話
が
臼
を
引
く
幼
児
の

イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
普
及
し
︑
幼
児
の
才
能
発
掘
や
人
材
育
成
の
大
切
さ
を
説

く
教
訓
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
ま
た
︑
福
島
正
則
の

イ
メ
ー
ジ
を
検
討
す
る
と
︑
正
則
は
幼
い
頃
に
秀
吉
に
よ
っ
て
将
来
性
が
見
込

ま
れ
︑
乱
暴
者
だ
が
剛
勇
無
双
の
武
将
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
︒
幽
香
の
幼
少
期
は
︑
日
本
に
お
け
る
洋
画
技
術
の
本
格
的
な
受
容
開
始
の

時
期
で
あ
り
︑
さ
ら
に
錦
絵
や
絵
本
類
に
よ
る
太
閤
記
物
が
流
行
す
る
時
期
で

も
あ
っ
た
︒
絵
草
紙
屋
に
並
べ
ら
れ
た
太
閤
記
物
の
錦
絵
や
草
紙
類
は
︑
絵
画

修
業
に
励
ん
で
い
た
幼
少
期
の
幽
香
の
目
に
も
止
ま
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

　
明
治
期
の
作
に
つ
い
て
は
︑
山
梨
氏
に
よ
っ
て
右
田
年
英
画
﹁
木
下
藤
吉
郎

市
松
の
怪
力
に
驚
く
図
﹂（
明
治
二
十
七
年
︿
一
八
九
四
﹀
刊
（︻
図
（（
︼
が
指
摘

さ
れ
て
い
る（

（（
（

︒
こ
の
錦
絵
に
お
い
て
も
︑
幼
児
に
視
線
を
向
け
る
秀
吉
の
姿
が

描
か
れ
︑
幼
児
と
秀
吉
と
の
二
者
間
の
繋
が
り
が
見
て
取
れ
る
︒
ま
た
︑﹃
朝
鮮

新
報
﹄
一
九
〇
八
年
八
月
十
三
日
第
一
面
の
講
談
連
載
小
説
﹁
元
和
三
勇
士
﹂

（
第
一
回
︑
柴
田
馨
講
演
（
で
は
︑
臼
を
引
く
幼
児
の
絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
冒

頭
で
は
﹁
処

と
こ
ろ

で
こ
の
福ふ

く
し
ま島

左さ

衛ゑ
も
ん
の門

太た
い
ふ夫

正ま
さ
の
り則

と
い
へ
ば
既す

で

に
三
歳さ

い

の
お
子こ

供ど
も

衆し
う

で
も
御ご

承
し
よ
う

知ち

の
通と

ほ

り
︑
大お

ほ

阪さ
か

陣ぢ
ん

に
去

さ(
マ
マ
)る

も
の
あ
り
と
音お

と

に
響ひ

ゞ

い
た
剛

が
ゆ(
マ
マ
)勇

無む
さ
う双

の
大だ

い

豪が
う

傑け
つ

﹂
と
紹
介
し
︑
福
島
正
則
が
知
名
度
の
高
い
武
将
で
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
︒
ま
た
︑﹃
定
本
講
談
名
作
全
集
﹄
別
巻
収
録
の
講
談
事
典
で
は
︑

最
近
ま
で
行
わ
れ
た
有
名
な
武
勇
物
の
な
か
に
加
藤
清
正
や
福
島
正
則
を
挙
げ

て
い
る
︒
視
覚
的
な
メ
デ
ィ
ア
を
介
さ
ず
と
も
︑
福
島
正
則
の
幼
少
期
の
逸
話

が
脈
々
と
語
り
継
が
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

三
、
制
作
背
景
の
考
察
︱
︱
明
治
期
の
立
身
出
世
主
義
に
着
目
し
て

　︽
幼
児
図
︾
が
制
作
さ
れ
た
頃
の
時
代
背
景
に
つ
い
て
︑
柏
木
氏
は
明
治
前
期

の
美
術
界
で
起
こ
っ
た
歴
史
画
推
奨
の
動
き
を
取
り
上
げ
て
い
る（

（（
（

︒
明
治
二
十

︱
三
十
年
代
は
日
清
戦
争
に
と
も
な
う
民
族
意
識
の
昂
揚
を
背
景
に
︑
歴
史
人

物
を
主
題
と
す
る
作
品
が
大
い
に
流
行
し
て
お
り（

（（
（

︑
国
史
の
視
覚
化
が
進
め
ら

れ
た
︒
ま
た
︑
山
梨
氏
は
︑
展
覧
会
出
品
作
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
画
題
は
花
鳥

画
・
山
水
画
よ
り
も
︑
人
物
画
や
歴
史
画
で
あ
る
と
意
見
し
た
岡
倉
天
心
の
言

葉
を
引
用
し
︑︽
幼
児
図
︾
が
歴
史
人
物
の
幼
少
期
を
描
い
た
歴
史
画
と
し
て
理

解
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

（（
（

︒︽
幼
児
図
︾
の
他
に
幽
香
が
描
い
た
歴
史

画
主
題
の
作
品
は
少
な
い
が
︑
石
版
画
集
﹃
寸
陰
漫
稿
﹄（
明
治
十
九
年
︿
一
八

八
六
﹀（
に
は
外
国
人
向
け
の
日
本
風
俗
画
集
と
し
て
歴
史
人
物
を
描
い
た
も
の

が
見
受
け
ら
れ
る
︒

　
こ
う
し
た
歴
史
画
流
行
の
時
代
背
景
に
加
え
て
︑
本
節
で
は
︑
福
島
正
則
の
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【図12】右田年英画「木下藤吉郎市松の怪力に驚く図」、慶應義塾図書館蔵・ボン浮世絵コレクション（201X@345）

【図10】歌川国芳画「江都錦今様国尽 児
童怪力 矢矧牛若丸」、国立国会図書館蔵

（寄別8－4－2－2）

【図11】歌川芳幾画・山々亭有人記「太平
記英勇伝 三十三 福島左衛門太夫正則」、
立命館大学アート・リサーチセンター蔵

（arcUP4839）
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幼
時
の
逸
話
を
題
材
と
す
る
画
題
と
明
治
期
の
立
身
出
世
主
義
と
の
結
び
付
き

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
と
い
う
の
も
︑︽
幼
児
図
︾
に
関
す
る
﹃
東
京
日
日

新
聞
﹄
の
記
者
の
所
見
で
は
︑
そ
の
作
品
意
図
を
立
身
出
世
と
関
連
付
け
て
捉

え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

　
周
知
の
よ
う
に
︑
明
治
前
期
は
﹃
西
国
立
志
編
﹄
や
﹃
学
問
の
す
ゝ
め
﹄
と

い
っ
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
通
し
て
︑
貴
賤
や
貧
富
に
か
か
わ
ら
ず
忍
耐
と
努
力

で
身
を
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
説
か
れ
︑
新
時
代
を
生
き
抜
く
た
め
の
野
心
が
加

熱
し
た
︒
竹
内
洋
氏
に
よ
れ
ば
︑
明
治
前
期
に
お
け
る
立
身
出
世
へ
の
情
熱
は

人
々
の
精
神
的
な
拠
り
所
と
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
︑
立
身
出
世
主
義
が
日
本

の
対
外
進
出
の
内
面
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る（

（1
（

︒

　
立
身
出
世
へ
の
憧
れ
や
野
心
は
︑
す
で
に
江
戸
時
代
か
ら
潜
在
す
る
意
識
で

あ
り
︑
農
民
か
ら
天
下
人
と
な
っ
た
豊
臣
秀
吉
は
青
少
年
の
理
想
像
と
い
え
る
︒

幕
末
維
新
期
の
太
閤
記
物
に
お
け
る
秀
吉
像
は
﹁
立
身
出
世
の
英
雄
﹂
と
し
て

描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
み
ら
れ
る
︒
金
時
徳
氏
に
よ
る
と
︑
太
閤
記
物
の
切
附

本
・
絵
本
類
は
対
外
戦
争
に
対
す
る
言
及
が
少
な
く
︑
秀
吉
の
出
世
話
に
重
点

が
置
か
れ
て
い
る
と
い
い
︑
太
閤
記
物
の
切
附
本
・
絵
本
類
の
な
か
に
﹁
無
邪

気
さ
﹂
を
見
出
せ
る
と
い
う（

（（
（

︒
内
田
匠
氏
は
︑
明
治
元
年
か
ら
昭
和
二
十
年
に

か
け
て
の
秀
吉
観
を
検
討
し
︑
日
清
戦
争
以
前
ま
で
は
大
き
な
時
局
の
変
化
が

無
か
っ
た
こ
と
か
ら
︑
江
戸
時
代
か
ら
継
続
す
る
﹁
立
身
出
世
の
英
雄
﹂
と
し

て
の
秀
吉
観
が
優
位
に
働
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る（

（（
（

︒
先
行
研
究
の
指
摘
に

も
あ
る
よ
う
に
︑
太
閤
記
物
の
錦
絵
や
切
附
本
・
絵
本
類
に
み
ら
れ
る
秀
吉
の

イ
メ
ー
ジ
は
﹁
立
身
出
世
の
鑑
﹂
と
し
て
の
認
識
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
︒

　
青
山
貴
子
氏
は
明
治
期
の
出
世
双
六
に
つ
い
て
︑﹁
上
が
り
﹂
の
も
つ
上
昇
移

動
が
明
治
初
期
の
立
身
出
世
熱
と
高
い
親
和
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
︑

遊
び
に
組
み
込
ま
れ
た
教
育
価
値
観
の
伝
達
作
用
に
着
目
し
て
い
る（

（（
（

︒
出
世
双

六
は
当
時
の
出
世
観
や
成
功
観
が
視
覚
的
に
示
さ
れ
︑
遊
び
を
通
し
て
価
値
観

の
形
成
・
共
有
に
影
響
を
与
え
た
︒
藤
岡
屋
慶
治
郎
版
﹁
大
功
記
出
世
双
六
﹂

（
慶
応
二
年
︿
一
八
六
六
﹀
刊（

（（
（

（
の
上
が
り
は
観
音
開
き
に
展
開
す
る
仕
組
み
に

な
っ
て
お
り
︑
そ
の
扉
絵
に
賤
ヶ
岳
七
本
槍
と
し
て
数
え
ら
れ
る
加
藤
清
正
や

福
島
正
則
ら
が
描
か
れ
て
い
る
︒
秀
吉
の
出
世
を
描
く
と
同
時
に
︑
秀
吉
の
元

で
功
績
を
挙
げ
た
家
臣
た
ち
の
出
世
も
﹁
上
が
り
﹂
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人

物
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒

　︽
幼
児
図
︾
の
制
作
後
に
出
版
さ
れ
た
少
年
向
け
の
読
み
物
で
は
︑
立
身
出
世

を
成
し
遂
げ
た
人
物
と
し
て
た
び
た
び
福
島
正
則
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒

﹃
教
訓
童
話 

偉
人
の
幼
時
﹄（
明
治
四
十
三
年
︿
一
九
一
〇
﹀
刊
（﹁
福
島
正
則
幼

時
の
剛
腹
﹂
で
は
︑
通
常
の
子
ど
も
よ
り
も
力
が
強
く
て
気
が
荒
く
︑
腰
に
結

び
付
け
ら
れ
た
石
臼
を
引
き
ず
っ
て
暴
れ
回
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る（

（（
（

︒

こ
こ
で
い
う
﹁
偉
人
﹂
は
立
身
出
世
（
成
功
（
の
手
本
と
な
る
人
を
指
し
て
い

る
︒﹃
教
育
史
談 

武
勇
少
年
﹄（
大
正
三
年
︿
一
九
一
四
﹀
刊
（
で
は
︑
正
則
の
幼

時
の
逸
話
を
通
し
て
︑
た
と
え
能
力
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
認
識
す
る
人
が
い
な

け
れ
ば
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
教
訓
を
示
し
︑﹁
天て

ん
か下

の
少せ

う
ね
ん年
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諸し
よ
く
ん君

！
汝な

ん
ぢの

霊
れ
い
り
よ
く力

を
認に

ん
し
き識

せ
ら
れ
ん
こ
と
を
力つ

と

め
よ
﹂
と
訴
え
て
い
る（

（（
（

︒
本
書

は
古
今
の
優
秀
な
人
格
に
接
す
る
こ
と
で
現
代
少
年
の
人
格
を
修
養
す
る
た
め

に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
福
島
正
則
が
英
雄
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑
雑
誌
﹃
ヱ
ガ
オ（

（（
（

﹄
で
は
毎
号
の
巻
頭
末
に
﹁
偉
人
ノ

幼
時
﹂﹁
偉
人
ノ
成
功
﹂
が
カ
ラ
ー
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
︑
明
治
四
十
二
年

（
一
九
〇
九
（
九
月
号
に
石
臼
を
引
き
ず
る
幼
児
正
則
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る

︻
図
（（
︼︒﹁
豊ト

ヨ

臣ト
ミ

秀ヒ
デ

吉ヨ
シ

ノ
家ケ

来ラ
イ

ニ
シ
︑
ソ
レ
ヨ
リ
出

シ
ユ
ツ

世セ

シ
テ
名ナ

高ダ
カ

ク
ナ
ッ
タ
ノ

デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
﹂
と
紹
介
し
︑
後
表
紙
の
﹁
偉
人
ノ
成
功
﹂
で
は
︑
賤
ヶ
岳
七

本
槍
に
因
ん
で
︑
成
人
し
た
正
則
が
槍
を
構
え
て
活
躍
す
る
姿
を
描
い
て
い
る
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
明
治
期
に
な
る
と
︑
石
臼
を
引
く
怪
力
幼
児
の
イ
メ
ー
ジ

と
そ
れ
に
付
随
す
る
幼
児
の
才
能
発
掘
を
促
す
教
訓
と
が
︑
立
身
出
世
の
文
脈

の
中
で
受
容
さ
れ
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
︒
ま
た
︑
明
治
期
以
来

共
有
さ
れ
た
功
名
=
出
世
=
成
功
の
意
識
が
福
島
正
則
の
逸
話
と
結
び
付
き
︑

出
世
の
手
本
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
︑
石
臼
を
引
く
怪
力
幼
児
の
逸
話
は
︑
出
世
を
遂
げ
た
人
物
に

ま
つ
わ
る
象
徴
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
︒
明
治
時
代
に
活
躍
し
た
力
士
の
梅
ケ
谷
藤
太
郎
（
一
八
四
五
︱
一
九
二
八
（

は
︑
福
島
正
則
と
同
様
に
︑
腰
に
結
び
付
け
ら
れ
た
石
臼
を
引
い
た
と
す
る
逸

話
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
酒
井
弁
（
徒
然
坊
（
著
﹃
新
編
相
撲
叢
話
﹄
で
は
︑
明

治
の
相
撲
を
代
表
す
る
力
士
と
し
て
梅
ケ
谷
藤
太
郎
を
評
し
て
い
る
︒
ま
た
︑

梅
ケ
谷
の
幼
少
期
に
つ
い
て
︑﹁
二
才
の
頃
か
ら
体
格
肥
満
し
て
︑
ど
う
し
て
も

二
才
の
小
児
と
は
受
取
れ
ぬ
程
で
あ
つ
た
︑
挽
臼
に
繋
が
れ
た
の
を
︑
曳
摺
つ

た
と
少
し
福
島
正
則
的
の
お
話
も
あ
る
が
︑
何
し
ろ
幼
少
の
頃
か
ら
特
別
に
出

来
上
が
つ
て
い
た
﹂
と
述
べ
て
い
る（

（（
（

︒
幼
時
の
梅
ケ
谷
が
石
臼
を
引
い
た
と
い

う
話
に
対
し
て
﹁
福
島
正
則
的
﹂
と
表
現
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
︒
管
見
の

限
り
︑
幼
時
の
梅
ケ
谷
を
描
い
た
絵
は
み
ら
れ
な
い
が
︑
怪
力
幼
児
の
逸
話
と

【図13】『ヱガオ』第五巻第三号、国立国会図書館蔵（Z32－684）
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出
世
と
が
結
び
付
け
ら
れ
た
一
例
と
捉
え
ら
れ
る
︒

　
こ
こ
ま
で
︑
明
治
期
の
立
身
出
世
主
義
と
の
関
係
性
に
注
目
し
て
き
た
が
︑

︽
幼
児
図
︾
が
シ
カ
ゴ
万
国
博
覧
会
の
婦
人
館
に
展
示
す
る
た
め
の
画
題
と
し

て
選
ば
れ
た
背
景
に
は
︑
近
代
日
本
に
お
け
る
良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
意
識
も

関
係
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
欧
米
の
女
子
教
育
観
か
ら
影
響
を
受
け
︑

女
性
に
お
け
る
母
親
と
し
て
の
教
育
役
割
が
強
調
さ
れ
︑
女
性
に
対
し
て
次
世

代
を
担
う
国
民
の
養
成
が
期
待
さ
れ
た
︒
明
治
期
の
良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
に

即
し
て
︽
幼
児
図
︾
を
読
み
と
い
た
場
合
︑︽
幼
児
図
︾
に
隠
さ
れ
た
国
家
の
立

身
出
世
と
い
う
思
想
と
︑
国
家
の
礎
と
な
る
子
ど
も
を
育
て
る
良
妻
賢
母
へ
の

期
待
と
が
呼
応
す
る
︒
女
性
は
家
政
の
担
当
者
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
の

役
割
は
国
家
の
礎
と
し
て
の
意
義
を
持
っ
て
い
た（

（（
（

︒
シ
カ
ゴ
万
国
博
覧
会
の
婦

人
館
で
は
女
性
と
し
て
の
利
点
を
証
明
す
る
方
法
と
し
て
家
庭
的
な
も
の
が
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
る（

（1
（

︒
し
た
が
っ
て
︑
良
妻
賢
母
の
創
出
と
い
う
女
性
を
囲
う

規
範
と
立
身
出
世
と
が
相
補
的
な
関
係
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
画
題
選
択
で

あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
︒

　
幽
香
は
自
身
の
修
業
時
代
を
振
り
返
る
回
想
の
中
で
︑
絵
を
描
く
上
で
一
番

重
要
な
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

（（
（

︒

私
は
折
々
写
真
を
も
つ
て
き
て
︑
絵
に
し
て
呉
れ
と
頼
ま
れ
ま
す
が
︑
そ

ん
な
も
の
は
︑
先
づ
そ
の
目
が
何
を
語
つ
て
ゐ
る
か
︑
ど
ん
な
精
神
を
現

は
し
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
見
定
め
て
︑
頬
の
筋
肉
と
か
額
の
形
と
か

い
ふ
や
う
な
も
の
は
末
葉
と
し
て
取
り
扱
ひ
ま
す
︒
そ
の
う
つ
し
絵
の
人

物
が
︑
ど
ん
な
こ
と
を
思
つ
て
ゐ
る
か
︑
悲
し
い
思
ひ
を
し
て
ゐ
る
か
︑

う
れ
し
い
思
ひ
を
懐
い
て
ゐ
る
か
を
観
察
し
︑
ま
た
は
そ
の
影
か
ら
人
格

や
性
情
を
想
像
す
る
こ
と
が
一
番
大
切
と
思
ひ
ま
す
︒

　
描
く
対
象
の
表
面
的
な
事
象
で
は
な
く
︑
精
神
性
を
映
し
出
す
こ
と
に
注
目

し
て
い
る
点
は
︑
幽
香
の
作
品
を
考
え
る
際
に
た
い
へ
ん
示
唆
的
で
あ
る
︒
幽

香
は
︽
幼
児
図
︾
の
他
に
子
ど
も
を
描
い
た
絵
を
残
し
て
い
る
︒
明
治
二
十
年

代
後
半
（
一
八
九
二
︱
一
八
九
六
（
に
描
か
れ
た
幽
香
の
水
彩
画
︽
水
遊
び
を
す

る
子
供
︾
は
︑
自
身
の
娘
で
あ
る
四
女
ふ
じ
と
五
女
ち
と
せ
が
水
遊
び
を
す
る

様
子
を
描
い
て
い
る
︒
描
線
は
柔
ら
か
く
︑
夏
の
日
差
し
の
下
で
遊
ぶ
子
ど
も

達
の
日
常
を
優
し
い
ま
な
ざ
し
で
捉
え
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︽
幼
児
図
︾

の
幼
児
は
︑
愛
ら
し
い
表
情
が
封
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
幼
児
と
い
う
入

れ
物
を
借
り
て
︑
正
則
の
性
格
や
生
き
ざ
ま
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒

　
明
治
期
に
お
い
て
立
身
出
世
は
本
人
が
望
ん
で
い
た
だ
け
で
は
な
く
︑
社
会

か
ら
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒︽
幼
児
図
︾
に
は
怪
力
の
幼
児
に
驚
く
秀

吉
や
大
人
た
ち
が
描
か
れ
て
い
な
い
が
︑
鑑
賞
者
自
身
が
幼
児
の
将
来
性
を
見

極
め
る
と
い
う
行
為
を
通
し
て
︑
秀
吉
の
目
線
と
な
り
え
る
︒︽
幼
児
図
︾
は
美

術
館
と
い
う
近
代
的
な
施
設
に
展
示
さ
れ
︑
公
共
の
場
で
鑑
賞
さ
れ
た
と
い
う

点
で
近
世
の
出
版
物
と
は
大
き
く
異
な
る
︒
作
品
展
示
そ
の
も
の
が
パ
フ
ォ
ー



 渡辺幽香《幼児図》にみる太閤記物の画題流布と展開

123

マ
ン
ス
的
な
行
為（

（（
（

で
あ
る
と
捉
え
た
場
合
︑︽
幼
児
図
︾
に
は
立
身
出
世
の
目
撃

者
を
創
出
す
る
と
い
う
意
図
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

お
わ
り
に

　
渡
辺
幽
香
︽
幼
児
図
︾
は
太
閤
記
に
登
場
す
る
猛
将
福
島
正
則
の
幼
時
の
逸

話
を
描
い
た
油
彩
画
で
あ
り
︑
本
稿
で
は
近
世
か
ら
連
続
す
る
太
閤
記
物
の
系

譜
の
な
か
で
︽
幼
児
図
︾
を
捉
え
︑
近
世
か
ら
近
代
へ
と
い
た
る
太
閤
記
物
の

画
題
展
開
や
変
容
に
つ
い
て
考
察
し
た
︒

　
ま
ず
︑
幕
末
・
明
治
初
期
の
作
品
を
通
し
て
︑
福
島
正
則
の
幼
時
の
逸
話
が

石
臼
を
引
く
幼
児
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
︑
本

画
題
の
教
訓
的
な
意
味
に
つ
い
て
言
及
し
た
︒
そ
の
上
で
︑
明
治
期
に
な
る
と

本
画
題
が
立
身
出
世
と
結
び
付
け
て
考
え
ら
れ
る
傾
向
が
強
ま
る
こ
と
を
指
摘

し
た
︒

　
幕
末
維
新
期
に
出
版
さ
れ
た
太
閤
記
物
に
お
い
て
︑
豊
臣
秀
吉
は
立
身
出
世

の
鑑
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
︑
秀
吉
の
家
臣
も
出
世
の
模
範

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
︒
福
島
正
則
は
加
藤
清
正
ほ
ど
の
知
名
度
や
人
気
は

無
か
っ
た
よ
う
だ
が
︑
秀
吉
の
元
で
立
身
出
世
を
成
し
遂
げ
た
武
将
と
し
て
説

得
力
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
︒
こ
う
し
た
並
外
れ
た
才
能
は
誰
か
に

見
出
さ
れ
て
こ
そ
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
福
島
正
則
の
幼
時
の
逸
話
は
︑

幼
児
の
才
能
発
掘
や
人
材
育
成
の
大
切
さ
を
説
く
教
訓
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い

る
︒
立
身
出
世
主
義
が
加
熱
す
る
明
治
期
に
お
い
て
福
島
正
則
の
幼
時
の
逸
話

は
︑
明
治
の
人
々
が
内
在
的
に
抱
え
込
ん
で
い
た
立
身
出
世
へ
の
期
待
や
欲
求

と
呼
応
す
る
︒

　︽
幼
児
図
︾
で
は
︑
モ
チ
ー
フ
の
表
面
的
な
事
象
よ
り
も
精
神
性
を
描
き
出
そ

う
と
す
る
幽
香
の
高
い
画
力
に
よ
っ
て
︑
石
臼
を
引
く
強
健
な
幼
児
と
い
う
具

体
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
に
正
則
の
性
格
や
そ
の
将
来
性
が
実
現
し
て
お
り
︑

立
身
出
世
を
志
す
日
本
男
児
の
強
さ
を
連
想
さ
せ
る
︒
太
閤
記
物
の
系
譜
か
ら

考
え
た
場
合
︑︽
幼
児
図
︾
は
﹁
立
身
出
世
画
﹂
で
あ
り
︑
近
世
か
ら
連
続
す
る

太
閤
記
物
の
認
識
と
明
治
の
社
会
背
景
と
が
複
合
的
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
え
る
︒

　
明
治
期
に
制
作
さ
れ
た
太
閤
記
物
の
作
品
は
他
に
も
確
認
さ
れ
︑
近
世
で
は

描
か
れ
な
か
っ
た
徳
川
家
康
が
登
場
す
る
な
ど
の
変
化
が
み
ら
れ
る
︒
作
品
の

分
析
を
通
し
て
明
治
の
人
々
が
太
閤
記
物
と
ど
の
よ
う
に
出
会
い
受
容
し
て
い

た
か
︑
そ
し
て
近
世
の
太
閤
記
物
と
の
連
続
や
断
絶
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
︒

注（
（
（ 
柏
木
智
雄
﹁
渡
辺
幽
香
作
︽
幼
児
図
︾
と
世
界
コ
ロ
ン
ブ
ス
博
覧
会
婦
人
館
に
つ
い

て
﹂﹃
横
浜
美
術
館
研
究
紀
要
﹄
二
号
︑
横
浜
美
術
館
学
芸
部
編
︑
一
九
九
九
年
三
月
︑
七

︱
十
九
頁
︒

（
（
（ 

山
梨
絵
美
子
﹁
渡
辺
幽
香
の
シ
カ
ゴ
万
国
博
覧
会
婦
人
館
出
品
作
に
つ
い
て
﹂﹃
近
代
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画
説
﹄
二
号
︑
一
九
九
三
年
十
二
月
︑
二
十
六
︱
二
十
九
頁
︒

（
（
（ 
味
岡
京
子
﹁
一
八
九
三
年
シ
カ
ゴ
万
国
博
覧
会
「
女
性
館
」
へ
の
日
本
の
出
品
︱
︱

「
女
性
の
芸
術
」
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
人
間
文
化
論
叢
﹄
第
九
巻
︑
お
茶
の
水
女
子
大
学
大

学
院
人
間
文
化
研
究
科
︑
二
〇
〇
六
年
︑
八
︱
九
頁
︒

（
（
（ 

翻
刻
の
際
は
旧
字
を
新
字
に
改
め
︑
原
本
に
ル
ビ
が
あ
る
場
合
は
ル
ビ
を
付
し
︑
読

み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
句
読
点
を
施
し
た
︒
ま
た
︑
翻
刻
の
原
本
は
図
版
の
所
蔵
先
に

準
じ
る
︒

（
（
（ 

前
掲
注
（
︑
二
十
八
頁
︒

（
（
（ 

前
掲
注
（
︑
十
四
︱
十
六
頁
︒

（
（
（ 

沼
田
頼
輔
﹃
日
本
紋
章
学
﹄︑
明
治
書
院
︑
一
九
二
六
年
︑
八
五
二
︱
八
五
三
頁
︒

（
（
（ 

﹁
大
日
本
婦
人
会
の
閣
龍
博
覧
会
出
品
物
（
承
前
（﹂﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
明
治
二
十

六
年
二
月
二
十
三
日
（
第
六
三
九
九
号
（︑
三
面
︒

（
（
（ 

井
上
泰
至
﹁
蔚
山
城
の
清
正
︱
︱
﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
を
中
心
に
﹂﹃
読
本
研
究
新
集
﹄

十
二
集
︑
読
本
研
究
の
会
︑
二
〇
二
一
年
二
月
︑
一
︱
十
五
頁
︒

（
（1
（ 

前
掲
注
（
︑
二
十
八
頁
︒

（
（（
（ 

子
ど
も
を
臼
に
結
び
付
け
る
話
と
し
て
︑
三
輪
茂
雄
氏
が
佐
々
木
喜
善
著
﹃
聴
耳
草

紙
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
昔
話
﹁
鬼
婆
と
小
僧
﹂
を
紹
介
し
て
い
る
（
三
輪
茂
雄
﹃
も

の
と
人
間
の
文
化
史
（（ 

臼
﹄
法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
七
八
年
︑
三
〇
一
頁
（︒﹁
鬼
婆

と
小
僧
﹂
は
﹁
三
枚
の
御
札
﹂
に
相
当
す
る
昔
話
で
あ
り
︑
捕
ま
え
た
小
僧
が
便
所
へ

行
っ
た
隙
に
逃
げ
出
さ
な
い
よ
う
︑
鬼
婆
が
小
僧
を
縄
で
縛
り
︑
挽
臼
に
結
び
付
け
た

と
さ
れ
る
︒

（
（（
（ 

切
附
本
﹃
清
正
一
代
記
﹄（
山
口
屋
藤
兵
衛
版
︑
元
治
元
年
︿
一
八
六
四
﹀
刊
（
で
は
︑

戦
場
で
指
物
役
を
許
さ
れ
た
福
島
正
則
に
対
抗
心
を
燃
や
し
た
清
正
が
︑
秀
吉
の
許
し

を
得
ず
に
家
臣
ら
に
作
ら
せ
た
ふ
ろ
の
指
物
を
つ
け
て
勝
手
に
出
陣
し
︑
功
績
を
挙
げ

た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書
か
れ
て
い
る
︒
清
正
の
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
正
則
を
登
場
さ

せ
る
こ
と
で
︑
清
正
の
負
け
ず
嫌
い
な
性
格
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑

切
附
本
﹃
真
柴
軍
功
記
﹄
二
編
口
絵
（
文
久
堂
版
︑
元
治
元
︱
慶
応
元
年
︿
一
八
六
四

︱
一
八
六
五
﹀
刊
（
で
は
︑
少
年
期
の
加
藤
清
正
・
福
島
正
則
・
片
桐
且
元
の
肖
像
が

描
か
れ
て
お
り
︑
特
に
︑
清
正
と
正
則
は
互
い
に
睨
み
を
き
か
せ
︑
対
立
関
係
が
明
ら

か
で
あ
る
︒

（
（（
（ 

井
上
泰
至
﹁
武
家
の
文
芸
︱
︱
江
戸
の
武
家
説
話
か
ら
司
馬
遼
太
郎
へ
﹂﹃
国
文
学
解

釈
と
鑑
賞
﹄
七
十
四
巻
三
号
︑
至
文
堂
︑
二
〇
〇
九
年
三
月
︑
一
三
四
︱
一
四
一
頁
︒

（
（（
（ 

山
梨
絵
美
子
﹁
渡
邊
幽
香
幼
兒
圖
﹂﹃
國
華
﹄
一
三
八
二
号
︑
國
華
社
︑
二
〇
一
〇

年
十
二
月
︑
四
十
五
︱
四
十
七
頁
参
照
︒

（
（（
（ 

詞
書
に
つ
い
て
は
︑﹃
平
木
浮
世
絵
文
庫
（
歌
川
国
芳
太
平
記
英
雄
傳
﹄︑
平
木
浮

世
絵
財
団
︑
二
〇
一
一
年
︑
六
十
三
頁
に
依
拠
す
る
︒

（
（（
（ 

前
掲
注
（（
︑
四
十
五
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
注
（
︑
十
三
︱
十
四
頁
︒

（
（（
（ 

塩
谷
純
﹁
歴
史
を
学
ぶ
・
楽
し
む
︱
︱
幕
末
明
治
期
の
視
覚
表
現
か
ら
﹂﹃
日
本
美
術

全
集
十
六
激
動
期
の
美
術
幕
末
か
ら
明
治
時
代
前
期
﹄
小
学
館
︑
二
〇
一
三
年
︑
一

八
五
︱
一
九
三
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
注
（（
︑
四
十
六
頁
︒

（
（1
（ 

竹
内
洋
﹁
出
世
主
義
文
化
の
転
換
﹂︑
中
農
晶
三
・
竹
内
洋
﹃
転
換
期
の
文
化 

日
本

近
代
化
の
ひ
ず
み
﹄
創
元
社
︑
一
九
七
九
年
︑
四
十
九
︱
七
十
四
頁
︒

（
（（
（ 

金
時
徳
﹁
太
閤
記
物
・
朝
鮮
軍
記
物
の
近
代
︱
︱
活
字
化
・
近
代
太
閤
記
・
再
興
記
﹂

青
山
学
院
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
編
﹃
日
本
と
︿
異
国
﹀
の
合
戦
と
文
学
﹄
笠
間
書

院
︑
二
〇
一
二
年
︑
一
七
二
頁
︒

（
（（
（ 

内
田
匠
﹁
近
代
日
本
に
お
け
る
豊
臣
秀
吉
観
の
変
遷
﹂（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
政
治

学
科
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
委
員
会
編
﹃
政
治
学
研
究
﹄
第
五
九
号
︑
二
〇
一
八
年
五
月
︑
慶
應

義
塾
大
学
出
版
会
︑
七
頁
（︒

（
（（
（ 
青
山
貴
子
﹁
双
六
玩
具
の
教
育
利
用
と
立
身
出
世
主
義
︱
︱
教
育
双
六
に
お
け
る

「
上
が
り
」
の
意
味
論
的
考
察
﹂﹃
遊
び
と
学
び
の
メ
デ
ィ
ア
史
錦
絵
・
幻
燈
・
活
動
写

真
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
九
年
︑
一
七
一
︱
一
八
九
頁
︒

（
（（
（ 

歌
川
芳
虎
画
︑
国
立
国
会
図
書
館
蔵
（YR（ –（（

（︒
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（
（（
（ 
江
口
天
峰
編
﹃
教
訓
童
話 

偉
人
の
幼
時
﹄
文
盛
堂
︑
一
九
一
〇
年
︑
一
五
二
︱
一
五

五
頁
︒

（
（（
（ 

高
瀬
敏
徳
﹃
教
育
史
談
武
勇
少
年
﹄
実
業
之
日
本
社
︑
一
九
一
四
年
︑
一
七
一
頁
︒

（
（（
（ 

﹁
偉
人
ノ
幼
時

　
福
島
正
則
﹂﹁
偉
人
ノ
成
功
﹂﹃
ヱ
ガ
オ
﹄
第
五
巻
第
三
号
︑
一
九
〇

九
年
九
月
︑
建
文
館
︑
三
頁
・
後
表
紙
︒

（
（（
（ 

酒
井
弁
（
徒
然
坊
（
著
﹃
新
編
相
撲
叢
話
﹄︑
開
拓
社
︑
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
（︑

五
十
︱
五
十
一
頁
︒

（
（（
（ 

小
山
静
子
﹃
良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
﹄
勁
草
書
房
︑
一
九
九
二
年
︑
三
十
頁
︒

（
（1
（ 

前
掲
注
（
︑
二
頁
︒

（
（（
（ 

渡
辺
幽
香
﹁
修
業
時
代
（
（
（
少
女
時
代
か
ら
苦
労
し
た
洋
画
﹂﹃
中
央
美
術
﹄
第
五

十
三
号
（
第
六
巻
第
二
号
（︑
日
本
美
術
学
院
︑
一
九
二
〇
年
二
月
︑
七
十
八
頁
︒

（
（（
（ 

五
十
殿
利
治
﹁
美
術
の
「
近
代
」
と
美
術
家
の
「
行
為
」﹂︑
木
下
直
之
編
﹃
講
座
日

本
美
術
史
第
六
巻 

美
術
を
支
え
る
も
の
﹄︑
二
〇
〇
五
年
︑
東
京
大
学
出
版
会
︑
四
十

五
︱
七
十
七
頁
︒

付
記

　
本
稿
は
東
ア
ジ
ア
日
本
研
究
者
協
議
会
第
五
回
国
際
学
術
大
会
（
二
〇
二
一
年
（
に
お
け

る
次
世
代
パ
ネ
ル
発
表
﹁
日
本
文
化
に
お
け
る
舶
来
表
象
と
権
威
﹂
の
個
別
発
表
に
基
づ
く

内
容
で
あ
る
︒
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研
究
論
文近

代
日
本
に
お
け
る
﹁
信
仰
﹂
と
﹁
儀
礼
﹂
の
語
り
方

︱
︱
姉
崎
正
治
の
修
養
論
と
宗
教
学
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て

呉
　
佩
遥

　
し
か
し
︑
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
場
に
成
立
し
た
﹁
宗
教
学
﹂
に
お
い
て
︑﹁
宗

教
﹂
に
隣
接
し
た
概
念
で
あ
り
︑﹁
宗
教
﹂
の
中
核
的
な
要
素
と
さ
れ
る
﹁
信

仰
﹂
と
︑﹁
宗
教
﹂
の
身
体
的
実
践
の
一
つ
を
示
す
言
葉
と
し
て
の
﹁
儀
礼
﹂
が

い
か
に
語
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
︑
ま
だ
あ
ま
り
考
察
さ
れ
て
い
な
い
︒
亀
山

光
明
は
︑
磯
前
順
一
な
ど
に
よ
る
先
行
研
究
で
提
示
さ
れ
た
近
代
宗
教
概
念
の

特
徴
︱
︱
﹁
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
﹂（
儀
礼
的
実
践
等
の
非
言
語
的
慣
習
行
為
（
の
後
退

と
そ
の
半
面
と
し
て
の
﹁
ビ
リ
ー
フ
﹂（
教
義
等
の
言
語
化
し
た
信
念
体
系
（
の
重

視（
（
（

︱
︱
を
踏
ま
え
︑
そ
の
見
直
し
と
し
て
﹁
ビ
リ
ー
フ
﹂
と
﹁
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
﹂

と
い
う
二
つ
の
領
域
の
﹁
併
存
﹂
を
指
摘
し
て
い
る（

（
（

︒
し
か
し
︑
亀
山
は
近
代

に
お
け
る
﹁
戒
律
﹂
の
再
構
築
に
着
目
し
て
は
い
る
が
︑﹁
信
仰
﹂
と
﹁
儀
礼
﹂

の
概
念
︑
あ
る
い
は
そ
の
関
連
性
を
論
じ
て
い
な
い
︒

は
じ
め
に

　
近
年
に
な
っ
て
進
め
ら
れ
た
﹁
宗
教
﹂
な
る
概
念
の
脱
自
明
化
か
ら（

（
（

︑
近
代

日
本
に
お
け
る
﹁
宗
教
学
﹂
の
成
立
と
展
開
を
考
察
す
る
こ
と
は
︑﹁
宗
教
学
﹂

と
い
う
領
域
に
対
す
る
私
た
ち
の
理
解
を
把
握
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
︒
明

治
以
降
に
誕
生
し
た
﹁
宗
教
﹂
の
本
質
を
探
究
す
る
こ
の
学
問
分
野
で
は
︑
何

が
﹁
宗
教
﹂
で
あ
り
︑
何
が
﹁
宗
教
﹂
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
判
断
す
る

広
い
意
味
で
の
政
治
性
が
存
在
し
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
宗
教
﹂
と
い
う
普
遍
性
を

持
つ
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
そ
れ
に
基
づ
い
て
成
立
し
た
﹁
宗
教
学
﹂
の
学
問
実
践
は
︑

日
本
列
島
の
信
念
体
系
の
語
り
直
し
を
意
味
し
た（

（
（

︒
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　﹁
信
仰
﹂
に
着
目
し
た
言
説
研
究
に
関
し
て
は
︑
例
え
ば
﹁
信
仰
﹂
が
定
着
し

て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
検
討
し
た
星
野
靖
二
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑﹁
信
仰
﹂
が
明

治
初
期
か
ら
﹁belief

﹂
や
﹁faith

﹂
と
結
び
付
く
よ
う
に
な
っ
た
︒
星
野
は
ま

た
︑﹁
信
仰
﹂
と
い
う
言
葉
が
二
〇
世
紀
転
換
期
と
な
る
と
﹁
実
存
的
宗
教
論
﹂

︱
︱
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
内
村
鑑
三
（
一
八
六
一
︱
一
九
三
〇
（
や
︑
精
神
主
義
運

動
を
そ
の
門
下
と
と
も
に
展
開
し
た
と
さ
れ
る
清
沢
満
之
（
一
八
六
三
︱
一
九

〇
三
（
の
論
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
﹁
信
仰
﹂
の
語
り
方
︱
︱
と
い
う
新
た
な

枠
組
み
で
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
論
じ
て
い
る（

（
（

︒

　
他
方
︑
武
井
謙
悟
は
︑
近
代
日
本
の
﹁
儀
礼
﹂
が
﹁
信
仰
﹂
と
は
対
照
的
に
︑

こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
そ
の
主
な
理
由

を
次
の
よ
う
に
挙
げ
て
い
る
︒
ま
ず
︑
戦
前
の
儀
礼
研
究
は
主
に
﹁
信
仰
を
重

ん
じ
る
﹂
浄
土
真
宗
の
僧
侶
に
担
わ
れ
て
い
た
こ
と
︒
そ
し
て
︑
そ
も
そ
も

﹁
仏
教
儀
礼
﹂
と
い
う
語
は
一
九
七
〇
年
代
後
半
ま
で
定
着
し
て
お
ら
ず
︑﹁
法

会
﹂
や
﹁
法
要
﹂︑﹁
儀
式
﹂︑﹁
行
事
﹂
な
ど
が
﹁
儀
礼
﹂
を
指
す
語
と
し
て
併

用
さ
れ
て
い
た
こ
と
︒
そ
れ
に
加
え
︑
資
料
の
制
限
が
あ
る
た
め
︑﹁
過
去
﹂
す

な
わ
ち
近
代
の
儀
礼
は
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る（

（
（

︒
し

か
し
︑
近
代
日
本
に
お
い
て
﹁
儀
礼
﹂
が
ま
っ
た
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
︒
近
代
の
儀
礼
論
に
関
し
て
は
︑
例
え
ば
碧
海
寿
広
が
︑
青
年

仏
教
徒
を
中
心
と
し
て
二
〇
世
紀
転
換
期
に
巻
き
起
こ
っ
た
新
仏
教
運
動
の
儀

礼
論
を
取
り
上
げ
︑
来
た
る
べ
き
﹁
新
仏
教
﹂
を
目
指
し
︑
そ
の
対
極
に
あ
る

﹁
旧
仏
教
﹂
を
激
し
く
批
判
し
た
新
仏
教
徒
は
︑﹁
慣
習
﹂
の
改
革
と
い
う
立
場

か
ら
﹁
儀
礼
﹂
を
批
判
的
に
捉
え
直
し
た
と
指
摘
し
て
い
る（

（
（

︒

　
近
代
日
本
に
お
け
る
﹁
信
仰
﹂
と
﹁
儀
礼
﹂
の
語
り
方
と
そ
の
交
錯
を
探
る

た
め
に
︑
宗
教
学
の
枠
組
み
で
﹁
儀
礼
﹂
を
取
り
上
げ
た
姉
崎
正
治
（
一
八
七

三
︱
一
九
四
九
（
の
﹃
宗
教
学
概
論
﹄（
東
京
専
門
学
校
出
版
部
︑
一
九
〇
〇
年
（

が
分
析
の
好
材
料
と
な
る
︒
姉
崎
は
︑
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
場
に
成
立
し
た
﹁
宗

教
学
﹂
の
先
駆
者
と
し
て
知
ら
れ
︑
一
九
〇
五
年
に
東
京
帝
国
大
学
の
宗
教
学

講
座
の
初
代
教
授
と
な
っ
た
人
物
で
あ
り
︑
そ
し
て
彼
の
﹃
宗
教
学
概
論
﹄
は

近
代
儀
礼
研
究
の
嚆
矢
と
も
さ
れ
て
い
る（

（
（

︒
比
較
宗
教
学
が
流
行
し
て
い
た
一

八
九
〇
年
代
か
ら
︑
姉
崎
が
あ
ら
ゆ
る
宗
教
に
共
通
し
て
い
る
固
有
（sui 

generis

（
の
も
の
を
探
る
宗
教
学
の
立
場
を
強
調
す
る
一
九
〇
〇
年
代
ま
で
は
︑

人
格
の
向
上
を
目
的
と
す
る
自
己
研
鑽
を
求
め
る
﹁
修
養
﹂
と
い
う
概
念
が

ブ
ー
ム
化
し
て
い
る
時
代
で
あ
る
︒
日
本
初
の
倫
理
学
研
究
会
で
あ
る
丁
酉
倫

理
会
（
設
立
当
初
は
丁
酉
懇
話
会
と
い
う
名
称
（
の
創
立
に
携
わ
っ
た
姉
崎
も
︑

﹃
宗
教
学
概
論
﹄
で
﹁
修
養
﹂
の
方
法
を
模
索
し
た
︒
明
治
三
〇
年
代
の
修
養
言

説
を
検
討
し
た
栗
田
英
彦
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
井
上
哲
次
郎
（
一
八
五
六
︱
一

九
四
四
（
の
﹁
倫
理
的
宗
教
﹂
の
構
想
が
引
き
金
と
な
り
︑
そ
れ
へ
の
批
判
と

し
て
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
な
宗
教
（
学
（
者
の
修
養
論
が
提
示
さ
れ
た
︒
そ
し

て
こ
れ
ら
の
修
養
論
に
は
︑﹁
超
「
宗
教
」
性
・
宗
教
進
化
論
的
序
列
意
識
・
現

象
即
実
在
論
的
な
世
界
観
・
倫
理
=
宗
教
的
な
理
想
と
い
っ
た
基
本
的
性
格
﹂

が
共
通
し
て
確
認
で
き
︑﹁
自
発
的
実
践
の
重
視
﹂
と
そ
の
半
面
と
し
て
の
﹁
特

殊
的
・
形
式
的
な
教
義
や
儀
礼
の
軽
視
﹂
と
い
う
傾
向
が
あ
る
と
い
う（

（
（

︒
こ
う



近代日本における「信仰」と「儀礼」の語り方 

129

し
た
時
代
状
況
に
身
を
置
い
た
姉
崎
は
︑
後
述
す
る
よ
う
に
﹁
信
仰
﹂
と
﹁
儀

礼
﹂
を
再
解
釈
し
︑
両
者
の
結
び
付
き
に
よ
る
﹁
修
養
﹂
を
段
階
的
に
説
い
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
信
仰
﹂
と
﹁
儀
礼
﹂
を
め
ぐ
る
姉
崎
の
議
論
は
︑
彼
の
﹁
修

養
﹂
へ
の
大
き
な
関
心
と
は
切
り
離
せ
な
い
と
い
え
る
︒
し
か
し
︑﹁
修
養
﹂
を

め
ぐ
る
研
究
で
は
丁
酉
倫
理
会
の
役
割
が
言
及
さ
れ
る
も
の
の（

（1
（

︑
そ
の
中
心
的

な
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る
姉
崎
が
い
か
に
自
ら
の
﹁
宗
教
学
﹂
で
﹁
修
養
﹂

の
問
題
と
向
き
合
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
︑
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ

こ
で
本
稿
で
は
︑
こ
う
し
た
姉
崎
の
議
論
に
お
け
る
﹁
宗
教
学
﹂
と
﹁
修
養
﹂

の
関
連
性
に
光
を
当
て
︑
姉
崎
を
同
時
代
の
社
会
的
・
思
想
的
な
コ
ン
テ
キ
ス

ト
の
中
に
位
置
付
け
る
︒

　
そ
の
た
め
に
︑
ま
ず
宗
教
学
の
前
段
階
に
あ
た
る
比
較
宗
教
学
に
お
け
る
道

徳
的
な
宗
教
の
主
張
や
︑
同
じ
く
﹁
宗
教
学
﹂
を
掲
げ
﹁
信
仰
﹂
を
根
拠
と
す

る
﹁
修
養
﹂
を
説
い
た
加
藤
玄
智
（
一
八
七
三
︱
一
九
六
五
（
の
議
論
を
考
察
す

る
︒
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
一
九
〇
〇
年
代
頃
に
お
け
る
﹁
宗
教
学
﹂
と

﹁
修
養
﹂
の
関
わ
り
を
確
認
す
る
︒
そ
し
て
姉
崎
の
﹁
宗
教
学
﹂
に
お
け
る
﹁
信

仰
﹂
と
﹁
儀
礼
﹂
の
語
り
方
を
対
象
と
し
︑﹁
信
仰
﹂
と
﹁
儀
礼
﹂
が
い
か
に

﹁
修
養
﹂
の
方
法
を
探
究
す
る
過
程
で
交
錯
し
た
か
を
解
明
す
る
︒

第
一
節

　 

宗
教
学
と
﹁
修
養
﹂ 

︱
︱
二
〇
世
紀
転
換
期
に
お
け
る
道
徳
的
な
宗
教
の
探
求

　
本
節
で
は
︑
姉
崎
が
構
築
し
た
宗
教
学
の
同
時
代
的
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
明

ら
か
に
す
べ
く
︑
そ
の
前
段
階
と
さ
れ
る
比
較
宗
教
学
の
代
表
的
な
人
物
で
あ

る
岸
本
能
武
太
（
一
八
六
六
︱
一
九
二
八
（
と
︑
新
仏
教
運
動
に
参
加
し
た
宗
教

学
者
で
あ
る
加
藤
玄
智
の
議
論
に
着
目
す
る
︒
そ
れ
に
際
し
て
︑
彼
ら
が
い
か

に
当
時
の
比
較
宗
教
学
と
宗
教
学
の
基
本
的
な
枠
組
み
と
な
っ
て
い
る
進
歩
主

義
的
な
図
式
を
用
い
つ
つ
︑﹁
道
徳
﹂
あ
る
い
は
﹁
修
養
﹂
に
重
き
を
置
い
た
理

想
的
な
宗
教
像
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
か
に
焦
点
を
当
て
る
︒

　﹁
宗
教
学
﹂
は
従
来
の
神
学
や
教
学
と
は
区
別
さ
れ
る
﹁
価
値
中
立
﹂
を
掲
げ

て
い
る
た
め
︑
そ
の
成
立
を
国
立
大
学
に
辿
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
先
行
研
究

で
指
摘
さ
れ
る（

（（
（

︒
他
方
︑﹁
宗
教
学
﹂
と
い
う
言
葉
自
体
は
︑
す
で
に
一
八
七
〇

年
代
の
段
階
で
真
宗
大
谷
派
の
僧
侶
・
石
川
舜
台
（
一
八
四
二
︱
一
九
三
一
（
な

ど
に
よ
り
用
い
ら
れ
て
い
る（

（（
（

︒
ま
た
︑
鈴
木
範
久
は
︑
近
代
日
本
の
宗
教
学
の

成
立
過
程
を
探
り
︑
自
由
キ
リ
ス
ト
教
の
一
派
で
あ
る
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
に
よ
り

も
た
ら
さ
れ
た
﹁
自
由
討
究
﹂
や（

（（
（

︑
岸
本
能
武
太
な
ど
キ
リ
ス
ト
教
系
知
識
人

が
中
心
と
な
っ
て
展
開
し
た
比
較
宗
教
学
を
念
頭
に
︑
宗
教
学
の
系
譜
を
辿
っ

た（
（（
（

︒
一
八
九
一
年
九
月
︑
帝
国
大
学
文
科
大
学
で
井
上
哲
次
郎
が
﹁
比
較
宗
教

及
東
洋
哲
学
﹂
を
開
講
し
︑
姉
崎
を
含
め
て
多
く
の
学
生
に
影
響
を
及
ぼ
し
た（

（（
（

︒
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こ
の
よ
う
に
︑
国
立
大
学
で
成
立
し
た
﹁
宗
教
学
﹂
の
特
徴
を
把
握
す
る
に
は
︑

少
な
く
と
も
そ
の
前
史
的
段
階
に
あ
た
る
比
較
宗
教
学
の
性
格
を
確
認
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︒

　
一
八
九
〇
年
代
に
お
け
る
比
較
宗
教
学
の
主
な
著
作
や
論
説
と
し
て
は
︑
例

え
ば
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
︑
ド
イ
ツ
哲
学
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
る
三
並

良
（
一
八
六
五
︱
一
九
四
〇
（
が
著
し
た
﹁
比
較
宗
教
学
と
基
督
教
﹂（﹃
真
理
﹄

四
二
号
︑
一
八
九
三
年
（
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
そ
し
て
﹁
哲
学
﹂
に
よ
る
仏
教
の
捉

え
直
し
を
め
ざ
し
た
井
上
円
了
（
一
八
五
八
︱
一
九
一
九
（
の
講
義
録
﹃
比
較
宗

教
学
﹄（
哲
学
館
︑
一
八
九
三
︱
一
八
九
四
年
（
や
︑
岸
本
能
武
太
の
講
義
録
﹃
宗

教
の
比
較
的
研
究
﹄（
東
京
専
門
学
校
︑
一
八
九
五
年
（
が
続
々
と
出
版
さ
れ
た
︒

か
く
し
て
比
較
宗
教
学
は
自
由
主
義
神
学
系
の
キ
リ
ス
ト
教
者
と
そ
の
影
響
を

受
け
た
宗
教
（
学
（
者
が
中
心
と
な
り
展
開
し
た
が
︑
そ
の
枠
組
み
で
い
か
な

る
宗
教
論
が
主
張
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
︑
本
節
で
は
比
較
宗
教
学
の
流
行
の

代
表
的
な
人
物
で
あ
る
岸
本
の
﹃
宗
教
研
究
﹄
を
中
心
と
し
て
考
察
す
る（

（（
（

︒

　
一
八
六
六
年
に
岡
山
県
で
生
ま
れ
た
岸
本
は
︑
京
都
に
あ
る
同
志
社
英
学
校

普
通
科
と
同
志
社
英
学
校
神
学
科
で
学
び
︑
一
八
八
二
年
に
新
島
襄
（
一
八
四

三
︱
一
八
九
〇
（
か
ら
洗
礼
を
受
け
た（

（（
（

︒
一
八
九
〇
年
か
ら
一
八
九
四
年
に
か

け
て
︑
岸
本
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
神
学
科
に
留
学
し
︑
宗
教
哲
学
︑
比
較
宗
教

学
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
︑
パ
ー
リ
語
を
研
究
し
︑
一
八
九
三
年
に
シ
カ
ゴ
で

行
わ
れ
た
万
国
宗
教
会
議
で
演
説
し
た
︒
帰
国
し
た
岸
本
は
︑
東
京
専
門
学
校

（
現
早
稲
田
大
学
（
や
宇
宙
神
教
神
学
校
で
比
較
宗
教
学
を
開
講
し
︑
一
八
九
六

年
に
姉
崎
と
と
も
に
﹁
比
較
宗
教
学
会
﹂
を
設
立
す
る
な
ど
︑
比
較
宗
教
学
の

研
究
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
た
︒

　﹃
宗
教
研
究
﹄
は
岸
本
が
数
年
間
で
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
機
関
誌
た
る
﹃
六
合
雑

誌
﹄
や
﹃
宗
教
﹄
で
発
表
し
た
論
説
を
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
目
的
は

﹁
研
究
的
批
評
的
態
度
﹂
に
よ
っ
て
︑
欧
米
諸
国
の
宗
教
学
者
が
﹁
宗
教
の
分
類
︑

起
原
︑
進
化
︑
基
礎
等
﹂
に
つ
い
て
い
か
な
る
研
究
を
行
っ
た
か
を
紹
介
し
︑
そ

の
批
評
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る（

（（
（

︒
ま
た
︑﹃
宗
教
研
究
﹄
で
は
日
本
初
の
心
理
学

者
と
さ
れ
る
元
良
勇
次
郎
（
一
八
五
八
︱
一
九
一
二
（
が
序
文
を
著
し
て
い
る
︒

そ
こ
で
は
︑﹁
徳
育
﹂
の
問
題
が
す
で
に
長
ら
く
議
論
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
所
謂

修
身
道
徳
の
教
﹂
を
人
心
の
奥
底
に
入
り
込
ま
せ
る
た
め
に
︑﹁
徳
行
の
源
泉
即

ち
凡
て
の
道
徳
の
根
と
な
る
﹂
も
の
と
し
て
﹁
宗
教
﹂
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が

述
べ
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
元
良
は
世
に
行
わ
れ
る
宗
教
が
果
た
し
て
そ
の
役
割

を
果
た
せ
る
か
ど
う
か
に
疑
念
を
抱
き
︑
宗
教
の
代
わ
り
に
﹁
人
道
﹂
と
い
う

言
葉
を
提
示
し
て
い
る（

（（
（

︒
こ
の
序
文
か
ら
︑
宗
教
の
道
徳
的
な
側
面
あ
る
い
は

道
徳
的
な
宗
教
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
︑﹃
宗
教
研
究
﹄
が
刊
行
さ
れ
た

こ
と
が
窺
え
る
︒

　
す
で
に
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
︑
西
洋
の
宗
教
史
学
者
で
あ
る

Ｃ
・
Ｐ
・
テ
ィ
ー
レ
（C

ornelis Petrus Tiele 

一
八
三
〇
︱
一
九
〇
二
（
の
説
が
そ

の
典
型
と
な
る
宗
教
進
化
論
は
︑
そ
れ
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
宗
教
類
型
論
と
と

も
に
︑
一
九
〇
〇
年
代
前
後
に
本
格
的
に
導
入
さ
れ
た（

（1
（

︒
そ
れ
は
ま
た
︑﹃
宗
教

研
究
﹄
の
基
本
的
な
枠
組
み
と
も
な
っ
て
い
る
︒
岸
本
は
宗
教
の
基
礎
を
﹁
生
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存
の
欲
望
﹂
と
し
︑
そ
の
﹁
欲
望
﹂
の
変
化
に
よ
り
人
類
が
進
化
し
︑
そ
し
て

宗
教
も
変
わ
っ
て
い
く
と
し
て
い
る（

（（
（

︒
宗
教
の
起
源
に
つ
い
て
︑
岸
本
は
﹁
心

身
無
区
別
の
時
代
﹂
︱
︱
す
な
わ
ち
﹁
太
古
の
人
類
﹂
が
﹁
霊
魂
﹂
と
﹁
肉
体
﹂

を
区
別
で
き
な
い
時
代
︱
︱
の
宗
教
を
﹁
天
然
崇
拝
﹂
と
し
て
捉
え
る（

（（
（

︒
彼
に

よ
れ
ば
︑
そ
の
後
に
長
い
年
月
を
か
け
て
︑
人
類
は
﹁
霊
魂
﹂
と
﹁
肉
体
﹂
の

区
別
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
り
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
心
身
有
区
別
時
代
﹂
に
至
っ
た
︒

こ
の
時
代
に
は
﹁
霊
魂
崇
拝
教
﹂（
祖
先
崇
拝
も
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
る
（

が
盛
ん
と
な
り
︑
そ
こ
か
ら
﹁
祈
祷
苦
行
﹂
や
﹁
供
物
祭
礼
﹂
な
ど
の
儀
礼
実

践
も
始
ま
っ
た（

（（
（

︒
そ
し
て
そ
れ
以
降
の
時
代
を
岸
本
は
︑﹁
学
術
﹂
と
﹁
道
徳
﹂

と
の
関
連
性
で
区
別
し
て
い
く
︒
す
な
わ
ち
宗
教
が
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
を

支
配
し
︑
学
術
と
道
徳
が
ま
だ
独
立
し
て
存
在
し
な
い
﹁
宗
教
専
制
時
代
﹂︑

﹁
智
識
の
欲
望
﹂
と
﹁
道
徳
の
欲
望
﹂
が
﹁
膨
張
﹂
し
は
じ
め
る
﹁
宗
教
学
術
／

道
徳
衝
突
時
代
﹂︑
学
術
と
道
徳
に
よ
る
﹁
宗
教
破
壊
時
代
﹂
で
あ
る（

（（
（

︒
し
か
し
︑

岸
本
に
と
っ
て
︑
そ
も
そ
も
﹁
学
術
﹂
と
﹁
道
徳
﹂
は
宗
教
の
敵
で
は
な
く
︑
宗

教
を
﹁
改
良
﹂
す
る
方
向
に
導
く
﹁
良
友
﹂
で
あ
り
︑
宗
教
の
進
化
に
は
こ
の

﹁
双
輪
﹂
が
必
要
で
あ
る（

（（
（

︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
進
化
の
先
︑
す
な
わ
ち
﹁
将
来

の
宗
教
﹂
は
﹁
科
学
的
﹂︑﹁
道
徳
的
﹂︑﹁
哲
学
的
﹂︑﹁
世
界
的
﹂︑﹁
理
想
的
﹂

な
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る（

（（
（

︒
こ
の
よ
う
に
︑
岸
本
に
と
っ
て
宗
教
と
は

﹁
人
類
全
体
の
教
育
の
謂
に
し
て
其
の
目
的
は
完
全
な
る
人
間
を
養
成
す
る
﹂

も
の
で
あ
り（

（（
（

︑
そ
し
て
理
想
的
な
道
徳
宗
教
が
︑
宗
教
進
化
論
の
図
式
に
基
づ

き
﹁
将
来
の
宗
教
﹂
と
し
て
語
ら
れ
た
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
同
じ
く
宗
教
進
化
論
の
枠
組
み
に
そ
っ
て
道
徳
的
な
宗
教
を
探

求
し
つ
つ
︑﹁
信
仰
﹂
に
よ
る
﹁
修
養
﹂
を
主
張
し
た
の
は
︑
加
藤
玄
智
で
あ
る
︒

真
宗
僧
侶
の
家
で
育
っ
た
加
藤
は
︑
既
成
教
団
の
打
破
と
仏
教
の
革
新
を
唱
え
︑

﹁
従
来
の
宗
教
的
制
度
及
儀
式
﹂
の
排
除
と
﹁
健
全
な
る
信
仰
﹂
の
確
立
を
め
ざ

し
た
﹁
仏
教
清
徒
同
志
会
﹂（
一
九
〇
三
年
に
﹁
新
仏
教
徒
同
志
会
﹂
と
改
称
（
に

よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
新
仏
教
運
動
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
る（

（（
（

︒
そ
し
て
後
述
す

る
よ
う
に
︑
新
仏
教
運
動
の
主
張
も
少
な
か
ら
ず
彼
の
宗
教
学
に
反
映
さ
れ
て

い
る
︒
加
藤
は
日
露
戦
争
頃
か
ら
神
道
研
究
に
携
わ
る
よ
う
に
な
り
︑
今
日
に

お
い
て
も
近
代
神
道
学
を
築
い
た
一
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る（

（（
（

︒

　
加
藤
は
そ
の
宗
教
学
の
大
著
た
る
﹃
宗
教
新
論
﹄
で
︑﹁
健
全
な
る
宗
教
﹂
が

﹁
智
情
意
全
作
用
﹂
の
活
動
に
よ
り
成
立
す
る
と
説
き（

（1
（

︑
明
治
期
の
仏
教
言
説
に

多
く
見
ら
れ
る
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
（Im

m
anuel K

ant 

一
七
二
四
︱
一
八
〇

四
（
の
知
情
意
三
分
法
に
そ
っ
て
理
想
的
な
宗
教
像
を
描
こ
う
と
す
る
︒
し
か

し
加
藤
は
︑
こ
の
カ
ン
ト
以
来
の
三
分
法
を
﹁
科
学
的
心
理
学
﹂
の
知
識
に
基

づ
い
て
批
判
し
︑﹁
宗
教
﹂
が
そ
の
性
質
上
︑
単
な
る
﹁
智
性
﹂︑﹁
感
情
﹂︑﹁
意

志
﹂
で
は
な
く
︑
知
情
意
を
統
合
し
た
作
用
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る（

（（
（

︒
加
藤

は
︑
日
本
列
島
に
お
け
る
従
来
の
宗
教
が
﹁
外
形
的
虚
式
的
に
化
石
し
去
り
て
︑

何
等
人
心
に
対
し
て
宗
教
上
の
精
神
的
感
化
を
も
与
ふ
る
能
は
ざ
る
﹂
も
の
で

あ
る
と
し（

（（
（

︑
そ
れ
に
代
わ
っ
て
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
い
た
﹁
新
宗
教
﹂

を
謳
い
上
げ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
自
ら
の
理
想
的
な
宗
教
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
﹃
宗

教
の
将
来
﹄
で
展
開
さ
せ（

（（
（

︑
そ
こ
で
道
徳
の
根
本
的
な
源
泉
を
﹁
信
仰
﹂
に
求
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め
よ
う
と
す
る
︒
加
藤
は
同
時
代
の
福
沢
諭
吉
（
一
八
三
五
︱
一
九
〇
一
（
の

﹃
修
身
要
領
﹄（
福
沢
三
八
︑
一
九
〇
一
年
（
の
出
版
な
ど
︑﹁
倫
理
修
養
﹂
を
唱

道
す
る
動
向
に
対
し
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

（
こ
れ
ら
の
主
張
に
は
（
単
に
実
践
躬
行
の
個
条
を
臚
列
し
た
る
も
の
多
く
︑

そ
の
実
践
躬
行
主
義
の
由
り
て
出
づ
る
本
源
に
至
り
て
は
余
り
深
遠
な
る

考
察
を
も
費
や
し
を
ら
ざ
る
も
の
な
れ
ば
︑
吾
人
は
尚
之
れ
の
み
に
て
は

隔
靴
搔
痒
の
感
無
き
能
は
ざ
る
も
の
な
り
︑
必
ず
や
何
等
か
根
本
的
に
一

切
の
倫
理
道
徳
の
実
践
躬
行
は
皆
其
同
一
淵
源
よ
り
混
々
と
し
て
湧
出
し

来
た
る
の
一
大
主
義
の
樹
立
︑
即
ち
健
全
な
る
信
念
の
確
立
を
期
待
し
て

止
む
能
は
ざ
る
も
の
と
す（

（（
（

　
か
く
し
て
加
藤
は
︑
同
時
代
の
修
養
論
で
﹁
実
践
躬
行
﹂
の
方
法
が
多
く
提

示
さ
れ
る
が
︑
そ
も
そ
も
修
養
を
求
め
る
内
面
的
な
動
機
が
欠
け
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
意
識
し
た
上
で
︑﹁
健
全
な
る
信
念
﹂
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
わ

け
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
信
仰
﹂
を
中
心
に
据
え
た
彼
の
修
養
論
は
︑
新
仏

教
徒
の
立
場
を
貫
い
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
オ
リ
オ

ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑﹁
他
力
﹂
の
伝
統
を
持
つ
真
宗
系
仏
教

者
は
︑
修
行
な
ど
身
体
的
行
為
と
簡
単
に
結
び
付
く
修
養
と
向
き
合
う
に
際
し
︑

﹁
信
仰
﹂
に
よ
る
修
養
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
案
出
し
た（

（（
（

︒
真
宗
的
な
雰
囲
気

の
中
で
育
っ
た
加
藤
も
︑﹁
健
全
な
る
信
仰
﹂
を
軸
と
し
て
修
養
の
方
法
を
論
じ
︑

あ
る
べ
き
道
徳
宗
教
を
構
想
し
た
と
い
え
る
︒

　
本
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
︑
一
八
九
〇
年
代
に
展
開
し
た
比
較
宗
教
学
と
一

九
〇
〇
年
代
前
後
の
宗
教
学
は
︑
宗
教
進
化
論
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
宗
教
類
型

論
に
よ
り
理
想
的
な
宗
教
の
構
築
を
図
っ
た
︒
そ
し
て
新
仏
教
徒
で
あ
る
加
藤

の
議
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
道
徳
的
な
宗
教
を
探
求
す
る
過
程
で
︑
修
養
の

方
法
が
﹁
宗
教
﹂
の
特
徴
と
関
わ
る
か
た
ち
で
模
索
さ
れ
た
︒
加
藤
は
﹁
信
仰
﹂

に
よ
る
修
養
を
提
唱
し
た
が
︑
次
節
以
降
で
は
姉
崎
の
宗
教
学
に
お
け
る
﹁
信

仰
﹂
と
﹁
儀
礼
﹂
を
扱
い
︑
姉
崎
が
い
か
な
る
修
養
論
を
提
示
し
た
か
を
考
察

す
る
︒第

二
節

　 ﹃
宗
教
学
概
論
﹄
に
お
け
る
﹁
信
仰
﹂
と
﹁
儀
礼
﹂

　
本
節
で
は
︑
ま
ず
﹃
宗
教
学
概
論
﹄
の
出
版
ま
で
の
姉
崎
の
生
涯
を
簡
潔
に

紹
介
し
︑
そ
し
て
姉
崎
の
議
論
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
彼
が
い
か
に
比

較
宗
教
学
の
立
場
を
批
判
的
に
継
承
し
︑
ま
た
彼
の
宗
教
学
で
は
﹁
信
仰
﹂
と

﹁
儀
礼
﹂
の
語
り
が
い
か
に
錯
綜
し
て
い
る
か
を
検
討
す
る
︒

　
姉
崎
は
︑
一
八
七
三
年
に
京
都
府
下
京
区
に
あ
る
真
宗
仏
光
寺
の
絵
所
で
生

ま
れ
た（

（（
（

︒
一
八
八
一
年
︑
八
歳
に
し
て
父
を
失
っ
た
︒
一
八
八
四
年
頃
か
ら
︑

川
端
仁
王
門
に
あ
る
劉
家
塾
で
漢
学
を
習
い
︑
ま
た
︑
近
代
日
本
に
お
け
る
神

智
学
の
導
入
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
平
井
金
三
（
一
八
五
九
︱
一
九
一
六
（

の
オ
リ
エ
ン
タ
ル
ホ
ー
ル
で
学
び
は
じ
め
た
︒
一
八
九
三
年
︑
姉
崎
は
帝
国
大
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学
文
科
大
学
哲
学
科
に
入
学
し
︑
そ
の
後
に
文
壇
で
足
跡
を
残
し
た
高
山
樗
牛

（
一
八
七
一
︱
一
九
〇
二
（
や
幸
田
露
伴
（
一
八
六
七
︱
一
九
四
七
（︑
泉
鏡
花
（
一

八
七
三
︱
一
九
三
九
（
の
知
己
を
得
た
︒
ま
た
︑
先
述
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
時
期

に
は
井
上
哲
次
郎
の
﹁
比
較
宗
教
及
東
洋
哲
学
﹂
を
受
講
し
た
こ
と
が
あ
る
︒

一
八
九
六
年
︑
姉
崎
は
帝
国
大
学
文
科
大
学
を
卒
業
し
た
︒
一
八
九
六
年
九
月
︑

一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
で
演
説
し
た
釈
宗
演
（
一
八
六
〇
︱
一

九
一
九
（
な
ど
が
組
織
し
た
宗
教
家
懇
談
会
に
雑
誌
﹃
太
陽
﹄
の
記
者
と
し
て

出
席
し
︑
そ
し
て
こ
の
時
期
に
は
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
そ
の
機
関
誌
の
編
集
に
関

わ
っ
て
い
た
岸
本
と
比
較
宗
教
学
会
の
創
立
を
図
り
︑
一
一
月
に
は
第
一
回
比

較
宗
教
学
会
を
開
い
た
︒

　
か
く
し
て
比
較
宗
教
学
の
研
究
に
力
を
注
い
だ
姉
崎
で
あ
る
が
︑
例
え
ば
一

八
九
六
年
に
浄
土
宗
高
等
学
院
で
﹁
宗
教
学
﹂
を
開
講
す
る
な
ど
︑﹁
宗
教
学
﹂

を
も
念
頭
に
置
い
て
い
た
︒﹃
宗
教
学
概
論
﹄
も
︑
姉
崎
が
東
京
専
門
学
校
で
講

演
し
た
記
録
で
あ
る
﹃
比
較
宗
教
学
﹄
の
内
容
を
充
実
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
姉
崎
は
比
較
宗
教
学
の
知
識
や
方
法
を
吸
収
し
︑
そ
れ
を
踏
ま
え
つ

つ
も
︑
意
識
的
に
従
来
の
比
較
宗
教
学
と
は
異
な
る
か
た
ち
で
の
﹁
宗
教
学
﹂

を
構
想
し
た
︒
一
九
〇
〇
年
︑
姉
崎
は
﹃
宗
教
学
概
論
﹄
を
出
版
し
︑
文
部
省

留
学
生
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
出
発
し
︑
一
九
〇
三
年
に
帰
国
し
た
︒
一
九

〇
五
年
三
月
︑
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
に
宗
教
学
講
座
が
開
設
さ
れ
︑
姉
崎

は
そ
の
初
代
教
授
と
な
っ
た
︒

　
姉
崎
は
比
較
宗
教
学
の
流
行
と
い
う
雰
囲
気
の
中
で
自
ら
の
﹁
宗
教
学
﹂
の

構
築
に
着
手
し
た
が
︑
各
宗
教
の
﹁
具
象
的
な
把
握
﹂
に
物
足
り
な
さ
を
覚
え
︑

宗
教
を
﹁
す
べ
て
の
人
間
に
通
底
す
る
意
識
の
現
わ
れ
﹂
と
捉
え
る
こ
と
に
よ

り
︑
固
有
な
領
域
と
し
て
の
﹁
宗
教
﹂
を
確
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る（

（（
（

︒
こ
の
意

味
で
﹃
宗
教
学
概
論
﹄
は
︑
姉
崎
の
初
期
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
り
︑
ま
た
日

本
の
宗
教
研
究
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
そ
し

て
そ
こ
に
は
︑﹁
宗
教
学
者
﹂
の
立
場
と
生
家
の
真
宗
の
影
響
が
と
も
に
読
み
取

れ
る
︒
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
姉
崎
が
﹁
科
学
﹂
と
し
て
の
﹁
宗
教
学
﹂
の

性
格
を
強
調
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
彼
が
従
来
の
﹁
比
較
宗
教
学
﹂
と
は
峻
別
さ

れ
る
領
域
と
し
て
﹁
宗
教
学
﹂
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
は
︑
次
の
記
述
か
ら
窺

わ
れ
る
︒

而
し
て
宗
教
の
科
学
的
研
究
は
︑
古
来
の
宗
教
教
会
の
討
究
と
新
文
運
の

事
実
蒐
集
比
較
研
究
と
に
依
り
て
養
成
せ
ら
れ
︑
今
や
一
切
宗
教
の
現
象

よ
り
帰
納
し
来
り
て
︑
之
が
統
一
研
究
を
目
的
と
す
る
宗
教
学
な
る
新
学

科
は
︑
幾
多
の
反
対
あ
る
に
係
ら
ず
し
て
︑
諸
学
者
の
希
望
し
企
図
す
る

所
と
な
れ
り（

（（
（

　
こ
の
よ
う
に
︑
姉
崎
は
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
（Friedrich M

ax M
üller 

一
八

二
三
︱
一
九
〇
〇
（
に
そ
の
代
表
的
な
例
を
見
る
比
較
宗
教
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ

︱
︱
諸
宗
教
の
現
象
を
集
め
︑﹁
比
較
﹂
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
る
と
姉
崎
は
主
張

し
て
い
る
︱
︱
よ
り
も
︑﹁
一
般
に
宗
教
の
特
質
及
発
達
を
明
に
す
る
宗
教
学



134

（Religionsw
issenschaft, Science of religion

（﹂
と
い
う
客
観
的
な
立
場
を
主
張
す

る
﹁
学
問
﹂
の
領
域
に
可
能
性
を
見
出
し
た（

（（
（

︒

　
さ
て
︑
二
〇
世
紀
転
換
期
か
ら
﹁
個
﹂
の
存
在
を
意
識
し
た
信
仰
言
説
が
広

ま
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
き
た
が
︑
同
時
期
の
儀
礼
論
も
︑
例
え
ば
新
仏
教

徒
同
志
会
の
機
関
誌
た
る
﹃
新
仏
教
﹄
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑﹁
個
﹂
と
の
関
連

性
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
そ
し
て
そ
こ
で
は
宗
教
の
進
歩
主
義
的
な
段
階

論
に
基
づ
き
︑
従
来
の
﹁
形
式
的
﹂
な
﹁
儀
礼
﹂
が
当
時
の
時
代
に
適
合
し
て

い
な
い
も
の
と
し
て
批
判
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る（

（1
（

︒
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
︑

姉
崎
は
ど
う
し
て
︑
そ
し
て
い
か
に
﹁
儀
礼
﹂
を
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
︑
自

ら
の
﹁
宗
教
学
﹂
の
体
系
に
組
み
込
も
う
と
し
た
か
︒

　
姉
崎
の
﹃
宗
教
学
概
論
﹄
は
﹁
宗
教
心
理
学
﹂︑﹁
宗
教
倫
理
学
﹂︑﹁
宗
教
社

会
学
﹂︑﹁
宗
教
病
理
学
﹂
か
ら
な
っ
て
お
り
︑﹁
信
仰
﹂
と
﹁
儀
礼
﹂
が
中
心
的

に
叙
述
さ
れ
た
部
分
は
第
二
部
に
あ
た
る
﹁
宗
教
倫
理
学
﹂
に
お
い
て
で
あ
る
︒

姉
崎
は
﹁
宗
教
学
﹂
の
範
囲
を
説
明
す
る
に
際
し
︑﹁
宗
教
﹂
の
﹁
心
的
機
能
﹂︑

﹁
社
会
的
発
表
﹂︑﹁
歴
史
的
発
達
﹂
を
観
察
し
︑
そ
れ
ら
を
﹁
統
一
的
﹂
に
捉
え
︑

﹁
普
遍
の
特
性
理
法
﹂
を
追
求
す
る
こ
と
を
宗
教
学
者
の
要
務
と
し
て
い
る（

（（
（

︒

﹁
宗
教
倫
理
学
﹂
に
関
し
て
も
︑
彼
は
こ
の
三
つ
の
側
面
か
ら
論
じ
て
い
く
︒

﹁
宗
教
倫
理
学
﹂
の
冒
頭
で
︑
姉
崎
は
そ
の
概
要
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︒

宗
教
的
意
識
は
意
志
力
行
と
な
ら
ず
ん
ば
止
ま
ず
︑
此
力
行
な
る
儀
礼
︑

即
宗
教
的
道
徳
は
︑
宗
教
倫
理
学
の
題
目
な
り
︒
儀
礼
に
は
主
我
︑
他
律
︑

自
律
三
種
の
理
想
あ
り
︑
其
理
想
に
達
す
る
方
法
各
異
に
し
て
︑
儀
式
に

重
き
を
置
く
者
︑
神
法
に
重
き
を
置
く
者
︑
徳
行
に
重
き
を
置
く
者
な
り
︒

此
等
儀
礼
は
神
人
融
合
の
必
至
方
法
な
る
が
故
に
︑
之
を
行
ふ
自
然
の
結

果
と
し
て
︑
神
人
融
合
の
実
現
を
希
図
す
る
宗
教
的
団
結
を
生
じ
︑
或
は

国
民
的
宗
教
と
な
り
︑
或
は
普
遍
的
教
会
と
な
る
︒
此
等
は
皆
宗
教
が
意

識
の
事
実
よ
り
行
為
の
事
実
と
な
り
し
者
︑
即
倫
理
学
の
題
目
な
り（

（（
（

　
か
く
し
て
﹁
主
我
﹂
す
な
わ
ち
﹁
儀
式
﹂
に
代
表
さ
れ
る
﹁
儀
礼
﹂
の
理
想
︑

﹁
他
律
﹂
す
な
わ
ち
﹁
神
法
﹂
に
重
き
を
置
い
た
も
の
と
﹁
自
律
﹂
す
な
わ
ち

﹁
徳
行
﹂
を
重
視
す
る
も
の
が
︑
宗
教
に
つ
い
て
の
進
歩
主
義
的
な
発
想
に
よ
っ

て
区
別
さ
れ
る
︒
姉
崎
に
よ
れ
ば
︑﹁
主
我
﹂
の
﹁
儀
礼
﹂
は
人
類
が
﹁
意
欲
感

情
﹂
を
﹁
天
然
の
偉
力
﹂
に
投
影
さ
せ
︑
そ
れ
を
﹁
畏
怖
し
又
信
頼
す
る
﹂
段

階
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
多
く
が
﹁
自
家
の
満
足
﹂
を
求
め

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒
そ
し
て
﹁
主
我
﹂
か
ら
﹁
他
律
﹂
に
進
歩
し
た
﹁
儀

礼
﹂
は
︑﹁
神
法
﹂
に
﹁
服
従
﹂
し
︑﹁
神
意
と
我
と
の
調
和
し
た
る
状
態
﹂
を

保
つ
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹁
自
律
﹂
の
段
階
で
は
︑

﹁
専
制
﹂
し
て
い
た
神
が
﹁
賢
明
正
義
﹂
と
な
り
︑﹁
良
心
道
徳
﹂
の
進
歩
が
﹁
宇

宙
秩
序
の
協
力
増
進
﹂
と
﹁
自
己
人
格
の
向
上
醇
化
﹂
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
︑

﹁
見
性
仏
化
若
く
は
神
意
発
現
﹂
に
導
く
も
の
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る（

（（
（

︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
姉
崎
は
﹁
宗
教
の
発
達
﹂
と
い
う
発
想
に
基
づ
き
︑﹁
主
我
主

義
﹂
か
ら
﹁
他
律
主
義
﹂
へ
︑
そ
し
て
最
終
的
に
は
﹁
自
律
主
義
﹂
へ
と
到
達
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す
る
と
い
う
﹁
儀
礼
﹂
の
段
階
を
説
い
て
い
る
︒
ま
た
姉
崎
に
よ
れ
ば
︑﹁
主
我

主
義
﹂
の
﹁
儀
礼
﹂
は
﹁
個
人
的
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
神
が
﹁
天
然
的
に
交
替
神

教
或
は
多
神
教
﹂
で
あ
る
︒﹁
他
律
主
義
﹂
の
﹁
儀
礼
﹂
は
﹁
国
家
的
民
族
的
﹂

で
あ
り
︑
そ
の
神
は
﹁
守
護
神
或
は
祖
神
の
主
要
な
る
者
を
中
心
と
す
る
統
一

的
多
神
教
﹂
で
あ
る
︒﹁
自
律
主
義
﹂
は
﹁
国
民
的
唯
一
神
教
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ

故
に
そ
の
神
は
﹁
普
遍
的
唯
一
神
﹂︑﹁
万
有
単
一
神
教
﹂
で
あ
る（

（（
（

︒
か
く
し
て

異
な
る
動
機
と
対
象
︑
方
法
を
持
つ
﹁
儀
礼
﹂
が
一
つ
の
体
系
の
中
で
位
置
付

け
ら
れ
て
い
る
︒

　
姉
崎
に
よ
る
と
︑﹁
儀
礼
﹂
は
﹁
信
仰
﹂
と
の
相
互
作
用
に
よ
り
神
人
関
係
で

機
能
す
る
と
い
う
︒
具
体
的
に
は
︑
姉
崎
は
﹁
宗
教
的
意
識
は
自
己
中
心
的
方

面
と
之
が
結
果
に
し
て
而
も
反
対
の
動
機
た
る
神
格
委
托
の
方
面
と
の
二
面
あ

り
﹂
と
述
べ
︑﹁
此
二
面
は
意
志
に
現
れ
て
︑
自
己
主
張
と
服
従
と
な
る
が
故
に
︑

其
行
動
発
表
た
る
儀
礼
亦
常
に
此
二
方
面
を
包
括
し
︑
二
方
面
の
動
機
を
有
し
︑

其
手
段
と
し
て
行
は
る
﹂
と
し
て
い
る（

（（
（

︒
そ
し
て
﹁
人
間
自
ら
は
其
儀
礼
祭
儀

の
壮
大
に
接
し
て
︑
愈
神
力
の
宏
大
な
る
を
感
覚
的
に
印
象
せ
ら
れ
︑
其
場
の

光
景
に
依
り
て
一
層
信
仰
熱
情
を
増
進
す
る
な
り
﹂
と
論
じ
て
い
る
こ
と
か
ら

窺
わ
れ
る
よ
う
に（

（（
（

︑
姉
崎
に
と
っ
て
﹁
儀
礼
﹂
や
﹁
祭
儀
﹂
は
も
と
も
と
自
ら

の
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
神
に
祈
る
行
為
で
あ
る
が
︑﹁
神
力
﹂
を
実
際
に
知
り
︑

感
じ
る
こ
と
に
よ
り
﹁
信
仰
﹂
が
ま
す
ま
す
篤
く
な
る
と
い
う
二
つ
の
ベ
ク
ト

ル
が
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
︒
こ
こ
で
は
︑﹁
信
仰
﹂
と
﹁
儀
礼
﹂
が
影
響
し

合
う
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
姉
崎
は
﹁
儀

礼
﹂
の
性
質
が
こ
う
し
た
神
人
関
係
の
二
つ
の
側
面
か
ら
由
来
す
る
こ
と
を
説

き
︑﹁
儀
礼
﹂
を
通
し
て
神
の
大
い
な
る
こ
と
を
感
得
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
神
へ

の
﹁
信
仰
熱
情
﹂
も
高
ま
る
と
い
う
論
理
を
立
て
︑﹁
儀
礼
﹂
そ
の
も
の
を
積
極

的
に
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
る（

（（
（

︒
そ
し
て
姉
崎
は
﹁
儀
礼
は
神
的
冥

想
を
獲
得
す
る
の
機
関
た
る
の
み
な
ら
ず
︑
其
必
然
的
媒
介
︑
必
至
の
規
定
即

神
人
の
結
合
力
実
力
に
し
て
︑
儀
礼
其
物
が
理
想
到
達
の
力
を
有
す
る
を
信

ず
﹂
と
も
述
べ
て
い
る（

（（
（

︒
こ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
︑
姉
崎
に
と
っ
て
﹁
儀

礼
﹂
は
単
に
目
的
に
達
成
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
（﹁
方
便
﹂（
で
は
な
く
︑
そ

れ
自
体
が
直
接
的
に
﹁
宗
教
的
意
識
﹂
の
表
れ
で
あ
り
︑
宗
教
的
な
﹁
理
想
﹂

に
必
要
な
も
の
で
あ
る
︒

　
上
述
し
た
よ
う
に
︑
姉
崎
は
﹁
信
仰
﹂
と
﹁
儀
礼
﹂
を
と
も
に
﹁
宗
教
的
意

識
﹂
の
表
明
で
あ
る
と
し
︑
両
者
の
相
互
作
用
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
し

て
﹁
主
我
主
義
﹂︑﹁
他
律
主
義
﹂︑﹁
自
律
主
義
﹂
を
以
て
﹁
宗
教
﹂
を
分
類
し
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
儀
礼
﹂
を
説
い
て
い
る
が
︑
そ
こ
で
修
養
概
念
が
﹁
宗
教
学
﹂

の
文
脈
で
登
場
し
て
く
る
︒
次
節
で
は
︑﹃
宗
教
学
概
論
﹄
に
お
け
る
﹁
修
養
﹂

の
語
り
方
に
着
目
し
︑
そ
の
視
角
よ
り
姉
崎
の
﹁
宗
教
学
﹂
の
再
検
討
を
試
み

た
い
︒
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第
三
節

　 

姉
崎
正
治
の
修
養
論 

︱
︱
主
我
主
義
・
他
律
主
義
・
自
律
主
義
を
め
ぐ
っ
て

　
本
節
で
は
︑﹃
宗
教
学
概
論
﹄
と
同
時
期
に
お
け
る
﹁
修
養
﹂
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
考
察
す
る
︒
そ
れ
は
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
姉
崎
に
と
っ
て
﹁
儀
礼
﹂

が
﹁
宗
教
的
意
識
﹂
の
表
れ
で
あ
る
と
同
時
に
︑﹁
宗
教
的
道
徳
﹂
の
涵
養
に
導

く
た
め
の
重
要
な
手
段
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒

　﹃
宗
教
学
概
論
﹄
に
お
け
る
﹁
主
我
主
義
﹂︑﹁
他
律
主
義
﹂︑﹁
自
律
主
義
﹂
の

﹁
修
養
﹂
が
い
か
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
︑
ま
ず
姉
崎
に
よ
れ
ば
︑

﹁
主
我
主
義
﹂
で
は
﹁
道
徳
を
修
練
す
る
を
要
せ
ず
﹂︑﹁
儀
礼
の
修
練
﹂（
例
え

ば
﹁
供
犠
祈
祷
讃
歌
﹂（
が
あ
る
の
み
で
あ
る（

（（
（

︒﹁
他
律
主
義
﹂
で
は
﹁
道
徳
の
修

練
は
入
聖
式
と
法
律
確
守
と
の
二
点
﹂
に
あ
る
が
︑﹁
法
律
確
守
﹂
に
も
神
へ
の

﹁
信
頼
服
従
﹂
が
必
要
で
あ
る
︒﹁
自
律
主
義
﹂
に
つ
い
て
︑
姉
崎
は
﹁
其
道
徳

養
修
の
第
一
動
機
は
外
よ
り
受
く
る
戒
命
受
礼
に
あ
ら
ず
し
て
︑
自
ら
の
心
情

が
自
ら
宗
教
中
の
罪
人
た
る
を
意
識
し
︑
罪
悪
を
脱
し
て
道
徳
を
増
進
せ
ん
と

憤
励
す
る
を
以
て
︑
其
初
の
入
門
と
な
す
﹂
と
し
て
い
る（

（1
（

︒

　
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
︑﹁
自
律
主
義
﹂
の
﹁
修
養
﹂
の
具
体
的
な
事
例
と

し
て
︑
姉
崎
が
﹁
念
仏
﹂
の
実
践
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
彼
は
次
の
よ

う
に
論
じ
て
い
る
︒

仏
者
は
之
を
仏
摂
取
の
光
明
に
摂
せ
ら
れ
て
善
行
に
進
む
と
観
じ
︑
念
仏

三
昧
（
念
仏
と
は
仏
名
を
唱
ふ
る
の
み
に
あ
ら
ず
︑
一
心
に
仏
を
信
じ
て

之
に
帰
命
委
托
す
る
な
り
の
（
帰
命
修
善
と
な
し
︑
基
督
教
に
あ
り
て
は

神
の
恩
寵
に
依
り
て
善
道
に
進
む
者
と
信
じ
︑
神
に
依
属
し
て
の
修
善
に

し
て
︑
救
済
を
来
ら
し
む
る
信
仰
（fides salvifica

（
を
以
て
善
を
行
ふ
な
り（

（（
（

　
こ
の
記
述
か
ら
︑
姉
崎
が
幼
少
期
か
ら
薫
陶
を
受
け
た
真
宗
の
影
響
が
窺
わ

れ
る
が
︑
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
の
は
︑﹁
念
仏
﹂
が
単
な
る
﹁
仏
名
を
唱
ふ
る
﹂

と
い
う
行
為
の
み
な
ら
ず
︑﹁
帰
命
委
托
﹂
と
﹁
一
心
に
仏
を
信
じ
る
﹂
と
い
う

内
面
的
な
動
機
付
け
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ

で
は
仏
教
の
﹁
念
仏
三
昧
﹂
と
キ
リ
ス
ト
教
の
﹁
信
仰fides salvifica

﹂
が
と
も

に
﹁
自
律
的
道
徳
﹂
の
領
域
に
入
る
も
の
と
さ
れ
︑
宗
教
間
の
垣
根
を
越
え
た

﹁
宗
教
的
意
識
﹂
の
レ
ベ
ル
で
そ
の
同
一
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
も
︑
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

　
こ
こ
で
は
︑﹃
宗
教
学
概
論
﹄
で
は
﹁
個
﹂
の
﹁
儀
礼
﹂
の
み
な
ら
ず
︑
そ
れ

と
は
区
別
さ
れ
る
﹁
社
会
﹂
の
﹁
儀
礼
﹂
が
や
や
異
な
る
視
角
か
ら
論
じ
ら
れ
︑

そ
の
意
義
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
少
し
触
れ
て
み
た
い
︒
姉
崎
は
念
仏

の
よ
う
な
﹁
自
律
主
義
﹂
の
儀
礼
を
﹁
個
﹂
の
修
養
の
枠
組
み
で
語
る
こ
と
が

多
く
︑
そ
し
て
こ
う
し
た
儀
礼
の
意
義
を
普
遍
性
に
お
い
て
見
出
し
て
い
る
︒

他
方
で
︑
彼
は
社
会
的
な
儀
礼
に
も
目
を
配
り
︑
そ
れ
に
つ
い
て
は
︑﹁
主
我
主

義
﹂（
祭
祀
︑
供
物
な
ど
（
と
﹁
他
律
主
義
﹂（﹃
旧
約
聖
書
﹄
で
説
か
れ
る
よ
う
な
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神
法
へ
の
服
従
︑
禁
欲
主
義
な
ど
（
の
儀
礼
の
範
囲
を
重
ね
な
が
ら
扱
い
︑
そ
れ

ら
の
儀
礼
が
﹁
社
会
的
団
結
﹂
の
基
礎
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
︒
と
く
に

﹁
他
律
主
義
﹂
を
中
心
と
す
る
宗
教
を
﹁
社
会
の
団
結
と
相
互
扶
植
せ
る
国
民
的

宗
教
﹂
と
し（

（（
（

︑
積
極
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
︒

　
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
︑
姉
崎
は
﹁
信
仰
﹂
と
﹁
儀
礼
﹂
の
結
び
付
き
に

よ
る
﹁
自
律
主
義
﹂
の
修
養
法
を
勧
め
︑
そ
し
て
﹁
自
律
的
道
徳
﹂
を
修
養
の

一
つ
の
到
達
点
と
し
て
い
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
内
面
的
な
状
態
と
外
面
的
な
実

践
が
調
和
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
姉
崎
が
構
想
し
た
理
想
的
な
宗
教
が
あ
る
と

い
え
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
人
間
の
﹁
心
﹂
と
﹁
身
体
﹂
の
相
互
作
用
を
強
調
し
︑
こ

の
二
つ
の
側
面
か
ら
の
修
養
法
を
提
唱
す
る
こ
と
は
︑
明
治
後
期
か
ら
の
修
養

書
ブ
ー
ム
で
代
表
的
な
一
人
で
あ
る
加
藤
咄
堂
（
一
八
七
〇
︱
一
九
四
九
（
の
議

論
に
そ
の
一
つ
の
典
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
る（

（（
（

︒
加
藤
は
そ
の
大
著
で
あ
る

﹃
修
養
論
﹄
で
︑﹁
修
養
﹂
に
お
け
る
﹁
身
体
﹂
と
﹁
精
神
﹂（﹁
身
心
﹂（
に
つ
い

て
︑
二
元
論
的
対
立
を
避
け
︑
そ
の
関
連
性
を
説
い
て
い
る
︒
そ
し
て
﹁
殊
に

其
の
修
養
す
る
所
︑
人
格
全
般
に
亘
る
が
故
に
︑
唯
だ
其
の
目
的
と
す
る
所
心

田
耕
耘
の
一
面
に
存
せ
ず
し
て
別
に
身
体
訓
練
の
一
面
あ
り
﹂
と
︑﹁
心
田
耕

耘
﹂
と
﹁
身
体
訓
練
﹂
を
と
も
に
行
う
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
︒

そ
の
た
め
加
藤
も
︑
姉
崎
が
﹁
他
律
主
義
﹂
の
表
れ
と
し
て
い
る
︑﹁
身
体
を
悪

視
し
て
苦
行
禁
欲
︑
食
を
断
ち
体
を
虐
げ
︑
以
て
精
神
の
慰
安
を
求
め
ん
﹂
と

す
る
修
養
法
を
﹁
邪
道
﹂
と
し
て
批
判
を
加
え
て
い
る（

（（
（

︒
し
か
し
︑
例
え
ば
加

藤
が
﹁
修
養
の
第
一
歩
は
之
れ
を
獣
と
離
れ
ざ
る
身
体
に
置
く
も
︑
修
養
の
根

底
は
之
れ
を
神
に
向
ふ
べ
き
精
神
に
置
か
れ
ざ
る
ベ
か
ら
ず
﹂
と
述
べ
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
︑
彼
に
お
い
て
は
﹁
身
体
﹂
の
鍛
錬
は
あ
く
ま

で
も
﹁
精
神
﹂
の
﹁
修
養
﹂
に
向
か
う
一
段
階
に
す
ぎ
な
い（

（（
（

︒
こ
こ
で
は
︑﹁
獣
﹂

の
行
動
と
は
異
な
ら
な
い
身
体
的
行
為
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
り
︑

最
終
的
に
は
﹁
精
神
﹂
の
向
上
が
図
ら
れ
て
い
る
︒

　
こ
う
し
た
﹁
心
﹂
と
﹁
身
体
﹂
の
捉
え
方
の
背
景
に
は
︑
同
時
期
に
お
け
る

心
理
学
の
成
立
と
展
開
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
側
面
で
あ
る
︒

深
澤
英
隆
は
︑
姉
崎
が
構
築
し
た
﹁
宗
教
学
﹂
で
は
︑﹁
心
理
（
学
（
主
義
﹂
の

要
素
が
存
在
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る（

（（
（

︒
ま
た
︑
加
藤
玄
智
の
宗
教
学
に
お

い
て
も
︑
心
理
学
的
な
知
見
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
︑
す
で
に

見
た
通
り
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
一
九
〇
〇
年
代
に
お
け
る
心
理
学
の
先
駆
的

な
人
物
で
あ
り
︑
一
八
八
八
年
に
ア
メ
リ
カ
留
学
か
ら
帰
国
し
︑
帝
国
大
学
文

科
大
学
で
﹁
精
神
物
理
学
﹂
と
い
う
名
の
も
と
で
講
義
を
始
め
た
元
良
勇
次
郎

の
修
養
論
を
取
り
上
げ
る
︒
そ
し
て
そ
こ
で
は
﹁
心
﹂
と
﹁
身
体
﹂
が
い
か
に

把
握
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る（

（（
（

︒

　
元
良
は
︑
宗
教
に
対
し
て
公
的
な
発
言
を
控
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
宗

教
に
対
す
る
元
良
の
立
場
に
お
い
て
は
︑
碧
海
寿
広
が
端
的
に
指
摘
し
た
よ
う

に
︑
個
別
の
宗
教
的
伝
統
や
信
仰
の
特
色
よ
り
も
︑﹁
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
体
験
の

特
別
さ
を
︑
人
間
の
心
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
種
に
還
元
﹂
す
る
こ
と
に
重
き
が

置
か
れ
て
い
る（

（（
（

︒
こ
う
し
た
立
場
は
︑
姉
崎
の
﹃
宗
教
学
概
論
﹄
の
第
一
部
﹁
宗

教
心
理
学
﹂
の
議
論
と
も
共
通
性
を
有
す
る
︒
具
体
的
に
は
︑
姉
崎
は
岸
本
と
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同
じ
よ
う
に
﹁
生
活
欲
﹂
を
﹁
宗
教
的
意
識
﹂
の
﹁
中
心
原
動
力
﹂
と
し
︑
そ

の
欲
求
の
﹁
対
象
﹂
に
は
制
限
が
な
く
︑
し
た
が
っ
て
そ
の
欲
求
に
応
じ
る
﹁
心

機
能
の
活
動
﹂
も
無
制
限
で
あ
る
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
る（

（（
（

︒

　
元
良
は
一
九
〇
八
年
に
﹁
心
理
学
上
よ
り
見
た
る
品
性
の
修
養
﹂
を
発
表
し（

（1
（

︑

﹁
心
﹂
の
活
動
と
﹁
生
理
的
活
動
﹂
と
の
関
連
性
を
論
じ
て
い
る
︒
彼
に
よ
れ
ば
︑

﹁
心
の
活
動
︑
特
に
意
志
や
高
等
な
情
緒
を
練
習
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
身
体
の
他
の

部
分
に
も
変
化
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
﹂
る
が（

（（
（

︑
そ
の
半
面
と
し
て
﹁
各
機
関

は
や
は
り
元
始
的
な
動
物
と
同
じ
で
︑
生
理
的
活
動
と
当
時
に
無
意
識
感
情
の

よ
う
な
あ
る
種
の
心
的
活
動
を
し
て
い
る
﹂
と
い
う（

（（
（

︒
こ
の
よ
う
に
︑
元
良
は

当
時
の
心
理
学
の
枠
組
み
に
基
づ
き
な
が
ら
︑﹁
心
﹂
に
属
す
る
内
面
的
活
動
と

身
体
的
行
為
を
区
別
し
つ
つ
も
︑
そ
の
相
互
作
用
を
重
要
な
研
究
対
象
と
し
て

い
る
︒
そ
し
て
こ
う
し
た
相
互
作
用
が
︑﹁
修
養
﹂
の
文
脈
で
探
究
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
︑
当
時
の
修
養
論
に
お
け
る
﹁
心
﹂
と
﹁
身
体
﹂
の
捉
え
方
の
可
能
性

を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
元
良
が
提
唱
し
た
修
養
法
も
︑﹁
心
﹂
と
﹁
身

体
﹂
の
統
合
に
よ
る
﹁
修
養
﹂
へ
の
試
み
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

そ
れ
は
︑
本
節
で
検
討
し
た
姉
崎
の
学
問
的
営
為
︱
︱
す
な
わ
ち
﹁
信
仰
﹂
と

﹁
儀
礼
﹂
の
相
互
作
用
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
歴
史
的
に
説
明
し
︑
そ
の
結
び
付
き
と

し
て
の
実
践
を
最
も
優
れ
て
い
る
修
養
法
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
︱
︱
と
共
通

性
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
︒

　
本
節
で
論
じ
た
通
り
︑
姉
崎
は
﹁
主
我
主
義
﹂︑﹁
他
律
主
義
﹂︑﹁
自
律
主
義
﹂

と
い
う
宗
教
に
関
す
る
進
歩
主
義
的
な
発
想
に
よ
る
段
階
論
に
基
づ
き
つ
つ
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
修
養
法
を
提
示
し
て
い
る
︒
そ
し
て
姉
崎
は
﹁
信
仰
﹂
と
﹁
儀
礼
﹂

の
結
び
付
き
と
し
て
︑﹁
自
律
主
義
﹂
の
道
徳
に
理
想
的
な
宗
教
を
見
出
し
た
︒

ま
た
︑﹁
心
﹂
と
﹁
身
体
﹂
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
修
養
の
方
法
を
模
索
す
る
試

み
は
︑
加
藤
咄
堂
と
元
良
の
議
論
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
︑﹁
信
仰
﹂
と

﹁
儀
礼
﹂
の
統
合
に
よ
る
﹁
修
養
﹂
を
提
唱
し
て
い
る
姉
崎
の
議
論
を
同
時
代
の

コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
を
試
み
た
︒﹁
信
仰
﹂
と
﹁
儀
式
﹂
を

表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
姉
崎
の
﹁
宗
教
学
﹂
は
︑﹁
一
切
の
道
徳
を
宗

教
的
と
見
得
る
と
共
に
︑
又
総
て
超
宗
教
的
と
も
な
り
得
べ
し
﹂
と
い
う
言
葉

に
端
的
に
表
さ
れ
る
よ
う
に（

（（
（

︑﹁
修
養
﹂
と
い
う
﹁
超
宗
教
的
﹂
な
領
域
と
結
び

付
い
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

　
以
上
︑
本
稿
で
は
宗
教
学
の
成
立
の
前
史
的
段
階
で
あ
る
比
較
宗
教
学
の
流

行
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
姉
崎
正
治
の
﹃
宗
教
学
概
論
﹄
に
お
け
る
﹁
信
仰
﹂
と
﹁
儀

礼
﹂
の
交
錯
と
い
う
問
題
︑
そ
し
て
姉
崎
の
儀
礼
論
と
同
時
期
の
﹁
修
養
﹂
の

枠
組
み
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
︑
次
の
よ
う
な
こ
と
を
解
明
し
た
︒

　
第
一
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
︑
一
八
九
〇
年
代
の
比
較
宗
教
学
か
ら
一
九
〇

〇
年
代
前
後
に
お
け
る
宗
教
学
に
関
す
る
著
作
の
中
で
は
︑
宗
教
を
め
ぐ
る
進

歩
主
義
的
な
発
想
と
い
う
基
本
的
な
枠
組
み
と
︑
そ
れ
に
基
づ
く
道
徳
的
な
宗

教
の
構
築
が
共
通
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
︒
と
り
わ
け
﹁
実
践
躬
行
﹂
に
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重
き
を
置
い
た
﹁
修
養
﹂
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
︑﹁
信
仰
﹂
に
よ
る

﹁
修
養
﹂
を
主
張
し
て
い
る
加
藤
玄
智
は
︑
新
仏
教
徒
の
立
場
か
ら
﹁
外
形
的
﹂

な
儀
式
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
そ
の
内
面
的
な
動
機
を
も
重
視
し
て
い
る
︒

　
第
二
節
と
第
三
節
で
は
︑
近
代
日
本
に
お
け
る
儀
礼
研
究
の
先
駆
者
の
一
人

と
さ
れ
る
姉
崎
に
焦
点
を
当
て
︑
彼
が
﹁
科
学
﹂
と
し
て
の
﹁
宗
教
学
﹂
を
構

築
す
る
過
程
で
︑﹁
宗
教
的
意
識
﹂
の
表
れ
と
し
て
﹁
儀
礼
﹂
を
捉
え
︑
そ
し
て

﹁
信
仰
﹂
と
﹁
儀
礼
﹂
の
相
互
作
用
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
﹁
儀
礼
﹂
を
再
評
価

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
︒
姉
崎
は
﹁
宗
教
の
発
達
﹂
と
い
う
段
階
的
な
説

明
に
よ
り
︑﹁
主
我
主
義
﹂︑﹁
他
律
主
義
﹂︑﹁
自
律
主
義
﹂
の
議
論
を
軸
と
し
て
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
宗
教
的
道
徳
﹂
と
そ
の
﹁
修
養
﹂
の
方
法
を
説
い
て
い
る
︒
し

か
し
︑
と
り
わ
け
彼
は
自
ら
が
理
想
と
し
て
い
る
﹁
自
律
主
義
﹂
で
は
︑﹁
儀

礼
﹂
を
単
な
る
形
式
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
︑
そ
の
動
機
付
け
で
あ
る
内

面
的
な
﹁
信
仰
﹂
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
︒
そ
し
て
姉
崎
が
﹁
信
仰
﹂
と

﹁
儀
礼
﹂
の
結
び
付
き
と
し
て
﹁
念
仏
﹂
の
実
践
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
は
︑
仏

教
の
伝
統
的
な
修
行
が
い
か
に
修
養
の
枠
組
み
で
再
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
を
示

す
一
例
と
し
て
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
︒

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
遊
学
か
ら
帰
国
し
た
姉
崎
は
︑﹃
宗
教
学
概
論
﹄
を
単
な
る
﹁
骨

組
み
﹂︑﹁
骸
骨
﹂
と
反
省
的
に
捉
え
︑
そ
れ
よ
り
も
﹁
自
分
の
頭
脳
は
段
々
に

宗
教
の
骨
組
み
を
作
る
方
を
捨
て
て
︑
肉
や
血
の
︑
実
質
の
方
に
入
っ
た
﹂
と

述
べ
︑
神
秘
主
義
的
な
色
合
い
を
帯
び
た
﹁
宗
教
学
﹂
の
構
築
に
進
ん
で
い
く（

（（
（

︒

し
か
し
︑
本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
︑﹃
宗
教
学
概
論
﹄
は
︑
同
時
期
の
修
養
言

説
の
一
例
と
し
て
見
な
す
こ
と
が
で
き
︑
そ
の
意
味
で
同
時
代
の
社
会
的
・
思

想
的
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
考
察
し
︑
そ
れ
を
位
置
付
け
る
必
要
が
あ
る
と
い
え

る
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
宗
教
学
概
論
﹄
は
﹁
客
観
的
﹂
か
つ
﹁
実
証
的
﹂
な
﹁
宗
教

学
﹂
の
方
法
の
試
み
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
が
︑
同
時
代
の
修
養
言
説
と
問

題
意
識
を
共
有
し
て
い
る
側
面
︱
︱
例
え
ば
︑﹁
超
「
宗
教
」
性
﹂
や
﹁
倫
理
=

宗
教
的
な
理
想
﹂︑﹁
自
発
的
実
践
の
重
視
﹂
な
ど
︱
︱
を
も
有
し
て
い
る
︒﹁
修

養
﹂
に
お
け
る
﹁
儀
礼
﹂
の
語
り
方
に
つ
い
て
本
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
︑
加

藤
玄
智
は
新
仏
教
徒
と
し
て
︑
基
本
的
に
は
新
仏
教
運
動
に
お
け
る
儀
式
／
儀

礼
批
判
に
同
調
し
︑
知
情
意
と
い
う
﹁
心
﹂
の
活
動
に
よ
っ
て
成
立
す
る
﹁
健

全
な
る
信
仰
﹂
を
通
し
て
修
養
の
方
法
を
模
索
し
て
い
る
︒
そ
し
て
姉
崎
は

﹁
儀
礼
﹂
そ
の
も
の
を
﹁
宗
教
的
道
徳
﹂
の
実
践
と
し
て
︑﹁
儀
礼
﹂
と
﹁
信
仰
﹂

と
い
う
内
面
的
な
領
域
と
の
結
び
付
き
に
︑
理
想
的
な
修
養
法
を
見
出
し
て
い

る
︒
こ
う
し
た
初
期
宗
教
学
者
の
試
み
が
示
し
た
よ
う
に
︑
一
九
〇
〇
年
代
前

後
に
お
け
る
﹁
修
養
﹂
と
い
う
あ
い
ま
い
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
︑
宗
教
学
の
鍵
概

念
で
あ
る
﹁
信
仰
﹂
と
﹁
儀
式
﹂
を
再
解
釈
さ
れ
る
方
向
に
導
い
て
い
っ
た
の

で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
姉
崎
ら
の
学
問
的
営
為
は
︑
近
代
日
本
に
お
け
る
﹁
宗

教
﹂
な
る
概
念
の
展
開
を
考
え
る
上
で
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ

う
︒
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注（
（
（ 
宗
教
概
念
に
関
し
て
は
︑
近
年
︑
日
本
国
内
外
か
ら
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
︒
例

え
ば
︑J. Ā

. Josephson, Th
e Invention of Religion in Japan （U

niversity of C
hicago Press, 

（1（（
（︑H

. M
. K

räm
er, Shim

aji M
okurai and the Reconception of Religion and the 

Secular in M
odern Japan （U

niversity of H
aw

aiʻ i Press, （1（（

（
な
ど
に
加
え
︑
日
本
国
内

の
研
究
成
果
と
し
て
は
磯
前
順
一
﹃
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
︱
︱
宗
教
・

国
家
・
神
道
﹄（
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
三
年
（︑
星
野
靖
二
﹃
近
代
日
本
の
宗
教
概
念
︱
︱

宗
教
者
の
言
葉
と
近
代
﹄（
有
志
舎
︑
二
〇
一
二
年
（
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

（
（
（ 

宗
教
概
念
の
視
野
か
ら
近
代
宗
教
学
を
問
い
直
す
研
究
と
し
て
︑
例
え
ば
磯
前
順
一

﹃
宗
教
概
念
あ
る
い
は
宗
教
学
の
死
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
二
年
（
な
ど
が
あ

る
︒

（
（
（ 

磯
前
﹃
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
﹄
参
照
︒

（
（
（ 

亀
山
光
明
﹁
近
代
日
本
の
戒
律
言
説
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
的
な
る
も
の
︱
︱
明
治
中
期

に
お
け
る
釈
雲
照
の
十
善
戒
実
践
論
に
着
目
し
て
﹂（﹃
日
本
研
究
﹄
六
二
集
︑
二
〇
二

一
年
（
参
照
︒

（
（
（ 

星
野
﹃
近
代
日
本
の
宗
教
概
念
﹄
の
第
六
章
﹁
中
西
牛
郎
の
宗
教
論
﹂︑
同
﹁
明
治
中

期
に
お
け
る
「
仏
教
」
と
「
信
仰
」
︱
︱
中
西
牛
郎
の
「
新
仏
教
」
論
を
中
心
に
﹂（﹃
宗

教
学
論
集
﹄
二
九
号
︑
二
〇
一
〇
年
（
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
ま
た
︑
二
〇
世
紀
転

換
期
の
信
仰
論
を
﹁
哲
学
﹂
か
ら
﹁
体
験
﹂
へ
の
転
換
と
し
て
考
察
し
た
も
の
と
し
て

は
碧
海
寿
広
﹃
近
代
仏
教
の
な
か
の
真
宗
︱
︱
近
角
常
観
と
求
道
者
た
ち
﹄（
法
藏
館
︑

二
〇
一
四
年
（
が
あ
る
︒
二
〇
世
紀
転
換
期
の
信
仰
言
説
を
新
仏
教
運
動
の
視
点
か
ら

考
察
し
た
も
の
と
し
て
は
︑
拙
稿
﹁
新
仏
教
の
夜
明
け
︱
︱
境
野
黄
洋
の
信
仰
言
説
と

雑
誌
﹃
新
仏
教
﹄﹂（﹃
近
代
仏
教
﹄
二
七
号
︑
二
〇
二
〇
年
（
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
（
（ 

武
井
謙
悟
﹁
近
代
仏
教
研
究
に
お
け
る
儀
礼
﹂（﹃
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
﹄
五
〇

号
︑
二
〇
一
九
年
（︑
一
七
七
︱
一
七
八
頁
参
照
︒

（
（
（ 

碧
海
寿
広
﹁
儀
礼
と
近
代
仏
教
︱
︱
﹃
新
仏
教
﹄
の
論
説
か
ら
﹂（﹃
近
代
仏
教
﹄
一
六

号
︑
二
〇
〇
九
年
（
参
照
︒

（
（
（ 

武
井
謙
悟
は
︑
近
代
儀
礼
研
究
の
先
駆
者
と
し
て
姉
崎
を
位
置
付
け
た
上
で
︑
姉
崎

以
降
の
儀
礼
研
究
に
つ
い
て
︑
姉
崎
門
下
の
宇
野
円
空
（
一
八
八
五
︱
一
九
四
九
（
が

宗
教
民
族
学
の
枠
組
み
で
儀
礼
を
さ
ら
に
積
極
的
に
主
題
と
し
た
と
述
べ
︑
そ
し
て
宇

野
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
棚
瀬
襄
爾
（
一
九
一
〇
︱
一
九
六
四
（︑
竹
中
信
常
（
一

九
一
三
︱
一
九
九
二
（
が
宗
教
儀
礼
研
究
と
い
う
も
の
を
定
着
さ
せ
た
と
し
て
い
る

（
武
井
﹁
近
代
仏
教
研
究
に
お
け
る
儀
礼
﹂（︒

（
（
（ 

栗
田
英
彦
﹁
明
治
三
〇
年
代
に
お
け
る
「
修
養
」
概
念
と
将
来
の
宗
教
の
構
想
﹂（﹃
宗

教
研
究
﹄
八
九
巻
三
輯
︑
二
〇
一
五
年
（︑
六
九
頁
︒﹁
修
養
﹂
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

成
立
と
展
開
に
つ
い
て
は
︑
例
え
ば
﹁
修
養
﹂
の
起
源
と
︑
そ
の
明
治
期
か
ら
大
正
期

に
か
け
て
の
展
開
を
網
羅
的
に
考
察
し
た
王
成
﹁
近
代
日
本
に
お
け
る
「
修
養
」
概
念

の
成
立
﹂（﹃
日
本
研
究
﹄
二
九
集
︑
二
〇
〇
四
年
（︑﹁
青
年
﹂
に
光
を
当
て
た
和
崎
光

太
郎
﹃
明
治
の
︿
青
年
﹀
︱
︱
立
志
・
修
養
・
煩
悶
﹄（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
七

年
（︑
真
宗
系
の
仏
教
者
に
よ
る
﹁
修
養
﹂
へ
の
取
り
組
み
を
扱
っ
た
オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ

ウ
タ
ウ
﹁
修
養
と
し
て
の
仏
教
︱
︱
村
上
専
精
の
教
育
実
践
と
そ
の
射
程
﹂（
オ
リ
オ

ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
編
﹃
村
上
専
精
と
日
本
近
代
仏
教
﹄
法
藏
館
︑
二
〇
二
一
年
（
な
ど

が
あ
る
︒

（
（1
（ 

例
え
ば
王
成
﹁
近
代
日
本
に
お
け
る
「
修
養
」
概
念
の
成
立
﹂
で
は
︑
丁
酉
倫
理
会

の
﹁
倫
理
修
養
﹂
論
が
扱
わ
れ
て
い
る
︒

（
（（
（ 

磯
前
﹃
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
﹄
の
第
二
部
第
一
章
﹁
宗
教
学
的
言
説

の
位
相
︱
︱
姉
崎
正
治
論
﹂
参
照
︒

（
（（
（ 

一
八
七
〇
年
代
に
お
け
る
﹁
宗
教
学
﹂
の
用
例
と
そ
れ
に
対
す
る
理
解
に
つ
い
て
は
︑

M
ick D

eneckere, “ Shin Buddhist C
ontributions to the Japanese Enlightenm

ent 

M
ovem

ent of the Early （（（1 s”  

（H
ayashi M

akoto, Ō
tani Eiichi, P. L. Sw

anson eds., 

M
odern Buddhism

 in Japan. N
anzan Institute for Religion and C

ulture, （1（（

（
を
参
照

さ
れ
た
い
︒

（
（（
（ 

﹁
自
由
討
究
﹂
と
は
︑
教
権
教
条
に
束
縛
さ
れ
な
い
︑
宗
教
的
伝
統
と
の
新
た
な
向
き

合
い
方
で
あ
る
︒
自
由
キ
リ
ス
ト
教
の
一
派
で
あ
る
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
に
よ
り
提
唱
さ
れ
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た
が
︑
古
河
老
川
（
一
八
七
一
︱
一
八
九
九
（
が
中
心
と
な
り
結
成
さ
れ
た
経
緯
会
か

ら
︑
二
〇
世
紀
転
換
期
の
新
仏
教
運
動
ま
で
の
系
譜
に
連
な
る
青
年
仏
教
徒
に
影
響
を

与
え
た
︒

（
（（
（ 

鈴
木
範
久
﹃
明
治
宗
教
思
潮
の
研
究
︱
︱
宗
教
学
事
始
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九

七
九
年
（
の
第
四
章
﹁
近
代
宗
教
学
の
成
立
﹂
参
照
︒
ま
た
︑
鈴
木
は
︑
姉
崎
の
宗
教

学
が
﹁
研
究
者
﹂
と
﹁
宗
教
者
﹂
と
の
間
の
一
線
を
崩
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
評
価
し
︑﹁
姉

崎
の
宗
教
学
は
︑
価
値
中
立
性
︑
宗
教
の
内
的
理
解
︑
そ
の
学
問
と
し
て
の
意
識
の
い

ず
れ
に
お
い
て
も
︑
日
本
の
近
代
宗
教
学
の
創
始
者
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
与
え
る
に

充
分
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
（
鈴
木
﹃
明
治
宗
教
思
潮
の
研
究
﹄︑
三
〇
六
頁
（︒

（
（（
（ 

し
か
し
︑
井
上
哲
次
郎
が
講
義
し
た
﹁
比
較
宗
教
及
東
洋
哲
学
﹂
は
︑
事
実
上
﹁
印

度
哲
学
史
﹂
の
内
容
と
な
っ
て
お
り
︑
姉
崎
が
一
八
九
七
年
に
哲
学
館
（
現
東
洋
大
学
（

で
講
義
し
た
﹁
言
語
学
的
宗
教
学
﹂
と
︑
浄
土
宗
高
等
学
院
（
現
大
正
大
学
（
で
講
義

し
た
﹃
比
較
宗
教
学
﹄（
東
京
専
門
学
校
︑
一
八
九
八
年
（
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
異
な
っ

て
い
る
（
磯
前
順
一
・
高
橋
原
﹁
資
料 

井
上
哲
次
郎
の
「
比
較
宗
教
及
東
洋
哲
学
」
講

義
︱
︱
解
説
と
翻
刻
﹂︑﹃
東
京
大
学
史
紀
要
﹄
二
一
号
︑
二
〇
〇
三
年
（︒

（
（（
（ 

岸
本
能
武
太
﹃
宗
教
研
究
﹄（
警
醒
社
︑
一
八
九
九
年
（︒

（
（（
（ 

岸
本
の
生
涯
に
つ
い
て
は
︑
主
に
三
並
良
﹃
日
本
に
於
け
る
自
由
基
督
教
と
其
先
駆

者
﹄（
文
章
院
出
版
部
︑
一
九
三
五
年
（
を
参
照
し
た
︒

（
（（
（ 

岸
本
﹃
宗
教
研
究
﹄︑
緒
言
三
頁
︒

（
（（
（ 

元
良
勇
次
郎
﹁
大
学
教
授
文
学
博
士
元
良
勇
次
郎
先
生
書
翰
﹂（
岸
本
﹃
宗
教
研
究
﹄（︑

三
頁
︒

（
（1
（ 

例
え
ば
島
薗
進
﹁
宗
教
哲
学
と
宗
教
進
化
論
︱
︱
近
代
的
知
識
主
体
を
支
え
る
超
越

原
理
と
し
て
の
「
宗
教
」﹂（﹃
宗
教
哲
学
研
究
﹄
二
七
号
︑
二
〇
一
〇
年
（
参
照
︒

（
（（
（ 

﹁
斯
く
の
如
く
宗
教
の
基
礎
は
常
に
人
か
幸
福
を
全
ふ
せ
ん
と
欲
す
る
欲
望
に
在
り

て
︑
吾
人
の
智
識
も
之
が
為
め
に
働
き
︑
意
思
も
亦
之
が
為
め
に
働
く
﹂（
岸
本
﹃
宗
教

研
究
﹄︑
二
二
四
頁
（︒
ま
た
︑
岸
本
は
﹁
生
存
の
欲
望
﹂
の
具
体
的
な
作
用
を
説
明
す

る
た
め
に
﹁
智
情
相
互
開
発
律
﹂
を
提
示
し
︑﹁
欲
望
は
増
進
し
て
之
を
満
た
す
方
法
の

発
達
を
促
が
し
︑
智
識
は
欲
望
を
満
た
す
の
方
法
を
提
出
し
て
愈
々
欲
望
の
膨
張
を
促

す
﹂
と
述
べ
て
い
る
（
岸
本
﹃
宗
教
研
究
﹄︑
二
三
九
頁
（︒

（
（（
（ 

岸
本
﹃
宗
教
研
究
﹄︑
一
七
一
︱
一
七
二
頁
︒

（
（（
（ 

同
前
︑
一
七
六
︱
一
七
七
頁
︒

（
（（
（ 

同
前
︑
二
四
七
︱
二
五
五
頁
︒
な
お
︑﹁
宗
教
﹂
と
﹁
道
徳
﹂
の
衝
突
に
つ
い
て
︑
岸

本
が
宗
教
の
﹁
不
道
徳
﹂
的
な
現
象
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
︑﹁
他
力
信
心
﹂
を
唱
え

つ
つ
も
﹁
飲
酒
放
蕩
﹂
す
る
﹁
宗
教
主
任
者
﹂
や
︑﹁
呪
（
術
（﹂︑﹁
祈
祷
﹂︑﹁
巫
術
﹂

な
ど
を
以
て
﹁
愚
民
を
蠱
惑
す
る
も
の
﹂︑﹁
迷
信
﹂
と
さ
れ
る
﹁
犬
神
﹂︑﹁
白
狐
﹂︑﹁
老

狸
﹂
な
ど
﹁
劣
等
な
る
崇
拝
物
﹂
の
存
在
で
あ
る
︒

（
（（
（ 

同
前
︑
二
六
〇
︱
二
六
一
頁
︒

（
（（
（ 

同
前
︑
二
七
一
︱
二
七
八
頁
︒

（
（（
（ 

同
前
︑
二
二
五
頁
︒

（
（（
（ 

新
仏
教
運
動
は
︑
毎
月
一
回
の
機
関
誌
﹃
新
仏
教
﹄
の
発
行
と
定
期
的
な
演
説
・
講

演
を
主
な
活
動
と
し
て
︑
一
九
一
五
年
ま
で
に
継
続
し
た
︒
そ
の
主
旨
は
︑
同
会
が
掲

げ
た
六
条
の
綱
領
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒
綱
領
の
具
体
的
な
内
容
は
︑
以
下
の
通
り

で
あ
る
︒

 

　
一
︑
我
徒
は
︑
仏
教
の
健
全
な
る
信
仰
を
根
本
義
と
す
︒

 

　
二 

︑
我
徒
は
︑
健
全
な
る
信
仰
︑
智
識
︑
及
道
義
を
振
作
普
及
し
て
︑
社
会
の
根
本
的

改
善
を
力
む
︒

 

　
三
︑
我
徒
は
︑
仏
教
及
ひ
其
の
他
宗
教
の
自
由
討
究
を
主
張
す
︒

 

　
四
︑
我
徒
は
︑
一
切
迷
信
の
勦
絶
を
期
す
︒

 

　
五
︑
我
徒
は
︑
従
来
の
宗
教
的
制
度
︑
及
儀
式
を
保
持
す
る
の
必
要
を
認
め
ず
︒

 
　
六
︑
我
徒
は
︑
総
べ
て
政
治
上
の
保
護
干
渉
を
斥
く
︒

 
 

 （
新
仏
教
徒
同
志
会
﹁
我
徒
の
宣
言
﹂︑﹃
新
仏
教
﹄
一
巻
一
号
︑
一
九
〇
〇
年
七
月
︑
五

頁
（︒

（
（（
（ 

加
藤
が
宗
教
学
か
ら
神
道
学
へ
と
転
換
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
︑
島
薗
進
﹁
加
藤
玄

智
の
宗
教
学
的
神
道
学
の
形
成
﹂（﹃
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
﹄
復
刊
一
六
号
︑
一
九
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九
五
年
（
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
そ
の
一
つ
と
し
て
︑
東
京
帝
国
大
学
の
宗
教
学
講
座
を

姉
崎
が
担
う
よ
う
に
な
り
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
加
藤
の
宗
教
学
が
傍
流
と
位
置
付
け
ら
れ

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

（
（1
（ 

加
藤
玄
智
﹃
宗
教
新
論
﹄（
博
文
館
︑
一
九
〇
〇
年
（︑
二
八
六
頁
︒

（
（（
（ 

﹁
是
れ
今
日
の
科
学
的
心
理
学
が
カ
ン
ト
以
来
吾
人
の
精
神
の
三
大
区
分
法
た
る
知

情
意
三
分
法
の
到
底
適
当
な
る
分
類
法
に
非
ず
し
て
︑
理
論
上
に
は
最
早
や
此
の
三
分

法
に
由
り
て
心
理
学
を
叙
述
す
る
を
廃
止
し
た
る
所
以
な
り
﹂（
加
藤
﹃
宗
教
新
論
﹄︑
二

一
二
頁
（︒

（
（（
（ 

加
藤
﹃
宗
教
新
論
﹄︑
三
八
七
︱
三
八
八
頁
︒
し
か
し
加
藤
は
祈
祷
や
礼
拝
な
ど
の
宗

教
的
儀
式
を
﹁
宗
教
的
意
識
﹂
の
外
面
的
な
表
れ
で
あ
る
と
し
︑
そ
こ
で
の
﹁
心
的
要

素
﹂
の
存
在
を
強
調
し
て
い
る
（
加
藤
﹃
宗
教
新
論
﹄︑
二
三
〇
︱
二
三
六
頁
（︒

（
（（
（ 

加
藤
玄
智
﹃
宗
教
の
将
来
﹄（
法
藏
館
︑
一
九
〇
一
年
（︒

（
（（
（ 

同
前
︑
一
七
〇
頁
︒

（
（（
（ 

ク
ラ
ウ
タ
ウ
﹁
修
養
と
し
て
の
仏
教
﹂
参
照
︒

（
（（
（ 

姉
崎
の
生
涯
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
︑
主
に
姉
崎
正
治
﹃
わ
が
生
涯
﹄（
養
徳
社
︑
一

九
五
一
年
（︑
同
﹃
新
版
・
わ
が
生
涯
﹄（
姉
崎
正
治
先
生
生
誕
百
年
記
念
会
︑
一
九
七

四
年
（︑
磯
前
順
一
・
深
澤
英
隆
編
﹃
近
代
日
本
に
お
け
る
知
識
人
と
宗
教
︱
︱
姉
崎
正

治
の
軌
跡
﹄（
東
京
堂
出
版
︑
二
〇
〇
二
年
（
を
参
照
し
た
︒

（
（（
（ 

磯
前
﹃
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
﹄︑
一
四
七
頁
参
照
︒

（
（（
（ 

姉
崎
正
治
﹃
宗
教
学
概
論
﹄（
東
京
専
門
学
校
出
版
部
︑
一
九
〇
〇
年
（︑
序
言
一
頁
︒

（
（（
（ 

同
前
︑
七
頁
︒

（
（1
（ 

碧
海
﹁
儀
礼
と
近
代
仏
教
﹂
参
照
︒

（
（（
（ 

姉
崎
﹃
宗
教
学
概
論
﹄︑
一
頁
︒

（
（（
（ 

同
前
︑
一
〇
二
頁
︒

（
（（
（ 

﹁
主
我
﹂・﹁
他
律
﹂・﹁
自
律
﹂
に
つ
い
て
は
︑
姉
崎
﹃
宗
教
学
概
論
﹄︑
一
一
〇
︱
一

一
七
頁
で
詳
し
い
類
型
論
的
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
（ 

同
前
︑
一
一
六
︱
一
一
七
頁
︒

（
（（
（ 

同
前
︑
一
〇
三
頁
︒

（
（（
（ 

同
前
︑
一
〇
四
頁
︒

（
（（
（ 

儀
礼
の
心
理
的
な
作
用
に
着
目
す
る
こ
と
は
︑
例
え
ば
一
九
一
〇
年
代
に
﹃
新
仏
教
﹄

で
展
開
さ
れ
る
﹁
信
仰
﹂
と
﹁
儀
礼
﹂
に
ま
つ
わ
る
一
連
の
論
争
で
も
見
ら
れ
る
︒
同

論
争
に
つ
い
て
は
︑
碧
海
﹁
儀
礼
と
近
代
仏
教
﹂
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
（（
（ 

姉
崎
﹃
宗
教
学
概
論
﹄︑
一
〇
五
︱
一
〇
六
頁
︒

（
（（
（ 

同
前
︑
一
九
三
頁
︒
こ
こ
で
姉
崎
は
﹁
祈
祷
﹂
と
い
う
実
践
を
﹁
主
我
主
義
﹂
と
し

て
い
る
こ
と
が
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
︒
二
〇
世
紀
転
換
期
に
お
い
て
祈
祷
は
︑
例
え

ば
新
仏
教
徒
に
よ
り
そ
の
非
合
理
性
（
非
科
学
性
（︑
お
よ
び
祈
祷
と
利
己
的
な
動
機
と

の
関
わ
り
と
い
う
主
に
二
つ
の
側
面
か
ら
批
判
に
晒
さ
れ
て
い
た
（
碧
海
﹁
儀
礼
と
近

代
仏
教
﹂
参
照
（︒

（
（1
（ 

姉
崎
﹃
宗
教
学
概
論
﹄︑
一
九
六
頁
︒

（
（（
（ 

同
前
︑
一
九
七
︱
一
九
八
頁
︒

（
（（
（ 

同
前
︑
二
〇
〇
︱
二
〇
一
頁
︒

（
（（
（ 

加
藤
咄
堂
は
︑
明
治
後
期
か
ら
昭
和
期
に
至
る
ま
で
﹁
修
養
﹂
に
こ
だ
わ
り
︑
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
な
場
か
ら
﹁
修
養
﹂
を
語
る
こ
と
よ
り
も
︑
い
わ
ゆ
る
通
俗
的
な
教
育
書
と

し
て
多
く
の
修
養
論
を
発
表
し
た
︒
加
藤
の
修
養
論
に
つ
い
て
は
佐
藤
拓
司
﹁
加
藤
咄

堂
の
「
修
養
」
論
︱
︱
明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
に
お
け
る
一
教
化
運
動
家
の
生
涯
と
思

想
﹂（﹃
青
山
学
院
大
学
教
育
学
会
紀
要
﹁
教
育
研
究
﹂﹄
六
一
号
︑
二
〇
一
七
年
（
参
照
︒

（
（（
（ 

加
藤
咄
堂
﹃
修
養
論
﹄（
東
亜
堂
書
房
︑
一
九
〇
九
年
（︑
三
︱
四
頁
︒

（
（（
（ 

同
前
︑
五
頁
︒

（
（（
（ 

深
澤
英
隆
﹁
宗
教
学
に
お
け
る
心
理
主
義
・
心
理
学
主
義
の
問
題
︱
︱
我
が
国
戦
前

の
諸
体
系
に
見
る
﹂（
田
丸
徳
善
編
﹃
日
本
の
宗
教
学
説
Ⅱ
﹄
東
京
大
学
宗
教
学
研
究
室
︑

一
九
八
五
年
（︒
ま
た
︑﹁
宗
教
学
﹂
と
﹁
心
理
学
﹂
を
自
明
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る

こ
と
に
抵
抗
し
︑
そ
の
交
錯
過
程
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
と
し
て
︑B. J. M

cVeigh, Th
e 

H
istory of Japanese Psychology: G

lobal Perspectives, 1875–1950 

（Bloom
sbury, （1（（

（︑

堀
江
宗
正
﹃
歴
史
の
な
か
の
宗
教
心
理
学
︱
︱
そ
の
思
想
形
成
と
布
置
﹄（
岩
波
書
店
︑
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二
〇
〇
九
年
（︑
碧
海
寿
広
﹃
科
学
化
す
る
仏
教
︱
︱
瞑
想
と
心
身
の
近
現
代
﹄

（K
AD

O
K

AW
A

︑
二
〇
二
〇
年
（
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
（（
（ 

本
節
で
は
︑
主
に
佐
藤
達
哉
﹃
日
本
に
お
け
る
心
理
学
の
受
容
と
展
開
﹄（
北
大
路
書

房
︑
二
〇
〇
二
年
（
を
参
照
し
︑
元
良
の
生
涯
を
ま
と
め
た
︒
佐
藤
は
︑
元
良
を
日
本

最
初
の
﹁
自
立
し
た
心
理
学
研
究
者
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︒
元
良
は
一
八
九
〇
年
に
︑
二

年
前
か
ら
帝
国
大
学
文
科
大
学
で
講
義
し
は
じ
め
た
﹁
精
神
物
理
学
﹂
の
コ
ー
ス
を
﹁
心

理
学
﹂
と
名
を
改
め
︑
そ
し
て
一
九
〇
三
年
に
は
日
本
初
の
心
理
学
実
験
室
を
創
設
し

た
︒
西
洋
に
お
け
る
実
験
的
心
理
学
の
誕
生
に
お
い
て
︑
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ン
ト

（W
ilhelm

 W
undt 

一
八
三
二
︱
一
九
二
〇
（
が
一
八
七
九
年
に
実
験
室
を
設
立
し
た
こ

と
が
象
徴
的
な
事
件
で
あ
る
よ
う
に
︑
元
良
に
よ
る
心
理
学
実
験
室
の
創
立
も
日
本
心

理
学
史
に
お
け
る
一
つ
の
マ
イ
ル
ス
ト
ー
ン
と
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
（ 

碧
海
﹃
科
学
化
す
る
仏
教
﹄︑
五
八
頁
︒

（
（（
（ 

姉
崎
﹃
宗
教
学
概
論
﹄︑
六
〇
頁
︒

（
（1
（ 

元
良
勇
次
郎
﹁
心
理
学
上
よ
り
見
た
る
品
性
の
修
養
﹂
は
﹃
弘
道
﹄
の
一
九
八
号
（
一

九
〇
八
年
九
月
（
か
ら
二
〇
二
号
（
一
九
〇
九
年
一
月
（
ま
で
連
載
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
（ 

元
良
﹁
心
理
学
か
ら
見
た
品
性
の
修
養
﹂（﹃
元
良
勇
次
郎
著
作
集
﹄
一
三
巻
︑
ク
レ

ス
出
版
︑
二
〇
一
六
年
（︑
三
〇
七
頁
︒

（
（（
（ 

同
前
︑
三
〇
八
︱
三
〇
九
頁
︒

（
（（
（ 

姉
崎
﹃
宗
教
学
概
論
﹄︑
一
一
六
頁
︒

（
（（
（ 

姉
崎
﹃
新
版
・
わ
が
生
涯
﹄︑
一
〇
八
︱
一
〇
九
頁
︒
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研
究
論
文南

へ
追
わ
れ
て
、
南
で
ふ
れ
あ
い
を
求
め
て

︱
︱
林
芙
美
子
の
南
洋
小
説
を
め
ぐ
っ
て

張
　
　
雅

八
（
と
従
軍
日
記
﹃
北
岸
部
隊
﹄（
中
央
公
論
社
︑
一
九
三
九
（
に
結
実
さ
せ
た
︒

日
本
社
会
で
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
漢
口
の
従
軍
記
で
あ
っ
た
が
︑
一
九
四
二

年
十
月
末
か
ら
一
九
四
三
年
五
月
ま
で
マ
レ
ー
に
滞
在
し
た
際
の
林
芙
美
子
は

明
ら
か
に
消
極
的
で
︑
長
編
の
視
察
日
記
は
発
表
せ
ず
に
︑
異
文
化
体
験
を
中

心
と
す
る
無
欲
恬
淡
と
し
た
牧
歌
的
な
も
の
ば
か
り
発
表
し
て
い
た（

（
（

︒
し
か
し

戦
後
︑
日
本
国
内
の
出
版
状
況
が
一
新
し
た
後
に
﹁
ボ
ル
ネ
オ 

ダ
イ
ヤ
﹂（﹃
改

造
﹄
一
九
四
六
（︑﹁
荒
野
の
虹
﹂（﹃
改
造
文
芸
﹄
一
九
四
八
（︑﹁
浮
雲
﹂（﹃
風
雪
﹄

一
九
四
九
年
十
一
月
︱
一
九
五
〇
年
八
月
︑﹃
文
学
界
﹄
一
九
五
〇
年
九
月
︱
一
九
五

一
年
四
月
（
な
ど
の
南
洋
小
説
を
発
表
し
︑
占
領
地
で
戦
争
に
よ
っ
て
変
質
さ

せ
ら
れ
︑
異
性
と
の
肉
体
関
係
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
戦
争
の
恐
怖
か
ら
逃

避
し
よ
う
と
し
た
日
本
人
像
を
描
き
続
け
た
︒

は
じ
め
に

　
近
代
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
︑
文
学
者
を
戦
地
に
派
遣
す
る
大
規
模
な
戦
争

動
員
と
し
て
は
︑
一
九
三
八
年
九
月
中
旬
に
中
国
大
陸
に
送
り
込
ま
れ
た
﹁
ペ

ン
部
隊
﹂
二
十
二
名（

（
（

と
︑
一
九
四
一
年
十
二
月
か
ら
南
洋
に
旅
立
っ
た
七
十
名（

（
（

以
上
の
﹁
徴
用
作
家
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
林
芙
美
子
は
そ
の
ど
ち
ら
に
も
参
加

し
積
極
的
に
戦
地
に
入
り
︑
男
性
作
家
に
伍
し
て
占
領
地
の
情
報
を
国
民
に
発

信
し
た
︒﹁
ペ
ン
部
隊
﹂
の
時
期
に
は
︑
女
性
の
報
道
記
者
と
し
て
漢
口
に
一
番

乗
り
し
︑
前
線
で
蝋
燭
を
灯
し
な
が
ら
兵
士
の
勇
戦
奮
闘
を
記
録
し
続
け
た
︒

　
彼
女
は
三
ヶ
月
の
中
国
大
陸
で
の
経
験
を
﹃
戦
線
﹄（
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
三
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林
芙
美
子
の
南
洋
体
験
に
関
す
る
先
行
研
究
は
い
く
つ
か
の
方
向
か
ら
論
じ

ら
れ
て
い
る
︒
一
つ
目
は
彼
女
の
南
洋
で
の
足
取
り
を
検
証
し
て
︑
仏
印
訪
問

の
真
偽
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
︒
加
藤
麻
子（

（
（

と
望
月
雅
彦（

（
（

は
︑
林
芙
美
子
が

仏
印
行
を
実
際
に
実
行
し
た
こ
と
に
否
定
的
な
見
方
を
示
し
た
︒
他
方
︑
中
川

成
美（

（
（

は
帰
国
直
前
に
仏
印
に
滞
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
︒
ま

た
︑
山
下
聖
美（

（
（

は
戦
時
中
に
林
芙
美
子
が
訪
れ
た
地
域
を
調
査
し
て
膨
大
な
資

料
を
発
見
し
︑
彼
女
が
南
洋
で
行
っ
た
文
化
交
渉
な
ど
の
全
体
像
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
た
︒
二
つ
目
は
︑
戦
後
の
作
品
に
描
か
れ
た
主
人
公
の
造
形
と
作
者
個

人
の
体
験
と
を
関
連
さ
せ
て
︑
戦
争
に
協
力
し
た
林
芙
美
子
の
戦
後
の
立
場
を

論
証
す
る
も
の
で
あ
る
︒
高
山
京
子（

（
（

の
論
は
︑﹁
浮
雲
﹂
の
ゆ
き
子
と
富
岡
は
林

芙
美
子
の
分
身
で
あ
り
︑
作
品
の
性
質
を
﹁
芙
美
子
の
遺
書
で
あ
る
と
同
時
に

贖
罪
の
書
で
も
あ
っ
た
﹂
と
し
て
︑
作
家
の
個
人
的
な
体
験
が
主
人
公
の
造
形

と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
鳥
木
圭
太（

（
（

は
︑﹁
浮
雲
﹂
の
主
人
公

が
戦
後
に
な
っ
て
も
仏
印
の
生
活
の
甘
い
香
り
か
ら
抜
け
出
せ
な
か
っ
た
こ
と

を
分
析
し
︑
作
者
に
と
っ
て
の
創
作
活
動
は
﹁
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
欺
瞞
か
ら
身

を
引
き
剥
が
し
て
い
く
痛
み
を
伴
う
作
業
﹂
で
あ
る
と
考
察
し
た
︒
三
つ
目
は
︑

占
領
か
ら
敗
戦
ま
で
価
値
観
の
逆
転
す
る
状
況
下
で
︑
戦
後
の
日
本
社
会
と
か

つ
て
の
占
領
地
南
洋
と
の
狭
間
に
生
き
る
人
間
の
狂
気
と
虚
無
を
︑
個
人
と
集

団
の
関
係
性
か
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
間
中
宏
美（

（1
（

は
︑﹁
浮

雲
﹂
の
登
場
人
物
ゆ
き
子
が
タ
イ
ピ
ス
ト
と
し
て
仏
印
に
赴
い
た
に
も
関
わ
ら

ず
︑
戦
中
に
は
戦
場
で
性
的
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
︑
戦
後
に
は
ア
メ
リ
カ
人

ジ
ョ
オ
の
オ
ン
リ
ー
に
な
る
と
い
う
︑
二
度
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
喪
失
を
経

た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
︒
川
本
三
郎（

（（
（

と
羽
矢
み
ず
き（

（（
（

は
︑﹁
浮
雲
﹂
の
富
岡
と
ゆ

き
子
が
い
か
に
逆
転
し
た
日
本
の
環
境
で
生
き
延
び
る
道
を
模
索
し
て
い
る
の

か
を
検
討
し
た
︒
山
下
聖
美
は
﹁
林
芙
美
子
「
ボ
ル
ネ
オ 

ダ
イ
ヤ
」
を
読
む
﹂

で
︑
主
人
公
の
球
江
が
卵
を
食
べ
な
が
ら
︑
自
殺
し
た
同
室
の
澄
子
の
表
情
を

思
い
浮
か
べ
る
シ
ー
ン
よ
り
︑
政
治
と
い
う
外
部
の
圧
力
か
ら
﹁
自
分
自
身
の

「
内
」
な
る
と
こ
ろ（

（（
（

﹂
へ
帰
る
こ
と
を
希
求
し
た
と
解
釈
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑

四
つ
目
は
︑
林
芙
美
子
の
文
学
作
品
で
表
象
さ
れ
た
南
洋
と
い
う
空
間
の
特
徴

と
︑
南
洋
と
い
う
舞
台
が
そ
こ
で
生
き
る
日
本
人
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
尹
小
娟
は
︑
南
洋

を
め
ぐ
る
作
品
群
に
共
通
す
る
﹁
人
間
と
自
然
と
の
戯
れ
に
満
ち
た
楽
園
﹂
と
︑

﹁
虚
無
感
と
閉
塞
感
が
漂
っ
て
い
る（

（（
（

﹂
南
洋
の
︑
二
面
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
し

て
い
る
︒

　
戦
時
中
の
林
芙
美
子
は
︑
当
局
が
起
こ
し
た
戦
争
に
率
先
し
て
相
乗
り
し
て
︑

侵
略
正
当
化
の
旗
を
振
り
︑
日
本
国
家
拡
大
の
伴
奏
を
す
る
作
品
を
上
梓
し
た

一
方
で
︑
戦
後
に
は
︑
そ
れ
と
は
正
反
対
の
方
向
性
か
ら
軍
部
の
醜
悪
な
一
面

を
暴
露
し
︑
軍
事
侵
略
に
伴
い
占
領
地
に
赴
い
た
個
々
人
の
人
生
が
頓
挫
し
て

し
ま
っ
た
物
語
を
頻
繁
に
描
い
て
い
る
︒
戦
後
︑
彼
女
が
書
い
た
南
洋
を
め
ぐ

る
作
品
に
は
三
つ
の
主
題
が
見
ら
れ
る
︒
一
つ
目
は
︑
敗
戦
し
た
日
本
社
会
に

お
け
る
過
去
の
南
洋
統
治
に
対
す
る
批
判
を
︑
文
学
的
創
作
の
中
で
再
認
識
し
︑

再
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
二
つ
目
は
︑
前
線
と
銃
後
︑
外
地
と
内
地
の
関
係
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性
も
組
み
込
み
つ
つ
︑
占
領
地
に
赴
い
た
個
々
人
に
と
っ
て
南
洋
の
体
験
が
も

た
ら
し
た
意
味
合
い
を
︑
戦
中
と
戦
後
の
連
続
線
上
で
更
新
し
続
け
る
こ
と
で

あ
る
︒
三
つ
目
は
︑
戦
場
で
個
人
の
生
の
意
味
が
極
限
に
ま
で
圧
縮
さ
れ
て
い

た
中
で
の
︑
占
領
地
で
性
的
存
在
と
見
做
さ
れ
る
女
性
と
支
配
的
地
位
の
男
性

と
の
間
の
性
的
接
触
を
描
写
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

　
以
上
の
よ
う
な
南
洋
作
品
の
特
徴
に
対
し
︑
先
行
研
究
に
は
い
く
つ
か
の
視

点
の
欠
落
︑
あ
る
い
は
限
界
が
見
ら
れ
る
︒
そ
の
一
つ
と
し
て
は
︑
林
芙
美
子

の
中
国
大
陸
で
の
従
軍
と
南
洋
徴
用
の
体
験
と
の
相
違
が
十
分
に
検
討
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
点
で
あ
る
︒
南
洋
徴
用
の
体
験
は
林
芙
美
子
の
従
軍
体
験
の
延
長

線
上
の
終
点
と
し
て
あ
る
が
︑﹃
北
岸
部
隊
﹄
で
戦
争
に
飽
き
た
こ
と
を
漏
ら
し

た
彼
女
は
︑﹁
平
和
﹂
な
南
洋
に
渡
っ
た
後
に
何
を
見
て
い
た
の
か
︑
中
国
大
陸

の
戦
場
で
は
自
分
の
感
傷
と
悲
哀
を
日
本
人
だ
け
に
向
け
た
林
芙
美
子
が
南
洋

の
住
民
に
は
ど
の
よ
う
な
印
象
を
持
っ
た
の
か
︑
そ
れ
ぞ
れ
考
察
す
る
余
地
が

あ
る
だ
ろ
う
︒
も
う
一
つ
は
︑
戦
後
の
南
洋
小
説
で
︑
日
本
の
占
領
地
統
治
が

い
か
に
語
り
直
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
が
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
︒
作
家
の
戦
争
責
任
を
検
討
す
る
際
に
は
︑
戦
前
と
戦
後
に
お
け

る
︑
日
本
統
治
に
対
す
る
認
識
の
差
異
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
︒
最
後
に
︑

林
芙
美
子
の
戦
後
の
南
洋
小
説
で
は
占
領
地
で
の
兵
士
と
南
洋
に
渡
っ
た
女
性

と
の
性
的
接
触
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
︑
こ
の
体
験
が
戦
後
日
本
社
会
で
出
口

を
見
つ
け
ら
れ
な
い
人
間
の
生
き
方
に
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
つ
こ
と
に

な
る
の
か
︑
そ
の
議
論
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

　
本
論
文
で
は
林
芙
美
子
の
小
説
を
総
合
的
に
取
り
上
げ
︑
彼
女
の
中
国
・
漢

口
で
の
従
軍
と
南
洋
で
の
徴
用
体
験
と
を
繋
げ
た
上
で
︑
南
洋
で
の
記
憶
が
い

か
に
戦
後
に
継
承
さ
れ
る
か
を
検
討
す
る
︒
そ
し
て
︑
戦
後
の
小
説
に
描
か
れ

た
︑
日
本
に
復
員
し
た
兵
士
や
南
洋
に
逃
亡
す
る
女
性
の
表
象
の
分
析
を
通
し

て
︑
戦
後
日
本
に
引
き
揚
げ
て
き
た
主
人
公
た
ち
が
感
じ
た
虚
脱
感
と
無
力
感

が
︑
い
か
に
過
去
の
占
領
地
で
の
体
験
と
結
合
し
て
い
る
か
を
解
明
す
る
︒

1
　
林
芙
美
子
の
南
洋
体
験

　
仏
印
を
訪
れ
た
時
に
﹁
国
賓
﹂
の
よ
う
な
待
遇
を
受
け
た
吉
屋
信
子
や
森
三

千
代
な
ど
と
比
べ
る
と
︑
マ
レ
ー
方
面
に
臨
時
徴
用
さ
れ
た
林
芙
美
子
︑
佐
多

稲
子
︑
水
木
洋
子
︑
小
山
い
と
子
︑
美
川
き
よ
な
ど
は
病
院
船
に
乗
せ
ら
れ
る

と
い
っ
た
国
際
法
に
違
反
し
た
扱
い
で
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
へ
行
っ
た
︒
船
の
中
で

は
︑
便
所
に
行
く
時
も
白
衣
を
引
っ
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
様
子

で
あ
っ
た
︒
同
行
し
た
黒
田
秀
俊
の
﹃
軍
政
﹄
に
よ
る
と
︑
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
到

着
の
直
後
に
︑
徴
用
作
家
が
憲
兵
中
尉
に
病
院
船
に
便
乗
し
た
こ
と
を
漏
ら
し

た
と
こ
ろ
︑﹁
生
命
の
保
障
も
い
た
し
か
ね
る（

（（
（

﹂
と
警
告
さ
れ
た
と
い
う
︒
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
で
は
﹁
女
流
作
家
の
人
た
ち
は
︑
別
棟
の
兵
舎
の
三
階
に
︑
慰
問
団

の
女
や
︑
各
地
に
散
っ
て
ゆ
く
慰
安
所
行
き
の
女
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
泊
っ
て

い
た（

（（
（

﹂
と
い
う
状
況
だ
っ
た
︒
林
芙
美
子
の
場
合
は
︑
往
路
と
初
日
の
宿
泊
で

窮
屈
な
思
い
は
し
た
が
︑
そ
の
後
は
朝
日
新
聞
社
支
局
の
手
配
で
快
適
な
宿
泊
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施
設
に
案
内
さ
れ
た
︒

　
林
芙
美
子
の
南
洋
で
の
足
取
り
は
望
月
雅
彦
﹃
林
芙
美
子
と
ボ
ル
ネ
オ
島
﹄

（
ヤ
シ
の
実
ブ
ッ
ク
ス
︑
二
〇
〇
八
（
と
加
藤
麻
子
の
﹁
南
方
徴
用
作
家 

林
芙
美

子
の
足
取
り
﹂
に
詳
し
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒
彼
女
は
一
九
四
二
年
十
一
月

十
六
日
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
到
着
し
た
後
に
︑
ま
ず
マ
レ
ー
島
を
回
り
︑
十
二

月
十
一
日
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
到
着
し
た
︒
そ
の
後
ス
ラ
バ
ヤ

で
三
泊
し
て
︑
ボ
ル
ネ
オ
の
バ
ン
ヂ
ャ
ル
マ
シ
ン
に
二
十
三
日
間
滞
在
し
た
後
︑

一
月
六
日
に
は
ス
ラ
バ
ヤ
に
戻
り
︑
一
月
十
二
日
か
ら
十
八
日
ま
で
ト
ラ
ワ
ス

村
の
村
長
の
家
に
宿
泊
し
︑
三
月
三
日
ま
で
ジ
ャ
ワ
島
を
回
り
︑
三
日
よ
り
ス

マ
ト
ラ
の
パ
レ
ン
バ
ン
に
上
陸
し
て
四
月
二
十
六
日
に
メ
ダ
ン
か
ら
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
へ
移
動
し
た
︒
そ
し
て
︑
五
月
五
日
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
飛
行
機
で

マ
ニ
ラ
を
経
由
し
て
日
本
に
戻
っ
た
︒
林
芙
美
子
の
南
洋
の
視
察
の
目
的
は
︑

占
領
地
で
軍
政
の
進
展
す
る
状
況
を
実
見
し
て
内
地
に
宣
伝
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

彼
女
は
南
洋
を
訪
問
中
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
の
小
学
校
の
教
員
に
日
本
語
を
教

え
︑
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
女
性
と
座
談
会
で
交
流
し
て
︑
パ
レ
ン
バ
ン
の
瑞
穂
学
園

で
日
本
語
の
授
業
を
見
学
し
た
︒
軍
政
の
浸
透
と
建
設
状
況
の
視
察
を
目
的
と

し
た
旅
行
で
は
︑
現
地
で
も
率
先
し
て
日
本
精
神
を
宣
伝
す
る
こ
と
を
要
請
さ

れ
た
︒

　
林
芙
美
子
の
中
国
大
陸
で
の
従
軍
体
験
と
南
洋
で
の
視
察
行
は
ど
ち
ら
も
公

式
の
派
遣
で
あ
り
な
が
ら
︑
目
に
見
え
る
風
景
は
同
じ
で
は
な
か
っ
た
︒
漢
口

攻
略
戦
に
従
軍
し
た
際
の
林
芙
美
子
は
自
分
を
兵
隊
と
同
一
視
し
た
た
め
︑
駐

屯
地
で
は
ド
ラ
ム
缶
の
風
呂
に
入
り
︑
平
原
で
は
露
営
を
経
験
し
た
︒
彼
女
は

兵
隊
と
共
に
行
軍
し
て
い
た
た
め
︑
一
日
に
何
十
キ
ロ
も
長
い
行
程
を
歩
い
た
︒

行
軍
の
体
験
は
彼
女
に
︑
女
性
の
身
体
の
忍
耐
の
臨
界
点
に
達
す
る
苦
痛
を
覚

え
さ
せ
な
が
ら
も
︑
兵
隊
の
足
を
引
っ
張
ら
な
い
よ
う
に
戦
場
の
残
酷
さ
に
順

応
し
て
い
く
挑
戦
的
な
﹁
男
性
性
﹂
を
引
き
出
さ
せ
た
︒
彼
女
は
常
に
自
分
の

﹁
女
性
性
﹂
を
周
囲
の
目
に
晒
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
弱
さ
﹂
を
克

服
し
よ
う
と
し
て
い
た
︒
漢
口
従
軍
の
際
に
は
︑
毎
日
︑
前
線
の
砲
声
が
響
い

て
く
る
生
活
を
し
て
い
た
た
め
︑
従
軍
記
に
は
哀
愁
が
漂
い
︑
激
し
い
戦
闘
で

不
具
に
な
る
こ
と
へ
の
恐
怖
と
不
安
も
書
き
込
ま
れ
て
い
る
︒
林
芙
美
子
の
従

軍
記
が
多
く
の
人
々
の
心
を
惹
き
つ
け
る
も
う
一
つ
の
理
由
は
︑
激
し
い
戦
闘

の
中
に
彩
ら
れ
た
人
間
の
日
常
の
素
朴
さ
で
あ
る
︒
彼
女
は
戦
場
で
不
眠
不
休

の
従
軍
体
験
を
し
た
が
︑
人
間
の
日
常
の
営
み
も
あ
り
の
ま
ま
に
描
い
て
い
る
︒

　
人
生
を
か
け
た
よ
う
な
緊
張
感
に
満
ち
た
漢
口
従
軍
の
経
験
と
比
べ
る
と
︑

南
洋
で
の
体
験
は
平
和
で
︑
気
楽
で
あ
っ
た
︒
往
復
路
で
襲
撃
を
受
け
る
危
険

性
が
付
き
纏
っ
た
ほ
か
に
は
︑
一
髪
千
鈞
の
状
況
に
は
出
会
わ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
︒
南
洋
へ
の
船
で
︑
林
芙
美
子
は
前
線
の
経
験
者
と
し
て
﹁
戦
争
や
文
学

の
こ
と
は
︑
乗
船
と
い
っ
し
ょ
に
内
地
に
お
き
忘
れ
て
い
た
よ
う
な
顔
を
し
て
︑

冗
談
ば
か
り
い
っ
て
人
を
笑
わ
せ
て
い
た（

（（
（

﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
周
囲
の
雰
囲
気

を
よ
く
す
る
主
役
だ
っ
た
︒
南
洋
各
地
へ
の
移
動
は
自
動
車
や
飛
行
機
な
ど
で

あ
っ
た
た
め
︑
漢
口
従
軍
で
の
よ
う
な
徒
歩
の
苦
痛
も
免
れ
て
い
る
︒
こ
の
南

洋
訪
問
中
︑
彼
女
は
独
創
性
に
富
む
小
説
の
創
作
は
ほ
ぼ
せ
ず
に
︑
案
内
書
に
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近
い
紀
行
文
を
多
く
書
い
た
︒
南
洋
に
向
か
う
予
定
が
あ
る
人
を
読
者
と
し
て

想
定
し
て
︑
必
要
な
持
ち
物
か
ら
食
べ
物
︑
言
葉
︑
市
場
の
商
品
の
種
類
に
い

た
る
ま
で
の
知
識
を
紹
介
し
︑
内
地
人
が
抱
く
野
蛮
な
南
洋
の
イ
メ
ー
ジ
を
訂

正
し
よ
う
と
し
た
︒
彼
女
は
ジ
ョ
ホ
ー
ル
水
道
の
敵
前
通
過
点
や
ブ
キ
テ
マ
の

激
戦
地
な
ど
も
訪
れ
て
い
る
が
︑
紀
行
文
で
は
漢
口
従
軍
の
際
の
よ
う
に
は
戦

争
と
い
う
特
定
の
事
象
に
注
目
せ
ず
︑
激
戦
の
跡
の
模
様
も
ほ
ぼ
略
筆
で
留
め

て
い
る
︒

　
南
洋
で
は
彼
女
は
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
歓
待
さ
れ
て
い
た
︒
視
察
の
行
程
の

中
で
も
特
筆
す
べ
き
も
の
は
︑
一
九
四
三
年
一
月
十
二
日
か
ら
十
日
間
ほ
ど
ス

ラ
バ
ヤ
州
の
ト
ラ
ワ
ス
村
村
長
で
あ
る
ス
プ
ノ
ウ
の
家
で
宿
泊
し
た
こ
と
で
あ

る
︒
村
民
は
林
芙
美
子
に
非
常
に
配
慮
し
て
︑
礼
儀
正
し
く
接
し
て
い
た
︒
医

科
大
学
出
身
の
村
長
ス
プ
ノ
ウ
は
彼
女
に
﹁
こ
ん
な
貧
し
い
家
に
︑
二
週
間
も

ゐ
て
い
た
ゞ
い
た
事
は
光
栄
で
す（

（（
（

﹂
と
述
べ
た
︒
滞
在
中
に
︑
林
芙
美
子
は
村

長
の
小
馬
で
ト
ラ
ワ
ス
村
か
ら
プ
リ
ガ
ン
町
ま
で
米
祭
り
を
見
に
行
っ
た
︒
プ

リ
ガ
ン
町
ま
で
の
道
途
で
は
一
人
の
下
男
が
馬
の
手
綱
を
引
い
て
く
れ
て
︑
帰

り
道
に
は
住
民
が
わ
ざ
わ
ざ
籠
椅
子
を
用
意
し
て
彼
女
を
送
っ
た
︒
彼
女
も
村

の
唯
一
の
日
本
人
と
し
て
︑
占
領
者
と
し
て
の
特
権
的
位
置
に
立
つ
自
分
を
意

識
し
︑﹁
ス
プ
ノ
ウ
家
に
ゐ
る
私
の
こ
と
が
相
当
問
題
に
な
っ
て
ゐ
る
様
子
で
︑

道
で
あ
ふ
人
達
は
遠
く
か
ら
中
腰
に
な
っ
て
し
づ
か
に
え
し
ゃ
く
を
し
て
私
の

そ
ば
を
通
っ
て
ゆ
く（

（（
（

﹂
と
記
し
た
︒
戦
時
中
の
不
可
測
な
情
勢
の
中
で
︑
村
の

人
々
は
突
然
の
客
の
到
来
に
恐
怖
と
不
安
を
忍
ば
せ
な
が
ら
︑
で
き
る
だ
け
彼

女
が
満
足
で
き
る
訪
問
が
実
現
す
る
よ
う
に
応
接
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
わ

れ
る
︒
中
国
大
陸
で
の
中
国
兵
士
に
対
す
る
冷
淡
な
感
情（

（1
（

と
は
異
な
り
︑
南
洋

で
厚
遇
を
受
け
た
林
芙
美
子
は
現
地
住
民
に
対
し
て
も
素
朴
で
情
熱
的
と
い
う

好
印
象
を
抱
い
た
︒
短
い
旅
程
で
あ
り
被
植
民
地
者
と
の
交
流
が
非
常
に
限
ら

れ
て
い
る
中
で
は
︑
ト
ラ
ワ
ス
村
に
滞
在
し
た
際
の
現
地
住
民
と
の
交
流
が
最

も
印
象
深
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
南
の
田
園 

ト
ヾ
ン
の
挿
話
（
一
（﹂
と
い
う

紀
行
文
で
は
︑
特
に
自
分
と
親
し
く
親
交
を
交
わ
し
た
ト
ヾ
ン
と
い
う
十
七
︑

八
歳
の
青
年
の
人
生
の
物
語
を
書
き
記
し
て
い
る
︒
ト
ヾ
ン
の
両
親
は
元
々
白

人
向
け
の
食
料
品
店
を
経
営
し
て
い
た
が
︑
白
人
が
食
べ
物
を
奪
っ
て
逃
げ
た

後
に
ト
ヾ
ン
は
両
親
と
と
も
に
ト
ラ
ワ
ス
村
に
戻
っ
た
︒
ト
ヾ
ン
は
い
つ
も
慎

ま
し
く
習
っ
た
ば
か
り
の
日
本
語
で
林
芙
美
子
に
挨
拶
し
た
︒
彼
女
が
村
に
滞

在
し
て
い
る
間
に
︑
村
で
郵
便
配
達
を
し
て
い
た
ト
ヾ
ン
は
ス
ラ
バ
ヤ
の
造
船

所
の
人
夫
に
な
っ
て
︑
日
本
の
船
を
造
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
彼
女
は
ト
ヾ
ン
が

﹁
夢
を
持
っ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
︒
日
本
船
を
つ
く
る
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
遠
い
日

本
の
空
気
を
吸
ひ
た
い
の
で
あ
ろ
う（

（（
（

﹂
と
感
慨
を
漏
ら
し
た
︒
林
芙
美
子
は
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
人
の
﹁
真
姿
﹂
を
実
見
す
る
た
め
に
村
長
の
家
に
滞
在
し
て
い
た

が
︑
人
夫
に
な
っ
た
ト
ヾ
ン
の
人
生
の
物
語
を
︑
日
本
に
い
く
夢
に
近
づ
い
て

い
る
と
い
う
虚
偽
の
言
説
に
回
収
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
ト
ヾ
ン
が
ス

ラ
バ
ヤ
で
過
ご
し
た
人
生
は
︑
過
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒

結
果
的
に
医
科
大
学
に
行
く
と
い
う
夢
は
破
れ
︑
労
働
力
と
し
て
搾
取
さ
れ
続

け
た
の
で
あ
ろ
う
︒
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林
芙
美
子
は
戦
時
中
ど
の
よ
う
に
南
洋
を
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
彼
女

の
目
に
映
っ
た
人
間
と
自
然
が
調
和
す
る
﹁
楽
園
﹂
の
南
洋
イ
メ
ー
ジ
は
︑
二

つ
の
レ
ベ
ル
か
ら
描
か
れ
て
い
る
︒
一
つ
目
の
レ
ベ
ル
は
マ
レ
ー
の
ゴ
ム
と
錫

と
い
う
資
源
が
日
本
の
﹁
あ
ら
ゆ
る
富
の
出
発
﹂
で
あ
り
﹁
大
切
な
生
命
線（

（（
（

﹂

で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
マ
レ
ー
の
自
然
風
物
は
彼
女
の
目
に
は
﹁
男
性

的
で
︑
あ
の
え
ん
え
ん
と
続
い
た
ゴ
ム
園
と
同
じ
や
う
に
︑
私
達
に
何
と
な
く

理
想
を
吹
き
こ
ん
で
く
れ
る（

（（
（

﹂
と
映
っ
て
い
る
︒
要
す
る
に
資
源
の
豊
富
な
マ

レ
ー
は
日
本
に
と
っ
て
経
済
的
利
益
の
供
給
源
で
あ
り
︑
そ
れ
が
﹁
男
性
﹂
の

よ
う
な
力
量
と
生
産
性
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
︒
パ
レ
ン
バ
ン
か
ら
パ
ダ
ン
へ

の
道
で
は
︑﹁
石
油
の
産
地
の
旅
行
な
の
で
︑
ま
る
で
ガ
ソ
リ
ン
の
海
を
航
海
し

て
ゐ
る
や
う
な
安
心
し
た
感
じ
だ
っ
た（

（（
（

﹂
と
い
う
軽
快
で
暢
気
な
心
情
で
あ
っ

た
︒
彼
女
は
こ
こ
で
航
海
の
比
喩
を
用
い
︑
占
領
地
で
の
資
源
の
占
用
を
当
然

の
こ
と
の
よ
う
に
語
る
の
で
あ
っ
た
︒
も
う
一
つ
の
レ
ベ
ル
は
︑
南
洋
を
西
欧

文
明
の
対
極
に
あ
る
自
然
︑
本
能
を
象
徴
す
る
希
望
の
楽
土
と
見
做
す
も
の
で

あ
る
︒
林
芙
美
子
は
ト
ラ
ワ
ス
村
で
﹁
白
人
の
官
邸
の
遺
物
一
つ
も
な
い
浮
世

ば
な
れ
の
し
た
村
の
生
活
は
︑
文
明
に
汚
れ
る
こ
と
も
な
く
︑
自
然
風
物
を
素

直
に
受
け
入
れ
て
ゐ
る（

（（
（

﹂
と
い
う
﹁
幻
想
的
な
﹂
田
園
の
景
色
に
見
惚
れ
て
︑

﹁
白
人
の
文
明
に
汚
さ
れ
な
い
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
女
の
服
装
は
︑
世
界
的
に
も

一
番
着
心
地
が
い

（ゝ
（（
（

﹂
と
賞
賛
し
て
い
る
︒

　
特
に
ト
ラ
ワ
ス
村
で
の
林
芙
美
子
は
︑
都
市
か
ら
離
れ
た
山
の
中
に
放
り
込

ま
れ
て
︑
夜
風
を
受
け
な
が
ら
自
然
の
変
化
を
感
受
す
る
と
い
う
悠
悠
と
し
た

生
活
を
過
ご
し
て
い
た
︒
彼
女
は
住
民
の
田
植
え
や
薪
割
り
︑
石
油
の
配
給
を

受
け
持
つ
な
ど
の
日
常
の
な
り
わ
い
に
目
を
凝
ら
し
な
が
ら
︑
四
季
咲
き
の
花

と
馬
車
の
鈴
の
音
に
取
り
囲
ま
れ
て
︑
生
き
生
き
と
し
た
自
然
か
ら
安
ら
ぎ
を

感
じ
取
っ
て
い
た
︒
漢
口
の
戦
場
の
凄
惨
さ
は
林
芙
美
子
に
﹁
生
創
の
痛
さ
を

与
へ（

（（
（

﹂
た
が
︑
南
洋
の
旅
は
彼
女
の
荒
廃
し
た
心
を
癒
や
す
も
の
と
な
っ
た
︒

彼
女
は
上
下
関
係
を
無
視
し
て
︑
現
地
の
女
性
が
す
る
よ
う
に
裸
足
で
歩
い
た

り
︑
下
男
と
弁
当
を
分
け
合
っ
た
り
し
て
い
た
︒
彼
女
の
目
に
は
︑
現
地
の
住

民
が
戦
争
に
影
響
さ
れ
ず
︑
段
々
と
開
墾
さ
れ
て
い
く
田
圃
で
働
き
︑
そ
の
土

地
で
日
々
の
営
み
を
継
続
し
て
い
く
様
子
が
映
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
景
色

は
︑
彼
女
に
自
然
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
る
人
間
の
生
の
幸
福
感
を
感
じ
さ
せ
て

い
た
︒

　
し
か
し
︑
こ
の
﹁
豊
饒
﹂
な
楽
園
像
は
占
領
者
と
し
て
の
日
本
人
が
失
っ
た

も
の
を
求
め
る
心
象
風
景
で
あ
り
︑
特
権
的
な
位
置
に
立
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ

土
地
の
風
景
を
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
眼
差
し
で
理
想
化
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
っ
た
︒
林
芙
美
子
は
ト
ラ
ワ
ス
村
で
石
油
の
配
給
と
木
綿
の
不
足
と
い
う
現

実
を
見
て
い
た
が
︑﹁
豊
饒
﹂
な
自
然
に
恵
ま
れ
て
い
る
南
洋
各
地
の
住
民
は
自

給
自
足
の
生
活
が
実
現
で
き
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
彼
女
は
現

地
住
民
が
直
面
す
る
生
活
上
の
苦
難
に
は
目
を
瞑
り
な
が
ら
︑
破
壊
者
と
し
て

の
自
分
の
立
場
に
安
住
し
て
い
た
︒﹁
南
方
へ
の
旅
は
千
載
の
一
遇
と
も
言
ふ

べ
き
で
︑
私
は
自
分
の
生
涯
を
此
光
栄
あ
る
旅
に
果
て
る
と
も
悔
ひ
な
し
の
気

持
が
独
り
で
歩
い
た（

（（
（

﹂
と
述
べ
た
林
芙
美
子
は
︑
ア
ジ
ア
を
解
放
す
る
と
い
う
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﹁
大
東
亜
共
栄
圏
﹂
の
思
想
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
た
︒
彼
女
は
東
洋
諸

国
を
率
い
て
新
た
な
歴
史
を
開
拓
す
る
ア
ジ
ア
の
指
導
者
と
し
て
の
日
本
の
地

位
を
固
め
る
た
め
に
︑
南
洋
で
率
先
し
て
日
本
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
鼓
吹
し
︑

﹁
恢
復
期
の
清
新
な
風
を
お
く
る
の
も
日
本
の
こ
れ
か
ら
の
大
事
業
だ（

（（
（

﹂
と
日

本
の
侵
略
を
正
当
化
し
た
︒

2
　
南
洋
の
記
憶
を
語
り
直
す

　
戦
後
︑
日
本
の
植
民
地
の
喪
失
と
と
も
に
︑
林
芙
美
子
の
日
本
の
南
洋
統
治

に
つ
い
て
の
認
識
は
大
き
く
変
わ
っ
た
︒
日
本
は
解
放
者
か
ら
破
壊
者
の
よ
う

な
存
在
と
な
り
︑
彼
女
の
戦
後
の
南
洋
小
説
に
お
い
て
は
︑
貧
弱
で
無
知
な
日

本
に
よ
る
占
領
と
い
う
認
識
が
貫
か
れ
て
い
る
︒

　﹁
ボ
ル
ネ
オ 

ダ
イ
ヤ
﹂
で
は
︑
日
本
軍
が
﹁
慰
安
婦
﹂
を
収
容
す
る
た
め
に

作
っ
た
室
内
装
飾
を
以
下
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
︒

　
ど
の
部
屋
に
も
粗
末
な
疊
が
敷
か
れ
て
ゐ
て
︑
塗
り
の
荒
い
卓
子
が
置

い
て
あ
つ
た
︒
外
地
か
ら
來
る
上
官
の
為
に
は
床
の
間
の
あ
る
部
屋
も
つ

く
つ
て
あ
つ
た
︒
床
の
間
に
は
富
士
山
の
軸
が
さ
が
つ
て
ゐ
た
し
︑
唐
獅

子
の
や
う
な
妙
な
置
物
も
置
い
て
あ
つ
た
︒
畸
形
的
な
日
本
の
部
屋
の
か

つ
か
う
が
︑
か
へ
つ
て
熱
帯
地
で
は
貧
弱
に
見
え
た（

（1
（

︒

　
上
官
の
性
欲
を
満
た
す
た
め
に
特
別
に
設
置
さ
れ
た
部
屋
に
置
い
て
あ
っ
た

日
本
風
の
飾
り
物
が
熱
帯
地
と
不
釣
り
合
い
で
︑
奇
妙
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て

い
る
︒
当
局
は
南
洋
で
国
威
を
振
り
か
ざ
す
た
め
に
意
図
的
に
各
方
面
か
ら
日

本
の
精
神
と
文
化
を
象
徴
す
る
も
の
を
取
り
入
れ
て
い
た
が
︑
こ
の
よ
う
な
不

自
然
な
権
威
め
か
し
た
誇
示
は
か
え
っ
て
消
耗
す
る
軍
事
力
と
経
済
力
の
脆
弱

さ
を
露
呈
し
た
︒

　
も
う
一
つ
の
作
品
﹁
浮
雲
﹂
で
は
︑
日
本
の
統
治
を
フ
ラ
ン
ス
と
比
較
す
る

こ
と
を
通
し
て
︑
ア
ジ
ア
の
﹁
西
洋
﹂
を
自
称
す
る
日
本
が
実
際
に
は
﹁
西
洋
﹂

の
仮
面
を
被
っ
た
﹁
東
洋
﹂
で
あ
る
と
い
う
︑﹁
停
滞
﹂
し
た
国
の
イ
メ
ー
ジ
を

映
し
出
し
た
︒
主
人
公
の
富
岡
と
ゆ
き
子
は
︑
オ
ン
ト
レ
ー
の
茶
園
を
訪
ね
た

際
に
何
十
年
も
か
け
て
茶
の
植
え
付
け
を
し
た
﹁
仏
蘭
西
人
の
大
陸
魂
と
い
う

も
の
に
怖
れ
を
感
じ
始
め
た
﹂
と
感
慨
を
抱
い
て
い
る
︒
ゆ
き
子
は
︑
根
気
よ

く
茶
の
植
え
付
け
を
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
者
と
比
べ
る
と
﹁
狭
い
意
地
の
悪

さ
で
歩
い
て
い
る
︑
野
良
猫
の
よ
う
な
自
分
の
あ
さ
ま
し
さ
が
反
省
さ
れ
た（

（（
（

﹂

と
短
期
間
で
産
業
化
し
よ
う
と
す
る
日
本
人
の
短
絡
的
な
考
え
方
に
引
け
目
を

感
じ
た
︒
こ
こ
で
は
資
源
を
収
奪
す
る
だ
け
の
日
本
人
像
と
資
源
を
利
用
す
る

だ
け
で
な
く
再
生
す
る
こ
と
に
も
豊
富
な
知
識
を
持
つ
フ
ラ
ン
ス
人
像
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
︑﹁
上
手
な
植
民
﹂
を
す
る
フ
ラ
ン
ス
を
賞
賛
す
る
の
で
あ
る
︒
戦

時
中
の
林
芙
美
子
は
︑
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
至
る
と
こ
ろ
に
建
て
ら
れ
た
別
荘
を

見
て
︑
朝
鮮
や
台
湾
で
無
闇
に
別
荘
を
建
て
な
か
っ
た
﹁
日
本
人
の
質
素
や

つ
ゝ
ま
し
さ
に
胸
を
打
た
れ
る（

（（
（

﹂
と
述
べ
︑
白
人
植
民
者
の
植
民
地
で
の
利
己



152

的
で
享
楽
的
な
生
活
を
批
判
し
て
い
る
が
︑
戦
後
に
は
︑
植
民
地
に
別
荘
を
建

て
た
こ
と
は
植
民
者
が
戦
争
に
興
味
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
の
象
徴
と
な
っ
た
︒

﹁
浮
雲
﹂
で
は
︑
フ
ラ
ン
ス
人
の
仏
印
で
の
﹁
生
活
の
エ
ン
ジ
ョ
イ
の
仕
方
が
︑

終
戦
に
な
っ
た
現
在
で
は
︑
も
っ
と
美
し
く
︑
も
っ
と
華
々
し
く
展
開
さ
れ
て

い
る
に
違
い
な
い
﹂
と
心
地
よ
い
生
活
を
送
る
こ
と
が
賛
美
さ
れ
て
い
る
︒
そ

れ
に
対
し
日
本
は
︑﹁
教
養
の
な
い
貧
し
い
民
族
ほ
ど
戦
争
好
き
な
も
の
は
な

い（
（（
（

﹂
と
風
刺
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
林
芙
美
子
は
戦
後
︑
日
本
人
像
を
解
放
者
か
ら
破
壊
者
に
転
じ
さ
せ
た
だ
け

で
な
く
︑﹁
日
本
人
の
う
つ
ぼ
つ
と
し
た
気
持
を
代
表
し
て
若
い
兵
隊
さ
ん
は

元
気
よ
く
行
軍
し
て
ゆ
く（

（（
（

﹂
と
描
い
て
い
た
兵
隊
の
姿
も
︑﹁
未
開
﹂
で
﹁
貧

弱
﹂
な
顔
を
し
て
い
る
異
質
な
他
者
と
し
て
捉
え
る
よ
う
に
な
る
︒

　
日
本
の
兵
隊
は
︑
貧
弱
で
あ
っ
た
︒
体
に
少
し
も
ぴ
っ
た
り
し
な
い
服

を
着
て
︑
大
き
い
頭
に
︑
ち
ょ
ん
と
戦
闘
帽
を
の
っ
け
て
い
る
姿
は
︑
未

開
の
地
か
ら
来
た
兵
隊
の
よ
う
で
あ
る
︒
街
を
ゆ
く
安
南
人
や
︑
と
き
た

ま
通
る
仏
蘭
西
人
の
姿
の
方
が
︑
街
を
背
景
に
し
て
は
ぴ
っ
た
り
し
て
い

た
︒
華
僑
の
街
も
文
化
的
で
あ
る（

（（
（

︒

　
占
領
地
に
派
遣
さ
れ
た
兵
隊
は
栄
養
不
足
で
土
地
の
風
景
と
調
和
が
取
れ
ず
︑

仏
印
に
捨
て
去
ら
れ
た
よ
う
だ
っ
た
︒
犠
牲
に
さ
れ
た
日
本
兵
ら
は
戦
場
で
の

雄
々
し
さ
が
消
え
︑
消
極
的
で
戦
闘
能
力
が
全
く
な
く
な
っ
て
い
た
︒
兵
隊
だ

け
で
な
く
﹁
浮
雲
﹂
の
主
人
公
で
タ
イ
ピ
ス
ト
と
し
て
勤
務
す
る
ゆ
き
子
も
︑

自
分
と
同
様
に
タ
イ
プ
の
仕
事
を
し
て
い
る
︑
英
語
︑
フ
ラ
ン
ス
語
︑
安
南
語

が
で
き
る
現
地
人
マ
リ
ー
に
対
し
て
﹁
人
種
的
な
貧
弱
さ（

（（
（

﹂
を
感
じ
て
い
る
︒

ア
ジ
ア
の
中
で
最
初
に
文
明
化
を
達
成
し
た
﹁
日
本
民
族
﹂
の
戦
時
中
の
優
等

性
は
︑
戦
後
︑
被
植
民
地
の
人
々
よ
り
劣
等
で
﹁
無
能
﹂
で
あ
る
と
い
う
認
識

に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
︒
ゆ
き
子
は
軍
属
と
し
て
仏
印
で
の
極
楽
の
よ
う
な
生

活
を
享
受
し
て
い
る
が
︑﹁
富
豪
の
邸
宅
の
留
守
中
に
上
り
込
ん
で
い
る
よ
う

な
不
安
で
空
虚
な
も
の（

（（
（

﹂
を
覚
え
て
い
る
︒﹁
荒
野
の
虹
﹂
に
お
い
て
も
︑
龍
男

と
セ
キ
子
が
中
野
駅
で
再
会
し
て
戦
時
中
の
南
洋
体
験
を
追
憶
す
る
時
に
︑
セ

キ
子
は
﹁
あ
ん
ま
り
調
子
が
よ
す
ぎ
た
﹂︑﹁
ま
る
で
お
金
持
ち
の
う
ち
へ
留
守

番
に
来
て
る
や
う
だ
﹂︑﹁
大
変
な
犠
牲
を
払
っ
て
留
守
番
に
行
っ
て
た
み
た

い（
（（
（

﹂
と
感
慨
を
漏
ら
し
て
い
る
︒﹁
浮
雲
﹂
の
ゆ
き
子
と
﹁
荒
野
の
虹
﹂
の
セ
キ

子
の
二
人
は
︑
自
分
達
が
﹁
よ
そ
者
﹂︑﹁
強
盗
﹂
の
よ
う
な
存
在
で
︑
身
を
置

く
べ
き
で
な
い
と
こ
ろ
で
い
い
気
分
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
違
和
感
が

共
通
し
て
い
る
︒
彼
女
た
ち
は
統
治
に
加
担
し
て
い
る
一
員
と
し
て
余
沢
に
あ

ず
か
っ
て
愉
快
な
生
活
を
し
な
が
ら
も
︑
こ
の
夢
の
よ
う
な
生
活
が
長
続
き
し

な
い
こ
と
を
予
感
し
て
い
る
︒
一
九
四
〇
年
以
降
︑
日
本
の
生
産
力
が
戦
争
に

よ
る
消
耗
に
追
い
付
か
な
く
な
り
︑
軍
需
資
源
を
補
充
す
る
た
め
に
︑
欧
州
大

戦
の
勃
発
で
植
民
地
南
洋
を
顧
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
西
洋
の
隙
を
突
い
て
︑

日
本
は
南
洋
に
ま
で
戦
線
を
拡
大
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
林
芙
美
子
は
戦
争
で

戦
争
を
継
続
さ
せ
る
対
策
は
﹁
留
守
番
﹂
に
い
く
よ
う
な
も
の
だ
と
し
て
︑
軍
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事
力
の
虚
勢
を
は
る
統
治
の
脆
弱
性
を
︑
戦
後
に
な
っ
て
作
品
で
晒
す
よ
う
に

な
っ
た
︒

　
仏
印
に
ま
で
進
駐
し
た
日
本
は
ア
ジ
ア
の
﹁
西
洋
﹂
に
な
ろ
う
と
し
た
が
︑

強
盗
の
よ
う
に
現
地
を
破
壊
し
︑﹁
西
洋
﹂
に
な
り
き
れ
な
い
﹁
非
西
洋
﹂
の
国

に
降
格
し
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
挫
折
感
を
︑
戦
後
に
な
っ
て
林
芙
美
子
は
小
説

で
描
く
よ
う
に
な
っ
た
︒
戦
時
中
に
は
︑
被
植
民
地
の
人
々
を
人
間
以
下
の
よ

う
に
扱
う
残
酷
な
植
民
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
西
洋
は
︑
戦
後
に
は
︑
森
林

の
資
源
を
開
発
す
る
際
に
木
の
性
質
︑
地
勢
︑
運
輸
な
ど
の
注
意
事
項
ま
で
丁

寧
に
指
導
し
て
く
れ
る
︑
学
ぶ
べ
き
他
者
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
︒
そ
れ
に
対
し
︑
資
源
豊
富
な
楽
園
で
あ
る
南
洋
は
︑﹁
朝
鮮
や
台
湾
や
︑
琉

球
列
島
︑
樺
太
︑
満
州
︑
こ
の
敗
戦
で
︑
す
べ
て
を
失
っ
て
︑
胴
体
だ
け
に

な
﹂
っ
て
︑﹁
い
ま
で
は
︑
台
所
の
隅
々
ま
で
掘
り
起
こ
し
て
︑
大
家
族
を
養
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

（（
（

﹂
貧
弱
な
日
本
の
︑﹁
自
己
反
照
﹂
を
す
る
場
所
と
し
て
描

か
れ
る
︒

　
し
か
し
︑
林
芙
美
子
が
戦
時
中
か
ら
戦
後
ま
で
持
ち
越
し
た
こ
の
楽
園
の
イ

メ
ー
ジ
は
︑
依
然
と
し
て
植
民
者
が
優
位
に
立
つ
空
想
的
な
世
界
の
ま
ま
で
あ

り
︑
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
に
よ
る
支
配
で
苦
し
い
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
被
植

民
者
像
は
不
在
の
ま
ま
な
の
で
あ
る
︒
現
実
に
は
︑
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
で
の

勢
力
の
回
復
に
反
発
し
︑
戦
後
間
も
な
く
の
一
九
四
六
年
十
二
月
か
ら
ベ
ト
ナ

ム
軍
は
フ
ラ
ン
ス
軍
と
本
格
的
な
戦
闘
を
開
始
し
て
い
る
︒
林
芙
美
子
が
﹁
浮

雲
﹂
で
描
く
︑
フ
ラ
ン
ス
人
の
仏
印
で
の
﹁
も
っ
と
美
し
く
︑
も
っ
と
華
々
し

く
展
開
さ
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
植
民
者
の
生
活
は
一
方
的
な
情
緒
で
し
か
な
く
︑

こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
を
称
賛
す
る
こ
と
で
︑
彼
女
は
被
植
民
地
の

人
々
の
苦
闘
の
歴
史
を
看
過
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

3
　
戦
場
の
性

　
戦
後
︑
林
芙
美
子
の
南
洋
の
記
憶
は
敗
戦
に
伴
う
日
本
社
会
の
混
乱
と
荒
廃

と
と
も
に
新
た
に
再
構
築
さ
れ
た
︒
彼
女
が
発
表
し
た
﹁
ボ
ル
ネ
オ 

ダ
イ
ヤ
﹂︑

﹁
荒
野
の
虹
﹂︑﹁
浮
雲
﹂
な
ど
の
南
洋
小
説
で
は
︑
占
領
地
南
洋
に
渡
っ
た
主
人

公
た
ち
が
体
験
し
た
異
常
な
狂
気
と
無
力
感
を
︑
戦
後
の
日
本
社
会
に
帰
っ
た

後
に
も
空
虚
感
や
絶
望
感
と
し
て
依
然
と
し
て
抱
え
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
描

か
れ
て
い
る
︒
彼
ら
は
︑
戦
場
で
の
自
己
喪
失
に
陥
る
よ
う
な
鬱
積
し
た
感
情

を
︑
異
性
へ
の
性
的
欲
望
を
満
た
す
こ
と
で
救
お
う
と
し
て
い
た
︒
占
領
地
で

国
家
の
た
め
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
男
性
の
戦
士
は
︑︿
帝
国
﹀
日
本

の
侵
略
の
手
先
と
し
て
奮
闘
を
求
め
ら
れ
た
が
︑
日
本
の
聖
戦
の
虚
偽
と
統
治

の
愚
挙
を
眼
に
す
る
こ
と
と
な
り
︑
そ
の
現
実
に
虚
無
を
感
じ
て
戦
場
で
戦
う

こ
と
に
消
極
的
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
う
し
た
彼
ら
は
︑
占
領
地
で

出
会
っ
た
女
性
ら
に
性
的
欲
望
を
投
射
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
剥
ぎ
取
ら
れ
た

人
間
の
本
能
︑
生
の
存
在
を
確
認
し
た
︒
他
方
︑
性
的
対
象
と
見
做
さ
れ
た
女

性
ら
は
︑
男
性
た
ち
が
生
き
延
び
る
た
め
の
性
の
欲
求
の
捌
け
口
と
な
っ
た
︒

　
本
節
は
︑
林
芙
美
子
の
戦
後
小
説
に
描
か
れ
た
︑
南
洋
の
主
人
公
た
ち
の
性
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的
体
験
を
中
心
に
︑
そ
の
関
係
性
が
戦
場
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
男
女
の
不
均

衡
な
権
力
構
造
の
中
で
成
立
し
て
い
た
の
か
︑
ま
た
そ
の
経
験
が
ど
の
よ
う
に

戦
後
日
本
社
会
に
お
い
て
生
き
抜
く
こ
と
と
繋
が
っ
て
い
く
の
か
を
考
察
す
る
︒

　
林
芙
美
子
が
戦
後
に
な
っ
て
発
表
し
た
短
編
小
説
﹁
ボ
ル
ネ
オ 

ダ
イ
ヤ
﹂
の

主
人
公
・
球
江
は
︑
学
業
を
怠
り
︑
食
堂
の
給
仕
女
の
職
に
つ
い
た
︒
そ
こ
の

松
谷
と
い
う
コ
ッ
ク
と
の
間
に
子
供
が
で
き
て
︑
そ
の
子
供
を
他
人
に
や
っ
た

後
︑
彼
女
は
病
院
船
で
南
洋
へ
赴
い
た
︒
球
江
は
ボ
ル
ネ
オ
の
バ
ン
ヂ
ャ
ル
マ

シ
ン
で
東
京
で
の
約
束
と
異
な
る
﹁
体
を
犠
牲（

（1
（

﹂
に
す
る
仕
事
を
す
る
こ
と
に

な
っ
た
︒
彼
女
は
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
鉱
区
の
真
鍋
と
知
り
合
い
に
な
り
︑
彼
か
ら

掘
っ
た
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
も
ら
っ
た
︒
あ
る
日
︑
真
鍋
が
球
江
の
部
屋
を
去
っ

た
後
に
︑
彼
女
は
同
室
の
澄
子
が
自
ら
命
を
絶
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
︒
澄

子
の
死
に
よ
っ
て
︑
球
江
た
ち
は
一
日
の
休
暇
を
も
ら
え
た
︒
こ
の
小
説
は
︑

日
本
人
﹁
慰
安
婦
﹂
た
ち
が
休
暇
の
日
に
弁
当
を
持
っ
て
マ
レ
ー
人
の
運
転
手

に
自
動
車
で
タ
キ
ソ
ン
の
旅
館
に
連
れ
ら
れ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
で
締
め
く
く
ら

れ
る
︒

　
戦
時
中
に
林
芙
美
子
は
ボ
ル
ネ
オ
の
バ
ン
ヂ
ャ
ル
マ
シ
ン
の
民
政
部
で
働
く

九
名
の
タ
イ
ピ
ス
ト
と
座
談
会
を
行
い
交
流
し
た
が
︑
戦
後
︑
彼
女
が
﹁
ボ
ル

ネ
オ 

ダ
イ
ヤ
﹂
で
描
い
た
の
は
彼
女
た
ち
の
よ
う
な
民
政
部
で
働
く
名
誉
あ

る
女
性
で
は
な
く
︑
日
本
軍
が
関
与
し
た
性
奴
隷
制
度
の
も
と
で
の
戦
場
の
性

規
範
に
抵
抗
し
た
球
江
と
︑
心
身
と
も
に
押
し
潰
さ
れ
た
澄
子
と
い
う
︑
対
照

的
な
二
人
の
日
本
人
﹁
慰
安
婦
﹂
の
生
き
様
で
あ
っ
た
︒

　
球
江
が
﹁
慰
安
婦
﹂
の
仕
事
を
し
始
め
た
頃
に
は
︑﹁
い
つ
も
将
校
や
兵
隊
や

軍
属
が
詰
め
か
け
て
﹂
く
る
生
活
が
耐
え
難
く
︑﹁
不
潔
﹂
と
﹁
墜
落
﹂
に
陥
っ

た
自
分
を
責
め
て
い
た
︒
四
ヶ
月
の
後
︑
彼
女
は
女
性
を
極
限
ま
で
搾
取
す
る

こ
の
仕
事
に
不
満
を
抱
い
て
い
た
が
︑
捨
て
鉢
に
な
る
こ
と
で
か
え
っ
て
生
命

力
を
横
溢
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒

　
金
色
燦
然
と
し
た
も
の
が
躯
か
ら
エ
ー
テ
ル
の
や
う
に
に
じ
み
出
て
ゐ

る
︒
そ
し
て
︑
ど
ん
な
場
所
に
も
怖
れ
る
こ
と
な
く
︑
力
い
つ
ぱ
い
の
情

熱
を
こ
め
て
坐
り
こ
ん
で
を
ら
れ
る
︒
四
ヶ
月
の
彼
女
の
歴
史
な
ど
は
須

臾
の
や
う
に
消
え
て
い
つ
て
し
ま
ふ
の
だ
︒
自
然
に
︑
何
も
彼
も
自
分
と

い
ふ
も
の
が
毀
れ
て
し
ま
つ
た
と
安
心
し
て
し
ま
へ
ば
︑
ど
ん
な
と
こ
ろ

に
も
平
然
と
坐
り
こ
ん
で
ゐ
ら
れ
た
︒
辱
か
し
い
と
い
ふ
こ
と
も
な
く
な

つ
た
︒
ど
の
男
も
自
分
の
前
に
は
ひ
ざ
ま
づ
い
て
く
る
自
信
が
あ
つ
た
︒

い
ま
の
生
活
が
球
江
に
と
つ
て
面
白
く
な
い
は
ず
は
な
い（

（（
（

︒

　
球
江
は
非
人
間
的
な
生
活
に
追
い
込
ま
れ
た
自
分
の
身
体
か
ら
︑
女
性
に
求

め
ら
れ
る
貞
操
観
念
と
道
徳
観
を
放
逐
し
︑
性
的
に
搾
取
さ
れ
た
状
況
か
ら
か

え
っ
て
生
命
力
を
引
き
出
し
た
︒
男
性
た
ち
に
蹂
躙
さ
れ
た
球
江
の
身
体
を
和

ら
げ
た
の
は
ジ
ャ
ワ
人
の
女
按
摩
で
あ
っ
た
︒
女
按
摩
は
彼
女
の
傷
つ
け
ら
れ

た
身
体
を
﹁
蛙
を
引
き
伸
ば
し
た（

（（
（

﹂
よ
う
に
揉
み
な
が
ら
労
っ
た
︒
国
家
に
利

用
さ
れ
︑
戦
場
に
い
る
男
性
の
性
欲
解
消
の
た
め
に
動
物
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た



南へ追われて、南でふれあいを求めて 

155

彼
女
は
︑
や
む
を
え
ず
己
を
動
物
の
よ
う
な
状
態
す
る
こ
と
で
生
き
抜
き
︑
再

生
を
果
た
し
た
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
彼
女
は
自
分
の
身
体
に
内
在
す
る
権
力
の

制
御
に
反
逆
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒
球
江
は
慰
安
所
で
日
本
国
家
を

代
表
す
る
兵
隊
の
醜
態
と
暴
力
的
な
面
ば
か
り
を
見
て
き
た
た
め
︑
性
的
凌
辱

を
受
け
た
自
分
は
被
害
者
側
で
あ
る
と
認
識
し
︑
加
害
者
側
に
正
面
か
ら
対
処

す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
兵
隊
と
の
力
関
係
を
逆
転
さ
せ
︑

彼
ら
を
自
分
に
服
従
さ
せ
る
﹁
自
信
﹂
さ
え
得
た
︒

　
他
方
︑
同
室
の
澄
子
の
身
体
は
性
的
搾
取
に
よ
っ
て
日
に
日
に
衰
弱
し
て

い
っ
た
︒
彼
女
は
﹁
唇
が
い
や
に
腫
れ
ぼ
つ
た
く
色
が
悪
く
て
︑
暗
い
灯
の
せ

ゐ
か
浮
か
ぬ
顏
色
を
し
て
ゐ
た
︒
眉
と
眼
が
濡
れ
た
や
う
に
は
つ
き
り
と
し
て

ゐ
る（

（（
（

﹂
と
い
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
︒
自
死
す
る
前
日
に
︑
一
緒
に
小
舟
に
乗
っ

て
河
風
に
吹
か
れ
よ
う
と
澄
子
は
球
江
を
誘
っ
た
︒
二
人
は
軍
の
規
則
に
違
反

し
て
︑
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
降
り
て
い
き
︑
あ
て
ど
な
く
小
舟
を
水
流
に
任
せ
た
︒

澄
子
は
球
江
に
﹁
泳
い
で
で
も
帰
り
た
い
の
よ
︒
ど
う
し
て
こ
ん
な
と
こ
ろ
へ

来
た
か
と
残
念
な
の
﹂
と
︑
自
由
が
剥
奪
さ
れ
︑
精
神
的
な
崩
壊
に
瀕
し
た
絶

望
的
な
心
情
を
︑
泣
き
な
が
ら
訴
え
た
︒
た
だ
︑
球
江
は
澄
子
の
切
羽
詰
ま
っ

た
重
圧
と
苦
悩
に
気
づ
か
ず
︑
好
き
な
兵
士
が
﹁
重
営
倉
﹂
を
受
け
て
モ
ロ
ン

プ
ダ
ッ
ク
の
油
田
作
業
場
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
た
め
に
落
ち
込
ん
で
い
る
の
だ

と
し
か
思
わ
な
か
っ
た
︒
澄
子
は
暗
闇
に
取
り
巻
か
れ
な
が
ら
悔
し
い
思
い
で

脱
出
を
求
め
て
い
た
が
︑
ど
ん
底
で
喚
く
力
さ
え
も
尽
き
て
い
た
︒

　
林
芙
美
子
は
︑
ボ
ル
ネ
オ
の
民
政
部
の
事
務
員
や
タ
イ
ピ
ス
ト
な
ど
と
の
座

談
会
を
開
催
し
た
際
に
︑
朝
九
時
か
ら
六
時
ま
で
の
女
性
た
ち
の
勤
務
時
間
の

う
ち
︑
三
時
か
ら
五
時
ま
で
は
昼
寝
時
間
が
確
保
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た（

（（
（

︒

ま
た
︑
仕
事
を
終
え
て
か
ら
十
時
の
就
寝
時
間
ま
で
は
趣
味
に
興
じ
る
時
間
が

あ
り
︑
週
末
に
は
市
場
で
の
買
い
物
や
自
転
車
で
の
遠
出
も
で
き
る
の
で
あ
る

が
︑﹁
慰
安
婦
﹂
と
し
て
扱
わ
れ
た
球
江
た
ち
は
︑
毎
日
部
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
︑

兵
隊
た
ち
の
性
欲
を
満
た
す
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
た
︒

　
し
か
し
球
江
た
ち
は
澄
子
の
死
に
よ
っ
て
一
日
の
休
暇
を
与
え
ら
れ
た
︒
こ

の
日
︑
女
た
ち
は
弁
当
を
持
っ
て
タ
キ
ソ
ン
へ
ド
ラ
イ
ブ
に
行
っ
た
の
だ
が
︑

球
江
は
澄
子
の
絶
望
的
な
心
境
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
苦
悶
し
た
︒

た
だ
︑﹁
澄
子
が
死
ん
で
も
︑
別
に
誰
も
と
り
み
だ
し
て
泣
い
て
ゐ
る
も
の
も
な

い
︒
不
思
議
な
こ
と
に
は
︑
儲
け
や
だ
と
い
ふ
お
神
さ
ん
だ
け
が
少
し
ば
か
り

ハ
ン
カ
チ
を
眼
に
あ
て
て
泣
い
て
ゐ
た（

（（
（

﹂
の
で
あ
っ
た
︒
女
た
ち
の
生
き
血
を

吸
う
お
神
さ
ん
は
︑
働
き
手
を
失
っ
た
こ
と
を
悔
や
ん
で
涙
し
て
い
た
が
︑
生

け
る
屍
の
よ
う
に
さ
せ
ら
れ
た
女
た
ち
は
︑
自
分
と
同
じ
運
命
に
陥
っ
た
他
者

の
不
憫
な
境
遇
を
悲
し
め
る
精
神
力
す
ら
な
く
な
っ
て
い
た
︒

　﹁
ボ
ル
ネ
オ 

ダ
イ
ヤ
﹂
で
は
︑
バ
ン
ヂ
ャ
ル
マ
シ
ン
の
川
筋
に
流
れ
る
布
袋

草
の
描
写
が
二
度
さ
れ
て
い
る（

（（
（

︒
小
説
の
語
り
手
は
︑
南
洋
に
き
た
自
分
が
大

勢
の
群
衆
の
中
の
一
員
と
し
て
︑
見
え
ざ
る
権
力
側
の
力
に
よ
っ
て
動
員
さ
れ
︑

自
分
で
も
制
御
で
き
な
い
方
向
へ
向
か
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
︒

﹁
自
分
﹂
を
含
む
︑
次
々
と
戦
場
に
や
っ
て
来
る
女
た
ち
は
︑
水
上
に
漂
う
布
袋

草
の
よ
う
に
︑
戦
争
と
と
も
に
追
放
さ
れ
て
︑
あ
て
な
く
流
さ
れ
て
い
く
運
命



156

に
あ
る
︒
そ
れ
を
ぼ
ん
や
り
眺
め
て
や
り
過
ご
し
て
い
る
の
だ
︒
こ
の
布
袋
草

の
描
写
は
︑
林
芙
美
子
が
自
分
の
運
命
も
南
洋
に
渡
っ
た
人
々
と
同
一
線
上
に

あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
小
説
で
︑
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
鉱
区
で
軍
属
と
し
て
働
く
真
鍋
は
︑
軍
隊
の

風
紀
と
自
分
の
性
衝
動
と
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

彼
の
心
中
の
一
端
は
﹁
球
江
の
体
を
抱
き
し
め
て
ゐ
る
だ
け
で
︑
朝
に
な
る
と
︑

何
と
も
い
へ
な
い
す
が
す
が
し
い
気
持
ち
で
お
互
ひ
の
顔
を
見
合
す
こ
と
が
出

来
て
ゐ
た（

（（
（

﹂
の
よ
う
に
作
中
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
真
鍋
が
球
江
と
の
肉
体

関
係
を
忌
避
す
る
原
因
は
︑﹁
何
と
な
く
︑
こ
ゝ
は
戦
場
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
気
兼

も
あ
つ
た
︒
無
数
の
日
本
人
の
眼
も
怖
ろ
し
い
︒
そ
れ
に
ま
た
官
学
生
の
真
鍋

に
は
将
来
の
「
名
誉
」
と
い
ふ
も
の
も
眼
の
さ
き
に
ぶ
ら
さ
が
つ
て
ゐ
る（

（（
（

﹂
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
規
則
違
反
と
さ
れ
れ
ば
追
放
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た

め
︑
彼
は
周
り
の
人
か
ら
の
監
視
を
意
識
し
て
い
る
︒﹁
潔
癖（

（（
（

﹂
な
真
鍋
に
と
っ

て
︑
球
江
は
性
的
快
楽
を
得
る
た
め
の
存
在
で
は
あ
っ
て
も
結
婚
の
対
象
で
は

な
か
っ
た
︒﹁
慰
安
婦
﹂
と
性
的
関
係
を
持
つ
こ
と
で
自
分
の
﹁
名
誉
﹂
に
汚
点

を
残
す
可
能
性
も
あ
っ
た
た
め
︑
真
鍋
は
軍
人
に
ふ
さ
わ
し
い
﹁
高
潔
﹂
な
イ

メ
ー
ジ
を
保
ち
た
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
彼
が
目
に
し
た
の
は
︑
戦
争

の
勝
利
感
に
酔
い
し
れ
て
買
春
行
為
に
溺
れ
る
兵
隊
た
ち
の
放
縦
な
生
活
で

あ
っ
た
︒

　
軍
隊
と
い
ふ
も
の
は
︑
一
つ
の
土
地
を
占
領
す
る
ま
で
は
勇
ま
し
く
突

き
進
ん
で
何
も
考
へ
る
ひ
ま
も
な
い
の
だ
け
れ
ど
︑
一
つ
の
土
地
を
占
領

し
て
︑
そ
こ
へ
落
ち
つ
い
て
し
ま
ふ
と
︑
名
誉
の
あ
る
軍
隊
の
規
律
は
︑

平
和
的
な
も
の
に
臆
病
に
な
り
︑
落
ち
つ
き
が
な
く
な
つ
て
く
る
︒
四
囲

が
平
穏
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
︑
軍
隊
の
規
律
は
乱
れ
は
じ
め
て
く
る
︒
濁

つ
て
く
る
の
だ（

（1
（

︒

　
キ
ュ
ー
ネ
と
ブ
ッ
ク
マ
ン
は
兵
隊
が
戦
争
で
直
面
す
る
試
練
に
﹁
教
練
︑
暴

力
の
行
使
︑
死
の
危
険
﹂
だ
け
で
は
な
く
︑﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
過
剰
摂
取
や
売
春

宿
の
訪
問
と
い
っ
た
男
性
性
の
儀
式（

（（
（

﹂
の
通
過
へ
の
同
調
圧
力
も
存
在
し
て
い

る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
軍
隊
と
い
う
組
織
に
お
け
る
﹁
男
性
性
﹂
の
獲
得
と
競

争
の
手
段
に
は
︑
敵
を
殺
戮
す
る
と
い
う
も
の
の
ほ
か
に
も
︑
女
性
の
身
体
を

占
有
し
征
服
す
る
こ
と
で
﹁
男
ら
し
さ
﹂
を
誇
示
す
る
と
い
う
も
の
も
あ
る
︒

一
九
四
〇
年
十
月
に
大
本
営
陸
軍
部
研
究
班
が
発
表
し
た
﹁
支
那
事
変
ニ
於
ケ

ル
軍
紀
風
紀
ノ
見
地
ヨ
リ
観
察
セ
ル
性
病
ニ
就
テ
﹂
に
は
︑﹁
戦
地
ニ
在
リ
テ
生

活
ヲ
営
ミ
弾
丸
雨
飛
ノ
下
生
死
ノ
境
ヲ
突
破
﹂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
性
欲
ニ

対
ス
ル
強
烈
ナ
ル
享
楽
心（

（（
（

﹂
が
起
こ
り
や
す
く
な
る
と
書
か
れ
て
い
る
︒
日
本

軍
の
大
量
の
慰
安
所
の
設
置
に
は
︑
戦
場
で
死
線
を
潜
り
抜
け
る
兵
隊
を
﹁
慰

安
﹂
し
そ
の
働
き
を
﹁
奨
励
﹂
す
る
思
惑
が
あ
っ
た
︒
球
江
た
ち
は
男
性
の
ホ

モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
連
帯
の
た
め
の
道
具
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
︒
真
鍋
は
自

分
の
性
欲
を
抑
制
し
た
が
︑
戦
場
に
出
た
自
分
の
不
安
と
寂
し
さ
を
紛
ら
わ
す

た
め
に
異
性
の
優
し
さ
を
求
め
て
い
た
︒
常
に
防
暑
服
を
き
て
︑
自
動
車
で
自
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由
に
移
動
す
る
真
鍋
と
異
な
り
︑
部
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
身
動
き
で
き
な
い

球
江
は
︑
自
分
の
身
体
を
次
々
と
訪
ね
て
く
る
男
性
に
性
交
を
強
い
ら
れ
侵
犯

さ
れ
う
る
存
在
で
あ
っ
た
︒
真
鍋
の
﹁
潔
癖
﹂
は
︑
戦
場
で
凌
辱
さ
れ
た
女
は

﹁
不
潔
﹂
で
あ
る
と
い
う
思
想
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
︑
性
交
渉
を
忌
避
す
る

一
方
で
︑
結
婚
の
約
束
が
で
き
な
い
償
い
と
し
て
自
分
が
掘
り
出
し
た
ダ
イ
ヤ

モ
ン
ド
を
球
江
に
渡
す
︒
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
受
け
取
っ
た
球
江
は
﹁
し
み
じ
み

と
眺
め
﹂︑﹁
ふ
つ
と
︑
何
の
関
連
も
な
い
の
に
︑
別
れ
た
子
供
の
顔
が
眼
に
浮

ん
で
来
た（

（（
（

﹂
の
で
あ
る
︒
彼
女
は
そ
れ
を
お
神
さ
ん
に
売
り
つ
け
て
金
銭
化
し

よ
う
と
し
た
︒﹁
軍
需
貨
物（

（（
（

﹂
と
さ
れ
た
自
分
が
置
か
れ
た
状
況
を
深
く
知
っ

た
上
で
︑
補
償
物
と
し
て
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
売
り
︑
奴
隷
の
よ
う
に
扱
わ
れ

た
過
酷
な
経
験
に
よ
っ
て
得
た
も
の
を
身
に
留
め
て
置
か
な
い
よ
う
に
し
た
︒

た
だ
︑
高
価
で
あ
る
は
ず
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
︑
そ
の
魅
力
を
実
感
で
き
な
い

ま
ま
眺
め
て
い
る
と
理
由
も
わ
か
ら
ず
他
人
に
や
っ
た
子
供
の
姿
を
球
江
に
思

い
出
さ
せ
︑
彼
女
に
淋
し
い
思
い
を
さ
せ
た
︒

4
　
戦
場
の
私
的
恋
愛
関
係

　﹁
ボ
ル
ネ
オ 

ダ
イ
ヤ
﹂
に
お
い
て
林
芙
美
子
は
︑
軍
部
が
設
置
し
た
公
的
な

慰
安
所
で
生
き
抜
い
た
女
性
の
体
験
を
描
い
て
い
る
が
︑
も
う
一
つ
の
戦
後
の

短
編
小
説
﹁
荒
野
の
虹
﹂
で
は
︑
戦
場
で
の
私
的
恋
愛
関
係
に
よ
っ
て
個
人
の

虚
無
感
を
克
服
し
た
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
︒
小
説
の
あ
ら
す
じ
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
︒
龍
男
は
南
洋
の
戦
場
で
緋
佐
子
と
出
会
い
︑
二
週
間
の
間
︑
共
に

遊
ん
だ
︒
戦
後
︑
日
本
に
帰
っ
て
き
た
龍
男
は
妻
・
春
江
に
対
す
る
愛
情
が
希

薄
に
な
り
︑
別
れ
に
至
っ
た
︒
彼
は
東
京
で
︑
南
洋
に
い
た
当
時
緋
佐
子
と
一

緒
だ
っ
た
ダ
ン
サ
ー
の
セ
キ
子
と
再
会
し
て
︑
春
江
よ
り
も
野
性
的
な
彼
女
に

よ
り
強
い
印
象
を
受
け
た
︒
そ
の
た
め
彼
は
妻
と
の
復
縁
を
諦
め
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
︒

　
六
年
間
満
州
や
広
東
︑
安
南
︑
ス
マ
ト
ラ
な
ど
を
転
々
と
し
て
戦
っ
て
き
た

龍
男
は
︑
戦
闘
に
よ
っ
て
非
人
間
的
な
心
身
状
態
を
招
い
て
し
ま
っ
た
︒
故
郷

の
こ
と
は
い
つ
か
漠
然
と
し
た
も
の
に
な
り
︑
そ
の
話
題
に
対
す
る
虚
し
い
期

待
や
懐
か
し
さ
も
な
く
な
っ
て
い
た
︒
戦
争
の
目
的
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
ま

ま
︑
兵
隊
の
﹁
数
の
数
で
あ
る
﹂
自
分
が
﹁
空
に
向
っ
て
砲
を
撃
ち
戦
っ
て
ゐ

る（
（（
（

﹂
こ
と
も
あ
っ
た
︒
戦
闘
す
る
気
力
と
意
志
を
喪
失
し
た
彼
は
︑
聖
戦
と
い

う
名
目
の
暴
力
に
内
在
す
る
虚
偽
に
憂
鬱
を
感
じ
た
︒
自
分
の
人
生
は
戦
争
に

翻
弄
さ
れ
て
︑
兵
隊
と
い
う
身
分
か
ら
脱
離
で
き
ず
に
無
意
味
で
残
酷
な
現
実

に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
︑
抜
け
殻
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
い
た
龍
男

を
復
活
さ
せ
た
の
は
︑
戦
地
慰
問
に
来
て
い
た
レ
ビ
ュ
ー
団
の
緋
佐
子
と
の
出

会
い
だ
っ
た
︒
龍
男
は
焼
き
鳥
店
で
緋
佐
子
と
出
会
っ
た
︒
二
人
は
そ
れ
か
ら

の
二
週
間
で
三
度
会
っ
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
が
︑
こ
の
付
き
合
い
は
龍
男
を
軍

隊
の
規
律
か
ら
逸
脱
さ
せ
︑
堕
落
の
愉
悦
を
味
あ
わ
せ
た
︒
河
口
の
ほ
と
り
で

﹁
や
く
ざ
な
兵
隊
﹂
の
よ
う
に
︑
龍
男
は
寄
り
添
っ
て
き
た
緋
佐
子
を
抱
き
し
め

て
接
吻
し
た
︒
龍
男
は
﹁
あ
ゝ
︑
お
い
し
か
っ
た
わ
︙
︙
﹂
と
言
っ
た
緋
佐
子
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の
反
応
に
対
し
て
︑
最
初
﹁
男
を
男
と
も
思
は
ぬ
女
の
す
さ
み
か
た
﹂
を
﹁
腹

立
た
し
﹂
く
思
う
︒
龍
男
は
﹁
男
ら
し
さ
﹂
が
突
き
崩
さ
れ
た
こ
と
と
︑
狼
狽

を
見
透
か
さ
れ
た
こ
と
に
一
瞬
怒
り
を
覚
え
た
が
︑
緋
佐
子
と
も
う
一
度
接
吻

し
た
後
に
︑﹁
し
み
じ
み
と
人
間
の
心
を
呼
び
も
ど
﹂
す
よ
う
に
﹁
接
吻
の
美
味

し
さ
が
体
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
や
う
だ
っ
た（

（（
（

﹂
と
感
じ
て
い
る
︒
肉
体
の
感
覚
だ

け
で
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
人
間
の
本
能
的
な
欲
望
が
呼
び
起
こ
さ
れ
た
︒

彼
は
緋
佐
子
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
六
年
間
の
惨
め
な
兵
隊
生
活
が
償
わ
れ
た

よ
う
に
感
じ
︑﹁
南
の
あ
る
日
が
恋
し
い
と
思
っ
た（

（（
（

﹂
の
で
あ
る
︒

　
敗
戦
後
︑
日
本
に
引
き
揚
げ
た
龍
男
が
目
の
あ
た
り
に
し
た
の
は
︑
生
ま
れ

育
っ
た
土
地
が
廃
墟
と
化
し
た
光
景
で
あ
っ
た
︒
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
な
基
盤
が

崩
壊
し
た
後
に
︑
妻
と
の
婚
姻
生
活
に
お
け
る
繋
が
り
も
消
え
て
い
た
︒
あ
る

日
︑
龍
男
は
電
車
で
緋
佐
子
と
一
緒
だ
っ
た
セ
キ
子
と
会
っ
た
︒
目
の
前
に

﹁
煙
を
吐
き
つ
け
た
﹂
セ
キ
子
の
﹁
浅
黒
い
肌
が
野
性
的
で
︑
誘
惑
的（

（（
（

﹂
だ
っ
た
︒

彼
女
は
日
本
に
帰
っ
た
後
︑
空
襲
を
避
け
る
た
め
に
深
川
︑
甲
府
と
居
所
を

転
々
と
し
た
︒
セ
キ
子
は
荒
れ
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
自
分
を
﹁
裸
ん
坊
﹂
だ

と
告
白
し
た
︒
龍
男
は
人
間
を
束
縛
す
る
道
徳
︑
規
範
を
捨
て
た
セ
キ
子
の
姿

に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
︒
彼
は
緋
佐
子
に
対
す
る
未
練
を
セ
キ
子
に
当
て
嵌
め
て

欲
望
し
始
め
た
︒﹁
セ
キ
子
の
野
性
的
な
茶
色
の
眼
﹂
に
は
肉
体
の
生
命
力
の

躍
動
が
宿
っ
て
い
る
︒
龍
男
は
人
間
の
本
能
的
な
欲
望
を
剥
き
出
し
に
し
て
く

れ
る
セ
キ
子
の
﹁
野
性
的
﹂
な
肉
体
を
欲
し
て
人
間
の
再
生
を
求
め
て
い
る
の

で
あ
る
︒
彼
は
戦
争
が
も
た
ら
し
た
崩
壊
に
よ
っ
て
﹁
激
し
い
ロ
マ
ネ
ス
ク
な

宿
題
を
心
に
た
ゝ
み
こ
ん
で
し
ま
っ
て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い（

（（
（

﹂
と
思
っ
た
︒

　
国
家
の
最
小
単
位
と
し
て
構
築
さ
れ
た
家
庭
は
︑
規
範
と
道
徳
で
人
間
を
取

り
囲
み
な
が
ら
協
力
し
合
う
夫
婦
愛
を
賛
美
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
社
会
の
安

定
と
発
展
に
貢
献
す
る
存
在
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
︒
戦
時
中
︑
人

間
は
国
家
と
軍
隊
と
い
う
強
圧
的
な
集
団
の
中
で
個
の
意
志
を
抑
圧
し
て
公
の

暴
力
に
従
属
す
る
生
き
方
を
し
て
い
た
︒
家
庭
を
築
く
こ
と
は
国
家
の
運
命
と

結
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
個
人
に
と
っ
て
必
然
的
な
選
択
肢
の
よ
う
に
そ
の
道

に
進
む
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
︒
た
だ
︑
周
囲
の
環
境
に
流
さ
れ
て
結
婚
生
活
を

送
る
多
く
の
家
庭
で
は
︑
男
性
の
前
線
へ
の
出
征
に
よ
っ
て
夫
婦
の
別
離
と
な

ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
日
本
に
復
員
し
た
龍
男
は
社
会
の
価
値
観
で
縛
ら
れ

る
夫
婦
関
係
よ
り
も
︑
肉
感
的
な
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
も
の
を
追
い
求
め
て
立
ち
上

が
っ
て
い
こ
う
と
し
た
︒
残
酷
な
戦
場
で
見
失
わ
れ
た
人
間
性
を
再
建
す
る
た

め
に
は
︑
生
き
る
原
動
力
を
弱
化
さ
せ
る
制
度
︑
観
念
と
訣
別
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒
そ
の
訣
別
か
ら
︑
野
性
的
で
本
能
的
な
人
間
の
生
き
抜
く
力
が
生
ま

れ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
龍
男
は
過
去
の
自
分
を
克
服
す
る
た
め
に
︑
自
分
を
投

げ
出
す
よ
う
に
生
命
力
が
横
溢
す
る
セ
キ
子
に
頼
っ
て
︑
心
の
底
に
あ
る
本
能

的
欲
望
に
従
う
こ
と
を
決
め
た
︒

　﹁
浮
雲
﹂
に
お
い
て
も
︑
占
領
地
で
﹁
狂
人
﹂
状
態
に
な
っ
た
主
人
公
が
︑
情

事
で
孤
独
と
不
安
を
克
服
す
る
様
子
を
描
い
て
い
る
︒
一
九
四
三
年
十
月
に
ゆ

き
子
は
︑
寄
宿
先
の
伊
庭
杉
夫
と
の
不
倫
関
係
か
ら
脱
出
す
る
た
め
に
︑
仏
印

の
栽
培
園
試
験
所
で
タ
イ
ピ
ス
ト
と
し
て
働
き
始
め
た
︒
ダ
ラ
ッ
ト
で
彼
女
は
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林
業
を
調
査
す
る
技
師
で
あ
る
富
岡
兼
吾
と
灼
熱
の
恋
に
落
ち
た
が
︑
ゆ
き
子

は
自
分
に
愛
情
を
打
ち
明
け
た
加
野
に
傷
つ
け
ら
れ
た
︒
敗
戦
後
︑
ゆ
き
子
と

富
岡
の
関
係
は
ず
る
ず
る
と
続
い
て
︑
二
人
は
自
暴
自
棄
の
生
活
を
送
っ
て
い

た
︒
絶
望
の
ど
ん
底
に
陥
っ
た
富
岡
は
ゆ
き
子
を
連
れ
て
伊
香
保
で
心
中
し
よ

う
と
し
た
が
︑
伊
香
保
の
バ
ー
の
十
八
歳
の
お
せ
い
と
出
会
い
︑
東
京
で
お
せ

い
と
同
棲
を
始
め
た
︒
お
せ
い
の
亭
主
は
お
せ
い
と
の
復
縁
を
要
求
し
た
が
︑

拒
絶
さ
れ
た
後
に
お
せ
い
を
絞
殺
し
て
自
首
し
た
︒
伊
香
保
か
ら
帰
っ
た
後
に

富
岡
と
ゆ
き
子
は
し
ば
ら
く
連
絡
が
途
絶
え
て
い
た
が
︑
ゆ
き
子
は
身
ご
も
っ

た
子
供
を
お
ろ
し
︑
伊
庭
が
起
こ
し
た
大
日
向
教
の
教
団
に
会
計
事
務
と
し
て

勤
め
た
︒
富
岡
は
浦
和
に
残
し
た
妻
の
邦
子
が
病
気
で
亡
く
な
る
と
︑
葬
式
の

代
金
を
ゆ
き
子
に
借
り
︑
そ
の
こ
と
で
二
人
は
ま
た
復
縁
し
た
︒
そ
の
後
︑
ゆ

き
子
は
大
日
向
教
の
金
庫
の
六
十
万
円
ほ
ど
の
金
を
盗
み
︑
島
流
し
の
よ
う
な

形
で
富
岡
と
屋
久
島
に
行
っ
た
が
︑
屋
久
島
で
ゆ
き
子
は
発
病
し
て
亡
く
な
っ

た
︒

　
占
領
地
に
派
遣
さ
れ
た
タ
イ
ピ
ス
ト
ら
の
任
務
地
は
︑
能
力
よ
り
も
外
見
と

服
装
で
決
定
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
彼
女
た
ち
の
才
能
を
生
か
す
こ
と
は
重
視
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
︒
男
性
を
堕
落
さ
せ
る
存
在
と
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
ゆ

き
子
は
四
人
の
タ
イ
ピ
ス
ト
と
一
緒
に
病
院
船
で
ハ
イ
フ
ォ
ン
に
着
い
た
︒
ほ

か
の
四
人
は
そ
れ
ぞ
れ
ハ
ノ
イ
と
サ
イ
ゴ
ン
に
勤
め
先
が
決
ま
っ
た
が
︑
外
見

が
目
立
た
な
い
ゆ
き
子
は
貧
乏
く
じ
を
引
き
︑
高
原
の
ダ
ラ
ッ
ト
に
決
ま
っ
た
︒

ゆ
き
子
は
同
行
の
春
子
の
お
し
ゃ
れ
な
格
好
に
引
け
目
を
感
じ
︑﹁
平
凡
な
顔
﹂

に
よ
っ
て
平
凡
な
運
命
と
な
っ
た
こ
と
を
受
け
入
れ
る
ほ
か
な
か
っ
た
︒
し
か

し
︑
地
味
な
ゆ
き
子
は
︑
鉱
山
班
の
瀬
谷
と
い
う
老
人
に
﹁
か
え
っ
て
︑
仕
事

に
は
い
い
﹂
と
言
わ
れ
た
︒
逆
に
春
子
は
﹁
美
人
だ
か
ら
問
題
を
起
し
は
し
な

い
か（

（1
（

﹂
と
心
配
さ
れ
る
︒
女
性
を
取
り
巻
く
状
況
は
彼
女
た
ち
の
外
見
と
大
き

く
関
わ
っ
て
お
り
︑﹁
平
凡
な
顔
﹂
と
判
定
さ
れ
れ
ば
不
利
な
選
択
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
ゆ
き
子
が
来
た
た
め
に
栽
培
試
験
所
で
は
あ
る
事
件
が
起

こ
っ
た
︒
栽
培
所
で
働
く
加
野
久
次
郎
は
初
め
て
ゆ
き
子
を
見
た
時
に
非
常
に

驚
き
︑
す
ぐ
彼
女
に
惹
か
れ
た
︒
長
い
間
山
の
中
に
い
た
加
野
は
ゆ
き
子
に
対

す
る
感
情
が
噴
き
出
す
の
を
抑
え
き
れ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
ゆ
き
子
と
富
岡

が
あ
い
び
き
し
始
め
る
と
︑
加
野
は
刃
物
で
ゆ
き
子
を
傷
付
け
た
の
だ
︒
加
野

だ
け
で
な
く
︑
富
岡
も
長
期
の
禁
欲
生
活
に
よ
っ
て
精
神
的
に
変
調
を
き
た
し

て
し
ま
っ
た
︒
彼
は
女
中
の
ニ
ウ
を
妊
娠
さ
せ
田
舎
へ
帰
っ
た
︒
ゆ
き
子
を
純

粋
に
愛
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
檻
に
囚
わ
れ
た
獅
子
の
よ
う
に
﹁
あ
て
が
わ
れ

た
牝
を
せ
っ
か
ち
に
追
い
ま
わ
す
よ
う
な
︑
空
虚
な
心
が
︑
ゆ
き
子
と
の
接
吻

の
中
に
︑
ど
う
し
て
も
邪
魔
っ
け
で
取
り
の
ぞ
き
よ
う
が
な
い（

（（
（

﹂
と
い
う
心
境

で
あ
っ
た
︒
富
岡
と
加
野
は
高
原
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
う
ち
に
︑
孤
独
に

呑
み
込
ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の
孤
独
の
蓄
積
に
よ
る
人
間
の
精
神
的
な
萎

縮
は
︑
彼
ら
を
動
物
化
し
て
自
己
統
御
を
で
き
な
く
さ
せ
た
︒
加
野
は
ゆ
き
子

と
再
会
し
た
時
︑
仏
印
に
い
た
頃
に
ゆ
き
子
に
惹
か
れ
て
怪
我
を
さ
せ
た
自
分

を
不
可
解
に
思
い
︑﹁
出
先
の
日
本
人
の
生
活
に
は
︑
一
種
の
魔
が
さ
し
て
い
た

の
か
も
知
れ
な
い
の
だ
︒
み
ん
な
︑
虹
の
よ
う
な
も
の
に
酔
っ
払
っ
て
暮
ら
し
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て
い
た
よ
う
な
気
が
し
て
来
る（

（（
（

﹂
と
か
つ
て
の
狂
気
的
な
状
態
を
思
い
出
し
た
︒

﹁
浮
雲
﹂
で
は
虚
無
感
に
苛
ま
れ
る
の
は
男
性
だ
け
で
な
く
︑
仏
印
に
き
た
ゆ
き

子
も
︑
タ
イ
ピ
ス
ト
の
能
力
を
発
揮
で
き
ず
虚
無
感
に
打
ち
ひ
し
が
れ
そ
う
に

な
っ
て
い
た
︒
ゆ
き
子
は
サ
イ
ゴ
ン
の
旅
館
の
食
堂
で
富
岡
と
会
っ
て
か
ら
︑

彼
の
こ
と
が
頭
か
ら
離
れ
な
く
な
っ
て
い
た
︒
ダ
ラ
ッ
ト
で
富
岡
と
再
会
し
た

時
︑
ゆ
き
子
は
﹁
い
ま
ま
で
死
ん
だ
よ
う
に
ぐ
っ
た
り
し
て
い
た
気
持
ち
の
な

か
に
急
に
火
を
吹
き
つ
け
ら
れ
た
よ
う
な
切
な
い
も
の
を
感
じ
た（

（（
（

﹂
の
で
あ
る
︒

戦
時
中
の
閉
塞
的
な
日
本
を
脱
出
し
た
彼
女
は
︑
仏
印
で
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
恋

物
語
に
耽
る
︒
恋
を
す
る
た
め
に
恋
に
落
ち
た
と
言
え
る
︒
贅
沢
な
生
活
と
︑

悠
悠
と
し
た
景
色
を
背
景
と
し
た
自
分
と
富
岡
の
恋
愛
は
︑
彼
女
を
夢
見
心
地

に
さ
せ
た
︒
自
分
の
物
語
を
戦
争
と
い
う
歴
史
の
大
変
動
の
舞
台
で
醸
成
さ
せ

る
こ
と
で
︑
ゆ
き
子
の
心
に
は
こ
の
恋
愛
の
鮮
烈
な
印
象
が
焼
き
付
い
た
︒
特

権
を
持
つ
者
と
し
て
被
植
民
者
を
支
配
下
に
置
き
︑
享
楽
的
な
生
活
を
送
っ
て

い
た
彼
女
に
は
︑
そ
の
幻
影
が
い
つ
か
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
不
安
が
あ
っ
た
︒

そ
の
た
め
︑
他
者
と
の
性
的
関
係
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
空
虚
を
埋

め
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
彼
女
は
男
性
に
征
服
さ
れ
る
べ

き
獲
物
と
見
な
さ
れ
て
︑
女
性
と
し
て
の
肉
体
は
﹁
男
性
性
﹂
の
優
劣
を
競
う

争
い
の
戦
利
品
と
な
っ
た
︒
加
野
は
富
岡
と
の
争
奪
戦
に
敗
れ
た
こ
と
で
︑
戦

場
で
の
秩
序
の
下
位
に
置
か
れ
て
い
る
ゆ
き
子
に
肉
体
的
な
暴
力
を
振
る
っ
た
︒

加
野
に
傷
つ
け
ら
れ
て
で
き
た
身
体
か
ら
消
え
な
い
傷
痕
の
よ
う
に
︑
彼
女
の

戦
後
の
生
活
か
ら
は
仏
印
で
の
記
憶
の
余
熱
が
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
間

中
宏
美
は
︑﹁
労
働
力
﹂
と
し
て
仏
印
に
動
員
さ
れ
た
ゆ
き
子
だ
が
︑
彼
女
に
は

現
地
男
性
の
性
欲
を
満
足
さ
せ
る
﹁
娼
婦
﹂
と
し
て
の
役
割
も
存
在
し
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

（（
（

︒
戦
時
中
に
男
性
の
獲
物
と
見
做
さ
れ
た
体
験
は
︑
ゆ

き
子
が
戦
後
︑
パ
ン
パ
ン
に
な
る
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
な
い
こ
と
の
原
因
と

な
っ
た
︒

　﹁
浮
雲
﹂
は
︑
戦
後
日
本
社
会
の
風
景
を
仏
印
の
イ
メ
ー
ジ
と
対
照
的
に
描
き
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
舞
台
を
交
錯
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
占
領
者
と
引
揚
者
と
い
う

身
分
の
転
換
に
よ
る
生
活
の
落
差
を
反
映
さ
せ
て
い
る
︒
富
岡
と
ゆ
き
子
が
戦

後
に
な
っ
て
も
関
係
を
完
全
に
断
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
原
因
は
︑
二
人
と

も
戦
後
日
本
社
会
で
迷
走
し
自
己
崩
壊
感
を
覚
え
て
い
た
た
め
に
︑
過
去
の
︑

自
然
と
戯
れ
る
極
楽
の
よ
う
な
南
方
の
記
憶
が
二
人
を
繋
ぐ
絆
と
な
っ
た
こ
と

に
あ
る
︒
敗
戦
後
の
異
常
な
自
己
は
︑
戦
時
中
の
狂
気
的
な
自
己
を
受
け
継
い

で
い
る
た
め
︑
過
去
の
記
憶
を
共
有
す
る
こ
と
は
︑
常
に
失
わ
れ
た
個
人
の
歴

史
を
補
完
し
合
う
こ
と
を
意
味
す
る
︒
し
か
し
︑
ゆ
き
子
と
富
岡
の
記
憶
は
一

様
で
は
な
か
っ
た
︒
戦
後
︑
ゆ
き
子
は
富
岡
と
の
関
係
を
継
続
す
る
こ
と
で
過

去
の
記
憶
に
し
が
み
つ
き
な
が
ら
生
き
て
い
く
力
を
得
よ
う
と
し
た
が
︑
富
岡

の
仏
印
に
対
す
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
は
︑
ゆ
き
子
と
の
恋
物
語
よ
り
も
﹁
土
地
の

持
つ
香
気（

（（
（

﹂
に
あ
っ
た
︒﹁
土
地
の
香
気
﹂
と
は
南
洋
の
独
特
な
果
物
︑
香
木
︑

山
水
な
ど
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
は
彼
に
新
鮮
な
身
体
感
覚
を
与
え
た
︒
彼
の
仏
印

の
記
憶
に
潜
む
暗
い
影
は
二
度
と
会
う
こ
と
が
な
い
自
分
の
子
供
を
身
ご
も
っ

た
安
南
人
女
中
の
ニ
ウ
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
ニ
ウ
と
子
供
の
物
語
は
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エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
に
溢
れ
た
南
洋
の
独
特
な
色
合
い
に
霞
み
︑
懐
か
し
い
と
い
う

情
緒
に
回
収
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
︒
彼
は
仏
印
と
い
う
場
所
と
過
去
の
自
分

が
全
て
幻
想
に
な
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
た
め
︑
ゆ
き
子
と
の
感
情
も
一
時
の

も
の
だ
と
し
て
決
別
し
よ
う
と
し
た
︒
小
説
の
結
末
で
︑
富
岡
が
屋
久
島
に
着

い
た
後
に
新
し
い
時
計
を
購
入
し
た
の
も
︑
過
去
の
記
憶
と
決
別
し
て
再
出
発

す
る
意
向
を
固
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
ゆ
き
子
に
と
っ

て
仏
印
で
の
生
活
の
記
憶
は
生
き
る
糧
で
あ
り
︑
た
と
え
虚
像
の
よ
う
に
非
現

実
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
︑
彼
女
は
そ
の
記
憶
を
再
生
し
理
想
化
し
続
け
よ
う

と
し
た
︒
彼
女
が
仏
印
の
景
色
に
似
た
屋
久
島
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
も
幻
想
の

場
所
に
自
分
を
回
帰
さ
せ
よ
う
と
す
る
願
い
の
象
徴
で
あ
ろ
う
︒

　
林
芙
美
子
の
戦
後
の
小
説
に
は
︑
占
領
地
で
お
互
い
に
孤
独
感
を
和
ら
げ
合

い
性
的
な
関
係
を
結
ん
だ
男
女
の
恋
愛
物
語
が
描
か
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
と
は

対
照
的
に
︑
日
本
に
帰
国
し
た
後
に
︑
戦
時
中
の
隔
絶
し
た
体
験
の
影
響
で
夫

婦
関
係
が
﹁
不
健
全
﹂
に
な
り
︑
赤
の
他
人
の
よ
う
な
関
係
性
に
な
っ
て
し
ま

う
男
女
の
姿
も
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
︒﹁
浮
雲
﹂
に
お
い
て
︑
引
き
揚
げ
て
き
た

富
岡
と
妻
の
邦
子
と
の
生
活
は
﹁
不
毛
荒
蕪
地（

（（
（

﹂
と
な
っ
て
︑
五
年
の
空
白
を

埋
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
別
居
し
た
後
︑
邦
子
は
独
り
浦
和
で
︑
ま
る
で
自

ら
死
を
望
む
よ
う
な
悲
惨
な
闘
病
生
活
の
果
て
に
亡
く
な
っ
た
︒﹁
ボ
ル
ネ

オ 

ダ
イ
ヤ
﹂
で
は
︑
妻
が
夫
婦
の
婚
姻
の
証
し
と
し
た
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
自
主

的
に
国
へ
供
出
す
る
の
に
比
べ
て
︑
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
価
値
を
素
直
に
喜
ん
で

く
れ
た
球
江
の
方
が
圧
倒
的
に
爽
快
だ
っ
た
と
真
鍋
は
思
っ
た
︒
ま
た
︑
ダ
イ

ヤ
モ
ン
ド
の
価
値
を
知
ら
な
い
妻
は
︑
現
地
で
行
き
詰
ま
っ
た
日
本
の
軍
政
と

共
通
し
て
い
る
よ
う
に
彼
に
は
見
え
た
︒
真
鍋
は
︑
至
上
の
権
威
に
人
間
ら
し

い
感
情
を
手
渡
す
こ
と
で
個
人
の
感
情
を
封
殺
し
︑
暴
力
装
置
に
帰
依
す
る
妻

の
行
動
に
隔
た
り
を
感
じ
て
い
る
︒
前
線
で
自
分
の
使
命
に
消
極
的
に
な
っ
た

真
鍋
と
対
照
的
に
︑
戦
闘
に
直
接
関
与
し
な
い
銃
後
に
い
る
妻
は
積
極
的
に
当

局
の
暴
走
に
仕
え
た
︒﹁
荒
野
の
虹
﹂
に
お
い
て
も
︑
帰
国
し
た
龍
男
は
六
年
間

会
わ
な
か
っ
た
妻
の
春
江
と
の
関
係
が
﹁
寿
司
の
味
を
な
さ
な
い（

（（
（

﹂
無
味
な
も

の
に
な
っ
た
と
感
じ
た
︒
戦
後
︑
人
生
の
基
盤
が
崩
壊
す
る
と
同
時
に
︑
内
地

と
外
地
︑
前
線
と
銃
後
に
い
た
人
間
の
断
絶
し
た
空
間
と
体
験
は
共
有
さ
れ
え

な
い
精
神
的
な
分
裂
を
生
み
出
し
て
い
る
︒
軍
事
工
場
で
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
掘

る
こ
と
に
退
屈
し
た
真
鍋
と
︑
空
に
向
か
っ
て
砲
を
撃
っ
た
龍
男
は
︑
二
人
と

も
自
分
の
仕
事
に
身
が
入
ら
ず
︑
戦
意
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
原
因

は
︑
国
家
の
戦
争
物
語
に
内
在
す
る
︑
人
間
を
狂
人
化
す
る
仕
組
み
を
現
場
で

体
感
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
真
鍋
と
龍
男
は
︑
前
線
で
軍
部
の
強
権
に
よ
っ

て
狂
人
化
し
た
人
間
の
行
動
を
目
の
当
た
り
に
し
た
か
ら
こ
そ
︑
人
間
性
を
呼

び
戻
す
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
美
と
愛
欲
に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
の

だ
ろ
う
︒
二
人
と
も
︑
戦
時
中
の
生
き
る
か
死
ぬ
か
と
い
う
極
限
状
態
の
時
異

性
が
自
分
の
肉
体
に
注
入
し
た
生
の
感
覚
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
る
た
め
︑
古

い
社
会
的
規
範
で
結
び
つ
い
て
い
た
夫
婦
の
関
係
性
を
徹
底
的
に
破
滅
さ
せ
て
︑

新
た
な
自
己
を
生
成
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
︒
以
上
の
よ
う
に
︑
戦
時
中
に

国
家
・
社
会
的
規
範
で
結
び
つ
い
た
親
密
な
関
係
性
は
︑
前
線
と
銃
後
と
い
う
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ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
分
担
の
た
め
に
︑
体
験
の
不
一
致
と
軍
部
の
立
場
に
対
す
る

認
識
の
相
違
を
引
き
起
こ
し
た
︒
過
去
の
自
己
が
結
ん
だ
﹁
円
満
﹂
に
見
え
る

夫
婦
関
係
を
︑
一
度
壊
さ
な
け
れ
ば
戦
後
に
お
け
る
新
た
な
自
己
を
確
立
す
る

こ
と
が
で
き
ず
︑
過
去
の
自
己
に
逆
戻
り
す
る
こ
と
を
恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
人
間
の
生
の
悲
哀
が
そ
こ
に
は
表
れ
て
い
る
︒

結
び
に
か
え
て

　
本
論
文
は
林
芙
美
子
が
書
い
た
紀
行
文
や
小
説
に
お
け
る
南
洋
と
い
う
場
所

の
描
写
に
注
目
し
︑
戦
時
中
に
は
戦
争
資
源
を
供
給
す
る
﹁
楽
園
﹂
と
し
て
描

か
れ
て
い
た
も
の
が
︑
敗
戦
後
に
は
日
本
と
対
照
さ
れ
る
精
神
の
拠
り
所
と
し

て
の
想
像
上
の
﹁
楽
園
﹂
に
変
じ
た
こ
と
を
論
じ
た
︒
戦
後
に
な
っ
て
も
︑
林

芙
美
子
に
と
っ
て
の
南
洋
は
依
然
と
し
て
﹁
西
洋
﹂
に
支
配
さ
れ
得
る
場
所
で

あ
り
︑
引
き
揚
げ
者
に
夢
を
見
続
け
さ
せ
て
く
れ
る
空
間
で
も
あ
っ
た
︒
林
芙

美
子
は
︑
日
本
が
占
領
地
の
人
々
の
生
活
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
意

識
し
て
は
い
た
が
︑
そ
の
侵
略
を
﹁
迷
惑
な
も
の
﹂
と
表
面
的
に
し
か
認
識
し

て
い
な
い
︒
彼
女
に
と
っ
て
は
侵
略
と
い
う
軍
事
行
動
は
他
者
の
生
活
様
式
を

変
え
さ
せ
た
と
い
う
だ
け
で
︑
自
分
も
無
数
の
命
が
奪
わ
れ
た
戦
争
の
協
力
者

で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
薄
く
︑
自
分
が
抱
え
る
責
任
に
対
す
る
深
い
反
省
は
見

ら
れ
な
い
︒
戦
時
中
︑
南
洋
の
長
閑
な
風
物
に
惹
か
れ
て
︑﹁
何
時
ま
で
も
旅
情

に
ひ
た
っ
て
は
ゐ
ら
れ
な
い（

（（
（

﹂
と
い
う
感
慨
を
抱
い
て
い
た
彼
女
は
︑
戦
後
に

な
っ
て
か
ら
も
南
洋
に
対
し
て
抱
い
た
﹁
楽
園
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
を
そ
の
ま
ま
持

ち
続
け
た
︒
滞
在
期
間
中
に
感
じ
取
っ
た
自
由
自
在
な
心
情
が
彼
女
の
脳
裏
に

強
烈
な
印
象
を
残
し
︑
敗
戦
後
の
絶
望
的
な
日
本
社
会
の
状
況
と
照
ら
し
合
わ

せ
た
時
︑
そ
の
こ
と
が
︑
南
洋
の
記
憶
が
よ
り
美
化
さ
れ
る
こ
と
に
繋
が
っ
た

の
だ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
幻
想
を
持
ち
続
け
た
こ
と
で
︑
日
本
社
会
の
過
去
の
占

領
地
統
治
を
正
当
と
す
る
考
え
方
を
無
自
覚
に
共
有
す
る
と
い
う
結
果
を
招
く

こ
と
に
も
な
っ
た
︒

　
林
芙
美
子
の
南
洋
小
説
に
お
い
て
は
︑
日
本
に
戻
っ
た
富
岡
︑
龍
男
な
ど
の

主
人
公
の
精
神
状
態
は
萎
縮
し
て
い
た
︒
近
代
国
民
国
家
は
男
た
ち
に
兵
士
と

し
て
の
身
分
を
付
与
す
る
こ
と
で
︑
他
者
を
征
服
し
領
土
を
拡
大
す
る
欲
望
を

背
負
わ
せ
た
︒
男
性
た
ち
の
戦
闘
力
と
攻
撃
性
を
鼓
吹
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
国
力

の
強
大
さ
を
示
威
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
︒﹁
浮
雲
﹂
の
貧
弱
な
兵
隊
の
姿
は

仏
印
に
お
け
る
日
本
統
治
の
威
信
の
消
散
を
暗
示
し
て
い
た
の
に
対
し
て
︑
戦

後
に
日
本
に
引
き
揚
げ
た
富
岡
︑
龍
男
た
ち
の
﹁
男
性
性
﹂
の
頽
廃
は
︑
占
領

地
を
手
放
し
廃
墟
に
な
っ
た
日
本
の
国
力
を
連
想
さ
せ
る
︒
他
方
︑
球
江
︑
ゆ

き
子
︑
お
せ
い
︑
セ
キ
子
な
ど
の
女
性
は
い
ず
れ
も
個
性
的
で
野
性
的
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
持
っ
て
い
た
︒
戦
場
で
戦
闘
す
る
意
味
を
喪
失
し
た
男
性
た
ち
は
個

人
の
実
存
を
確
認
す
る
た
め
に
女
性
と
の
性
的
接
触
に
よ
っ
て
生
の
本
能
を
補

充
し
て
い
た
が
︑
非
対
称
の
関
係
性
に
置
か
れ
た
女
性
た
ち
は
自
分
の
指
定
さ

れ
た
位
置
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
を
と
り
︑
絶
望
や
順
応
︑
反
逆
な
ど
の

状
態
を
呈
し
て
い
た
︒
川
村
湊
は
戦
争
直
後
の
文
学
の
特
徴
と
し
て
︑﹁﹃
肉
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体
﹄
が
語
ら
れ
︑﹃
堕
落
﹄
や
﹃
生
の
本
能
﹄
が
語
ら
れ
た
の
は
︑
家
も
肉
親
も

国
家
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
人
間
た
ち
に
残
っ
た
の
が
︑
た
だ
一
つ
が
む
し
ゃ
ら

に
生
き
よ
う
と
す
る
﹃
獣
﹄
の
よ
う
な
生
存
本
能
︑
肉
体
の
欲
求
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
か
ら
だ（

（（
（

﹂
と
指
摘
す
る
︒
球
江
︑
ゆ
き
子
︑
お
せ
い
︑
セ
キ
子
な
ど

は
獣
の
よ
う
な
旺
盛
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
持
ち
主
で
あ
り
︑
社
会
か
ら
投
げ
出
さ

れ
て
も
苦
境
を
打
開
し
よ
う
と
し
て
い
た
︒
林
芙
美
子
は
︑
国
家
が
底
辺
に
落

ち
た
女
性
に
付
与
し
た
﹁
娼
婦
性
﹂
と
い
う
属
性
に
抵
抗
す
る
女
性
を
描
く
こ

と
に
よ
っ
て
︑
生
き
抜
く
た
め
に
女
性
が
持
つ
生
の
原
動
力
を
称
え
た
の
で
あ

る
︒

　
戦
後
間
も
無
く
︑
占
領
地
に
お
け
る
男
性
に
よ
る
女
性
の
性
的
搾
取
の
構
造

を
作
品
で
暴
露
す
る
作
家
が
少
な
か
っ
た
中
で
︑
林
芙
美
子
は
﹁
慰
安
婦
﹂︑
ダ

ン
サ
ー
︑
タ
イ
ピ
ス
ト
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
の
女
性
た
ち
が
︑
戦
場
で
男

性
の
性
的
欲
望
を
向
け
ら
れ
所
有
物
に
な
り
得
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
作
品

に
描
き
出
し
て
い
る
︒
林
芙
美
子
の
人
生
の
物
語
と
文
学
の
基
盤
は
一
所
不
在

の
放
浪
を
中
心
と
し
て
い
る
た
め
︑
彼
女
の
南
洋
小
説
に
お
い
て
も
︑
良
妻
賢

母
と
い
う
社
会
の
規
範
か
ら
逸
脱
し
て
︑
ど
ん
底
に
陥
る
女
性
達
の
生
い
立
ち

に
光
を
当
て
て
い
た
︒
人
物
の
造
形
が
自
己
像
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
も
の
に
も

な
っ
て
お
り
︑
常
に
底
辺
の
人
々
へ
の
共
感
を
伴
っ
て
い
る
感
覚
が
彼
女
の
南

洋
文
学
の
特
色
な
の
で
あ
る
︒

注（
（
（ 

木
村
一
信
・
神
谷
忠
孝
﹃
南
方
徴
用
作
家
﹄
世
界
思
想
社
︑
一
九
九
六
年
︑
三
頁
︒

（
（
（ 

櫻
本
富
雄
﹃
文
化
人
た
ち
の
大
東
亜
戦
争
︱
︱
Ｐ
Ｋ
部
隊
が
行
く
﹄
青
木
書
店
︑
一
九

九
三
年
︑
二
十
一
頁
︒

（
（
（ 

林
芙
美
子
﹁
南
方
初
だ
よ
り
︱
︱
マ
ラ
イ
か
ら
の
第
一
信
﹂﹃
週
刊
朝
日
﹄︑
朝
日
新
聞

社
︑
一
九
四
三
年
一
月
十
三
日
・
十
六
日
合
併
号
︒

 
 

林
芙
美
子
﹁
新
年
所
感
﹂﹃
ボ
ル
ネ
オ
新
聞
﹄
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
四
三
年
一
月
一
日
︒

 
 

林
芙
美
子
﹁
詩 

雨
﹂﹃
ボ
ル
ネ
オ
新
聞
﹄
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
四
三
年
一
月
二
十
九

日
︒

 
 

林
芙
美
子
﹁
詩 

タ
キ
ソ
ン
の
浜
﹂﹃
ボ
ル
ネ
オ
新
聞
﹄
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
四
三
年

二
月
二
日
︒

 
 

林
芙
美
子
﹁
詩 

南
の
雨
﹂﹃
ボ
ル
ネ
オ
新
聞
﹄
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
四
三
年
二
月
五

日
︒

 
 

林
芙
美
子
﹁
詩 

ス
ラ
バ
ヤ
の
蛍
﹂﹃
週
刊
婦
人
朝
日
﹄︑
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
四
三
年

三
月
︒

 
 

林
芙
美
子
﹁
南
方
朗
漫
誌 

果
物
と
女
の
足
﹂﹃
週
刊
朝
日
﹄︑
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
四

三
年
五
月
十
六
日
︒

 
 

林
芙
美
子
﹁
ジ
ャ
ワ
の
夜
は
ガ
メ
ロ
ン
で
﹂﹃
週
刊
朝
日
﹄︑
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
四

三
年
五
月
二
十
三
日
︒

 
 

林
芙
美
子
﹁
南
方
朗
漫
誌 

芭
蕉
の
葉
包
み
﹂﹃
週
刊
朝
日
﹄︑
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
四

三
年
五
月
三
十
日
︒

 
 

林
芙
美
子
﹁
ス
マ
ト
ラ
︱
︱
西
風
の
島
﹂﹃
改
造
﹄
改
造
社
︑
一
九
四
三
年
六
月
︒

 
 

林
芙
美
子
﹁
ス
マ
ト
ラ
︱
︱
西
風
の
島
（
続
（﹂﹃
改
造
﹄
改
造
社
︑
一
九
四
三
年
七
月
︒

 
 

林
芙
美
子
﹁
南
の
田
園 

ト
ヾ
ン
の
挿
話
（
一
（﹂﹃
婦
人
公
論
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九

四
三
年
九
月
︒

 
 

林
芙
美
子
﹁
南
の
田
園 

水
田
祭
（
二
（﹂﹃
婦
人
公
論
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
四
三
年

十
月
︒
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（
（
（ 

加
藤
麻
子
﹁
南
方
徴
用
作
家 

林
芙
美
子
の
足
取
り
︱
︱
馬
来
・
蘭
印
行
程
と
︑﹃
浮

雲
﹄
の
仏
印
行
程
﹂﹃
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
﹄
武
蔵
大
学
人
文
学
会
編
︑
二
〇
〇
五

年
︑
二
四
九
︱
二
七
〇
頁
︒

（
（
（ 

望
月
雅
彦
﹃
林
芙
美
子
と
ボ
ル
ネ
オ
島
︱
︱
南
方
従
軍
と
『
浮
雲
』
を
め
ぐ
っ
て
﹄
ヤ

シ
の
実
ブ
ッ
ク
ス
︑
二
〇
〇
八
年
︒

（
（
（ 

中
川
成
美
﹁
林
芙
美
子
︱
︱
女
は
戦
争
を
戦
う
か
﹂﹃
南
方
徴
用
作
家
﹄
世
界
思
想
社
︑

一
九
九
六
年
︑
二
四
二
︱
二
五
八
頁
︒

（
（
（ 

山
下
聖
美
が
発
表
し
た
論
文
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
︒

 

① 

　﹁
林
芙
美
子
の
南
方
従
軍
に
つ
い
て
の
現
地
調
査
報
告
①
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ト
ラ
ワ

ス
村
﹂﹃
日
本
大
学
芸
術
学
部
紀
要
﹄
五
十
五
号
︑
日
本
大
学
芸
術
学
部
︑
二
〇
一
二

年
︑
二
十
五
︱
三
十
一
頁
︒

 

② 

　﹁
林
芙
美
子
の
南
方
従
軍
に
つ
い
て
の
現
地
調
査
報
告
②
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ト
ラ
ワ

ス
を
舞
台
と
し
た
小
品
「
南
の
田
園
」﹂﹃
藝
文
攷
﹄
十
七
号
︑
日
本
大
学
大
学
院
芸

術
学
研
究
科
︑
二
〇
一
二
年
︑
六
十
四
︱
七
十
九
頁
︒

 

③ 

　﹁
林
芙
美
子
の
南
方
従
軍
に
つ
い
て
の
現
地
調
査
報
告
③
「
ス
マ
ト
ラ
︱
︱
西
風
の

島
」「
荒
野
の
虹
」「
望
郷
」
に
描
か
れ
る
ス
マ
ト
ラ
﹂﹃
日
本
大
学
芸
術
学
部
紀
要
﹄

五
十
七
号
︑
日
本
大
学
芸
術
学
部
︑
二
〇
一
三
年
︑
二
十
一
︱
三
十
一
頁
︒

 

④ 

　﹁
林
芙
美
子
が
見
た
日
本
占
領
下
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
日
本
語
教
育
︱
︱
ス
マ
ト
ラ
・

パ
レ
ン
バ
ン
の
瑞
穂
学
園
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
﹂﹃
日
本
大
学
芸
術
学
部
紀
要
﹄
六

十
二
号
︑
日
本
大
学
芸
術
学
部
︑
二
〇
一
五
年
︑
五
︱
十
二
頁
︒

 

⑤ 

　﹁
日
本
軍
政
下
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
林
芙
美
子
の
文
化
工
作
﹂﹃
日
本
大
学
芸

術
学
部
紀
要
﹄
六
十
八
号
︑
日
本
大
学
芸
術
学
部
︑
二
〇
一
八
年
︑
五
︱
十
二
頁
︒

（
（
（ 

高
山
京
子
﹁
林
芙
美
子
﹃
浮
雲
﹄
論
﹂﹃
文
学
と
教
育
﹄︑
文
学
と
教
育
の
会
︑
二
〇

〇
〇
年
︑
三
十
八
︱
四
十
五
頁
︒

 
 

高
山
京
子
﹁
林
芙
美
子
の
戦
中
と
戦
後
﹂﹃
創
価
大
学
大
学
院
紀
要
﹄
二
十
三
号
︑
大

学
院
紀
要
編
集
委
員
会
︑
二
〇
〇
一
年
︑
十
九
︱
三
十
一
頁
︒

（
（
（ 

鳥
木
圭
太
﹁
女
性
作
家
の
見
た
︿
南
方
﹀
︱
︱
林
芙
美
子
と
佐
多
稲
子
の
ス
マ
ト
ラ
﹂

﹃
論
究
日
本
文
學
﹄
一
〇
六
号
︑
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
︑
二
〇
一
七
年
︑
一
︱
十
六

頁
︒

（
（1
（ 

間
中
宏
美
﹁
林
芙
美
子
﹃
浮
雲
﹄
︱
︱
ゆ
き
子
の
︿
転
落
﹀
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
国
文
目

白
﹄
四
十
五
号
︑
日
本
女
子
大
学
︑
二
〇
〇
六
年
︑
一
三
五
︱
一
四
五
頁
︒

（
（（
（ 

川
本
三
郎
﹁「
浮
雲
」
お
お
う
「
暗
さ
」﹂﹃
大
航
海
︱
︱
歴
史
・
文
学
・
思
想
﹄
三
十

五
号
︑
新
書
館
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
一
六
三
︱
一
七
三
頁
︒

（
（（
（ 

羽
矢
み
ず
き
﹁
二
つ
の
「
仏
印
」
／
二
つ
の
「
屋
久
島
」
︱
︱
林
芙
美
子
﹃
浮
雲
﹄

論
﹂﹃
立
教
大
学
日
本
文
学
﹄
八
十
一
号
︑
立
教
大
学
日
本
文
学
会
︑
一
九
九
八
年
︑
九

十
三
︱
一
〇
三
頁
︒

（
（（
（ 

山
下
聖
美
﹁
林
芙
美
子
「
ボ
ル
ネ
オ 

ダ
イ
ヤ
」
を
読
む
﹂﹃
日
本
大
学
芸
術
学
部
紀

要
﹄
五
十
九
号
︑
日
本
大
学
芸
術
学
部
︑
二
〇
一
四
年
︑
二
十
七
︱
三
十
六
頁
︒

（
（（
（ 

尹
小
娟
﹁
林
芙
美
子
に
お
け
る
戦
後
の
南
方
体
験
表
象
の
位
相
に
つ
い
て
︱
︱
「
ボ

ル
ネ
オ 

ダ
イ
ヤ
」
か
ら
「
浮
雲
」
ヘ
﹂﹃
近
代
文
学
研
究
﹄
三
十
号
︑
日
本
文
学
協
会

近
代
部
会
︑
二
〇
一
七
年
︑
四
十
九
︱
六
十
二
頁
︒

（
（（
（ 

黒
田
秀
俊
﹃
軍
政
﹄
学
風
書
院
︑
一
九
五
二
年
︑
六
十
六
︱
六
十
七
頁
︒

（
（（
（ 

同
右
︑
七
十
一
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
望
月
﹃
林
芙
美
子
と
ボ
ル
ネ
オ
島
︱
︱
南
方
従
軍
と
『
浮
雲
』
を
め
ぐ
っ
て
﹄︑

四
十
四
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
南
の
田
園 

ト
ヾ
ン
の
挿
話
（
一
（﹂︑
三
十
三
頁
︒

（
（（
（ 

同
右
︑
三
十
四
頁
︒

（
（1
（ 

林
芙
美
子
﹁
北
岸
部
隊
﹂﹃
林
芙
美
子
全
集
第
十
二
巻
﹄
文
泉
堂
︑
一
九
七
七
年
︒

 
 

原
文
引
用
:

 
 

﹁
丘
の
上
や
畑
の
中
に
は
算
を
乱
し
て
正
規
兵
の
死
体
が
点
々
と
転
が
っ
て
い
た
︒

そ
の
支
那
兵
の
死
体
は
一
つ
の
物
体
し
か
見
え
ず
︑
さ
っ
き
︑
担
架
の
上
に
の
せ
ら
れ

て
行
っ
た
我
が
兵
隊
に
対
し
て
は
︑
沁
み
入
る
よ
う
な
感
傷
や
崇
敬
の
念
を
持
ち
な
が

ら
︑
こ
の
︑
支
那
兵
の
死
体
に
︑
私
は
冷
酷
な
よ
そ
よ
そ
し
さ
を
感
じ
る
︒
そ
の
支
那

兵
の
死
体
に
対
す
る
気
持
は
全
く
空
漠
た
る
も
の
な
の
だ
︒
私
は
︑
本
当
の
支
那
人
の
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生
活
を
知
ら
な
い
冷
酷
さ
が
︑
こ
ん
な
に
︑
一
人
間
の
死
体
を
「
物
体
」
に
ま
で
引
き

さ
げ
得
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
て
み
た
︒
し
か
も
民
族
意
識
と
し
て
は
︑
こ

れ
は
も
う
︑
前
世
か
ら
混
合
す
る
事
も
ど
う
も
で
き
な
い
敵
対
な
の
だ
︒﹂（
二
八
三
頁
（︒

 
 

﹁
私
は
今
日
ま
で
飽
き
飽
き
す
る
ほ
ど
中
国
兵
の
死
体
を
み
て
来
た
け
れ
ど
︑
生
き
て

い
る
中
国
兵
は
︑
何
時
見
て
も
何
と
な
く
気
持
が
悪
い
︒
彼
達
は
わ
か
ら
な
い
言
葉
で

何
か
哀
訴
し
て
い
る
︒
何
を
云
っ
て
い
る
の
か
勿
論
兵
隊
に
も
よ
く
解
ら
な
い
に
違
い

な
い
︒﹂（
三
〇
六
頁
（︒

（
（（
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
南
の
田
園 
ト
ヾ
ン
の
挿
話
（
一
（﹂︑
三
十
六
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
南
方
初
だ
よ
り 
マ
ラ
イ
か
ら
の
第
一
信
﹂︑
二
十
一
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
南
方
朗
漫
誌 

芭
蕉
の
葉
包
み
﹂︑
十
九
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
ス
マ
ト
ラ
︱
︱
西
風
の
島
﹂︑
九
十
三
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
南
の
田
園 

水
田
祭
（
二
（﹂︑
五
十
四
︱
五
十
五
頁
︒

（
（（
（ 

同
右
︑
五
十
六
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
北
岸
部
隊
﹂﹃
林
芙
美
子
全
集
第
十
二
巻
﹄︑
二
九
六
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
ス
マ
ト
ラ
︱
︱
西
風
の
島
﹂︑
八
十
七
頁
︒

（
（（
（ 

同
右
︑
八
十
八
頁
︒

（
（1
（ 

林
芙
美
子
﹁
ボ
ル
ネ
オ 

ダ
イ
ヤ
﹂﹃
林
芙
美
子
全
集
第
六
巻
﹄
文
泉
堂
︑
一
九
七
七

年
︑
一
五
三
頁
︒

（
（（
（ 

林
芙
美
子
﹁
浮
雲
﹂﹃
林
芙
美
子
全
集
第
八
巻
﹄
文
泉
堂
︑
一
九
七
七
年
︑
二
五
〇
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
南
方
朗
漫
誌 

芭
蕉
の
葉
包
み
﹂︑
十
九
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
浮
雲
﹂﹃
林
芙
美
子
全
集
第
八
巻
﹄︑
三
〇
八
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
南
方
朗
漫
誌 

芭
蕉
の
葉
包
み
﹂︑
十
九
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
浮
雲
﹂﹃
林
芙
美
子
全
集
第
八
巻
﹄︑
一
七
九
頁
︒

（
（（
（ 

同
右
︑
一
八
九
頁
︒

（
（（
（ 

同
右
︑
一
八
七
頁
︒

（
（（
（ 

林
芙
美
子
﹁
荒
野
の
虹
﹂﹃
林
芙
美
子
全
集
第
七
巻
﹄
文
泉
堂
︑
一
九
七
七
年
︑
一
一

八
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
浮
雲
﹂﹃
林
芙
美
子
全
集
第
八
巻
﹄︑
三
六
二
頁
︒

（
（1
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
ボ
ル
ネ
オ 

ダ
イ
ヤ
﹂︑
一
五
三
頁
︒

（
（（
（ 

同
右
︑
一
五
六
頁
︒

（
（（
（ 

同
右
︑
一
五
一
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
ボ
ル
ネ
オ 

ダ
イ
ヤ
﹂︑
一
五
四
頁
︒

（
（（
（ 

林
芙
美
子
﹁
ボ
ル
ネ
オ
の
花
束
﹂﹃
週
刊
婦
人
朝
日
﹄
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
四
三
年
二

月
三
日
︑
十
八
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
ボ
ル
ネ
オ 

ダ
イ
ヤ
﹂︑
一
六
二
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
ボ
ル
ネ
オ 

ダ
イ
ヤ
﹂︒

 
 

原
文
引
用
:

 
 

﹁
ほ
ん
の
さ
つ
き
︑
最
後
の
夕
映
が
︑
遠
く
刷
き
消
さ
れ
て
い
つ
た
と
お
も
ふ
と
︑
水

の
上
を
一
日
ぢ
ゆ
う
漂
う
て
ゐ
た
布
袋
草
も
静
か
に
何
処
か
の
水
辺
で
︑
今
夜
の
宿
り

に
停
つ
て
し
ま
ふ
に
違
ひ
な
い
︙
︙
﹂（
二
五
一
頁
（︒

 
 

﹁
そ
の
賑
や
か
な
小
舟
の
間
を
も
の
す
ご
い
大
群
の
布
袋
草
が
き
し
み
あ
つ
て
河
筋

を
潮
に
押
し
あ
げ
ら
れ
て
ゆ
く
の
だ
︒
水
も
み
え
な
い
ほ
ど
の
水
草
の
流
れ
は
︑
暫
く

眺
め
て
ゐ
る
と
︑
自
分
が
レ
ー
ル
の
上
を
滑
つ
て
動
い
て
ゐ
る
や
う
な
錯
覚
に
と
ら
は

れ
て
く
る
﹂（
一
五
九
︱
一
六
〇
頁
（︒

（
（（
（ 

同
右
︑
一
五
六
頁
︒

（
（（
（ 

同
右
︑
一
五
八
頁
︒

（
（（
（ 

同
右
︑
一
五
七
頁
︒

（
（1
（ 

同
右
︑
一
五
八
頁
︒

（
（（
（ K

ühne, T
hom

as 

（（11（

（ K
am

eradschaft: D
ie Soldaten des nationalsozialistischen 

Krieges und das 20. Jahr hundert. Vandenhoeck &
 Ruprecht G

m
bh &

 C
o.

 
 

Buchm
ann, Bertrand M

ichael 

（（11（

（ Ö
sterreicher in der D

eutschen W
ehrm

acht: 

Soldatenalltag im
 Zw

eiten W
eltkrieg. Böhlau Verlag W

ien.

 
 

引
用
元
:
レ
ギ
ー
ナ
・
ミ
ュ
ー
ル
ホ
イ
ザ
ー
著
︑
姫
岡
と
し
子
訳
﹃
戦
場
の
性
︱
︱
独

ソ
戦
下
の
ド
イ
ツ
兵
と
女
性
た
ち
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
五
年
︑
十
八
頁
︒
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（
（（
（ 

吉
田
裕
・
松
野
誠
也
﹃
十
五
年
戦
争
期
軍
紀
・
風
紀
関
係
資
料
﹄
現
代
史
料
出
版
︑
二

◯
◯
一
年
︑
二
六
三
頁
︒

（
（（
（ 
前
掲
林
芙
美
子
﹁
ボ
ル
ネ
オ 

ダ
イ
ヤ
﹂︑
一
六
一
頁
︒

（
（（
（ 

渡
邊
澄
子
﹁
身
も
心
も
さ
さ
げ
る
「
大
和
撫
子
」
︱
︱
田
村
泰
次
郎
の
戦
争
文
学
﹂

﹃
買
売
春
と
日
本
文
学
﹄
東
京
堂
出
版
︑
二
〇
〇
二
年
︑
二
二
〇
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
荒
野
の
虹
﹂﹃
林
芙
美
子
全
集
第
七
巻
﹄︑
一
〇
五
頁
︒

（
（（
（ 

同
右
︑
一
〇
九
頁
︒

（
（（
（ 

同
右
︑
一
〇
一
頁
︒

（
（（
（ 

同
右
︑
一
一
八
頁
︒

（
（（
（ 

同
右
︑
一
一
九
頁
︒

（
（1
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
浮
雲
﹂﹃
林
芙
美
子
全
集
第
八
巻
﹄︑
一
八
六
頁
︒

（
（（
（ 

同
右
︑
二
〇
二
頁
︒

（
（（
（ 

同
右
︑
三
〇
四
頁
︒

（
（（
（ 

同
右
︑
一
八
五
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
間
中
宏
美
﹁
林
芙
美
子
﹃
浮
雲
﹄
︱
︱
ゆ
き
子
の
︿
転
落
﹀
を
め
ぐ
っ
て
﹂︑
一

三
五
︱
一
四
五
頁
︒

（
（（
（ 

同
右
︑
一
八
五
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
浮
雲
﹂﹃
林
芙
美
子
全
集
第
八
巻
﹄︑
三
六
三
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
荒
野
の
虹
﹂﹃
林
芙
美
子
全
集
第
七
巻
﹄︑
一
二
〇
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
林
芙
美
子
﹁
南
方
朗
漫
誌 

果
物
と
女
の
足
﹂︑
十
九
頁
︒

（
（（
（ 

川
村
湊
﹃
戦
後
文
学
を
問
う
︱
︱
そ
の
体
験
と
理
念
﹄
岩
波
新
書
︑
一
九
九
四
年
︑
九

頁
︒
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研
究
資
料江

戸
初
期
の
英
文
武
鑑

ピ
ー
タ
ー
・
コ
ー
ニ
ツ
キ
ー

ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
ビ
ア
ン
キ

1
　
は
じ
め
に

　
慶
長
一
八
年
（
一
六
一
三
（
に
︑
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
帆
船
ク
ロ
ー

ブ
号
が
平
戸
で
停
泊
し
た
︒
年
末
ま
で
に
東
イ
ン
ド
会
社
の
代
表
者
だ
っ
た

ジ
ョ
ン
・
セ
ー
リ
ス
が
徳
川
家
康
か
ら
日
英
貿
易
の
朱
印
状
を
獲
得
し
︑
こ

の
年
イ
ギ
リ
ス
商
館
を
平
戸
に
設
立
し
た
︒
イ
ギ
リ
ス
商
館
は
︑
わ
ず
か
十

年
だ
け
の
営
業
活
動
の
後
︑
経
営
不
振
の
た
め
元
和
九
年
（
一
六
二
三
（
に
閉

鎖
さ
れ
た
︒
そ
の
十
年
間
は
︑
リ
チ
ャ
ー
ド
・
コ
ッ
ク
ス
と
い
う
人
物
が
イ

ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
日
本
に
お
け
る
代
表
兼
イ
ギ
リ
ス
商
館
長
を
務
め

た
︒
来
日
す
る
前
︑
コ
ッ
ク
ス
は
一
六
〇
八
年
ま
で
五
年
間
ほ
ど
フ
ラ
ン
ス

で
布
地
貿
易
に
従
事
し
て
い
た
が
︑
同
時
に
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
伯
爵
の
秘
書

ト
マ
ス
・
ウ
イ
ル
ソ
ン
卿
へ
の
書
簡
を
通
し
て
ス
ペ
イ
ン
関
係
の
政
治
情
報

を
流
し
て
い
た（

（
（

︒
こ
れ
は
ス
パ
イ
活
動
と
で
も
い
え
よ
う
︒
彼
が
東
イ
ン
ド

会
社
に
就
職
し
た
き
っ
か
け
は
未
詳
だ
が
︑
布
地
貿
易
の
経
験
お
よ
び
外
国

語
の
知
識
が
決
定
的
要
因
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
平
戸
に
着
任
し
て
か
ら
は
︑
イ
ギ
リ
ス
商
館
の
貿
易
を
奨
励
し
︑
利
益
を

あ
げ
る
こ
と
が
コ
ッ
ク
ス
の
任
務
だ
っ
た
に
違
い
な
い
︒
し
か
し
︑
彼
は

元
々
読
書
好
き
で
︑
日
本
ま
で
数
冊
の
書
物
を
持
参
し
た
よ
う
で
︑
ま
た
部

下
た
ち
と
書
籍
の
交
換
を
し
て
い
た（

（
（

︒
こ
の
よ
う
な
趣
味
の
コ
ッ
ク
ス
が
︑

日
本
に
着
い
て
か
ら
江
戸
初
期
の
出
版
文
化
に
目
を
向
け
た
こ
と
は
何
ら
不

思
議
な
こ
と
で
は
な
い
︒
そ
の
う
ち
︑
暦
︑
謡
本
︑
古
活
字
版
の
﹃
吾
妻
鏡
﹄

な
ど
を
入
手
し
た（

（
（

︒
イ
ギ
リ
ス
人
の
日
本
書
籍
収
集
者
と
し
て
は
︑
コ
ッ
ク

ス
が
︑
明
治
時
代
の
有
名
な
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
の
先
駆
者
と
で
も
い
え
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る
が
︑
コ
ッ
ク
ス
の
場
合
︑
日
本
の
書
籍
を
主
に
イ
ギ
リ
ス
在
住
の
知
人
へ

発
送
す
る
た
め
に
入
手
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑
コ
ッ
ク
ス
は
︑
サ

ト
ウ
と
違
い
︑
あ
る
程
度
の
日
本
語
能
力
は
身
に
つ
け
て
い
た
と
し
て
も
日

本
語
の
文
章
を
問
題
な
く
解
読
で
き
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒

　
一
六
一
四
（
慶
長
一
九
（
年
一
二
月
一
〇
日
に
コ
ッ
ク
ス
は
四
通
の
書
簡

を
書
き
︑
イ
ギ
リ
ス
宛
に
発
送
し
た
︒
そ
の
四
通
と
も
︑
現
在
︑
大
英
図
書

館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
の
一
通
が
ロ
バ
ー
ト
・
セ
シ
ル
=
初
代

ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
伯
爵
宛
に
送
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
︒
か
な
り
長
い
書
簡
で
︑

二
点
の
同
封
物
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒

H
ereinclozed I send your Lorʼ  [Lord] a m

uster or m
em

oriall of the 

nam
es of m

ost pʼ te [parte] of the greate princes and lordes of Japan, 

together wʼ th [w
ith] their yearly revenues rated by a m

easure of rice 

called a cokue, wʼ ch [w
hich] is very neare （  bushells English m

easure; 

w
hereby m

ay be esteem
ed the m

ightinesse of this Em
pire, for here is 

no m
ention m

ade of any other sort of com
odetie, frutes, grayne for 

cattell nor m
innerales, w

herof there is greate aboundance of all sortes

日
本
中
の
大
部
分
の
身
分
の
高
い
殿
様
や
大
名
の
名
前
の
一
覧
表
︑
言

い
換
え
れ
ば
目
録
︑
を
閣
下
へ
同
封
し
て
お
送
り
す
る
︒
名
前
と
一
緒

に
そ
の
年
間
収
入
も
書
い
て
あ
る
が
︑
そ
れ
は
米
の
﹁
こ
く
（
石
（﹂
と

い
う
単
位
で
表
現
さ
れ
︑
一
石
は
イ
ギ
リ
ス
の
単
位
で
は
お
よ
そ
四
ブ

シ
ェ
ル
（
実
は
五
ブ
シ
ェ
ル
（
に
相
当
す
る
︒
一
覧
表
に
は
︑
果
実
や
牛

用
穀
物
な
ど
の
商
品
が
収
録
さ
れ
て
い
な
い
し
︑
日
本
に
豊
富
に
あ
る

多
種
の
鉱
物
も
含
ま
れ
て
い
な
い
が
︑（
米
だ
け
で
も
（
こ
の
帝
国
（
日

本
（
が
ど
れ
ほ
ど
裕
福
な
の
か
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
続
い
て
︑
コ
ッ
ク
ス
は
﹁
一
緒
に
日
本
の
暦
も
お
送
り
す
る
︒
こ
れ
で
か

れ
ら
（
日
本
人
（
の
印
刷
様
式
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
く
﹂
と
付
け
加
え

た
︒
ま
た
︑
同
日
︑
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
伯
爵
の
秘
書
ト
マ
ス
・
ウ
イ
ル
ソ
ン

卿
へ
も
暦
を
同
封
し
た
書
簡
を
発
送
し
た（

（
（

︒
し
か
し
︑
実
は
︑
そ
の
二
年
前

の
一
六
一
二
年
に
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
伯
爵
は
既
に
他
界
し
て
い
た
︒
コ
ッ
ク

ス
は
一
六
一
一
年
に
イ
ギ
リ
ス
を
出
発
し
た
の
で
︑
当
然
︑
伯
爵
の
死
亡
し

て
い
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
で
は
︑
こ
れ
ら
の
一
覧
表
や
暦
は
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
五

年
後
の
一
六
一
九
年
三
月
に
︑
ト
マ
ス
・
ウ
イ
ル
ソ
ン
卿
が
暦
一
巻
お
よ
び

一
覧
表
を
国
王
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
へ
転
送
し
た
︒
同
時
に
ウ
イ
ル
ソ
ン
は
説

明
書
も
同
封
し
た
︒
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
説
明
書
に
よ
る
と
︑
一
覧
表
は
﹁
日
本

の
帝
王
（
将
軍
の
こ
と
（
の
配
下
の
貴
族
（
大
名
の
こ
と
（
全
員
の
事
情
お
よ

び
収
益
を
明
記
す
る
も
の
で
︑
そ
の
大
多
数
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
ほ
と

ん
ど
の
殿
様
の
収
入
に
匹
敵
す
る
か
あ
る
い
は
上
回
る
﹂
と
い
う
︒
意
外
な

情
報
を
提
供
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
国
王
が
そ
の
一
覧
表
を
見
て
ど
う
反
応
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し
た
か
と
い
う
と
︑
こ
の
話
は
嘘
に
違
い
な
い
と
批
判
し
た
︒
全
く
興
味
が

持
て
な
か
っ
た
ら
し
い（

（
（

︒

　
現
在
︑
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ボ
ド
リ
ア
ン
図
書
館
に
慶
長
一
四
年

の
暦
が
二
冊
ほ
ど
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
ボ
ド
リ
ア
ン
図
書
館
配
架

が
一
七
世
紀
末
期
ま
で
確
認
で
き
る
の
で
︑
お
そ
ら
く
コ
ッ
ク
ス
が
送
っ
た

も
の
だ
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
︒
一
覧
表
の
方
は
︑
こ
れ
ま
で
現
存
し
な
い

と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
︑
二
〇
二
一
年
に
稿
者
の
ビ
ア
ン
キ
が
︑
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
大
学
ボ
ド
リ
ア
ン
図
書
館
の
文
書
集M

S Ashm
ole （（（（

を
調
べ

た
と
き
に
発
見
し
た
︒
従
っ
て
︑
本
稿
の
目
的
は
江
戸
初
期
の
日
英
関
係
の

新
資
料
と
し
て
こ
の
一
覧
表
を
紹
介
し
︑
考
察
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
︒

2
　
文
書
集
の
構
成
と
一
覧
表
の
説
明
書
き

　
上
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
こ
の
一
覧
表
は
単
独
し
た
一
枚
と
し
て
海
を
渡
っ

て
英
国
に
た
ど
り
着
い
た
の
だ
が
︑
現
在
は
寄
せ
集
め
た
文
書
集
と
一
緒
に

綴
り
合
せ
て
﹁M

S Ashm
ole （（（（

﹂
と
い
う
綴
帳
一
冊
の
な
か
に
保
存
さ
れ

て
い
る
︒﹁M

S Ashm
ole （（（（

﹂
は
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
に
近
い
よ
う
な
も

の
で
あ
り
︑
一
覧
表
の
ほ
か
に
︑
切
り
紙
や
一
枚
摺
な
ど
が
張
り
交
ぜ
ら
れ

た
二
帖
が
あ
り
︑
そ
の
ほ
か
に
中
国
の
書
籍
が
三
冊
入
っ
て
い
る
︒
但
し
︑

こ
れ
は
一
七
世
紀
に
綴
り
合
せ
た
も
の
で
は
な
い
︒
お
そ
ら
く
一
九
世
紀
後

半
に
改
装
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
︒
博
物
学
者
エ
リ
ア
ス
・
ア
シ
ュ
モ
ル
= 

Elias Ashm
ole 

（
一
六
一
七
~
一
六
九
二
（
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
へ
寄

付
し
た
写
本
類
の
総
目
録
に
よ
る
と
︑
こ
の
﹁M

S Ashm
ole （（（（

﹂
は
元
々

紐
で
結
ん
だ
資
料
を
取
り
合
わ
せ
︑
表
紙
を
付
け
加
え
て
あ
っ
た
と
あ
る（

（
（

︒

仮
説
に
過
ぎ
な
い
が
︑
ア
シ
ュ
モ
ル
の
旧
蔵
写
本
が
ア
シ
ュ
モ
レ
ア
ン
博
物

館
か
ら
ボ
ド
リ
ア
ン
図
書
館
に
移
さ
れ
た
一
八
六
〇
年
頃
に
改
装
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
︒
但
し
︑
ア
シ
ュ
モ
ル
が
ど
の
よ
う
に
一
覧
表
を
入
手
し
た
の
か

が
残
念
な
が
ら
未
詳
で
あ
る
︒

　
さ
て
︑
一
覧
表
は
洋
紙
に
ペ
ン
書
き
の
も
の
で
︑
三
七
・
〇
×
二
四
・
五

セ
ン
チ
（
寸
法
不
同
（
で
あ
る
（
図
（
（︒
一
覧
表
は
片
面
に
書
か
れ
て
い
る

が
︑
裏
面
に
は
﹁Revenues of all the kings of Japon

﹂（
日
本
中
の
大
名
の
収

益（
（
（

（
と
の
文
章
が
不
明
瞭
な
が
ら
解
読
で
き
る
（
図
（
（︒
こ
れ
は
︑
コ
ッ
ク

ス
が
発
送
し
た
と
き
︑
一
覧
表
が
折
り
畳
ん
で
あ
っ
た
た
め
︑
裏
面
が
外
に

な
り
︑
そ
こ
に
タ
イ
ト
ル
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
書
か
れ
た
ら
し
い
︒
そ
の

外
側
の
文
章
は
一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
筆
跡
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
︑
発
送
し
た
と
き
︑
あ
る
い
は
イ
ギ
リ
ス
に
届
い
た
と
き
に
書
か
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
︒
文
章
が
短
い
の
で
断
定
は
で
き
な
い
が
︑
コ
ッ
ク
ス
の
筆

跡
に
酷
似
し
て
い
る
︒
従
っ
て
︑
コ
ッ
ク
ス
が
発
送
し
た
と
き
に
書
い
た
可

能
性
が
高
い
と
推
測
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
一
覧
表
の
冒
頭
に
︑
下
記
の
よ
う
な
説
明
書
き
が
あ
る
（
図
（
（︒
筆
跡
は

上
記
の
裏
側
の
文
章
と
明
ら
か
に
異
な
っ
て
お
り
︑
コ
ッ
ク
ス
の
筆
跡
で
も

な
い
︒
用
紙
の
中
央
の
上
の
一
部
が
破
損
し
て
い
る
が
︑
脱
落
し
て
い
る
と
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図1　一覧表の表　
ボドリアン図書館  © Bodleian Libraries, University of Oxford
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こ
ろ
は
原
文
の
方
に [　

] 

で
現
し
て
い
る
︒
ま
ず
和
訳
を
示
す
（
括
弧
の
中

は
筆
者
注
（︒

日
本
の
諸
侯
お
よ
び
帝
王
（
通
常
﹁
将
軍
﹂
の
こ
と
を
指
す
︒
こ
の
場
合

は
大
御
所
家
康
の
こ
と
（
と
帝
王
の
長
男
︑
そ
れ
か
ら
い
く
つ
か
の
二
流

の
領
主
の
収
益
の
目
録
︑
ま
た
は
説
明
︒
各
々
︑
米
の
石
高
が
明
記
し

て
あ
る
︒
米
一
石
は
イ
ギ
リ
ス
の
通
貨
で
七
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
に
値

す
る
︒
日
本
は
全
部
で
六
六
カ
国
か
ら
な
っ
て
い
る
︒

（
原
文
:A breefe C

atalogue or illust [ratio] n of the [ …
] Revenew

es of all 

the nobles of Japon &
 the Em

perour and his sonne [ …
] w

ith som
e few

 

other petty Lorde [,] rated by the nom
bers of C

okes of ryze [ …
] discribed 

every C
okess of Ryze being in value （

s（
d （（  shillings and （  pence

の
こ
と
（ 

in sterling m
oney. T

he num
ber of shires 

（
別
筆
書
入
れʻ or provincesʼ

（ 

w
hereunto Japon is divided being （（ .

（

　
こ
の
説
明
書
き
に
出
て
く
る
米
一
石
の
相
場
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
︒
最

後
の
﹁
日
本
は
全
部
で
六
六
カ
国
か
ら
な
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
文
章
は
あ
ま

り
一
覧
表
と
関
係
が
な
い
よ
う
だ
が
︑
説
明
書
き
を
書
い
た
人
物
が
国
=
藩

と
誤
解
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
一
覧
表
に
は
七
二
人
の
大
名
な
ど
が
列
記

し
て
あ
る
が
︑
説
明
書
き
が
先
に
書
か
れ
た
の
で
︑
そ
の
筆
者
が
下
に
何
人

図2　一覧表の裏
ボドリアン図書館
© Bodleian Libraries, University of Oxford

図3　一覧表冒頭部の説明書
ボドリアン図書館  © Bodleian Libraries, University of Oxford
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の
大
名
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
る
か
知
ら
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

3
　
一
覧
表
の
本
文

　
一
覧
表
の
本
文
=
英
文
武
鑑
の
方
は
上
記
の
説
明
書
き
と
筆
跡
が
か
な
り

違
う
︒
本
文
の
方
が
︑
イ
ギ
リ
ス
人
に
と
っ
て
読
み
に
く
い
と
思
わ
れ
た
日

本
人
の
名
前
や
官
職
か
ら
な
っ
て
い
る
の
で
︑
文
字
は
わ
ざ
と
読
み
や
す
い

よ
う
に
丁
寧
に
書
い
て
あ
る
︒
お
そ
ら
く
イ
ギ
リ
ス
商
館
の
事
務
員
に
書
い

て
も
ら
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
原
文
は
各
行
︑
ア
ラ
ビ
ア
数
字

の
通
し
番
号
︑
人
名
︑
石
高
を
表
す
数
字
︑
と
い
う
順
に
な
っ
て
い
る
︒

　
以
下
に
示
す
表
で
は
︑
行
ご
と
に
︑
ま
ず
通
し
番
号
︑
原
文
の
ロ
ー
マ
字

で
表
記
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
日
本
人
の
名
前
や
官
職
︑
右
枠
に
︑
推
定
人

物
の
名
前
︑
藩
︑
石
高
な
ど
を
明
記
し
た
り
︑
注
を
付
け
加
え
た
り
し
て
い

る
︒
名
前
︑
石
高
な
ど
は
︑
特
に
明
記
し
な
い
限
り
︑﹃
国
史
大
辞
典
﹄
に

依
っ
た
︒

　
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
が
︑
一
七
世
紀
初
頭
の
英
語
の
ス
ペ
ル
は
一
貫

性
が
全
く
な
い
︒
そ
れ
に
︑
一
覧
表
に
出
て
く
る
日
本
人
の
名
前
や
官
職
の

ロ
ー
マ
字
化
は
出
鱈
目
と
し
か
い
え
な
い
︒
従
っ
て
︑
ロ
ー
マ
字
が
表
記
し

よ
う
と
し
て
い
る
名
前
や
官
職
が
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
︑

（
番
の
場
合
︑﹁
田
中
筑
後
の
守
﹂
と
い
う
つ
も
り
だ
っ
た
と
考
え
て
差
支
え

な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
（（
番
のM

attessodayre Langatta no C
am

m
æ

の
場

合
︑M

attessodayre

は
明
ら
か
に
松
平
の
こ
と
だ
が
︑Langatta

と
は
何
だ
ろ

う
︒
当
時
の
在
日
イ
ギ
リ
ス
人
が
長
崎
の
こ
と
を
﹁Langasaque

﹂
と
ロ
ー
マ

字
で
書
い
た
の
と
同
様
に
︑
お
そ
ら
く
長
門
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
︒
ま
た
︑figgen

と
は
フ
ィ
ジ
ェ
ン
の
発
音
の
表
記
で
︑
肥
前
の
こ
と
を

指
し
て
い
る
よ
う
だ
︒
但
し
︑
（1
番
のSacoda

な
ど
︑
見
当
が
つ
か
な
い
場

合
も
あ
る
︒

※
表
中
の
略
号
は
以
下
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
︒

﹃
当
代
﹄
=
﹃
当
代
記
﹄︑﹃
史
籍
雑
纂
﹄
国
書
刊
行
会
編
・
発
行
︑
一
九
一

一
~
一
九
一
二
年
︑
第
二
巻
︑
一
六
五
頁

﹃
尾
陽
﹄
=
﹃
尾
陽
始
君
知
﹄︑﹃
大
日
本
史
料
﹄
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

編
・
発
行
︑
一
九
九
五
年
︑（
覆
刻
版
（
第
一
二
編
之
六
︑
二
〇
二
二
~

二
〇
三
五
頁

﹃
寛
政
﹄
=
﹃
新
訂
寛
政
重
脩
諸
家
譜
﹄
続
群
書
類
従
完
成
会
編
・
発
行
︑

一
九
六
四
~
二
〇
一
二
年

﹃
藩
史
﹄
=
﹃
藩
史
大
事
典
﹄
木
村
礎
・
藤
野
保
・
村
上
直
編
︑
雄
山
閣
出

版
︑
一
九
八
八
~
一
九
九
〇
年

﹃
三
百
﹄
=
﹃
三
百
藩
藩
主
人
名
事
典
﹄
藩
主
人
名
事
典
編
纂
委
員
会
編
︑

新
人
物
往
来
社
︑
一
九
八
六
~
一
九
八
七
年

﹃
臣
人
﹄
=
﹃
三
百
藩
家
臣
人
名
事
典
﹄
家
臣
人
名
事
典
編
纂
委
員
会
編
︑

新
人
物
往
来
社
︑
一
九
八
七
~
一
九
八
九
年
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大名一覧表（英文武鑑）

通し番号 人名・官職のローマ字表記 Cokes（石のこと） 推定される人物名及び注
In primis Mattssedayre figgen na Cammæ. （（1（（11 松平肥前守

In primis とはラテン語で「最初に」という意味。
前田利長。加賀藩初代藩主。慶長 （（ 年 （ 月 （1 日死去。『当代』に「百三万二千七百石」と、『尾陽』に「百三十四万
二千五百十石／本百三万二千七百石也」とある。

（ Tannaka cheicoungooe na Cammæ. 1（1（111 田中筑後守
田中忠政。筑後国柳川藩二代藩主。慶長 （（ 年に筑後守を称する。『当代』に「三十万二千石」とある。

（ Crooday echchegen na Cammæ. 1（（1111 黒田越前守
黒田長政。筑前国福岡藩初代藩主。「越前守」とは筑前守のミス。『当代』に「三十一万二千石」と、『尾陽』に「四十
万三千石」とあるが、慶長 （1 年の幕府の御前帳の福岡藩石高は （（（,（（（ 石（『寛政』（ 巻 （1（ 頁、『藩史』（ 巻 （ 頁）。

（ Nackangawa shewri na Cammæ. 11（1（（1 中川修理守
中川秀成。豊後国岡藩初代藩主。慶長 （（ 年 （ 月 （（ 日死去。石高は元和 （ 年まで （（,111 石。『当代』も『尾陽』も未
載（『寛政』（ 巻 （（ 頁、『藩史』（ 巻 （（（ 頁）。

（ Farema skoorooco      n. 11（（111 播磨ひころく
稲葉典通カ。豊後国臼杵藩二代藩主（通称「彦六」）。『当代』に「五万六十五石　稲葉彦六」とある。「skoorooco」と

「n.」との間に理由不明の空白がある。また「n.」はラテン語の nomen ＝名前の略号だろう。
（ Tannaka Isso na Cammæ. 11（1111 田中伊豆守

竹中重利。伊豆守、府内藩初代藩主。『当代』に「二万石　竹中伊豆守」とある。Tannaka とは竹中の聞き違いであろう。
（ Foowlooshimma shinnano na Cammæ. 1（（1111 ふるしま信濃守

鍋島勝茂カ。肥前国佐賀藩初代藩主。文禄 （ 年に信濃守を称する。『当代』に「三十五万七千石」とある。
（ Shimma na Cammæ. 1（（（（（1 志摩守

寺沢広高。志摩守、肥前国唐津藩初代藩主。『当代』に「九万五千石」とある。『尾陽』に「寺沢志摩守広忠（ママ）　
十二万三千六百八十九石」とある。コックスの書簡および日記に「King of Crates」（唐津王）や「Shimy Dono」あるい
は「Semidone」（志摩殿）として見える（※ （）（『寛政』（（ 巻 （（ 頁、『藩史』（ 巻 （（（ 頁）。

（ Cattoo fingo na Cammæ. 1（（（（11 加藤肥後守
加藤忠広。肥後守、肥後国熊本藩二代藩主。『当代』に「五十二万石」とある。
コックスの （（（（ 年の書簡に「Catto Samma Dono, King of I.O., per annum （1 mangocas」（加藤様殿、I.O.［肥後のことか］
藩主、年間収入 （1 万石）とある（※ （）。（（ 番と同一人物か。

（1 Fashbay Echchew na Cammæ. 1（（（（（（ 羽柴越中守
細川忠興。越中守、豊前国小倉藩初代藩主。天正 （（ 年に羽柴の称号を受ける。『当代』に「三十万石」とある。『国史
大辞典』によれば小倉藩は当初 （（（,111 石。コックスの （（（（ 年の書簡に「Yechew Dono, King of Cocora, per annum （（ 
mangocas」（越中殿、小倉王、年間収入 （（ 万石）とある（※ （）（『寛政』（ 巻 （1（ 頁、『藩史』（ 巻 （（（ 頁）。

（（ Kinnosta yemon na Tay. 11（1111 木下右衛門大夫
木下延俊。右衛門大夫、豊後国日出藩初代藩主。『当代』に「三万石」とある。

（（ Mowrree ish na Cammæ. 11（（111 毛利伊勢守
毛利高政。伊勢守、豊後国佐伯藩初代藩主。『当代』に「一万九千石」とある。

（（ Fasheba Sanseymon. 1（（（（11 羽柴三左衛門
池田輝政。通称は三左衛門で、播磨国姫路藩初代藩主。慶長 （（ 年 （ 月 （（ 日死去。『当代』に「八十万七千五百石　羽柴三
左衛門」とある。ただし、輝政時代の姫路藩石高は （（1,111 石と記録されている（『寛政』（ 巻 （（ 頁、『藩史』（ 巻 （（（ 頁）。



通し番号 人名・官職のローマ字表記 Cokes（石のこと） 推定される人物名及び注
（（ Fasheba Soymon na Tay. 1（（（（11 羽柴左衛門大夫

福島正則。安芸国広島藩初代藩主。『当代』に「四十九万八千二百石」とある。慶長 （ 年に羽柴姓を拝領。（（ 番と同
一人物（『寛政』（（ 巻 （（（ 頁、『藩史』（ 巻 （（（ 頁）。

（（ Assana kee no Cammæ. 1（（（（11 浅野紀伊守
浅野幸長。紀伊守、紀州藩初代藩主。慶長 （（ 年 （ 月 （（ 日死去。『当代』に「三十七万四千三百石」とある。

（（ Mattessodayre Langatta no Cammæ 1（（1111 松平長門守
毛利秀就。長門守、長州藩初代藩主。『当代』に「二十万石」とあるが、慶長 （（ 年に （（（（（（ 石だった。慶長 （（ 年に
松平長門守を称した（『寛政』（1 巻 （（（ 頁、『藩史』（ 巻 （（（ 頁）。

（（ Catto Sammanowskee. 1（（（（11 加藤左馬助
加藤嘉明。左馬助、伊予松山藩初代藩主。『当代』に「十九万千六百石」とある。

（（ Fachiska Awwo no cammæ. 1（（（（11 蜂須賀阿波守
蜂須賀至鎮。阿波守、徳島藩初代藩主。『当代』に「十八万六千七百石」とある。

（（ Mattessodayre Toossa na Cammæ. 1（1（（11 松平土佐守
山内忠義。土佐守、高知藩二代藩主。『当代』に「二十万二千六百石」とある。

（1 Sakkown no Fooyye. 1（（（（11 左近兵衛
未詳。

（（ Awwa Sakkoown. 11（11（1 阿波／安房左近
未詳。

（（ Cattoo Sayyemon. 11（11（（ 加藤左衛門
加藤貞泰。左衛門尉、伯耆国米子藩二代藩主。当時の米子藩の石高は （1,111 石（『寛政』（（ 巻 （（ 頁）。

（（ Taggema na Cammæ. 11（（（1（ 但馬守
遠藤慶隆。但馬守、美濃国郡上藩初代藩主。慶隆時代の石高は （（,111 石（『寛政』（ 巻 （（（ 頁、『藩史』（ 巻 （（ 頁）。

（（ Canna moowre Issoomoo na Camma. 11（（111 金森出雲守
金森可重。出雲守、飛騨高山二代藩主。『尾陽』に「三万八千四百二石」とある（『寛政』（ 巻 （（（ 頁、『藩史』（ 巻 （ 頁）。

（（ Mangooiche. 11（（111 孫市
旗本船越永景（通称孫市）のことか（『寛政』（（ 巻 （（（ 頁）。

（（ Woshema Sayyemon. 11（1（（1 大島左衛門
大島光俊カ。美濃関藩の人、光義の三男、通称は久左衛門。石高は （,（11 石 なので （1,（（1 石とあるのは誤記か？（『寛
政』（ 巻 （（ 頁、『三百藩』（ 巻 （1（–（1（ 頁）。

（（ Tackenanga foyyein. 11（1（（（ 徳永法印
徳永寿昌。「台徳院殿御実記」（『徳川実記』、『新訂増補国史体系』（ 巻 （（（ 頁）に「徳永法印寿昌」とある。美濃国高
須藩初代藩主（慶長 （（ 年 （ 月 （1 日没）。石高は （1,（（（ 石（『藩史』（ 巻 （1（ 頁）。

（（ Wooshema moofoyey. 111（（11 大島茂兵衛
大島光政。通称は茂兵衛。戦国武将で、徳川家に味方し、大坂の陣後、旗本になる。慶長 （（ 年に （,（（1 石の黒印を受
ける（『寛政』（ 巻 （（ 頁）。

（（ Wooshema mangofegee. 111（（11 大島孫平次
未詳。『寛政』、『家臣』に該当する人物が登録されていない。
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通し番号 人名・官職のローマ字表記 Cokes（石のこと） 推定される人物名及び注
（1 Tackeenacka Tango na Cammæ. 11（（111 竹中丹後守

竹中重門カ。丹後守、旗本。正確な石高は未詳だが （1,111 石足らず（『寛政』（ 巻 （1（ 頁）。
（（ Catto feenay. 11（1（11 加藤ひない

未詳。
（（ Cattoyozabero. 111（111 加藤与三郎

未詳。
（（ Tackcaugey Langatto. 11（1111 たかうじ長門

未詳。
（（ Farema naykee. 111（111 有馬内記

有馬内記、久留米藩家老。諱・通称未詳（『臣人』（ 巻 （（ 頁）。
（（ Fooreewo kemmontee. 11（1111 堀尾掃部大夫

堀尾忠晴カ。山城守、出雲国松江藩二代藩主。ただし、当時の松江藩の石高は （（1,111 石（『藩史』（ 巻 （（ 頁）。
（（ yewamme. 111（（11 石見

未詳。
（（ Nannomaa kewko. 111（111 野々山兼綱カ。丹後守、従五位下、腰物奉行（『寛政』（ 巻 （（（ 頁）。

（（ Kemmowtee. 11（1111 掃部大夫
井伊直孝カ。慶長 （（ 年から掃部頭。元和元年から近江国彦根藩二代藩主（『寛政』（（ 巻 （（（ 頁、『藩史』（ 巻 （（ 頁）。

（（ Farrema dayshoo. 11（（（11 有馬／播磨内匠
未詳。

（1 Langato na Cammæ. 11（1111 長門守
秋月種長。長門守、日向国高鍋藩初代藩主。慶長 （（ 年 （ 月 （（ 日没。元禄までの石高は （1,111 石（『寛政』（（ 巻 （（（
頁、『藩史』（ 巻 （（（ 頁）。

（（ boungee ma Safoye. 11（1111 豊後の佐兵衛
大友吉統カ。豊後の戦国大名の一人、従五位下「左兵衛督」を即位。慶長 （（ 年没なので、息子の義乗（左兵衛督、慶
長 （（ 年没）のことか（『寛政』（ 巻 （（（ 頁）。

（（ Foowrre nimbo. 11（1111 堀民部
未詳。『寛政』に江戸初期の民部官職の堀氏が記録されていない。

（（ Cookee Langatta. 11（1111 九鬼長門
九鬼守隆。長門守、志摩国鳥羽藩初代藩主。鳥羽藩の石高は元和元年まで （（,111 石（『寛政』（（ 巻 （（1 頁、『藩史』（
巻 （（（ 頁）。

（（ Sadda daysheen. 11（（（11 佐渡だいしん
本多正信。佐渡守、相模国玉縄藩初代藩主。「だいしん」の意味不明。コックスの同僚ウイッカムの書簡（（（（（ 年 （1 月
（（ 日付）に「Saddo Dono」（佐渡殿）と呼び、また同僚イートンの書簡（（（（（ 年 （ 月 （1 日付、ただし、日付は間違って
いるようだ）に「Sadedon」（佐渡殿）が最近死亡したことを報告する（※ （）。本多正信の死亡は元和 （ 年 （ 月 （ 日（（（（（
年 （ 月 （1 日）。正信入府時の玉縄藩の石高は僅か （1,111 石だったので石高が大幅に違っている（『寛政』（（ 巻 （（ 頁）。

（（ sigge catta Tamba na cammæ. 11（（111 しげかた丹波守
未詳。
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通し番号 人名・官職のローマ字表記 Cokes（石のこと） 推定される人物名及び注
（（ Fasheba Tango na cammæ. 1（（（（11 羽柴丹後守

京極高知。丹後守、丹後国宮津藩初代藩主。高知入府時の石高は （（（,（11 石（『寛政』（ 巻 （（（ 頁、『藩史』（ 巻 （（（ 頁）。
（（ Fowrree Feeitates. 1（（（（11 堀常陸カ

『寛政』に堀氏の常陸守が記録されていない。
（（ Keeowngoco wacassoo. 11（（□□□

［破損］
京極若狭
京極忠高。若狭守、若狭国小浜藩二代藩主。忠高時代の石高は （（,111 石。

（（ Farema Gemba. 1□1（□□□
［破損］

有馬玄蕃
有馬豊氏。玄蕃頭、丹波国福知山藩初代藩主。福知山藩の石高は （1,111 石（『寛政』（ 巻 （（ 頁、『藩史』（ 巻 （（（ 頁）。

（1 Sacoda figgen. 1□（□□□□
［破損］

さこだ肥前
未詳。

（（ Yammazakke Sammanouske. 11（（11
［ママ］

山崎左馬允
山崎家盛カ。左馬允、因幡国若桜藩初代藩主。慶長 （（ 年 （1 月 （ 日没。石高は元和 （ 年まで （1,111 石（『寛政』（ 巻
（（（ 頁、『藩史』（ 巻 （（ 頁）。

（（ Cooyde wooukeo. 11（1（11 小出右京
小出吉英カ。右京、但馬国出石藩主。大和守に叙任され、慶長 （（ 年に石高は （1,111 石（『藩史』（ 巻 （（（ 頁）。

（（ Camme mossashee donno. 11（（111 亀井武蔵殿
亀井茲矩。武蔵守、因幡国鹿野藩初代藩主。慶長 （（ 年 （ 月 （（ 日死去。鹿野藩は （（,111 石。慶長 （（ 年 （ 月 （（ 日没

（『寛政』（ 巻 （（（ 頁、『藩史』（ 巻 （（ 頁）。
（（ Cooyde yamatto. 111（（11 小出大和

小出吉政カ。大和守、和泉国岸和田藩二代藩主。慶長 （（ 年 （ 月 （（ 日死去。ただし、当時の岸和田藩の石高は （1,111
石（『藩史』（ 巻 （（（ 頁）。

（（ Towrre dewa. 11（1111 鳥居出羽
鳥居忠政カ。陸奥国磐城平藩初代藩主。ただし、忠政の官名は左京亮で、磐城平藩の石高は元和 （ 年まで （（1,111 石

（『寛政』（ 巻 （（（ 頁、『藩史』（ 巻 （（（ 頁）。
（（ Sattakee donna. 1（（1111 佐竹殿

佐竹義宣カ。出羽国秋田藩初代藩主。ただし、秋田藩の表高は （11,111 石（『寛政』（ 巻 （（ 頁、『藩史』（ 巻 （（1 頁）。
（（ Maydash feigen na Cammæ. （111111 前田肥前守

前田利長。（番と重複。コックスの（（（（年の書簡に「Cangano Figen Dono, the Emperourʼs kinsman, and of the greatest revenues 
in Japon, per annum （11 mangocas」（加賀の肥前殿、将軍の親戚、日本の中で最高の収入、年間 （11 万石）とある（※ （）。

（（ Foocowshema na Tey. 1（11111 福島大夫
福島正則。（（ 番と重複。

（（ Moowre donna. 1（11111 毛利殿
毛利秀就カ。長門国萩藩初代藩主。萩藩の石高は慶長 （（ 年以降 （1（,（1（ 石（『寛政』（1 巻 （（（ 頁、『藩史』（ 巻 （（（ 頁）。

（1 Monngame donna. 1（11111 最上殿
最上義光カ。出羽国山形藩初代藩主。山形藩の石高は （（1,111 石（『寛政』（ 巻 （（（ 頁、『藩史』（ 巻 （（（ 頁）。コック
スの （（（（ 年の書簡に「Mengamy Dono, King of ［空白］, per annum （（ mangocas」（最上殿、［空白］藩主、年間収入 （（ 万
石）とある（※ （）。

176



通し番号 人名・官職のローマ字表記 Cokes（石のこと） 推定される人物名及び注
（（ Catta fingo na Cammæ. 1（（1111 加藤肥後守

（ 番と重複。
（（ Massamme donno. 1（11111 政宗殿

伊達政宗。仙台藩初代藩主。寛永 （（ 年までの仙台藩の石高は （（（,111 石（『寛政』（（ 巻 （（（ 頁、『藩史』（ 巻 （1（ 頁）。
コックスの （（（（ 年の書簡に「Massamoneda Dono, King of Oshew, per annum （1 mangocas 」（政宗殿、奥州藩主、年間収
入 （1 万石）とある（※ （）。

（（ Shimasst donno. 1（11111 島津殿
島津家久カ。薩摩藩初代藩主。ただし、慶長 （（–（（ 年の慶長内検によると石高は （（（,111 石（『藩史』（ 巻 （（1 頁）。

（（ Omra donno. 11（1111 大村殿
大村純頼カ。肥前国大村藩二代藩主。ただし、大村藩の石高は （（,（（（ 石（『寛政』（ 巻 （（（ 頁、『藩史』（ 巻 （11 頁）。

（（ Arreima donno. 11（1111 有馬殿
有馬直純カ。日向国延岡藩二代藩主。延岡藩の石高は （（,111 石（『藩史』（ 巻 （（（ 頁）。

（（ Fieggen na cammæ Ferando. 11（1111 肥前守平戸
松浦鎮信カ。肥前守、肥前国平戸藩初代藩主。平戸藩の石高は （（,111 石。コックスの書簡や日記に言及が多い。鎮信
は慶長 （（ 年 （ 月 （（ 日死去（『寛政』（ 巻 （1 頁、『藩史』（ 巻 （（（ 頁）。

（（ Tera Shima na Cammæ Carates. 1（（1111 寺志摩守唐津
寺沢広高カ。志摩守、肥前国唐津藩初代藩主。（ 番と重複（『寛政』（（ 巻 （（ 頁、『藩史』（ 巻 （（（ 頁）。

（（ Cownda mina na Cammæ. 1（（1111 本多美濃守
本多忠政カ。美濃守、伊勢国桑名藩二代藩主。ただし、桑名藩の石高は元和 （ 年まで （11,111 石（『寛政』（（ 巻 （（（
頁、『藩史』（ 巻 （11 頁）。

（（ Cattsa Sammæ. 1（11111 上総様
松平忠輝カ。上総介、越後国高田藩藩主。ただし、当時の高田藩の石高は （（1,111 石。

（1 Cownda Issemoo. 1（（1111 本多出雲
本多忠朝カ。出雲守、上総国大多喜藩二代藩主。ただし、忠朝入府時の大多喜藩の石高は （1,111 石（『寛政』（（ 巻 （（（
頁、『藩史』（ 巻 （11 頁）。

（（ Todo Issemona Cammæ. 1（（1111 藤堂和泉守
藤堂高虎カ。和泉守、伊勢国津藩初代藩守。ただし、慶長 （（ 年の津藩の石高は （（1,（（1 石（『寛政』（（ 巻 （（（ 頁、『藩
史』（ 巻 （（（ 頁）。

（（ Mattesdayre Shimmossa. 1（11111 松平下総
松平忠明。下総守、伊勢国亀山藩藩主。ただし、亀山藩の石高は慶長 （（ 年から元和 （ 年まで （1,111 石（『寛政』（ 巻
（（1 頁、『藩史』（ 巻 （（ 頁）。

（※ （）　 Anthony Farrington, The English Factory in Japan, 1613–1623 （The British Library, （（（（）, pp. （（（, （1（–（1（, （（1, （（（. 東京大學史料編纂所編纂『イギリス商館長日記』東京大学出版会、（（（（–
（（（（、原文編〈上〉（（ 頁等。

（※ （）　前掲 Farrington, p. （（（.
（※ （）　前掲 Farrington, p. （（（.
（※ （）　前掲 Farrington, pp. （（（, （（1.
（※ （）　前掲 Farrington, p. （（（.
（※ （）　前掲 Farrington, p. （（（.
（※ （）　前掲 Farrington, p. （（（.
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︑

上
総
様
と
か
薩
摩
様
の
よ
う
に
苗
字
が
な
か
っ
た
り
︑
松
平
下
総
の
よ
う
に

﹁
守
﹂
の
字
が
欠
け
た
り
︑
大
村
殿
や
有
馬
殿
の
よ
う
に
苗
字
し
か
な
か
っ
た

り
︑
長
門
守
の
よ
う
に
官
職
し
か
な
か
っ
た
り
︑
大
島
茂
兵
衛
の
よ
う
に
苗

字
に
通
称
を
付
け
た
り
︑
孫
市
の
よ
う
に
諱
し
か
な
か
っ
た
り
︑
表
記
が
ま

ち
ま
ち
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
は
お
そ
ら
く
情

報
源
が
多
種
多
様
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒

　
次
に
︑
情
報
の
質
差
が
著
し
い
︒
（
番
か
ら
（（
番
ま
で
の
部
分
（
以
下
﹁
第

一
部
﹂
と
称
す
る
（
に
は
︑
九
州
や
四
国
の
西
国
大
名
が
圧
倒
的
に
多
い
︒
そ

れ
に
一
人
の
例
外
を
除
く
と
︑
全
員
が
慶
長
一
五
年
の
名
古
屋
城
普
請
役
を

賦
課
さ
れ
た
大
名
で
︑
そ
の
石
高
も
﹃
当
代
記
﹄
の
慶
長
一
五
年
六
月
三
日

条
に
記
さ
れ
た
石
高
と
一
致
す
る
︒
周
知
の
通
り
︑﹃
当
代
記
﹄
は
寛
永
年
間

に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
︑﹃
信
長
公
記
﹄
や
幕
府
側
の
書
類
を
再
編
成
し
た
史

料
で
あ
る
︒
名
古
屋
城
普
請
の
部
分
は
︑
尾
張
藩
初
代
藩
主
徳
川
義
直
の
伝

記
で
あ
る
﹃
尾
陽
始
君
知
﹄
の
名
古
屋
城
普
請
の
条
に
酷
似
し
て
い
る
の
で
︑

い
ず
れ
も
幕
府
側
の
文
書
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
そ
う

す
る
と
︑
一
覧
表
の
第
一
部
に
収
録
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
も
︑
情
報
源
が

﹃
当
代
記
﹄
の
そ
れ
と
あ
ま
り
変
わ
り
が
な
く
︑
信
頼
性
が
高
い
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
︒

　
但
し
︑
第
一
部
の
情
報
が
完
全
に
﹃
当
代
記
﹄
や
﹃
尾
陽
始
君
知
﹄
と
一

致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒﹁
竹
中
﹂
の
代
わ
り
に
﹁
田
中
﹂
と
か
︑﹁
稲

葉
﹂
の
代
わ
り
に
﹁
播
磨
﹂
と
か
︑
い
く
ら
か
名
称
の
誤
記
が
確
認
で
き
る
︒

ま
た
︑
（
番
の
中
川
秀
成
が
﹃
当
代
記
﹄
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
れ

か
ら
︑﹃
当
代
記
﹄
記
載
の
生
駒
正
俊
（
讃
岐
国
高
松
藩
三
代
藩
主
（
が
一
覧

表
に
欠
け
て
い
る
︒
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
ズ
レ
が
生
じ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は

な
い
︒
そ
の
問
題
は
さ
て
お
き
︑
コ
ッ
ク
ス
が
発
送
し
た
慶
長
一
九
年
末
の

段
階
ま
で
に
既
に
死
去
し
て
い
た
大
名
が
四
人
ほ
ど
一
覧
表
に
確
認
で
き
る

の
で
︑
一
覧
表
の
執
筆
者
が
元
に
し
た
情
報
源
が
︑
中
川
秀
成
が
死
去
し
た

慶
長
一
七
年
八
月
一
四
日
以
前
ま
で
遡
る
こ
と
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
︒
い
ず

れ
に
し
て
も
︑
第
一
部
に
は
︑
何
ら
か
の
形
で
名
古
屋
城
普
請
役
大
名
の
リ

ス
ト
が
裏
に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
︑
そ
の
実
態
は
今
の
と
こ
ろ
把

握
し
が
た
い
︒

　
一
覧
表
の
（1
番
か
ら
（（
番
ま
で
の
部
分
（
以
下
﹁
第
二
部
﹂
と
称
す
る
（
に

は
︑
大
名
な
ど
の
呼
称
が
単
純
す
ぎ
て
識
別
が
困
難
な
事
例
が
多
い
︒
識
別

が
で
き
る
も
の
に
は
︑
身
分
が
大
名
以
下
で
石
高
が
高
く
な
い
ケ
ー
ス
も
あ

る
︒
い
ち
い
ち
石
高
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
信
頼
性
に
乏
し
い
も
の
が
相

当
あ
る
︒
全
体
と
し
て
譜
代
大
名
や
旗
本
が
第
二
部
の
中
心
と
い
え
よ
う
︒
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最
後
に
︑
（（
番
か
ら
（（
番
ま
で
の
部
分
（
以
下
﹁
第
三
部
﹂
と
称
す
る
（
に

は
︑
第
一
部
の
項
目
と
の
重
複
が
い
く
つ
か
認
め
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
大
名
の

呼
称
が
同
じ
で
は
な
い
た
め
別
人
と
誤
解
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

第
三
部
で
は
︑
東
国
の
大
名
も
含
ま
れ
て
い
る
が
西
国
の
外
様
が
大
多
数
に

な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
石
高
が
ほ
と
ん
ど
概
数
と
な
っ
て
い
る
の
で
︑
他
の

二
部
に
比
べ
て
不
正
確
に
な
っ
て
い
る
︒
結
局
︑
第
三
部
に
つ
い
て
は
︑
情

報
源
と
情
報
拾
集
時
期
が
第
一
部
や
第
二
部
と
は
違
っ
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ

間
違
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

　
な
お
︑
全
体
と
し
て
は
︑
一
覧
表
の
説
明
書
き
や
コ
ッ
ク
ス
の
書
簡
の
文

章
に
か
か
わ
ら
ず
︑
完
全
な
大
名
リ
ス
ト
と
は
全
く
い
え
な
い
︒
多
数
の
有

力
大
名
が
一
覧
表
か
ら
欠
如
し
て
い
る
︒
説
明
書
き
に
﹁
日
本
の
諸
侯
お
よ

び
帝
王
（
大
御
所
（
と
帝
王
の
長
男
︑
そ
れ
か
ら
い
く
つ
か
の
二
流
の
領
主

の
収
益
の
目
録
﹂
と
書
い
て
あ
る
が
︑
ま
ず
大
御
所
の
収
益
は
一
覧
表
に
見

当
た
ら
な
い
︒
そ
れ
か
ら
︑
尾
張
名
古
屋
藩
︑
水
戸
藩
︑
盛
岡
藩
な
ど
が
収

録
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
九
州
の
大
名
も
す
べ
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
︒
逆
に
︑
第
二
部
に
大
名
以
下
の
身
分
の
人
物
が
か
な
り
混

じ
っ
て
い
る
の
で
︑
全
体
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
な
い
︒
な
お
︑
原

文
で
は
︑
一
覧
表
の
右
側
の
方
が
途
中
で
切
れ
て
い
る
の
は
や
や
不
自
然
に

見
え
る
︒
上
の
事
情
を
考
え
合
わ
せ
る
と
︑
コ
ッ
ク
ス
が
発
送
し
た
一
覧
表

が
未
完
だ
っ
た
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
未
完
成
の

も
の
を
﹁
武
鑑
﹂
と
言
っ
て
い
い
の
か
が
疑
問
だ
︒

　
つ
い
で
に
︑
羽
柴
苗
字
の
大
名
が
四
人
ほ
ど
一
覧
表
に
収
録
さ
れ
て
い
る

点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
︒
元
亀
四
年
（
一
五
七
三
（
に
秀
吉
が
初
め
て
羽

柴
を
名
乗
り
︑
そ
の
後
︑
秀
吉
が
家
族
︑
近
親
者
︑
親
戚
︑
有
力
大
名
な
ど

に
羽
柴
苗
字
を
授
け
た
︒
（（
番
の
羽
柴
左
衛
門
大
夫
=
福
島
正
則
は
慶
長
二

年
か
ら
元
和
元
年
六
月
ま
で
羽
柴
を
名
乗
っ
て
い
た
史
料
が
残
っ
て
い
る
し
︑

﹃
当
代
記
﹄
に
も
羽
柴
苗
字
の
大
名
が
三
人
所
載
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
慶
長
末

の
一
覧
表
に
羽
柴
名
字
の
大
名
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
不
自
然
で
は
な
い

よ
う
だ（

（
（

︒

　
さ
て
︑
石
高
の
表
記
に
つ
い
て
は
ど
う
か
︒
石
高
が
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表

記
し
て
あ
る
こ
と
は
当
然
の
よ
う
だ
が
︑
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
︑
た
と
え
ば

五
万
を
（ 

1
︐1
1
1
（
五
〇
千
（
に
換
算
す
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
当

時
の
イ
ギ
リ
ス
人
に
と
っ
て
必
ず
し
も
簡
単
な
演
算
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
︒

各
行
に
七
桁
で
石
高
を
表
記
し
た
の
は
換
算
演
算
を
容
易
に
す
る
た
め
だ
っ

た
ろ
う
か
︒
そ
れ
で
も
︑
計
算
の
ミ
ス
と
思
わ
れ
る
数
字
が
少
な
く
な
い
︒

（（
番
の
三
千
二
百
五
〇
石
が11（1（（1

と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
換
算
ミ
ス

も
確
認
で
き
る
︒

　
だ
が
︑
こ
れ
ほ
ど
大
名
の
石
高
の
情
報
が
イ
ギ
リ
ス
商
館
員
た
ち
へ
流
れ
︑

書
き
留
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
何
と
い
っ
て
も
意
外
で
あ
る
︒
石
高
自
体
が

正
確
に
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
は
︑
情
報
源
の
信
憑
性
を
裏
付
け

る
と
い
え
よ
う
︒
特
に
三
万
二
百
五
〇
石
（
（（
番
（
や
五
〇
万
六
百
八
九
石

（
（（
番
（
の
よ
う
な
石
高
数
字
は
精
密
で
驚
く
ば
か
り
だ
︒
多
少
︑
一
覧
表
収
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録
の
石
高
が
現
在
確
認
で
き
る
そ
れ
と
の
ず
れ
が
あ
る
事
例
は
︑
表
高
と
内

高
と
の
差
の
せ
い
か
も
し
れ
な
い
︒
た
だ
︑
（（
番
の
加
賀
藩
の
二
百
万
石
は

誇
張
で
あ
り
︑
町
の
噂
に
よ
る
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
︒

　
最
後
に
︑
一
覧
表
の
各
行
に
通
し
番
号
が
つ
い
て
い
る
が
︑
順
番
の
意
味

が
判
明
し
な
い
︒
一
番
の
加
賀
藩
の
場
合
︑
ラ
テ
ン
語
のin prim

is

と
は
︑

﹁
初
め
に
﹂
だ
け
で
な
く
︑﹁
最
高
﹂
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
︑
最
初
は
︑
一

番
石
高
が
高
い
加
賀
藩
を
ト
ッ
プ
に
し
︑
あ
と
石
高
の
順
番
に
各
大
名
を
リ

ス
ト
ア
ッ
プ
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
ろ
う
か
︒

5
　
一
覧
表
の
編
纂
事
情

　
こ
の
一
覧
表
は
︑
い
つ
︑
ま
た
だ
れ
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

コ
ッ
ク
ス
が
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
伯
爵
に
発
送
し
た
一
六
一
四
（
慶
長
一
九
（

年
一
二
月
一
〇
日
ま
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
︒

と
い
う
こ
と
は
︑
大
坂
冬
の
陣
直
前
の
日
本
を
反
映
し
て
い
る
は
ず
だ
︒
ま

た
︑
一
種
の
武
鑑
と
し
て
は
︑
最
古
の
武
鑑
と
見
ら
れ
て
き
た
東
京
大
学
所

蔵
写
本
﹃
治
代
普
顕
記
﹄（
寛
永
一
一
年
序
（
や
寛
永
二
〇
年
刊
﹃
御
大
名
十

万
石
己
上
付
﹄
よ
り
以
前
の
も
の
と
な
る（

（
（

︒
こ
の
一
覧
表
の
作
成
作
業
は
︑

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
が
平
戸
に
商
館
を
設
立
し
た
年
以
降
に
始
ま
っ
た

と
考
え
る
の
が
常
識
の
よ
う
だ
が
︑
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
︒

　
ま
ず
︑
一
覧
表
が
全
部
一
時
に
書
き
留
め
ら
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な

い
と
思
わ
れ
る
が
︑
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
情
報
が
必
ず
し
も
一
時

に
集
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
を
立
証
す
る
の
に
︑
重
複
し

て
い
る
（
番
と
（（
番
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
︒
（
番
の
方
は
︑﹁
松
平
肥

前
守
﹂
と
し
て
前
田
利
長
を
取
り
上
げ
︑
石
高
を
百
三
〇
万
二
千
七
百
石
と

す
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑
（（
番
の
方
は
﹁
前
田
肥
前
守
﹂
の
石
高
を
二
百
万
石

と
す
る
︒
加
賀
藩
の
表
高
と
し
て
は
両
方
と
も
高
す
ぎ
る
が
︑
前
者
の
方
は
︑

内
高
と
そ
う
変
わ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
後
者
は
大
袈
裟
で
︑

コ
ッ
ク
ス
が
一
六
二
二
年
付
の
書
簡
に
﹁
加
賀
の
肥
前
殿
︑
将
軍
の
親
戚
︑

日
本
の
中
で
最
高
の
収
入
︑
年
間
二
百
万
石
﹂
と
書
い
た
と
こ
ろ
と
一
致
し

て
い
る
︒
こ
の
二
項
目
に
注
目
す
る
だ
け
で
も
︑
情
報
源
が
相
違
し
て
い
た

こ
と
が
見
て
と
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
慶
長
一
九
年
の
時
点

で
ま
だ
有
効
な
情
報
も
あ
れ
ば
︑
藩
主
が
死
亡
し
た
り
︑
す
で
に
時
代
遅
れ

に
な
っ
て
い
る
情
報
も
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
（（
番
の
羽
柴
三
左
衛
門
=
池
田

輝
政
は
︑
慶
長
一
八
年
一
月
二
五
日
に
既
に
死
亡
し
て
い
た
︒
そ
れ
か
ら
︑

先
に
説
明
し
た
よ
う
に
︑
大
名
の
姓
名
や
官
職
の
表
記
が
一
定
し
て
い
な
い

の
も
情
報
源
が
相
違
し
て
い
た
せ
い
だ
ろ
う
︒
一
覧
表
所
収
の
情
報
が
数
年

に
亘
っ
て
色
々
な
情
報
源
か
ら
集
め
ら
れ
た
結
果
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
ク
ロ
ー
ブ
号
が
日
本
に
到
着
し
た
慶
長
一
八
年
以
前
に
︑
日
本
に
在
住
し

て
い
た
イ
ギ
リ
ス
人
は
た
だ
一
人
︑
三
浦
按
針
=
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ア
ダ
ム
ズ

の
み
だ
っ
た
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
ア
ダ
ム
ズ
は
家
康
の
外
交
顧
問
で
あ
り
︑
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二
五
〇
石
取
り
の
旗
本
資
格
を
獲
得
し
︑
帯
刀
も
許
さ
れ
た
︒
ア
ダ
ム
ズ
は
︑

日
本
に
到
着
し
た
慶
長
五
年
以
降
︑
情
報
を
収
集
で
き
る
よ
う
な
立
場
に

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
実
際
︑
ア
ダ
ム
ズ
が
一
覧
表
の
作
成
作
業
に
関
係

し
て
い
た
か
と
い
う
と
︑
確
実
な
証
拠
が
な
い
た
め
︑
何
と
も
い
え
な
い
︒

し
か
し
︑
情
報
収
集
作
業
が
慶
長
一
八
年
以
前
ま
で
遡
る
の
な
ら
︑
ア
ダ
ム

ズ
が
何
か
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

　
で
は
︑
こ
の
一
覧
表
の
筆
跡
は
何
を
物
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
前
述

の
よ
う
に
︑
三
人
の
筆
跡
が
確
認
で
き
る
︒
外
側
は
コ
ッ
ク
ス
の
筆
跡
の
よ

う
だ
が
︑
説
明
書
き
お
よ
び
一
覧
表
の
本
文
の
筆
跡
が
違
っ
て
い
る
︒
い
ず

れ
も
︑
現
在
残
っ
て
い
る
文
書
で
確
認
で
き
る
ア
ダ
ム
ズ
の
筆
跡
に
は
似
て

い
な
い
︒
と
い
う
こ
と
は
︑
ア
ダ
ム
ズ
は
情
報
収
集
作
業
に
は
関
係
し
て
い

た
か
も
知
れ
な
い
が
︑
一
覧
表
の
筆
者
で
は
な
か
っ
た
の
だ
︒
で
は
︑
筆
者

は
誰
だ
っ
た
ろ
う
か
︒
現
在
︑
大
英
図
書
館
に
イ
ギ
リ
ス
商
館
の
関
係
者
の

書
簡
︑
報
告
書
な
ど
が
い
く
つ
か
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
一
覧
表
の
上
方
の
説

明
書
き
の
右
寄
り
の
筆
跡
は
︑
ど
う
も
テ
ン
ペ
ス
ト
・
ピ
ー
コ
ッ
ク

（Tem
pest Peacock

（
の
筆
跡
に
似
通
っ
て
い
る
︒
ピ
ー
コ
ッ
ク
は
一
六
一
三

年
に
︑
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
代
表
者
ジ
ョ
ン
・
セ
ー
リ
ス
お
よ
び
ア

ダ
ム
ズ
の
同
伴
者
と
し
て
︑
駿
府
や
江
戸
へ
旅
行
し
︑
徳
川
家
康
お
よ
び
徳

川
秀
忠
に
謁
見
し
た
︒
そ
の
後
︑
一
六
一
四
年
に
離
日
し
︑
同
年
に
現
在
の

ベ
ト
ナ
ム
の
海
岸
で
殺
さ
れ
た
ら
し
い
︒
従
っ
て
︑
説
明
書
き
の
文
章
が

ピ
ー
コ
ッ
ク
の
筆
跡
だ
と
す
れ
ば
︑
こ
の
部
分
は
遅
く
て
も
一
六
一
四
年
の

一
月
あ
た
り
ま
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

　
一
方
︑
一
覧
表
の
下
方
の
本
文
は
筆
跡
が
ま
た
違
う
︒
そ
の
部
分
は
ピ
ー

コ
ッ
ク
が
説
明
書
き
を
執
筆
し
た
の
ち
に
書
き
留
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
そ

の
﹁
の
ち
﹂
は
︑
同
日
の
こ
と
か
︑
そ
れ
と
も
数
カ
月
後
の
こ
と
か
は
不
明

で
あ
る
︒
発
送
す
る
直
前
ま
で
情
報
収
集
が
続
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

既
に
書
い
た
よ
う
に
︑
未
完
の
ま
ま
発
送
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
︒

　
セ
ー
リ
ス
が
一
六
一
三
年
一
二
月
五
日
に
離
日
し
た
と
き
に
︑
一
覧
表
を

持
っ
て
帰
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
だ
︒
そ
れ
は
一
覧
表
が
ま
だ
出

来
上
が
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
か
︒
コ
ッ
ク
ス
が

一
覧
表
を
発
送
し
た
の
は
セ
ー
リ
ス
が
離
日
し
て
ま
る
一
年
が
た
っ
て
か
ら

の
こ
と
だ
っ
た
︒
と
い
う
こ
と
は
︑
一
覧
表
作
成
の
最
終
段
階
は
一
六
一
四

年
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒
コ
ッ
ク
ス
が
外
側
に
書
い
た
文
章
を
考
慮
に

入
れ
る
と
︑
数
人
の
イ
ギ
リ
ス
人
が
情
報
収
集
を
担
当
し
て
い
た
可
能
性
が

高
い
が
︑
最
終
の
責
任
者
は
コ
ッ
ク
ス
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

6
　
問
題
点

　
一
覧
表
の
情
報
の
中
で
︑
一
番
大
切
な
の
は
姓
名
や
官
職
で
な
く
︑
石
高

の
方
だ
っ
た
に
違
い
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
ト
マ
ス
・
ウ
イ
ル
ソ
ン
卿
が
説

明
し
た
よ
う
に
︑﹁
そ
の
大
多
数
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
ほ
と
ん
ど
の
殿
様

の
収
入
に
匹
敵
す
る
か
あ
る
い
は
上
回
る
の
だ
﹂
と
い
う
事
実
を
立
証
す
る
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デ
ー
タ
の
は
ず
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
で
は
︑
そ
の
石
高
デ
ー
タ
は
確
か
に

ウ
イ
ル
ソ
ン
の
言
葉
を
裏
付
け
る
の
だ
ろ
う
か
︒

　
右
端
の
石
高
表
記
の
欄
のcokes

と
は
﹁
こ
く
（
石
（﹂
の
英
語
式
の
複
数

形
と
思
わ
れ
る
︒
説
明
書
き
に
﹁
米
一
石
は
イ
ギ
リ
ス
の
通
貨
で
七
シ
リ
ン

グ
六
ペ
ン
ス
に
値
す
る
﹂
と
い
う
文
章
が
あ
る
︒
当
時
は
︑
一
ポ
ン
ド
が
二

〇
シ
リ
ン
グ
︑
一
シ
リ
ン
グ
が
一
二
ペ
ン
ス
だ
っ
た
の
で
︑
七
シ
リ
ン
グ
六

ペ
ン
ス
と
は
一
ポ
ン
ド
の
三
分
の
一
強
だ
っ
た
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
こ
の

相
場
を
頼
り
に
し
て
︑
例
え
ば
（
番
の
田
中
筑
後
守
の
石
高
三
〇
万
二
千
石

を
換
算
す
る
と
︑
一
二
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
と
な
る
︒
現
在
の
通
貨
に
換
算
す
る

の
は
用
意
で
は
な
い
が
︑
イ
ギ
リ
ス
国
立
公
文
書
館
の
古
今
通
貨
変
換
ツ
ー

ル
に
よ
る
と
︑
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
の
通
貨
は
一
七
世
紀
初
頭
の
そ
れ
の
一
三

七
倍
に
相
当
す
る
よ
う
だ（

（1
（

︒
そ
れ
が
妥
当
な
ら
︑
田
中
筑
後
守
の
石
高
は
現

在
の
価
値
に
し
て
お
よ
そ
一
六
四
万
四
千
ポ
ン
ド
（
お
よ
そ
二
億
七
千
万
円
（

に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
︒
田
中
筑
後
守
の
石
高
が
実
際
そ
れ
ぐ
ら
い
の
価

値
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
換
算
相
場
が

間
違
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
因
み
に
︑
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
︑
例
の
ロ

バ
ー
ト
・
セ
シ
ル
=
初
代
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
伯
爵
が
全
国
で
収
入
が
一
番
高

か
っ
た
人
物
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
彼
の
年
間
収
入
は
田
中
筑
後
守
と
変
わ

ら
な
い（

（（
（

︒
但
し
︑
当
然
な
が
ら
︑
大
名
領
地
の
石
高
と
イ
ギ
リ
ス
個
人
の
収

入
と
は
基
本
的
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
が
︑
そ
の
こ
と
を
コ
ッ
ク
ス
た
ち

は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

　
で
は
︑
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
小
麦
の
相
場
を
念
頭
に
置
き
︑
話
を

進
め
て
い
き
た
い
︒
一
七
世
紀
初
頭
の
小
麦
の
相
場
は
一
ブ
シ
ェ
ル
の
値
段

が
四
~
五
シ
リ
ン
グ
前
後
だ
っ
た（

（（
（

︒
米
穀
の
場
合
︑
一
石
が
五
ブ
シ
ェ
ル
に

匹
敵
す
る
の
で
︑
上
記
の
一
石
七
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
を
五
で
割
る
と
︑
米

一
ブ
シ
ェ
ル
の
価
値
が
一
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
で
︑
つ
ま
り
小
麦
の
相
場
の

三
分
の
一
と
な
る
︒
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
︒
結
局
︑
説
明

書
き
に
出
て
く
る
米
一
石
と
イ
ギ
リ
ス
の
通
貨
と
の
相
場
が
間
違
っ
て
い
た

こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
︒
そ
の
間
違
っ
た
相
場
は
一
体
ど
こ
か
ら
来
た

の
だ
ろ
う
か
︒

　
実
は
︑
八
年
後
の
一
六
二
二
年
一
二
月
三
一
日
に
︑
コ
ッ
ク
ス
は
︑
イ
ギ

リ
ス
に
い
る
ジ
ョ
ン
・
セ
ー
リ
ス
宛
に
書
い
た
書
簡
で
︑
大
幅
に
違
っ
た
相

場
を
紹
介
し
て
い
る
︒
そ
の
書
簡
で
は
︑
九
人
の
大
名
の
収
入
が
報
告
さ
れ

て
い
た
︒
最
初
に
加
賀
藩
主
の
こ
と
が
書
い
て
あ
り
︑
そ
の
収
入
が
二
百

m
angocas

（
万
石
の
こ
と
（
に
な
っ
て
い
る
︒
Ｇ
・
セ
ー
リ
ス
の
計
算
で
は
︑

そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
通
貨
で
一
八
七
万
五
千
ポ
ン
ド
に
相
当
す
る
と
コ
ッ
ク

ス
が
付
け
加
え
る（

（（
（

︒

　
Ｇ
・
セ
ー
リ
ス
と
は
ジ
ョ
ー
ジ
・
セ
ー
リ
ス
の
こ
と
で
セ
ー
リ
ス
の
弟
で

あ
る
︒
一
六
一
四
年
の
段
階
で
は
ま
だ
イ
ギ
リ
ス
在
住
だ
っ
た
が
︑
四
年
後

の
一
六
一
八
年
に
は
既
に
長
崎
に
い
た
の
で
︑
東
イ
ン
ド
会
社
の
社
員
に

な
っ
て
い
た
よ
う
だ（

（（
（

︒
お
そ
ら
く
日
本
滞
在
中
の
仕
事
の
関
係
で
︑
通
貨
を

換
算
す
る
ぐ
ら
い
の
知
識
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
コ
ッ
ク
ス
の
書
簡
に
よ
る
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と
︑
Ｇ
・
セ
ー
リ
ス
計
算
の
相
場
は
一
石
=
一
ポ
ン
ド
強
で
︑
一
覧
表
の
説

明
書
き
の
相
場
と
大
幅
に
違
う
（
三
倍
弱
（︒
そ
れ
は
計
算
基
盤
が
変
わ
っ
た

の
か
︑
そ
れ
と
も
米
一
石
の
相
場
の
値
上
が
り
（
慶
長
一
八
年
一
六
~
一
九
銀

匁
︑
元
和
八
年
二
七
~
三
六
銀
匁（

（（
（

（
を
反
映
し
た
結
果
な
の
か
が
明
確
で
は
な

い
︒

7
　
終
わ
り
に

　
最
後
に
︑
こ
の
一
覧
表
が
何
の
た
め
に
作
ら
れ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
︒

ま
ず
宛
先
が
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
幹
部
で
は
な
く
︑
ソ
ー
ル
ズ
ベ

リ
ー
伯
爵
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
︒
前

に
説
明
し
た
よ
う
に
︑
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
伯
爵
の
死
亡
の
ニ
ュ
ー
ス
は
ま
だ

コ
ッ
ク
ス
に
届
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
︑
コ
ッ
ク
ス
は
︑
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー

伯
爵
が
相
変
わ
ら
ず
国
王
秘
書
長
官
（Secretary of State

︑
首
相
に
匹
敵
す
る
（

と
大
蔵
卿
（Lord H

igh Treasurer

︑
大
蔵
大
臣
（
を
兼
任
し
︑
イ
ギ
リ
ス
の
国

政
を
牛
耳
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
に
違
い
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
コ
ッ
ク

ス
は
会
社
の
利
益
だ
け
で
な
く
︑
国
益
も
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
コ
ッ

ク
ス
の
国
益
優
先
思
想
を
反
映
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
︑
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー

伯
爵
の
秘
書
ト
マ
ス
・
ウ
イ
ル
ソ
ン
卿
が
国
王
に
一
覧
表
を
転
送
し
た
と
き
︑

﹁（
大
名
の
（
大
多
数
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
ほ
と
ん
ど
の
殿
様
の
収
入
に

匹
敵
す
る
か
あ
る
い
は
上
回
る
﹂
と
い
う
説
明
を
書
い
た
︒
つ
ま
り
一
覧
表

を
通
し
て
︑
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
階
級
に
日
本
の
経
済
事
情
を
紹
介
し
︑
特
に

日
本
が
豊
か
な
国
だ
と
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

そ
れ
が
う
ま
く
い
け
ば
︑
イ
ギ
リ
ス
側
が
︑
貿
易
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
日

本
が
適
切
な
国
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
︑
コ
ッ
ク
ス
が
担
当
し
て
い
た
日
英

貿
易
が
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
る
は
ず
だ
っ
た
︒

　
残
念
な
が
ら
︑
コ
ッ
ク
ス
お
よ
び
そ
の
部
下
た
ち
が
苦
労
し
て
情
報
を
集

め
︑
せ
っ
か
く
ロ
ー
マ
字
武
鑑
の
よ
う
な
貴
重
な
文
書
を
作
成
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
︑
そ
の
苦
労
は
無
駄
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
︒
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー

伯
爵
は
既
に
死
亡
し
て
い
た
し
︑
国
王
が
目
を
通
し
た
と
き
︑
信
憑
性
が
な

い
と
言
っ
て
無
視
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
︒
と
こ
ろ
が
︑
幸
い
な
こ
と
に
︑
一

覧
表
は
廃
棄
さ
れ
な
か
っ
た
︒
ト
マ
ス
・
ウ
イ
ル
ソ
ン
卿
は
一
六
二
九
年
に

死
亡
し
た
が
︑
数
十
年
後
の
一
六
八
三
年
に
エ
リ
ア
ス
・
ア
シ
ュ
モ
ル
が

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
ア
シ
ュ
モ
レ
ア
ン
博
物
館
に
寄
贈
し
た
︒
そ
し
て
最

後
に
︑
一
八
六
〇
年
に
ア
シ
ュ
モ
レ
ア
ン
博
物
館
か
ら
ボ
ド
リ
ア
ン
図
書
館

へ
一
覧
表
は
移
譲
さ
れ
︑
二
〇
二
一
年
ま
で
そ
こ
で
眠
っ
て
い
た
︒

　
こ
の
一
覧
表
は
我
々
に
何
を
物
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
ず
は
︑
イ

ギ
リ
ス
商
館
の
情
報
収
集
活
動
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
︒
意
外
な
こ
と
に
︑

そ
の
情
報
収
集
の
目
的
は
会
社
の
目
先
の
営
利
よ
り
も
︑
む
し
ろ
イ
ギ
リ
ス

と
日
本
と
の
貿
易
活
動
全
般
を
強
化
す
る
希
望
に
基
づ
い
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
日
本
滞
在
商
館
員
た
ち
が
︑
日
本
は
裕
福
な
国

だ
と
い
う
印
象
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
石
高
を
収
入
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と
誤
解
し
た
り
︑
間
違
っ
た
換
算
レ
ー
ト
で
計
算
し
た
り
し
た
結
果
な
の
で
︑

イ
ギ
リ
ス
国
王
が
信
じ
が
た
い
と
判
断
し
た
の
は
正
し
か
っ
た
︒

付
記

　
資
料
解
明
の
関
係
で
藤
井
譲
治
氏
に
︑
ま
た
本
稿
の
文
章
を
推
敲
し
て
下
さ
っ
た
櫻
木

晋
一
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
︒
記
し
て
お
礼
の
し
る
し
と
し
た
い
︒

注（
（
（ 

コ
ッ
ク
ス
の
来
日
以
前
の
ス
パ
イ
活
動
に
つ
い
て
は
︑D

erek M
assarella, ʻ Th

e 

Early C
areer of R

ichard C
ocks 

（（（（（ –（（（（
（, H

ead of the English East India 

C
om

panyʼ s Factory in Japan 

（（（（（ –（（（（

（ʼ , Transactions of the Asiatic Society of 

Japan, vol. （1  （（（（（

（, pp. （ –（（ .

（
（
（ A

nthony Farrington, T
he English Factory in Japan, 1613–1623 

（T
he British 

Library, （（（（

（, pp. （（（ , （（（ , （（（ , （（（ .

　
本
書
に
コ
ッ
ク
ス
の
現
存
書
簡
な
ど
が

全
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
︒

（
（
（ 

ピ
ー
タ
ー
・
コ
ー
ニ
ツ
キ
ー
﹃
海
を
渡
っ
た
日
本
書
籍
︱
︱
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
︑
そ

し
て
幕
末
・
明
治
の
ロ
ン
ド
ン
で
﹄
平
凡
社
︑
二
〇
一
八
︑
一
〇
~
二
一
頁
︒

（
（
（ 

前
掲 Farrington, pp. （（（ –（（（ .

（
（
（ 

前
掲 Farrington, p. （（（ .

（
（
（ W

illiam
 H

enry Black, A D
escriptive, Analytical, and C

ritical C
atalogue of the 

M
anuscripts Bequeathed unto the U

niversity of O
xford by Elias Ashm

ole, Esq., M
.D

., 

F.R.S., W
indsor H

erald, also of som
e additional M

SS. contributed by Kingsley, Lhuyd, 

Borlase, and others （O
xford U

niversity Press, （（（（

（, p. （（（（ .

（
（
（ 

当
時
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
日
本
関
係
文
章
で
は
た
い
て
い
大
名
の
こ
と
を
﹁king

﹂
と

言
っ
て
い
た
︒
前
掲 Farrington, p. （（（ .

（
（
（ 

黒
田
基
樹
﹁
慶
長
期
大
名
の
氏
姓
と
官
位
﹂﹃
近
世
初
期
大
名
の
身
分
秩
序
と
文

書
﹄
戎
光
祥
出
版
︑
二
〇
一
七
︑
お
よ
び
同
著
﹃
羽
柴
を
名
乗
っ
た
人
々
﹄
角
川
新

書
︑
二
〇
一
六
︑
一
一
二
~
一
一
四
︑
二
五
三
~
二
五
五
頁
な
ど
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
（
（ 

藤
實
久
美
子
﹃
武
鑑
出
版
と
近
世
社
会
﹄
東
洋
書
林
︑
一
九
九
九
︑
一
二
︑
四
六

頁
︒

（
（1
（ https://w

w
w.nationalarchives.gov.uk/currency-converter/#currency-result.

（
（（
（ D

avid Loades, Th
e C

ecils: privilege and pow
er behind the throne 

（Th
e N

ational 

Archives, （11（

（, p. （（（ .

（
（（
（ G

regory C
lark, ʻ Th

e Price H
istory of English Agriculture, （（1（ –（（（（ʼ , Research in 

Econom
ic H

istory （（  

（Em
erald G

roup Publishing Lim
ited, （11（

（, pp. （（ –（（（

（https://doi.org/（1 .（1（（ /S1（（（ -（（（（ (1（ )（（11（ -X

（.

（
（（
（ 

前
掲 Farrington, p. （（（ .

（
（（
（ N

oël Sainsbury, ed., C
alendar of State Papers, C

olonial Series, East Indies, C
hina and 

Japan, vol. （ , （（（（ –（（（（  （H
M

SO
, （（（（

（, p. （（1 , no. （（（ , （（  April （（（（ .

 
 

東
京
大
學
史
料
編
纂
所
編
纂
﹃
イ
ギ
リ
ス
商
館
長
日
記
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一

九
七
八
~
一
九
八
二
︑
譯
文
編
︿
上
﹀
四
三
九
頁
︑
譯
文
編
︿
下
﹀
二
七
四
頁
︒

（
（（
（ 

デ
ー
タ
は
京
都
大
学
近
世
物
価
研
究
会
編
﹃
（（
~
（（
世
紀
に
お
け
る
物
価
変
動
の

研
究
﹄
読
史
会
︑
一
九
六
二
︑
に
よ
る
︒
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書
評
論
文ク

リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ジ
ョ
ビ
ー
著
﹃
日
本
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
語
︵
一
六
〇
〇
~
一
九
〇
〇
︶

︱
︱
徳
川
・
明
治
日
本
に
お
け
る
接
触
言
語
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
文
化
的
・
社
会
言
語
学
的
研
究
﹄

を
読
ん
で

松
田

　
清

は
じ
め
に

　
本
書

T
he D

utch Language in Japan (1600–1900): A
 C

ultural and 

Sociolinguistic Study of D
utch as a C

ontact Language in Tokugaw
a and M

eiji 

Japan.

は
︑﹁
オ
ラ
ン
ダ
語
が
徳
川
日
本
に
入
り
他
言
語
と
接
触
し
た
と
き
何
が

起
き
た
の
か
﹂
と
い
う
問
い
を
立
て
︑
こ
れ
に
答
え
る
べ
く
﹁
日
本
に
お
け
る

オ
ラ
ン
ダ
語
の
知
識
と
使
用
に
関
す
る
包
括
的
分
析
﹂
を
行
っ
た
学
術
書
で
あ

る
︒
研
究
対
象
は
一
六
〇
〇
年
︑
オ
ラ
ン
ダ
船
リ
ー
フ
デ
号
が
豊
後
に
漂
着
し
︑

乗
組
員
が
上
陸
し
た
時
か
ら
三
百
年
間
に
日
本
で
使
用
さ
れ
た
﹁
さ
ま
ざ
ま
な

オ
ラ
ン
ダ
語
﹂（varieties of D

utch

（
で
あ
る
︒

Christopher Joby, The Dutch Language in Japan 
（1600–1900）: A Cultural and Sociolinguistic Study 
of Dutch as a Contact Language in Tokugawa and 
Meiji Japan. Brill, 2021
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オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
（
一
六
〇
二
~
一
七
九
九
（
の
数
多
く
の
商
館
中
︑

喜
望
峰
か
ら
最
も
東
に
位
置
す
る
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
（
一
六
〇
九
~
一
六
四

〇
（︑
つ
い
で
長
崎
の
出
島
オ
ラ
ン
ダ
商
館
（
一
六
四
一
~
一
八
六
〇
（
に
は
︑
船

乗
り
︑
商
館
長
・
商
館
員
︑
外
科
医
︑
商
人
︑
商
館
の
使
用
人
（
日
本
人
も
含

む
（・
奴
隷
な
ど
か
ら
な
る
多
国
籍
の
オ
ラ
ン
ダ
語
使
用
者
た
ち
が
い
た
︒
彼

ら
は
遊
女
︑
通
詞
︑
各
地
の
商
人
︑
医
師
︑
大
名
や
そ
の
家
臣
︑
将
軍
の
重
臣

か
ら
下
級
の
幕
臣
に
い
た
る
ま
で
︑
実
に
多
様
な
日
本
語
使
用
者
の
﹁
さ
ま
ざ

ま
な
日
本
語
﹂
や
﹁
さ
ま
ざ
ま
な
オ
ラ
ン
ダ
語
﹂
に
接
し
た
︒
ま
た
︑
蘭
学
者

や
蘭
学
塾
の
学
生
︑
在
村
の
医
師
た
ち
︑
絵
師
や
戯
作
者
な
ど
も
︑
書
物
（
多

く
は
書
写
さ
れ
て
流
通
し
た
（
を
介
し
て
オ
ラ
ン
ダ
語
に
接
し
た
︒

　
著
者
は
こ
の
﹁
さ
ま
ざ
ま
な
オ
ラ
ン
ダ
語
﹂
と
﹁
さ
ま
ざ
ま
な
日
本
語
﹂
の

接
触
の
物
語
を
︑
通
時
的
な
文
化
史
的
記
述
と
共
時
的
な
社
会
言
語
学
的
分
析

を
織
り
交
ぜ
て
︑﹁
十
分
に
日
本
語
に
通
じ
て
い
な
い
研
究
者
﹂
の
た
め
に
叙
述

し
て
い
る
︒
社
会
言
語
学
的
分
析
の
例
を
あ
げ
れ
ば
︑
著
者
は
言
語
使
用
中
に

戦
略
的
に
他
言
語
に
切
り
替
え
る
﹁
コ
ー
ド
・
ス
ウ
ィ
ッ
チ
ン
グ
﹂（
例
:
手
紙

の
冒
頭
や
末
尾
で
の
ラ
テ
ン
語
使
用
︑
文
中
に
原
語
で
引
用
さ
れ
る
発
話
や
諺
な
ど
（︑

他
文
化
に
固
有
で
自
文
化
に
な
い
事
物
を
原
語
で
指
し
示
す
穴
埋
め
﹁
ギ
ャ
ッ

プ
・
フ
ィ
リ
ン
グ
﹂（
例
:
重
箱
をgioubackje

︑
乗
り
物
をnorim

on

と
呼
ぶ
（
な

ど
の
現
象
例
を
収
集
す
る
︒
ま
た
︑
多
言
語
社
会
の
な
か
で
他
言
語
に
比
し
て

よ
り
広
い
通
用
勢
力
を
有
す
る
Ｌ
Ｗ
Ｃ
（Language of W

ider C
om

m
unication

︑

広
域
通
用
語
（
の
概
念
を
︑
リ
ー
フ
デ
号
漂
着
当
時
か
ら
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
追
放

（
一
六
三
六
（
の
数
十
年
後
に
至
る
ま
で
︑
長
期
間
オ
ラ
ン
ダ
語
に
対
し
て
優
勢

を
保
っ
て
い
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
や
︑
一
八
六
〇
年
代
に
オ
ラ
ン
ダ
語
を
駆
逐
し

て
い
っ
た
英
語
に
適
用
す
る
︒

　
著
者
は
ま
た
︑
本
書
の
随
所
で
︑
日
本
に
お
け
る
接
触
言
語
と
し
て
の
オ
ラ

ン
ダ
語
の
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
︑
ギ
リ
シ
ア
語
や
ラ
テ
ン
語
を
援
用
し
た
用
語

で
規
定
し
︑
エ
ピ
ロ
ー
グ
（
終
章
（
で
要
約
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
エ
ム
ポ

リ
オ
レ
ク
ト
（em

poliolect

︑
交
易
語
（︑
サ
ー
レ
ク
ト
（thurlect

︑
他
言
語
学
習
の

た
め
の
媒
介
語
（︑
リ
ン
ギ
フ
ァ
ー
（linguifer

︑
ラ
テ
ン
語
な
ど
を
伝
え
た
導
引
語
（︑

メ
タ
レ
ク
ト
（m

etalect

︑
科
学
知
識
摂
取
の
た
め
の
高
次
語
（
等
々
の
用
語
で
あ

る
︒
さ
ら
に
︑
漢
学
を
素
養
と
し
た
蘭
学
者
た
ち
の
漢
文
読
解
式
翻
訳
法
を
解

釈
す
る
の
に
︑
社
会
学
者
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
のhabitus

（
社
会
的
習
慣
（

概
念
を
︑
大
槻
玄
沢
﹃
蘭
畹
摘
芳
﹄
の
挿
絵
に
加
え
ら
れ
た
漢
字
や
片
仮
名
に

よ
る
ラ
テ
ン
名
︑
和
名
︑
漢
名
の
混
在
を
説
明
す
る
の
に
︑
バ
フ
チ
ン
の
ヘ
テ

ロ
グ
ロ
シ
ア
（heteroglossia

︑
同
一
作
品
中
の
異
語
併
用
（
の
概
念
を
援
用
す
る
︒

　
し
た
が
っ
て
︑
本
書
は
本
来
︑
社
会
言
語
学
者
が
書
評
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

門
外
漢
の
評
者
に
書
評
の
依
頼
が
舞
い
込
ん
だ
の
は
︑
著
者
の
研
究
方
法
に
由

来
す
る
か
も
し
れ
な
い
︒
著
者
は
平
戸
や
出
島
の
商
館
文
書
︑
ラ
イ
デ
ン
大
学

図
書
館
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
国
内
所
蔵
の
和
書
︑
商
館
長
イ
サ
ー
ク
・
テ
ィ
チ
ン

グ
が
福
知
山
藩
主
・
朽
木
昌
綱
や
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
た
ち
と
交
わ
し
た
オ
ラ
ン
ダ

語
の
往
復
書
簡
（F. Lequin, （（（1 , （（（（

（
（
（

（︑
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
幕
府
旧
蔵
蘭

書
︑
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
松
浦（

（
（

静
山
旧
蔵
蘭
書
︑
武
雄
市
図
書
館
・
歴
史
資
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料
館
所
蔵
蘭
学
資
料
︑
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
︑
各
種

翻
刻
校
訂
資
料
︑
さ
ら
に
関
連
す
る
既
存
の
研
究
文
献
か
ら
︑
文
化
史
的
記
述

や
社
会
言
語
学
的
分
析
に
必
要
な
事
例
を
渉
猟
し
利
用
し
て
い
る
︒
研
究
文
献

に
は
︑
評
者
の
松
浦
静
山
旧
蔵
蘭
書
の
書
誌
的
研
究
（
二
〇
〇
〇
（
や
佐
賀
藩
旧

蔵
洋
書
目
録
復
元
目
録
（
二
〇
〇
二
（
も
含
ま
れ
て
い
る
︒

　
評
者
と
し
て
は
︑
本
書
を
通
読
し
て
目
に
と
ま
っ
た
事
例
や
問
題
点
を
章
ご

と
に
取
り
上
げ
︑
見
解
を
加
え
る
こ
と
で
責
め
を
塞
ぎ
た
い
︒

　
本
書
は
プ
ロ
ロ
ー
グ
（
序
章
（
と
本
論
全
八
章
お
よ
び
エ
ピ
ロ
ー
グ
（
終
章
（︑

文
献
目
録
︑
一
次
資
料
和
書
名
（
漢
字
表
記
添
え
（︑
非
和
漢
人
名
︑
和
漢
人
名

（
漢
字
表
記
添
え
（︑
事
項
・
地
名
索
引
か
ら
な
る
︒
漢
字
知
識
が
な
い
読
者
に
も

配
慮
し
︑
本
文
お
よ
び
脚
注
に
お
け
る
漢
字
表
記
は
希
少
で
あ
る
︒
漢
字
あ
る

い
は
漢
字
か
な
交
じ
り
文
の
挿
入
に
は
英
訳
を
添
え
て
い
る
︒
プ
ロ
ロ
ー
グ
の

前
に
︑
採
用
し
た
日
本
語
の
ロ
ー
マ
字
表
記
法
︑
日
本
語
固
有
の
特
殊
用
語
解

説
を
置
く
︒
英
文
研
究
書
な
ら
で
は
の
配
慮
で
あ
る
︒

　
本
論
全
八
章
の
章
題
を
訳
せ
ば
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒
主
に
文
化
史
的
な
記

述
か
ら
な
る
章
に
は
（
文
化
史
（︑
主
に
社
会
言
語
学
的
な
記
述
か
ら
な
る
章
に

は
（
言
語
学
（
の
ラ
ベ
ル
を
付
す
︒

　
第
一
章

　
日
本
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
語
既
習
得
者
た
ち 

（
文
化
史
（

　
第
二
章

　
徳
川
日
本
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
語
学
習 

（
文
化
史
（

　
第
三
章

　
日
本
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
語
使
用
の
多
様
性 

（
文
化
史
（

　
第
四
章

　
言
語
接
触 

（
文
化
史
（

　
第
五
章

　
オ
ラ
ン
ダ
語
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
言
語
干
渉 

（
言
語
学
（

　
第
六
章

　
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
の
翻
訳 

（
文
化
史
（

　
第
七
章

　 

オ
ラ
ン
ダ
語
に
よ
る
日
本
語
の
語
彙
的
︑
統
辞
的
︑ 

表
記
的
干
渉 

（
言
語
学
（

　
第
八
章

　
言
語
移
行
と
言
語
後
退 

（
文
化
史
（

﹁
第
一
章

　
日
本
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
語
既
習
得
者
た
ち
﹂
に
つ
い
て

　
一
六
〇
〇
年
四
月
︑
漂
着
船
リ
ー
フ
デ
号
の
乗
組
員
生
存
者
十
八
名
の
う
ち
︑

イ
ギ
リ
ス
人
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ダ
ム
ズ
（
の
ち
三
浦
按
針
（
以
外
は
す
べ
て
北
オ

ラ
ン
ダ
出
身
の
オ
ラ
ン
ダ
人
で
あ
っ
た
︒
本
章
に
お
い
て
︑
著
者
は
オ
ラ
ン
ダ

語
既
習
得
者
を
オ
ラ
ン
ダ
人
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
以
外
の
西
欧
人
︑
日
本
人
以
外
の

非
西
欧
人
に
三
区
分
し
︑
区
分
ご
と
に
日
本
語
学
習
例
を
二
次
資
料
に
依
拠
し

な
が
ら
︑
ほ
ぼ
時
代
順
に
記
述
す
る
︒
平
戸
商
館
に
雇
用
さ
れ
最
初
の
日
蘭
両

語
の
通
訳
と
な
っ
た
リ
ー
フ
デ
号
乗
組
員
の
名
を
本
文
で
は
（D

e Lange （11（

（

に
よ
っ
て
︑Jan C

ousynen

（
ヤ
ン
・
カ
ウ
セ
ネ
ン
（
と
し
︑
脚
注
で
はV

iallé and 

C
ryns 

（（1（（

（
の
読
みC

ousynsen

（
カ
ウ
セ
イ
ン
セ
ン
（
を
示
す
が
︑
両
論
併

記
の
形
だ
︒
平
戸
商
館
文
書
の
難
読
さ
を
想
起
さ
せ
る
︒

　
オ
ラ
ン
ダ
語
既
習
得
者
た
ち
は
︑
出
島
に
商
館
が
移
っ
て
か
ら
は
日
本
語
学

習
が
禁
止
さ
れ
︑
商
館
雇
用
の
通
訳
も
廃
止
さ
れ
︑
長
崎
奉
行
所
の
監
督
す
る
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日
本
人
通
詞
と
︑
は
じ
め
﹁
数
十
年
﹂（
著
者
に
よ
る
（
は
主
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
語

で
︑
つ
い
で
幕
末
ま
で
も
っ
ぱ
ら
オ
ラ
ン
ダ
語
に
よ
っ
て
接
触
す
る
よ
う
に
な

る
︒
そ
の
な
か
で
日
本
語
を
学
ん
だ
﹁
傑
出
し
た
﹂
オ
ラ
ン
ダ
人
商
館
長
と
し

て
︑
著
者
は
朽
木
昌
綱
や
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
た
ち
と
オ
ラ
ン
ダ
語
で
文
通
し
た

テ
ィ
チ
ン
グ
と
蘭
和
辞
典
﹁
ド
ゥ
ー
フ
・
ハ
ル
マ
﹂
を
編
纂
し
た
ド
ゥ
ー
フ
︑
日

本
語
文
法
書
を
著
し
た
最
後
の
商
館
長
ド
ン
ケ
ル
・
ク
ル
チ
ウ
ス
を
挙
げ
る
︒

　
ま
た
︑
ド
イ
ツ
人
商
館
長
ク
ラ
イ
エ
ル
（
在
任
一
六
八
二
~
一
六
八
三
︑
一
六

八
四
~
一
六
八
五
（
を
挙
げ
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
で
商
館
長
日
誌
や
書
簡
を
書
き
︑
個

人
的
に
同
胞
の
ゲ
オ
ル
グ
・
マ
イ
ス
タ
ー
を
雇
用
し
た
と
記
載
す
る
︒
言
語
接

触
を
テ
ー
マ
に
す
る
本
書
で
マ
イ
ス
タ
ー
の
名
を
挙
げ
な
が
ら
︑
そ
の
重
要
な

著
作
﹃
東
印
度
の
庭
師
﹄（
ド
レ
ス
デ
ン
︑
一
六
九
二
（
に
は
言
及
が
な
い
︒
収

録
さ
れ
た
日
本
人
と
の
会
話
録
は
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
た
め
︑
無
視
さ
れ
た

か
も
知
れ
な
い
︒

　
日
本
人
以
外
の
非
西
欧
人
と
し
て
︑
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
使
用
人
（
ジ
ャ
ワ
人
（

や
奴
隷
（
マ
レ
ー
人
（
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
著
者
は
︑
彼
ら
は
オ
ラ
ン
ダ
東
印
度
の

現
地
人
の
間
で
広
域
通
用
語
で
あ
っ
た
ク
レ
オ
ー
ル
化
し
た
植
民
地
ポ
ル
ト
ガ

ル
語
（Low

 Portuguese

（
を
使
用
し
︑
片
言
の
オ
ラ
ン
ダ
語
を
混
ぜ
て
話
し
た
と

推
定
す
る
︒
脚
注
で
は
︑
司
馬
江
漢
に
依
拠
し
て
︑
奴
隷
が
日
本
人
か
ら
﹁
黒

ん
ぼ
﹂
と
呼
ば
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る（

（
（

︒
評
者
と
し
て
は
︑
松
浦
静
山
が
商
館

長
ロ
ン
ベ
ル
フ
の
従
僕
ド
ル
（
十
七
歳
（
に
書
か
せ
た
﹁
マ
レ
ー
文
字
﹂
を
︑
オ

ラ
ン
ダ
通
詞
・
本
木
良
永
に
解
題
さ
せ
て
︑
愛
蔵
し
て
い
た
こ
と
を
付
け
加
え

た
い（

（
（

︒﹁
第
二
章

　
徳
川
日
本
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
語
学
習
﹂
に
つ
い
て

　
本
章
で
は
主
と
し
てD

e G
root

やW
olfgang M

ichel

の
業
績
に
依
拠
し
て
︑

オ
ラ
ン
ダ
通
詞
︑
蘭
学
者
の
オ
ラ
ン
ダ
語
学
習
の
事
例
︑﹁
知
識
交
流
の
場
﹂

（loci for Intellectual Exchange

（︑
私
塾
︑
つ
い
で
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
学
習
の
教
材

（
単
語
帳
︑
辞
書
︑
文
法
書
（
の
移
入
・
発
達
史
が
記
述
さ
れ
る
︒

　
出
島
商
館
時
代
の
初
期
（
一
六
四
一
~
一
六
七
〇
（
の
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
と
し
て
︑

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
両
語
に
通
じ
た
秀
島
藤
左
衛
門
と
西
玄
甫
︑
オ

ラ
ン
ダ
語
に
優
れ
た
志
筑
孫
兵
衛
の
事
績
を
述
べ
た
後
︑
著
者
は
一
六
七
〇
年

代
か
ら
︑
し
ば
し
ば
長
崎
奉
行
が
通
詞
の
オ
ラ
ン
ダ
語
力
向
上
の
た
め
に
通
詞

に
研
修
を
命
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
な
か
な
か
向
上
し
な
か
っ
た
原
因
と
し

て
︑
発
音
練
習
に
カ
ナ
文
字
を
使
用
し
た
こ
と
︑
通
詞
が
世
襲
職
で
あ
っ
た
こ

と
︑
語
句
の
暗
誦
に
終
始
し
文
の
構
造
を
理
解
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
︑
さ
ら
に

通
詞
仲
間
の
ギ
ル
ド
的
な
秘
密
主
義
をD

e G
root

に
よ
っ
て
挙
げ
る
︒
著
者
は

そ
の
秘
密
主
義
を
も
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
語
が
﹁
ク
リ
プ
ト
レ
ク
ト
﹂（cryptolect

︑

秘
密
語
（
で
あ
っ
た
と
し
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
使
用
が
強
固
で
あ
っ
た
こ
と
も
︑
オ

ラ
ン
ダ
語
力
不
足
の
原
因
に
加
え
る
︒

　
商
館
医
ケ
ン
ペ
ル
（
滞
日
一
六
九
〇
~
一
六
九
二
（
に
助
手
と
し
て
雇
用
さ
れ
︑

ケ
ン
ペ
ル
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
語
の
読
み
書
き
・
文
法
の
特
訓
を
受
け
た
今
村
源
右
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衛
門
が
例
外
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
︑
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
の
オ
ラ
ン
ダ
語
能
力
の

低
さ
が
歴
代
商
館
長
の
悩
み
の
種
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒

　﹁
知
識
交
流
の
場
﹂
と
し
て
︑
将
軍
家
侍
医
桂
川
家
の
サ
ロ
ン
﹁
和
蘭
座
敷
﹂︑

長
崎
の
吉
雄
耕
牛
宅
の
﹁
紅
毛
座
敷
﹂
を
挙
げ
る
が
︑
大
槻
玄
沢
﹃
西
賓
対
晤
﹄

か
ら
片
仮
名
表
記
や
オ
ラ
ン
ダ
語
の
諺
を
引
用
し
つ
つ
︑
玄
沢
ら
江
戸
の
蘭
学

者
や
蘭
癖
大
名
が
通
っ
た
長
崎
屋
は
わ
ず
か
に
︑
芝
蘭
堂
に
近
い
こ
と
だ
け
が

（H
esselink （（（（

（
に
よ
っ
て
示
さ
れ
︑﹁
知
識
交
流
の
場
﹂
と
し
て
の
記
述
は
な

い
︒

　
蘭
学
塾
と
し
て
︑
玄
沢
の
芝
蘭
堂
の
次
に
︑（Screech （（（（

（
に
よ
り
︑
門
人

六
百
人
余
を
数
え
た
耕
牛
の
私
塾
を
挙
げ
る
が
︑
そ
の
私
塾
名
﹁
成
秀
館
﹂
は

欠
落
し
て
い
る
︒
蘭
学
塾
の
嚆
矢
と
し
て
筆
頭
に
挙
げ
る
べ
き
で
あ
る
︒
芝
蘭

堂
の
語
義
に
つ
い
て
は
︑
優
秀
な
門
弟
が
輩
出
す
る
塾
︑
あ
る
い
は
徳
化
を
受

け
る
塾
と
い
う
普
通
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
な
い
（
本
書
七
五
頁 
注
（（
参
照
（︒

鳴
滝
塾
（
シ
ー
ボ
ル
ト
（︑
大
観
堂
（
高
野
長
英
（︑
日
習
堂
（
坪
井
信
道
（︑
象
先

堂
（
伊
東
玄
朴
（︑
適
塾
（
緒
方
洪
庵
（
を
列
挙
す
る
な
か
で
︑
仙
台
藩
の
医
学

館
（
佐
々
木
仲
沢
（
を
（G
oodm

an （1（（

（
か
ら
引
用
す
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は

私
塾
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
長
英
に
蘭
学
を
学
ん
だ
内
田
五
観
の
数
学
塾
﹁
瑪マ

得テ

瑪マ

弟テ

加カ

﹂
塾
が
紹
介
さ
れ
れ
ば
よ
か
っ
た
︒

　
オ
ラ
ン
ダ
語
学
習
の
教
材
は
︑
単
語
帳
と
し
て
今
村
源
右
衛
門
﹃
和
蘭
称
謂
﹄︑

新
井
白
石
﹃
外
国
之
事
調
書
﹄︑
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
初
頭
に
長
崎
で

作
成
さ
れ
た
一
連
の
イ
ロ
ハ
引
き
医
薬
用
語
集
い
わ
ゆ
る
﹁
阿
蘭
陀
口
書
﹂︑
青

木
昆
陽
﹃
阿
蘭
陀
文
字
略
考
﹄﹃
和
蘭
文
訳
﹄
を
紹
介
す
る
︒
つ
い
で
︑
舶
載
辞

典
と
し
て
︑H

alm
a

︑M
arin

の
各
蘭
仏
辞
典
︑M

eijer

のW
oordenschat

（
辞

学
宝
函
（︑
舶
載
の
文
法
書
と
し
て
︑
朽
木
昌
綱
が
テ
ィ
チ
ン
グ
か
ら
入
手
し
た

M
arin （（（（（

（︑C
ornelle （（（（（

（
の
各
蘭
仏
対
訳
文
法
︑M

oonen （（（1（

（
の

蘭
文
法
︑
志
筑
忠
雄
が
西
洋
文
法
研
究
開
拓
に
利
用
し
たSew

el

蘭
文
法

（（（1（

（︑
幕
末
に
写
本
︑
復
刻
に
よ
っ
て
普
及
し
たSiegenbeek

の
文
法
書

G
ram

m
atica （（（（（

（
とSyntaxis （（（（1

（︑W
eiland

の
蘭
文
法
を
挙
げ
る
︒

　Siegenbeek

の
両
文
法
書
は
︑
ラ
テ
ン
語
文
法
に
基
づ
く
古
風
な
オ
ラ
ン
ダ

語
例
文
ば
か
り
で
︑
現
用
オ
ラ
ン
ダ
語
を
学
べ
な
い
（
八
五
頁
（︑
と
の
指
摘
は

も
っ
と
も
だ
が
︑
漢
学
で
育
っ
た
蘭
学
生
が
西
洋
文
法
の
骨
格
を
学
ぶ
の
に
適

し
た
面
も
あ
る
︒

　
蘭
学
者
の
著
し
た
教
材
と
し
て
︑
大
槻
玄
沢
﹃
蘭
学
階
梯
﹄（
一
七
八
八
（︑
森

島
中
良
﹃
蛮
語
箋
﹄（
一
七
九
八
（︑
箕
作
阮
甫
﹃
改
正
増
補
蛮
語
箋
﹄（
一
八
四

八
（︑
辞
書
と
し
て
稲
村
三
伯
﹃
ハ
ル
マ
和
解
（
江
戸
ハ
ル
マ
（﹄（
一
七
九
六
（︑
そ

の
縮
約
版
で
あ
る
藤
林
普
山
﹃
訳
鍵
﹄（
一
八
一
〇
（︑
商
館
長
ド
ゥ
ー
フ
が
十

一
名
の
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
と
共
同
し
て
編
纂
し
た
﹃
ヅ
ー
フ
・
ハ
ル
マ
（
長
崎
ハ

ル
マ
（﹄（
一
八
一
一
~
一
八
一
七
未
完
︑
一
八
三
四
成
（︑
馬
場
貞
由
﹃
蘭
語
訳
撰
﹄

（
一
八
一
〇
（︑
大
江
春
塘
﹃
バ
ス
タ
ー
ド
辞
書
﹄（
一
八
二
二
（︑﹃
ヅ
ー
フ
・
ハ

ル
マ
（
長
崎
ハ
ル
マ
（﹄
の
校
訂
版
で
あ
る
桂
川
甫
周
刊
﹃
和
蘭
字
彙
﹄（
一
八
五

五
~
一
八
五
七
（
を
記
述
す
る
︒

　﹃
蘭
学
階
梯
﹄
と
﹃
蛮
語
箋
﹄
を
論
じ
る
場
合
︑
両
者
が
長
崎
の
オ
ラ
ン
ダ
通
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詞
の
蘭
語
学
習
法
や
職
業
的
な
必
要
か
ら
作
成
し
た
種
々
の
単
語
帳
を
典
拠

（
種
本
（
に
し
て
い
る
た
め
︑
通
詞
の
言
語
生
活
に
使
用
さ
れ
る
語
彙
（
唐
話
語

も
含
め
て
（
の
多
い
こ
と
は
指
摘
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
ま
た
︑
著
者
は

（Tw
ine （（（（

（
に
よ
っ
て
︑﹃
蘭
語
訳
撰
﹄
の
口
語
的
語
彙
と
文
法
を
指
摘
す
る

が
（
七
四
頁
（︑
本
書
は
節
用
集
を
範
に
取
り
︑
蘭
学
者
や
蘭
学
生
が
蘭
文
を
書

く
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
日
蘭
分
類
語
彙
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い（

（
（

︒

著
者
が
そ
の
組
版
と
参
照
の
複
雑
性
を
指
摘
す
る
（
七
九
頁
（
の
は
当
た
ら
な

い
︒

　﹃
バ
ス
タ
ー
ド
辞
書
﹄
の
典
拠
をM

eijer

のW
oordenschat

第
十
一
版

（D
ordrecht, （（1（

（
と
す
る
の
は
誤
り
で
︑
正
し
く
は
第
六
版
（Am

sterdam
, 

（（（（

（
の
第
一
部
﹁
外
来
語
﹂（bastaardt-w

oorden
（
で
あ
る
︒H

alm
a

やM
arin

の
蘭
仏
辞
典
は
見
出
し
語
が
双
解
さ
れ
︑
フ
ラ
ン
ス
語
知
識
な
し
に
簡
便
な

蘭
々
辞
典
と
し
て
使
用
で
き
る
が
︑
そ
の
見
出
し
語
は
ほ
と
ん
ど
純
粋
な
オ
ラ

ン
ダ
語
か
ら
な
り
︑
外
来
語
は
排
除
さ
れ
て
い
る
た
め
︑M

eijer
第
一
部
の
需

要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
需
要
は
幕
末
に
盛
ん
に
舶
載
さ
れ
たW

eiland

の
術
語
辞
典
（K

unstw
oordeboek

（
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
︒
フ
ラ
ン
ス
語
や

ラ
テ
ン
語
か
ら
の
借
用
語
に
満
ち
た
こ
の
術
語
辞
典
は
幕
末
の
科
学
技
術
導
入

に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
が
︑
本
書
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
︒

　
蘭
学
者
が
著
し
た
文
法
書
と
し
て
︑
志
筑
忠
雄
﹃
和
蘭
詞
品
考
﹄（
一
八
〇
四

か
（
と
志
筑
の
弟
子
・
馬
場
貞
由
の
﹃
和
蘭
文
範
摘
要
﹄（
一
八
一
四
（︑
藤
林
普

山
﹃
医
門
須
知
和
蘭
語
法
解
﹄（
一
八
一
一
（
と
飯
泉
士
譲
﹃
和
蘭
文
典
字
類
前

編
﹄（
一
八
五
六
（
を
重
視
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
︑﹁
和お

ら
ん
だ蘭

語ご

法ほ
う

解げ

﹂
を

O
randago hō kai

と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
︒
そ
の
馬
場
貞
由
の
オ
ラ
ン
ダ
語

序
文
の
主
旨
は
︑
著
者
の
藤
林
普
山
を
蘭
文
法
の
開
拓
者
で
あ
る
師
・
中
野
柳

甫
（
志
筑
忠
雄
の
蘭
語
学
者
と
し
て
の
別
名
（
の
門
流
に
位
置
づ
け
︑
蘭
学
生
を

導
く
松
明
と
し
て
﹃
和
蘭
語
法
解
﹄
を
推
薦
す
る
こ
と
に
あ
る
が
︑
著
者
は
こ

の
主
旨
を
伝
え
て
い
な
い
︒
序
文
中
の
﹁m

eester N
. liuho

﹂（
中
野
柳
圃
先
生
（

や
﹁Liuhoaanse leerregel

﹂（
柳
圃
の
門
流
（
の
語
句
を
見
落
と
し
た
よ
う
だ
︒

索
引
の
志
筑
忠
雄
に
中
野
柳
圃
の
別
名
が
欠
落
し
て
い
る
︒

﹁
第
三
章

　
日
本
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
語
使
用
の
多
様
性
﹂
に
つ
い
て

　
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
の
会
話
能
力
は
一
般
に
低
く
︑﹁
内
通
詞
﹂
と
呼
ば
れ
る
商
館

の
私
的
な
日
本
人
使
用
人
の
方
が
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
よ
り
も
会
話
能
力
が
高
か
っ

た
こ
と
が
︑
商
館
長
や
商
館
員
の
著
作
や
書
簡
か
ら
の
引
用
に
よ
っ
て
指
摘
さ

れ
る
（
九
四
頁
（︒
こ
れ
は
重
要
な
指
摘
で
あ
る
︒
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
の
仕
事
は
文

書
の
翻
訳
が
中
心
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
商
館
長
テ
ィ
チ
ン
グ
が
会
話
能
力

を
評
価
し
た
通
詞
と
し
て
名
村
元
次
郎
と
堀
門
十
郎
が
紹
介
さ
れ
る
︒
通
詞
が

公
式
文
書
で
し
ば
し
ば
自
分
の
名
前
を
ロ
ー
マ
字
で
署
名
し
た
例
と
し
て

M
otogi Enosin

（
本
木
栄
之
進
︑
本
木
良
永
（︑N

am
oera K

atsem
on

（
名
村
勝
右

衛
門
（
の
二
つ
を
（Screech （11（

（
か
ら
紹
介
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
本
書
で
は

N
aBa Ziubij

（
楢
林
重
兵
衛
（︑N

.S. Jeyzajem
on

（
西
栄
左
衛
門
（
の
よ
う
に
姓
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を
略
表
記
す
る
方
式
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
︒

　
ポ
ン
ペ
が
オ
ラ
ン
ダ
語
で
講
義
を
行
い
︑
そ
れ
を
﹁
あ
る
長
崎
の
通
訳
者
﹂

（a N
agasaki interpreter

（
が
翻
訳
し
︑
そ
の
翻
訳
を
ポ
ン
ペ
の
門
人
・
松
本
良
順

が
写
し
て
︑
他
の
生
徒
に
広
ま
っ
た
︑
と
の
記
述
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
︒

ポ
ン
ペ
筆
の
オ
ラ
ン
ダ
語
講
義
録
を
も
と
に
翻
訳
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
り
︑

そ
の
オ
ラ
ン
ダ
語
講
義
録
も
ポ
ン
ペ
の
高
弟
た
ち
に
よ
っ
て
筆
写
さ
れ
広
ま
っ

た
の
で
あ
っ
た
︒
読
者
はa N

agasaki interpreter

を
長
崎
通
詞
と
誤
解
し
か
ね

な
い
が
︑
実
際
は
オ
ラ
ン
ダ
語
に
優
れ
た
門
人
・
司
馬
凌
海
で
あ
っ
た
︒

　
日
本
人
の
文
法
的
に
優
れ
た
蘭
文
書
簡
と
し
て
︑
将
軍
家
侍
医
・
蘭
学
者
で

あ
っ
た
桂
川
甫
賢
（
国
寧
（
の
大
槻
平
次
郎
（
磐
渓
（
あ
て
書
簡
（
早
稲
田
大
学

図
書
館
所
蔵
（
が
﹁FIG

U
R

E （  A letter from
 K

atsuragaw
a H

oan to Ō
tsuki 

Bankei 

（（（（（

（ W
U

L 

文
庫 1（  B1（（（

﹂
と
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
付
け
て
︑
カ

ラ
ー
写
真
入
り
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
本
書
で
︑
桂
川
甫
賢
に
一
貫
し
て
そ
の

幼
名H

oan

（
甫
安
（
を
使
用
す
る
の
は
理
解
に
苦
し
む
︒

　
日
本
人
の
オ
ラ
ン
ダ
名
使
用
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
馬
場
貞
由
（
佐
十
郎
（

のAbraham

は
︑（G

oodm
an （1（（

（
に
よ
っ
て
商
館
長
ド
ゥ
ー
フ
が
与
え
た
名

前
と
す
る
が
︑
こ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
︒
商
館
員
た
ち
が
佐
十
郎
をAbraham

と
呼
ん
で
い
た
︑
と
ド
ゥ
ー
フ
が
回
想
録
で
述
べ
て
い
る
︒

　
本
章
で
例
示
さ
れ
る
﹁
オ
ラ
ン
ダ
語
使
用
の
多
様
性
﹂
は
実
に
多
方
面
に
わ

た
る
︒
摘
記
す
れ
ば
︑
森
島
中
良
﹃
紅
毛
雑
話
﹄︑
大
槻
玄
沢
﹃
蘭
説
弁
惑
﹄︑
司

馬
江
漢
﹃
西
遊
日
記
﹄
な
ど
の
著
作
に
見
ら
れ
る
仮
名
書
き
の
オ
ラ
ン
ダ
語
︑

石
川
大
浪
︑
司
馬
江
漢
︑
浮
世
絵
師
・
英
泉
︑
佐
竹
義
敦
︑
北
山
寒
巌
︑
川
原

慶
賀
︑
亜
欧
堂
田
善
な
ど
の
絵
画
作
品
の
オ
ラ
ン
ダ
語
サ
イ
ン
︑
出
島
医
師

フ
ェ
イ
ル
ケ
筆
富
士
山
図
の
ド
ゥ
ー
フ
蘭
文
賛
︑
磯
野
文
斎
﹃
長
崎
土
産
﹄
シ

リ
ー
ズ
や
長
崎
絵
（
冨と

嶋し
ま

屋や

︑
文
錦
堂
（
に
印
刷
さ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
語
︑
笹
屋
製

プ
ラ
ケ
ッ
ト
の
蘭
文
︑
有
田
焼
や
コ
ン
プ
ラ
瓶
の
オ
ラ
ン
ダ
文
字
︑
長
崎
悟
真

寺
の
デ
ュ
ー
ル
コ
ー
プ
の
墓
や
掛
川（

（
（

の
ヘ
ン
ミ
イ
の
墓
に
刻
ま
れ
た
オ
ラ
ン
ダ

語
碑
文
︑
北
島
見
信
﹃
紅
毛
天
地
二
図
贅
説
﹄︑
本
木
良
永
﹃
阿
蘭
陀
地
図
略

説
﹄︑
朽
木
昌
綱
﹃
泰
西
輿
地
図
説
﹄︑
橋
本
宗
吉
﹃
喎
蘭
新
訳
地
球
図
説
﹄
な

ど
地
図
や
地
理
書
︑
ま
た
朽
木
昌
綱
﹃
西
洋
銭
譜
﹄
の
地
名
・
国
名
表
記
︑
佐

賀
藩
や
松
浦
静
山
収
集
の
蘭
書
目
録（

（
（

の
書
名
︑
朽
木
昌
綱
の
注
文
蘭
書
名
︑
な

ど
で
あ
る
︒

　
本
章
の
結
論
に
お
い
て
︑
著
者
は
徳
川
日
本
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
語
使
用
の

状
況
を
バ
フ
チ
ン
の
用
語
を
借
り
て
︑
ヘ
テ
ロ
グ
ロ
シ
ア
（
異
言
語
併
用
（
と
呼

び
な
が
ら
︑
同
時
代
に
漢
文
が
文
化
的
・
知
的
言
語
と
し
て
支
配
的
で
あ
っ
た

た
め
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
使
用
を
過
大
評
価
し
な
い
こ
と
︑
と
自
戒
し
て
い
る
︒
評

者
と
し
て
は
︑
本
書
の
第
六
章
へ
の
評
語
に
も
な
る
が
︑
ほ
と
ん
ど
が
儒
医
出

身
の
蘭
学
者
の
知
的
世
界
は
基
本
的
に
︑
漢
蘭
折
衷
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
た
い
︒
著
者
は
漢
蘭
を
競
争
関
係
に
あ
っ
た
と
捉
え
る
が
︑
実
態
か
ら
離
れ

て
い
る
︒
そ
れ
で
は
蘭
文
の
漢
訳
を
基
本
と
し
た
蘭
学
者
の
営
為
を
説
明
出
来

な
い
︒



192

﹁
第
四
章

　
言
語
接
触
﹂
に
つ
い
て

　
本
章
で
は
徳
川
日
本
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
語
と
他
言
語
（
日
本
語
・
ポ
ル
ト
ガ

ル
語
・
文
言
・
漢
文
・
英
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
・
ロ
シ
ア
語
・
ラ
テ
ン
語
・
マ
レ
ー
語
・

満
州
語
な
ど
（
と
の
接
触
と
競
合
の
事
例
が
︑
他
言
語
ご
と
に
︑
社
会
言
語
学
的

と
い
う
よ
り
は
文
化
史
的
に
列
挙
さ
れ
る
︒

　
ま
ず
︑（Blussé et al. （（（（

（
な
ど
に
よ
り
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
の
日
本
語
学
習
が

公
的
に
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
た
め
︑
日
本
語
に
通
じ
た
オ
ラ
ン
ダ
人
は
国
外
追

放
に
遭
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
公
的
な
禁
止
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
十
八
世
紀

以
降
︑
日
本
語
を
学
ん
だ
商
館
長
と
し
て
︑
通
詞
が
故
意
に
オ
ラ
ン
ダ
語
に
訳

さ
な
か
っ
た
日
本
語
を
理
解
し
て
い
た
テ
ィ
チ
ン
グ
を
（Lequin （1（（

（
に
よ
っ

て
挙
げ
る
︒
ま
た
︑
京
都
祇
園
二
軒
茶
屋
の
名
物
︑
豆
腐
切
り
を
み
て
︑
ロ
ー

マ
字
で
﹁
稲
妻
の
腕

か
い
な

を
借
ら
ん
草
枕
﹂
の
名
句
を
残
し
た
商
館
長
ド
ゥ
ー
フ
を
︑

（Vos （（（（

（
に
よ
り
挙
げ
る
︒

　
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
と
の
競
合
は
︑
一
六
三
九
年
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
追
放
後
も
続

い
た
こ
と
は
︑
一
六
五
三
年
大
目
付
の
井
上
政
重
が
商
館
長
コ
イ
エ
ッ
ト
に
︑

ド
ド
ネ
ウ
ス
﹃
草
木
誌
﹄
オ
ラ
ン
ダ
語
版
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
翻
訳
で
き
る
オ

ラ
ン
ダ
人
が
い
な
い
か
︑
尋
ね
た
事
例
で
端
的
に
示
さ
れ
る
（
一
五
七
頁
（︒
ポ

ル
ト
ガ
ル
語
が
広
域
通
用
語
（
Ｌ
Ｗ
Ｃ
（
と
し
て
支
配
的
で
あ
っ
た
原
因
と
し

て
︑
著
者
は
第
一
に
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
来
日
以
前
︑
五
十
年
間
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
語

が
日
本
人
と
西
欧
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
語
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ

と
︑
第
二
に
︑
商
人
の
言
葉
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
語
に
対
し
て
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
語

が
宣
教
師
の
言
葉
と
し
て
権
威
を
保
っ
た
こ
と
︑
第
三
に
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
は
ポ

ル
ト
ガ
ル
人
に
比
し
て
︑
自
国
語
の
普
及
に
熱
心
で
は
な
か
っ
た
こ
と
︑
第
四

に
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
語
へ
転
換
す
る
こ
と
が
通
詞
に
は
難
し

か
っ
た
こ
と
︑
を
挙
げ
る
︒
評
者
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
追
放
後
も
ポ
ル
ト
ガ
ル
語

が
支
配
力
を
も
っ
た
こ
と
を
直
接
示
す
ポ
ル
ト
ガ
ル
通
辞
資
料
を
知
ら
な
い
︒

本
書
も
オ
ラ
ン
ダ
側
の
間
接
的
な
証
言
に
も
っ
ぱ
ら
依
拠
し
て
い
る
︒
ポ
ル
ト

ガ
ル
語
・
ラ
テ
ン
語
・
オ
ラ
ン
ダ
語
交
じ
り
の
カ
ナ
書
き
医
薬
語
集
の
成
立
と

ポ
ル
ト
ガ
ル
通
辞
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
︒

　
ラ
テ
ン
語
と
の
競
合
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
︑
ケ
ン
ペ
ル
が
バ
タ

ヴ
ィ
ア
総
督
フ
ァ
ン
・
ア
ウ
ト
ホ
ー
ル
ン
や
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
市
長
ニ
コ
ラ

ス
・
ウ
ィ
ト
セ
ン
に
宛
て
た
ラ
テ
ン
語
書
簡
で
あ
る
︒
こ
こ
で
評
者
が
想
起
す

る
の
は
︑
西
欧
知
識
人
が
ラ
テ
ン
語
と
自
国
語
あ
る
い
は
近
代
諸
語
を
併
用
し

た
の
は
通
例
で
あ
っ
て
︑
む
し
ろ
出
島
で
は
例
外
で
あ
っ
た
こ
と
︑
ギ
リ
シ
ア

語
の
素
養
が
あ
っ
た
の
は
評
者
の
知
る
限
り
︑
テ
ィ
チ
ン
グ
の
後
任
商
館
長

フ
ァ
ン
・
レ
ー
デ
・
ト
ッ
ト
・
デ
・
パ
ル
ケ
レ
ー
ル
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
︑
吉

雄
耕
牛
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
ま
で
関
心
を
寄
せ
た
こ
と
︑
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
で
漢
学

の
素
養
が
あ
っ
た
の
は
松
村
元
綱
と
本
木
良
永
で
あ
り
︑
漢
詩
を
残
し
た
の
は

松
村
元
綱
の
他
は
知
ら
な
い
こ
と
︑
志
筑
忠
雄
は
た
し
か
に
ケ
ン
ペ
ル
鎖
国
論

の
翻
訳
で
︑
ウ
ィ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
詩
句
を
漢
訳
し
た
が
︑
松
村
元
綱
ほ
ど
漢
学
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に
は
通
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
︑
で
あ
る
︒

　
著
者
は
松
浦
静
山
旧
蔵
の
プ
リ
ニ
ウ
ス
﹃
五
巻
本
博
物
誌
﹄
オ
ラ
ン
ダ
語
版

（
一
六
六
二
（
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
改
訳
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し（

（
（

︑
キ
リ
ス
ト
教

禁
教
下
で
静
山
が
キ
リ
ス
ト
教
的
内
容
の
︑
し
か
も
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
の
楽
園
図

を
口
絵
に
持
つ
こ
の
プ
リ
ニ
ウ
ス
博
物
誌
を
入
手
し
た
こ
と
を
重
視
す
る
︒
し

か
し
︑
静
山
の
求
め
で
松
村
元
綱
が
翻
訳
し
た
﹁
フ
リ
ニ
ウ
ス
略
解
﹂
で
は
︑
原

著
の
博
物
学
的
情
報
の
み
が
抄
訳
さ
れ
︑
キ
リ
ス
ト
教
的
な
部
分
は
完
全
に
無

視
さ
れ
て
い
る
︒

　
日
本
人
の
ラ
テ
ン
語
と
の
接
触
は
︑
地
球
図
や
地
理
書
の
ラ
テ
ン
語
地
名
・

国
名
︑
植
物
書
の
学
名
︑
と
く
に
リ
ン
ネ
二
名
法
が
重
要
で
あ
る
︒
著
者
も
本

木
良
永
や
桂
川
甫
周
の
地
理
研
究
︑
曾
槃
﹃
成
形
図
説
﹄
と
伊
藤
圭
介
﹃
泰
西

本
草
名
疏
﹄﹃
日
本
産
物
志
﹄
の
例
を
挙
げ
る
︒
伊
藤
圭
介
の
著
作
に
み
え
る
漢

名
︑
学
名
︑
片
仮
名
表
記
の
和
名
の
共
存
を
捉
え
て
︑
大
槻
玄
沢
の
著
作
と
同

様
に
︑
ヘ
テ
ロ
グ
ロ
シ
ア
（
異
言
語
併
用
（
と
呼
び
︑
圭
介
の
リ
ン
ネ
二
名
法
採

用
を
進
歩
と
評
価
す
る
︒

　
マ
レ
ー
語
は
出
島
の
ア
ジ
ア
系
奴
隷
が
話
し
て
い
た
言
葉
で
あ
り
︑
オ
ラ
ン

ダ
人
相
手
の
遊
女
（
阿
蘭
陀
行
き
（
も
マ
レ
ー
語
と
オ
ラ
ン
ダ
語
を
交
ぜ
て
話
し

て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒

　
文
言
・
漢
文
と
オ
ラ
ン
ダ
語
を
基
本
的
に
競
合
関
係
と
し
て
捉
え
る
著
者
は
︑

﹁
も
し
中
国
語
（
文
言
・
漢
文
（
が
学
問
語
で
な
か
っ
た
ら
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
は
蘭

学
（
西
洋
知
識
（
の
た
め
の
媒
介
言
語
と
し
て
う
ま
く
機
能
し
た
だ
ろ
う
か
﹂

（
一
七
七
頁
（
と
自
問
し
︑
学
問
語
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
競
争
せ
ず
に
す
ん
だ
面
も

あ
る
が
︑
一
方
で
︑
漢
学
者
に
よ
っ
て
学
問
語
と
し
て
採
用
さ
れ
た
ほ
ど
の
成

功
は
お
さ
め
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︑
と
自
答
す
る
︒
評
者
か
ら
す
れ
ば
︑
歴
史
を

無
視
し
︑
漢
蘭
折
衷
と
い
う
蘭
学
の
基
本
的
性
格
を
無
視
し
た
愚
問
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
︒
蘭
学
塾
に
お
け
る
漢
蘭
折
衷
教
育
︑
と
く
に
厳
密
な
オ
ラ
ン
ダ

語
原
典
講
読
と
漢
文
学
習
を
厳
し
く
課
し
た
坪
井
信
道
塾
が
蘭
学
の
本
流
で

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
︒

　
朝
鮮
語
に
つ
い
て
は
︑
シ
ー
ボ
ル
ト
﹃
日
本
﹄
に
お
け
る
朝
鮮
語
研
究
や
朝

鮮
語
資
料
の
収
集
が
言
及
さ
れ
る
︒
ア
イ
ヌ
語
に
つ
い
て
は
特
に
︑
シ
ー
ボ
ル

ト
が
関
与
し
た
蘭
日
ア
イ
ヌ
語
辞
典
（
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
︑Ser. （（

（
と
独

日
ア
イ
ヌ
語
辞
典
が
紹
介
さ
れ
︑
前
者
は
馬
場
貞
由
︑
後
者
は
最
上
徳
内
の
編

著
と
し
て
分
析
さ
れ
て
い
る
が
︑
評
者
は
ア
イ
ヌ
語
を
知
ら
な
い
上
に
︑
原
資

料
を
見
て
い
な
い
の
で
評
語
は
差
し
控
え
る
︒

　
ド
イ
ツ
語
に
つ
い
て
は
︑（M

ichel （（（（

（
に
よ
っ
て
︑
一
六
五
〇
年
に
来
日

し
た
ド
イ
ツ
兵
カ
ス
パ
ル
・
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
が
帰
国
後
に
編
纂
し
た
独
日

語
彙
集
が
紹
介
さ
れ
る
が
︑
上
述
の
よ
う
に
︑
ゲ
オ
ル
グ
・
マ
イ
ス
タ
ー
の
日

本
語
学
習
は
記
載
が
な
い
︒
評
者
と
し
て
は
︑
こ
こ
で
林
子
平
が
長
崎
で
吉
雄

耕
牛
の
所
蔵
本
を
目
撃
し
︑﹃
海
国
兵
談
﹄
に
引
用
し
た
﹁
ケ
レ
イ
キ
ス
ブ
ツ

ク
﹂
す
な
わ
ち
︑
デ
ィ
リ
ヒ
﹃
戦
争
書
﹄（W

. D
illich, Kriegsbuch. Frankfurt am

 

M
ayn, （（（（

（
を
挙
げ
て
お
き
た
い
︒

　
ロ
シ
ア
語
に
つ
い
て
は
︑
大
黒
屋
光
太
夫
の
も
た
ら
し
た
ロ
シ
ア
算
書
（
早
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稲
田
大
学
所
蔵
（︑
桂
川
甫
周
﹃
北
槎
聞
略
﹄︑
馬
場
貞
由
︑
村
上
貞
助
︑
榊
礼
輔

の
ロ
シ
ア
語
研
究
が
紹
介
さ
れ
る
︒
吉
雄
耕
牛
旧
蔵
の
﹃
新
旧
ロ
シ
ア
帝
国
誌
﹄

は
著
者
の
幕
府
旧
蔵
蘭
書
調
査
報
告
の
成
果
と
し
て
一
八
七
~
一
八
八
頁
の
注

（（
に
書
誌
的
紹
介
が
あ
る
︒
端
本
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
は
よ
い
が
︑
書
店
主
を

著
者
と
誤
っ
て
︑Johannes Broedelet, O

ude en nieuw
e staat van ’t Russische of 

M
osko vische Keizerrijk.

と
記
載
し
︑
刊
年
も
発
行
地
も
示
さ
な
い
︒
正
し
く
は

J.F. R
eitz, O

ude en nieuw
e staat van ’t Russische of M

osko vische K
eizerrijk. 

U
trecht, Johannes Broedelet, （（（（ . （  vols in （ . （ to.

で
あ
る
︒
前
野
良
沢
が
ロ

シ
ア
研
究
の
た
め
に
抄
訳
し
た
原
典
で
あ
る
こ
と
に
言
及
が
な
い
︒

　
フ
ラ
ン
ス
語
に
つ
い
て
は
︑
朽
木
昌
綱
が
テ
ィ
チ
ン
グ
か
ら
入
手
し
た
ク

ノ
ー
ル
﹃
貝
譜
﹄︑
サ
ン
ソ
ン
﹃
新
世
界
地
図
帳
﹄
の
フ
ラ
ン
ス
書
︑
マ
ー
リ
ン

﹃
新
仏
蘭
会
話
教
程
﹄︑
コ
ル
ネ
ル
﹃
簡
約
フ
ラ
ン
ス
語
学
習
﹄
の
会
話
書
︑
つ

づ
い
て
松
浦
静
山
旧
蔵
フ
ラ
ン
ス
書
ド
・
マ
ロ
ー
ル
﹃
ミ
ュ
ー
ズ
の
神
殿
図

誌
﹄
に
続
い
て
︑
ハ
ル
マ
﹃
蘭
仏
辞
典
﹄︑
本
木
正
栄
﹃
払
郎
察
辞
範
﹄︑
商
館

長
ド
ゥ
ー
フ
の
フ
ラ
ン
ス
語
使
用
︑
村
上
英
俊
の
﹃
三
語
便
覧
﹄
と
フ
ラ
ン
ス

語
塾
達
理
堂
︑
福
山
誠
之
館
旧
蔵
キ
リ
ア
ヌ
ス
﹃
蘭
羅
仏
対
訳
辞
典
﹄︑
沼
津
兵

学
校
旧
蔵
仏
英
辞
書
︑
幕
府
開
成
所
刊
行
の
フ
ラ
ン
ス
語
教
本
な
ど
が
記
載
さ

れ
る
︒
ハ
ル
マ
を
ユ
グ
ノ
ー
難
民
（H

uguenot refugee

（
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ

る
︒
本
木
正
栄
﹃
払
郎
察
辞
範
﹄
は
マ
ー
リ
ン
﹃
新
仏
蘭
会
話
教
程
﹄
の
翻
訳

で
あ
る
が
︑
対
訳
の
オ
ラ
ン
ダ
語
を
訳
し
た
に
す
ぎ
ず
︑
正
栄
は
フ
ラ
ン
ス
語

を
学
習
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

　
英
語
に
つ
い
て
は
︑
本
木
正
栄
﹃
諳
厄
利
亜
興
学
小
筌
﹄
お
よ
び
﹃
諳
厄
利

亜
語
林
大
成
﹄︑
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
﹃
英
和
・
和
英
辞
彙
﹄
に
続
い
て
︑
一
八
五
九

年
に
長
崎
で
出
版
さ
れ
た
匿
名
のA N

ew
 Fam

iliar Phrases of the English and 

Japanese Languages

を
記
載
す
る
︒
こ
の
会
話
書
は
︑
本
木
昌
造
著
﹃
和
英
商
賈

対
話
集 

初
篇
﹄（
一
八
五
九
年
十
二
月 

塩
田
幸
八
刊
（
の
は
ず
で
あ
る
が
︑
稀
覯

本
で
あ
る
た
め
か
︑
著
者
は
直
接
原
本
に
当
た
っ
て
い
な
い
よ
う
で
︑
著
者
名

も
日
本
語
書
名
も
欠
落
し
て
い
る
︒

　
本
章
の
結
論
に
お
い
て
︑
著
者
は
一
六
三
九
年
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
追
放
後
も
︑

オ
ラ
ン
ダ
語
の
競
合
言
語
と
し
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
が
優
勢
を
保
っ
た
こ
と
︑
十

九
世
紀
初
頭
の
対
外
危
機
か
ら
︑
日
本
人
は
オ
ラ
ン
ダ
語
以
外
の
英
仏
露
語
を

学
習
し
始
め
た
が
︑
学
問
語
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
語
に
も
っ
と
も
競
合
し
た
の
は

﹁
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
文
言
﹂（all varieties of literary Sinitic

（
で
あ
り
︑
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑
蘭
学
発
展
の
背
後
に
い
た
の
は
﹁
漢
文
の
読
解
と
翻
訳
に
習
熟

し
た
学
者
た
ち
﹂（scholars trained in the reading and translating C

hinese texts

（

で
あ
っ
た
︑
と
す
る
︒
し
か
し
︑
あ
く
ま
で
漢
蘭
を
競
合
関
係
で
捉
え
︑
こ
の

﹁
学
者
た
ち
﹂
の
具
体
名
や
著
作
︑
蘭
学
者
に
よ
る
蘭
文
漢
訳
の
例
が
示
さ
れ
な

い
た
め
︑
評
者
に
は
疑
問
が
残
る
︒

﹁
第
五
章

　
オ
ラ
ン
ダ
語
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
言
語
干
渉
﹂
に
つ
い
て

　
本
章
で
は
こ
の
書
評
の
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
述
べ
た
﹁
コ
ー
ド
・
ス
ウ
ィ
ッ
チ
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ン
グ
﹂﹁
ギ
ャ
ッ
プ
・
フ
ィ
リ
ン
グ
﹂
の
他
に
︑
社
会
言
語
学
的
事
象
と
し
て

﹁
音
韻
的
干
渉
﹂﹁
語
形
的
統
合
﹂
も
加
え
て
︑
オ
ラ
ン
ダ
商
館
日
記
︑
テ
ィ
チ

ン
グ
が
離
日
後
に
出
島
商
館
長
・
商
館
員
︑
朽
木
昌
綱
や
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
た
ち

と
交
わ
し
た
蘭
文
書
簡
︑
オ
ー
フ
ル
メ
ー
ル
・
フ
ィ
ッ
セ
ル
﹃
日
本
風
俗
備
考
﹄

な
ど
の
材
料
か
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
を
︑
ラ
テ
ン
語
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
︑
種
々

の
シ
ナ
語
（Sinitic Varieties
（︑
マ
レ
ー
語
︑
な
ど
の
接
触
言
語
ご
と
に
抄
出
列

挙
す
る
︒

　﹁
コ
ー
ド
・
ス
ウ
ィ
ッ
チ
ン
グ
﹂
の
例
を
和
訳
と
と
も
に
挙
げ
れ
ば
︑
以
下
の

ご
と
く
で
あ
る
︒

ラ
テ
ン
語
:Adij

（
本
日
（　dem

ptis

（
を
除
い
て
（　in om

nibus

（
こ
ぞ
っ

て
（　vale

（
さ
ら
ば
（

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
:fidalgo

（
貴
族
（　cappados

（
宦
官
（　pancado

（
白
糸

の
定
価
（

シ
ナ
語
:sam

pan

（
三
板
（　joncq

（
ジ
ャ
ン
ク
（

マ
レ
ー
語
:koelie

（
ク
ー
リ
ー
︑
苦
力
（

　﹁
音
韻
的
干
渉
﹂
と
し
て
顕
著
な
も
の
は
︑Firando

（
平
戸
（︑Finda

（
飛
騨
（︑

Yendo

（
江
戸
（︑N

angasaki

（
長
崎
（
な
ど
︑-g, -d

の
前
で
母
音
が
鼻
音
化
す

る
例
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

　
日
本
語
へ
の
﹁
コ
ー
ド
・
ス
ウ
ィ
ッ
チ
ン
グ
﹂
と
し
て
は
︑
テ
ィ
チ
ン
グ
の

書
簡
か
ら
︑

Jedo den （  Rokguats van het （  jaar der N
engo Tenm

y

（
年
号
天
明
六
年
六

月
一
日
江
戸
（

藤
林
普
山
﹃
和
蘭
語
法
解
﹄
へ
の
馬
場
貞
由
の
オ
ラ
ン
ダ
語
序
文
の
日
付
︑

D
en vijf en tw

intigste van fatiguats in het jaar boenkw
a tw

aalfde

（
文
化

十
二
年
八
月
二
十
五
日
（

伊
藤
圭
介
﹃
泰
西
本
草
名
疏
﹄
の
オ
ラ
ン
ダ
語
標
題
紙
の
刊
記
︑

Te N
AG

O
JA, By BO

EN
Z

Y X
I. （（（（（ .

（

が
挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
の
刊
記
はBy

の
あ
と
に
書
店
名
が
欠
落
し
て
お
り
︑﹁
文

政
十
一
年
（
一
八
二
八
（　
名
古
屋

　（
　
（
書
店
﹂
を
意
味
す
る
︒

　
日
本
語
の
﹁
発
話
引
用
﹂
の
例
と
し
て
︑
商
館
長
日
記
一
六
四
七
年
一
月
の

大
目
付
・
井
上
政
重
の
発
話
︑

C
apitaijn W

oiensam
m

a fum
beets sinday m

im
aista!

（
上
様
分
別
次
第
見
舞

し
た
（

　
オ
ー
フ
ル
メ
ー
ル
・
フ
ィ
ッ
セ
ル
か
ら
は
︑

O
eidi di gozarim

asi

（
お
出
で
で
御
座
り
ま
す
（

を
引
用
す
る
︒

　
日
本
語
の
﹁
諺
の
引
用
﹂
例
と
し
て
︑
著
者
は
テ
ィ
チ
ン
グ
書
簡
を
重
視
す

る
︒
す
な
わ
ち
︑
テ
ィ
チ
ン
グ
が
長
崎
奉
行
へ
の
不
満
を
か
こ
つ
日
本
の
友
人

た
ち
に
つ
い
て
︑
通
詞
の
堀
門
十
郎
へ
︑﹁tokakoe oekijo w

a m
am

a naranoe

﹂

（
と
か
く
浮
世
は
ま
ま
な
ら
ぬ
（︑﹁Aketje no tenka m

ika

﹂（
明
智
の
天
下
三
日
（

と
書
き
送
っ
た
例
や
︑
朽
木
昌
綱
あ
て
に
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
か
ら
︑
一
八
〇
七

年
六
月
四
日
付
け
で
︑﹁Itsoe w

ari w
o fito ni w

a i ute tsoe m
i no besi kokoro 
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no tow
aba ikaga kotai in

﹂（
偽
り
を
人
に
は
言
ふ
て
罪
延
べ
し
心
の
問
は
ば
い
か
が

こ
た
へ
ん
（
と
書
き
送
り
︑
昌
綱
の
座
右
の
銘
﹁genko m

attakf seijo

﹂（
言
行
全

く
せ
よ
（
を
付
け
加
え
た
例
で
あ
る
︒
と
も
に
愛
好
す
る
諺
を
交
わ
す
こ
と
で

友
情
を
堅
固
に
す
る
と
い
う
著
者
の
解
釈
に
︑
評
者
も
同
意
す
る
が
︑
最
後
の

座
右
の
銘
を
二
二
五
頁
注
（（
で
︑﹁
言
行
全
（
く
（
正
常
﹂
と
い
う
誤
っ
た
読
み

を
し
て
い
る
の
は
拍
子
抜
け
す
る
︒

　﹁
ギ
ャ
ッ
プ
・
フ
ィ
リ
ン
グ
﹂
の
例
は
実
に
豊
富
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
部

類
ご
と
に
若
干
を
抄
出
す
る
に
と
ど
め
よ
う
︒

楽
器
:sam

si

（
三
味
線
（　sam

siespeelsters

（
三
味
線
引
き
の
女
（

銭
貨
:een Itzebo

（
一
分
（　C

obang

（
小
判
（　O

obang

（
大
判
（

度
量
衡
:eenige ikies

（
数
間
（　m

angock

（
万
石
（　catty

（
カ
テ
ィ
︑
一
・

二
五
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
ポ
ン
ド
（

衣
服
・
持
ち
物
:catabers

（
帷
子
（　kappakagos

（
合
羽
籠
（　gatane

（
刀
（

飲
食
物
:sackana

（
肴
（　chiaa

（
茶
（　sum

（
広
東
人
参
（　Tiabinto

（
茶

弁
当
（

乗
り
物
:hayafune

（
早
船
（　coebaij

（
小
早
（　Fioosm

aar

（
日
吉
丸
（

そ
の
他
の
品
物
:Fatsenbacks

（
挟
箱
（　G

oza

（
茣
蓙
（

宗
教
:bonzo

（
坊
主
（　Jam

abosi

（
山
伏
（

称
号
:dayrie

（
内
裏
（　sjogoen

（
将
軍
（　O

kinocam
i

（
隠
岐
守
（　

TaijC
oo

（
太
閤
（

役
職
・
職
業
:ottona

（
乙
名
（　bongios

（
番
衆
（　K

eesje(n)s

（
傾
城
（　

ondertolken

（
小
通
詞
（　tolkencollege

（
通
詞
仲
間
（

祭
:bon

（
盆
（　Sitsiseki

（
七
夕
（

地
名
:Faconies gebergte

（
箱
根
山
（　Fiseeng

（
肥
前
（

　﹁
語
形
的
統
合
﹂（M

orphological Integration

（
の
例
を
摘
記
し
よ
う
︒

複
数
:jam

m
abosen

（
山
伏
（　nagam

oetsen

（
長
持
ち
（　fabitaas

（
羽
二

重
（

指
小
辞
:sioubackens

（
小
型
の
重
箱
（　kockiens

（
石
（　barckxkens

（
小

舟
（

属
格
・
形
容
詞
:eenige Firandoos porcelein

（
平
戸
焼
き
数
個
（　een stel 

M
iacosche knoopen

（
ミ
ヤ
コ
の
釦
一
組
（　N

ankijnse joncken

（
南
京

船
（

国
民
:Japanner

（
日
本
人
（　Japanders

（
日
本
人
（　N

ankinders

（
南
京

人
（

﹁
第
六
章

　
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
の
翻
訳
﹂
に
つ
い
て

　
著
者
は
本
章
に
お
い
て
︑
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
翻
訳
文
化
論
（Burke （11（

（

に
範
を
と
っ
て
︑
日
本
に
お
い
て
︑
誰
が
（
訳
者
（︑
何
を
（
知
識
の
分
野
（︑
誰

の
た
め
に
︑
如
何
に
（
翻
訳
方
法
（︑
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
の
翻
訳
を
行
っ
た
か
︑

そ
の
結
果
は
知
識
・
政
治
・
言
語
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
か
︑
を
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文
化
史
的
に
考
察
す
る
︒

　
ま
ず
︑
十
七
世
紀
の
主
な
訳
者
と
訳
書
は
︑
沢
野
忠
庵
（
フ
ェ
レ
イ
ラ
（﹃
阿

蘭
陀
流
外
科
指
南
﹄︑
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
猪
俣
伝
兵
衛
に
よ
る
カ
ス
パ
ル
・
ス
ハ
ン

ベ
ル
ガ
ー
口
伝
書
︑
大
目
付
・
井
上
政
重
に
よ
る
プ
リ
ニ
ウ
ス
︑
ド
ド
ネ
ウ
ス

の
注
文
︑
向
井
元
升
と
嵐
山
甫
庵
の
オ
ラ
ン
ダ
外
科
研
究
︑
北
条
氏
長
の
ユ
リ

ア
ン
攻
城
法
︑
本
木
了
意
の
レ
メ
リ
ン
解
剖
書
翻
訳
︑
十
八
世
紀
は
楢
林
鎮
山

﹃
紅
毛
外
科
相
伝
﹄︑
今
村
源
右
衛
門
の
ケ
イ
ズ
ル
馬
書
︑
本
木
良
永
と
北
島
見

信
の
世
界
地
理
書
︑
吉
雄
耕
牛
の
馬
文
耕
﹃
厳
秘
録
﹄
蘭
訳
（
伝
わ
ら
ず
（︑
新

井
白
石
﹃
采
覧
異
言
﹄︑
前
野
良
沢
ら
の
﹃
解
体
新
書
﹄︑
大
槻
玄
沢
の
ヘ
イ
ス

テ
ル
外
科
書
訳
︑
宇
田
川
玄
随
訳
ゴ
ル
テ
ル
﹃
西
説
内
科
撰
要
﹄︑
宇
田
川
玄
真

﹃
遠
西
医
範
﹄
お
よ
び
﹃
遠
西
医
方
名
物
考
﹄︑
宇
田
川
榕
菴
﹃
植
学
啓
原
﹄︑
志

筑
忠
雄
﹃
暦
象
新
書
﹄︑
十
九
世
紀
は
馬
場
貞
由
の
蛮
書
和
解
御
用
（
シ
ョ
メ
ー

ル
百
科
事
典
翻
訳
（︑
高
野
長
英
﹃
医
原
枢
要
﹄︑
緒
方
洪
庵
﹃
扶
氏
経
験
遺
訓
﹄︑

小
関
三
英
﹃
泰
西
内
科
集
成
﹄
が
列
挙
さ
れ
る
︒

　
こ
う
し
た
翻
訳
の
流
れ
は
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
本
木
家
を
中
心
と
す
る
長
崎
蘭
学

と
宇
田
川
家
を
中
心
と
す
る
江
戸
蘭
学
に
分
け
ら
れ
︑
社
会
階
層
的
に
は
︑
特

に
小
関
三
英
が
農
民
出
身
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
︒
宇
田
川
塾
出
身
の
坪
井

信
道
が
開
塾
し
︑
緒
方
洪
庵
ら
が
入
門
し
た
蘭
学
塾
・
日
習
堂
の
重
要
性
に
は

触
れ
て
い
な
い
︒

　
翻
訳
の
分
野
は
医
学
が
重
き
を
な
し
︑
江
戸
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
の
翻

訳
書
︑
約
千
点
の
約
半
数
を
占
め
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
︑
分
野
別
に
著
者

が
重
要
視
す
る
書
物
が
考
察
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
博
物
書
と
し
て
︑
ヨ
ン
ス

ト
ン
﹃
動
物
誌
﹄
と
ド
ド
ネ
ウ
ス
﹃
草
木
誌
﹄
を
挙
げ
︑
次
に
理
化
学
書
と
し

て
︑
最
初
に
平
賀
源
内
﹃
火
浣
布
訳
説
﹄
を
挙
げ
︑（G

oodm
an （111

（
に
よ
っ

て
そ
の
典
拠
が
ウ
ォ
イ
ト
﹃
医
薬
辞
典
﹄
の
ア
ス
ベ
ス
ト
項
目
と
す
る
︒
評
者

と
し
て
は
ウ
ォ
イ
ト
が
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
や
蘭
学
者
の
必
備
書
と
し
て
広
範
囲
に

普
及
し
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
著
者
は

（Tsukahara （11（

（
に
よ
っ
て
︑
化
学
分
野
で
日
高
涼
台
や
藤
林
普
山
が
宇
田
川

榕
庵
と
同
時
代
に
す
ぐ
れ
た
翻
訳
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒

　
天
文
・
地
理
学
書
と
し
て
︑
本
木
良
永
︑
司
馬
江
漢
︑
松
村
元
綱
︑
桂
川
甫

周
ら
の
天
明
寛
政
期
の
仕
事
を
挙
げ
た
あ
と
︑
い
き
な
り
箕
作
阮
甫
﹃
八
紘
通

誌
﹄（
一
八
五
一
（
に
飛
び
︑
志
筑
忠
雄
﹃
暦
象
新
書
﹄（
一
八
〇
二
（︑
吉
雄
南

皐
（
常
三
（﹃
西
説
観
象
図
説
﹄（
一
八
二
三
（
に
は
言
及
し
な
い
︒

　
歴
史
書
・
政
治
書
と
し
て
は
︑
小
関
三
英
﹃
那
波
列
翁
伝
﹄（
一
八
三
七
（
と

本
木
正
栄
﹃
軍
艦
考
例
﹄（
一
八
〇
八
（︑
大
塚
同
庵
﹃
和
蘭
官
軍
抜
隊
龍
学
校

全
書
﹄（
一
八
五
五
（
を
あ
げ
る
︒﹃
軍
艦
考
例
﹄
の
典
拠
を
オ
ラ
ン
ダ
︑
フ
ラ

ン
ス
の
資
料
と
し
て
い
る
が
︑
正
し
く
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
書
店
主K

ornelis 

K
ribber （（（（（ –（（（1

（
発
行
の
一
枚
刷
り
銅
版
図
で
あ
る
︒

　
著
者
は
総
合
的
・
一
般
的
な
内
容
の
翻
訳
書
と
し
て
︑
森
島
中
良
﹃
紅
毛
雑

話
﹄（
一
七
八
七
（
と
蛮
書
和
解
御
用
の
成
果
で
あ
る
﹃
厚
生
新
編
﹄（
一
八
一
一

~
一
八
四
六
（
を
同
列
に
扱
う
が
︑
賛
同
し
か
ね
る
︒﹃
紅
毛
雑
話
﹄
は
桂
川
家

サ
ロ
ン
の
共
有
し
て
い
た
西
洋
文
化
情
報
を
総
合
し
た
も
の
で
︑
原
拠
と
な
っ
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た
蘭
書
は
多
様
で
あ
る
︒
一
方
︑﹃
厚
生
新
編
﹄
の
原
典
で
あ
る
七
巻
本
シ
ョ

メ
ー
ル
百
科
事
典
オ
ラ
ン
ダ
語
版
は
︑
フ
ラ
ン
ス
語
初
版
（
一
七
〇
九
（
の
編
者

シ
ョ
メ
ー
ル
（N

oël C
hom

el, （（（（ –（（（（

（
の
名
前
を
冠
し
て
い
る
が
︑
内
容
的

に
は
オ
ラ
ン
ダ
人
ド
・
シ
ャ
ル
モ
（J. A. de C

halm
ot, （（（（ –（（1（

（
が
フ
ラ
ン
ス

百
科
全
書
お
よ
び
関
係
の
専
門
書
を
も
と
に
編
纂
し
た
啓
蒙
的
な
百
科
事
典
で

あ
っ
た
︒
し
か
も
︑
著
者
は
﹃
厚
生
新
編
﹄
の
翻
訳
目
的
は
﹁
西
欧
の
全
知
識
﹂

（ʻ allʼ  W
estern know

ledge

（
の
摂
取
で
あ
っ
た
と
す
る
が
︑
実
際
に
は
︑
蘭
学
者

た
ち
が
﹁
利
用
厚
生
﹂
の
立
場
か
ら
︑
意
図
的
に
医
薬
・
本
草
・
農
業
関
連
項

目
を
中
心
に
選
択
し
て
︑
翻
訳
を
分
担
し
︑
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
ら
ず
︑

伝
統
的
な
類
書
形
式
に
編
纂
し
た
の
だ
っ
た
︒

　
次
に
︑
学
術
書
と
は
別
に
︑
行
政
・
法
制
・
通
商
関
係
文
書
の
翻
訳
と
し
て
︑

オ
ラ
ン
ダ
商
館
が
将
軍
お
よ
び
長
崎
奉
行
の
た
め
に
海
外
情
報
を
編
集
し
た
報

告
書
︑
い
わ
ゆ
る
和
蘭
風
説
書
（
一
六
四
一
~
一
八
五
九
（
お
よ
び
ア
ヘ
ン
戦
争

以
降
︑
追
加
さ
れ
た
別
段
風
説
書
を
挙
げ
る
︒
幕
末
︑
一
八
六
〇
年
代
に
蕃
書

調
所
で
翻
訳
発
行
し
た
﹃
バ
タ
ヒ
ア
新
聞
﹄
も
こ
の
流
れ
に
位
置
づ
け
て
い
る
︒

ま
た
︑（Verw

ayen （（（（

（
に
よ
っ
て
︑
水
野
忠
邦
の
命
令
に
始
ま
る
オ
ラ
ン
ダ

法
律
書
が
幕
末
ま
で
続
け
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

　
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
翻
訳
と
し
て
著
者
が
注
目
す
る
の
は
︑
デ
フ
ォ
ー
﹃
ロ
ビ

ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
﹄
の
翻
訳
と
神
田
孝
平
・
訳
﹃
ヨ
ン
ケ
ル
・
フ
ァ
ン
・

ロ
デ
レ
イ
キ
一
件
﹄
で
あ
る
︒﹃
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
﹄
の
最
初
の
日
本

語
訳
に
言
及
し
︑
つ
い
で
横
山
由
清
﹃
魯
敏
孫
漂
荒
紀
略
﹄
を
挙
げ
な
が
ら
︑
最

初
の
翻
訳
者
（
黒
田
麹
廬
（
も
訳
書
名
（
漂
荒
紀
事
（
も
記
載
し
て
い
な
い
︒
か

つ
て
︑
そ
の
オ
ラ
ン
ダ
語
原
典
を
確
定
し
︑
翻
訳
成
立
史
を
解
明
し
た
評
者（

（
（

と

し
て
は
残
念
で
あ
る
︒

　
誰
の
た
め
の
翻
訳
か
︒
著
者
は
幕
府
の
た
め
の
翻
訳
と
し
て
和
蘭
風
説
書
︑

別
段
風
説
書
︑
本
木
正
栄
﹃
軍
艦
考
例
﹄
を
︑
自
分
の
た
め
の
翻
訳
と
し
て
︑
志

筑
忠
雄
﹃
鎖
国
論
﹄︑
神
田
孝
平
﹃
ヨ
ン
ケ
ル
・
フ
ァ
ン
・
ロ
デ
レ
イ
キ
一
件
﹄

を
挙
げ
る
が
︑
評
者
と
し
て
は
︑
黒
田
麹
廬
﹃
漂
荒
紀
事
﹄
も
後
者
の
例
に
加

え
た
い
︒﹃
解
体
新
書
﹄
は
訳
文
が
﹁
日
本
語
で
は
な
く
︑
漢
文
で
あ
っ
た
﹂
た

め
︑
普
及
し
な
か
っ
た
︑
と
い
う
著
者
の
見
解
に
は
と
て
も
賛
同
で
き
な
い
︒

ク
ル
ム
ス
﹃
解
剖
図
表
﹄
の
漢
訳
﹃
解
体
新
書
﹄
は
学
術
書
と
し
て
ご
く
普
通

の
こ
と
で
あ
り
︑
想
定
さ
れ
た
読
者
は
知
識
人
で
あ
っ
た
︒
知
識
人
に
と
っ
て

漢
文
は
漢
字
文
化
圏
の
共
通
言
語
で
あ
る
と
同
時
に
︑
訓
読
に
よ
っ
て
日
本
語

と
し
て
も
機
能
し
た
の
で
あ
る
︒

　
翻
訳
方
法
に
つ
い
て
︑
著
者
は
共
同
訳
の
例
と
し
て
︑
本
木
良
永
・
松
村
元

綱
﹃
阿
蘭
陀
地
図
略
説
﹄
お
よ
び
﹃
阿
蘭
陀
地
球
図
説
﹄︑
前
野
良
沢
ら
の
﹃
解

体
新
書
﹄
を
あ
げ
る
︒
ま
た
︑
翻
訳
・
義
訳
・
直
訳
の
区
別
も
指
摘
す
る
︒
そ

の
具
体
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
︑
著
者
は
松
浦
静
山
旧
蔵
蘭
書
の
ひ
と
つ
︑
書
評

誌
﹃
学
者
の
共
和
国
﹄（
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
︑
一
七
一
〇
~
一
七
一
二
︑
一
七
四
〇

~
一
七
五
五
︑
一
七
六
三
~
一
七
七
一
の
不
揃
い
本
三
十
七
冊
（
の
オ
ラ
ン
ダ
語
タ

イ
ト
ル
︑H

et Republyk der geleerden

の
解
題
﹁
学
者
之
会
読
﹂
に
注
目
す
る
︒

こ
の
解
題
は
依
頼
し
た
松
浦
静
山
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
オ
ラ
ン
ダ
通
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詞
・
志
筑
善
次
郎
に
よ
る
も
の
だ
が
︑
著
者
は
解
題
者
を
志
筑
忠
雄
と
誤
解
し

（
二
九
二
頁
（︑﹁
共
和
国
﹂
の
概
念
の
な
い
﹁
志
筑
忠
雄
﹂
が
身
近
な
﹁
会
読
﹂

文
化
を
も
と
に
﹁
学
者
之
会
読
﹂
と
訳
し
た
こ
と
を
も
っ
て
︑
異
文
化
翻
訳
の

好
例
と
評
価
し
て
い
る
（
二
九
五
頁
（︒
し
か
し
︑
会
読
は
古
典
を
対
象
と
す
る

も
の
で
あ
り
︑
近
代
的
な
書
評
誌
の
タ
イ
ト
ル
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
︒

　
翻
訳
の
大
多
数
が
刊
本
で
は
な
く
︑
写
本
で
流
通
し
た
原
因
に
つ
い
て
︑
著

者
は
﹃
鎖
国
論
﹄
を
例
に
あ
げ
て
説
明
す
る
︒
幕
府
の
対
外
政
策
か
ら
し
て
刊

行
は
考
え
ら
れ
な
い
（Boot （11（

（
と
︒
し
か
し
︑﹃
鎖
国
論
﹄
が
﹃
異
人
恐
怖

伝
﹄（
一
八
五
〇
（
の
タ
イ
ト
ル
の
も
と
︑
鎖
国
肯
定
論
と
し
て
刊
行
さ
れ
流
布

し
た
事
実
も
指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
︒
翻
訳
医
学
書
の
刊
行
は
漢
方
医
か
ら
反

対
さ
れ
た
と
か
︑
訳
者
が
刊
行
を
好
ま
な
か
っ
た
と
か
︑
秘
伝
扱
い
し
た
と
か
︑

の
理
由
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
評
者
は
︑
江
戸
期
あ
る
い
は
明
治
中

期
頃
ま
で
︑
読
書
人
の
読
書
と
は
筆
写
と
同
義
あ
る
い
は
同
時
並
行
的
に
行
わ

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
︒
す
な
わ
ち
︑
漢
籍
も
蘭
書
も
ま
ず

筆
写
か
ら
読
書
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
翻
訳
が
知
識
・
政
治
・
言
語
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
︑
著
者
は
ま
ず
︑
知

識
面
で
︑
海
外
知
識
の
増
大
と
漢
方
の
権
威
失
墜
︑
地
動
説
・
リ
ン
ネ
二
名
法

の
普
及
に
よ
る
世
界
観
の
転
換
︑﹃
眼
科
新
書
﹄
に
よ
っ
て
西
洋
医
学
の
優
位
性

が
認
め
ら
れ
た
こ
と
︑
在
村
蘭
学
に
よ
る
知
識
の
普
及
︑
中
国
と
は
異
な
り
︑

蘭
学
が
日
本
人
を
近
代
へ
準
備
し
た
こ
と
︑
を
指
摘
す
る
︒

　
次
に
政
治
面
で
は
︑
蘭
学
者
と
儒
者
・
幕
府
官
僚
を
対
立
的
に
捉
え
︑
シ
ー

ボ
ル
ト
事
件
（
一
八
二
九
（︑
蛮
社
の
獄
（
一
八
三
七
（
を
両
者
の
対
立
と
し
て

説
明
す
る
︒
し
か
し
︑
開
国
か
ら
長
崎
海
軍
伝
習
に
至
る
幕
府
の
開
明
政
策
と

佐
賀
藩
を
先
頭
と
す
る
諸
藩
の
蘭
学
導
入
に
は
触
れ
て
い
な
い
︒

﹁
第
七
章

　
オ
ラ
ン
ダ
語
に
よ
る
日
本
語
の
語
彙
的
、
統
辞
的
、
表
記

的
干
渉
﹂
に
つ
い
て

　
本
章
で
は
︑
最
初
に
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
に
よ
る
語
彙
的
干
渉
と
し
て
︑
日
本
語

に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
語
起
源
の
い
わ
ゆ
る
外
来
語
や
翻
訳
語
を
︑
次
に
︑
統
辞

的
干
渉
と
し
て
︑
関
係
代
名
詞
の
訳
語
﹁
と
こ
ろ
の
﹂︑
受
動
文
の
動
作
主
を
示

す
前
置
詞door

の
訳
語
﹁
に
よ
っ
て
﹂︑
繋
合
動
詞zijn

の
訳
語
と
し
て
訳
文

の
末
尾
に
使
用
さ
れ
る
﹁
で
あ
る
﹂
な
ど
の
表
現
を
︑
最
後
に
︑
書
字
的
干
渉

と
し
て
ロ
ー
マ
字
使
用
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
既
存
の
研
究
成
果
を
要
約
し
て
紹
介
す

る
︒

　
オ
ラ
ン
ダ
語
起
源
の
外
来
語
・
翻
訳
語
は
︑
接
触
移
入
語
（contact-induced 

w
ords

（
の
概
念
で
捉
え
︑
約
千
語
の
接
触
移
入
語
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
︑
新
た

に
社
会
言
語
学
的
に
分
析
し
︑
そ
の
成
果
を
一
覧
表
に
ま
と
め
て
い
る
︒
こ
こ

で
は
︑
著
者
作
成
の
一
覧
表
の
各
下
位
区
分
か
ら
代
表
的
な
語
を
一
~
二
語
選

び
︑
簡
略
な
表
に
縮
小
し
て
全
体
の
構
造
を
示
す
︒
用
語
の
和
訳
は
評
者
の
仮

訳
で
あ
る
︒
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単
語
借
用
（lexical borrow

ing

（

　
　
借
用
語
（loanw

ords

（ 

三
六
一
語

　
　
　
　
純
粋
借
用
語
（pure loanw

ords

（ 

三
一
五
語

　
　
　
　
　
　
　
植
物
（
六
三
語
（:
ア
カ
シ
ア

　
　
　
　
　
　
　
化
学
（
八
〇
語
（:
ガ
ラ
ス

　
　
　
　
　
　
　
飲
食
（
二
〇
語
（:
コ
ー
ヒ
ー

　
　
　
　
　
　
　
数
学
（
二
語
（:
コ
ン
パ
ス

　
　
　
　
　
　
　
医
学
（
三
五
語
（:
チ
フ
ス

　
　
　
　
　
　
　
理
学
（
二
七
語
（:
レ
ン
ズ

　
　
　
　
　
　
　
航
海
（
一
一
語
（:
マ
ド
ロ
ス
︑
マ
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
工
学
（
二
一
語
（:
ダ
ラ
イ
（
旋
盤
（︑
ポ
ン
プ

　
　
　
　
　
　
　
出
島
職
名
（
七
語
（

　
　
　
　
　
　
　
雜
（
四
九
語
（:
イ
ン
ク
︑
ペ
ン
︑
シ
ナ

　
　
　
　
混
合
借
用
語
（loanblends

（ 
四
六
語

　
　
　
　
　
　
　
植
物
（
六
語
（:
ア
ロ
エ
軟
膏
︑
コ
ル
ク
樫

　
　
　
　
　
　
　
化
学
（
一
八
語
（:
ラ
イ
デ
ン
瓶
︑
炭
酸
ガ
ス

　
　
　
　
　
　
　
医
学
（
六
語
（:
ア
キ
レ
ス
腱
︑
リ
ン
パ
腺

　
　
　
　
　
　
　
雜
（
一
六
語
（:
缶
詰
︑
ズ
ッ
ク
靴

　
転
用
（loanshifts

（ 

一
二
七
語

　
　
拡
大
転
用
（extensions

（ 

五
語
（
秒
︑
カ
ピ
タ
ン
（

　
　
翻
訳
転
用
（loan translations, calques

（ 

一
二
二
語

　
　
　
　
　
　
　
化
学
（
三
二
語
:
窒
素
︑
元
素
（

　
　
　
　
　
　
　
文
法
（
一
一
語
:
代
名
詞
︑
冠
詞
（

　
　
　
　
　
　
　
医
学
（
五
三
語
:
母
斑
︑
鼓
膜
︑
病
院

＊
（

　
　
　
　
　
　
　
理
学
（
一
七
語
:
引
力
︑
重
力
（

　
　
　
　
　
　
　
雜
（
九
語
:
乳
酸
︑
植
民

＊
（

　
現
地
造
語
（native creations

（ 

八
五
語

　
　
純
粋
現
地
造
語
（purely native creations

（ 

二
二
語

　
　
　
　
　
　
　
雜
（
一
六
語
:
望
遠
鏡
︑
大
気
︑
鎖
国

＊
（

　
　
　
　
　
　
　
星
座
（
六
語
:
白
羊
宮
︑
人
馬
宮
（

　
　
混
合
造
語
（hybrid creations

（ 

四
七
語

　
　
　
　
　
　
　
飲
食
（
三
語
:
ジ
ャ
ガ
芋
︑
レ
ン
ズ
豆
（

　
　
　
　
　
　
　
オ
ラ
ン
ダ
（
三
五
語
:
オ
ラ
ン
ダ
芹
︑
オ
ラ
ン
ダ
行
（

　
　
　
　
　
　
　
蘭
（
一
〇
語
:
蘭
学
︑
蘭
方
（

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
エ
ス

（
二
語
:
八
重
洲
地
下
街
︑
八
重
洲
北
口
（

　
　
　
　
　
　
　
雜
（
七
語
:
ガ
ス
台
︑
ゴ
ム
印
（

　
　
　
　
　
　
　
外
国
語
形
態
素
（
二
〇
語
:
ア
ロ
エ
ク
リ
ー
ム
︑
ブ
リ
キ
缶
（

　
上
例
中
︑
ア
ス
テ
リ
ス
ク
を
付
け
た
﹁
病
院
﹂﹁
植
民
﹂﹁
鎖
国
﹂
に
つ
い
て
︑

評
者
の
見
解
を
述
べ
よ
う
︒
著
者
は
（Vos （（（（

（
に
よ
っ
て
︑﹁
病
院
﹂
の
訳

語
を
挙
げ
（
三
九
一
頁
（︑
注
（（
に
お
い
て
︑
森
島
中
良
﹃
紅
毛
雑
話
﹄（
一
七
八



書評論文

201

七
（
の
﹁
病
院
﹂
項
目
か
ら
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
﹁
ガ
ス
ト
ホ
イ
ス
﹂（
オ
ラ
ン
ダ

語gasthuis
（
を
﹁
明
人
病
院
と
訳
す
﹂
と
い
う
箇
所
を
引
用
し
な
が
ら
︑
そ
の

典
拠
が
艾
儒
略
﹃
職
方
外
記
﹄（
一
六
二
三
（
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
︑﹁
漢
訳

語
の
病
院
が
ど
の
よ
う
に
し
て
オ
ラ
ン
ダ
語
の
ガ
ス
ト
ホ
イ
ス
の
代
わ
り
に
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
今
後
の
検
討
を
要
す
る
﹂
と
留
保
す
る
︒
し
か
し

な
が
ら
︑
安
永
天
明
期
年
間
の
蘭
学
勃
興
期
で
は
オ
ラ
ン
ダ
語
地
理
書
よ
り
も

先
に
︑
漢
訳
地
理
書
の
﹃
職
方
外
記
﹄
が
流
行
し
た
た
め
に
︑﹁
病
院
﹂﹁
貧
院
﹂

﹁
幼
院
﹂
の
漢
訳
語
が
先
に
流
布
し
︑
蘭
学
者
た
ち
は
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
オ
ラ

ン
ダ
語
﹁
ガ
ス
ト
ホ
イ
ス
﹂（gasthuis

（︑﹁
ア
ル
ム
ホ
イ
ス
﹂（arm

huis

（︑﹁
ヰ

ス
ホ
イ
ス
﹂（w

ijshuis

（
を
あ
と
か
ら
注
釈
語
と
し
て
当
て
た
の
が
実
情
で
あ
り
︑

こ
れ
ら
の
オ
ラ
ン
ダ
語
が
外
来
語
と
し
て
定
着
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒﹃
職
方

外
記
﹄
流
行
の
先
鞭
を
付
け
た
の
は
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
・
本
木
良
永
と
松
村
元
綱

で
あ
っ
た（

（1
（

︒

　﹁
植
民
﹂
は
著
者
が
示
す
よ
う
に
現
代
オ
ラ
ン
ダ
語volksplanting
の
古
語

volkplanting

の
訳
語
で
あ
る
が
︑
こ
の
オ
ラ
ン
ダ
語
に
最
初
に
注
目
し
た
の
は

本
木
良
永
で
あ
っ
た
︒
訳
書
﹃
阿
蘭
陀
地
球
図
説
﹄（
一
七
七
二
（
で
︑
ス
ペ
イ

ン
︑
フ
ラ
ン
ス
︑
イ
ギ
リ
ス
の
海
外
進
出
を
示
す
原
語volkplanting

を
﹁
ホ
ル

コ
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
グ
﹂
と
音
訳
し
﹁
人
民
蕃
育
ノ
術
﹂
と
注
釈
し
て
い
る
︒
訳

語
﹁
植
民
﹂
は
志
筑
忠
雄
﹃
鎖
国
論
﹄（
一
八
〇
一
（
で
︑
ケ
ン
ペ
ル
の
原
文
に

日
本
発
見
後
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
つ
い
て
︑﹁aangelokt door het vooruitzicht 

van w
inst, m

aakten zy daar groote volkplantingen

﹂
と
あ
る
箇
所
を
︑
彼
ら
は

﹁
幾
程
な
き
に
現
前
の
利
に
誘
わ
れ
大
に
是
地
に
植
民
﹂
し
た
と
訳
し
た
の
が

初
出
で
あ
る（

（（
（

︒

　
著
者
は
﹁
鎖
国
﹂
は
志
筑
忠
雄
の
造
語
で
あ
り
︑
そ
の
原
語
と
し
て
︑
ラ
テ

ン
語
の
語
句regnum

 clausum

（
閉
ざ
さ
れ
た
国
（
を
挙
げ
る
︒
し
か
し
︑﹁
鎖

国
﹂
の
語
は
志
筑
の
訳
書
﹃
鎖
国
論
﹄
の
書
名
が
初
出
で
あ
り
︑
ケ
ン
ペ
ル
﹃
日

本
史
﹄
オ
ラ
ン
ダ
語
版
（
一
七
七
三
（
の
付
録
Ⅵ
の
長
文
タ
イ
ト
ル

﹁O
nderzoek, of het vanbelang is voor ʼ t Ryk van Japan om

 het zelve geslooten 

te houden, gelyk het nu is, en aan desselfs Inw
ooners niet toe te laaten 

K
oophandel te dryven m

et uytheem
sche N

atien ʼ t zy binnen of buyten ʼ s 

Lands.

﹂（
日
本
国
を
現
在
の
よ
う
に
閉
じ
た
ま
ま
に
保
つ
こ
と
が
︑
ま
た
︑
国
内
で

あ
れ
国
外
で
あ
れ
︑
こ
の
国
の
住
民
に
他
国
民
と
の
交
易
を
許
さ
な
い
こ
と
が
︑
こ
の

国
に
と
っ
て
緊
要
で
あ
る
や
否
や
の
考
察
（
を
要
約
し
て
﹁
鎖
国
論
﹂
と
翻
訳
し

た
も
の
で
あ
る
︒
ラ
テ
ン
語regnum

 clausum

は
ケ
ン
ペ
ル
﹃
廻
国
奇
観
﹄

（Am
œ

nitatum
 exoticarum

, （（（（

（
第
Ⅱ
部
第
（（
報
告
の
ラ
テ
ン
語
タ
イ
ト
ル（

（（
（

に

現
れ
る
語
句
で
あ
っ
て
︑
志
筑
が
こ
の
ラ
テ
ン
語
報
告
に
接
し
た
こ
と
を
評
者

は
知
ら
な
い
︒

　
オ
ラ
ン
ダ
語
の
干
渉
に
よ
る
ロ
ー
マ
字
使
用
の
例
と
し
て
は
︑
薩
摩
藩
主
・

島
津
重
豪
が
秘
密
を
守
る
た
め
に
書
い
た
ロ
ー
マ
字
日
記
︑
福
知
山
藩
主
・
朽

木
昌
綱
が
商
館
長
テ
ィ
チ
ン
グ
あ
て
オ
ラ
ン
ダ
語
書
簡
で
日
本
の
日
付
を
伝
え

る
た
め
に
用
い
た
元
号
・
月
の
ロ
ー
マ
字
表
記
︑
司
馬
江
漢
や
亜
欧
堂
田
善
が

異
国
趣
味
を
示
す
た
め
に
用
い
た
ロ
ー
マ
字
署
名
や
ロ
ー
マ
字
表
記
︑
山
東
京
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伝
の
読
本
﹃
箕ミ

間け
ん

尺
じ
や
く

参さ
ん

人に
ん

酩な
ま

酊ゑ
ひ

﹄（
一
七
九
四
（
の
表
紙
に
用
い
ら
れ
た
装
飾

的
な
ロ
ー
マ
字
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
最
後
の
例
に
つ
い
て
︑
評
者
が
付
言
す
れ
ば
︑

正
確
に
は
四
周
に
ロ
ー
マ
字
を
配
し
た
絵
入
り
の
内
扉
（
木
版
（
を
︑
表
紙
に

題
簽
代
わ
り
に
張
り
付
け
た
も
の
で
︑
ロ
ー
マ
字
の
な
か
に
︑IO

H
AN

II

︑

D
O

D
O

N
AEU

S
な
ど
の
人
名
が
認
め
ら
れ
る
︒

　
著
者
は
ロ
ー
マ
字
に
使
用
す
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
﹁
ゴ
シ
ッ
ク
体
︑
イ
タ

リ
ッ
ク
体
な
ど
様
々
な
書
体
﹂（
三
九
一
頁
（
を
説
明
し
た
書
物
と
し
て
後
藤
梨

春
﹃
紅
毛
談
﹄（
一
七
六
五
（
を
取
り
上
げ
︑
後
藤
がb[beː ]

に
﹁
ベ
﹂︑v[veː ]

に
﹁
イ
ユ
﹂
の
発
音
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
︑
日
本
人
の
オ
ラ
ン
ダ
語

発
音
学
習
の
困
難
さ
を
い
や
増
す
も
の
と
説
明
し
て
い
る
︒
こ
の
説
明
は
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
名
称
と
音
価
を
混
同
し
た
も
の
で
︑
当
た
ら
な
い
︒

　
著
者
がFIG

U
R

E （（

（
三
九
二
頁
（
に
写
真
を
掲
げ
る
﹃
紅
毛
談
﹄
の
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
図
で
は
︑
小
文
字
筆
記
体
が
﹁
テ
レ
ツ
キ
リ
ヤ
ツ
ト
ル
（
草
書
の

如
き
も
の
な
り
俗
に
か
ら
く
さ
文
字
と
云
も
の
な
り
（﹂︑
大
文
字
ロ
ー
マ
ン
書
体

が
﹁
メ
ル
ウ
リ
ヤ
ツ
ト
ル
（
行
字
の
如
き
も
の
な
り
（﹂︑
小
文
字
ゴ
シ
ッ
ク
書
体

が
﹁
ド
ク
ル
リ
ヤ
ツ
ト
ル
（
印
板
ニ
用
る
字
な
り
真
字
の
如
き
も
の
な
り
（﹂
の
見

出
し
と
説
明
の
も
と
に
木
版
で
表
示
さ
れ
て
︑
各
文
字
の
名
称
は
︑
例
え
ば

﹁
Ｔ 

テ
／
Ｕ 

ユ
／
Ｖ 

イ
ユ
／
Ｗ 

ド
ブ
ル
ト
イ
ユ
﹂
の
よ
う
に
カ
ナ
書
き
で
示

さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
︑﹁
テ
レ
ツ
キ
リ
ヤ
ツ
ト
ル
﹂
はtrekletter

（
ト
レ
ッ
ク

レ
ッ
テ
ル
︑
筆
記
体
（︑﹁
メ
ル
ウ
リ
ヤ
ツ
ト
ル
﹂
はm

erkletter

（
メ
ル
ク
レ
ッ
テ

ル
︑
折
り
丁
記
号
書
体
の
意
︑
ロ
ー
マ
ン
書
体
を
さ
す
（︑﹁
ド
ク
ル
リ
ヤ
ツ
ト
ル
﹂

はdrukletter

（
ド
リ
ュ
ッ
ク
レ
ッ
テ
ル
︑
印
刷
書
体
の
意
︑
ゴ
シ
ッ
ク
書
体
を
さ
す
（

の
音
訳
の
崩
れ
た
形
で
あ
る
︒
ゴ
シ
ッ
ク
書
体
をdrukletter

と
呼
ぶ
の
は
︑
オ

ラ
ン
ダ
語
書
物
の
本
文
に
ゴ
シ
ッ
ク
書
体
が
使
用
さ
れ
た
十
六
~
十
七
世
紀
の

名
残
り
で
あ
る
︒﹁
ド
ブ
ル
ト
イ
ユ
﹂
はdubbeld V

（
重
ね
た
Ｖ
の
意
（
の
音
訳

で
あ
る
︒﹁
Ｕ 

ユ
／
Ｖ 

イ
ユ
﹂
の
名
称
も
両
文
字
を
区
別
せ
ず
併
用
し
た
十
六

~
十
七
世
紀
の
名
残
り
で
あ
る
︒
評
者
に
は
︑
こ
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
図
に
見

ら
れ
る
日
蘭
ひ
い
て
は
日
欧
の
書
字
的
干
渉
の
方
が
興
味
深
い
︒

﹁
第
八
章

　
言
語
移
行
と
言
語
後
退
﹂
に
つ
い
て

　
本
章
で
は
︑
社
会
言
語
学
の
言
語
移
行
（language shift

（
概
念
を
援
用
し
︑
日

本
に
お
い
て
特
権
的
な
外
国
語
（
ま
た
は
広
域
通
用
語
（
の
地
位
を
占
め
た
オ
ラ

ン
ダ
語
が
十
九
世
紀
を
通
じ
て
徐
々
に
英
仏
独
語
へ
地
位
を
譲
り
︑
や
が
て
衰

退
し
た
歴
史
を
三
期
に
分
け
て
文
化
史
的
に
叙
述
す
る
︒

　
ロ
シ
ア
使
節
レ
ザ
ノ
フ
来
航
（
一
八
〇
四
（︑
英
船
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
（
一

八
〇
八
（
か
ら
ペ
リ
ー
来
航
（
一
八
五
三
（
ま
で
の
第
一
期
に
お
い
て
︑
幕
府
は

当
初
︑
フ
ラ
ン
ス
語
︑
英
語
と
ロ
シ
ア
語
の
学
習
を
長
崎
の
オ
ラ
ン
ダ
語
通
辞

に
命
じ
た
が
︑
著
者
は
通
辞
の
フ
ラ
ン
ス
語
・
ロ
シ
ア
語
学
習
に
は
触
れ
な
い
︒

オ
ラ
ン
ダ
通
詞
・
森
山
栄
之
助
が
長
崎
滞
在
中
（
一
八
四
八
~
一
八
四
九
（
の
ア

メ
リ
カ
人
漂
流
民
ラ
ナ
ル
ド
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
か
ら
教
え
ら
れ
︑
英
語
に
上
達

し
た
こ
と
は
︑
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
お
よ
び
一
八
五
一
年
に
出
島
に
滞
在
し
た
オ
ラ
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ン
ダ
人
船
長
コ
ウ
ル
ネ
リ
ス
・
ア
ッ
セ
ン
ド
ル
フ
・
デ
・
コ
ー
ニ
ン
グ
の
証
言

で
示
さ
れ
る
︒

　
次
に
︑
著
者
は
幕
命
に
よ
り
出
島
で
作
成
さ
れ
た
輸
入
蘭
書
目
録
﹃
銘
書

帳
﹄（
一
八
三
九
~
一
八
五
九
︑
永
積 

一
九
九
八
（
お
よ
び
佐
賀
藩
鍋
島
家
所
蔵
洋

書
目
録
（
松
田 

二
〇
〇
六
（
に
お
け
る
英
語
︑
フ
ラ
ン
ス
語
の
学
習
書
・
対
訳

辞
典
の
増
加
︑
ア
ヘ
ン
戦
争
以
降
一
八
四
〇
年
~
一
八
五
〇
年
代
中
葉
に
お
け

る
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
の
翻
訳
書
の
飛
躍
的
増
加
を
指
摘
し
︑
洋
学
知
識
摂
取
に

お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
語
の
重
要
性
と
と
も
に
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
の
サ
ー
レ
ク
ト

（thurlect

︑
他
言
語
学
習
の
た
め
の
媒
介
語
（
と
し
て
の
役
割
を
強
調
す
る
︒
著
者

は
こ
こ
で
︑
総
称
﹃
銘
書
帳
﹄
をM

eisho-chō

と
し
て
い
る
が
︑
各
年
の
輸
入

蘭
書
目
録
の
原
本
に
は
多
く
﹁
~
持
渡
候
書
籍
銘
書
﹂
の
書
名
が
付
け
ら
れ
て

お
り
︑﹃
銘な

書が
き

帳ち
ょ
う﹄

と
読
む
べ
き
で
あ
る
︒
ま
た
︑
日
本
語
を
見
出
し
語
と
す
る

仏
英
蘭
三
カ
国
語
分
類
語
彙
で
あ
る
村
上
英
俊
﹃
三
語
便
覧
﹄（
一
八
五
四
（
の

刊
行
は
第
二
期
の
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
挙
げ
る
べ
き
で
あ
る
︒

　
神
奈
川
条
約
（
一
八
五
四
（
か
ら
明
治
維
新
（
一
八
六
八
（
ま
で
の
第
二
期
に

つ
い
て
は
︑
著
者
は
ま
ず
︑
長
崎
海
軍
伝
習
の
た
め
に
オ
ラ
ン
ダ
海
軍
が
派
遣

し
た
オ
ラ
ン
ダ
人
教
官
や
医
官
ポ
ン
ペ
・
フ
ァ
ン
・
メ
ー
ル
デ
ル
フ
ォ
ー
ル
ト

が
諸
藩
か
ら
の
伝
習
生
に
オ
ラ
ン
ダ
語
で
講
義
し
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
文
法
書
・
兵

書
・
理
学
入
門
書
の
和
刻
本
が
続
々
と
出
版
さ
れ
る
な
ど
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
学
習

の
活
況
を
叙
述
す
る
︒
ま
た
︑﹃
銘
書
帳
﹄
に
よ
っ
て
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
用
の
Ｒ
・

フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ペ
イ
ル
﹃
フ
ラ
ン
ス
語
教
本
﹄（
一
八
四
三
（
お
よ
び
リ
ン
ド

レ
ー
・
マ
レ
ー
﹃
英
文
法
﹄（
一
八
五
二
（
が
大
量
に
舶
載
さ
れ
た
こ
と
も
指
摘

す
る
︒
次
に
︑
幕
府
の
蕃
書
調
所
（
一
八
五
六
設
立
（
に
お
け
る
箕
作
阮
甫
な
ど

蘭
学
者
の
翻
訳
事
業
と
英
語
研
究
へ
の
シ
フ
ト
（
一
八
六
〇
年
頃
（︑
福
沢
諭
吉

の
英
語
学
習
と
﹃
増
訂
華
英
通
語
﹄（
一
八
六
〇
（
の
出
版
︑
大
隈
重
信
︑
中
村

正
直
の
英
語
学
習
︑
二
人
の
オ
ラ
ン
ダ
系
ア
メ
リ
カ
人
Ｃ
・
Ｊ
・
ヒ
ュ
ー
ス
ケ

ン
︑
Ｇ
・
フ
ル
ベ
ッ
キ
の
活
躍
を
述
べ
︑
最
後
に
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
が
日
本
と
諸

外
国
の
条
約
締
結
交
渉
に
お
け
る
外
交
言
語
と
し
て
な
お
重
要
な
位
置
を
し
め

た
こ
と
を
例
示
す
る
︒
第
二
期
の
叙
述
に
︑
蕃
書
調
所
に
お
け
る
堀
達
之
助

﹃
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
﹄（
一
八
六
二
（
の
編
訳
刊
行
が
漏
れ
て
い
る
の
は
残
念

で
あ
る
︒

　
第
三
期
の
明
治
維
新
以
降
︑
医
師
Ｋ
・
ハ
ラ
タ
マ
︑
薬
学
者
Ａ
・
Ｃ
・
Ｊ
・

ヘ
ー
ル
ツ
︑
土
木
技
師
Ｃ
・
Ｊ
・
フ
ァ
ン
・
ド
ー
ル
ン
お
よ
び
Ｊ
・
デ
・
レ
イ

ケ
な
ど
オ
ラ
ン
ダ
人
御
雇
教
師
の
活
躍
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
は
科

学
技
術
の
専
門
分
野
で
急
速
に
衰
退
す
る
︒
著
者
は
専
門
分
野
に
お
け
る
オ
ラ

ン
ダ
語
離
れ
の
重
要
な
事
象
と
し
て
︑
専
門
語
を
多
く
含
む
英
漢
辞
典
の
役
割

を
指
摘
す
る
が
︑
そ
の
例
と
し
て
村
田
文
夫
編
﹃
洋
語
音
訳
筌
﹄（
一
八
七
二
（

を
挙
げ
る
の
は
い
た
だ
け
な
い
︒
著
者
は
本
書
を
︑
英
漢
辞
典
に
よ
っ
て
翻
訳

し
た
漢
訳
洋
書
の
和
刻
本
を
も
と
に
専
門
語
を
編
纂
し
た
も
の
と
説
明
す
る
が
︑

実
際
は
時
事
的
な
地
名
・
人
名
の
漢
訳
表
記
辞
典
に
過
ぎ
な
い
︒

　
著
者
は
日
本
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
語
を
ヒ
ト
の
﹁
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
﹂
に
見

立
て
︑
そ
の
死
を
明
治
の
物
理
学
者
・
山
川
健
次
郎
編
﹃
物
理
学
術
語
和
英
仏
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独
対
訳
辞
書
﹄（
東
京
︑
一
八
八
八
（
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
語
が
消
え
た
事
実
に
見
出

し
て
い
る（

（（
（

︒
そ
の
二
年
前
に
刊
行
さ
れ
た
蘭
訳
﹃
舌
切
雀
﹄︑
す
な
わ
ち
オ
ラ
ン

ダ
海
軍
技
師
フ
ァ
ン
・
ス
ヘ
ル
ム
ベ
ー
ク
（Pieter G

erand van Scherm
beek

（
が

著
し
た
絵
入
り
の
﹃
フ
ア
ン
ス
ケ
ル
ン
ベ
ー
キ
訳
述
舌
切
雀
﹄（
東
京
︑
弘
文
社
︑

一
八
八
六
（
を
︑
著
者
は
日
本
で
出
版
さ
れ
た
最
後
の
オ
ラ
ン
ダ
語
書
と
し
て
︑

カ
ラ
ー
挿
図
（FIG

U
R

E （（ , 
四
二
三
頁
（
入
り
で
紹
介
し
て
い
る
︒

　﹃
舌
切
雀
﹄
の
書
名
は
日
本
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
語
の
瀕
死
に
偶
然
に
も
合

致
し
て
お
り
︑
読
者
の
憐
れ
を
誘
う
が
︑
評
者
と
し
て
は
︑
仏
独
英
蘭
日
の
軍

事
用
語
辞
典
﹃
五
国
対
照
兵
語
字
書
﹄（
西
周
序
︑
参
謀
本
部
︑
一
八
八
一
（
も
︑

十
九
世
紀
初
頭
の
対
外
危
機
以
来
︑
西
洋
兵
学
摂
取
の
歴
史
に
お
い
て
︑
な
が

ら
く
独
占
的
地
位
を
占
め
た
オ
ラ
ン
ダ
語
の
瀕
死
状
態
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
︑

加
え
た
い
︒

　
以
上
︑
本
書
を
通
読
し
て
目
に
と
ま
っ
た
事
例
や
問
題
点
を
章
ご
と
に
取
り

上
げ
︑
見
解
を
加
え
た
︒
評
者
は
社
会
言
語
学
に
疎
く
︑
い
さ
さ
か
我
田
引
水

に
過
ぎ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
著
者
が
三
百
年
間
に
日
本
で
使
用

さ
れ
た
﹁
さ
ま
ざ
ま
な
オ
ラ
ン
ダ
語
﹂
の
事
例
を
膨
大
な
一
次
資
料
群
か
ら
摘

出
し
︑
既
存
の
関
係
研
究
書
を
参
照
し
て
︑
こ
の
大
著
を
ま
と
め
ら
れ
た
労
苦

を
多
と
し
た
い
︒
本
書
で
利
用
さ
れ
た
日
本
語
一
次
資
料
の
書
名
索
引
（
検
索

番
号
付
き
︑
四
六
五
~
四
七
四
頁
（
は
英
語
圏
研
究
者
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
日
本
人

研
究
者
に
も
有
益
で
あ
る
︒

注（
（
（ 

以
下
︑
研
究
文
献
は
刊
行
年
の
み
を
示
し
︑
書
名
等
は
本
書
の
文
献
目
録
に
譲
る
︒

（
（
（ 

本
書
の
表
記M

ats ūra

はM
atsura

が
正
し
い
︒

（
（
（ 

紹
介
し
た
こ
と
は
本
書
一
一
四
頁
に
記
載
さ
れ
る
︒

（
（
（ 

松
田
清
（
一
九
八
九
（﹃
洋
学
の
書
誌
的
研
究
﹄
臨
川
書
店
︑
三
四
九
頁
︒
松
田
清
（
二

〇
〇
二
（﹁
松
浦
静
山
旧
蔵
未
公
開
貴
重
資
料
目
録
﹂﹃
蒹
葭
堂
時
代
の
日
本
文
化
︱
︱

旅
と
サ
ロ
ン
と
開
か
れ
た
知
性
﹄
特
定
領
域
研
究
（
Ａ
（﹁
江
戸
の
モ
ノ
づ
く
り
﹂
総
括

班
︑
記
載
の
﹁
満ま

黎れ

意い

思す

烈れ
つ

的て

廬る

﹂
解
題
お
よ
び
口
絵
写
真
︑
参
照
︒
静
山
の
識
語
に

よ
れ
ば
︑
天
明
六
年
に
商
館
長
ロ
ン
ベ
ル
フ
に
命
じ
て
︑
そ
の
従
者
で
バ
タ
ヴ
ィ
ア
近

傍
生
ま
れ
の
十
七
歳
の
青
年
に
マ
レ
ー
文
字
を
書
か
せ
た
と
い
う
︒

（
（
（ 

﹃
蘭
語
訳
撰
﹄
を
﹁w

oodblock-print D
utch-Japanese lexicon

﹂（
七
八
頁
（
と
説
明
し

て
い
る
が
︑Japanese-D

utch lexicon

の
誤
り
で
あ
る
︒

（
（
（ 

長
崎
の
悟
真
寺
の
名
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
︑
掛
川
の
天
然
寺
の
名
は
示
さ

れ
て
い
な
い
︒

（
（
（ 

佐
賀
藩
蘭
書
目
録
の
部
立
て
﹁
度
学
并
算
学
書
﹂
の
読
み
︑dogaku heisangaku sho

は
誤
り
︒

（
（
（ 

こ
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
の
原
典
で
あ
る
ド
イ
ツ
語
訳
が
す
で
に
キ
リ
ス
ト
教
的
編
訳
で

あ
っ
た
︒
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
の
特
徴
は
︑
む
し
ろ
近
代
オ
ラ
ン
ダ
人
旅
行
家
の
著
作
か
ら

の
豊
富
な
引
用
に
あ
り
︑
松
村
元
綱
の
抄
訳
も
そ
の
新
情
報
に
力
点
が
あ
っ
た
︒

（
（
（ 

松
田
清
（
一
九
八
九
（︑
一
九
七
~
二
一
九
頁
参
照
︒

（
（1
（ 

﹃
職
方
外
記
﹄
の
翻
訳
﹃
万
国
地
理
図
説
﹄（
写
本
︑
長
崎
文
化
博
物
館
所
蔵
本
木
家

寄
託
資
料
（
は
両
者
に
よ
る
安
永
年
間
の
共
訳
と
推
定
さ
れ
る
︒
な
お
︑
明
治
初
年
ま

で
は
︑﹁
養
生
所
﹂
や
﹁
療
病
院
﹂
が
定
着
し
て
お
り
︑﹁
病
院
﹂
が
そ
れ
ら
に
代
わ
る

経
緯
は
今
後
の
検
討
を
要
す
る
︒

（
（（
（ 
﹃
講
談
社
オ
ラ
ン
ダ
語
辞
典
﹄（
一
九
九
四
（
九
一
九
頁
︑volksplanting

項
目
の
評
者

執
筆
コ
ラ
ム
参
照
︒

（
（（
（ 

タ
イ
ト
ル
原
文
（
四
七
八
頁
（
は
﹁Relation X

IV. Regnum
 Japoniæ optim

â ratione, 



書評論文

205

ab egressu civium
, &

 exterarum
 gentium

 ingressu &
 com

m
unione, clausum

.

﹂（
第

XIV

報
告
︒
日
本
国
は
市
民
の
出
国
と
外
国
人
の
入
国
お
よ
び
交
通
が
厳
し
く
閉
鎖
さ
れ
て

い
る
こ
と
（︒
ま
た
︑
第
Ⅱ
部
目
次
（
二
五
二
頁
（
に
は
﹁（（ . Regnum

 Japoniæ optim
â 

ratione clausum
.

﹂（
（（
.
日
本
国
は
厳
し
く
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
と
あ
る
︒

（
（（
（ 

た
だ
し
︑
こ
の
対
訳
辞
書
の
日
本
語
タ
イ
ト
ル
が
本
書
の
本
文
注
に
も
索
引
に
も
見

当
た
ら
な
い
︒





207　『日本研究』 No. 67（2023）

書 
評タ

チ
ア
ナ
・
リ
ン
ホ
エ
ワ

﹃
革
命
は
東
漸
す
る
︱
︱
帝
国
日
本
と
ソ
ヴ
ェ
ト
共
産
主
義
﹄

Tatiana Linkhoeva, Revolution G
oes East: Im

perial Japan and Soviet C
om

m
unism

吉
川
弘
晃

Cornell University Press, 2020

　
タ
チ
ア
ナ
・
リ
ン
ホ
エ
ワ（

（
（

﹃
革
命
は
東
漸
す
る
︱
︱
帝
国
日
本
と
ソ
ヴ
ェ
ト

共
産
主
義
﹄
は
︑
日
本
近
代
史
の
核
心
に
あ
り
な
が
ら
︑
冷
戦
終
結
か
ら
数

十
年
も
の
間
︑
軽
ん
じ
ら
れ
て
き
た
謎
︑
す
な
わ
ち
︑
一
九
二
〇
年
代
の
ロ

シ
ア
革
命
の
勃
発
と
そ
の
後
の
進
展
に
日
本
人
が
ど
う
反
応
し
た
か
︑
と
い

う
問
い
に
焦
点
を
当
て
た
初
め
て
の
包
括
的
な
著
作
で
あ
る
︒
戦
間
期
の
日

ソ
関
係
史
に
関
す
る
研
究
は
︑
こ
れ
ま
で
︑
両
国
の
政
府
間
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
・
軍
事
的
対
立
を
扱
う
も
の
︑
日
本
共
産
党
を
中
心
と
し
た
革
命
運

動
の
み
を
扱
う
も
の
な
ど
︑
別
々
に
展
開
さ
れ
て
き
た
︒
こ
れ
に
対
し
︑
リ

ン
ホ
エ
ワ
の
研
究
は
︑
支
配
者
と
抵
抗
者
と
い
う
二
項
対
立
を
避
け
︑
右
派

か
ら
左
派
ま
で
の
幅
広
い
言
説
を
検
討
す
る
︒
ま
た
︑
ロ
シ
ア
革
命
に
対
す

る
見
方
は
︑
同
じ
集
団
内
で
も
一
様
で
は
な
く
︑
複
雑
で
あ
っ
た
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
︒

　
第
一
部
は
︑
ソ
連
と
国
際
共
産
主
義
に
対
す
る
日
本
の
内
政
・
外
交
政
策

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
︒
第
一
・
二
章
で
は
︑
明
治
期
ま
で
の
日
本
の
ロ
シ

ア
像
の
形
成
を
概
観
し
た
上
で
︑
二
月
革
命
か
ら
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に
至
る
ま

で
に
︑
ロ
シ
ア
が
日
本
の
世
論
の
主
要
な
争
点
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
︒
ア
ジ
ア
主
義
者
た
ち
の
見
解
を
取
り
上
げ
る
第
三
章
は
︑
満
川
亀
太
郎

や
大
川
周
明
が
十
月
革
命
を
﹁
反
西
欧
革
命
﹂
と
し
て
肯
定
し
︑
帝
国
主
義

者
の
有
力
政
治
家
で
あ
っ
た
後
藤
新
平
を
も
︑
対
ソ
国
交
回
復
の
交
渉
に
駆

り
立
て
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
軍
人
や
官
僚
の
中
に
は
ソ

連
を
敵
視
す
る
者
も
い
た
が
︑
中
国
情
勢
の
不
安
定
さ
が
彼
ら
の
対
ソ
政
策

を
決
定
づ
け
た
︒
地
政
学
的
な
要
因
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
そ
れ
に
優
越
す

る
こ
と
で
︑
日
ソ
両
国
は
︑
中
国
で
の
影
響
力
を
維
持
す
る
た
め
に
協
力
す

る
こ
と
が
互
い
の
利
益
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
東
京
と
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モ
ス
ク
ワ
は
外
交
面
で
は
緊
密
と
な
っ
て
い
く
一
方
︑
そ
れ
は
内
政
面
で
見

れ
ば
︑
日
本
帝
国
内
に
共
産
主
義
が
拡
大
す
る
危
険
が
高
ま
る
こ
と
を
意
味

し
た
た
め
︑
反
帝
国
主
義
的
な
思
想
に
対
す
る
取
締
を
促
す
こ
と
に
な
る
︒

第
四
章
で
リ
ン
ホ
エ
ワ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
ロ
シ
ア
か
ら
広
が
る
共
産
主

義
・
社
会
主
義
の
急
進
的
な
流
れ
を
批
判
し
︑
政
権
の
反
共
政
策
に
賛
同
し

て
い
た
自
由
主
義
者
た
ち
は
︑
一
九
三
〇
年
代
に
な
る
と
治
安
維
持
法
の
犠

牲
に
な
っ
て
し
ま
う
︒

　
第
二
部
で
は
︑
日
本
の
左
翼
団
体
（
無
政
府
主
義
・
共
産
主
義
・
国
家
社
会

主
義
（
に
よ
る
ロ
シ
ア
革
命
に
関
す
る
言
説
を
扱
う
︒
第
五
章
で
は
︑
大
杉

栄
ら
が
一
九
二
〇
年
代
初
頭
か
ら
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
前
衛
理
論
や
独
裁
的

手
法
を
強
く
批
判
し
︑
他
の
革
命
運
動
と
連
帯
で
き
ず
に
孤
立
し
た
挙
句
︑

関
東
大
震
災
後
に
テ
ロ
ル
に
走
っ
て
い
く
経
緯
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒

日
本
共
産
党
の
初
期
に
焦
点
を
当
て
る
第
六
章
に
お
い
て
︑
従
来
の
研
究
者

が
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
中
央
か
ら
の
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的
な
支
配
を
強
調
し
て
き
た

が
︑
こ
れ
に
対
し
て
リ
ン
ホ
エ
ワ
は
日
本
共
産
党
の
自
律
性
と
そ
の
党
員
の

思
想
的
な
多
様
性
を
主
張
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
︑
一
九
二

〇
年
代
の
中
国
革
命
の
認
識
で
あ
る
︒
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
中
国
や
東
ア
ジ
ア

の
革
命
運
動
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
︑
熱
狂
的
に
支
援
し
た
け
れ
ど
も
︑
当

時
の
日
本
共
産
党
は
こ
れ
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
マ
ル
ク
ス
主

義
の
理
論
か
ら
す
れ
ば
︑
中
国
や
韓
国
の
社
会
・
経
済
的
な
水
準
は
日
本
よ

り
も
後
進
的
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
革
命
の
段
階
が
異
な
る
と
考
え

ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
日
本
共
産
党
の
指
導
的
人
物
で
あ
っ
た
山

川
均
は
︑
日
本
は
ロ
シ
ア
よ
り
も
さ
ら
に
進
ん
だ
段
階
に
あ
り
︑
ボ
リ
シ
ェ

ヴ
ィ
キ
の
や
り
方
を
日
本
に
導
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
︑
コ
ミ
ン

テ
ル
ン
に
反
対
し
た
︒
山
川
派
（
い
わ
ゆ
る
労
農
派
（
が
一
九
二
七
年
に
影
響

力
を
失
い
︑
日
本
共
産
党
が
﹁
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
化
﹂
さ
れ
て
い
く
ま
で
は
︒

　
第
七
章
は
︑
両
義
的
で
独
特
な
国
家
社
会
主
義
者
の
見
方
に
つ
い
て
︑
主

に
高
畠
素
之
の
思
想
を
検
討
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
す
る
︒
高
畠
の
考
え
で

は
︑
十
月
革
命
は
上
か
ら
の
政
治
革
命
で
あ
っ
て
︑
下
か
ら
の
社
会
革
命
で

は
な
い
︒
こ
れ
は
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
域
か
ら
発
生

す
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
考
え
の
誤
り
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

高
畠
は
︑
国
粋
主
義
者
と
し
て
︑
共
産
主
義
運
動
と
ソ
連
の
東
ア
ジ
ア
へ
の

拡
張
政
策
に
強
く
反
対
す
る
一
方
︑
社
会
主
義
者
と
し
て
は
︑
レ
ー
ニ
ン
の

エ
リ
ー
ト
主
義
︑
全
体
主
義
︑
独
裁
主
義
を
肯
定
し
︑
資
本
主
義
を
克
服
す

る
た
め
の
国
家
社
会
主
義
の
モ
デ
ル
と
し
て
ソ
ヴ
ェ
ト
国
家
を
高
く
評
価
し

た
︒
彼
の
政
治
運
動
は
大
衆
の
支
持
を
得
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
︑
そ

の
思
想
は
一
部
の
官
僚
を
動
か
し
︑
一
九
三
〇
年
代
に
国
家
総
動
員
体
制

（
新
体
制
（
を
構
築
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
︒

　
本
書
は
︑
日
本
語
︑
英
語
︑
ロ
シ
ア
語
で
書
か
れ
た
様
々
な
原
史
料
と
︑
膨

大
な
二
次
文
献
を
も
と
に
︑
ひ
と
つ
の
総
合
的
な
像
を
描
く
試
み
に
成
功
し

て
い
る
︒
ロ
シ
ア
・
ソ
連
と
い
う
要
素
が
東
ア
ジ
ア
史
研
究
の
な
か
で
大
き

な
ミ
ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
︑
日
ソ
関
係
史
に
お
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け
る
多
く
の
未
知
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
リ
ン
ホ
エ
ワ
の
努
力
は
極
め
て

意
義
深
い
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
彼
女
が
︑
英
語
圏
の
読
者
に
対
し
︑
日
本

（
語
圏
（
の
研
究
史
を
幅
広
く
紹
介
し
て
い
る
点
も
評
価
に
値
し
よ
う
︒
し
か

し
︑
日
本
帝
国
が
対
外
的
に
は
ソ
連
と
の
共
存
を
唱
え
︑
国
内
で
は
共
産
主

義
者
を
弾
圧
し
た
と
い
う
︑
第
一
部
で
導
か
れ
る
結
論
は
︑
酒
井
哲
哉
に
よ

る
古
典
的
な
研
究
に
よ
り
︑
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る（

（
（

︒
ま
た
︑
日
本
の

共
産
主
義
者
の
日
本
の
特
殊
性
（
=
優
位
性
（
認
識
に
つ
い
て
著
者
が
第
二

部
で
加
え
る
批
判
は
︑
こ
の
二
〇
年
間
の
研
究
で
す
で
に
何
度
も
な
さ
れ
て

き
た
︒
こ
れ
ま
で
の
議
論
と
明
瞭
に
区
別
で
き
る
よ
う
な
著
者
自
身
の
視
点

を
見
出
す
の
は
読
者
に
と
っ
て
難
し
い
︒

　
本
書
は
そ
れ
自
体
︑
あ
ま
り
に
広
い
範
囲
を
扱
っ
て
い
る
の
に
︑
比
較
の

視
点
を
や
や
欠
い
て
い
る
︒
著
者
は
最
後
に
︑﹁
ロ
シ
ア
革
命
は
ア
ジ
ア
で

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ロ
シ
ア
と
同
じ
意
味
を
も
た
な
か
っ
た
﹂︑﹁
日
本
で
は
他

の
国
々
と
は
違
う
か
た
ち
で
理
解
さ
れ
た
﹂
と
論
じ
て
い
る
︒﹁
日
本
が
植

民
地
化
さ
れ
る
国
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
植
民
地
化
す
る
側
で
あ
っ
た
た
め
に
︑

他
の
ア
ジ
ア
の
地
域
と
は
異
な
る
か
た
ち
で
理
解
さ
れ
た
﹂（
二
一
七
頁
（
と

述
べ
て
い
る
︒
も
し
本
当
に
そ
う
な
ら
ば
︑
筆
者
は
先
行
研
究
を
用
い
て
︑

日
本
に
お
け
る
ロ
シ
ア
革
命
の
受
容
が
中
国
や
西
洋
と
い
か
に
異
な
っ
て
い

た
か
を
比
較
し
て
検
討
し
た
方
が
よ
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
日
本
人
の

ロ
シ
ア
革
命
体
験
の
独
自
性
と
位
置
づ
け
は
︑
二
次
文
献
（
例
え
ば
西
洋
諸
国

の
事
例
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
で
あ
れ
ば
ク
ー
レ
︑
ド
イ
ツ
で
あ
れ
ば
ケ
ネ
ン
に

よ
る
研
究（

（
（

（
を
丹
念
に
調
べ
る
だ
け
で
明
瞭
に
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
日
本
︑

﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
﹂︑﹁
ア
ジ
ア
﹂
の
ロ
シ
ア
革
命
像
の
共
通
点
や
相
違
点
を
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
こ
れ
ま
で
気
づ
か
れ
な
か
っ
た
比
較
史
の
軸
を
構

築
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
︒
と
は
い
う
も
の
の
︑﹃
革
命
は
東
漸
す
る
﹄
は
︑

日
本
近
代
史
を
よ
り
深
く
考
え
る
上
で
︑
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ソ
連
・
共
産

主
義
の
歴
史
を
よ
り
注
意
深
く
考
察
す
る
上
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
書

で
あ
る
︒

︿
追
記
﹀

　
本
書
評
は
︑Japan Review

誌
に
掲
載
さ
れ
た
英
文
書
評
を
評
者
自
ら
が
翻

訳
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
際
︑
日
本
語
で
意
味
を
伝
え
る
た
め
に
必
要
な

限
り
で
︑
表
現
・
情
報
の
補
足
︑
言
い
回
し
の
修
正
を
施
し
て
あ
る
︒

Yoshikaw
a, H

iroaki, <Book R
eview

> Revolution G
oes East: Im

perial Japan 

and Soviet C
om

m
unism

. By Tatiana Linkhoeva, Japan Review
 （（  （（1（（

（, pp. 

（1（ –（1（ .

　
な
お
︑
本
書
の
出
版
後
︑
リ
ン
ホ
エ
ワ
の
研
究
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
企
画

が
開
催
さ
れ
︑
ま
た
（
英
語
圏
だ
け
で
数
え
て
も
（
一
〇
本
以
上
の
書
評
が

様
々
な
分
野
の
専
門
誌
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
︒
特
に
︑
あ
る
書
評
会

roundtable
に
お
い
て
彼
女
と
日
本
史
家
と
ソ
連
史
家
と
の
間
で
交
わ
さ
れ

た
批
判
的
な
議
論
は
興
味
深
い（

（
（

︒
本
書
の
議
論
を
裏
づ
け
る
た
め
に
ソ
連
側

の
未
公
刊
文
書
を
ど
れ
だ
け
使
う
べ
き
か
と
い
う
資
料
の
問
題
︑
日
本
帝
国



210

で
﹁
反
共
﹂
の
立
場
を
取
っ
た
と
さ
れ
る
層
（﹁
自
由
主
義
者
﹂
と
﹁
保
守
派
﹂（

を
ひ
と
ま
と
ま
り
で
扱
っ
て
よ
い
の
か
と
い
う
主
体
の
問
題
︑
二
〇
年
代
の

言
説
分
析
だ
け
で
三
〇
年
代
以
降
の
対
外
政
策
（
対
ソ
静
謐
路
線
（
の
帰
結
を

ど
こ
ま
で
導
き
出
せ
る
か
と
い
う
連
続
性
の
問
題
な
ど
は
︑
い
ず
れ
も
多
面

的
な
検
証
を
要
す
る
大
事
な
論
点
と
し
て
︑
今
後
の
国
際
的
な
日
本
研
究
の

発
展
へ
の
道
筋
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
︒

注（
（
（ 

著
者
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
助
教
授
と
し
て
日
本
近
代
史
の
研
究
・
教
育
に
従
事

し
て
い
る
︒https://as.nyu.edu/content/nyu-as/as/faculty/tatiana-linkhoeva.htm

l

（
最
終
閲
覧
日
:
二
〇
二
三
年
一
月
二
〇
日
（

（
（
（ Sakai, Tetsuya, “ Th

e Soviet Factor in Japanese Foreign Policy, （（（（ –（（（（ ,”  Acta 

Slavica Iaponica （  （（（（（

（, pp.（（ –（1 .

（
（
（ C

oeuré, Sophie, La grande lueur à l’est: les Français et l’U
nion soviétique (1917–

1939). Éditions du Seuil, （（（（ ; K
oenen, G

erd. D
er Russland-K

om
plex: die 

D
eutschen und der O

sten 1900–1945. C
.H

. Beck, （11（ .

（
（
（ 

そ
の
議
事
録
は
次
を
参
照
︒https://hdiplo.org/to/RT（（ -（（

（
最
終
閲
覧
日
:
二

〇
二
三
年
一
月
二
〇
日
（
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書 
評ジ

ョ
リ
オ
ン
・
バ
ラ
カ
・
ト
ー
マ
ス

﹃ 

自
由
を
偽
装
す
る 

︱
︱
ア
メ
リ
カ
占
領
下
の
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
﹄

Jolyon Baraka Th
om

as, Faking Liberties: Religious Freedom
  

in Am
erican-O

ccupied Japan
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こ
の
書
評
を
執
筆
し
て
い
る
二
〇
二
三
年
の
年
初
に
︑
旧
統
一
教
会
問
題

を
受
け
て
悪
質
な
寄
付
の
勧
誘
を
規
制
す
る
被
害
者
救
済
新
法
が
施
行
さ
れ

た
が
︑
解
散
命
令
請
求
が
な
さ
れ
る
の
か
は
い
ま
だ
不
透
明
な
状
況
で
あ
る
︒

﹁
信
教
の
自
由
﹂
を
盾
に
取
ら
れ
る
と
宗
教
団
体
の
規
制
は
難
し
い
と
改
め

て
実
感
し
た
人
も
多
い
の
で
は
な
い
か
︒
戦
前
・
戦
中
な
ら
こ
う
し
た
宗
教

は
国
家
に
よ
っ
て
弾
圧
さ
れ
た
は
ず
と
い
う
感
慨
と
と
も
に
︒
あ
る
い
は
こ

う
考
え
た
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
政
権
と
近
い
宗
教
が
弾
圧
や
規
制
の

対
象
と
な
り
に
く
い
こ
と
は
︑
実
は
戦
前
・
戦
後
で
連
続
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
︑
と
︒

　
信
教
の
自
由
は
︑
戦
前
の
国
家
神
道
体
制
に
お
い
て
は
存
在
せ
ず
︑
戦
後

の
民
主
主
義
体
制
に
な
っ
て
初
め
て
保
障
さ
れ
た
︱
︱
︒
本
書
は
こ
の
よ
う

な
語
り
の
﹁
神
話
﹂
を
解
体
す
る
︒
実
際
︑
明
治
憲
法
は
第
二
十
八
条
で
﹁
信

教
の
自
由
﹂
を
保
障
し
て
い
た
し
︑
戦
後
に
再
び
方
向
づ
け
ら
れ
た
こ
の
自

由
は
ア
メ
リ
カ
の
外
交
戦
略
の
一
環
を
な
し
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
歴
史
像

を
提
示
す
る
本
書
は
︑
英
語
で
書
か
れ
た
日
本
の
政
教
関
係
の
モ
ノ
グ
ラ
フ

と
し
て
︑
英
語
圏
で
の
宗
教
研
究
お
よ
び
日
本
で
の
宗
教
研
究
の
成
果
を
存

分
に
吸
収
し
︑
微
視
的
な
事
象
を
扱
う
と
同
時
に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
展
望

を
切
り
拓
い
て
い
る
︒

　“ Religious Freedom
”  

と
い
う
語
の
定
訳
は
﹁
信
教
の
自
由
﹂
だ
が
︑
学
術

的
に
は
﹁
宗
教
﹂
概
念
の
応
用
問
題
と
し
て
﹁
宗
教
の
自
由
﹂
と
考
え
た
ほ

う
が
わ
か
り
や
す
い
︒
西
洋
近
代
的
な
﹁
宗
教
﹂
概
念
は
︑
植
民
地
主
義
や

帝
国
主
義
と
も
結
び
つ
き
︑
認
識
上
も
実
践
上
も
世
界
の
宗
教
事
象
を
序
列

化
し
て
き
た
︒
そ
れ
は
宗
教
学
の
学
的
営
為
と
も
無
縁
で
は
な
か
っ
た
︒
そ

う
し
た
点
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
と
し
て
は
︑
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
﹃
宗
教
の
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系
譜
﹄︑
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
チ
デ
ス
タ
ー
﹃
サ
ベ
ッ
ジ
・
シ
ス
テ
ム
﹄︑
増
澤

知
子
﹃
世
界
宗
教
の
発
明
﹄
な
ど
が
あ
り
︑
こ
れ
ら
三
点
は
す
べ
て
日
本
語

に
訳
さ
れ
て
い
る
︒

　﹁
宗
教
の
自
由
﹂
は
︑
そ
れ
に
比
べ
る
と
日
本
語
で
の
翻
訳
紹
介
は
あ
ま
り

進
ん
で
い
な
い
が
︑
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
︒
ウ
ィ
ニ
フ
レ
ッ
ド
・
サ
リ

ヴ
ァ
ン
﹃
宗
教
の
自
由
の
不
可
能
性
﹄
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
輝
か
し
い
達
成
と

さ
れ
る
宗
教
の
自
由
に
︑
不
平
等
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
剔
抉
し
て
い
る（

（
（

︒

テ
ィ
サ
・
ウ
ェ
ン
ガ
ー
﹃
宗
教
の
自
由
︱
︱
ア
メ
リ
カ
的
理
念
の
疑
惑
の
歴

史
﹄
は
︑
宗
教
の
自
由
に
関
す
る
言
説
が
﹁
人
種
﹂
や
﹁
帝
国
﹂
の
形
成
に

関
与
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（

（
（

︒
ア
ン
ナ
・
ス
ー
﹃
自
由
を
輸
出
す

る
︱
︱
宗
教
の
自
由
と
ア
メ
リ
カ
の
支
配
力
﹄
は
︑
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
に
到
達

し
た
ア
メ
リ
カ
が
︑
米
西
戦
争
か
ら
イ
ラ
ク
戦
争
ま
で
︑
宗
教
の
自
由
を
活

用
し
な
が
ら
世
界
の
覇
権
を
握
っ
て
い
く
過
程
を
描
い
た
著
作
で
︑
日
本
に

つ
い
て
も
一
章
が
割
か
れ
て
い
る（

（
（

︒
本
書
も
こ
う
し
た
一
連
の
研
究
の
流
れ

の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒

　
戦
前
・
戦
中
の
日
本
で
は
︑
国
家
神
道
に
よ
っ
て
宗
教
の
弾
圧
が
行
な
わ

れ
た
︱
︱
︒
こ
の
よ
う
な
語
り
に
ジ
ョ
リ
オ
ン
・
ト
ー
マ
ス
は
異
議
を
唱
え
︑

戦
前
・
戦
中
の
日
本
で
宗
教
が
弾
圧
さ
れ
た
の
は
神
道
が
国
教
だ
っ
た
か
ら

で
は
な
く
︑
政
府
が
世
俗
主
義
的
だ
っ
た
か
ら
だ
と
論
じ
て
い
る
︒﹁
国
家

神
道
﹂
は
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
占
領
下
で
作
ら
れ
︑
戦
前
・
戦
中
の
日
本
に
投

影
さ
れ
た
概
念
で
︑﹁
宗
教
の
自
由
﹂
を
も
た
ら
す
ア
メ
リ
カ
の
引
き
立
て
役

と
な
っ
た
︒﹁
国
家
神
道
﹂
を
実
質
的
な
国
教
と
す
る
議
論
や
概
念
の
使
用

の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
日
本
の
研
究
者
の
あ
い
だ
で
の
論
争
が
長
く
続
い
て

き
た
が
︑﹁
国
家
神
道
﹂
は
戦
後
に
構
築
さ
れ
た
と
い
う
認
識
は
近
年
で
は
広

く
共
有
さ
れ
て
い
る
︒
島
薗
進
﹃
国
家
神
道
と
日
本
人
﹄（
岩
波
新
書
（
は
︑

戦
後
も
皇
室
神
道
は
解
体
さ
れ
ず
に
国
家
神
道
は
残
っ
た
と
論
じ
︑
山
口
輝

臣
編
﹃
戦
後
史
の
な
か
の
﹁
国
家
神
道
﹂﹄（
山
川
出
版
社
（
は
︑﹁
国
家
神
道
﹂

に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
﹁
戦
後
﹂
自
体
を
対
象
化
し
て
い
る
︒

　
英
語
圏
で
は
ジ
ェ
イ
ソ
ン
・
ジ
ョ
セ
フ
ソ
ン
が
﹃
日
本
に
お
け
る
宗
教
の

発
明
﹄
に
お
い
て
戦
前
の
日
本
の
政
教
関
係
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
﹁
神
道

的
世
俗
﹂（Shinto secular

（
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る（

（
（

︒
ト
ー
マ
ス
も
︑
明

治
憲
法
体
制
を
宗
教
の
自
由
を
保
障
す
る
世
俗
主
義
の
一
形
態
だ
っ
た
と
と

ら
え
︑
こ
れ
を
社
会
構
築
主
義
の
立
場
か
ら
当
時
の
言
説
を
も
と
に
歴
史
的

に
再
構
成
す
る
︒
ラ
イ
シ
テ
を
研
究
す
る
評
者
か
ら
見
て
も
︑
フ
ラ
ン
ス
の

政
教
分
離
法
（
一
九
〇
五
年
（
制
定
と
日
本
の
政
教
関
係
の
構
築
は
同
時
代
的

で
あ
り
︑
明
治
憲
法
体
制
に
ラ
イ
シ
テ
の
構
成
要
素
は
見
つ
か
る
︒
た
だ
し

評
者
は
︑
明
治
憲
法
下
の
（
擬
似
（
ラ
イ
シ
テ
は
︑
宗
教
の
自
由
を
保
障
す

る
政
教
分
離
と
い
う
理
念
か
ら
し
ば
し
ば
逸
脱
し
た
と
考
え
る
︒
ま
た
︑
国

家
神
道
に
つ
い
て
は
機
能
主
義
的
な
観
点
か
ら
の
宗
教
性
の
分
析
の
場
を
確

保
し
て
お
く
こ
と
も
重
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒

　
戦
前
・
戦
中
に
も
宗
教
の
自
由
が
あ
っ
た
と
い
う
言
明
は
︑
実
際
に
弾
圧

さ
れ
た
当
事
者
や
そ
の
記
憶
の
継
承
者
を
戸
惑
わ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
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が
ト
ー
マ
ス
が
強
調
す
る
の
は
︑﹁
宗
教
﹂
と
﹁
非
宗
教
﹂
の
区
別
が
打
ち
立

て
ら
れ
︑
宗
教
の
自
由
を
享
受
す
る
前
者
と
享
受
で
き
な
い
後
者
と
い
う
図

式
の
な
か
で
︑
政
治
家
や
官
僚
と
宗
教
者
な
ど
の
利ス

テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

害
関
係
者
が
駆
け
引
き

を
繰
り
広
げ
た
こ
と
で
あ
る
︒
十
九
世
紀
末
の
仏
教
公
認
運
動
（
第
二
章
（

で
は
︑
仏
教
者
の
多
く
が
宗
教
の
自
由
の
論
理
を
用
い
て
︑
政
策
決
定
者
に

向
か
っ
て
仏
教
の
利
点
を
説
い
た
︒
一
方
︑
若
い
仏
教
者
の
一
部
は
︑
政
治

に
す
り
寄
る
仏
教
に
異
議
を
申
し
立
て
︑﹁
新
仏
教
﹂
運
動
を
は
じ
め
︑
他
の

宗
教
と
も
政
治
か
ら
距
離
を
取
っ
て
連
帯
し
よ
う
と
し
た
︒
仏
教
の
特
権
化

は
他
の
宗
教
（
特
に
キ
リ
ス
ト
教
（
の
周
辺
化
に
つ
な
が
る
も
の
で
︑
著
者
が

関
心
を
寄
せ
る
の
も
︑
実
際
に
は
配
分
が
不
平
等
な
宗
教
の
自
由
の
ポ
リ

テ
ィ
ク
ス
で
あ
る
︒

　
占
領
下
の
日
本
で
は
︑
ア
メ
リ
カ
が
宗
教
の
自
由
の
い
わ
ば
贈
り
主
と
し

て
振
る
舞
う
た
め
に
︑
国
家
神
道
を
作
り
出
し
た
う
え
で
破
壊
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
︒
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
ら
は
宗
教
の
自
由
の
名
の
も
と
に
キ
リ
ス

ト
教
の
布
教
を
は
か
っ
た
が
︑
宗
教
課
長
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ン
ス
が
説
い
た

の
は
平
等
主
義
的
な
宗
教
の
自
由
だ
っ
た
（
第
六
章
（︒
バ
ン
ス
は
日
本
の
宗

教
が
国
家
か
ら
距
離
を
取
る
こ
と
を
望
み
︑
宗
務
課
発
行
の
﹃
宗
務
時
報
﹄

も
宗
教
は
国
家
に
近
づ
く
よ
り
も
国
家
か
ら
離
れ
る
べ
き
も
の
と
の
考
え
を

広
め
る
役
割
を
担
っ
た
︒

　
宗
教
の
自
由
は
︑
国
家
を
超
え
た
普
遍
的
な
人
権
と
し
て
︑
国
際
社
会
に

よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
宗
教
の
人
間
主
義
的
理
解
を

導
い
た
が
︑
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
側
だ
け
で
は
な
く
︑
日
本
側
の
政
策
決
定
者
︑

宗
教
者
︑
宗
教
学
者
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
た
﹁
協
力
的
会
話
﹂
だ
っ
た
と

ト
ー
マ
ス
は
言
う
（
第
七
章
（︒
近
年
の
植
民
地
史
研
究
で
も
︑﹁
支
配
﹂
と

﹁
従
属
﹂（
ま
た
は
﹁
抵
抗
﹂（
と
い
う
二
分
法
の
図
式
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
﹁
交

錯
﹂
に
着
目
す
る
研
究
が
進
ん
で
い
る
︒

　
評
者
は
︑
宗
教
の
自
由
の
重
要
性
は
︑
国
民
一
般
に
は
広
く
浸
透
し
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒
ま
た
︑
岸
本
英
夫
が
バ
ン
ス
の
助
言
者

と
し
て
戦
後
の
宗
教
政
策
に
関
わ
っ
た
こ
と
の
重
要
性
は
認
識
し
つ
つ
︑
占

領
下
の
一
宗
教
学
者
と
し
て
果
た
し
た
役
割
は
限
定
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
︒
神
道
指
令
に
つ
い
て
も
︑
民
間
情
報
局
の
承
認
の
あ
と
︑
公
布
直
前
に

最
後
の
チ
ェ
ッ
ク
を
バ
ン
ス
か
ら
極
秘
で
頼
ま
れ
た
岸
本
は
︑
公
式
文
書
か

ら
﹁
国
体
﹂
の
語
を
す
ぐ
に
取
り
除
く
こ
と
は
教
育
勅
語
が
ま
だ
残
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
混
乱
を
招
く
と
進
言
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
程
度
で
︑
け
っ
し

て
対
等
な
協
力
と
は
言
え
な
か
っ
た
と
思
う（

（
（

︒
ト
ー
マ
ス
も
︑
岸
本
の
役
割

を
過
大
評
価
は
で
き
な
い
と
注
意
を
促
し
て
い
る
が
︑
ア
メ
リ
カ
は
占
領
下

の
日
本
で
︑
す
で
に
完
成
し
た
形
の
宗
教
の
自
由
を
押
し
つ
け
た
の
で
は
な

く
︑
ア
メ
リ
カ
占
領
下
の
日
本
自
体
が
宗
教
の
自
由
の
新
た
な
実
験
室
で

あ
っ
た
と
す
る
議
論
は
大
き
な
展
望
を
拓
く
魅
力
が
あ
る
︒

　
バ
ン
ス
の
平
等
主
義
的
な
宗
教
の
自
由
の
提
唱
が
戦
後
日
本
に
お
け
る
新

宗
教
の
躍
進
の
前
提
と
な
っ
た
こ
と
は
︑
評
者
に
も
予
想
が
つ
い
た
︒
し
か

し
︑
そ
の
新
宗
教
が “ new

 religions”  

と
訳
さ
れ
て
︑
西
洋
の
学
問
世
界
に
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﹁
セ
ク
ト
﹂
や
﹁
カ
ル
ト
﹂
に
代
わ
る
語
と
し
て
導
入
さ
れ
た
と
い
う
ト
ー
マ

ス
の
指
摘
は
︑
評
者
の
蒙
を
啓
く
と
と
も
に
︑
占
領
下
日
本
の
宗
教
政
策
と

世
界
の
宗
教
研
究
と
の
つ
な
が
り
を
見
せ
て
く
れ
る
（
第
八
章
（︒

　
本
書
は
そ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
し
て
の
広
が
り
も
持

つ
︒
ア
メ
リ
カ
の
世
界
戦
略
と
し
て
の
宗
教
の
自
由
は
︑
長
期
に
わ
た
る
ア

メ
リ
カ
史
に
つ
い
て
の
話
で
も
あ
る
︒
戦
前
の
日
本
で
仏
教
は
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
と
し
て
宗
教
の
自
由
を
主
張
し
た
が
︑
ハ
ワ
イ
で
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で

あ
る
日
系
ア
メ
リ
カ
人
が
奉
じ
て
い
た
仏
教
が
危
険
視
さ
れ
た
（
第
三
章
（︒

こ
の
こ
と
は
︑
普
遍
的
な
も
の
と
謳
わ
れ
が
ち
な
宗
教
の
自
由
が
︑
多
く
の

場
合
は
歴
史
的
・
社
会
的
文
脈
に
応
じ
て
不
平
等
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
︒

　
一
般
に
は
擁
護
の
対
象
と
さ
れ
る
宗
教
の
自
由
だ
が
︑
そ
れ
は
（
・
（（
後

に
ア
フ
ガ
ン
戦
争
や
イ
ラ
ク
戦
争
へ
と
突
き
進
ん
だ
ブ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
宗
教

善
悪
二
元
論
と
も
関
係
が
あ
る
︒
著
者
は
︑
宗
教
の
自
由
の
重
要
性
を
認
め

つ
つ
︑
ブ
レ
ア
が
﹁
宗
教
的
寛
容
﹂
を
振
り
か
ざ
し
た
り
︑
オ
バ
マ
が
﹁
宗

教
の
自
由
は
私
た
ち
の
国
の
安
全
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
﹂
と
演
説
し
た
り

す
る
こ
と
に
警
戒
感
を
抱
い
て
い
る
︒
本
書
執
筆
の
背
景
に
は
︑
宗
教
の
自

由
は
人
種
や
帝
国
の
問
題
と
も
無
縁
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
著
者
自
身

が
日
本
や
米
国
で
受
け
た
差
別
の
経
験
や
ブ
ラ
ッ
ク
・
ラ
イ
ヴ
ズ
・
マ
タ
ー

運
動
も
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
（
エ
ピ
ロ
ー
グ
（︒

　
本
書
の
正
題Faking liberties

（
自
由
を
偽
装
す
る
（
は
︑M

aking liberties

（
自
由
を
作
る
（
と
豪
語
す
る
言
説
に
抗
す
る
著
者
の
健
全
な
懐
疑
を
示
し
て

い
る
︒﹁
自
由
﹂
が
複
数
形
な
の
は
︑
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
戦

前
の
日
本
に
も
宗
教
の
自
由
が
あ
っ
た
こ
と
︑
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
関
係
者
が

各
々
の
立
場
か
ら
自
由
を
主
張
し
た
こ
と
︑
占
領
側
の
ア
メ
リ
カ
の
み
な
ら

ず
日
本
側
も
一
緒
に
な
っ
て
宗
教
の
自
由
を
作
っ
た
（
ま
た
は
偽
造
し
た
（
こ

と
︑
そ
う
し
て
普
遍
的
な
人
権
と
さ
れ
た
宗
教
の
自
由
に
も
二

ダ
ブ
ル
・

ス
タ
ン
ダ
ー
ド

重
基
準
が
あ

る
こ
と
︙
︙
︒

　
本
書
の
主
張
と
論
旨
は
明
快
で
︑
長
年
の
研
究
に
基
づ
く
深
い
洞
察
を
示

し
て
い
る
︒
そ
れ
で
も
不
透
明
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
︑
そ
れ
は
研
究
の
不
足

を
示
す
も
の
で
は
な
く
︑
宗
教
の
自
由
に
つ
き
ま
と
う
逆
説
で
あ
り
︑
割
り

切
れ
な
い
謎
で
あ
る
︒
本
書
は
︑
そ
の
周
囲
に
佇
み
︑
批
判
的
探
究
を
行
な

う
価
値
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
︒
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書 

評呉
景
欣

﹃
パ
ラ
レ
ル
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
︱
︱
古
賀
春
江
と
近
代
日
本
の
前
衛
芸
術
﹄

C
hinghsin W

u, Parallel M
odernism

: Koga H
arue and Avant-G

arde Art  
in M

odern Japan

マ
シ
ュ
ー
・
ラ
ー
キ
ン
グ

University of California Press, 2019

　
決
定
的
な
年
と
な
っ
た
の
は
︑
一
九
二
九
年
だ
っ
た
︒
古
賀
春
江
︑
東
郷

青
児
︑
阿
部
金
剛
ら
三
名
の
画
家
の
作
品
が
︑
文
展
か
ら
分
離
・
独
立
し
結

成
さ
れ
た
美
術
団
体
︑
二
科
会
の
展
覧
会
に
て
展
示
さ
れ
た
︒
こ
の
画
家
た

ち
に
よ
る
︑
主
題
の
不
気
味
さ
（uncanny

（
と
芸
術
的
技
法
の
驚
く
べ
き
融

合
が
︑
日
本
に
お
け
る
視
覚
上
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
︒

東
郷
の
作
品
の
一
つ
︽
超
現
実
派
の
散
歩
︾（
一
九
二
九
年
（
の
タ
イ
ト
ル
に

も
明
ら
か
な
西
欧
へ
の
傾
倒
は
︑
当
時
滞
欧
中
で
︑
一
九
三
一
年
一
月
に
開

催
さ
れ
た
独
立
美
術
協
会
展
に
は
パ
リ
か
ら
三
十
七
点
も
の
作
品
を
出
品
し

た
福
沢
一
郎
の
権
威
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
た
︒
誰
が
実
際
の
と
こ
ろ
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
を
も
含
む
意
見
の
不
一
致
に
よ
り
︑

当
初
よ
り
日
本
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
は
分
裂
的
傾
向
を
示
し
て
い
た
が
︑

古
賀
・
東
郷
・
阿
部
・
福
沢
の
四
名
は
︑
日
本
の
洋
画
に
お
け
る
シ
ュ
ル
レ

ア
リ
ス
ム
初
期
の
重
要
な
段
階
を
担
っ
た
︒﹃
パ
ラ
レ
ル
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
﹄
は
︑

古
賀
春
江
の
︑
時
に
は
曖
昧
で
独
自
の
展
開
を
み
せ
る
西
欧
の
影
響
と
の
関

係
性
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
本
研
究
は
本
質
的
に
は
伝
記
的

か
つ
芸
術
的
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
と
な
っ
て
お
り
︑
よ
り
幅
広
い
情
報
を
補
う
序

章
と
エ
ピ
ロ
ー
グ
が
付
さ
れ
て
い
る
︒

　
日
本
国
外
で
は
そ
の
多
く
が
見
逃
さ
れ
て
き
た
近
代
日
本
の
洋
画
家
た
ち

少
数
に
光
を
当
て
︑
彼
ら
の
キ
ャ
リ
ア
を
甦
ら
せ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
︑

著
者
は
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
ア
メ
リ
カ
を
拠
点
と
す
る
学
者
た
ち
（
バ
ー

ト
・
ウ
ィ
ン
ザ
ー
゠
タ
マ
キ
や
ジ
ェ
ニ
フ
ァ
ー
・
ワ
イ
ゼ
ン
フ
ェ
ル
ド
︑
ミ
ン
・

テ
ィ
ア
ン
ポ
︑
ア
リ
シ
ア
・
ボ
ル
ク
︑
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ン
・
ジ
ェ
ス
テ
ィ
︑
そ
し
て

フ
ラ
ン
ス
の
ミ
カ
エ
ル
・
リ
ュ
ッ
ケ
ン
（
で
構
成
さ
れ
る
一
団
に
新
た
に
名
を

連
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
こ
の
近
年
に
お
け
る
明
ら
か
な
研
究
の
盛
り
上
が
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り
の
重
要
性
︑
そ
し
て
そ
の
流
れ
へ
の
著
者
の
貢
献
度
は
︑
日
本
の
モ
ダ
ニ

ズ
ム
全
般
︑
特
に
西
欧
の
影
響
に
よ
り
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
き
た
日
本
近
代

絵
画
の
葛
藤
が
︑
こ
の
分
野
に
お
い
て
長
年
知
的
に
は
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た

よ
う
に
思
え
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
︑
過
小
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
︒

　
著
者
の
語
り
は
︑
美
化
さ
れ
た
近
代
画
家
像
へ
と
読
者
を
誘
う
が
︑
そ
れ

は
古
賀
の
早
す
ぎ
る
死
を
以
っ
て
終
わ
り
を
迎
え
る
︒
福
岡
県
の
あ
る
小
さ

な
町
で
育
っ
た
古
賀
（
後
に
彼
は
同
時
代
人
た
ち
か
ら
﹁
田
舎
者
﹂﹇p. （1（ , 

n.（（

﹈
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
（
は
︑
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
独
学
で
絵
を
学

び
︑
同
じ
く
独
学
で
︑
ほ
と
ん
ど
名
を
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
地
元
の
洋
画

家
・
松
田
諦
晶
と
親
交
を
結
び
︑
指
導
を
受
け
た
︒
古
賀
は
凡
庸
か
ら
︑
そ

し
て
福
岡
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
を
夢
見
た
︒
東
京
で
は
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と

し
て
︑
一
九
一
二
年
に
は
太
平
洋
画
会
研
究
所
に
︑
ま
た
一
九
一
三
年
に
は

日
本
水
彩
画
会
研
究
所
へ
と
︑
時
代
遅
れ
の
芸
術
機
関
に
加
わ
っ
て
い
る
︒

古
賀
が
そ
の
形
成
期
に
受
け
た
影
響
は
︑
日
本
に
お
け
る
初
期
の
油
絵
画
家

た
ち
の
多
く
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
︑
進
歩
的
か

つ
回
顧
的
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
影
響
の
中
に
は
︑
仏
教
図
像
学
や

青
木
繁
・
竹
下
夢
二
の
ロ
マ
ン
主
義
︑
エ
ル
・
グ
レ
コ
の
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
の

構
図
︑
一
九
二
〇
年
代
の
分
離
派
建
築
会
の
建
築
家
た
ち
の
間
で
影
響
力
の

あ
っ
た
ク
ロ
ア
チ
ア
の
彫
刻
家
イ
ヴ
ァ
ン
・
メ
シ
ュ
ト
ロ
ヴ
ィ
チ
︑
そ
し
て

パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
な
ど
が
含
ま
れ
る
︒
古
賀
は
一
九
二
二
年
に
二
科
会
に
お

い
て
二
点
の
油
彩
画
を
出
品
し
評
価
さ
れ
る
ま
で
︑
苦
闘
を
重
ね
た
︒
そ
の

芸
術
に
お
け
る
自
由
の
探
究
は
︑
彼
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
期
間
（
一
九
二
二
︱
一

九
二
五
年
（︑
そ
し
て
表
現
主
義
の
期
間
（
一
九
二
五
︱
一
九
二
九
年
（
か
ら
の

勢
い
に
よ
り
︑
高
め
ら
れ
て
い
る
︒

　
世
間
的
に
も
批
評
的
に
も
今
な
お
消
え
る
こ
と
の
な
い
古
賀
の
功
績
は
︑

古
賀
が
一
九
二
九
年
以
降
採
用
し
︑
ロ
ー
カ
ラ
イ
ズ
し
︑
断
片
的
か
つ
個
人

的
に
発
展
さ
せ
た
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
お
け
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
当
時
の

日
本
は
︑
そ
れ
以
前
の
︑
そ
し
て
同
時
代
の
海
外
で
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

の
実
例
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
へ
の
理
解
が
特

に
断
片
的
で
あ
っ
た
時
期
に
あ
た
る（

（
（

︒ 

日
本
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
は
︑
ア

ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
の
扇
動
的
な
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
第
二
宣
言
（
一
九
三

〇
年
（
を
具
現
化
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︒

　
最
も
単
純
な
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
行
為
は
︑
ピ
ス
ト
ル
を
握
り
︑

通
り
に
走
り
出
て
︑
群
衆
の
中
で
可
能
な
限
り
や
み
く
も
に
引
き
金
を

引
く
こ
と
で
あ
る（

（
（

︒

　
西
欧
で
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
は
︑
こ
う
し
た
遊
戯
的
か
つ
狂
気
的
な
時

を
迎
え
て
い
た
の
に
対
し
︑
日
本
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
は
︑
科
学
や
技

術
に
誘
発
さ
れ
つ
つ
も
︑
幾
分
か
和
ら
げ
ら
れ
た
楽
観
性
が
あ
る
と
著
者
は

主
張
す
る
︒
だ
が
そ
れ
は
︑
部
分
的
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
見
方
は
︑
著

者
の
研
究
対
象
で
あ
る
古
賀
の
場
合
に
も
同
様
に
当
て
は
ま
る
︒
近
代
の
大
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都
市
や
大
衆
文
化
︑
そ
し
て
産
業
や
社
会
に
お
け
る
革
新
や
変
化
と
い
う
壮

大
な
光
景
に
対
す
る
古
賀
の
強
い
関
心
も
ま
た
︑
そ
れ
以
前
の
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
の
作
品
に
見
ら
れ
る
近
代
生
活
の
賛
美
に
幾
ら
か
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る

も
の
の
︑
技
術
や
機
械
を
テ
ー
マ
と
す
る
部
分
は
︑
イ
タ
リ
ア
未
来
派
か
ら

継
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
古
賀
の
未
来
志
向
で
ロ
ボ
ッ
ト
を
テ
ー
マ
と
す

る
絵
画
は
︑
パ
ル
プ
・
サ
イ
エ
ン
ス
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
イ
ラ
ス
ト
に
最
も

近
い
︒

　
古
賀
の
仕
事
の
中
で
著
者
が
と
り
わ
け
注
意
を
向
け
て
い
る
の
は
︑
コ

ラ
ー
ジ
ュ
の
作
品
で
あ
る
︒
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
に
よ
る
視
覚
的
オ
ー
ト
マ

テ
ィ
ス
ム
と
し
て
大
衆
文
化
や
複
製
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
を
コ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る

手
法
は
︑
一
九
一
九
年
辺
り
の
マ
ッ
ク
ス
・
エ
ル
ン
ス
ト
に
始
ま
る
が
︑
古

賀
が
用
い
た
の
は
︑
油
絵
と
し
て
ま
と
め
上
げ
る
前
に
︑
東
京
の
大
衆
文
化

の
出
版
物
か
ら
選
び
︑
切
り
抜
き
︑
イ
メ
ー
ジ
を
生
成
す
る
と
い
う
方
法
で

あ
っ
た
︒
古
賀
の
晩
年
の
仕
事
に
お
け
る
特
に
興
味
深
い
特
徴
と
し
て
︑
自

身
の
視
覚
イ
メ
ー
ジ
に
付
す
解
題
詩
を
も
創
作
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
︒
こ
れ
ら
の
絵
画
の
﹁
追
記
﹂
は
︑
一
九
二
四
年
か
ら
一
九
三
一
年
に
か

け
て
見
出
さ
れ
る
（p. （1（ , n. （（

（︒
著
者
に
よ
る
こ
れ
ら
の
視
覚
／
言
葉
の

組
み
合
わ
せ
に
関
す
る
分
析
は
︑
本
書
の
最
も
優
れ
た
箇
所
の
一
つ
で
あ
る

が
︑
残
念
な
こ
と
に
︑
こ
れ
ら
の
重
要
な
情
報
は
時
折
注
に
追
い
や
ら
れ
て

い
る
︒

　
本
書
の
構
成
に
対
し
て
も
不
安
が
残
る
︒
著
者
は
序
章
に
お
い
て
︑﹁
量

子
物
理
学
の
多
世
界
解
釈
に
見
出
さ
れ
る
並
行
宇
宙
（
パ
ラ
レ
ル
・
ユ
ニ
バ
ー

ス
（
に
ま
つ
わ
る
量
子
も
つ
れ
の
概
念
か
ら
着
想
を
得
た
本
書
は
︑
日
本
に

お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
世
界
各
地
の
そ
の
他
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
並
行
し
て
存

在
す
る
と
い
う
考
え
を
提
示
す
る
﹂
と
い
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
本
書
の
大

部
分
に
お
い
て
﹁
パ
ラ
レ
ル
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
﹂（p. （

（
は
論
じ
ら
れ
て
お
ら

ず
︑
そ
の
概
念
を
用
い
て
い
る
の
は
ご
く
一
部
で
あ
る
こ
と
を
︑
著
者
も
承

知
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒﹁
パ
ラ
レ

ル
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
表
現
は
︑
非
西
欧
圏
の
文
脈
に
お
け
る
近
代
美
術

を
論
じ
た
論
文
の
タ
イ
ト
ル
や
論
点
で
時
折
登
場
す
る
も
の
の
︑
そ
の
用
語

自
体
は
未
だ
に
充
分
に
発
展
・
定
義
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
﹂（p. （（（ , n. （

（︒

さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
は
︑
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
で
さ
え
も
︑
一
つ
の
ま
と

ま
っ
た
世
界
に
な
っ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
は
常
に

複
数
の
美
術
界
・
媒
体
・
ジ
ャ
ン
ル
・
作
風
か
ら
成
る
も
の
で
︑
そ
こ
に
は

明
ら
か
な
違
い
を
見
せ
る
登
場
人
物
た
ち
や
役
割
︑
そ
し
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
や

前
衛
芸
術
の
異
な
る
理
解
が
存
在
す
る
︒
著
者
の
い
う
﹁
パ
ラ
レ
ル
・
モ
ダ

ニ
ズ
ム
﹂
も
ま
た
︑
著
者
の
考
え
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
重
要
な
瞬
間
や

動
き
を
古
賀
個
人
の
創
造
性
と
相
対
化
す
る
の
に
比
べ
︑
や
や
説
得
力
に
欠

け
る
解
釈
手
法
と
い
え
よ
う
︒
そ
こ
に
示
唆
さ
れ
る
の
は
︑
画
家
た
ち
が
い

る
の
と
同
じ
よ
う
に
︑
数
多
く
の
パ
ラ
レ
ル
・
ワ
ー
ル
ド
が
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
︒
彼
女
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
古
賀
を
い
さ
さ
か
（
西
欧
の
︑
そ
し

て
日
本
の
同
時
代
人
た
ち
の
両
方
か
ら
（
孤
立
し
た
存
在
に
す
る
も
の
で
あ
り
︑
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著
者
が
序
章
で
奏
で
る
包
括
的
な
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
﹂
序
曲
と

は
明
ら
か
に
対
照
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
︒

　
エ
ピ
ロ
ー
グ
部
分
で
は
︑
古
賀
死
後
の
戦
中
期
の
日
本
に
お
け
る
シ
ュ
ル

レ
ア
リ
ス
ム
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
と
は
い
え
︑
著
者
は
最
も
よ
く
知
ら
れ

た
人
物
た
ち
を
除
き
︑
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
領
域
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て

い
な
い
︒
実
際
︑
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
寄
り
の
展
示
会
主
催
者
に
関
す
る
ふ

さ
わ
し
い
評
価
や
目
立
っ
た
議
論
も
見
受
け
ら
れ
な
い
（
例
と
し
て
は
︑
独
立

美
術
協
会
や
創
紀
美
術
協
会
︑
美
術
文
化
協
会
︑
九
室
会
︑
エ
コ
ー
ル
・
ド
・
東

京
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
（︒
油
絵
以
外
の
分
野
︑
例
え
ば
陶
芸
（
八
木
一
夫
の

マ
ッ
ク
ス
・
エ
ル
ン
ス
ト
に
触
発
さ
れ
た
器
の
装
飾
（
や
︑
一
九
三
〇
年
代
半
ば

の
瑛
九
に
よ
る
フ
ォ
ト
・
デ
ッ
サ
ン
︑
あ
る
い
は
歴
程
美
術
協
会
に
み
る
日

本
画
前
衛
な
ど
︑
戦
中
の
美
術
界
へ
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
浸
透
も
ま
た

見
逃
さ
れ
て
い
る
︒
一
九
三
〇
年
代
後
半
以
降
︑
戦
中
の
美
術
界
へ
の
権
威

的
な
抑
圧
の
結
果
︑
一
九
四
一
年
以
後
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
は
消
滅
す
る
に

至
っ
た
と
い
う
︑
現
在
で
は
使
い
古
さ
れ
た
経
路
を
た
ど
っ
て
い
る
た
め
︑

著
者
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
わ
ず
か
ば
か
り
の
変
奏
と
卓
越
し
た
事
例
を

も
見
逃
し
て
い
る
︒
そ
の
中
に
は
︑
一
九
四
〇
年
代
初
期
の
靉あ

い

光み
つ

に
よ
る
︑

薄
ま
っ
て
い
る
も
の
と
は
い
え
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
静
物
画
や
︑
山
下
菊

二
の
印
象
的
な
︽
日
本
の
敵
米
国
の
崩
壊
︾（
一
九
四
三
（
も
含
ま
れ
る
︒
著

者
の
研
究
は
︑
一
九
四
二
年
の
松
本
竣
介
の
自
画
像
（
重
要
な
意
味
で
︑
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
は
ほ
ぼ
関
連
性
の
な
い
作
品
（
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
︒
あ

た
か
も
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
が
︑
戦
時
中
の
肖
像
画
を
通
し
た
個
人
の
自
己

表
現
に
結
び
つ
い
た
か
の
よ
う
な
筆
の
運
び
だ
が
︑
こ
れ
は
見
当
違
い
と
い

え
る
︒
戦
中
後
期
に
お
け
る
日
本
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
へ
の
弾
圧
が
︑
戦

後
に
お
け
る
再
活
性
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒

注（
（
（ Ō

tani （11（ , pp. （1 –（（ . 

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
の
詩
や
文
学
が
日
本
に
紹
介
さ
れ

る
の
は
一
九
二
五
年
以
降
︑
絵
画
や
そ
の
他
の
芸
術
に
つ
い
て
は
一
九
二
八
年
以
降

に
な
る
が
︑
さ
ら
に
本
格
的
に
紹
介
さ
れ
る
の
は
一
九
三
〇
年
以
降
の
こ
と
に
な
る
︒

（
（
（ Breton （（（（ , p. （（（ .
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〈RESEARCH MATERIALS〉
A Daimyo List Written in English in the Early Seventeenth Century

Peter KORNICKI 
Alessandro BIANCHI

In 2021 a strange document came to light in the Bodleian Library, Oxford. It is a list of daimyo 
together with their kokudaka incomes and it comes with a short explanation. This list was in fact 
mentioned by Richard Cocks, the head of the English Factory at Hirado, and was included in a 
letter he wrote on 10 December 1614 to Robert Cecil, the first Earl of Salisbury. Cecil had been 
the most powerful man in England but, unbeknown to Cocks he was already dead by this time. 
Cocks did not send this information to the English East India Company but rather to Cecil, with 
whom he had had contacts before. In this article we transcribe the list, identify the various daimyo 
mentioned, consider the source of the information contained in the document and analyse its sig-
nificance in the context of early seventeenth-century Anglo-Japanese relations.

Keywords : English trading post, Hirado, Richard Cocks, muster, feudal lords, kokudaka, early Edo period
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experiences.
 While Hayashi Fumiko’s military service in Hankou, China was filled with danger, her visit 
to the South Seas was a journey to heal her emotional wounds. In her post-war novels about the 
South Seas, the portrayal of the “fertile ground” of the South Seas highlights the poverty and deg-
radation of Japan due to its violent colonialism. Although Japan claimed to be on a par with the 
Western nations during World War II, its failure to successfully emulate the model provided by the 
Western powers saw it once again demoted to a Non-Western nation after the war. Furthermore, 
despite the asymmetrical relationship that existed during the war between local women mobilized 
as prostitutes and Japanese men, Hayashi focused in the postwar period on the vigor and vitality of 
these women as providing a sharp contrast to the diminished “masculinity” of the Japanese men 
who had lost the colonies. In depicting women who, despite lives at the bottom of the social pyra-
mid, rebelled against the state-imposed classification of “comfort woman,” Hayashi Fumiko 
extolled their powerful drive for life.

Keywords : Hayashi Fumiko, Hankou military service, the South Seas experience, colony, paradise, mem-
ory, sexualization on the battlefield, masculinity

〈研究資料〉

江戸初期の英文武鑑
ピーター・コーニツキー 

アレッサンドロ・ビアンキ

　（1（（ 年に、オックスフォード大学のボドリアン図書館で不思議な文書一枚が発見された。
それは英文の石高付大名リストで、先頭に説明書きが付いている。このリストは、平戸にあっ
たイギリス商館の館長リチャード・コックスが、（（（（ 年 （（ 月 （1 日付の書簡で言及し、同
日にロバート・セシル＝初代ソールズベリー伯爵に送ったものだ。宛先がイギリスの東イン
ド会社でなく、むしろ国王秘書長官と大蔵大臣を兼任し、イギリスの国政を牛耳っていたソー
ルズベリー伯爵になっていることは興味深いが、伯爵が既に死亡したというニュースがまだ
平戸まで届いてなかったことは明瞭だ。
　リストの表紙になっていた部分の裏側にはコックス自筆の文章があるが、本文は別人筆。
本稿では、同リストを分析し、その執筆者を突き止め、説明書きにある英ポンドと日本の一
石との交換率の問題を考察し、最後に当時の日英関係上における本文書の意義を探る。

【イギリス商館、平戸、リチャード・コックス、武鑑、大名、石高、江戸初期】
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〈研究論文〉

南へ追われて、南でふれあいを求めて
――林芙美子の南洋小説をめぐって

張　雅

　本論文は林芙美子の「ボルネオ・ダイヤ」（『改造』（（（（ 年）、「荒野の虹」（『改造文芸』（（（（

年）、「浮雲」（『風雪』（（（（ 年 （（ 月 –（（（1 年 （ 月、『文学界』（（（1 年 （ 月 –（（（（ 年 （ 月）などの南
洋小説を総合的に取り上げ、彼女の中国大陸での従軍と南洋徴用の体験との相違を検討し、
南洋での記憶がいかに戦後に継承されたかを検討する。また、林芙美子の戦後の小説に描か
れた復員兵や南洋に逃亡する女性の表象を分析することを通して、戦後に引き揚げてきた主
人公たちが体験した虚脱感と無力感が、いかに過去の植民地体験と結合し、それを回想させ
るのかを解明する。
　林芙美子の中国漢口での従軍が危険と紙一重の体験であったのに対し、彼女の南洋旅行は
戦場で受けた心の傷を癒す旅となった。戦後、林芙美子が書いた一連の南洋小説においては、

「豊饒」な南洋を、「貧弱」な日本を浮き彫りにする他者像とすることで、戦前、アジアの「西
洋」に転じた日本が、乱暴な植民地統治によってまた「東洋」に格下げされたことが描かれ
る。そこでは、日本にとって模範的な指導者であり、見習い追いつくべき対象としての「西
洋」の姿が想像される。
　また、彼女の戦後小説には娼婦として動員される女性と、男性との間の非対称な関係性が
保たれているが、戦後、植民地を失った日本人男性の「男性性」が衰弱する一方なのに対し、

「獣」のように生きる女性らは野性的な生のエネルギーを放っている。林芙美子は、底辺に
落ちた女性に国家が付与した「娼婦性」という属性に抵抗しようとする女性たちを描くこと
によって、生き抜くために女性が持つ生の原動力を称えたのである。

【林芙美子、漢口従軍、南洋体験、植民地、楽園、記憶、戦場の性、男性性】

〈RESEARCH ARTICLE〉
Seeking Solace in Exile: Hayashi Fumiko’s South Sea Stories

ZHANG Ya

This article discusses the differences between Hayashi Fumiko’s experience of military service in 
mainland China and in the South Seas, and how memories of the South Seas were passed on in the 
postwar era. It does so by conducting a comprehensive survey of her short stories set in the South 
Seas, including “Boruneo Daiya” (Borneo Diamond, Kaizō, 1946), “Kōya no Niji”(Rainbow in the 
Wilderness, Kaizō Bungei, 1948), “Uki Gumo”(Floating Clouds, Fūsetsu, 1949–1950, Bungakukai, 
1950–1951). By analyzing the representations of ex-soldiers and women who escaped to the South 
Seas in Hayashi Fumiko’s post-war novels, the article explores how the emptiness and helplessness 
of the protagonists who were repatriated after the war is directly connected to their colonial 
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〈RESEARCH ARTICLE〉
The Discourse on “Faith” and “Ritual” in Modern Japan:  
Focusing on Anesaki Masaharu’s Arguments on Shūyō and  
the Establishment of Religious Studies

WU Peiyao

Recent scholarship has shown that the development of the concept of “religion” was a complicated 
process rather than a unidirectional one. It is thus essential to re-examine the history of the estab-
lishment of “religious studies” (shūkyōgaku) in modern Japan. Here, the concepts of “faith” (shinkō) 
and “ritual” (girei) remain under-studied, although “faith” is considered an essential element of 
“religion,” and “ritual” its physical practice.
 The present article focuses on these two concepts, analyzing how they were discussed by 
Anesaki Masaharu (1873–1949) in his book Shūkyōgaku gairon (An Introduction of Religious 
Studies, 1900). Anesaki is known as a pioneer of ritual studies in modern Japan, who advocated 
new scientific methods and became the first professor of “religious studies” at Tokyo Imperial 
University in 1905. In the social and intellectual context of Japan at the turn of the 20th century, 
Anesaki joined vibrant discussions regarding “self-cultivation” (shūyō), incorporated shinkō and 
girei into the concept of “religion,” and highlighted the interaction between them and their con-
nections with shūyō. In this sense, he developed his own ideas for shūyō through drawing on this 
new “religious studies.”
 Concretely, in the early 1900s Anesaki argued for the newly established “religious studies” 
to be a field seeking to identify “sui generis” phenomenon in all religions. The period was marked 
by the shūyō boom, emphasizing how to improve one’s personality. Anesaki demonstrated that 
“religion” developed through “egoism” (shuga shugi), “heteronomism” (taritsu shugi) to “ethical 
autonomism” (jiritsu shugi). He explained these as stages through which individuals/groups pro-
gressed towards ideal religious morality and shūyō. It is no surprise that he considered “ethical 
autonomism” as the final stage, characterized by the perfect combination of shinkō and girei. This 
article therefore argues that the key concepts of shinkō and girei were reinterpreted in the early days 
of “religious studies” as an academic field, through the lens of shūyō. Thus, it is important to con-
sider Anesaki’s intellectual enterprise at the turn of the century when examining the formation of 
“religion” in modern Japan.

Keywords : Anesaki Masaharu, religious studies, Shūkyōgaku gairon, faith, ritual, shūyō, concepts of reli-
gion, Kishimoto Nobuta, Katō Genchi, Katō Totsudō, modern Japanese Buddhism, turn of 
the century
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〈研究論文〉

近代日本における「信仰」と「儀礼」の語り方
――姉崎正治の修養論と宗教学の成立をめぐって

呉 　 佩 遥

　近年の宗教概念研究によってもたらされた「宗教」の脱自明化から、近代日本における宗
教学の成立と展開を考察することは、宗教学なる領域に対する理解を反省的に把握するため
に重要である。しかし、アカデミックな場に成立した「宗教学」において、「宗教」に隣接
した概念であり、「宗教」の中核的な要素とされる「信仰」と、「宗教」の身体的実践の一つ
である「儀礼」がいかに語られたかについては、まだあまり考察されていない。
　本稿では、東京帝国大学に設立された宗教学講座の初代教授であり、近代日本における儀
礼研究の先駆者としても知られる姉崎正治（（（（（–（（（（）を中心として、彼の『宗教学概論』（（（11

年）における「信仰」と「儀礼」の語り方を考察した。そして世紀転換期における姉崎の宗
教学を同時代の社会的・思想的なコンテキストの中に位置付け、姉崎が同時代の「修養」に
関する議論を意識しつつ、新たな学問領域である宗教学の立場から自らの修養法を提示した
ということを指摘した。かかる時代状況で、「信仰」と「儀礼」の結び付きは「修養」との
関わりの中で主張されたのである。
　具体的にはまず、姉崎があらゆる宗教に共通している固有のものを探る宗教学の立場を強
調した （（11 年代前後は、人格の向上を目的とする自己研鑽を求める「修養」という概念がブー
ム化していた時代であるということを指摘した。この時期の修養論には、「自発的実践の重視」
とその半面としての「特殊的・形式的な教義や儀礼の軽視」という傾向がある（栗田 （1（（）。
こうした時代状況に身を置いた姉崎は、「信仰」と「儀礼」を再解釈することにより、「修養」
を「主我主義」・「他律主義」・「自律主義」と段階的に説き、「信仰」と「儀礼」の結び付き
による「自律主義」を理想とした。このように、（（11 年代前後における「修養」というあ
いまいなカテゴリーは、宗教学の鍵概念である「信仰」や「儀礼」が再解釈される方向に導
いていったといえる。かかる姉崎の学問的営為は、近代日本における「宗教」の展開を考え
る上で重要な意義を持っている。

【姉崎正治、宗教学、『宗教学概論』、信仰言説、儀礼論、修養、宗教概念、岸本能武太、加
藤玄智、加藤咄堂、近代仏教、世紀転換期】
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なかに明治の人々が内在的に抱え込んでいた立身出世への期待や欲求が反映されていること
を指摘できる。

【絵本太閤記、豊臣秀吉、福島正則、武者絵、立身出世、歴史画、万国博覧会、明治美術】

〈RESEARCH ARTICLE〉
The Expansion and Dissemination of Imagery from the Taikōki: The 
Case of Watanabe Yūkō’s A Child Grasping a Dragonfly

ITŌ Miyuki

Watanabe Yūkō’s (1856–1942) A Child Grasping a Dragonfly is an oil painting exhibited at the 
World’s Columbian Exposition of 1893. Its subject matter draws on an anecdote about one of 
Toyotomi Hideyoshi’s retainers, Fukushima Masanori (1561–1624), in which he succeeded in 
pulling a millstone behind him while still an infant. One key feature of the painting is the light it 
sheds on the social situation in Japan before the Sino-Japanese War. While the painting is generally 
analyzed in the context of modern Western-style paintings, it also draws on imagery from the 
Taikōki (Toyotomi Hideyoshi’s biography). This article interprets A Child Grasping a Dragonfly in 
the context of other Taikōki-themed works, particularly focusing on the dissemination of stories 
about Fukushima Masanori’s childhood. It also considers the reception of Taikōki-themed works in 
the late Edo and early Meiji periods from the perspective of cultural history.
 With the popularity of Taikōki-themed works in the late nineteenth century, stories of 
Fukushima Masanori’s childhood appeared in mass-market genres such as yomihon, nishiki-e, and 
kiritsuke-bon. Comparing the pictures found in such publications, it is clear that the image of an 
infant pulling a millstone is based on Ehon Taikōki (Picture Books of Toyotomi Hideyoshi, by 
Takeuchi Kakusai). The story represented by this image was also accepted as conveying a moral 
about the importance of the true potential of children and developing human resources. In addi-
tion, Taikōki figures such as Katō Kiyomasa and Fukushima Masanori were recognized as success-
ful role models, akin to Toyotomi Hideyoshi himself. In Meiji society, striving for success in life 
was particularly encouraged, and indeed, Fukushima Masanori was written about as an exemplar 
of success far more often in this era than he had ever been during the early modern period. It can 
be seen, therefore, that the imagery of A Child Grasping a Dragonfly contains complex meanings, 
both in terms of the reception of Taikōki-themed works and the social background of the Meiji 
period. Yūkō was a highly skilled painter, who aimed to depict the spirituality of her chosen motifs. 
The painting indicates that the image of a powerful infant already capable of pulling a millstone 
reflected the expectations and desires of Meiji-era people for their own successes in life.

Keywords : Ehon Taikōki, Toyotomi Hideyoshi, Fukushima Masanori, musha-e (warrior prints), worldly 
success, historical pictures, World’s Columbian Exposition of 1893, modern Japanese painting
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it possible to clarify the actions of both laborers and officials on the battlefield. Its analysis demon-
strates the role of laborers after conscription, and the efforts of local officials to control them, par-
ticularly through financial means.
 The research shows that tedai had three functions. First, under shogunal officials such as 
kanjōkata (finance officers), they managed the ninsoku, particularly within the military that ninsoku 
were assigned to. Second, they disbursed the funds supplied by the shogunate for ninsokuyaku. 
Third, in the case of the yatoitedai, they also managed any labor costs supplied by villages, cooper-
ating with the gunchūsōdai who stayed in villages, and playing an important role in managing 
laborers. It was the combination of these three functions that allowed for labor costs to be effec-
tively managed.

Keywords : early modern Japan, Tokugawa shogunate, Shogunal territories, local governors, Chōshū 
Expeditions, management system of laborers, Osaka, wartime structure

〈研究論文〉

渡辺幽香《幼児図》にみる 
太閤記物の画題流布と展開

伊 藤 美 幸

　渡辺幽香《幼児図》は明治 （（ 年（（（（（）に世界コロンブス博覧会の婦人館で展示された
油彩画である。太閤記物に登場する猛将福島正則の幼時の逸話に基づき、石臼を引きずる幼
児の姿が描かれている。また、幼児が素手で捕まえる蜻蛉は中国を暗示する龍と結びつける
ことで、日清戦争前年の時局を想起させるものとなっている。先行研究において本作は日本
近代洋画の流れのなかで捉えられてきた。また、本作が近世の太閤記物から連なる作品であ
ることが提示されている。本稿では太閤記物の系譜のなかで《幼児図》を取り上げ、福島正
則の幼時の逸話を題材とする画題の展開を検討し、近世から近代へといたる太閤記物の文化
史的な受容の一端を明らかにする。
　太閤記物が流行した （（ 世紀後期において、福島正則の幼時の逸話に基づいた画題は読本
や錦絵、切附本等で確認される。本文と挿絵の両面を検討した結果、『絵本太閤記』に描か
れた石臼を引く幼児の姿が定型表現として定着しているだけではなく、幼児の才能発掘や人
材育成の大切さを説く教訓として受容されていたことがわかる。また、近世期から加藤清正
や福島正則は、豊臣秀吉と同じように立身出世の模範として受け取られていたが、明治以降
の修身書では福島正則が立身出世を成し遂げた偉人として取り上げられる傾向が強まってい
る。したがって、《幼児図》の画題は、近世から連続する太閤記物の認識と明治の社会背景
とが複合的に含まれていると考えられる。また、モチーフの表面的な事象よりも精神性を描
き出そうとする幽香の高い画力によって、石臼を引く強健な幼児という具体的なイメージの
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調達・夫役動員体制を検討した久留島浩氏をはじめ、従来の研究では人足の徴発体制におけ
る中間層の機能に関心が向けられ、徴発された人足を現地でいかに管理・統制するかという
点についてはほとんど触れられていない。
　しかし、現地では人足による問題行動がおきており、幕府の戦闘準備の遂行はもちろん、
管轄地域の負担増加を回避するためにも、国元の中間層に加え、戦地に出張していた幕府役
人による人足の管理・統制が必要であった。この一役を担ったのが、人足に同行した代官役
所の手附・手代であった。
　そこで本稿では、大坂鈴木町代官役所手代として長州戦争時に人足の取締にあたった三杦
泰次郎の従軍日記等の分析から、①人足を使役する上での構造的問題を明らかにするととも
に、②出張した幕府役人による管理・統制機能について考察し、近世期における夫役人足の
管理システムを解明する。特に人足管理の中心を担った手代の機能について検討することで、
本研究は近世後期における幕領支配機構の解明にも寄与するものと考える。最後に、幕末期
の人足徴発における軍事体制上の矛盾を指摘し、人足動員の問題から近世社会の解体過程の
一端を展望する。

【日本近世、江戸幕府、幕領、代官、長州戦争、人足徴発、人足管理、夫役人足、大坂、戦
時体制】

〈RESEARCH ARTICLE〉
The Shogunate’s Labor Management System in Their Kinai Territories: 
Focusing on Tedai during the Chōshū Expeditions

OZAKI Mari

In Edo period, the Tokugawa shogunate imposed ninsokuyaku (labor obligations) to support things 
like the shogun’s visit to Nikko, construction, or infrastructural development. Research has blos-
somed since the 1970s, following Takagi Shōsaku’s studies into the conscription of various people. 
In urban history, Yoshida Nobuyuki revealed that ninsokuyaku were day laborers, and detailed their 
violent, churlish behavior or extortion. With regards labor allocation in wartime, Kurushima 
Hiroshi investigated the role of the gunchūsōdai (district chiefs) in conscripting people as laborers 
or soldiers during the Chōshū Expeditions, and insisted that intermediary organizations such as 
the gunchūsōdai took part in eliminating conflict between rulers and ruled in the Edo period. 
Kurushima concluded that even at the end of the Edo period, the system functioned, and made it 
possible for the shogunate to prepare for war.
 Earlier research mainly focused, therefore, on the conscription of people, but greater atten-
tion is needed to how laborers were controlled and made to work after they were conscripted. 
Laborers could demand more money, run away, or cause disturbances through boisterous behavior 
which could dent the shogunate’s ability to wage war and increase labor costs for villages. Villages 
proved incapable of controlling labor mobilized for the battlefield, which necessitated that govern-
ment officials provide oversight.
 In the shogunal territories of the Kinai region, yatoitedai were temporary tedai (local clerks) 
hired to manage laborers. This article draws on records left by one of these yatoitedai, which make 
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collections and auction catalogs. It then analyzes four sketch books kept at the Nagasaki Museum 
of History and Culture to explore Tetsuō’s study of Chinese painting and the contents of the callig-
raphy and painting he observed.
 Through his studies with Jiang Jiapu and surveys of imported Chinese paintings, Tetsuō 
developed his own style of landscape painting during his retirement at the Unryū-ji temple. 
However, he deployed a delicate and refined style based on the compositions of Ni Zan and the 
brushwork of Huang Gongwang, rather than the grandiose and heavily layered Four Wangs-style 
learned from his teacher. Not content to inherit his teacher’s methods, Tetsuō should be under-
stood as having sought to further refine the sophisticated atmosphere associated with Southern 
School Painting.
 However, Tetsuō was also a dedicated student of the Four Wangs and other regional paint-
ing schools from the late Ming period, as seen in his sketches. These sketch books indicate that 
from the mid-19th century onwards, the majority of imported Chinese paintings were from the 
Qing dynasty. As a result, Tetsuō remained faithful to the spiritual essence of the Southern School 
in his own artistic production, thanks to the environment in Nagasaki where works from various 
regional schools after Dong Qichang were easily accessible.
 By examining Tetsuō’s paintings and sketch books, we can understand the evolution of his 
style and his study in Chinese painting, and thus shed light on Nanga painters in Nagasaki. 
Furthermore, his sketches can be seen as a collection that reflects the circulation of Chinese paint-
ing and calligraphy in Nagasaki during the late Edo period. Examining the relationship between 
artistic production and the circulation of artworks in Nagasaki enables us to reevaluate the position 
of the Nagasaki art world in early modern Japanese art history.

Keywords : Tetsuō, Jiang Jiapu, Chinese in Nagasaki, Nagasaki School, imported Chinese painting, 
Nanga, Southern School, literati painting, landscape painting

〈研究論文〉

幕末期畿内幕領における夫役人足の管理・使役体制
――長州戦争時の手代に着目して

尾 﨑 真 理

　本稿は、近世期の百姓役である夫役人足の使役・管理体制の解明を目的とする。
　人足動員については、従来役論の観点から研究が進展した。特に （（（1 年代に高木昭作氏
が国家的な課役体系を通じて諸身分が編成されたことを指摘して以降、川除普請や日光社参、
助郷などにおける役賦課体系が盛んに追究された。また人足の供給源についても主に都市社
会研究の中で解明が進んだ。吉田伸之氏は人足の供給源が主として都市下層民ら「日用」層
であり、彼らによるあばれ、がさつ、ねだりなどが問題化していた点を明らかにしている。
　一方、徴発後、人足を就労場所において労働に従事させる必要があるが、人足の使役・管
理体制については内戦期も含めて研究史上あまり関心が払われていない。長州戦争時の物資
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宗画を習得した。木下逸雲・三浦梧門と共に長崎南画三筆とされ、（（ 世紀の長崎画壇を代
表する南画家である。その名は長崎だけではなく、かつては全国に広まったのである。画を
志して長崎に赴いた多くの者は、その門に入った。
　これまで、基本史料の整理によって鉄翁の生涯は明らかにされてきたが、画業については
いまだに十分研究されてはいない。本論ではまず館蔵作品と売立目録の図版資料を利用して、
鉄翁の山水画を考察する。続いて長崎歴史文化博物館所蔵の （ 冊の縮図を整理・分析し、鉄
翁の中国画学習、及び彼の過眼した書画の内容を考察する。
　鉄翁の山水画は江稼圃と舶載画の学習を通じて、雲龍寺時代に独自の画風に到達した。彼
は江稼圃の様式、すなわち四王画風の末流を汲み取った高大な積み上げ式山水より、倪

げい

瓚
さん

の
構図と黄

こう

公
こう

望
ぼう

の皴法に基づく清淡秀雅の画風を好んでいた。鉄翁は師の画法を受け継ぐこと
より、南宗画の精神的な高逸さを追求していたことが見受けられる。
　一方、縮図を通じて、鉄翁は四王画風の作品や画家伝など熱心に学んでいたことが分かる。
さらに四王の他に、明末以降の諸地方画派も数多く展観していた。（（ 世紀半ば以降、清画
が舶載画の大半を占めるようになったことは、縮図冊を通じて分かる。董

とう

其
き

昌
しょう

以降の南宗
画の諸地方流派の作品を、長崎ではほとんど観ることができたのである。この環境の中で、
鉄翁は南宗画の精神に忠実な制作ができたのである。
　鉄翁の作品と縮図を考察することによって、その画風の変遷、及び中国画学習の状況を確
認し、長崎南画壇の一端を明らかにした。一方、鉄翁の縮図は一つの書画コレクションとみ
なすことができ、幕末の長崎における中国画の流通状況を反映している。長崎における制作
活動と書画の流通との関わりを考察することは、近世美術における長崎画壇の位置付けを再
考する手がかりになると考えられる。

【鉄翁、江稼圃、来舶清人、長崎派、舶載画、縮図、中国画学習、南画、南宗画、山水画】

〈RESEARCH ARTICLE〉
Tetsuō Somon’s Landscape Paintings and Sketch Books: A Look at the 
Nanga Art Scene in 19th-Century Nagasaki

WANG Ziqin

Tetsuō Somon (1791–1872) served as the abbot of Shuntoku-ji temple in Nagasaki, and in his 
later years retired to Unryū-ji temple to focus on painting and Zen meditation. He studied under 
the Qing dynasty painter Jiang Jiapu, who frequently visited Nagasaki between 1804 and the 
Bunsei era, and became proficient in orthodox Southern School Painting. Along with Kinoshita 
Itsuun and Miura Gomon, he was known as one of the “Three Masters of Nagasaki Nanga” and 
was a prominent figure in the Nagasaki art scene during the 19th century. His reputation spread 
not only in Nagasaki but throughout the country, and many aspiring painters went to Nagasaki to 
study under him.
 While the details of Tetsuō’s life are known, his artistic career has not been researched suffi-
ciently. This article examines Tetsuō’s landscape paintings using pictorial materials from museum 
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〈RESEARCH ARTICLE〉
Ieyasu’s Letter to the Lord of Holland: Japanese and Dutch Perceptions

CRYNS Keiko 

This article analyses Tokugawa Ieyasu’s letter to the “Lord of Holland,” dated the 25th day of the 
seventh month, Keichō 14 (1609), from various perspectives. It examines the copy of the letter 
held at Leiden University Library, the background to and contents of the letter set out in the Ikoku 
nikki by Ishin Sūden, and the Dutch translation of the same letter in Emanuel van Meteren’s 
Historie der Neder-landscher ende haerder naburen oorlogen ende geschiedenissen (1614). The article 
details how the letter was received in the Dutch Republic, shows its significance for Dutch trading 
activities in Japan, and explores the nature of early Dutch-Japanese interactions through relations 
between their sovereigns.
 First, the article uses catalogue information to trace out the history of the copy of the letter 
found today in the library of Leiden University, and gives information on its former owners. It also 
examines Dutch East India Company sources related to Ieyasu’s letter and the memorandum on 
the reverse side of the copy.
 Second, the article uses records in the Ikoku nikki to analyse the letter’s production, and 
compares the copy of the letter in the Ikoku nikki with that at Leiden University Library. This clar-
ifies Ieyasu’s perceptions of the Dutch republic; Ieyasu understood that Dutch ships coming to 
Japan belonged to fleets dispatched by the Dutch republic and took a positive attitude towards 
Dutch requests for trade and commerce. The article also speculates on what else the Dutch 
requested of Ieyasu, and argues that this included a petition for various trade-related conditions, 
such as the conclusion of a trade treaty, the establishment of a trading post for Dutch merchants, 
and the provision of secure landings for Dutch ships to anchor and conduct trade.
 Third, the article transcribes and translates the Dutch translation of Ieyasu’s letter in Van 
Meteren’s book, and analyses Dutch interpretations of the letter. Here, I point out that the Dutch 
translation contains more details than the original letter on issues regarding trade and commerce, 
which were important to the Dutch side.

Keywords : Dutch-Japanese relations, Tokugawa Ieyasu, Ikoku nikki, Ishin Sūden, Emanuel van Meteren, 
the Dutch East India Company, Hendrik van Raey, Leonard Ray, Gerard van Papenbroeck

〈研究論文〉

十九世紀長崎南画壇の片影
――鉄翁祖門の山水画と縮図冊

王 　 紫 沁
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（（（（（ ～ （（（（）は長崎春徳寺の住持を務め、晩年は雲龍寺に隠居し、画禅三昧の
生活を送っていた。彼は来舶清人の江
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圃
ほ

（（（1（ ～文政年間に来舶）に師事し、正統派の南
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〈研究論文〉

「阿蘭陀国主」宛家康書状
――日本側とオランダ側の認識

クレインス桂子

　本稿では、慶長 （（ 年 （ 月 （（ 日付「阿蘭陀国主」宛家康書状について、ライデン大学図書
館所蔵写し、以心崇伝「異国日記」における内容控と書状作成経緯に関する記事、エマニュ
エル・ファン・メーテレン『ネーデルラントおよび隣邦の歴史』（（（（（ 年）所収の同書状オ
ランダ語訳を取り上げ、多角的に分析した。
　家康書状の内容やその舞台裏の検討を通じて、君主間レベルにみられる最初期の日蘭関係
の有り様を探求するとともに、同書状がオランダの日本における通商活動にとってどのよう
な意義をもち、オランダでどのように受け止められたのかについて解明することが本稿の目
的である。
　まずは、写しの来歴を目録情報から確認し、旧所蔵者や関係者の追跡調査をおこなうとと
もに、家康書状に纏わるオランダ東インド会社文書の関連記述や写しの裏面に付された覚書
を検討した。
　続いて、「異国日記」における関連記事から同書状作成の経緯を紹介したのちに、控と写
しを比較し、内容がほぼ同じであることを確認したうえで、書状内容の分析をおこなった。
オランダに対する幕府側の認識について考察した結果、日本へ来航した蘭船がオランダから
派遣された艦隊に所属するものであると幕府側が把握していたことを指摘するとともに、オ
ランダ側からの通商交易開始の請願に対し、家康が積極的な歓迎姿勢で臨んだことを確認し
た。また、オランダ側から幕府側に伝えられた内容の推測を試み、通商交易のための友好同
盟締結、商館設立と商務員配置の許可、オランダ船の往来と交易場所としての着岸地の確保
など貿易に関する諸条件の請願を含んだものであったことを論じた。
　さらに、ファン・メーテレン所収の家康書状のオランダ語訳文について、その翻刻文と和
訳を掲載したうえで、オランダ語訳の分析を通じて、家康書状の内容に対するオランダ側に
おける受容認識についての考察を試みた。オランダ側にとって重要な貿易通商に関わる点に
ついては、原文よりもオランダ語訳の方がより詳細に記されていることを指摘した。

【日蘭交渉史、徳川家康、異国日記、以心崇伝、エマニュエル・ファン・メーテレン、オラ
ンダ東インド会社、ヘンドリック・ファン・ラーイ、レオナール・ラーイ、ヘーラールド・ファ
ン・パーペンブルック】

（【　】内はキーワード）論文要旨・SUMMARIES
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1.  刊行の目的　　『日本研究』は、国際日本文化研究センター（以下「センター」という）が刊行する日本
文化に関する国際的な学術誌であり、研究の成果を日本語にて掲載発表することにより、日本文化研究の
発展に寄与することを目的とする。

2. 募集原稿　　原稿の種類は、次のとおりとする。
（（）研究論文
（（）研究ノート：新しい知見や仮説を含んだ研究の中間報告等
（（）その他：研究展望、研究資料、調査報告等

3. 投稿資格　　上記目的に合致する研究内容であれば、誰でも投稿することができる。

4. 執筆要領　　原稿の執筆に当たっては、別に定める「『日本研究』執筆要領」を参照のこと。

5.   原稿の提出　　投稿原稿は、MS Word（*.doc, *.docx）又は Rich Text（*.rtf）等の形式で作成し、電子メー
ルで提出すること。

（（）原稿送付状
（（）本文原稿
（（）和文要旨（（11 字程度及び日本語キーワード （1 語程度）
＊ 原稿の字数については特に制限はないが、論文内容との関連から編集委員会が適当でないと判断した場

合は、字数の面から改稿を求めることがある。

   送付先： 『日本研究』編集委員会 

　e-mail：shuppan@nichibun.ac.jp

6.   募集締切　　センターのウェブサイトのトップページの「募集」欄を参照のこと。 

（https://www.nichibun.ac.jp/）

7.   掲載の決定　　投稿された原稿は、査読委員の審査を経て、編集委員会が掲載の可否を決定する。編集委
員会は、掲載に当たって最終的に原稿の種類を判定するとともに、著者に改稿を求めることがある。また、
掲載決定後、著者は英文要旨を必ず提出すること（要旨 （11 ワード、キーワード （1 ワード程度）。

8. 著者校正　　著者校正は、原則として初校のみとし、誤植等の修正にとどめ、内容上の変更は行わない。

9.   論文の二次使用について　　他の出版物への転載又は、翻訳・出版する場合には、その旨を編集委員会
に連絡して承認を得るとともに当該論文等に初出は本誌であることを明示すること。

10.   掲載論文等のインターネット公開について　　センターは、広く内外の研究者の利用に供するため、本
誌に掲載された論文等を、「国際日本文化研究センター学術研究成果物等の電子化及び発信等運用指針」

（センターのウェブサイト参照のこと）に従い、電子化し、日文研オープンアクセス及びセンターが承認
する外部組織運営の学術情報データベースにおいてインターネット公開する。

※「執筆要領」及び「原稿送付状」は、センターのウェブサイトからダウンロードしてください。
 

（1（（ 年 （ 月 （ 日改正

『日本研究』投稿要項
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